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令 和 ２ 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 令和２年３月２日（月曜日）

開 会 午後５時28分

散 会 午後５時45分

場 所 第７委員会室

本委員会に付託された事件

（３月２日付託）

１ 甲第１号議案 令和２年度沖縄県一般会計予算

２ 甲第２号議案 令和２年度沖縄県農業改良資

金特別会計予算

３ 甲第３号議案 令和２年度沖縄県小規模企業

者等設備導入資金特別会計予算

４ 甲第４号議案 令和２年度沖縄県中小企業振

興資金特別会計予算

５ 甲第５号議案 令和２年度沖縄県下地島空港

特別会計予算

６ 甲第６号議案 令和２年度沖縄県母子父子寡

婦福祉資金特別会計予算

７ 甲第７号議案 令和２年度沖縄県所有者不明

土地管理特別会計予算

８ 甲第８号議案 令和２年度沖縄県沿岸漁業改

善資金特別会計予算

９ 甲第９号議案 令和２年度沖縄県中央卸売市

場事業特別会計予算

10 甲第10号議案 令和２年度沖縄県林業・木材

産業改善資金特別会計予算

11 甲第11号議案 令和２年度沖縄県中城湾港 新（

港地区）臨海部土地造成事業特別会計予算

12 甲第12号議案 令和２年度沖縄県宜野湾港整

備事業特別会計予算

13 甲第13号議案 令和２年度沖縄県国際物流拠

点産業集積地域那覇地区特別会計予算

14 甲第14号議案 令和２年度沖縄県産業振興基

金特別会計予算

15 甲第15号議案 令和２年度沖縄県中城湾港 新（

港地区）整備事業特別会計予算

16 甲第16号議案 令和２年度沖縄県中城湾港マ

リン・タウン特別会計予算

17 甲第17号議案 令和２年度沖縄県駐車場事業

特別会計予算

18 甲第18号議案 令和２年度沖縄県中城湾港 泡（

瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計予算

19 甲第19号議案 令和２年度沖縄県公債管理特

別会計予算

20 甲第20号議案 令和２年度沖縄県国民健康保

険事業特別会計予算

21 甲第21号議案 令和２年度沖縄県病院事業会

計予算

22 甲第22号議案 令和２年度沖縄県水道事業会

計予算

23 甲第23号議案 令和２年度沖縄県工業用水道

事業会計予算

24 甲第24号議案 令和２年度沖縄県流域下水道

事業会計予算

25 甲第25号議案 令和元年度沖縄県一般会計補

正予算（第５号）

26 甲第26号議案 令和元年度沖縄県農業改良資

金特別会計補正予算（第１号）

27 甲第27号議案 令和元年度沖縄県下地島空港

特別会計補正予算（第２号）

28 甲第28号議案 令和元年度沖縄県下水道事業

特別会計補正予算（第２号）

29 甲第29号議案 令和元年度沖縄県沿岸漁業改

善資金特別会計補正予算（第１号）

30 甲第30号議案 令和元年度沖縄県中城湾港 新（

） （ ）港地区 整備事業特別会計補正予算 第１号

31 甲第31号議案 令和元年度沖縄県駐車場事業

特別会計補正予算（第１号）

32 甲第32号議案 令和元年度沖縄県中城湾港 泡（

瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予

算（第１号）

33 甲第33号議案 令和元年度沖縄県公債管理特

別会計補正予算（第１号）

34 甲第34号議案 令和元年度沖縄県国民健康保

険事業特別会計補正予算（第１号）

35 甲第35号議案 令和元年度沖縄県病院事業会

計補正予算（第１号）

委員の選任

令和２年３月２日、本委員会の委員は議長の指名で

次のとおり選任された。

予算特別委員会記録（第１号）



－2－

大 浜 一 郎君 西 銘 啓史郎君

又 吉 清 義君 末 松 文 信君

島 袋 大君 照 屋 守 之君

照 屋 大 河君 崎 山 嗣 幸君

狩 俣 信 子さん 比 嘉 京 子さん

大 城 一 馬君 親 川 敬君

玉 城 満君 赤 嶺 昇君

瀬 長 美佐雄君 比 嘉 瑞 己君

上 原 章君 糸 洲 朝 則君

大 城 憲 幸君

本日の委員会に付した事件

１ 委員長の互選

２ 副委員長の互選

３ 予算特別委員会運営要領について

４ 理事の選任

委員長、副委員長の互選

令和２年３月２日、狩俣信子さんが委員長に、西銘

啓史郎君が副委員長に選任された。

理事の選任

、 、 、令和２年３月２日 理事に大浜一郎君 照屋大河君

親川敬君、比嘉瑞己君、大城憲幸君が選任された。

出席委員

委員長 狩 俣 信 子さん

副委員長 西 銘 啓史郎君

委 員 大 浜 一 郎君 又 吉 清 義君

末 松 文 信君 島 袋 大君

照 屋 守 之君 照 屋 大 河君

崎 山 嗣 幸君 比 嘉 京 子さん

大 城 一 馬君 親 川 敬君

玉 城 満君 赤 嶺 昇君

瀬 長 美佐雄君 比 嘉 瑞 己君

上 原 章君 糸 洲 朝 則君

大 城 憲 幸君

3 4ii
予算特別委○中村守議会事務局政務調査課副参事

員会設置後、初めての委員会でありますので、委員

長及び副委員長の互選を行う必要があります。

委員長の互選に関する職務は、委員会条例第７条

第２項の規定により、年長の委員が行うことになっ

ております。

出席委員中、狩俣信子委員が年長者であります。

よって、この際、狩俣信子委員に委員長の互選に

関する職務をお願いいたします。

狩俣信子委員、委員長席に御着席願います。

（狩俣信子委員、委員長席に着席）

ただいまから、予算特別委員○狩俣信子年長委員

会を開会いたします。

委員会条例第７条第２項の規定により、年長の私

が委員長互選の職務を行います。

どうぞよろしくお願いいたします。

これより、委員長の互選を行います。

委員長の互選は、指名推選による方法と投票によ

る方法がありますが、いずれの方法によるか御協議

をお願いいたします。

休憩いたします。

（休憩中に、互選の方法は指名推選、被推選

人を狩俣信子委員とし、指名は委員長の職

務を行う委員が行う旨の協議があった ）。

再開いたします。○狩俣信子年長委員

委員長の互選については、休憩中に御協議いたし

ましたとおり、指名推選によることとし、私から指

、 。名したいと思いますが これに御異議ありませんか

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。○狩俣信子年長委員

、 。よって 委員長に狩俣信子さんを指名いたします

ただいまの指名に御異議ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。○狩俣信子年長委員

よって、委員長には私、狩俣信子が選任されまし

た。

この際、一言、御挨拶を申し上げます。

このたび、委員各位の御推挙により予算特別委員

長に就任いたしました狩俣信子でございます。

令和２年度は、残り期間が僅かとなった沖縄21世

紀ビジョン基本計画の総仕上げに向け、各種施策へ

の取組を加速していく年であり、当初予算の審査を

行う本委員会の果たすべき役割は極めて重大であり

ます。委員長就任に当たり、改めて責任の重さを痛

感しております。

委員会の運営につきましては、公正・中立を旨と

し、円滑に進めてまいりたいと存じますので、委員

各位の御指導と御協力を賜りますよう、よろしくお

願い申し上げます。

3 4ii
次に、副委員長の互選を行いま○狩俣信子委員長

す。

副委員長の互選は、指名推選による方法と投票に

よる方法がありますが、いずれの方法によるか御協
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議をお願いいたします。

休憩いたします。

（休憩中に、互選の方法は指名推選、被推選

人を西銘啓史郎委員とし、指名は委員長が

行う旨の協議があった ）。

再開いたします。○狩俣信子委員長

副委員長の互選については、休憩中に御協議いた

しましたとおり、指名推選によることとし、私から

指名したいと思いますが、これに御異議ありません

か。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。○狩俣信子委員長

よって、副委員長には西銘啓史郎君を指名いたし

ます。

ただいまの指名に御異議ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。○狩俣信子委員長

よって、副委員長には西銘啓史郎君が選任されま

した。

ただいま副委員長が選任されましたので、御挨拶

を自席でお願いいたします。

副委員長に指名していただ○西銘啓史郎副委員長

きましてありがとうございます。委員長を支えなが

ら予算特別委員会が円滑に運営されるように努力し

てまいります。委員各位の御協力をよろしくお願い

します。

以上で、委員長及び副委員長の○狩俣信子委員長

互選は終わりました。

3 4ii
次に、予算特別委員会運営要領○狩俣信子委員長

等についてを議題といたします。

休憩いたします。

（休憩中に、事務局から予算特別委員会運営

要領案の概要説明後に、協議があった ）。

再開いたします。○狩俣信子委員長

お諮りいたします。

予算特別委員会運営要領につきましては、案のと

おり決することとし、その他は先例等によることに

したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。○狩俣信子委員長

よって、さよう決定いたしました。

3 4ii
次に、ただいま決定されました○狩俣信子委員長

予算特別委員会運営要領に基づき、理事５人の選任

が必要であります。

理事５人の選任について、御協議をお願いいたし

ます。

休憩いたします。

（休憩中に、理事の選任について協議）

再開いたします。○狩俣信子委員長

理事５人の選任について、お諮りいたします。

、 、 、理事に大浜一郎委員 照屋大河委員 親川敬委員

比嘉瑞己委員及び大城憲幸委員の５人を指名したい

と思いますが、これに御異議ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。○狩俣信子委員長

よって、さよう決定いたしました。

理事の皆さんには、委員会の円滑な運営に御協力

いただきますようお願い申し上げます。

以上で、予定の議題は全て終了いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

次回は、明 ３月３日 火曜日 午前10時から委

員会を開き、補正予算議案の審査を行います。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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予算特別委員会運営要領

の要領は 「予算議案の審査等に関する基本的事項(常任委員会に対する調査依頼について （平成30年２こ 、 ）」

月19日議会運営委員会決定）に定めるもののほか、予算特別委員会の運営及び審査等に関し必要な事項を下記

のとおり定めることにより、予算特別委員会の円滑な運営に資するものとする。

記

１ 委員席の配置について

委員席は別紙１のとおりとする。

２ 審査日程について

審査日程は別紙２のとおりとする。ただし、審査の都合により必要があるときは、予算特別委員会に諮り

変更することができる。

３ 各常任委員会に対する調査依頼について

（ ） 、 、 、１ 当初予算の審査は 予算特別委員会において概要説明を聴取し 大局的な観点からの質疑等を行った後

様式１により所管の常任委員会に調査を依頼するものとする。

（２）常任委員会は調査終了後、様式２により予算調査報告書（以下「調査報告書」という ）を予算特別委員。

会に提出するものとする。

なお、調査報告書に記載する特記事項は、議案に対する附帯決議のような事項等とするものとする。

（３）予算議案の審査等に関する基本事項６（４）に係る予算特別委員への調査報告書の配付については、タ

ブレットに格納するものとする。

４ 説明員について

（１）補正予算の概要説明は総務部長及び病院事業局長が行うものとする。

（ ） 、 （ ） 、２ 当初予算の概要説明は総務部長が行い 室部局長 会計管理者及び各種委員会事務局長を除く 出席の上

大局的な観点から質疑を行うものとする。

５ 質疑の要領について

（１）補正予算

① 質疑の時間は委員１人10分とする。

② 各委員の質疑の時間は出席委員間で相互に譲渡することができるものとする。その場合、譲渡をする

委員はあらかじめ委員長に譲渡する時間及び譲渡をされる委員について報告する。また、譲渡をする委

員は譲渡をされた委員が質疑する間は着席しなければならないものとする。

③ 質疑の時間には答弁時間は含まないものとする。

④ 質疑時間終了５分前に１回、１分前に２回及び終了時に５回それぞれ電子音等で報知する。

⑤ 質疑は一問一答方式により、自席から起立の上行うものとする。

⑥ 質疑の順序は多数会派順とする。

（２）当初予算の概要説明

① 質疑は会派代表の委員１人が行うものとする。なお、質疑を行う会派は、委員名を３月３日（火）の補

正予算審査日の正午までに、政務調査課に報告するものとする。

② 質疑の時間は７分とする。

③ 質疑は大局的な観点から、予算編成の基本的な考え方、室部局の予算体系などについて行うものとし、資
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料は 「当初予算説明資料（２月定例県議会 「沖縄県一般会計予算案の概要 「当初予算（案）施策、 ）」、 」、

概要」及び「当初予算案概要（部局別 」などを使用する。）

④ その他の質疑の要領については、上記（１）の規定を準用する。

６ 調査報告書に対する質疑について

（１）予算特別委員長は、調査報告書に関し予算特別委員から質疑の通告がなされた場合には、様式３により

当該常任委員長の出席を求めるものとする。

（２）常任委員長に対する質疑の通告は、様式４により政務調査課に提出するものとする。

（３）常任委員長への質疑は、当該常任委員長に対し２回を超えないものとする。

７ 要調査事項に対する質疑について

（１）要調査事項に対する質疑（以下「総括質疑」という ）を行うため知事等に出席を求めることが決定され。

た場合、知事等への総括質疑の通告締切日時は、予算特別委員会において総括質疑を行う日の前日（県の休

日を除く ）の午後３時とし、様式４により政務調査課に提出するものとする。。

（２）予算特別委員長の代表質疑及び知事等の答弁聴取後に行う各委員等の質疑の時間は、委員長が委員会に諮っ

て定めるものとする。

８ 理事会について

（１）理事会は、委員長、副委員長及び理事５人をもって構成する。

（２）理事は、委員長が委員会に諮って指名する。

（３）理事は、委員会の運営について委員長に協力し、委員間の連絡調整に当たる。

雑 則

以上のほか、委員会の運営について必要な事項は、その都度委員長が委員会に諮って定めるものとする。
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別紙１

委 員 席 の 配 置

議 会 事 務 局

（録音・計時） 補 助

議 会 事 務 局 答弁席

議 会

説 明 員
事務局

狩 俣 信 子

委 員 長

崎山嗣幸委員 照屋大河委員 又吉清義委員 西銘啓史郎委員 大浜一郎委員

大城一馬委員 比嘉京子委員 照屋守之委員 島袋 大委員 末松文信委員

赤嶺昇委員 玉城満委員 親川敬委員 大城憲幸委員 糸洲朝則委員 上原章委員

比嘉瑞己委員 瀬長美佐雄委員
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別紙２

予算議案の審査日程

年月日 曜日 時 間 事 項 関係室部局等

予算特別委員会
本会議及び

令和２年 ・委員長及び副委員長の互選
各委員会終

３月２日 ・委員会運営要領の件
月

了後
・理事の選任

知 事 公 室

総 務 部

企 画 部

環 境 部

子 ど も 生 活 福 祉 部

保 健 医 療 部

予算特別委員会 農 林 水 産 部
３月３日 火 午前10時

・令和元年度補正予算審査 商 工 労 働 部

文化観光スポーツ部

土 木 建 築 部

病 院 事 業 局

教 育 委 員 会

公 安 委 員 会

議 会 事 務 局

常任委員会 予算特別委員会

終了後 ・令和元年度補正予算採決
３月４日 水

本会議

・補正予算委員長報告・採決
午前10時

予算特別委員会
３月６日 金

本 会 議 ・ 令 和 ２ 年 度 一 般 会 計 ・ 特 別 会 計 予 算 及 び 企 業
関 係 室 部 局

終 了 後 会計予算(概要説明及び質疑）

・ 各 常 任 委 員 会 に 対 す る 調 査 依 頼 の 件 （ 当 初 予 算 ）

各常任委員会
３月９日 月 午前10時 関 係 室 部 局

・所管事務に係る予算議案の調査

各常任委員会

３月10日 火 午前10時 ・所管事務に係る予算議案の調査 関 係 室 部 局

・予算調査報告書記載内容等についての協議

３月11日 水 ・予算調査報告書整理日

３月12日 木 ・予算調査報告書整理日

報告書配付時刻：正午
・ 予 算 特 別 委 員 に 対 す る 予 算 調 査 報 告 書 の 配 付

質疑通告締め切り時刻３月13日 金
・常任委員長に対する質疑の通告締め切り

：午後３時

予算特別委員会

３月16日 月 午前10時 ・予算調査報告書等について

・総括質疑の取り扱いについての協議

予算特別委員会 知 事 等

・総括質疑 関 係 室 部 局
３月17日 火 午前10時

関 係 室 部 局
本会議 予算特別委員会

休憩中 ・令和元年度補正予算審査及び採決
３月23日 月

本会議 予算特別委員会
関 係 室 部 局

終了後 ・令和２年度補正予算審査

予算特別委員会
３月24日 火 午前10時

・令和２年度当初予算及び補正予算採決
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（平成30年２月19日議会運営委員会決定）

予算議案の審査等に関する基本的事項

（常任委員会に対する調査依頼について）

予算議案の審査については、その効率的で充実した審査に資することを目的とし、各常任委員会において予

算特別委員会から調査依頼を受け、専門的な立場から所管事務に係る予算事項を調査する方式としたところで

ある。こうした予算議案の審査・調査に当たっては、下記の基本的事項を定めることにより、予算特別委員会

及び各常任委員会の円滑な運営に資するものとする。

記

１ 予算議案の審査について

補正予算の審査については予算特別委員会において行うこととし、当初予算の審査については、概要説明

を予算特別委員会で行った後、室部局に係る事項について所管の常任委員会に依頼して調査を行うものとす

る。

２ 予算特別委員会の開催場所について

予算特別委員会は、第７委員会室で行うものとする。

３ 審査日程について

予算議案の審査日程はおおむね別紙１のとおりとし、具体的な予算特別委員会の審査日程は同委員会にお

いて決定するものとする。

４ 調査依頼事項について

（１）各常任委員会に対する調査依頼事項は、沖縄県議会委員会条例第２条に規定する所管事務に係る予算事項と

する。

（２）調査依頼に関する様式は別に定めるものとする。

５ 各常任委員会における調査について

（１）質疑の時間は、各審査日委員１人10分とする。

（２）各委員の質疑の時間は、出席委員間で相互に譲渡することができるものとする。その場合、譲渡する委員

はあらかじめ委員長に譲渡する日、時間及び譲渡をされる委員について報告するものとする。また、譲渡を

する委員は譲渡をされた委員が質疑する間は着席しなければならない。

（３）質疑の時間には、答弁時間は含まないものとする。

（４）質疑時間終了５分前に１回、１分前に２回及び終了時に５回それぞれ電子音等で報知する。

（５）質疑の順序については多数会派順とする。なお、２日目は第２多数会派から質疑を行い、第１多数会派は最

後に行うものとする。

（６）各常任委員会での採決は行わないものとする。

６ 予算調査報告書の作成及び配付について

（１）予算調査報告書（以下「調査報告書」という ）は、各常任委員会での協議に基づき各常任委員長が作成。

するものとする。この場合、各常任委員会での協議を省略して調査報告書の作成を各常任委員長に一任す

ることができるものとする。
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（２）調査報告書に記載する事項は、各常任委員会における質疑・答弁の主な内容、予算特別委員会においてさら

に調査が必要とされる事項（以下「要調査事項」という ）及び特記事項とする。。

（３） 要調査事項について

ア 各常任委員会における質疑において、要調査事項を提起しようとする委員は、その該当事項を要調査

事項とする旨を発言するものとする。

イ 各常任委員会における質疑終了後、要調査事項を提起しようとする委員が要調査事項とする理由等を

説明した後、予算特別委員会における調査の必要性についての意見交換や要調査事項の整理を行った上

で、要調査事項を予算特別委員会に報告するものとする。

ウ 各常任委員会における上記イの意見交換や整理の中において、要調査事項として報告することについ

て反対の意見が述べられた場合には、予算特別委員会に報告する際にその意見もあわせて報告するもの

とする。

（４） 調査報告書は、予算特別委員会において調査報告書を審査する日の前日（県の休日を除く ）の正午までに。

予算特別委員に配付するものとする。

（５） 調査報告書の様式は別に定めるものとする。

７ 調査報告書に対する質疑について

（１）調査報告書に関し、常任委員長に対する質疑の通告がなされた場合には、当該常任委員長の出席を求めるも

のとする。

（２）常任委員長に対する質疑通告の締切日時は、予算特別委員会において調査報告書を審査する日の前日（県の

休日を除く ）の午後３時とする。。

８ 要調査事項に対する質疑について

（１）審査の最終日に要調査事項に対する質疑（以下「総括質疑」という ）を行うため知事等の出席を求める。

場合には、予算特別委員会において質疑を行う要調査事項及び知事等の出席を求めることについて決定する

ものとする。

（２）知事等への総括質疑は、上記（１）において決定した要調査事項についてまず予算特別委員長が代表して行

い、答弁を聴取した後、各委員からの質疑を行うものとする。

９ 質疑の時間及び方法等について

予算特別委員会における質疑の時間及び方法その他必要な事項は同委員会において決定するものとする。

10 理事会について

、 。予算特別委員会の円滑な運営等を図るための調整 協議等を行うため同委員会に理事会を設置するものとする
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別紙１

予算議案の審査日程

年月日 委員会等 時 間 事 項 関係室部局等

２月 ○委員長及び副委員長の互選
本会議及

定例 ○委員会運営要領の件
予算特別委員会 び各委員

会期中 ○理事の選任
会終了後

（ ）(１日目) ○各常任委員会に対する調査依頼の件 当初予算

以降

開会中 予算特別委員会 午前10時 ○令和元年度補正予算審査 関 係 室 部 局

(２日目)

各 常 任

(３日目) 予算特別委員会 委 員 会 ○令和元年度補正予算採決

終 了 後

(４日目) ○議案整理日

本 会 議 午前10時 ○補正予算委員長報告・採決

(５日目) 本 会 議 ○令和２年度一般会計・特別会計予算及び企業会 総 務 部
予算特別委員会

終 了 後 計予算（概要説明） 関 係 室 部 局

(６日目) 常 任 委 員 会 午前10時 ○所管事務に係る予算議案の調査 関 係 室 部 局

(７日目) 常 任 委 員 会 午前10時 関 係 室 部 局
○所管事務に係る予算議案の調査

○予算調査報告書記載内容等についての協議

(８日目) ○予算調査報告書整理日

(９日目) ○予算調査報告書整理日

報告書配付時刻：

○予算特別委員への予算調査報告書の配付 正午
(10日目)

○常任委員長に対する質疑の通告締め切り 質疑通告締め切り

時刻：午後３時

○常任委員長に対する質疑

○「要調査事項」及び「特記事項」の取り扱い等
(11日目) 予算特別委員会 午前10時

についての協議

○総括質疑の取り扱いについての協議

知 事 等
(12日目) 予算特別委員会 午前10時 ○総括質疑

関 係 室 部 局

常 任 委 員 会

常 任 委 員 会

常 任 委 員 会

(13日目) 予算特別委員会 午前10時 ○採決
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。沖縄県議会委員会条例第 27 条第１項の規定によりここに署名する

年 長 委 員 狩 俣 信 子

委 員 長 狩 俣 信 子
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予算特別委員会記録
沖縄県議会 (定例会 )
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令 和 ２ 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 令和２年３月３日（火曜日）

開 会 午前10時３分

散 会 午後５時９分

場 所 第７委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第25号議案 令和元年度沖縄県一般会計補

正予算（第５号）

２ 甲第26号議案 令和元年度沖縄県農業改良資

金特別会計補正予算（第１号）

３ 甲第27号議案 令和元年度沖縄県下地島空港

特別会計補正予算（第２号）

４ 甲第28号議案 令和元年度沖縄県下水道事業

特別会計補正予算（第２号）

５ 甲第29号議案 令和元年度沖縄県沿岸漁業改

善資金特別会計補正予算（第１号）

６ 甲第30号議案 令和元年度沖縄県中城湾港（新

港地区）整備事業特別会計補正予算（第１号）

７ 甲第31号議案 令和元年度沖縄県駐車場事業

特別会計補正予算（第１号）

８ 甲第32号議案 令和元年度沖縄県中城湾港（泡

瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予

算（第１号）

９ 甲第33号議案 令和元年度沖縄県公債管理特

別会計補正予算（第１号）

10 甲第34号議案 令和元年度沖縄県国民健康保

険事業特別会計補正予算（第１号）

11 甲第35号議案 令和元年度沖縄県病院事業会

計補正予算（第１号）

出席委員

委員長 狩 俣 信 子さん

副委員長 西 銘 啓史郎君

委 員 大 浜 一 郎君 又 吉 清 義君

末 松 文 信君 島 袋 大君

照 屋 守 之君 照 屋 大 河君

崎 山 嗣 幸君 比 嘉 京 子さん

大 城 一 馬君 親 川 敬君

玉 城 満君 赤 嶺 昇君

瀬 長 美佐雄君 比 嘉 瑞 己君

上 原 章君 糸 洲 朝 則君

大 城 憲 幸君

説明のため出席した者の職、氏名

知 事 公 室 長 池 田 竹 州君

総 務 部 長 金 城 弘 昌君

総 務 私 学 課 長 座 安 治君

人 事 課 長 茂 太 強君

財 政 課 長 武 田 真君

税 務 課 長 小 渡 貞 子さん

企 画 部 長 宮 城 力君

企 画 部 参 事 宮 平 尚君

交 通 政 策 課 長 宮 城 優君

環 境 部 長 棚 原 憲 実君

環 境 再 生 課 長 安 里 修君

子 ど も 生 活 福 祉 部 長 大 城 玲 子さん

福 祉 政 策 課 長 真栄城 守君

保 護 ・ 援 護 課 長 宮 城 和一郎君

青少年・子ども家庭課長 真 鳥 裕 茂君

子 育 て 支 援 課 長 久 貝 仁君

保 健 医 療 部 長 砂 川 靖君

保 健 医 療 総 務 課 長 金 城 清 光君

国 民 健 康 保 険 課 長 山 内 昌 満君

農 林 水 産 部 長 長 嶺 豊君

営 農 支 援 課 長 前 門 尚 美さん

糖 業 農 産 課 長 喜屋武 盛 人君

畜 産 課 長 仲 村 敏君

漁 港 漁 場 課 長 森 英 勇君

商 工 労 働 部 長 嘉 数 登君

アジア経済戦略課班長 宮 国 順 英君

中 小 企 業 支 援 課 長 友 利 公 子さん

雇 用 政 策 課 長 島 尻 和 美さん

文化観光スポーツ部長 新 垣 健 一君

土 木 建 築 部 長 上 原 国 定君

道 路 街 路 課 長 島 袋 善 明君

道 路 管 理 課 長 島 袋 一 英君

海 岸 防 災 課 長 新 垣 義 秀君

港 湾 課 長 桃 原 一 郎君

空 港 課 長 野 原 良 治君

都 市 公 園 課 長 玉 城 謙君

病 院 事 業 局 長 我那覇 仁君

予算特別委員会記録（第２号）
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病 院 事 業 経 営 課 長 古 堅 圭 一君

教 育 長 平 敷 昭 人君

学 校 人 事 課 長 屋 宜 宣 秀君

県 立 学 校 教 育 課 長 玉 城 学君

保 健 体 育 課 長 太 田 守 克君

3ii4

○狩俣信子委員長 ただいまから、予算特別委員会

を開会いたします。

甲第25号議案から甲第35号議案までの補正予算議

案11件についてを一括して議題といたします。

本日の説明員として、総務部長及び病院事業局長

をはじめ、関係部局長の出席を求めております。

なお、本日の審査につきましては、昨日、決定い

たしました予算特別委員会運営要領に従って行うこ

とにいたします。

まず初めに、甲第25号議案から甲第35号議案まで

の補正予算議案について、委員会運営要領記の

４（１）に基づき、総務部長及び病院事業局長から

概要説明を聴取し、その後、質疑を行います。

まず、甲第25号議案から甲第34号議案までについ

て、総務部長の概要説明を求めます。

金城弘昌総務部長。

○金城弘昌総務部長 おはようございます。よろし

くお願いします。

ただいま議題となりました甲第25号議案令和元年

度沖縄県一般会計補正予算（第５号）及び甲第26号

議案から甲第34号議案までの、９件の特別会計補正

予算について、その概要を御説明いたします。

まず初めに、甲第25号議案につきまして、令和元

年度一般会計補正予算（第５号）説明資料により、

その概要を御説明いたします。

今回の補正予算は、扶助費等の義務的経費及び国

の補正予算関連経費並びに11月補正予算編成後の事

情変更により緊急に対応を要する経費について、必

要な予算を措置するものであります。

１ページをお願いいたします。

今回の補正額は、歳入歳出それぞれ59億3499万

1000円で、補正後の改予算額は7430億1478万6000円

となります。歳入、歳出の主な内容については、後

ほど御説明させていただきます。

２ページをお願いいたします。

２ページは、歳入歳出の財源内訳となっておりま

す。

３ページをお願いいたします。

歳入内訳につきまして、主なものを御説明いたし

ます。左側区分欄で一番上の県税は40億8393万6000円

で、その内訳は上から１つ目の県民税が６億9356万

1000円、４つ下の事業税が25億627万2000円などであ

ります。

４ページをお願いいたします。

区分欄で一番上の地方譲与税のマイナス16億

3998万2000円は、地方法人特別譲与税の減によるも

のであります。

区分欄で上から３つ目の地方特例交付金の14億

5672万5000円は、子ども・子育て支援臨時交付金の

計上などによるものであります。

区分欄で上から４つ目の地方交付税の13億5816万

8000円は、普通交付税の交付決定額の未計上分であ

ります。

区分欄で一番下の国庫支出金のマイナス12億

2996万5000円は、国庫内示減や事業費の減額分であ

ります。

ページが飛びまして７ページをお願いいたします。

区分欄で２つ目の寄附金の14億2300万円は、首里

城火災復旧・復興支援寄附金の計上によるものであ

ります。

区分欄で３つ目の繰入金のマイナス16億7591万

1000円は、特定目的基金を活用した事業の減に伴う

繰入金の減などによるものであります。

８ページをお願いいたします。

区分欄で一番上の繰越金の34億901万円は、平成

30年度決算剰余金の未計上分であります。

以上、歳入合計は９ページの一番下にありますと

おり、59億3499万1000円となっております。

10ページからは歳出の内訳となっております。主

な事項を御説明させていただきます。

一番下の総務部の私立学校等教育振興費の４億

6236万9000円のうち、高等学校等就学支援金事業は、

高校生等への就学支援金の給付に要する経費であり、

受給者数が当初見込みを上回ることに伴う補正であ

ります。

13ページをお願いいたします。

上から２番目の財政調整基金積立金の78億7862万

3000円は、平成30年度決算剰余金等の積立てに伴う

補正であります。

15ページをお願いいたします。

上から２番目の企画部の交通運輸対策費の２億

3683万9000円のうち、沖縄離島住民等交通コスト負

担軽減事業は、離島住民等の割高な船賃及び航空運

賃の低減に要する経費であり、航空路の利用実績が

当初見込みを上回ることに伴う補正であります。

19ページをお願いいたします。
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上から２番目の子ども生活福祉部の保育対策事業

費のマイナス４億6734万6000円のうち、待機児童解

消支援基金事業は、市町村が実施する待機児童解消

に向けた取組への支援に要する経費であり、市町村

整備計画の変更に伴う補正及び市町村が実施する保

育士確保やミスマッチ解消に向けた新たな取組への

支援拡充に係る基金の積み増しに伴う補正でありま

す。

22ページをお願いいたします。

一番上の保健医療部の後期高齢者医療負担金等事

業費の１億4511万1000円は、後期高齢者の医療給付

費増による負担金の増額に伴う補正であります。

飛びまして、26ページをお願いいたします。

上から３番目の農林水産部の分蜜糖振興対策事業

費の10億4147万8000円は、国の補正予算を活用した

南大東村内製糖工場の前処理施設の整備に伴う補正

であります。

28ページをお願いいたします。

上から２番目の水利施設整備事業の22億5988万

5000円は、国の補正予算を活用したかんがい排水施

設の整備等に伴う補正であります。

飛びまして、37ページをお願いいたします。

一番上の土木建築部の地域連携道路事業費の２億

円は、国の補正予算を活用した南部東道路の追加整

備に伴う補正であります。

41ページをお願いいたします。

上から３番目の公園管理費の13億2654万5000円の

うち、首里城復興基金積立金は、首里城復興基金の

積立てに要する経費であり、基金の設置に伴う補正

であります。

44ページをお願いいたします。

一番上の教育委員会の教職員給与費（小学校費）

の８億1824万4000円のうち、公立小学校教職員給与

費は、給与改定及び支給対象人員が当初見込みを上

回ることに伴う補正であります。

また、教職員給与については、44ページの上から

２番目の教職員給与費中学校費、45ページの一番上

の教職員給与費高等学校費、46ページの一番上の教

職員給与費特別支援学校費も同様の理由で補正を計

上しております。

47ページをお願いいたします。

以上で、歳出の合計も、一番下のほうになります

が59億3499万1000円となっております。

次に、48ページをお願いいたします。

繰越明許費に関する補正の追加であります。

今回の繰越明許費は、当初予算編成後の事由によ

り年度内に完了しない見込みのある事業について、

翌年度に繰り越して実施するため計上するものであ

ります。繰越明許費の追加の合計は、49ページの一

番下にありますとおり309億4628万円となっておりま

す。

50ページをお願いいたします。

繰越明許費に関する補正の変更であります。これ

まで繰越明許費として計上した事業について、新た

に繰越しが必要となる箇所が生じたことなどにより

変更するものであります。

繰越明許費の変更の合計は、52ページの一番下に

ありますとおり、116億2681万8000円を475億7713万

円に変更するものであり、359億5031万2000円の増額

となります。

53ページをお願いいたします。

債務負担行為に関する補正は、名護中央公園の指

定管理に要する経費等について債務負担行為を設定

するものであります。

54ページをお願いいたします。

地方債に関する補正については、事業費が増減し

たことなどにより、一番下にありますとおり合計で

４億4580万円となっております。

以上が、令和元年度一般会計補正予算（第５号）

の概要であります。

次に、特別会計について御説明いたします。

令和２年第１回沖縄県議会（定例会）議案（その

２）によりその概要を御説明させていただきます。

飛びまして19ページをお願いいたします。

19ページ、甲第26号議案令和元年度沖縄県農業改

良資金特別会計補正予算（第１号）は、農業改良資

金の貸付金回収の実績減に伴う補正であります。

21ページをお願いいたします。

甲第27号議案令和元年度沖縄県下地島空港特別会

計補正予算（第２号）は、国の補正予算を活用した

空港場周柵の整備や繰越明許費の追加等に伴う補正

であります。

25ページをお願いいたします。

甲第28号議案令和元年度沖縄県下水道事業特別会

計補正予算（第２号）は、国庫内示減や繰越明許費

の追加及び変更等に伴う補正であります。

30ページをお願いいたします。

甲第29号議案令和元年度沖縄県沿岸漁業改善資金

特別会計補正予算（第１号）は、沿岸漁業改善資金

の貸付金の実績減に伴う補正であります。

32ページをお願いいたします。

甲第30号議案令和元年度沖縄県中城湾港（新港地
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区）整備事業特別会計補正予算（第１号）は、中城

湾港（新港地区）の港湾関連施設等の整備に係る繰

越明許費の追加に伴う補正であります。

34ページをお願いいたします。

甲第31号議案令和元年度沖縄県駐車場事業特別会

計補正予算（第１号）は、県民広場地下駐車場の改

修工事等の入札不調に伴う補正であります。

36ページをお願いいたします。

甲第32号議案令和元年度沖縄県中城湾港（泡瀬地

区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算（第１号）

は、中城湾港（泡瀬地区）の土地造成に係る繰越明

許費の追加に伴う補正であります。

38ページをお願いいたします。

甲第33号議案令和元年度沖縄県公債管理特別会計

補正予算（第１号）は、令和元年度に新規で借り入

れた県債の借入利率が予定利率を下回ったことに伴

う補正であります。

40ページをお願いいたします。

甲第34号議案令和元年度沖縄県国民健康保険事業

特別会計補正予算（第１号）は、令和元年度保険給

付費の実績増及び平成30年度療養給付費負担金等の

精算に伴う補正であります。

以上で、一般会計補正予算及び特別会計補正予算

の概要の説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○狩俣信子委員長 総務部長の概要説明は終わりま

した。

次に、甲第35号議案について、病院事業局長の概

要説明を求めます。

我那覇仁病院事業局長。

○我那覇仁病院事業局長 おはようございます。

令和元年度病院事業会計２月補正予算案の概要に

ついて、サイドブックスに掲載されております令和

元年度病院事業会計２月補正予算（案）説明資料に

基づいて、御説明いたします。

それでは、お手元の資料の１ページを御覧くださ

い。

まず、１の補正予算の考え方について御説明いた

します。今回の補正予算案は、当初予算編成時点で、

あらかじめ予測できなかった患者数の増、また、県

立中部病院及び南部医療センター・こども医療セン

ターで使用する薬品等が増加したことにより、材料

費に不足を生じるため、補正予算を編成するもので

あります。

次に、２の補正予算（案）の概要について御説明

いたします。今回の補正予算案は、材料費として、

県立中部病院及び南部医療センター・こども医療セ

ンターの薬品及びその他診療材料に要する経費10億

1351万4000円を計上しており、（１）の収益的収支予

算の補正の支出の項目にあるとおり、当該補正予算

額を既決予算額に加えますと、補正後予算額は618億

2897万4000円となります。

なお、今回の材料費に係る収益的支出の補正に伴

い、医業収益においても12億7844万1000円の収益的

収入を見込んでおり､これを既決予算額に加えます

と、補正後予算額は608億9206万4000円となります。

以上で、令和元年度、病院事業会計２月補正予算

（案）の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○狩俣信子委員長 病院事業局長の概要説明は終わ

りました。

これより、甲第25号議案から甲第35議案までの補

正予算議案に対する質疑を行います。

質疑に際しては、引用する予算資料の名称、ペー

ジ番号及び事業名等をあらかじめ告げた上で、説明

資料の該当ページをタブレットの通知機能により委

員自ら通知し、質疑を行うよう御協力をお願いいた

します。

この際、執行部の皆様に申し上げます。

答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円

滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいた

します。

質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許

可を得てから、自席で起立の上行い、重複すること

がないよう簡潔にお願いいたします。

それでは、これより直ちに各予算に対する質疑を

行います。

大浜一郎委員。

○大浜一郎委員 よろしくお願いいたします。

最初に、全体像の中でのことをお聞きして、後に

個別の事業についてお伺いをしたいというように思

います。

全体予算の中で、国庫内示減による補正が多々見

られますが、これはもうよいことではないというふ

うに理解をしております。この国庫内示減に至った

内容についてですね、総体的にでよろしいので、御

説明をいただきたいと思います。

○武田真財政課長 よろしくお願いします。

２月補正では、事業の進捗状況に応じまして不用

が確実に見込める経費につきましては、減額補正を

しております。その中では、国庫補助金等の内示減

に伴う経費であるとか、災害復旧費などのように予
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見が困難な事業、それから予算編成後の事業計画変

更による要因などについても減額補正をしておりま

す。

今、委員が御指摘いただいた国庫内示減、主には

土建部のほうの社会資本整備総合交付金の事業に

なってくるかと思いますが、この事業の国の内示が

ですね、大体年度末、３月末にしかいただけないと。

予算編成時期が１月なものですから、その時期では

それで確定ができなくて、平成31年度予算において

は、その時点で県が国に提出を予定している要望額、

それでもって予算を計上させていただきました。そ

の後、実際に国のほうから内示をいただきまして、

減額をされたということで含めまして２月補正とい

うか、決算補正ということもございまして、今回減

額の補正を提出させていただいているところです。

○大浜一郎委員 これは事業の在り方とかですね、

今お聞きすると事業の調整がやはり不備であったの

かもしれないと思わざるを得ないというように思い

ますけど、そういうことについて、そういったこと

にも原因があるんじゃないですか。どうですか。

○武田真財政課長 今委員が御指摘のとおり、少し

県の予算計上額と２月補正で減額する額がちょっと

大きいかなということがございまして、令和２年度

の当初予算においては、国からの情報収集をこれま

で以上に徹底して、なるべくその乖離が少なくなる

ような形の取組を行っているところです。

○大浜一郎委員 いずれにせよ、国庫内示減になるっ

てことは非常によいことではないという前提でもっ

てですね、今後、事業の調整をしていただきたいな

というふうに思います。

それと、補助金の実績減による補正も多々見られ

ます。特に、24ページの医学医療研修事業等とかで

すね、つらつらございます。各所で、補助金の実績

減の補正が見られるということであります。これは、

事業実施においてですね、事業への取組自体にやは

り問題があったと言わざるを得ないような側面もあ

るということです。この辺についてはどうですか。

○砂川靖保健医療部長 医学臨床研修事業は、県立

病院において専攻医を養成して、これを２年間その

養成するわけですけれど、その終わった後１年間は

ですね、離島とか僻地、北部の病院、義務というこ

とで１年間勤務してもらう制度なんですけれど、こ

の分についてはですね、予定していたその専攻医が

集まらなかったということで、その分の減額補正と

いうことになっております。

○大浜一郎委員 それだけじゃなくて、いろんなと

ころに補助金の、要するに実績減による補正という

のがあるわけですよね。個別事業であったにせよ、

総体的になぜこういうことが起きてしまったのかな

というのは、非常に残念な結果だなと思っているん

ですね。その辺について、総体的に少しお答えでき

る方、よろしくお願いします。

○武田真財政課長 先ほども少し御案内しましたけ

ど、２月補正というのは決算補正ということで、決

算に近いような形で、決算においてはあまり不用が

発生しないような形の補正を組まさせていただいて

おります。そこで国庫内示の減であるとか、実際の

事業費の執行の減に伴って、様々な要因でもって減

額補正をさせていただいておるんですが、そのまた

財源を活用してですね、当初予算での財源に充てる

というような形で対応をさせていただいているとこ

ろです。

○大浜一郎委員 ですからね、要するに実績が伴わ

なかったので、補正になっているということはその

事業に対する取組度合いというものに関して、今後

どのような改善策があるのか、取組が弱かったのか

と私は聞いているんですよ。掘り起こしが悪かった

のか、その辺ですよ。総体的な話ですよ。

○武田真財政課長 不用が発生する要因としまして

は、もちろん入札による予算と契約の差額の発生で

あるとか、もちろん執行しながら経費の節減もあり

ます。それから、事務事業の合理化に努めた結果も

含めて、不用というのはよく出てくるって形になっ

てきます。執行率を上げる取組も片一方でやりなが

らですね、不用が発生しないような形も含めて今後

対応していきたいと。予算とその不用の乖離をなる

べく発生させないような取組をしていきたいと思っ

ております。

○大浜一郎委員 やはり、事業を組み立てた以上しっ

かりこれを遂行して、次にどうつなげていくのか、

見直しをしていくのかというのはこれは当たり前の

話でありますから、ぜひそのようなことで、できる

だけ事業の取組に関してはですね、万全を期してい

ただきたいなというふうに思ったりもします。

それと、23ページで、国庫償還金の増額というよ

うな文言が出てきますが、これは会計監査の指摘を

受けた上でのものなのかどうなのか、その辺のとこ

ろ少しお聞かせいただきたいと思います。

○砂川靖保健医療部長 保健医療部のほうで、その

医療費助成ということですね、特定不妊治療とかあ

るいは精神、そして小児慢性、こういった医療費助

成をしているわけです。これは概算払いを受けて、
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医療費がその見込みより少なかった場合、もらい過

ぎた補助金というのは返さないといけないわけです

よ。その確定が翌年度に行われるもんですから、そ

れが償還金という形で現れているということでござ

います。

○大浜一郎委員 この災害復旧に関してですね、文

言として、災害復旧関連経費が当初の見込みを下回

ることに伴う補正というのが多々ございます。関連

経費が低く見積もられるということ自体悪いことで

はないというように思うんですが、私は地元の与那

国島で、昨年の５月に大雨が降った―災害復旧がこ

の３月に入ろうとしている今でも、基本的には全然

前に進んでいない。何が起きるか分からないような

状況がある中で、当初見込みを下回ることに伴うと

いうこの文言がですね、ちょっと根拠がよく分から

ないんですよ。例えば、もちろん補正予算で何かあっ

たときには対応するのは当然なんですが、当初見込

みを下回るという文言を使うべきなのかどうなのか。

もうその辺のところがちょっと、行政用語か何かよ

く分かりませんけどね、よく分からないんですよね。

そういう文言を使う根拠というのが、対前年なのか

も分かりませんけど、もう少し分かりやすくお答え

いただきたいなと思うんですけど。

○武田真財政課長 補正理由の書きぶりについて、

御指摘のところにつきましては少しまた今後研究さ

せていただきたいと思っておりますが、災害復旧費

につきましては、当初予算の計上において河川だっ

たり、農林だったり、教育庁それぞれありますけど、

過去の平均額であったりとか最高額であったりとか、

そういった形で年度内に災害が実際に起こった場合

に対応できるという予算額を計上させていただいて

おります。今２月補正ですので、今後沖縄に一番多

い台風被害ももうないという形がありますので、結

果として災害が少なかったということで減額補正さ

せていただいているところです。

○大浜一郎委員 それでも予備費も含めた補正予算

はもう、その際には迅速にやっていくという理解で

いいですか。

○武田真財政課長 おっしゃるとおりです。

○大浜一郎委員 一度御説明を受けたのですけれど

も、再度ちょっとここで確認の意味で質問させてい

ただきます。

沖縄振興特別推進交付金の総務費の件についてで

すね、市町村への配分かというふうに思ったわけで

すが、今回増とする理由について確認のためにお答

えをいただきたいというふうに思います。

○武田真財政課長 今委員から御指摘いただいたの

は歳入の部分のところだと思いますが、ソフト交付

金については、今回の２月補正でも一部減額をした

ものをまた県の事業で増額のほうに振り替えており

ます。今御指摘があった市町村の配分ではなくて、

ここの総務費はおおむね企画部が活用している事業

のほうを増額補正―交通コストのほうがメインに

なってきますけど、そちらのほうを増額補正して、

逆にほかの部局のほうのソフト交付金を減額、執行

が見込めないものについて減額補正して総務のほう

に振り替える形で活用させていただいているという

ところです。

○大浜一郎委員 どの辺を増額しているのかだけ、

少しお願いします。

○武田真財政課長 今回総務費で書かれているもの

でいいますと、沖縄離島住民等交通コスト負担事業、

そちらのほうに活用させていただいていると。

○大浜一郎委員 これ確認なんですけど、よくある

ことらしいんですけどね、財源振替に伴う補正の意

味するところというのがちょっと―財源を振り替え

るというこの意味を少し教えていただきたい。

○武田真財政課長 今回２月補正で行っている財源

振替、おおむね農林水産部のところの県債のほうの

一般財源を減らして起債を増やすというふうなもの

になっておると思うんですけど、県のほうで県債を

発行するに当たっては、交付税の措置を地方財政措

置と言っていますけど、交付税の措置があるものに

ついては基本的には活用しようという考え方で予算

を計上していまして、今回農林水産部のほうの事業

でおおむねこれまで起債対象じゃなかったものが、

公共事業債という形で交付税バックのある起債が使

えるということが分かりましたので、２月補正でそ

こに振り替えた形で、将来の財政負担を軽減すると

いう意味も含めてですね、やっております。

○大浜一郎委員 それでは、それぞれちょっと個別

の件に入らせていただきますが、42ページのこの新

石垣空港の国際線ターミナルのことでありますけれ

ども、基本的にこの辺も経年でなかなか前に進まな

いという中で、今回もこのような形になっていると。

昨年の12月にも御答弁をいただきましたが、この見

通し、そしていつの時点でこれが整備が完了してい

くのかというようなことをですね、それと時間軸で

しっかりやっていかないといけない問題ではないか

なというふうに思ったりもするんですね。その辺に

ついての見通しと、今後の予算付けの在り方につい

てお伺いをしたいと思います。
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○野原良治空港課長 新石垣空港国際線旅客施設に

ついては、事業主体である新石垣空港ターミナル株

式会社において、入札説明会に参加した業者と随意

契約に向けた調整を今行っているところです。業者

の他工事の受注時期も考慮した上で協議を進めてい

るため、協議で時間を要しているというところでご

ざいまして、今後も早期の工事着手に向けて、ター

ミナル会社と連携を密にして支援を行っていきたい

と思っております。一応完成時期としては令和３年

度中の完成を見込んで、早期の工事着手をしたいと

考えております。

○大浜一郎委員 これはもういろんな地域でですね、

建設単価の上昇とかね、要するに作業員の不足とか、

いろんな問題がこれはもう相重なってのことになっ

ているんだろうというふうに思います。

常々、離島というのはいろんな建設資材が高騰し

ているという現状はこれはもう顕著で、民間でもも

う今坪当たり100万円超すのなんて当たり前、120万

円から高いところは130万円ぐらいするようなコスト

高になっているというそういう中においてですね、

その辺のところを考慮した形にしないとなかなかこ

の事業が今の段階ではね、進まないんじゃないかな

と。その辺のところの取組はどうですか。

○野原良治空港課長 補助を行う県としましては、

これまで入札や契約等に向けたターミナル会社と協

議を行っておりまして、また、県で実際行っていま

す見積単価の採用方法などについても情報提供を

行っておりまして、あと国の実勢価格についてでき

るだけ近づけるというような国の方針もありますの

で、そういった情報提供とか意見交換を行っている

ところでございます。

○大浜一郎委員 もうできた当初から見てこれはも

う小さいと分かっていて、仲井眞知事の時代からで

すね、これはもう改築すべきだと言ってもう数年たっ

ているというような経緯もありますので、ぜひです

ね、これは早急にもう対応する時期に来ているんだ

ろうということを念頭に仕事を進めていただきたい

と思います。

それと33ページでございますけど、貿易対策費の

中で、これ借り上げ台数の実績減に伴う補正という

形になっておりますけれども、これは委員会の中で

非常にうまくいっているというふうなニュアンスを

私は得ておりました。これは自走できるかもしれな

いというようなニュアンスまで私は受け取っておる

んですが、基本的にこれは、肝になるようなところ

の借り上げ台数の減少が実際に起こってしまったと

いうことはですね、この事業自体、本当にどのよう

な状況に思っているのかと。これはある意味、もう

沖縄にとって非常に物流をメインにした事業という

のはこれから大事な事業であるにもかかわらず、こ

の肝になるところがですね、このような状況になっ

ているというのは一体どういう事業の取組をしたの

かなということを非常に疑問に思っています。担当

者の御説明をお願いします。

○宮国順英アジア経済戦略課班長 それでは、お答

えいたします。今回のコンテナスペースの借り上げ

事業についての予算減額につきましては、今年度か

ら新たに取り組んでおります精密機械等を対象とし

た輸送に係る部分が当初４月からスタートする予定

であったんですけれども、関係企業、機関等との調

整に時間を要しまして、事業開始が遅れたことによ

りまして執行残が発生しております。なので、従来

取り組んでおります全国特産品、食料品等の実績に

ついては、例年以上の実績を予定しております。

○大浜一郎委員 これは実績をきちっと次につなげ

るのと、ちゃんとした今手当てをして、最終的には

これを自走するものに持っていくというのがこの事

業の目的ですよね。永遠にこれをするわけにはいか

んのですよ。ですので、その辺のところも含めて、

きちっと対策する費用があるので、ちゃんともう満

額を使い切って事業を構築していくというような形

に、ぜひ持っていってもらいたいと思うんですね。

とにかく、この沖縄にとってこの物流というのは、

非常にこれから期待されている分野であるけれども、

非常に不安視されている部分でもある。ですので、

その辺の県の取組、そして民間とのコラボレーショ

ンの在り方というのが今後非常に問われてくると思

いますから、ぜひですね、民間の声もどんどん聞い

てこの事業をブラッシュアップしていくというよう

な形にしていかないと、僕はいけないんだろうと。

この物流に関して、総じてそういうことがあるんだ

ろうというふうに思いますから、ぜひその辺を勘案

して、事業を進めていっていただきたいと思います。

以上です。

○狩俣信子委員長 西銘啓史郎委員。

○西銘啓史郎委員 よろしくお願いいたします。

以前もちょっとお願いをさせてもらったと思うん

ですが、ちょっと確認なんですけども、資料の一般

会計でいうところの第５号ですか、この説明資料４の

ところを例えば５ページ、６ページでもいいんです

けども。補正予算の事業の主なというのがあります

けども、例えば１番でいうと地域福祉推進事業の補
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正額があって、補正後の額というのはまたこれ見な

きゃ分からないんですよね。以前もお願いしたと思

うんですが、できたらこの下の欄にですね、補正後

の額が書かれれば、補正額と補正後の額が要はもう

何割も増えているのかどうなのかよく見えないんで、

これと見比べなきゃちょっと非常に分かりづらいの

もあってですね。

それとページ数、例えば１番でいえば、これでい

えばページ18に該当するみたいなんですけども、そ

ういうページ数も振っていただけると、我々委員と

しては資料を見るときに大変見やすいんで、これは

総務部なのか企画部なのか分かりませんけど、この

辺をちょっと以前もお願いしたと思いますが、そう

いった見せ方についてはちょっと考慮いただけない

かなという気がします。よろしくお願いします。

では、ちょっと確認のために１ページ、この予算

資料４のほうから行きたいと思いますけれども、11月

の補正編成以後のこの２月までの間の今回59億

3400万円、もう100万円単位で行きたいと思います。

増減額でこの補正を組んでいますが、この特別会計

の中で減額補正、増額補正ありますが、この総額に

ついてはちょっと数字の足し算、ちょっと数字を教

えてもらいたいです。100万円単位で結構です。

○武田真財政課長 今回の２月補正予算になります

が、一般会計のほうが資料にもありますとおり59億

3499万1000円、特別会計のほうがトータルしまして

52億1335万7000円となっております。

○西銘啓史郎委員 では、一般会計のほうから行き

ますけども、平成31年度といいますか、令和元年度

といいますか、当初予算がたしか7349億円だったと

思います。その後、年度内に補正を組んで最終的に

―資料２ページで行くと改正予算額7430ということ

は、年度では約51億円の増になっているという理解

でよろしいんですよね。

○武田真財政課長 これまでの当初予算が7349億円

ございました。これまで、その間９月補正だったり、

11月補正だったり、今回の２月補正も含めまして、

補正額としては全体として80億6978万6000円となっ

ております。といった形で、最終予算のほうが7430億

円余りの予算となっております。

○西銘啓史郎委員 失礼しました。そうですね、八

十何億円ですね。じゃあ特別会計も同じように、最

終的な特別会計の予算額のちょっと数字をお願いし

ます。

○武田真財政課長 すみません、９月補正、12月補

正のちょっとトータルしたのが今手元にないもので

すから、後ほど報告させていただきたいと思います。

○西銘啓史郎委員 分かりました。あとは、これも

以前聞いたことあるんですけども、補正予算を組ま

ずに流用にて対応した件数とか額ですね、全体で総

務部長が把握されているんですか。ちょっと今年度

の、今までの額が分かれば教えてください。件数と。

○武田真財政課長 流用の額につきまして、会計課

のほうじゃないとちょっと分からなくてですね、今

年度はまだ動いていますのでちょっと会計課のほう

に確認をして、昨年度、平成30年度どれぐらいの動

きがあったかというの、ちょっと午後にでも御報告

させてください。

○西銘啓史郎委員 以前、平成29年度で143件、８億

円の概算でそのぐらいだというふうに聞いています。

平成30年度、もし分かれば数字を教えてください。

それから、もう残り数週間しかない中でもうほぼ

決算も確定するとは思うんですけども、大体今現在

で、令和元年度の流用額や件数等を後で教えてもら

えればと思います。

○武田真財政課長 流用額なんですけど、平成30年

度の決算は済んでいますので御報告できるんですが、

令和元年度につきましてはまだ動いている段階で、

多分昨年も同様の回答をさせていただいたと思うの

ですけど、また数字についても、件数についてまだ、

戻ったりなんとかしますので、ちょっと令和元年度

については控えさせていただきたいと思います。

○西銘啓史郎委員 それでは、次の質問に行きます

けども、繰越明許費の補正ですね、ページでいうと、

この資料でいえば８ページになるんですか。令和元

年度と平成30年度の比較があります。一般会計、特

別会計。最終的な補正後といいますか、繰越明許費

の総額というのは幾らあって、先ほどの総務部長の

説明で数字がちょっと私なかなか見つけ切れなくて

ですね、どことどこを足せば―この第５号の資料で

いくと、繰越明許費のページだと48から追加から変

更含めて52までですか。補正後の額というところの

８ページのちょっと数字を、ちょっと私突合できな

かったもんですから、ちょっと説明お願いしてもらっ

ていいですか、もう一度。

○武田真財政課長 この資料ではトータルの数字が

ちょっと分かりづらいのかもしれませんが、予算の

説明資料、先ほど委員がおっしゃった資料４のほう

の８ページを御覧いただけると、トータルの数字が

御確認いただけるのかなと思います。

一般会計でいいますと、令和元年度議決予定額と

しては785億円余り。昨年が同じような785億円、一



－21－

般会計ですが、そういう形の繰越明許費になってお

ります。

○西銘啓史郎委員 私が今お聞きしているのは、例

えば一般会計で785億円ですよね。億単位で行きま

しょう。この資料の48からの何と何を足したらその

数字になるのかちょっとよく分からないので、すみ

ませんがそこの質問です。

○武田真財政課長 それでいいますと、追加分の合

計が49ページの下のほうに309億円余りがございま

す。この数字をプラス変更分ですね、変更分の合計

が52ページの補正後の額47577という数字がありま

す。それを足し上げると先ほどの資料の数字になる

と思います。

○西銘啓史郎委員 いや、それを足すと幾ら、782億

円になるという計算。ここが２月補正の668億9600万

円ってあるんで、この数字と８ページの２月補正額

の数字とこれが合致しなきゃいけないのかと思った

もんですから。要は、これは２月補正の分ですよね。

○武田真財政課長 今申し上げたのはあくまでその

２月補正の数字ですので、先ほど御案内したのは令

和元年度の、要するに９月補正と11月補正も入って

おります。そういう意味です、すみません、失礼し

ました。

○西銘啓史郎委員 あと、以前もお聞きしたかもし

れません。他府県と比較してこの繰越明許費、元年

度でいうと一般会計で785億円ほど行くんですけど、

これはどんな感じなんですかね。ちょっと鹿児島な

り、予算的な、人口的なものが多くて。その辺はど

のようになっているか、もし把握していれば教えて

ください。

○武田真財政課長 直近の平成30年度の数字でいい

ますと―額についてはそれぞれ各県予算規模が違い

ますので繰越率で申し上げますと、平成30年九州各

県が7.7％、対して沖縄県は7.3%でした。平成29年度

も九州各県の平均が6.8％、沖縄県は6.6％でござい

ました。

以上です。

○西銘啓史郎委員 では、同じように繰越しではな

く先ほどの補正の最終的な額ですけども、同じよう

に九州各県の比較、額というか率というんですかね、

もし持っていれば教えてください。以前、会計監査

の決算委員会で確認したときに、やはり県のいろん

な調整が不足するとか、そういう指摘を受けたのを

覚えているもんですから、それが改善されているの

か、されていないのかも含めて、補正の全体的なも

のがもしイメージが分かれば教えてください。

○武田真財政課長 大変申し訳ございません。九州

各県のその補正後の最終予算額については、ちょっ

と把握しておりません。

○西銘啓史郎委員 いずれにしても、補正を組むこ

と自体は別に否定はしないですけれども、やはり予

算の精度というものは常に高めなきゃならないとい

うことと、それから先ほどの質問にもありますけど、

もちろん自主財源の比率も低いということもあり、

国庫の支出金額から地方交付税の依存が高いことも

あるとは思うんですが、内示減というのが何か本当

にこの２月の段階でこの内示減になるようなことが

あっていいのかとかですね、いろいろちょっと気に

なるものですから。もちろん、国との関係もあるん

で県だけでは対応できないことも多々あることは承

知していますけれども、予算の精度を上げることは、

やはり県庁全体で取り組むべきじゃないかなという

ふうに思います。

では、次の質問に行きたいと思います。ちょっと

個別に―あまり細かいのはまた別途、いろんな委員

会でも意見が出ると思うんですが。

第５号の説明資料の15ページをお願いします。

企画部関連で交通運輸対策費。これ内容について

は、当初見込みを上回ることに伴う補正ということ

ですけども、この対象路線数と、それから上回った

路線がどこなのかをちょっと概略として教えていた

だけますか。

○宮城優交通政策課長 離島航路補助事業費のこと

かと思いますが、対象の航路、16航路のうち計画段

階では13航路でございました。今回、その実績の段

階で、旅客数の伸びとかそれから燃料費の減等もあ

りまして、おおむね各航路とも収支が改善しており

まして、そのうちの３航路が黒字に転換または国の

補助のみで欠損額を埋めることができたという状況

にございます。

○西銘啓史郎委員 できたら、その３航路を教えて

もらえますか。

○宮城優交通政策課長 伊平屋航路、伊江航路、久

高航路の３航路でございます。

○西銘啓史郎委員 航空路線ではどこかありますか。

すみません、私が質問しているのは、これ15ペー

ジの。

ちょっと休憩お願いしていいですか。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、西銘委員から、交通運輸対策費

における航空路について聞いているとの指

摘があった。）



－22－

○狩俣信子委員長 再開いたします。

宮城優交通政策課長。

○宮城優交通政策課長 離島住民等交通コスト負担

軽減事業につきましては、今年度、那覇－宮古それ

から那覇－石垣の路線が離島住民の利用が大変伸び

ておりまして、今回の補正の増ということになって

いるところでございます。

○西銘啓史郎委員 それ以外は例えば何路線、今対

象路線があるか教えてもらっていいですか。先ほど

の航路と同じように。

○宮城優交通政策課長 11路線でございます。

○西銘啓史郎委員 対象11路線の中で、例えば先ほ

どの航路じゃないですけども、この路線が黒字になっ

ているというのは把握されていますか。

○宮城優交通政策課長 今、コスト事業はその収支

とはちょっと関係のない事業ではございますが、航

空路については欠損の補助についての対象航路はご

ざいませんので、基本的に今非常に好調でございま

す。

○西銘啓史郎委員 次の質問に行きたいと思います。

補正予算では計上されていないんですけども、保

健医療部長、備蓄のマスクありましたよね。一般質

問で12万枚のうち５万何千枚を診療機関にやって、

残りについて私はちょっとあるお願いをしていたん

ですけれども、既にもう配布済みって聞いたんです

が、それがまず間違いないかどうかちょっと教えて

ください。

○砂川靖保健医療部長 指定医療機関には、第１段

階として配布しております。その後もですね、協力

医療機関も含めて今検討しているところでございま

す。さらに、厚労省を通じてうちが必要になるマス

クはこれぐらいということで、今業者を通して確保

できないかということで今調整しているところでご

ざいます。

○西銘啓史郎委員 私の周りにも医療従事者が多く

てですね、いろんな声を聞いています。ですから、

保健医療部としてぜひ実態の把握―もう１週間ずっ

と同じ１枚のマスクを使いなさいという病院があっ

たり、もう在庫が15日分しかありませんというよう

なことが実際来ています。ですから、県としてでき

ること、それからまた民間でできることもあるとは

思うんですけれども、私があえてここで質問しよう

と思ったのは補正を組まなくて大丈夫なのかという

ことと、例えば新年度まで待てないような状況があ

ると思うんですね。３月いっぱいもたないという医

療機関もありますので、それについて部長のお考え

をちょっと教えてください。

○砂川靖保健医療部長 まだ納入時期というのは確

定しておりません。仮に、年度内に納入できるんだっ

たらですね、今は流用で対応する予定にしておりま

す。

○西銘啓史郎委員 ぜひそれは流用を含めて対応を

お願いしたいと思います。

それと、他部署もそうですけど新型コロナによっ

て政府も経産省だったり、それから厚労省だったり

いろんな補正を組んでいます。もちろん大事なこと

は各事業者が、商工会議所だったりいろんなことで

やれば、流れるようにはなっているとは思うんです

けども。実は私もたまたま昨日ある業者と話をする

とですね、これ私びっくりしたんですけど、航空会

社が払戻手数料を免除したと。これは目下利用者に

とってはいいことと思ったら、逆に観光業界からす

ると、免除になることでキャンセルが続出している

と。ですから、利用客にはメリットだけど、沖縄で

受け入れる観光業者からすると大変な数になってく

るということを聞きました。もちろん、利用者を優

先することも航空会社のポリシーとしては理解する

んですが、片方ではそういう逆に被害―被害という

言い方はおかしくなりますけど、次期何かで来てく

れればいいんですけど、そういう実態があるという

こともいろいろ聞きますので、ぜひこれは商工労働

部長含め文化観光スポーツ部長、現状をしっかり把

握してこの対応については補正または流用含めてで

すけど、今回あえてあまり入っていないんで、当初

の計上したときと、前も言いましたけど、もう今全

然環境が変わっていますんでね、そこら辺はしっか

り対応も含めてお願いしたいと思います。

最後に１点だけ、これ前回も確認したんですが、

子ども生活福祉部の生活保護費のほうがありました

ね。21ページですか、21ページの当初見込みを上回っ

ているということで、補正後に92億円というふうに

書かれています。この今状況を、対象人数とか世帯

が分かればちょっと教えてください。

○宮城和一郎保護・援護課長 お答えします。生活

保護の動向、現状を御説明いたします。令和元年の

11月末日現在、県内の生活保護受給世帯は２万9672世

帯、人員数にしますと３万7928人となっておりまし

て、世帯数、人員数とも過去最多となっております。

また、沖縄県は御案内のとおり、全国で４番目に

高い保護率とこの状況からなっておりまして、その

中でも内訳の状況を見ますと、これは全国と同様の

傾向でありますけども、高齢者世帯の割合が55.1％
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となっております。生活保護の行政においても高齢

化が顕在化しているということでございます。

その結果、委員先ほどおっしゃいましたような予

算の増嵩につながっているという状況でございます。

以上です。

○西銘啓史郎委員 これ特別委員会で、子ども生活

福祉部長にもちょっと質問した件なんですけども、

今、子供の貧困については９万人が対象だというこ

とを以前答弁もらいました。高齢者の65歳以上の方

の独り住まいの方も、数字によると８万7000人ぐら

いいるということを聞きました。

何を申し上げたいかというと、要は、もちろん子

供の貧困に対する費用も大事ですけど、今おっしゃっ

たように、高齢者で独り世帯の方々の対応について

も、どこかでやはりもう一度光を当てるべきじゃな

いかなという気もするので、今回の補正とは関係な

いですけども、その辺の意識もぜひ部長、お願いし

たいと思います。

以上です。

○武田真財政課長 先ほど委員のほうから御質問の

ありました特会の補正の額なんですが、特会全部で

トータル、当初予算ベースですと2549億円ございま

した。９月補正で4800万円余り、11月補正で7200万

円余りを補正しまして、今回２月補正で52億円余り

を補正しまして、トータルで補正額としては53億

3400万円余りを年間で補正させていただいておりま

す。

最終的には、2602億円程度の予算規模になってお

ります。

○狩俣信子委員長 又吉清義委員。

○又吉清義委員 よろしくお願いいたします。

質問に入る前に、流れ的にどういう計上になるか

ということをちょっと御説明願いたいのが、例えば

豚コレラが発生して、ワクチン接種であったり、農

家支援が行われるかと思うんですが、この補正の在

り方はどのように出てくるのか、計上されてくるの

か。その点についてお分かりでしたら御説明願えま

せんか。多分、今回の補正ではこれは一切出ていな

いかと思うんですが。

○武田真財政課長 １月にですね、豚コレラ、豚熱

が発生しまして、その間様々な防疫措置等々をさせ

ていただいております。

まず、当初、既決予算の中で様々工夫させていた

だいて、予算として１億6000万円余り確保しました。

それで、その後被害が出てきましたので、予備費を

１億4900万円余り充用させていただきました。

その上で、ワクチン接種総数の方針も決まった段

階で、専決処分、これ今回乙号議案という形で承認

を求めさせていただいておりますが、そちらのほう

で５億7400万円余りの予算を計上させていただいて

おります。トータルしますと、８億9000万円余りの

予算を措置させていただいているというところです。

○又吉清義委員 緊急事態ですので、ぜひですね、

早めに皆さん全庁体制で取り組んでいただきたいな

と。やはりこれも本当に専決議案でも構わないかと

思うんですよ。議案を可決する間に、時間がすぐ大

変なことになるだろうかと思って、あえてこれはど

んな処理をするのかというのをですね、見つけ切れ

なくて聞いた次第です。

じゃあですね、補正予算第５号を基に質問してい

きたいんですが、まず、14ページの駐留軍用地跡地

利用促進費がありますが、これ予算の半分も減にな

るんですが、その理由はなぜか御説明をお願いしま

す。

○宮平尚企画部参事 当該事業はですね、駐留軍用

地の円滑な跡地利用を推進するために、必要な公共

用地を確保するため、基金を財源として跡地利用推

進法に基づく土地の先行取得を実施するものでござ

います。

県では、平成25年から普天間飛行場においての道

路用地の先行取得を実施しているところでございま

すが、今年度の土地取得が当初で見込んでいた面積

を下回ることになったことによって、財産購入費と

か、あと土地開発公社への委託費などが減額となる

ということでございます。

○又吉清義委員 やっぱり跡地利用するに当たって

これは非常に大事な部分なので、私は絶えず取り上

げているんですが、これがなぜこのように半分以上

も減にならないといけないかということです。どこ

に原因があったかということです。これを改善して

いかないと皆さん、一日も早く跡地利用を進める意

味で弊害が出てきますよ。ですから、この購入でき

ない大きな原因はどこにあるかということをお尋ね

しているわけでございます。

○宮平尚企画部参事 県のほうでは、平成30年度か

らさらなる土地の取得に向けて戸別訪問をしまして、

制度の周知等に取り組んでいるところでございます。

戸別訪問を契機に契約に至った件数も増加傾向には

ございますが、なかなか今、そもそも返還の時期が

不透明というところもございまして、なかなか当初

の予定の面積に達していないというような状況でご

ざいます。
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○又吉清義委員 なかなか何が、ちょっと聞こえづ

らいんですが、声が小さくて。自信を持って答弁し

てもらいたい。なかなか何事なんですか。

○宮平尚企画部参事 返還の時期がですね、なかな

か不透明なという状況でございまして、今売り控え

というような状況になっているように感じておりま

す。

○又吉清義委員 返還が不透明だから買えないとい

うように、購入できないというように、じゃあ解釈

していいわけですね。

○宮城力企画部長 牧港補給地区の公共用地の先行

取得に当たっては、浦添市の例ですけれども、返還

が決まった年に一気に先行取得が―購入できたとい

うような実績があるということでございます。

○又吉清義委員 ちょっとすみませんね、部長。誠

意はよく分かるんでちょっと理解しづらいんですが、

返還が不透明というのは県の基地対策課の責任じゃ

ないですか。国は設計変更を認めたら12年間でちゃ

んと埋立てもできる、全面返還すると言っています

よ。国はお伝えしているんですよ。それを返還不透

明にしているのは、皆さん県の責任ですよ。大変で

すよ。

もう一つ大きな要因がありませんかと。去年も言

いました。単価的にかなり右肩上がりですよと、購

入できるんですかと、新年度予算でも聞きましたよ。

そして、購入の仕方も、皆さん民間も活用しながら

やらないと進んでいきませんよと。設計変更して12年

後に皆さん、普天間が全面返還されたとしましょう。

私は可能と十分、自信を持っていますから。県が設

計変更さえ認めてもらえばですね。だからこのよう

な跡地利用も―池田公室長もいますが、この返還跡

地が不透明というのは県の責任ですよ。そして、な

おかつ大事なのは、那覇みたいに28年間もみんなほっ

たらかすんですかと、地権者に迷惑をかけるんです

かと。池田公室長、大変なことだと思いますよ。皆

さん、改めてこの跡地利用、駐留軍用地ですね、こ

の現場をもっと知っていただきたいな。もう30倍で

もない、50倍でもない、60倍も超してしまった。超

してしまった。だから、その予算の組み方もどうあ

るかというのは皆さん、私は再度協議をするべきだ

と思いますよ。多分、単価そのものは、皆さん30倍

の予定の金額ではないんですか。どんなですか。

○宮平尚企画部参事 民間の取引が50倍とか60倍と

いう、そういう事例があるというようなことは新聞

報道等でも承知しているところでございますが、県

は、不動産鑑定士の調査結果を参考に単価を設定し

てございまして、適正な価格であるというふうに考

えております。

○又吉清義委員 適正な価格というのは私もよく理

解できます。ですから、皆さんが誠意を持って、こ

の返還を不透明にするんじゃなくて、しっかりと県

が打ち出してしまえばですね、地主も協力いたしま

すよ。

そして、跡地利用による経済効果、宜野湾市だけ

でも3300億円ですよ。9300を投入しても、３年間で

元手返すんですよ、皆さん。何をちゅうちょするか

ということですよ。県が出した予算ですよ、皆さん。

跡地利用の経済効果、普天間飛行場だけで3300億円、

すごいと思いませんか。こういうのをなぜあえて皆

さん、いたずらに時間をどうして、予算をかけるん

ですかと、私は疑問なんですよ、皆さん。国が9300億

円かけたって３年間では十分元手は返すじゃありま

せんか、皆さん。本当に経済効果を考えるんであれ

ば、そういうのもですね、ぜひやっていただきたい

ということと、やはり皆さんがしっかりしたビジョ

ン、計画を持たないとですね、地権者も不安になる

のは事実ですよ。ぜひですね、その辺しっかりとし

たビジョンを持って、計画を持って取り組んでいき

たいんですが、いかがでしょうか。

○宮平尚企画部参事 委員の御指摘のとおりですね、

なかなか先行取得が進まないというのもございます

が、先ほどから申し上げていますように、戸別訪問

等で実績も少しずつ上がってきておりますので、引

き続き取り組んで、少しでも多く先行取得できるよ

う頑張っていきたいと考えております。

○又吉清義委員 余計なことかもしれませんけどで

すね、頑張っていただきたいのと、多分来年まで皆

さん厳しいかと思います。今どなたに、経済学者の

識者に聞いても、もうそろそろ不況の時期に入りま

すから、２年後は非常に改善するかと思いますよ。

これから日本全体、企業であり、ゼネコンであり、

大型大不況の来るところ、物すごく焦っております。

ですから、普天間飛行場を早めに跡地利用すること

によって、経済活性化が出てきますよと。日本であ

り、沖縄県を救いますよと。これが本当にいつスター

トできるかというのが、非常に私は大きな転換期に

来るだろうと思いますので、本当にもう経済界は、

日本全国これで非常に今物すごく心配しているとい

うことを、うそか本当か分かりませんが、私が得て

いる情報はそういうふうに私も同感しております。

ぜひですね、そういった意味でしっかりと進めるこ

とがいかに沖縄県民を救い、そして地権者を救う、
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それにつながるかということです。このままで行く

と、沖縄県民みんな、多分私はヤーサされるんじゃ

ないかと思いますが、10年後は。そうならないよう

に、ぜひ頑張っていただきたいと思います。

次に移ります。次ですね、17ページ。非常にもっ

たいないなということで理解できないんですが、環

境保全行政費というのがありますよね。これが、環

境省間接補助事業の不採択に伴う補正ということな

んですが、皆さん、これ国が打ち出している一体ど

のような予算なんでしょうか。それからお答えくだ

さい。

○安里修環境再生課長 国の予算の間接補助メ

ニューにつきましてお答えいたします。国の補助メ

ニューにつきましては、再生可能エネルギー電気・

熱自立的普及促進事業というもので応募しておりま

す。

以上でございます。

○又吉清義委員 その趣旨目的はなんですか。

○安里修環境再生課長 お答えいたします。

再生可能エネルギーを利用しまして、環境に配慮

しつつ、低炭素島しょ社会実現に向けた事業につき

まして、事業の実現性、可能性の検討を通じた具体

的な事業化計画策定を行うというものでございます。

○又吉清義委員 そのような事業を、国は平成28年

５月13日に閣議決定で打ち出したわけですよね。国

が打ち出したものに、皆さんが予算要求をしてなぜ

不採択になったんですか。原因はどこにあるんです

か。

○安里修環境再生課長 お答えいたします。

本事業はですね、再生可能エネルギーを発電設備

とか熱利用施設の導入に係る可能性調査及び計画策

定を行う調査事業であります。この事業の採択につ

きましては、環境省より委託を受けた団体により公

募、選定が行われておりまして、個別事業の採択及

び不採択の結果につきましては示されておりません

が、採択された事業の総評として、相対的に計画策

定後の設備導入に移行できる見込みや、地域におけ

る削減効果がより高いものが採択されたと公表され

ているところでございます。

以上でございます。

○又吉清義委員 確かに削減効果がより高いのが認

可されては当然かと思いますが、これは１次であり、

２次であり、そして平成30年度からあると。応募が

ある中で、皆さん１回でもこれその事業採択されて

事業執行できましたか。

○安里修環境再生課長 現在のところ、環境省の補

助事業のメニューにおいて応募して、採択されたと

いうことでは事例はございません。

○又吉清義委員 ですから、ぜひこれから子や孫に

未来のしっかりした低炭素、環境問題に、今知事が

進めているＳＤＧｓですか、持続可能、これは県自

らそれの企画をつくりきれないと皆さん、恥ずかし

い話ですよ。知事はこんなことをおっしゃりながら、

皆さんは国を説得することができないんですよ。皆

さん、言うこととやることがね、私からはちぐはく

になっていませんかと。ぜひ頑張ってですね、３回

もこれまで応募あったんだから、せめて１回ぐらい

は取れる、これから取れるように努力をしていただ

きたいということをあえて申し述べます。

次、21ページのほうですけどね、ぜひ県にももっ

と反省をして頑張っていただきたいのが、母子福祉

対策費というのがあります。この中で、補正前と補

正後で若干増えておるんですが、この母子福祉対策

費―母子家庭等自立促進事業費でございます。それ

について、この金額に関しまして、皆さんこれで妥

当だと思っているのか、いないのか。これまでの経

緯と流れを見ていかがなもんでしょうか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 お答えいたし

ます。

当該事業でございますが、当該事業は独り親家庭

への日常生活サポートのためのヘルパー派遣だとか、

それからあと看護師の資格を取得するに当たって、

修業期間ですね―看護学校に行っている期間の生活

費を支給する事業になってございます。

今回、これは国庫償還金でございますけども、今

回国庫償還金が生じました理由といたしましては、

平成30年の６月にまず交付申請を行います。12月に

これまでの実績を踏まえて、12月、１月、２月、３月

の４か月間の見込みを立てて変更交付申請を行って

決定を受けたところでございます。年度を明けて実

績報告をして、その差額の490万円、これが国庫償還

をするというような流れになってございます。どう

しても給付金というような性格上ですね、不足が出

るとまずいもんですから、その辺も見込みながら４か

月間の見込みを立てるわけですけども、そういった

関係で、実績報告でその償還が出て精算をするとい

うようなことになってございます。

○又吉清義委員 実績報告によって、これは当然の

数字だから別にあえてそこは私は問いませんけど、

大事なのはこの事業の趣旨目的が何かといいますと、

母子家庭等の自立促進に向けた就労支援等に要する

経費だということで、皆さんも沖縄の統計資料を企
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画部のほうで出しているから御存じかと思います。

母子家庭が県内でまず一番、子供たちはまず非行少

年が多い、そして生活保護が多い、こういったもろ

もろ、そして進学率も一番低い、そういったことは

御存じですよね。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 独り親家庭の

状況については、大変厳しい状況となってございま

す。例えば、又吉委員から指摘あったもの以外にで

すね、世帯に占める年間の総収入に関しましても５年

に１回独り親調査ってやっているんですけども、前

回、５年前に比べて改善はしているんですけども、

全国と比較してかなり厳しい、まだまだ厳しい状況

にあるというようなことで認識しております。

○又吉清義委員 ですからお願いしたいのは、やは

り母子家庭をしっかり私たちは就労支援をする、しっ

かりと育て上げる、その環境をつくることによって、

まず非行少年が少なくなる、学力も上がってくる、

いいことがいっぱいあるわけですよ。今、子供居場

所づくりも一生懸命頑張っております。これだけし

たって、元を直さなければ直らない、直らない、私

はそう思っております。ですから、予算の枠これで

いいんですかと。本当に沖縄の母子家庭をしっかり

と育てる、沖縄の子供たちをしっかり育てる、人材

を育てる、そういった視野に立って、もう予算の在

り方も皆さん、根本から変えたらどうですかと。ど

こをどう都合つけば、この沖縄県未来のビジョンが

描けるよと。そのぐらいの大きいビジョンを持って

いただきたいなということで、あえて聞いているわ

けでございます。

正直言って、これで母子家庭がほとんど、これの

何割の方々が実際就労支援を受けて、どのぐらい解

決していると、皆さんは御存じですか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 先ほど御説明

いたしました母子家庭等の自立促進事業でございま

すけども、総事業で見ましてもですね、平成26年度、

５年前と比較しましても倍になっています。我々と

いたしましても、この独り親施策に関しましては力

を入れているところでございます。先ほどの国庫補

助事業、５年前と比べて倍になっていますけど、そ

れに加えましてアパートを活用して総合的な支援を

行うゆいはぁと事業。それから、ひとり親技能訓練

事業だとか、一括交付金を活用した事業も取り組ん

でいるところでございます。今後におきましてもで

すね、独り親施策に関しましては、全力で取り組ん

でまいりたいというふうに考えております。

○又吉清義委員 その意味でもですね、ぜひ皆様が

頑張ることによって沖縄の子供たち、しっかりと健

全ですくすく育つ環境をつくることができると、大

きなポイントがあるということを、ぜひですね、自

覚して頑張っていただきたいんですが。ぜひさらに

予算アップに向けてもこの補正予算をしながら、さ

らに新年度頑張っていただけませんか。

以上です。

○大城玲子子ども生活福祉部長 委員おっしゃいま

すとおり、県としましては子供の貧困対策を最重要

政策として位置づけてやっておりまして、その中で

もやっぱり大きなポイントは独り親施策だと思って

おります。

今回の補正では償還金なども生じておりますけれ

ども、実績では先ほど課長からも答弁しましたとお

り、数年前に比べて倍増するなどの効果を上げてい

るところでございますので、今後とも独り親施策に

ついては非常に重要だと考えておりますので、努力

していきたいと思います。

○狩俣信子委員長 武田真財政課長。

○武田真財政課長 先ほど西銘委員のほうから御質

問のあった流用件数と金額のほうなんですが、平成

30年度の流用件数がトータルで121件。額にしますと、

９億5100万円余りとなっております。

○狩俣信子委員長 末松文信委員。

○末松文信委員 おはようございます。

まず初めに、19ページ、保育対策事業費について

でありますけれども、福祉の分野で４億6700万円の

減額補正というのがちょっとどうしたのかなと思っ

て質問するわけですけれども、これ幾つか減額補正

されておりますけれども、それぞれについてちょっ

と御説明お願いしたいと思います。

○久貝仁子育て支援課長 保育対策事業ですけども、

19ページから20ページにあるとおりですね、様々な

事業を実施しています。具体的にはですね、市町村

が実施する保育所等の整備や保育士の確保、処遇改

善などに係る従業員への支援を図る事業をしていま

す。そのほかにも、放課後児童クラブの運営費等を

支援する放課後児童健全育成事業など、地域子ども

・子育て支援事業についても実施しています。

補正減の主な理由については、市町村の保育所等

の整備計画の変更、これは様々な理由がございます。

土地の確保ができなかったりであるとか、農地転用

に時間を要したとか、整備計画を本年度から来年度

に変えたとかですね、いろいろありますけども、そ

ういったものによる減になっております。

その一方で、全体的には減額になっておりますけ
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ども、補正減の中で保育士確保に伴う取組について

は拡充をしています。具体的には19ページの３段目

にあります待機児童解消支援基金を拡充してですね、

市町村が実施します保育士確保や保育士業務に専念

できる環境整備、ミスマッチ解消に向けた新たな取

組について支援を行います。また、20ページの一番

上にある保育対策総合支援事業につきましても、国

庫補助事業の基準額を拡充して、取組を拡大させた

いと思っています。あと、19ページの一番下にある

地域子ども・子育て支援事業については、放課後児

童クラブの児童数の増加に伴って増額の補正になっ

ております。

こういった形で、全体的には減額になっておりま

すけども、工夫を凝らしながら、課題の―特に保育

士の確保に向けてですね、そういったところに集中

しながら予算を組んでいるところでございます。

○末松文信委員 特に待機児童解消支援基金事業、

これが１億6700万円の減額補正になっています。こ

れの中身は実際、ちょっと具体的に説明をお願いし

たいんですが。

○久貝仁子育て支援課長 待機児童解消支援基金事

業は、市町村が実施します国庫補助事業による保育

所等の整備に係る市町村の裏負担について、県がこ

の基金を活用して４分の３の相当額の支援をしてい

ます。

補正減の理由は先ほど申したとおりですけども、

今回、施設整備による補正減もありますけども、そ

れに加えてですね、１億8000万円の基金の積み増し

を行っています。先ほど申したとおり、国庫補助事

業を活用した国の保育士確保メニューに対してね、

これについても施設整備と同じように４分の３の相

当額の基金を活用して、市町村裏負担に支援しよう

というふうなことを考えております。

○末松文信委員 それでは20ページですけれども、

ここと関連がいろいろあると思うんですが、認定こ

ども園施設整備事業これが２億8900万円減額ですけ

れども、具体的にどこのこども園が整備を見合わせ

たのか、ちょっと教えていただけますか。

○久貝仁子育て支援課長 認定こども園施設整備事

業は、認定こども園を構成する幼稚園部分の整備に

対して、市町村補助をする事業になっています。

補正減の主な理由なんですけども、石垣市及び沖

縄市の整備計画を今年度から次年度に変更したこと

による減です。具体的には、石垣市の１園について

はですね、建設予定地の試掘調査で文化財が発掘さ

れたということで、整備ができなかったというもの

です。あと沖縄市の２園についてはですね、公立保

育所、幼稚園の在り方を再検討することになったた

めに、整備を見送ったことに伴う減額となっており

ます。

○末松文信委員 ありがとうございます。

それでは次に、27ページの畜産経営環境保全対策

事業、ここはそれを聞くわけじゃないんですけれど

も、先ほどうちの又吉委員からもありましたけれど

も豚熱に伴う補正が見られないんで、今現状がどう

なっていてどういう対策が取られていて、課題が何

が残っているのかということについて御説明をお願

いしたいと思います。

○仲村敏畜産課長 お答えいたします。

豚熱発生に伴う予算についてですけれども、殺処

分、埋却、検査等の防疫処置に係る費用につきまし

ては、家畜伝染病予防事業費等で対応しております。

予算の内容としましては、当初予算で１億383万

6000円、その後流用等の予算も使いまして、流用等

が１億6661万3000円、また予備費としましては１億

4951万7000円、知事専決予算としましては５億7482万

1000円を処置しております。

また、予備費の使途でございますけれども、今回

豚熱発生に伴う防疫処置に必要な防護服ですとか

ゴーグルなどの資材費となっております。流用予算

につきましては、主に防疫作業員の旅費、これは県

外も含みまして旅費、埋却作業の委託それから消毒

ポイント委託、バスの借り上げ料などとなっており

ます。知事専決予算につきましては、主に防疫処置

に係る経費及びワクチン接種に伴うワクチン費、そ

れに伴う資材費等になっております。

○末松文信委員 今おっしゃるからちょっとそこの

ところを確認したいんですが、このワクチン接種に

ついては今実施中だと思うんですけれども、予定さ

れているワクチンの経費というのは、全部これで見

込めるということでよろしいんですか。

○仲村敏畜産課長 初回の接種に関し、今年度実施

分につきましては処置されております。

○末松文信委員 それと今後の課題というか、これ

についてはおっしゃっていなかったですけれども、

例のアグーを移動するんだというお話がありました

けれども、これの今現況といいますか、状況はどう

なっておりますか。

○仲村敏畜産課長 アグーの移動につきましては、

ワクチン接種と連動して行う必要がありますので、

今既存の施設を使い回して第１段階の移動を進めて

いるところです。
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実際に、この既存の施設の活用に当たっては、バ

イオセキュリティー等の補修改修、それから体制の

整備というのがありますので、３月の中旬をめどに

移動を開始するということになっております。その

間にですね、新たな人や物の少ない地域、それから

豚の少ない地域、またはいない地域を今選定かけて

おりまして、そこに新設した形でまた第２段階の移

動を始めるという形で今計画しているところです。

それから豚熱の課題でございますけれども、２月

25日に発生した６例目農場について、28日に防疫処

置が終了しております。その間ですね、監視体制を

強めておりまして、その中で正常性検査を随時確認

しながら、まずは正常化を早めに進めていくという

のが１つの課題でございます。

もう一つは、今滞留している、制限がかかってい

る区域がありますので、随時国と協議しながら、そ

ういう滞留による被害が軽減されるような今取組を

調整しているところでございます。

○末松文信委員 みんなが期待しているのは、いつ

終息するかということだと思うんですけれども、そ

の辺の何か目途はあるんですか。

○仲村敏畜産課長 終息というその定義は指針上ご

ざいませんので、常に危機感を持って対応しないと

いけないんですけれども、今現在、発生に伴いまし

て移動が制限されたり、搬出が制限されたりしてい

る地域がございます。それの全ての制限が解除され

るのがですね、農場の防疫処置終了後28日間のこの

検査で、全て陰性であれば全ての制限区域が解除さ

れることになります。２月28日に農場の防疫処置が

済んでおりますので３月の末―今目指しているのは

３月の28日を目指して検査、監視等々注力している

ところでございます。

○末松文信委員 ありがとうございます。

引き続き御尽力いただきたいと思います。

次に、ページの順でいきますと34ページ。商工労

働部関係の、35ページですね、失礼しました。35ペー

ジの文化観光スポーツ部関係ですけれども、これに

いろいろ管理費等の委託があると思うんですが、せ

んだって私の本会議での議論の中で、ちょっと資料

だけお願いしようかと思っていますが、この準委任

契約という事例があるのであればその実績をお願い

したいということと、それを締結したという民法の

定義がありましたけれども、その民法についても併

せてこの資料の提示をお願いしたいというふうに思

います。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 お答えいたしま

す。

今御要望のある資料につきまして、提出したいと

思います。

○末松文信委員 よろしくお願いします。

それでは、41ページお願いします。公園管理費に

ついてでありますけれども、これも先ほどお話があ

りましたが、今合計で補正後の金額が14億2500万円

になっておりますけれども、これは計上する当時は

そうだったかもしれませんけれども、その後ですね、

幾つかの寄附行為があったと思うんですけども、現

在高はどのくらいになっているのかちょっと教えて

ほしいんですが。

○玉城謙都市公園課長 首里城復興基金に係る寄附

金の状況についてですが、県としては県民等に対し、

寄附金を首里城の復興に充当することを早期に示す

必要があるとともに、今後市町村や民間団体等に寄

せられている寄附金の一元化を図っていくため、そ

の受皿となる基金の設置が必要であると考えており

ます。

令和２年２月25日現在の寄附金合計額は、約12億

円となっています。年度末までに納められた寄附金

を基金に積み立てる予定となっていることから、そ

れまでの間の増額を見込んで、補正予算における積

立金は14億2576万円を計上しています。積立金14億

2576万円の内訳としては、県民等からの寄附金が14億

2300万円、県議会議員の報酬減額相当分が276万円と

なっています。また、現在把握している情報として

県、市町村及びマスコミに寄せられている寄附金の

総額は約30億円となっています。

以上です。

○末松文信委員 これの使い道についていろいろ議

論があるわけでありますけれども、今後どのような

対応をされるのか、ちょっと教えてください。

○玉城謙都市公園課長 これらの寄附金については、

今後沖縄県首里城復興基金に集約した上で、城郭内

の施設等の復元に充当できるよう、国と協議を進め

ていきたいと考えております。

○末松文信委員 これは、これから設置される第三

者委員会といいますか、そういったところでの検討

はなしで、今の答弁でよろしいでしょうか。それと

も、そうじゃなくて周辺に使うんだとかいろいろな

議論が聞こえるわけですけれども、その辺は整理さ

れているんでしょうか。

○玉城謙都市公園課長 現在の首里城復興基金につ

いては、正殿等の城郭内の滅失した施設等に充てる

ということで、今国のほうと協議を進めているとこ
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ろであります。

○末松文信委員 ありがとうございます。

引き続き、また頑張っていただきたいと思います。

それでは次にですね、この債務負担行為のところ

で、名護中央公園であるとかそういったところのい

わゆる指定管理費の予算ですけれども、これに伴っ

てですね、今の首里城公園の委託経費というか指定

管理の経費というのは、これ債務負担は要らないん

でしょうか。

○玉城謙都市公園課長 今回の債務負担行為の名護

中央公園については、名護中央公園と浦添大公園が、

今回の２月議会のほうで指定管理者として今内定し

ておりまして、指定管理者に係る令和２年から令和

６年までのトータルで年度、何ていうんですかね、

支払いが出てきますので、債務負担行為として額を

計上しているところであります。

○末松文信委員 それは分かっているんですけれど

も、この首里城公園、国営公園といいますか、これ

は同じような指定管理だと思うんですけれども、こ

れ債務負担行為は必要ないのかということなんです

けども。

○玉城謙都市公園課長 首里城の県営区域の指定管

理料については、前年度で計上しております。

○末松文信委員 ちょっと関連するんですけれども、

さきの補正のところで9900万円の減額補正がありま

す。国営公園管理費ということで、これについて

ちょっと御説明お願いしたい。

○玉城謙都市公園課長 沖縄県は、都市公園法第５条

第２項に基づき、国から許可を受けて首里城正殿等

の管理を行っており、同法施行令第20条第１項に基

づき、国に対し使用料を支払うこととなっておりま

す。しかし、昨年10月31日に発生した首里城火災に

より有料区域の施設の使用ができなくなったことか

ら、当面の間、国から国有財産使用料の減額を受け

ているため、今回減額補正を行うものであります。

○末松文信委員 御答弁ありがとうございました。

終わります。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

午前11時45分休憩

午後１時16分再開

○狩俣信子委員長 再開いたします。

午前に引き続き、質疑を行います。

島袋大委員から、質疑の時間の全てを照屋守之委

員に譲渡したいとの申出がありましたので、御報告

いたします。

なお、質疑の持ち時間を譲渡した委員は、譲渡を

受けた委員の質問中は在席する必要がありますので、

御承知おきお願いいたします。

それでは質疑を行います。

照屋守之委員。

○照屋守之委員 よろしくお願いします。補正予算

の審議に入る前にですね、申し上げたいことがござ

います。私は今県議会議員４期目、やがて16年が終

わろうとしておりますけれども、非常に今の県政で

不可解なことが起こっております。

今の定例会に提案されているＭＩＣＥ施設建設に

係る約9000万円の賠償金ですね、このＭＩＣＥ施設

建設については平成29年度、平成30年度２年間にわ

たって事業が進められてきたわけであります。平成

29年度が当初予算14億900万円、これは基本設計と実

施設計の予算でしたね。平成30年度の当初予算にも

基本設計約３億5600万円が計上されて進められてき

たわけでありますけれども、財源の確保ができずに

平成29年度は９月定例会で10億4700万円の補正の減、

さらに平成30年度については、２月定例議会で３億

4600万円の補正減額がされて、ＭＩＣＥ施設建設は

事実上断念をされたわけであります。これは平成29年

度、平成30年度財源の確保ができていないのに、県

予算に計上して進められてきた。県知事をはじめ、

県当局の責任は極めて重大であると考えております。

同時に、県民の期待を大きく裏切る行為であると言

えます。このことは県議会軽視、あるいは県民軽視

であると私は考えております。ところが今、このよ

うな県の責任を明確にしないままに、ＭＩＣＥ施設

建設に係る受注予定の業者に対して約9000万円を弁

償するという議案が提出されているということに驚

きを感じております。なぜ県の責任を明確にしない

まま、その判断を県議会に委ねるのか、これが理解

できないわけですね。この議案は、まず、県の責任

を明確にして、その上で県の対応を明らかにしてか

ら県議会に提案をすべきであったと私は考えており

ます。それをしないままに、約9000万円の県予算で

対応する、県民負担で行う。県民は、県政の後始末

をする立場じゃなくて、到底理解できるものではあ

りません。ＭＩＣＥ施設建設に係る約9000万円の議

案は取り下げて再検討をお願いしたい、このことを

指摘しておきます。

補正予算であります。この補正予算は、国の補正

に関することもあるということで捉えておりますけ

れども、この国の補正予算の意味、この目的はどう

いうふうに捉えていますか。教えてください。

○武田真財政課長 令和元年度、国における補正予
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算の内容になっていますが、去る１月30日に国会の

ほうで可決成立されております。内容としましては、

まず、災害からの復旧・復興と安全・安心の確保。

２つ目に、経済の下振れリスクを乗り越えようとす

る者たちへの支援。それから、３つ目に未来への投

資と東京オリンピック・パラリンピック後も見据え

た経済活力の維持・向上を大きな柱として、総額で

３兆1946億円が計上されております。

○照屋守之委員 そのような内容で、主に復興も含

めた国全体の経済を活性化させていくということだ

ろうと思っているんですけれども、この沖縄県分の

59億円余りですか、これはどういう形で算出されて

いるんですか。

○武田真財政課長 すみません、59億円というのは

沖縄振興予算のお話でしょうか、それとも県計上分

の予算の数字でしょうか。

○照屋守之委員 国予算関連の増額補正等ってあり

ますよね。一般会計の59億3400万円。

○武田真財政課長 補正額自体は59億円になってお

りますが、それに関連して、国の補正予算関連とし

ては、一般会計では53億9600万円余りが国の経済対

策関連の予算となっております。

○照屋守之委員 今言う国の53億円ですか、これは

どういう形で決まっていくんですか。これは、沖縄

県のものを国に提案して、国がそれを認めて予算措

置をされているという、そういう理解でいいんです

か。

○武田真財政課長 国の予算編成の前に、補正の予

算の前の経済対策というのは国が発表します。そう

いった、国がどういった形で補正を組むという方向

性が示された中で、強靱化であったりＴＰＰ対応と

か、そういったものについて各部局のほうでそのや

り取りをした上で、内示見込みだという形のものを

いただいた上で予算に計上させていただいておりま

す。

○照屋守之委員 この２ページの歳入歳出の総括を

見ていると、日本全体の経済の底ぶれ―それを支え

ていって活性化させていくということで、当然それ

はより多くの仕事をですね、出してその解決をして

いこうという、これは国がそういうふうな考えの下

でやっていると思いますけれども、投資的経費、こ

れ普通建設事業も災害も含めて52億2600万円ですか、

これだけが減額になっているんですよね。そうする

とこれ、国の狙いとする経済対策というか、それは

沖縄県ではやらなくてもいいという、そういうふう

なことですか。

○武田真財政課長 御指摘のとおり、補正予算とし

て経費が52億6000万円余り減となっております。そ

の一つの要因としては、災害復旧費が、当初予算に

計上したものが結果的に不用になった、災害が起こ

らなかったということで不用になったということの

減額補正が約26億円。残りは普通建設事業費という

ことでマイナス27億円ありますが、国の経済対策と

いうことで53億円余りの補正増をしても、また当初

予算で計上した国の内示減等々に伴って減額するほ

うが多いものですから、全体としては普通建設事業

費が27億円の減となっているところでございます。

○照屋守之委員 おかしいですよね。国は日本全体

のそういうふうなものを底上げをするということで

３兆円余りの予算を組む。それぞれの都道府県に配

布をする。そこは都道府県の計画の下に、そういう

経済をよくしていくというふうなことですけれども、

この国からの予算分53億円余りの予算しかないのに、

52億円も投資的経費を減らすという、おかしくない

ですか。これは、本来は、例えばこれから県がいろ

んな仕事をやっていく、様々な部署で仕事をやって

いく、それを前倒しで集めてきてその対応をして、

この沖縄県の経済をよくしていこうということをす

るのが県の役目じゃありませんか。これだけの予算

をつけたにもかかわらず、その投資的経費がその分

減額になる。何の対策にもなっていないじゃないで

すか。どういうことですか。

○武田真財政課長 繰り返しになりますが、国の経

済対策をいただいた形での投資補助事業を上回る減

額補正があったということになりますが、これは午

前中の大浜委員の御質問にもありましたが、当初予

算の計上、その精度を高めると、そういったものが

まず大切な取組なのかなというふうに考えておりま

す。

○照屋守之委員 当初予算の精度を高めるって、こ

ういうふうに今緊急事態で、こういう説明をしない

でくださいよ。だって皆様方は、当初予算というの

は、必要かつ重点的にこれだけの予算でこれだけの

ことをやって、県民のために尽くそうという形で予

算を組んで、今さらこの補正の段階で当初予算の精

度を高める。国の緊急対策のそういうふうな予算も

活用できない。何を考えているんですか。普通はみ

んなそうしますよ。前倒しでやっていくんですよ、

これから計画があるものを。国が緊急経済対策やっ

たら、それに基づいて全て前に前に持ってくるんで

すよ、来年やるものを。沖縄県には、それがないと

いう話じゃないですか。何度も何度も国は経済対策
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やってきていますよ、これまで。その都度、全都道

府県にそういうふうな予算を回して、市町村に回し

て、先にやるものを前倒しでどんどん仕事をつくっ

てきたというのが国の対応じゃないですか。その予

算を使う、この金額分投資的経費を減額する。あり

得ませよ、こんなことは。全然県民のためになって

いませんよ、こういうやり方は。

一方で、91億7000万円の積立金ですか。これどう

いうことですか。

○武田真財政課長 積立金につきましては、基本的

に基金への積立金となってきますが、大きく言いま

すと、２つあるのかなと思っております。

１つは首里城基金、こちらのほうが14億円余りの

積立て。

そのほかとして、財政調整基金への積立てがあり

ます。財政調整基金の積立てにつきましては、１つ

は平成30年度の決算剰余金、その半分を地財法上積

み立てなければいけないというお話が１点。さらに

は２月補正に向けて、様々な減額補正等々の財源を

活用して、それをまた財政調整基金のほうに積み立

てながら、それまでは来年度予算のほうに活用する

ということで、今回積立金に計上させていただいて

いるというところでございます。

○照屋守之委員 国のそういう緊急的に財政が厳し

い中で、日本全国さらによくしていこうという、防

災も含めたですね、対応をやろうということで予算

を組む。沖縄県では、そういう投資的経費も52億円

減額をして、なおかつ積立金に91億7000万円。緊急

に、厳しいので、緊急にやろうということで補正を

組むわけでしょ。積立金にして、悠長に先のことを

考えるという、そういういとまはないんですよ。し

かも、国からの予算の52億円、53億円、それの倍近

く積立金を積み上げる、金は使わない。どうなって

いるんですか、この県政は。知事、副知事の意向で

すか。だって今、緊急の補正予算というように、緊

急の経済対策、あるいは様々な対策のために国は予

算つけるわけですよ。自らのそういう予算は、年度

当初で組んだ分も減額して、なおかつその国の緊急

の経済対策に対する予算措置もしない。倍近く積立

てをして。余裕がないんですよ、国は。県民、国民

のことを考えると。どういうことですか、総務部長。

○金城弘昌総務部長 お答えいたします。

先ほど財政課長のほうから御説明もございました

けど、ちょっと分かりづらいなというふうなところ

があるのかもしれませんけど、お手元の説明資料で

すね、例えば６ページを御覧ください。今回の補正

予算で、先ほど財政課長からもございましたけど、

災害からの復旧、復興、安心、安全の確保というふ

うな事業で、各部局のほうが国と調整してやった事

業の参考として、例えばちょうど中段辺りに、水産

物供給基盤機能保全事業というのがありますけど、

これ２億5000万円余り。これはいわゆる国の緊急対

策でやった事業でございます。一方で、例えば三角

がついているのですと、先ほど細かいやり取りして

いますけど、内示減で―いわゆる事業に伴って内示

減があったということですね、その事業に対して、

当然ながら国庫事業をやっていて、一方で内示減が

あったからその分を減額すると。

これをそれぞれ積み上げて、それぞれ事業ごとに

ですね、当然ながら緊急対策部分については、私ど

もとしても、先ほど御説明あったとおり、一般会計

分で53億円余りの積立てをしています。これは個々

のそれぞれの国庫事業を積み立てるとその金額にな

りますけど、一方で、先ほど申し上げました災害復

旧のほうがさらに内示減、もしくは減額があったと

いうことで、結果としてそういうふうになったとい

うことで、しっかり国の補正予算についてはですね、

活用させていただいて予算を計上しているところで

ございます。

以上でございます。

○照屋守之委員 非常に分かりにくいんですよね。

それと、国とやっぱり県が力を合わせてですね、県

民、国民のためのそういう経済対策、困っているこ

とを、予算をつくって発注しようという意欲も感じ

られないし。普通はこれまでのものを継続事業なん

て、どんどん、どんどん前倒しでやるんですよ。そ

れをやらないのに、国からの補正予算の倍を積立て

にして、これ国は県の都合のいいようにやっている

わけじゃありませんよ。県民、国民を見てそういう

予算をつけているんですよ。中間に入る県がこれだ

けさ、仕事はつくらんで積立金にする。積立金にし

たら仕事しなくていいんじゃないですか、皆さん方

は。こんなことってあり得ますか。53億円もらって、

九十何億円積立金にする。緊急だから補正予算を組

むんですよ。幾ら何でもおかしいんじゃないですか、

こういうやり方は。土木だと幾らでも仕事あります

よ。私、聞いていますよ。予算がないからこれが進

まないとか。いろんな事業がそういう形で滞ってい

るんじゃないですか。予算があれば県民のためにど

んどん頑張れるというものは、これだけ県政の部署

にたくさんありますよ。そういうのを日常的に拾い

出しておけば、こういう緊急対策が来ればぱっとで
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きるんじゃないですか。それをやらずに積立金の91億

円。お金を使ってくださいという形で都道府県にも

回す。それを使わないで積立てにする。到底理解で

きませんね。

この緊急補正予算の件で先ほどからありましたよ

うに、豚熱ですね。これは専決処分でされていると

いうことですけれども、この豚舎の整備とかという

ことも含めて、このワクチンの接種というのは何万

頭で幾らかかって、この予算措置はどういうふうに

なるんですって、もう一回説明してもらえませんか。

○仲村敏畜産課長 お答えいたします。

まず、初回の接種対象、戸数、頭数でございます

けれども、230戸の23万8508頭であります。

予算に関しましては、まず、ワクチン接種の保定

用作業員に関しましては、約706万円を想定しており

ます。それから、ワクチン接種に係る資材費につき

ましては、約6142万円。これがワクチン代にかかり

ます。それから、検査等に係る経費としまして、約

1000万円近くの検査費がかかると。その他もろもろ

防疫服、マスク等いろいろ資材がございますけれど

も、そういう予算が組まれております。

○照屋守之委員 23万頭ということは、これは先ほ

どからもありますように、この分は予備費で入れて、

今回のこういう補正予算についてはこういう経費的

なものは入っていないという、その理解でいいんで

すか。

○仲村敏畜産課長 お答えいたします。

予備費につきましては、これまで発生した１例目

から３例目までの防疫費に係る資材費と、防護服等

の経費でほぼ使用させていただいております。

知事専決の補正予算につきましては、主にワクチ

ン接種に係る経費、それから１月23日以降に発生し

た防疫等の経費、防疫ステーションの運営経費それ

から埋却経費等々、その後発生した防疫処置に係る

経費のほうにも充てております。それから、県外か

らの獣医師家畜防疫員に関する旅費等々にも充てて

いるということでございます。

○照屋守之委員 ということは、これは養豚業者に

は、ワクチン接種のワクチンの負担はかけないとい

うそういう理解でいいんですか。

○仲村敏畜産課長 沖縄県手数料条例では、ワクチ

ン接種に係る経費として160円いただくことになって

おるんですけれども、今回は公益性、ワクチン接種

命令によって全域で行い公益的効果も高いというこ

とで、初回につきましては、全て接種にかかる手数

料に関しては免除いただいているところでございま

す。

○照屋守之委員 これは本会議でも言いましたけれ

ども、遅いですよね。もう私は非常に憤りを感じて

いますよ。

１月８日に第１例が発生して、２月２日でしたっ

け。２月25日ですか、今日までですね、何日かかっ

ていますか。１月は23日ありますね、２月29日あり

ますね、３月６日、58日、２か月ぐらいかかってい

ますよね。農水部長の説明では、２か月ではワクチ

ン接種全県終わるという話だったんじゃないですか。

だから、我々はこの前の、今のうるまがあのときは

人災だって本会議で言っているんですよ。これだけ

時間がかかって予防しないんですか。だって、１月

の８日には対策本部を立ち上げてやっているわけで

しょう。対策本部というのは、日本全国の状況も、

皆さん把握しているんじゃないですか。これまでの

そういう豚コレラ、豚熱の件については。どういう

対応をして、どういうふうに課題があってというこ

とは、ある程度分かっているんじゃないですか。そ

うすると当然、８日に対策本部を立ち上げたら、そ

こでワクチンについてはどうしようかと、すぐもう

検討して連携を取ってやるという。次の週では、Ｊ

Ａはじめ、生産団体みんなやれと言っていますよ。

私は直接聞きましたよ。県が決断したら、すぐやる

と言っていましたよ。それもやらない。こういうこ

とをやって、まだワクチンも打たれていないわけで

しょう。これ何でこんなに遅れるんですかね。もう

いろんな考え方があるというのは、これはもうこの

説明はいいですよ。私はひとえに知事の決断、そう

いうところが今回の豚熱に関しては、その後の対応

というものが非常に遅れているんじゃないかなと思

いますよね。２か月たって予防ワクチンの接種がで

きていない、これどう捉えていますか。

○仲村敏畜産課長 お答えいたします。

過去に沖縄県はワクチン接種を行っていたんです

けれども、まず、過去のワクチン接種を行っていた

時代というのは、県内、国内当時は豚コレラと呼ん

でいましたけれども、豚コレラウイルスが県内にも

国内にも、この環境中にもいた時代。それに対応し

た形でワクチン接種を当時は行っていました。それ

で、野外にいるウイルスから病気を守っていたと。

これは、またワクチン接種を日本国として、先進国

並みに衛生条件をよくして国際的な養豚競争力をつ

くろうということで、十数年かけて正常国になるた

めの取組を行ってきたところです。直近では、当然

国内、県内にも正常化ということで、ウイルスがい
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ない状態を続けていたということで。このワクチン

接種につきましては、そういうウイルスがいない状

況下でありましたら、飼養衛生管理基準で十分、ま

ず予防ができると。

今回、残念ながら県内中部地域で発生したんです

けれども、その状態の中で、逆にワクチンを打って

しまうとですね、環境中にいないところにこのワク

チンを打つことで、感染した豚が検査しても分から

なくなるという非常にリスクが高まるということで、

このワクチンをこのウイルスがいる状態の中で打っ

てしまうとですね、屠畜場への汚染、それから逆に

周辺への豚の移動による環境中への汚染というのが

非常に懸念されまして、それで逆に感染拡大を起こ

したり、正常性の確認検査をできなくしてしまう、

影響が出てしまうということで、このワクチン接種

プログラムにつきましては―国が指針の中で定めて

おりますけれども、原則ワクチンを打たない方針で、

予防的ワクチン接種をするためには、まず、県内の

正常化を確認してから打ち始めるという大原則があ

ります。他県についても、ワクチンプログラムをつ

くってすぐ打ったところというのは、地域の正常化

が確認されて、イノシシだけになったという地域で

ワクチン接種が始められております。ですので、野

外にいるウイルスをどう正常化、ワクチンを打ちな

がらも正常化に持っていくかという方向の中で、ワ

クチン接種プログラムを国といろんな側面から協議

しながら行っておりまして、感染汚染防止対策も含

めましてですね、様々調える協議内容がございます

ので、それでより慎重に行ってきたところでござい

ます。

○照屋守之委員 分かりにくいんですよ。そうであ

れば、予防の方法は何があるんですか。それを示し

てくださいよ。

○仲村敏畜産課長 豚コレラウイルスに関しまして

は、空気感染はいたしません。これは、ふん便とか

そういう形の中で感染が成立していきます。この豚

熱に関しましては、飼養衛生管理基準で十分防御で

きるということで、こちら一つ難しいのは、野生イ

ノシシの感染があった場合は環境中にウイルスが非

常に多くなりますので、そこについては、ワクチン

を併用しながら正常化を目指していく方法は国は示

しているんですけれども、基本的に野生イノシシに

感染が認められなければ、飼養衛生管理基準で十分

防御できるということで考えております。

○照屋守之委員 防御できていないから25日に起

こったんでしょう。今、皆さん方は北部、南部から

やっている。沖縄市、うるま市はどうなるんですか。

皆さん方は監視しながら様子を見ていると言ってい

るけど、そこで発生したらどうなるんですか。また

同じ殺処分でしょう。おかしいでしょう。予防の対

策も立てられないのに、そういうワクチンも打たな

い。そういうのが発生したら殺処分。おかしくない

ですか。２か月ですよ。豚の命って何と思っている

んですか。養豚業をどう考えているんですか。

あれ、殺処分するのは誰がやっているんですか。

この前、25日は県職員を動員して行ったんでしょう。

あの豚を追い込んで殺処分するんですよ。業界は、

死んだ豚を運ぶんですよ。そういうことが１万トン

余り繰り返されているわけでしょう。そういう何の

手だてもしないんですか。次、発生したら殺処分す

ればいい。だから南部、北部からやっていく。発生

源ですよ、問題は。そこの豚舎がみんな恐怖におの

のいているわけでしょう。養豚業は、何とかしてほ

しい。あれはもう８日から始まっているんですよ。

とにかくワクチン、予防接種してほしい、何とかし

てほしい。みんな、養豚業もＪＡの関係も、他府県

ではいろいろ賛否両論ある、様々な課題がある。で

も、沖縄はもう、いや、やったほうがいいというこ

とになっているのに、決断しないのは県じゃないで

すか。これまた発生したら、また殺処分する。おか

しくないですか。２日もそうでしょ、２月の２日、25日

も。どうせやるんだったら、外からやるんだったら、

やっていれば、もうとっくに半分以上終わっていま

すよ。２か月かかるんでしょう。最初の発生から２か

月たっていますよ。ワクチンは２か月で完了すると

言う。これから始める、その間に新たな感染が起こっ

たら殺処分する。おかしくないですか。豚の命です

よ。我々豚のおかげで生きているんです、人間は。

沖縄の文化ですよ。養豚業ですよ。それを守らない。

そこを一番に置かんといかんじゃないですか。どう

思いますか、部長。

○長嶺豊農林水産部長 お答えします。

まず、ワクチンについてですが、１月８日に第１例

目が発生しました。先ほど課長からもあったように、

正常性確認、この近辺にウイルスがもうなくなった

という一定の目途をですね、立てないとワクチンは

打てない、これが国の指針であります。

１月８日から１月の４例目の発生までですね、中

部だけではなくてですね、北部、それから先島、南

部含めてですね、多くの通報が日々あったわけです

ね。それで、現に中部で今発生をしておりますが、

当時は１月の時点ではですね、多方面から異常があ
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るんだけれどもということで、我々はそれのいわゆ

る検査もしながら防疫対策を取ってきたわけです。

そういう状況の中ではですね、例えば結果マイナス

だったんですが、北部地域でも日々通報がある中で

はですね、じゃあそこにももしかしたらウイルスが

潜んでいる可能性があるというところも、日々検査

を続けながら判断をしなければいけなかったわけで

すね。そういう意味では、１月８日に発生した時点

では、県内、本島全体の発生の度合いというのはな

かなかつかめないのが実際であります。

今、中部のほうで続けて発生していますけども、

中部のほうも正常が確認されなければ打てないとい

う、これが国の指針に基づく対応になっております

ので、やはり発生して、我々も今の防疫措置の方法

としては、ワクチン以外では緊急的な対応としては

殺処分して、次に、周辺に広がさないという対応を

今取るしかないというのが、今の防疫対策の手法で

あります。ですので、ワクチンも当然これから進め

ていきますけども、並行して考えていたということ

です。防疫対策も取りながら、それから検査もしな

がら、そういう中で生産者の要請も受けながらです

ね、最終的に１月４例目までしばらくいろんな検査

を経て、北部あるいは南部では一定程度広がりがな

いんだなという判断もしながら、ワクチン接種ので

すね、プログラムの作成に移っていったわけでござ

います。

これからワクチンを本格的に打ってまいりますけ

ども、そういうワクチンと、あと飼養衛生管理基準

の徹底も含めてやらないといけないということ。そ

れから、やはり豚熱だけではなくてですね、やはり

アフリカ豚熱というのがあってですね、ワクチンで

は防げない病気もあって、そこはもう飼養衛生管理

基準をしっかり守っていかないとなかなか対応でき

ないというところもあってですね、豚熱のワクチン

接種に伴ってまた飼養管理基準がおろそかになって

も困るという、そういう生産者団体、あるいは生産

者の協議会の方々にもそういうこともしっかり認識

させながらですね、これまで取り組んできているわ

けであります。

ということで、様々な課題はありますけども、我

々の畜産あるいは養豚業者、養豚事業者をしっかり

守っていくという考えを大きく持っておりますので、

引き続き、防疫措置そしてその他ワクチンの接種含

めてですね、しっかり取り組んでいきたいと考えて

おります。

○照屋守之委員 １月８日発生して、次の週、生産

者に聞きましたよ。さっき言いましたように、生産

者はワクチン打ってくれ、もうそれでしたよ。対応

できていないじゃないですか。ですから、この豚熱

ですね、それと一番私が懸念しているのは、現地対

策本部をつくって対応していませんね。本庁に対策

本部をつくってですね、現地に対策本部をつくって

いない。これは非常に大きな課題でしょうね。これ

はまた機会があればやりますけども、以上で終わり

ます。

○狩俣信子委員長 照屋大河委員。

○照屋大河委員 引き続き、うるま市からです。よ

ろしくお願いします。

私のほうも豚熱の対応の補正の項目が見当たりま

せんでしたので、補正の対応はなかったのかという

ことで通告をしておりましたが、朝からこれまでの

質疑の中で、予備費で対応した、あるいは専決処分

での５億円の予定があるということですので、これ

ほどの―地元としては重要、重大な事態だというふ

うに認識しています。あらゆる財政的な対応も含め

てですね、拡大を防いでいく、終息という概念はな

いんだ、最短で３月28日の解除された時点を目標に

するということでしたので、それでも約３週間ぐら

いありますよね。ぜひこれまで同様のですね、全力

の取組をお願いしたいというふうに思います。

そこで伺いますが、先ほどからワクチンの、今も

ありましたがお話がありました、遅いんだというこ

とで。生産者の皆さんが、当初ワクチン接種を求め

たという事例は先ほどからの質疑の中でありますが、

その後、今答弁があったような国の指針であったり、

このワクチン接種に対する幾つかデメリット、デメ

リットというか問題点を指摘されていましたが、そ

の問題点に対する生産者への直接の説明というか。

以前聞いたときには、そういう生産者を一堂に集め

ることによってまた広がる懸念もあるということで、

そういった取組はできないんだというようなお話も

聞いていましたが、そういう事態にあってもですね、

ワクチン接種を求める皆さんにはしっかりとした今

の状況、この時期から始めます、こういうスケジュー

ルで行いますというのは伝わっているんでしょうか。

懸念される問題点も含めて、しっかりとその皆さん

に伝わっているのかどうかという点についてお伺い

します。

○仲村敏畜産課長 お答えいたします。

照屋委員がおっしゃるように、この農家を今一堂

に会すると非常にリスクが高いということで、発生

当初からどういう形で農家さんに伝えるかというの
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を我々常に考えておりまして、今まで発生の途中で、

状況報告ということで―日付は今ちょっとメモには

ないんですけれども、まず、生産者団体それから食

肉関係団体等を集めまして、まず、１度目は、関係

者会議が開かれる２日前に、第１回が開かれる２日

前に説明会を行っております。その後、２例目、３例

目の間のときに畜産公社のほうで、生産者団体とそ

の関係者の方を集めて約二、三十名、養豚農家さん

につきましては代表者だけを呼んで、そういう説明、

ワクチンに関する説明等も行っています。これが公

社のほうで２回やっております。接種が決まりまし

て、関係者に同じように説明を行いまして、現在今

行っているのは、まず、市町村のほうに説明は、こ

のワクチン接種の説明を終えまして、農家さん、そ

れで地区単位ごとに、例えば国頭から入るわけです

けれども、国頭の農家さんだけを集めての説明会と

いうことで接種をするということになっております。

○照屋大河委員 これほどの事態ですので、県の取

組について広く情報を公開していくということは重

要だと思いますが、事態が事態だけにその感染のお

それもあるということですが、とにかくその現場の、

生産者の皆さんの不安の声をしっかりと県のほうで

受け止めていく。それから、計画する財政の問題、

こういったふうに財政措置をしながらやっていくん

だ、こういったふうにこの計画でワクチン接種を進

めていくんだということもですね、細かくその説明、

やり取りができるような対応をお願いしたいという

ふうに思いますので、よろしくお願いします。

次に移りますが、保育対策事業の減の件です。

本会議でも多くの待機児童解消に関する質疑がな

されました。当初、目標であった期日をですね、先

送りというか先延ばししてしまうという現状にあっ

て、この事業の補正減ということについて説明を求

めたいということでありましたが、これも午前中か

ら説明がなされています。基金につくる部分がある

という説明もありましたが、それで理解するところ

もありますが、一方で、20ページになりますが、保

育対策総合支援事業というのが補正増、その２段下

の保育士確保対策事業というのが補正減ということ

で、その実態として保育士確保の現状というのか、

そういうことがどうなっているのかということでお

話をいただければと思いますが。説明をいただきた

い。

○久貝仁子育て支援課長 保育対策事業ですけども、

施設整備の減がある中で、保育士確保に向けて今取

り組んでいます。保育対策総合支援事業で、これは

１億2600万円の増になっております。これはですね、

保育体制強化事業というのがございまして、これは

清掃業務とか、遊具の消毒、給食の配膳、片づけ、

そういったものを補助する方ですけども、こういっ

た人たちに対する補助、こういったものの補助単価

が今回拡充になりました。そういったことで、現在

いる資格を持つ保育士の業務を何とか軽減させたい

というふうに考えています。もう一方、保育士確保

対策事業、これは4700万円の減になっています。た

だ、この保育士確保対策事業は、まず、保育士試験

受験者支援事業であるとか休憩取得、あと年休取得、

こういった事業に取り組みます。今年度に保育士休

憩取得支援事業を拡充しておりまして、具体的には

各施設１名までの配置を施設の規模に応じて３名ま

で拡充しようと、これは現場からの要望もございま

して拡充しました。そのためにですね、大幅に増え

ることを見込んで今年度予算を拡充したわけですけ

ども、実態として実績は増えているんですけども、

当初上げていた金額よりは下回ったということで、

保育士休憩取得支援事業の減に伴って今回減になっ

ているということで、もう少しうまくやりくりすれ

ばよいのですが、県としてもですね、施設整備だけ

ではなくて保育士確保に向けたですね、市町村支援

を今いろいろと模索をしながらやっているというと

ころでございます。

○照屋大河委員 本会議での部長の答弁では、市町

村によってその達成度にばらつきがあってという、

幾つかの市町村で令和３年でしたかね、そういう実

態にあるということでした。今、保育所整備それか

ら人材確保という両方の視点で、待機児童の解消に

向けて取り組まれているというふうに思うんですが、

なお課題を持つ市町村において、整備の問題が大き

な課題として残っているのか、あるいは人材確保の

点が大きな課題として残っているのか、その点につ

いては、どんなふうに県としては受け止めているん

でしょうか。

○久貝仁子育て支援課長 今県ではですね、第２期

の黄金っ子プランの策定に取り組んでいます。保育

の無償化等も含めてニーズが増えているということ

で、今年度の本来目標としていた待機児童解消時期

をずらしているわけですが、多くの市町村では令和

２年度末の解消に向けていますけども、一部市町村

において令和３年度末の待機児童解消時期になって

います。理由はそれぞれ様々あります。純粋に施設

整備が必要なところもあれば、離島のように保育士

がなかなか確保できないとか、そういった課題もご
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ざいます。ですので、我々は必要なところにはもち

ろん施設整備をしますけども、特に保育士確保に向

けては、市町村の財政状況が厳しいという中にあっ

てですね、今回基金をここの保育士確保に振り向け

て、市町村の裏負担に何とか支援をして活性化させ

たいというふうに今考えているところです。

○照屋大河委員 日々成長する子供たちへの対応で

すので、あるいはその子供たちを子育てするお父さ

ん、お母さんたちの厳しい状況の中にありますので、

そのどの子供たちも、今離島圏、沖縄の状況が困難

な地域を示しているというところもありますが、ど

の地域に生まれても将来に広がる可能性が十分発揮

できるように対応をお願いしたいというふうに思い

ます。

続いて伺いますが、24ページ、医学臨床研修事業

費、これも午前中説明がありました補正減です。医

師確保の課題はずっと言われていますが、先ほどの

お話によれば、この臨床研修事業が終わればですね、

義務的に離島の勤務を行うということですので、反

対に言えば、この補正減ということでその実現が、

離島勤務が図られないという実態になるということ

なんでしょうか。

○金城清光保健医療総務課長 医師確保対策の総括

的な状況として御説明をしたいと思います。県は自

治医科大学及び県立病院で医師及び専攻医を計画的

に養成するとともに、県内外の医療機関から専門医

の派遣を行うという基本方針の下、離島及び僻地の

医療機関において勤務する医師の安定的な確保に取

り組んでいるところでございます。委員御質問の、

実績が少ないということは医師確保ができないので

はないかという点ですけれども、医師確保の実績と

しまして、県全体で延べ142名の医師の確保を見込ん

でございます。

○照屋大河委員 すみません、先ほど申し上げまし

たが、例えば医学臨床研修事業費、これは午前中の

答弁で、この事業を受ければその後１年間は義務的

に離島の勤務をするということだったんで、ここに

補正減という形での発生ということは次年度という

のかな、新年度というのかな、離島への勤務がその

分想定より減ってしまうということなんですか。

○金城清光保健医療総務課長 今般の医学臨床研修

事業、単独事業部分でございますけれども、当初養

成を予定していた15名に対し、実際に県立病院で確

保できた医師数が４名ということで、研修医として

今年度の実績は大分小さくなってしまったというと

ころはございます。ただ、この点について申し上げ

ますと、別の専門医研修事業のほうでも相当数の医

師を要請しておりました。専門医の養成というカテ

ゴリーで申し上げると、今回単独部分で４名の育成

でしたけれども、交付金部分で33名の育成、計37名

の育成をしておりまして、委員御指摘のように、こ

うした方々が２年間の専門医の研修を終えた後の

１年間は、義務として離島等で勤務をするという点

につきましては、一部今年度の実績は小さいですけ

れども、先ほど申し上げたように、全体としては140名

を余る確保を今年度はできているというところと、

このほか、当初申し上げましたように、地域枠です

とか自治医科大の学生の養成といったところも含め

て、総合的に医師確保対策を行っているところであ

ります。

○照屋大河委員 総合的な対応でやっていただいて

いるということに敬意を表しますが、先ほど言った

ように義務づけている期間は１年間のみと。その後

次も続けますよ、あるいは、３年間ぐらいはいます

というような人はいないんでしょうか。やっぱり１年

やると、別のところに出ていってしまう。本会議で

部長からも答弁がありましたが、やっぱり若い人た

ち、経験を積みたくてそういった病院に移っていく

という傾向はこれは止まらないというか、そういう

状態なんでしょうか。長く続けるという人はいない

のですか。

○金城清光保健医療総務課長 御指摘のように、都

会の大病院で働きたいという若い方々が多数いらっ

しゃるというのは、確かでございます。ただし、そ

の中でも自治医科大を卒業された方、あるいは沖縄

県の地域枠として育成された方々を中心として、今

後県内に長期間とどまる医師を確保していく予定で

ございます。

○照屋大河委員 ぜひ、もう久しく言われる課題で

すので、さらにその取組について努力をお願いした

いというふうに思います。

次に移ります。25ページの沖縄県新規就農一貫支

援事業、６次産業化支援事業、それぞれ補正減の説

明を求めます。

○前門尚美営農支援課長 お答えいたします。

沖縄県新規就農一貫支援事業は、農業の担い手の

育成確保における課題解決のため、一貫した支援体

制の構築ということで、就農相談体制の強化や農業

施設等の整備支援を行う事業となっております。当

該事業の減額6407万4000円の主な理由でございます

が、事業メニューの一つである農業機械や施設整備

などの初期投資支援を行うスタートアップ支援とい
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う部分におきまして、当初計画45名のうち８名の取

下げがあったことによる事業量の減となっておりま

す。８名の主な理由でございますが、整備予定地な

どにおける農地確保ができなかったことや、事業計

画などの変更による要望の取下げとなっております。

なお、引き続き、要望を取り下げた助成対象者に対

しまして就農相談を通し、市町村などの関係機関と

連携し、引き続き取り組んでまいりたいと思います。

○照屋大河委員 この一貫事業を通して、県として

事業、農業を行う人たちをどういう目標で考えてい

るのか、そういう数があるのか。例えば、次の28ペー

ジとか29ページに出てきますが、農業基盤整備など

でまた予算を使うわけですよね。そういうところで

しっかり整備されても、耕作放置というか地域には

そういう場面もあるもんですから、県として育てて

いこうという事業、それから基盤整備するという事

業がありますので、その目標というのは、農業従事

者をどんなふうに整えていきたいのか、つくってい

きたいのかというような目標があれば、そういうも

のがあれば伺いたいと思います。

○前門尚美営農支援課長 お答えいたします。

新規就農者の育成確保につきましては、沖縄21世

紀ビジョン基本計画に基づきまして、新規就農者を

年間約300名、令和３年度までに3000名を育成、確保

するという計画になっております。この事業の中で、

まず、就農相談から、そして就農したい方への技術

支援、そして定着に向けた初期投資ということで、

施設整備や機械の整備等を事業で支援しております。

そうすることによって、地域の担い手の育成、確保、

定着ということで取り組んでいくという計画にして

おります。

○照屋大河委員 都市部に人口が集中するんではな

くて、地方においてですね、若い人たちも定着して

いくという点においては非常に重要な作業だと思い

ます。一昔前の農業とは違って、ＩＴを導入してみ

たりですね、若い人たちはまた新しい視点で農業に

従事されている事例もたくさん見ますので、ぜひ取

組を目標に従ってお願いしたいなというふうに思い

ます。

それから、最後になりますが、46ページ学校体育

指導費、これもスポーツ振興事業というのが指導員

に対する経費の減になっていますが、説明お願いし

ます。

○太田守克保健体育課長 学校体育指導費について

お答えいたします。

沖縄県教育委員会は、令和元年度から県立高校、

県立中学校、市町村立中学校における部活動指導員

を配置しております。平成30年５月と10月に、全市

町村宛て部活動指導員の配置希望調査を実施したと

ころ、それぞれの調査において同じ５市村から76名

の配置希望があり、その結果を基に予算を計上いた

しました。平成31年度２月に配置希望があった５市

村に最終確認をしたところ、１村が配置希望の取り

下げ、２市のほうから配置人数を減少などとしたた

め、４市村52名での計画となりました。また、１市

においては、当初予算で配置に係る予算が確保でき

ていなかったため、配置人数を11名削減することと

なりました。年度途中の削減だったため、他市町村

からの追加応募もなかったことから、最終的には市

町村からの希望どおりではありますが、４市村41名

の部活動指導員を配置することとなりました。

今後、市町村に対して活用事例等を紹介するなど、

情報提供を行ってまいりたいと考えております。

○照屋大河委員 教職員の多忙化解消のための事業

だというふうに思います。当初、大学生も参加して

くれるんじゃないかというような予想もあったよう

ですが、なかなか厳しかったようです。退職をなさ

る方がね、ほとんどそれに当たっているということ

です。今各市町村ごとに事例を紹介しながらという

ことですので、そういったことを共有しながらです

ね、事業を充実させていただきますようにお願いし

て終わりたいと思います。

ありがとうございました。

○狩俣信子委員長 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 説明資料の15ページの企画部の交

通運輸対策費の中でありますが、この中で交通運輸

対策費の中で、沖縄県離島住民等交通コスト負担軽

減事業についてでありますが、補正前が23億4285万、

補正後26億6674万2200円となっていますが、３億円

余りの増額計上をしておりますが、この内容であり

ますが、多分2012年から始めてもう８年たっている

と思いますが、この事業の効果でありますが、離島

住民の通院とかあるいは買い物とか所用ということ

も含めて、これらに対する住民のコストを軽減する

ための助成だというふうに理解をしておりますが、

午前中に空路が11区間あって、航路が16区間といっ

ておりましたが、この内容はですね、従前のこの軽

減の割合は変わっているのか、従前どおりなのかに

ついて、まず聞かせてもらいたいと思います。

○宮城優交通政策課長 航路は、24航路が対象でご

ざいます。その負担割合についてはですね、一括交

付金で平成24年度からスタートした時点から変更は
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しておりません。

まず、航路につきましては、ＪＲ在来線並みとい

うことで、各航路ごとに運賃が違うもんですから、

基本的には並みということで３割から７割の低減を

図っております。

航空路につきましては新幹線並みということで、

４割の運賃低減を図っております。学生は５割でご

ざいます。

○崎山嗣幸委員 航空路11区間かな。航空路が従前

どおりということでありますが、この予算の中であ

りますが、今回補正増をしておりますが、離島住民

の、この間の直近で構わないと思うんですが、住民

の利用総数と軽減した額、総額ですね、これが幾ら

になるのか、航空路も航路も両方併せて説明をお願

いします。

○宮城優交通政策課長 航路につきましては、利用

件数が平成30年度の実績でございますけれども62万

2336件。その県の負担金の金額が２億9642万円でご

ざいます。

それから航空路、これも平成30年度の利用実績で

すが、50万3598件。負担金の額が20億9153万5000円

でございます。

○崎山嗣幸委員 今言った直近の平成30年でありま

すが、伸び率なのか利用数なのか、これは増えてい

る状況ですか、推移は。

○宮城優交通政策課長 近年は、毎年度増えている

状況にございます。

○崎山嗣幸委員 補正予算との関連で聞きますが、

令和元年度の当初予算で23億円組んで、今回補正予

算が26億円になっておりますが、新年度の予算の議

案になると思いますが、次年度の新年度の予算で23億

円しか予算計上していないんだけども、これは現年

度は23億円補正増して、何でこの新年度の予算をま

た23億円組んでいるかについての矛盾を感じるんで

すよ。これは伸びないというのか、また減額するつ

もりなのか、また補正をするということなのかにつ

いての説明をお願いします。

○宮城優交通政策課長 本事業はですね、離島住民

が船や飛行機を実際に利用した分に応じて航路及び

航空事業所へ負担金を支払うという仕組みでござい

まして、年間の所要額を年度当初で正確に見込むこ

とがなかなか難しいところがございます。実際、毎

年台風の襲来とかですね、様々な外的要因によって

その辺の数字の変動がございますので、次年度の予

算につきましては、平成28年度から令和元年度まで

のその４年間の実績等の平均値を基に予算計上させ

ていただいているところでございます。

○崎山嗣幸委員 見込みは難しいと思うが、また補

正増するということの可能性が十分ありますね。実

績から減じて今回予算を組むということは、これま

だ新年度の予算の審議があるから置いときますが、

そういった矛盾を感じておりますので、見込みをす

るということについて正確な見込みをするほうがい

いのかなと思った。

それから、次に行きますが、同じく15ページで離

島航路の補助事業でありますが、これを4600万円減

額しております。欠損額のですね、これはもう実績

減ということで補正減をしているようでありますが、

離島住民のインフラの確保ということでなされてい

るようでありますが、国と県とそれから市町村が補

助をしているようでありますが、これの実績額と、

それから補助額と、国、県、市町村の航路の中で赤

字路線はどこなのか説明してもらいたいと思います。

○宮城優交通政策課長 今年度のその欠損補助の離

島航路補助事業のその対象となっていた航路、年度

当初では13航路を予定していたわけですけれども、

まず伊是名航路、粟国航路、津堅の航路、与那国の

航路、渡名喜久米航路、多良間、大神、西表の船浮、

大東、波照間、伊平屋、伊江、そして久高という13航

路が対象になっていたところでございます。

○崎山嗣幸委員 この赤字航路については、補助額

については、補助してもなお赤字ということの段階

なのか、補助して健全的な航路というのがあるね、

それは。

○宮城優交通政策課長 この補助制度についてはで

すね、毎年度その計画段階で出た欠損額を実績に基

づいてしっかりそれを国、県、市町村で補塡すると

いう仕組みでございますので、そこは収支がゼロに

なるというようなお話になるわけです。

ただ今回は、基本的には旅客の増とか、燃料費の

減によってですね、おおむね各航路が収支改善して

いるという状態にございます。

○崎山嗣幸委員 健全経営している航路については、

補助がないということで理解してよろしいですか。

健全に赤字がない路線については、これは欠損がな

いわけだから補助がなくて、健全な航路についての

助成はないということですよねということです。そ

の他の航路については、補助がないということでよ

ろしいですか。

○宮城優交通政策課長 補助対象航路はもともとま

ず16航路あってですね、そのうち赤字になるという

のが13航路でございまして、その計画が入っていた
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ということでございますので、もともとその３航路

というのは、赤字になる見込みがない状況にあった

ということでございます。

○崎山嗣幸委員 では、これは引き続きまた県、国、

市町村の助成もお願いしたいというふうに思います。

それから、41ページの土木建築部にお伺いします。

41ページの公園管理費の中で、首里城の復興基金積

立金で13億円基金を積んでおりますが、この基金の

目標額を聞きたいと思いますが、先ほど14億円県民

の浄財を積んで、それから県議から276万円ですね、

それから市町村で30億円という話をしておりました

し、この基金のですね、今言う想定するのがその額

を言っておりましたが、基金の目標額というのか、

想定される額についてはですね、考えているかどう

かを聞かせてもらいたいと思います。

○玉城謙都市公園課長 現在はまだ基金の目標額は

定めておりませんが、今後、城郭内の施設等の整備

に係る国との役割分担の協議を踏まえつつ、県とし

ての必要金額の額について検討していきたいと考え

ております。

○崎山嗣幸委員 いろんな県民の寄附というか思い

があって、意見も違ってやっていると思いますが、

多分この基金に積んでいる寄附金も含めてなんです

が、復元計画の資金計画が見通せないと、これ幾ら

天井がなくてね、基金ずっとカンパを募っていくの

かどうかということの疑問があるんですが、そういっ

た意味で、従来正殿で30億円かかっていたと、全体

で70億円だったという、今回はそういかんだろうと

いうような話は皆さんおっしゃっておりますが、じゃ

あこの基金、市町村で30億円、14億円という額が出

てきていますよね。そのために復元する資金計画と

いうのは、今の段階で示すことができますか。

○玉城謙都市公園課長 先ほど委員のほうからあり

ましたが、前回の首里城の建設に要した総額が約73億

円となっておりまして、現在、国のほうで首里城復

元に向けた技術検討委員会において、首里城正殿等

の復元に向けた技術的な検討を進めているところで

あり、城郭内の首里城の復旧、復興に係る全体的な

費用というのは今議論の最中というんですかね、ま

だ明らかになっておりません。

県としては、県民等から集められた寄附金を、正

殿をはじめとする城郭内の施設等の復元に充当でき

るよう、引き続き国のほうと協議を進めたいと考え

ております。

○崎山嗣幸委員 県民の中には、沖縄の力で、沖縄

県民主体の中で復元したらどうかという意見があり

ますよね。その思いも含めて寄附なされている方も

いると思いますが、今聞くときに、14億円基金を積

んで、市町村が30億円あって、それからもっと増え

ると思いますよね。それから、再建するときに保険

からも70億円と言われているように、これ100億円と

いうのはつくれるんじゃないかという感じがするん

ですが、そうなるときに、これは県がですね、所有

権移転をして復元するということは不可能ではない

んではないかと思うんですが、その資金計画。

それで私、聞きたいんだけども、城郭内の正殿を

中心にと言っておりますが、中身が分からないと、

今おっしゃられたね。そこはやっぱり従来県民の中

からそういう意見もある中で、資金面が原因で県は

所有権を取らないと言っているのか、あるいは公園

管理が一体となったことが原因なのか含めてよく分

からないところがあるので、原資的にはね、これ皆

さん基金積んでいくわけだからね、だから天井分か

らないと。だから今、資金計画そういった意味で、

原資が集まるときに100億円余り私はできると思うん

ですが、これは何で所有権移転はできないのかどう

かも含めて聞きたいんですが。資金はできるが、公

園法の関係なのか、全体的な管理なのかについて疑

問があるんで、そこはお答え願います。

○玉城謙都市公園課長 これまで、首里城の城郭内

については国営公園として整備が行われてきている

ことから、城郭内にある正殿等は、一義的には国の

ほうが復元を行うものと考えておりますが、県とし

ては、寄附された多くの県民の思いを踏まえると、

寄附金を城郭内の施設等の復元に充当する必要があ

ると考えております。

○崎山嗣幸委員 いやだからさ、城郭内の正殿から

さっきから言っているように、皆さん30億円かかっ

て、73億円前提だったということを含めて、また100億

円以上集まるんじゃないかと言っているが、この金

で造れないかと言っている、私は。

○玉城謙都市公園課長 仮に県のほうが施設を整備

した場合に所有権を持つかどうか、今後の施設の管

理運営方法等様々な観点から検討を行い、国と協議

を行っていく必要があると考えております。

県としては、寄附された県民の思いに応えること

及び一日も早い首里城の復元を果たすことを最優先

に取り組んでいきたいと考えております。

○崎山嗣幸委員 これからの課題にしておきますが、

どっちにしても資金計画をつくらないと、幾らでも

資金増で集めてやるということにならんと思うよ。

だから基金条例、これから皆さん提案するわけだか
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らさ、そこはしっかり明確にしないと、幾らまで寄

附を集めていくのかということが分からないから聞

きたかったので、もうこれは次の課題にしときます。

それから、次に行きますが、43ページの学校指導

管理費の中でお聞きしますが、いいですか。学校管

理費の中の43ページですが、海邦丸五世の代船が

8200万円減額されておりますが、船体の総額とかで

すね、それから設備、機能、概要、就航予定とかに

ついてお伺いしたいと思います。大型化に伴うこの

船長とか、機関長とか、生徒とか、陣容も変わって

いくと思いますが、それに対応する方策というのか、

考えているのかどうか聞きたいと思います。

○玉城学県立学校教育課長 お答えいたします。

沖縄県実習船代船建造事業は、沖縄水産高校と宮

古総実高校の生徒が実習を行う大型実習船の代船建

造を行う事業です。今年度、新潟造船株式会社と22億

7876万円の工事請負契約を結んでおります。令和２年

２月、先月より鋼材の確保が開始されており、竣工

は令和３年１月末、就航は令和３年４月の予定になっ

ております。

代船の規模は、現在の499トンから699トンへ大型

化します。一度に乗船できる生徒定員を増やすとと

もに、乗組員居室の個別化を図るなど、住居環境の

改善も図ってまいります。また、これまでの生徒30名

の乗船に対し、新しくできる建造の場合だと40名の

乗船が可能になりますので、その代船の就航に併せ

て、海洋技術科の40名全員が海技士養成課程となる

学科改編案を沖縄水産高校のほうが申請しておりま

す。生徒の乗船定員の増により、現在定員２名の指

導教員で行っておりますが、その負担も増すことも

考えられますので、指導教官数については今後検討

してまいりたいと考えております。

○崎山嗣幸委員 学科改編の中身についての人数案

というのは示せますか。

○玉城学県立学校教育課長 現在、沖縄水産高校の

海洋技術科については、海技士養成に関するコース

の定員の現状30名、今は30名なんですけど、それを

40名に増やす学科改編の申請がなされております。

○崎山嗣幸委員 これは学校側からで、教育庁側と

しては今、検討中ということですか。それとも、そ

ういう方向でいくということですか。

○玉城学県立学校教育課長 今現在、本庁と学校と

協議を重ねながら、その方向で就航に併せて学科改

編をする予定であります。

○崎山嗣幸委員 ぜひよろしくお願いします。

それから、船長が病気したときに代わりがいない

ということがあり得るので、ここはぜひ資格者、しっ

かり補充するということも含めて検討すべきだとい

うことで思います。時間がないので要望で終わりま

す。よろしくお願いします。

○狩俣信子委員長 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 お疲れさまです。では、質疑をさ

せていただきます。

令和元年度の資料４の補正予算説明資料から質疑

を行います。まず初めに、６ページの、これは私立

高等学校の就学支援事業の補正予算でございますけ

れども、初めてというか、私も私立学校についてど

れぐらいの補正をどれぐらいの人数にしているのか

というそもそも論を知っておりませんものですから、

それを教えていただきたいと思います。まずは、対

象の条件と人数についてお伺いしたいと思います。

○座安治総務私学課長 お答えいたします。

私立学校等教育振興費についての中身、高等学校

等就学支援金事業でございます。概要でございます

けれども、これにつきましては、全ての意志ある高

校生が安心して教育が受けられるように、授業料に

充てるものとして就学支援金を支給しまして、経済

的負担軽減を図る事業となっております。これにつ

きましては今回５億6000万円余りの補正増となって

おりますけれども、当初２億2471万2000円計上して

おりまして、これにつきまして、今回増額補正をす

るものであります。財源につきましては、全額国庫

の負担となっております。これは公立高校にも同じ

ような制度があるんでございますけれども、私立学

校については家庭の経済状況に応じまして11万

8800円―これは公立学校の授業料相当額ですが、こ

れから2.5倍、29万7000円を支給限度額として、家庭

の経済状況に応じて支給しているところでございま

す。これにつきましては、直接本人に交付するわけ

ではなくて、学校に支給いたしまして、授業料と相

殺するという制度になっています。

○比嘉京子委員 では、学校がその対象者を決定す

るという理解でよろしいんでしょうか。

○座安治総務私学課長 学校が判断するというわけ

ではございませんで、全ての高校生が対象となるわ

けですけれども、家庭の経済状況に応じて金額が違っ

てまいりますので、まず、本人から申請していただ

いて、学校でそれを取りまとめて、総務私学課のほ

うで経済状況を確認いたしまして、それぞれ経済状

況に応じた支援額を決定していくというところであ

ります。

年収がかなり高い家庭につきましては支援はあり
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ませんけれども、現在年収が910万円以上の家庭につ

いては対象外となっていますが、それ以下の家庭に

つきましては、支給対象となります。

○比嘉京子委員 すみません、今ちょっと数字が聞

き取れなかったんですが。幾ら以下だったら対象で

すか。

○座安治総務私学課長 支給対象となりますのは、

住民税の所得割額が50万7000円以上、大体年収に換

算しますと910万円以下の世帯が対象となります。

○比嘉京子委員 かなりの生徒が対象になるんでは

ないかと思うんですけれど。じゃあこの22億円の予

算額に対して、６億円余り今補正を組んでいるわけ

ですけど、対象者は何名になっているんでしょうか。

○座安治総務私学課長 お答えいたします。

当初は１万2767人ということで見込んでおりまし

た。今回は３月までの実績見込みでですね、１万

7780人となっていまして、5013人の増を見込んでお

ります。

○比嘉京子委員 これは910万円以下の生徒に対し

て、均等な減額っていいますか、補助金額なんでしょ

うか。年収に応じて補助金が違っていくのかどうか、

お伺いします。

○座安治総務私学課長 これにつきましては、先ほ

ど申したように、公立の授業料相当額11万8800円で

すけれども、これを基本額といたしまして、世帯の

所得に応じましてこれの1.5倍、２倍、2.5倍までそ

れぞれ支給することとなっています。それぞれの額

につきましては、1.5倍が17万8200円、２倍が23万

7600円、2.5倍が29万7000円でございます。

○比嘉京子委員 よく分かりました。

それで、その何ていいますか、対象額というのが

これだけの人数がいるという理解をいたしました。

これはいつから始まっている事業でございますか。

○座安治総務私学課長 平成26年４月から始まった

事業でございます。

○比嘉京子委員 よく分かりました。ありがとうご

ざいます。

次に行きたいと思います。先ほどから離島住民等

の交通コストというのはよく質疑がされておるので、

理解をしておるところです。１点だけ、ちょっとこ

の軽減措置の仕組みについてですけれども、それは

空路であろうと海路であろうと、航空運賃の何割と

いうような割合で負担軽減をしているのかどうか、

そこをお伺いしたいと思います。

○宮城優交通政策課長 基本的にコスト事業におけ

るその割引は、何割という割引率でやっております。

○比嘉京子委員 その率を教えていただけますか。

○宮城優交通政策課長 まず、航空路につきまして

は、離島にお住まいの住民の方々は約４割低減、そ

れから離島出身の高校生につきましては５割低減。

さらに小規模離島については、交流人口という観光

客等々の方々についても割引を行っておりまして、

それは３割低減。さらに久米島、那覇区間につきま

しては、この交流人口ですね、久米島町と合わせて

２割の低減を実施しているところでございます。

それから、航路につきましては、その航路ごとに

金額が―かなり運賃が違うもんですから、24航路全

てそれぞれ違う率でございまして、ちょっと全てを

申し上げるとかなりお時間をいただくことになるか

と思っております。

○比嘉京子委員 これはどんどんその割合を広げて

いって、拡大してほしいなと思うんですが。私も離

島出身ですけれど、一度も恩恵を受けたことはござ

いません。本当に、とっさに石垣に行こうとすると、

片道２万円とか余るんですよ。ですから、皆さんが

どれだけ恩恵を受けているかということを実感いた

しております。

さて、もう一点は待機児童でありましたけれども、

先ほどからの質疑の中で多くが示されておりますの

で割愛したいと思います。１点だけ申し上げたいこ

とは、先ほどお話がありましたように、地域によっ

て差があるというお話と、それから照屋大河委員か

らは、その場所をつくっていくのか、それとも人的

な拡充を図っていくのかというお話がありましたけ

れども、両方必要だというお話だったと思うんです

ね。その中で、私が申し上げたいことは１点だけ。

いわゆる今箱の中に―この間の質疑で、12月質問で

やりましたように、定数割れが大きく起こっている

わけです。数千人の定数割れが起こっているわけで

す。そこをまず県としては主導して、定数割れを埋

めろと、そこをまずやってほしいと思うんです。そ

こにいって、箱物はその次なんだと。

それともう一点は、公立の保育所の保育士を正規

で雇用しようとすると、ある市で１人雇用しようと

すると30人応募がありますと。それくらいに、正規

雇用しようとすると人は集まるんです。けれども、

非常勤対応でしようとすると、保育士がいないため

に定数割れが起こっているんだという論を市町村長

はやるわけなんですね。そこにも大きな問題がある

と思うんです。一番環境的に恵まれているのは公立

です。その公立の保育所の中がこれだけ空洞化して

いるというのを、ぜひとも県は声を大にして主導し
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てほしいと、その要望をして質疑はいたしません。

その次にですけれども、子どものための教育・保

育給付費、これの説明によりますと、幼児教育保育

の無償化等による負担金増に伴う補正って書いてあ

るんですね。その内容についてお伺いしたいと思い

ます。

○久貝仁子育て支援課長 子どものための教育・保

育給付費は、子ども・子育て支援法に基づく市町村

が支弁する施設型給付費です。いわゆる保育に要す

る費用ですね。昨年10月から実施した幼児教育保育

の無償化に伴った補助対象経費の増加による補正と

なっております。

○比嘉京子委員 ちょっとすみません、無償化によっ

て出すべきお金が出さなくて済んだわけですよね。

そうではないんですか。

○久貝仁子育て支援課長 すみません、ちょっと説

明不足でした。無償化に伴って、利用者負担につい

ては国、県、市町村の負担割合が出てきます。その

ために、例えば認可保育所等については６億5800万

円の県の負担分の追加がございます。あと認可外保

育所等についても、４億700万円の県の負担が生じて

います。これを合わせると約10億円あるんですけど

も、そのほかにも、今回無償化に伴って市町村のい

ろんな事務費等がございますが、これの減が４億

1000万円ほどございます。これを差し引いて６億

5000万円の補正を今回上げたところでございます。

○比嘉京子委員 10月から３月までの出方と、それ

から、これから４月以降の出方というのもまたある

と思うので、それは次年度の予算のところでお聞き

したいと思います。

最後にですけれども、病院事業会計の補正につい

て。これは、令和元年度病院会計事業２月補正の１枚

のペーパーから質疑をしています。その説明により

ますと、県立中部病院及び南部医療センター・こど

も医療センターの薬品及びその他診療材料に要する

経費と書いてありますけれども、私、過去の実績と

―実績っておかしいんですが、平成17年からの当初

予算の比較をしてみますと、今年一番収入が増加し

て、600億円を超えたのは初めてじゃないかなと私は

思うんですね。600億円を超えるような収入があり、

その上ですね、材料費の補正をするということの内

容についてお伺いします。

○我那覇仁病院事業局長 今言われたように、県立

病院は、やっぱり住民の要望においていろんな高度

医療をだんだんやってきているというふうになって

います。特に今回ですね、この薬品診療材料費が増

額補正予算を組むということの一つは、まず、血液

疾患で、それを担当する血液・腫瘍科の医師が入職

したと。そういうことで、一つの血液疾患ですけど、

いわゆる民間で、あるいは通常の医療機関ではある

疾患に対しては効果があまりないとそういう患者さ

んに対して、それ以上の作用を要するような、そう

いう基準の異なるような薬品があります。そういっ

たことが高額医療になっていまして、そういう患者

さんが周りから紹介されてきたと。それが１点です。

もう一つは、医療機器に関しては特に心臓病の患者

さん。今、特に南部医療センターとか、中部病院で

は心臓疾患に対して手術件数もかなり多くやってい

ます。地域連携を通しましてですね、なかなかそう

いったときに、ペースメーカーとかそれから植え込

み型の人工心臓とか、そういったのは非常に高額に

なります。そういった患者さんの紹介が増えてきた

ということになって、今回その10億円余りの補正予

算が必要になってくると。しかしながら、それをや

りますと、また10億円以上の収益がありますので、

そこら辺のバランスは取れているのかなとそういう

ふうに思います。

以上でございます。

○比嘉京子委員 私が質疑をしようと思ったのは、

確かに今おっしゃるとおりで、ですから２つの病院

が主になっているんだなということがよく分かりま

した。そこの病院に集中するということで、今の説

明でよく分かったわけですけれど、10月からの例え

ば消費税が増税されて、それで薬品費が増えたのか

なと一瞬思ったんですよね。いわゆる、消費税増税

に伴う診療報酬の見直しというのはされていると理

解してよろしいでしょうか。

○古堅圭一病院事業経営課長 お答えいたします。

消費税率の改定に伴う影響についてでありますけ

れども、令和元年度の当初予算におきましてですね、

消費税率の引上げに係る費用の増というのは既に見

込まれておるものであります。したがって令和元年、

昨年の10月の１日に診療報酬の改定が実施されてお

りますけれども、消費税率の引上げに伴う収益の確

保は一定程度なされているものと理解しております。

○狩俣信子委員長 親川敬委員。

○親川敬委員 それでは、幾つか補正予算について

質問させてください。

まず、１点目にですね、元年度２月補正予算につ

いての県税ですね。県税の法人税がかなり増加して

いるようですけども、その要因、まず教えてくださ

い。
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○小渡貞子税務課長 お答えいたします。

令和元年度の個人県民税につきましては、好調な、

堅調な県経済に牽引されまして、納税義務者が増加

しております。収入実績が当初見込みを上回ってお

りますので、納税義務者の増加に応じまして。それ

で増額補正するものであります。

○親川敬委員 私が聞いたのは、個人じゃなくて法

人。ごめんなさい、事業税だ。ごめんなさい。

○小渡貞子税務課長 個人事業税につきましては、

令和元年度の個人事業税の収入見込額が19億2115万

2000円で、当初予算額の18億7300万円に比べまして

4815万2000円、率にして2.6％の増になっております。

これは、令和元年度におきまして修正申告等があり

まして、それによりまして過年度所得に対する増額

補正がありましたので、その分につきまして増額補

正を行ったものであります。

○親川敬委員 滑舌悪くてすみませんね、法人です、

法人。

○小渡貞子税務課長 たびたびすみません。法人事

業税の補正増につきまして、令和元年度の法人事業

税の収入見込額が300億5212万円となっており、当初

予算額を275億9400万円としておりましたので、それ

から24億5812万円、8.9％の増としております。これ

は県経済の状況が堅調であったことから、当初見込

みよりも税収が増えたことによりまして、増額補正

をするものであります。

○親川敬委員 それで、沖縄県はいろんな施策を打っ

ているわけですけども、その中で、この事業税ので

すね、業種ごとの増加割合というのは分かりますか。

○小渡貞子税務課長 事業税の伸びで行きますと、

金融保険業のほうが一番伸びがありまして、今のと

ころ133.9％の伸びがあると見込んでおります。続き

まして、サービス業のほうで116.3％の増になります。

以上です。

○親川敬委員 ありがとうございました。

このようにですね、やはり沖縄県としてたくさん

のいろんな施策を打つわけですから、一つの成果指

標として、やっぱり私はこういうところに事業税と

して入っていくんだということをしっかりと捉えて

いってですね、やっぱりこういうところを見ながら

施策に反映していく、政策に反映していくというこ

とも大事な視点だろうと思いますので、皆さんＰＤ

ＣＡをやっていますけども、やっぱりそこもですね、

成果指標の一つに取れるところは成果指標としてそ

ういうのを捉えて、新しい施策を打つなり補強する

なりやっていくべき一つの予算の組立て方だと思い

ますので、これも今後の検討課題にしていただきた

いと思います。

それから、貿易対策費についてお伺いします。

33ページですかね。そこの２つまとめていきましょ

うかね。全国流通拠点化推進事業というのと、もう

一つはプラットホーム強化事業、２つの減額補正が

ありますけども、それぞれの事業の内容、そして減

額に至った理由を教えてください。

○宮国順英アジア経済戦略課班長 まず、全国特産

品流通拠点化推進事業から申し上げたいと思います。

本事業につきましては、沖縄県の国際物流、那覇空

港の国際物流ハブ機能等を活用いたしまして、全国

の農林水産物あるいは食品、あるいは今年度から精

密機械等も含めた流通拠点化を図ることで、国際競

争力のある物流拠点化というものの形成に資するこ

とを目的として実施しております。

もう一つ、沖縄戦略的国際物流プラットホーム強

化事業の概要につきましては、沖縄県の国際物流拠

点化を図るためにですね、その物流関連事業者の新

規参入であるとか事業の拡大、あるいはその輸出に

取り組む事業者さんの商流の拡大等を図ることを目

的といたしまして、フォワーダーと言われる運送事

業者さん、あるいは高付加価値製造事業者さん等の

沖縄への参入、あるいは新たな航空輸送事業者さん

の沖縄への新規就航等を図る目的で実施しておりま

す。

それぞれの補正減の理由について申し上げますと、

まず、全国特産品流通拠点化推進事業につきまして

は、この中の一つの事業として、航空会社の航空コ

ンテナを借り上げて、それを輸出事業者さん等に提

供する事業をやっておりまして、その対象貨物につ

いて、今年度から半導体等の高付加価値貨物を対象

といたしました。それにつきまして、今年度４月か

ら事業を開始する予定であったんですけれども、そ

の関係事業者の皆様との調整等で時間を要しまして、

それで輸送の事業のスタートが遅れて予算が大分

残ってしまっているというような状況でございます。

もう一つの沖縄戦略的国際物流プラットホーム強

化事業につきましては、こちらも今年度からの新た

な取組でございますけれども、こちらは那覇空港の

貨物上屋の貨物ターミナルの中にあったＬＣＣター

ミナルが旅客ターミナルのほうに移転するというこ

とで、その空いたスペースを使いましてそこに物流

事業者さんあるいは荷主の企業を誘致する取組なん

ですけれども、そのＬＣＣのターミナルが移転して、

元あった施設を原状復旧する、使えるような状態に
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する工事が予算要求時点では３月までに終えるとい

うことを各関係機関の皆さんと協議していたんです

けれども、実際の原状復旧工事が長引いたというこ

とで、それに伴って事業のスタートが遅れて予算の

不用が発生しているというような状況でございます。

以上でございます。

○親川敬委員 両方ともスタートの遅れだというよ

うですけども、まず、上のほうですね、全国特産品

流通拠点化推進事業についてですけども、これはコ

ンテナの話がありますけども、これは当初の、例え

ば４月スタートの予定が何月までずれたんですか。

○宮国順英アジア経済戦略課班長 当初４月開始の

予定が、８月に遅れております。

○親川敬委員 この予算要求をするときにですね、

年間の量というんですかね、コンテナの台数だとか、

そういうのは積算基礎の中ではどういうふうな積算

内訳になっているんですか。

○宮国順英アジア経済戦略課班長 事業費の見積り

につきましては、過去の実績と、あと財務省の貿易

統計等を参考にいたしまして積算を行っております。

この減額補正につきましては、事業開始の遅れ、

あるいは周知に時間がかかったことに加えまして、

米中貿易摩擦等の外部的要因も影響していたものと

考えております。今後はこのような事業実施に伴う

様々な状況を想定して、適切な見積りや執行に取り

組んでまいりたいと考えております。

○親川敬委員 私がこれ聞いたのはですね、理由は

何かというと、要するに５か月遅れですよね、スター

トが。５か月遅れたということであれば、約半分ぐ

らいになっちゃうのかなと思ったところ、減額は僅

か１億3000万円ですよね。細かい数字は別にして、

1.3億円と大体それぐらいの減額なんですけども、そ

うすると予定より、想定よりもこの期間で、残りの

期間でかなりの量が実績として上がったという理解

なんですか。それとも、その辺が、期間がずれた割

には予算の減り具合が少ないもんだから。

○宮国順英アジア経済戦略課班長 この全国特産品

流通拠点化推進事業につきましては、このコンテナ

スペース提供事業以外にも、国内外で商談会とか展

示会を出展いたしまして、物流ハブのＰＲを行った

りする事業とか、あるいは大交易会への出展に対す

る負担金であるとかという取組も行っております。

これに加えましてコンテナスペースの提供事業に

つきましては、今年度から新規に半導体等の高付加

価値貨物を対象としておりますけれども、もともと

農林水産物とか食品等、全国の特産品を対象とした

事業を従来行っておりまして、そこの事業費が当初

想定していた実績以上に今見込まれているというこ

とで、新規事業の遅れに対しての減額というのが小

さいというふうに考えております。

○親川敬委員 やっぱりですね、利用する皆さんか

らはですね、これ前もちょっと委員会で質疑をした

ことがあるんですけども、やっぱりコンテナ丸々利

用するのはなかなか量的に確保が難しい場合に、何

ていうんですか、グループ組んでやることもという

ことで喜ばれているようです。やっぱりこれはです

ね、今後沖縄がそういう国外あるいは県外に向けて、

物を流通させるときに、僕はとても大事な事業だと

思います。取り組むのも少数単位からできると思い

ますので、やっぱりこれはですね、減額の内容がコ

ンテナの数が減ったとかじゃなくて、そういうこと

であればやっぱりこれからも続けてほしいなと思っ

ています。

また次のプラットホームのところですけども、こ

れは企業を誘致する、今じゃあどれぐらい進捗して

いるんですか、この事業は。

○宮国順英アジア経済戦略課班長 もともとですね、

こちらの航空貨物ターミナルの上屋を県のほうで借

り上げて、企業さんを誘致するスペースとしては、

まず約１万2000平米程度を借り上げておりまして、

そのうちキャリアさん、航空会社さんの誘致に要す

る部分が2000平米。それ以外の入居する部分がです

ね、大体１万平米程度でございました。

そのうち、共用部分とかを除きますと6700平米が

入居スペースとなるわけですけれども、これについ

て約5500平米余りが既に埋まっておりまして、現時

点で４社の入居が既に決定しておりまして、２月に

選定した委員会でもさらに加えて１社ということで、

合計５社の入居がほぼ確定している状況でございま

す。

○親川敬委員 確認ですけれども、6700平米が供用

スペースだと、供用というか貸し出すという予定の

スペースで、もう既に5500埋まっているとそういう

理解でいいですか。

○宮国順英アジア経済戦略課班長 そのように考え

て間違いありません。

○親川敬委員 入居企業も５社でしたかね予定して

いて、もう１社決まりそうだとおっしゃっていまし

た。これで６社になると、もうこれでいっぱいなん

でしょうか。

○宮国順英アジア経済戦略課班長 今ちょっと一部

訂正いたしますと、４社が既に決まっておりまして、
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もうプラス１社、合わせて５社が入居の予定がほぼ

固まっていると。残りが約1165平米ございまして、

それにつきましては次年度改めて入居者を公募する

予定をしております。

○親川敬委員 残りのスペースで何社ぐらいを予定

しているんですか。

○宮国順英アジア経済戦略課班長 今まで入居した

企業さんの中で、一番大きい企業さんは大体2600平

米、小さいところで大体500平米程度なので、１社か

ら２社程度というふうに見込んでおります。

○親川敬委員 これもですね、この関連の企業の皆

さんのお話を聞くと、毎年１社だけじゃないんです

けど、このグループ―グループと言うんですかね、

こういう関連業者は毎年200名職員を採用するそうな

んですよ。やっぱりこれはですね、これからの沖縄

にとってまた若い皆さんにとっての職場が増えてい

くだろうと思います。ですから、こういうプラット

ホーム事業ですね、これからももし需要があれば私

はどんどん進めていくべきだと思いますけれども、

需要はどういう状況なんでしょうか。もっともっと

造ってくれという状況があるんでしょうか。

○宮国順英アジア経済戦略課班長 そうですね、特

に上屋のほうに入って事業を展開したいというお話

で御相談に見えられている企業さんは、今年度でい

うと大体10社以上は意見交換あるいは相談等に来て

いただいております。ただ、実際にそういった企業

さんが入居に至るかどうかというのはまた別ではご

ざいますけれども、そういった一定の需要があると

いうのは現実としてございます。

○親川敬委員 ありがとうございました。終わりま

す。

○狩俣信子委員長 15分間休憩いたします。

午後３時20分休憩

午後３時35分再開

○狩俣信子委員長 再開いたします。

休憩前に引き続き、質疑を行います。

比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 よろしくお願いいたします。

補正予算説明書の18ページです。これ歳入なんで

すが、子ども・子育て支援臨時交付金というものが

14億2700万円余り計上されております。その説明を

まずお願いいたします。

○久貝仁子育て支援課長 子ども・子育て支援臨時

交付金ですけども、これは昨年10月から実施されま

した幼児教育・保育の無償化の実施に伴う、県負担

分に対して支払われる地方特例交付金となっており

ます。

○比嘉瑞己委員 事前にレクを受けておりまして、

これ昨年始まったその幼児教育・保育の無償化に

よって、これまで市町村が利用者の負担軽減として

地方独自で出していたその負担分が、今回のこの新

年度に限っては全額国庫負担となって、補正予算で

歳入として入ってきたと習ったつもりですが、それ

でよろしいですか。

○久貝仁子育て支援課長 それでよいと思います。

○比嘉瑞己委員 今回補正予算で交付金という形で、

目に見える形で入ってきたわけですが、新年度はど

ういうふうに国からは財源として入ってくるんで

しょうか。

○久貝仁子育て支援課長 今年度は臨時交付金とい

う形で、全額国費で支給されました。２年度以降は

地方交付税により措置することとされております。

○比嘉瑞己委員 地方交付税の措置として、新年度

から入ってくる。今回みたいに交付金であればその

中身がよく分かるんですけど、地方交付税になると

色がついていませんから、本当にその金額が入って

きたのかというのは実際には分からないわけなんで

すね。市町村にとってみれば、これまで子育てや福

祉分野に使ってきた財源が制度によってもう負担分

がなくなった、国が持つようになった。その分は、

市町村にとってはこれまでの財源が浮くわけです。

この浮いた財源なんですが、私はやっぱり、これま

で子育てや福祉分野に使っていたわけですから、引

き続きですね、市町村もその浮いたお金を使って、

またほかの分野に子育てやこの福祉の分野に使うべ

きだと思うんですが、県としてはどのように考えて

いますか。

○久貝仁子育て支援課長 幼児教育・保育の無償化

に際して、これまで市町村が独自予算により負担し

ていた分が国、県の負担が入りますので、その財源

が浮く状態になります。県は、そういった財源をさ

らに地域の子育て支援の充実に活用するよう様々な

会議で呼びかけておりますし、部長とも直接、首長

訪問をしてですね、ぜひそういったものに使ってい

ただきたいということでお願いをしているところで

ございます。

○比嘉瑞己委員 制度が始まって、半年ほどたちま

した。当初はですね、保育料についてもやれ給食費

の一部負担が出たとかいろいろ混乱もありましたが、

実際にそういった部分に充てている市町村はあるの

か、その県内の市町村の状況についてお聞かせくだ

さい。
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○久貝仁子育て支援課長 例えばですね、那覇市で

は次年度より年収360万円未満世帯に、所得にかかわ

らず第３子以降の主食費を減免する措置を実施する

予定だと。南城市についても、1000円を上限に主食

費の負担を補助すると、そういった市町村それぞれ

で取組を実施しているところでございます。

○比嘉瑞己委員 ぜひですね、そこら辺は県として

もしっかりと目配りしていただきたいと思います。

多分、それ以上にこれまでは負担をしていたと思う

んですよ。それを、その規模を縮小してやっている

というところもあるかもしれないし、実際には、ま

だなかなか手をつけられていない市町村も残されて

いると思いますので、全ての市町村が、この浮いた

財源をさらに子育て支援に使ったと言えるような報

告を今後期待したいと思います。

続いてですが、今度ですね、議案書その２という

資料から行きたいと思います。

議案書その２の10ページなんですが、ここで、土

木部のほうで県道の維持管理費というのが補正予算

3700万円なんですが、計上されています。まず、そ

のほうを説明してください。

○島袋一英道路管理課長 お答え申し上げます。

県単道路維持費につきましては、事業としまして

県単管理道路の常時良好な状態に努めるために、道

路パトロールや路面清掃、それから除草、剪定等に

関する費用、それから道路照明や道路施設関係の補

修関係を行っております。

今回の繰越しにつきましてはですね、道路照明と

か道路施設関係におきまして補修工事がございます

けども、こちらの工事に当初予定されていないもの

とかがいろいろ出てきておりまして、この辺は台風

とかの異常気象、気象関係もあるんですけども、最

終的にどの場所を選定して工事するかということを

決めることに日数を取られたものですから、繰越し

となっております。

○比嘉瑞己委員 繰越しで確認できました。

道路の維持管理費ですが、実は県民からちょっと

相談が寄せられておりまして、国道や県道で除草剤

のグリホサートが散布されていて心配だという声な

んです。県道で実際にグリホサートを使っています

か。

○島袋一英道路管理課長 県では平成29年３月に作

成しました除草剤安全使用マニュアルにおいて、農

薬取締法に基づく登録を受けている除草剤のうち、

毒性が普通物を使用することとしておりまして、グ

リホサートは普通剤として規定されており、県では

そのグリホサートを使用しております。

○比嘉瑞己委員 浦添市のこれは公園だったんです

が、使用されていてお母さんたちが心配したという

ことで、大変騒ぎになりました。今、沖縄県として

も使っているということなんですけれども、今のこ

の使用状況、主な道路はどこどこですか。

○島袋一英道路管理課長 先ほどのマニュアルに基

づきまして、中央分離帯やのり面、それから郊外部

など人が触れる可能性が低い箇所を中心に、平成30年

度85路線で除草剤を使用しておりまして、主な使用

路線としましては、北部の国道449号、こちらの中央

分離帯、歩道部、のり面、それから中部でいきます

と宜野湾北中城線、沖縄環状線、南部のほうにいき

ますと那覇北中城線、那覇空港線等で使用しており

ます。

○比嘉瑞己委員 資料を頂くとですね、そういった

主な路線で使われていて、しかも中央分離帯だけじゃ

なくて、歩道にも使われているということでした。

それで県民からの相談も寄せられていると思うんで

すが、確かに県のマニュアルを見るとですね、安全

性がちゃんと説明されています。ただしですね、や

はりこれやっぱり薬品ですからね、化学薬品ですの

で、今の知見では大丈夫であっても、本当に将来に

わたって大丈夫なのかということは、やはり県民も

不安だと思うんです。そこでちょっと確認したいん

ですが、沖縄県は使っているわけですけれども、全

国の他の都道府県では、このグリホサートは使われ

ているんでしょうか。

○島袋一英道路管理課長 平成26年度12月に、大分

県のほうが全国調査をしておりまして、39都道府県

から回答を得ましたところ、14道県で使用している

ということが確認されております。

○比嘉瑞己委員 14道県ということで、47ですから

半分以上はもう使っていないわけですね。やはりそ

ういった不安の声があるんだと思います。先ほど県

の県道について聞きましたが、県内の市町村ではこ

のグリホサートは使われていますか。

○島袋一英道路管理課長 市町村での除草剤使用状

況については把握しておりませんが、先ほど、県の

ほうで作成しました除草剤安全使用マニュアルにつ

きましては、参考資料として市町村に提供している

ところです。

○比嘉瑞己委員 やはり県が安全だと言っているか

らということで、使用している市町村があるかもし

れません。

そこでですね、やはりこの問題、特にアメリカで
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は今訴訟も幾つも起こされていてですね、やはり環

境を気にする人たちは注目をしております。2015年

にＷＨＯのほうで、専門機関がこれは発がん性物質

に分類されたということもニュースとしてあります

が、県はその情報はつかんでいますか。

○島袋一英道路管理課長 詳細な情報はつかんでい

ませんけども、そういった情報があることは認識し

ております。

○比嘉瑞己委員 マニュアルがつくられたわけです

けれども、こうやって今社会情勢も動いていますの

で、改めてですね、県民の不安がないような在り方

というのが問われると思います。このマニュアルに

ついて、再検討が必要ではないでしょうか。少なく

ともですね、歩道については当面は使わないほうが

いいと思うんですが、いかがでしょう。

○島袋一英道路管理課長 土木建築部のほうでは、

有識者の意見を踏まえて、除草剤安全使用マニュア

ルを平成29年３月に作成しております。県管理道路

においては、農薬取締法により登録されたグリホサー

ト除草剤をマニュアルに基づき事前周知を行い、中

央分離帯やのり面など、人が触れる可能性が低い箇

所を中心に適正に使用していることから、安全性は

確保されていると認識しております。除草剤は、植

物の成長に欠かせない光合成の阻害など、植物独自

のメカニズムを利用したものであり、通常使用では

人や動物への影響はなく、植物に吸収されなかった

除草剤は、紫外線などで分解されます。また、土壌

吸着性、残留性や残効性、効果持続性についても厳

しく審査されて、短期間での効果の消滅が確かめら

れていることから、散布後分解されるまでの数日間

は、バリケード等で人が立ち入ることがないよう対

策を施しております。県としては、安全性は確保さ

れていると認識しております。

○比嘉瑞己委員 ＰＦＯＳの問題とかでもですね、

あれだけ県民が不安に思っているわけですよ。今、

課長るるお話しされましたけども、それでも本当に

将来にわたって安全かと言い切れるかという問題だ

と思うんですよね。ＷＨＯもそういったふうに指摘

をしているわけですから、そのマニュアルにこだわ

るべきではないと思います。

ちょっとここは、もう課長では答弁できないと思

いますので、部長のほうで改めてこれ検討が私必要

だと思います。いかがですか。

○上原国定土木建築部長 道路管理課長が説明しま

したけれども、有識者の意見を十分踏まえてですね、

除草剤安全使用マニュアルを平成29年３月に策定し

ております。また、先ほども申しましたように、植

物の成長に欠かせない光合成の阻害など、植物独自

のメカニズムを利用したものだということで、安全

性はしっかり確保されておりますので、世界水準の

観光地にふさわしい道路沿道景観を維持するという

ことを考えますとですね、こういった除草剤の使用

も考えながら、道路管理のですね、全体の予算を圧

縮しながら良好な環境を整備していくということか

らすればですね、除草剤の使用は安全性を確保した

上でしっかり使っていこうということでございます。

○比嘉瑞己委員 終わりますけれども、皆さんのま

とめたマニュアルでもですね、県民のアンケート、

不安の声がちゃんと載っています。やはりですね、

そういった懸念がある以上ですね、コスト第一主義

に考えずに、しっかりと県民の負託に応えるべきだ

と思います。

今回は指摘で終わりたいと思います。

終わります。

○狩俣信子委員長 瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 では、お願いいたします。

まず１点目、県税の増額ということになっていま

すが、５年前からの推移でどれぐらいの県税が伸び

ているのかということで伺いたいと思います。

○小渡貞子税務課長 ５年分の推移をお答えいたし

ます。

過去５年間における、最終予算と決算額をお答え

したいと思います。まず、平成26年度最終予算額は

1007億2633万円、決算額が1024億241万円でした。平

成27年度の最終予算額が1137億9468万5000円、決算

額が1155億6324万9000円。平成28年度の最終予算額

が1209億1834万9000円、決算額が1224億5243万円。

平成29年度の最終予算額が1245億7900万1000円、決

算額が1267億6560万9000円。平成30年度の最終予算

額が1295億 712万 6000円、決算額が1310億 6772万

3000円となっております。

○瀬長美佐雄委員 ありがとうございます。この好

調な県の税収ということで、引き続き伸びることを

期待しますが、これに冷や水を浴びせるのが消費税

の10％。今回の国の特別対策含めた補正予算は、そ

れを意味するということで今後の動向が気がかりで

すが、ちなみに今後の沖縄県の法人事業税等々が10月

以降、中間決算、３か月決算という流れの中で、悪

い意味での影響が出ているのかどうか、経済短観と

かいろんな指標がありますが、どう見ているのかを

確認します。

○小渡貞子税務課長 令和元年10月の消費税率の引
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上げの影響が法人事業税に大きく反映されるのは、

令和２年９月決算法人の確定申告分からになります。

令和２年２月末現在では、消費税引上げ後の法人事

業税への影響については、まだ把握できない状況に

なっております。

○瀬長美佐雄委員 ちなみに、この間順調に、とり

わけ法人事業税が増えているということでいうと、

この間ＩＴ関連の事業、あるいはベンチャー企業育

成等々に係る政策的な施策が反映されたというのを

分析的に見ているのかどうか、あるいは新規でそう

いった支援をやった企業の法人税が、どの程度見て

いるのかという点で分析されていれば伺います。

○友利公子中小企業支援課長 お答えします。

県のほうでは、近年好調に推移してきました経済

の効果を県内全域へ浸透させ、経済の好循環へつな

げていくために、県内企業の大部分を占める中小企

業のより一層の振興、育成が重要であると考えてお

ります。そのため、県におきましては、商工会、商

工会議所等の関係機関で構成する沖縄県中小企業振

興会議における提言等を踏まえまして、毎年度、沖

縄県中小企業支援計画を策定し、経営革新の促進や

経営基盤の強化、資金調達の円滑化など総合的な支

援に取り組んでいるところであり、令和元年度にお

きましては、64事業、当初予算総額124億6995万円の

中小企業の支援事業を実施しているところでありま

す。これらの取組を通じまして、県内の中小企業、

小規模事業者の事業活動がより一層活発になるなど、

その効果が現れてきているものと考えております。

今後とも、中小企業等の総合的な支援に努めてまい

りたいと考えております。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 できましたら、そういった法人

税収の中で政策的な効果があったということは、そ

れぞれの担当のところで検証的に、予算をかけたら

効果があったんだというのを見る視点としては、ぜ

ひ掌握してほしいと思います。

次に、事業の面で若干入りますが、資料の20ペー

ジ、保育対策総合支援事業について、その増額になっ

ている理由と効果についてお願いします。

○久貝仁子育て支援課長 保育対策総合支援事業で

すけども、保育士の確保に必要な措置を講じる事業

になっていまして、２つ細事業がございます。１つ

目が保育体制強化事業、２つ目が保育補助者雇上強

化事業です。

保育体制強化事業は、午前中も少し答弁しました

けども、清掃業務や遊具の消毒、給食の配膳、寝具

の用意、片づけといった保育に係る周辺業務を行う

者の配置の支援に対する事業です。保育士の資格を

持たない者の活用によって、保育士の業務負担軽減

を図るという事業になっております。

これについては、今回この補助額、基準額を拡充

したことに伴って、１億2600万円の増額補正となっ

ております。

○瀬長美佐雄委員 保育士を確保するという点での

事業、ちょっと名称忘れましたが、その事業におけ

る今年度のどのぐらいの市町村が活用し、何名の保

育士増になったのかという点で分かるならお答えく

ださい。

○久貝仁子育て支援課長 今年度の実績ですけども、

保育体制強化事業については、18市町村、157施設、

223人へ交付決定の見込みとなっております。

もう一方の保育補助者雇上強化事業については、

13市町村、139施設、209人へ交付決定の見込みとなっ

ております。

○瀬長美佐雄委員 ちょっと同じページの事業とし

て、子育て困難な家庭等対策費１億円余りの増額に

なっているので、その事業の内容、成果について伺

います。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 御説明いたし

ます。

子育て困難家庭等対策費ですけども、これは貸付

事業の原資を受け入れるということになってござい

ます。具体的には、児童養護施設だと、例えば18歳

まで入所できるんですけども、退所後に就職、また

は大学等に進学する際に、家賃の貸付けだとか、生

活資金の貸付け、それから免許などの資格取得の貸

付けの事業を行っておりまして、これに関する原資、

令和４年度までの原資を国庫として受け入れるとい

う内容でございます。

○瀬長美佐雄委員 待機児童解消に向けて取り組ん

だわけですが、この補正、最終的に保育定数、昨年

度に比べてどれだけの保育定数を増やしたんだとい

うことになるのか伺います。

○久貝仁子育て支援課長 今年度の実績の確認だと

思いますが、平成31年４月１日付の保育定員は６万

375人になっています。県では、現行の黄金っ子応援

プランに基づき、令和２年４月１日時点で６万4335人

の保育定員を確保することを今目標としています。

今年度においては、4293人の整備の着手をしており

まして、目標値を上回る定員の確保を見込んでいる

ところでございます。

○瀬長美佐雄委員 ありがとうございます。
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あと、44ページ、45ページにかけて小学校、中学

校、高校あるいは支援学校と、それぞれ人件費の増

という対応費になっていまして、それぞれある意味

で教職員の増加があったのか、あるいは単純に給与

の査定による増額なのかという点では、昨年度との

比較で、今年度何名増になったとそれぞれお願いい

たします。

○屋宜宣秀学校人事課長 本年度ですね、補正分、

全校種合わせまして242名分相当の給与費を補正して

いるところであります。平均としまして、小学校が

約117人分、それから中学校が84名分、高等学校13名

分、特別支援学校が28名分の計242名分相当となって

おります。これにつきましては、平均給与から割り

戻す形で―というのは、１年間を通じての本務の分

と、それと数か月単位の、臨任の職員のそういうも

のがございますので、いわゆる割戻しという形での

数字になります。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 好調な経済の動向の中で質の改

善というか、県民所得向上、あるいは正規雇用化と

いう課題に取り組んできたと思いますが、今回の事

業の締めに当たって、県職員の中に占める正規、非

正規の比率。もし、いわゆる県職以外の県全体とし

て正規雇用の率等々の指標がどうなっているのか、

分かれば伺います。

○茂太強人事課長 これはですね、令和元年６月１日

付での知事部局における全職員5525名いますけれど

も、そのうち正規職員は4199名で76％、非正規職員

については、1326名で24.0％となっております。な

お、過去５年間の推移からちょっと申しますと、平

成27年が23.4％、平成28年25.5％、平成29年26.1％、

平成30年24.3％、そして令和元年が24％とおおむね

二十四、五％台で推移しているものと思われます。

○瀬長美佐雄委員 先ほど、今県職員の、県として

もし統計的に―お伝えしてあったので、調べてあれ

ば伺います。

○島尻和美雇用政策課長 お答えいたします。

労働力調査によると、沖縄県の令和元年の正規雇

用者数は36万4000人、非正規雇用者数は24万1000人

となっており、正規雇用者の割合は60.2％、非正規

雇用者の割合は39.8％となっております。なお、非

正規雇用の割合について、平成26年と令和元年を比

較すると、全国においては37.4％から38.2％となり、

0.8ポイント高くなるなど上昇傾向であるのに対し、

沖縄県においては41.2％から39.8％となり、1.4ポイ

ント低くなるなど減少傾向にございます。

○瀬長美佐雄委員 ありがとうございます。

正規雇用化を高めるという点で、施策としてもぜ

ひ追求してほしいと思います。

次に、今回の国の2019年度一般会計補正に対応す

るという今回の県の補正予算の中に占める国との対

応費といいますか、それがどれだけの事業数、ある

いは金額というふうになるのか、概要でいいですの

で確認します。

○武田真財政課長 ２月補正予算においてですね、

国の補正予算関連の事業でいいますと、一般会計が

16事業、額にしますと54億円程度となります。特別

会計のほうで１事業ございまして、特別会計のほう

で下地島空港の周辺の柵の整備ということでの予算

がございまして、そちらのほうが２億4000万円ほど

となっております。両会計合わせて17事業、トータ

ルで56億3000万円強の予算となっております。

○瀬長美佐雄委員 これについては、一覧表で見や

すく資料として提供を求めたいのですが、大丈夫で

しょうか。

○武田真財政課長 後ほど提供したいと思います。

○瀬長美佐雄委員 ちなみに、この時期の補正増と

いう点では、その多くは繰越しになるのかなと思い

ますが、その関係でおおよそ全部繰越しに反映され

ているということなのか確認です。

○武田真財政課長 一部年度内執行がございますが、

ほぼ繰越しという形になって計上させていただいて

おります。

○瀬長美佐雄委員 ちなみに、今回の国の経済対策、

なぜそもそも４兆円もいわゆる公債費を発行し、こ

ういう対策をするのかという点では、10月の消費税

10％増税で景気を下支えしたり活性化するためのフ

ォローだというふうに思いますが、皆さんはどう受

け止めていますか。

○武田真財政課長 補正の柱自体がですね、国土強

靱化、あと経済の下振れリスク、それから未来を見

据えてという話ですので、消費税も絡めながら将来

の投資、あと災害が昨年非常に多かったということ

も踏まえた形の経済対策だというふうに理解してお

ります。

○瀬長美佐雄委員 ちなみに、今回の国の一般会計

補正予算、それは歳出という点で地方が受けると。

ちなみに歳入については、どういう状況になってい

るのか、分かりますか。

○武田真財政課長 確認していいですか。県の歳入

ですか。

○瀬長美佐雄委員 いえ、国の。いわゆる、受け取
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る財源の原資は国の支出ですか。

○武田真財政課長 国の資料に基づきますと、税外

収入として1900億円弱、前年度の余剰金として8000億

円強、それからいわゆる建設国債というものが２兆

1900億円強の予算となっております。

○瀬長美佐雄委員 そういう意味では税収が所得税、

法人税、消費税等々で２兆3000億円は減収と。それ

を穴埋めするための建設国債であるとか、特例公債

というふうな財源はそういうふうになっています。

ということは、結局国の財源は火の車というか、消

費税は増税して４兆余りの税収になったのに、今回

でほぼ税収２％上げる分は、今回ばらまくというふ

うな構図になっていると思います。

気になるのは、沖縄県もそれを受けてしっかりと

受け取ってはいますが、県自体の財政健全化も当然

同時に追求しないといけないという観点で確認しま

すが、この積立金91億円、３ページにありますが、

その財源内訳、先ほど繰越金の半分は基金にという

ことであったり、首里城であったりとしますが、こ

の91億円の内訳はどうなっていますか。

○武田真財政課長 おおむね一般財源でもって積み

立てる―一部特財であるとかも入っていますが、お

おむね一般財源が積み立てることになっております。

○瀬長美佐雄委員 ちなみに、県の財政健全化との

関わりで、今回予算でも県債を発行したりという部

分がありますので、今回の締めの段階で健全化とい

う点では改善しているのか、それともちょっと悪化

しているのか、どういうふうな分析でしょうか。

○武田真財政課長 一定程度の財政事業に対応でき

ているという意味では健全な財政運営かなと思いま

すが、やはり我が県の財政は自主財源比率が非常に

低い。それから、人件費あるいは義務的経費が高い、

そういった構成比が高いということでいうと、かな

り弾力性はあまりないのかなというふうな形で思っ

ています。

今現在、財政運営はきちっと健全化の形になって

いるとは考えておりますが、決して強固なものでは

なくて、まだ脆弱性も引きずったままの財政環境に

あるのかというふうに考えております。

○瀬長美佐雄委員 ありがとうございました。

消費税10％増税の影響、統計上は次年度というふ

うな影響が懸念されますので、ぜひ県のこの予算、

今後の新年度予算も、そういった意味では中小企業

育成、県民の暮らしを守るという立場、それと健全

化も当然目指すという観点で頑張っていただきたい。

以上です。

○狩俣信子委員長 上原章委員。

○上原章委員 どうも御苦労さまでございます。

朝からいろいろ審議されて、ちょっと私の質問通

告も重なったものもありますので、それは取り下げ

たいと思います。あと、通告していない部分で、審

議をする中で気になるのも幾つか出ていますので、

答えられる範囲であれば御答弁いただきたいと思い

ます。

まず、新型コロナウイルスの懸念、終息を経済界

もまた多くの県民も願っているわけですけども、国

は今回の予備費で新型ウイルスに対する対策を打ち

出しております。特に、観光をはじめ、その水際作

戦もそうですけど感染防止も含め、そして県経済、

国もそうですけど、経済に対するダメージに対して

の手当てを5000億円の中小、小規模企業へのセーフ

ティーネット貸付等打ち出しております。

あと、今日の新聞では、那覇市も補正予算で１億

円、このウイルス対策に取り組むと言っております

が、県の補正予算でそういった取組はございますか。

○武田真財政課長 新型コロナウイルスに関連して

いろいろ対応させていただいておりますが、今現在、

既決予算の範囲でいろいろやりくりをして対応させ

ていただいております。

まだ補正という形では、予算計上させていただい

ておりません。

○上原章委員 特に、国も観光客をはじめ、様々な

公共、タクシーもそうですけど、飲食店、本当に県

内も多くの方々が今非常に厳しい経営に追い込まれ

ている。これに対して、県がしっかり掌握をして手

当てをしないといけないんじゃないかなと私は思う

んですが、いかがですか。

○嘉数登商工労働部長 お答えいたします。

県では、今後の県内経済に影響を及ぼすことが懸

念されることに鑑みまして、２月17日付で経済対策

に係るプロジェクトチームを設置しております。こ

のチームでは、産業振興ですとか中小企業支援、そ

れから観光振興等の分野につきまして、部局横断的

に緊密な連携を図りながら、一丸となって問題解決

の対策を講じていきたいというふうに考えておりま

す。

現行の緊急対策としましては、中小企業セーフテ

ィネット資金による、経営安定に必要な資金繰りを

支援するほか、産業面や事業者への影響に関する状

況把握をですね、これは中長期も見据えて状況把握

を行っていきたいというふうに考えております。

○上原章委員 予算はあるんですか。
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○嘉数登商工労働部長 ただいま申し上げました、

中小企業セーフティネット資金ですけども、これは

既決予算の中で対応できております。

○上原章委員 もう少し危機感を持っていただきた

いなと。既存のこの予算の中で、これだけの、本当

今国も県も緊急事態だという思いでやらないとです

ね、私は今の沖縄県の経済、本当に大変なところに

行くんじゃないかなと懸念しているんですが、いか

がですか。

○嘉数登商工労働部長 確かに、今回のその新型コ

ロナウイルスに係る影響の大きさというのはかなり

大きいものがございますけれども、これまで沖縄県

においてはＳＡＲＳですとかですね、いろいろ経済

的な危機がございました。その際に、一番短期的に

必要とされるのが、企業業績の悪化による資金需要、

運転資金等含めてですね、そういったものが必要に

なってきまして、過去の事例を見ましてもかなりの

利用件数に上っております。

実際は、その中小企業セーフティネット資金、２月

３日から運用を拡充しまして、２月５日から２月25日

までですかね、相談件数が142件、これは毎日どんど

ん増えております。それから、信用保証協会におけ

る保証承諾が４件というふうに、企業の短期の資金

需要に対しては―先ほど私、資金需要という話をし

ましたけども、これは既決予算の中でもかなり幅を

持たせて計上しているものですから、そこは短期的

には対応できるのかなというふうに思っております。

それから、国のほうもですね、緊急経済対策とい

うことで、第１弾としてセーフティネット保証とい

うことで、既存の保証枠と別個に2.8億円の保証枠を

増やしました。それから、セーフティネット貸付と

いうことで、この貸付けの枠も広げました。それか

ら、雇用調整というところもございますので、それ

は国の助成金も活用できるようになっておりますの

で、国と連携を図りながら必要な対策をしっかりと

取っていきたいというふうに考えております。

○上原章委員 ファイナンスというか、融資は返さ

んといけないわけですよね。今、これだけ多くの減

額、利益が落ちる中で、本当にこの返済条件も、ま

た金利も保証料もしっかり考えてやらないと、この

方々を本当に私は追い込むんじゃないかなと思って

いますので、よろしくお願いします。

それから、もう一点、中小企業、小規模企業だけ

じゃなくてですね、県内の子供たち学校が休校になっ

て、今、国も様々な手当てをしようと打ち出してお

ります。それで、教育長それから福祉担当部長、子

供食堂が県内に190件あると聞いております。子供食

堂の本当に貧困の子供たち、言葉私好きじゃないん

ですけど、こういった子供たちが何とか食べるもの

をしっかり支えようということで、頑張っていらっ

しゃるこの居場所づくりの方々が、休校になって、

春休みこれだけの部分で本当に必要な子供に食を確

保して提供するキャパが、もう超えてしまっている

という声が実はございます。そういったものは、県

として確認できていますか。

○大城玲子子ども生活福祉部長 県内の子供の居場

所は170か所ほどございますけれども、それぞれ設置

がですね、例えば、市町村の委託であったり、独自

にであったり、いろいろ様々でございます。それか

ら、内閣府の事業に応じてやっているところもござ

います。ですので、一概に一律にどうということは

ないんですけれども、今現在の取組状況等について

は、県としても把握していきたいと考えておりまし

て、種類に応じてですね、専門的な拠点型居場所で

あるとかですね、高校内の居場所であるとかという

ところはそれに応じて、学校の休業に応じてという

ことになろうかと思いますけれども、市町村におけ

る子供食堂については、活動を減らしているところ

もございますし、休止となっているところもござい

ます。また、受け入れているところもございますの

で、この状況については随時把握して、課題等につ

いても抽出していきたいと考えております。

○上原章委員 市町村任せじゃなくてですね、県は、

明らかに緊急な時期だと思いますので、今まで何と

かこの取組をしていたところが窮地に追い込まれな

いようにしていただきたい。早めに各市町村と連携

を取ってですね、今何が求められているかをキャッ

チしていただきたいなと思います。

あと、この第５号、説明資料の中で34ページ、中

小企業金融対策費、当初予算ゼロから1600万円余り、

これは近代化制度促進事業の貸与のものだと思うん

で、この中身をちょっと教えていただけますか。

○友利公子中小企業支援課長 お答えします。

近代化制度促進事業費の中の損失補償ですね。こ

ちらの近代化制度促進事業費は、公益財団法人沖縄

県産業振興公社が実施している設備対応、機械類対

応事業の損失補償を行うための経費となっておりま

す。今回の補正内容は、平成30年度に発生した機械

類貸与事業の未収金について、過年度の損失補償契

約に基づいた割合を補償金として支出するものであ

り、金額としては1627万4000円の増額となっており

ます。
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○上原章委員 未収金というのは、要するに何か月

払いがなかったということですか。ちょっと教えも

らえませんか。

○友利公子中小企業支援課長 一応ですね、倒産と

かで回収ができなくなっているものというふうに捉

えております。

○上原章委員 これ1600万円、これ何社の未収金に

なるんですか。

○友利公子中小企業支援課長 全部で７件になって

おります。

○上原章委員 こういった回収業務というのは、ど

こでやっているんですか。

○友利公子中小企業支援課長 こちらは、産業振興

公社のほうが回収もやっております。

○上原章委員 あわせて信用保証協会育成費、こち

らも9200万円余りが損害補償ということで、これは

保証協会の代位弁済で生じたと思うんですが、こち

らも対象が何社で、何か月以上がこの対象になって

いるんですかね、この返済が滞ったという。

○友利公子中小企業支援課長 こちらが全部で55件

になっております。

○上原章委員 何か月以上。

○友利公子中小企業支援課長 こちらも先ほどと同

様で、倒産をした企業ということになっております。

○上原章委員 55件全部倒産ということですか。県

単融資でしょ、これ。

○友利公子中小企業支援課長 そうですね、年数も

またがっておりますし、トータルでやると55件とい

うことになります。55件全てが倒産という形になり

ます。

○上原章委員 保証協会の代位弁済をする場合、通

常３か月とか、６か月とか延滞が長期化して、督促

をして、それでも回収できなかったところは、もう

代位弁済という形でまたこの損失補償になると思う

んですが、これ間違いなく倒産、全部そういうこと

で対象と受け止めていいんですか。

○嘉数登商工労働部長 すみません、後で正確な資

料をお届けしてよろしいでしょうか。

○上原章委員 先ほどと同じように、ここは回収業

務はどこがやっていますか。

○友利公子中小企業支援課長 保証協会のほうで回

収も行っております。

○上原章委員 いや、保証協会が代弁したわけです

から、この債務は今後どこに来るんですか。保証協

会の債務になるということでいいんですか。

○友利公子中小企業支援課長 保証協会の債務にな

ります。

○上原章委員 今後、債務者は保証協会さんとの直

接のまたやり取りになるのは理解しました。分かり

ました。

いずれにしても、この未収金やまた代位弁済に満

たないところで、しっかり本来なら回収しなくちゃ

いけないのが、これは税金使ってのいろんな制度で

すから、この点はしっかり体制強化していただきた

いんですが、いかがですか。

○嘉数登商工労働部長 回収元である産業振興公社、

それから信用保証協会とも連携を強化しまして、しっ

かりと回収してまいりたいというふうに思っており

ます。

○上原章委員 よろしくお願いします。

あと、ちょっと戻りますけど、18ページにある地

域福祉促進事業、この5000万円の補正予算、これは

介護福祉士の修学資金等の貸付け拡充に伴う補正と

いうことなんで、これ具体的にどういった貸付けに

なって、今どれだけの方々が対象としてこれを利用

されていますかね。

○真栄城守福祉政策課長 お答えします。

介護福祉士等修学資金貸付事業の対象でございま

すけども、大きく４つございまして、まずは、介護

福祉士修学資金貸付事業ということで、介護福祉士

の養成施設のほうで就学している方が対象となりま

す。それから、介護福祉士実務者研修受講資金貸付

事業、こちらのほうは現在ですね、実務を行ってい

る方々が資格を取得するために養成施設のほうに

通っている場合にですね、貸付け対象とするもので

ございます。それから、離職した人材の再就職準備

資金貸付事業がございまして、こちらはいわゆる潜

在的な介護職の掘り起こしを目的としました就職準

備金の貸付けでございます。４点目が、社会福祉士

就学資金貸付事業でございまして、こちらは社会福

祉士のですね、養成施設のほうで就学しております

学生を対象としました貸付け事業となっております。

以上です。

○上原章委員 いずれにしても、ますます今後必要

な施設、部署になると思いますので、充実をよろし

くお願いしたいと思います。

最後に37ページ、地域連携道路事業費２億円、南

部東道路の整備についてなんですが、こちらは今後

の見通しをお聞かせ願えますか。

○島袋善明道路街路課長 まず、２億円の補正予算

ですけども、国の緊急経済対策で補正を計上してお

りまして、主に雄樋川という河川に架かる橋梁の工
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事を発注する予定でございます。南部東道路、全体

の進捗率としましては今29％、令和８年の暫定供用

を目指して今後取り組んでいく予定であります。

○上原章委員 この事業は、ここずっとちょっと停

滞していたと聞いておるんですけども、なかなか予

算確保のところでですね、これどうしても国のしっ

かりした支援がないといけないんですけども、令和

８年までにということですけども、これしっかり県

は国とタイアップして私は進めないといけない事業

だと思っているんですが、今、国と県との東道路に

ついての取組については、しっかり連携は取れてい

ますか。

○島袋善明道路街路課長 予算面でいいますと、昨

年度来17億円程度つきまして、今年度は23.6億円と

いうことで、順調に予算自体は上向きに推移をして

おります。

国に対しても、例えば６月、７月にですね、内閣

府はじめ、国土交通省へ必要額、所要額についてきっ

ちりと要請活動をしておりますので、引き続き、南

城市あるいは南城市の議会等も一緒に連携して、予

算確保に向けて頑張っていきたいと思います。

○上原章委員 これはしっかり、もう令和８年と言

わないで、前倒しでやっていけるように、また我々

もサポートしたいと思います。

以上です。

○狩俣信子委員長 糸洲朝則委員。

○糸洲朝則委員 よろしくお願いいたします。

発言通告はこの資料４でいたしましたが、この説

明資料も使ってやりたいと思います。

まず、１点目に分蜜糖振興対策事業費、かなり大

きい10億4147万8000円。当初予算がゼロ。概要を見

ますと、南大東村内製糖工場の前処理施設の整備に

伴う補正、国の補正予算関連という説明なんですが、

これについてちょっと分かりやすく説明していただ

けますか。

○喜屋武盛人糖業農産課長 お答えいたします。

本事業はですね、国の令和元年度補正予算に係る

産地生産基盤パワーアップ事業というのが補正で予

算措置されておりまして、その実施に伴いまして、

南大東村製糖工場におけます原料処理の夾雑物―い

わゆるトラッシュですね、それを除去する前処理施

設の整備に対する支援を行う事業となっております。

この産地生産基盤パワーアップ事業というのは、

国の補正事業で実施される事業でございまして、南

大東村としましては、早めの事業効果の発現に取り

組みたいということで、今回新規というか新たに予

算を計上してですね、この前処理施設の整備に取り

組むこととしております。

以上です。

○糸洲朝則委員 国のそういった関連する事業だっ

たんで、今回も補正になったというような御説明で

すが、これはいつ頃の実施ですか、この事業は。

○喜屋武盛人糖業農産課長 お答えいたします。

事業のスケジュールなんですけれども、一旦、今

回令和２年度のほうに繰り越しまして、令和２年の

サトウキビの製糖期に向けて、それまでに前処理施

設を造るという工程になっております。

○糸洲朝則委員 僕もあんまりこの前処理施設とい

うのは聞いたことないわけで、よく分かりませんが、

南大東はサトウキビの島ですから、やはりモデル的

な事業になるかなという思いで見ておりますが、こ

れはそうすると、分蜜糖、含蜜糖、それぞれ製糖工

場があるわけですから、今後は順次こういう施設を

整備していくという方向ですか。

○喜屋武盛人糖業農産課長 お答えいたします。

今回は、国の産地生産基盤パワーアップ事業とい

うのを活用した前処理施設の整備となっております。

当該事業は製糖工場等にも利用可能でございますの

で、今後そういった製糖工場、製糖施設のほうから

要望等がございましたら、当該事業を活用した処理、

あるいは施設の整備等に取り組んでまいりたいと考

えております。

○糸洲朝則委員 それでは、各施設に充実をさせて

いっていただきたいなと思います。

それで、これは本会議でも出ていたと思うんです

が関連して、バガスの利活用が従来の燃料だけだっ

たのがもう多方面に使われるようになっているとい

うような、たしか答弁があったように聞いておりま

すが、これは新聞記事でありますが、例えばこうい

うのがあるんです。食品ベンチャーブルーテックと

オキコの間で、県農産物の市場拡大や食品ロス削減

などに向け業務を提携したと。飛んで、バガスやシー

クヮーサーの皮など、こういったものを粉末にして、

このブルーテックが、これがオキコさんと提携して

商品を開発しているというような記事なんです。そ

こでお伺いしたいのは、今のこのバガスの使われ方

というのが、どのぐらい使われているのかというこ

とについてお願いします。

○喜屋武盛人糖業農産課長 お答えします。

ちょっと今手元に正確な数字がございませんが、

バガスは基本的に製糖工場でボイラーで燃焼しまし

て、燃料の代替として活用されております。一部、
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そういった食品への利用等が可能ということも聞い

ておりますが、基本的に製糖工場におきましては、

バガスは燃料として活用されているところでござい

ます。

○糸洲朝則委員 これは今後の課題になろうかと思

いますので、こういう開発をするとか、あるいは場

合によっては、家畜の飼料とかにも活用できるのか

なと思っております。今後の取組を期待しておりま

す。

次に、２点目に水産物供給基盤機能保全事業、こ

れについて御説明をお願いします。

○森英勇漁港漁場課長 お答えします。

水産物供給基盤機能保全事業について、説明しま

す。波照間漁港及び安田漁港では、大型台風などの

発生時に安全性を確保することを目的に、国の補助

事業である漁港施設機能強化事業を活用し、防波堤

等漁港施設の耐震、耐波浪対策を進めているところ

であります。今回の補正予算では、国の経済対策の

うち防災、減災、国土強靱化に対応するものであり、

防波堤の整備に要する費用を重点的に措置すること

で、早期の耐波浪対策を進めるものであります。

○糸洲朝則委員 これもさっきの農林と一緒で、国

の補正予算関連というふうに説明がされております。

２億8000万円の補正でございますから、それ相当の

やっぱり事業が拡大したかなという思いで聞いてい

るわけですが、これについて同様な、または違う国

の関連予算かなと思いますが、いかがですか。

○森英勇漁港漁場課長 今回のその波照間漁港と安

田漁港については、機能保全事業の中で、機能強化

事業というのを継続で実施しております。その中で

今回補正予算を措置して、前倒しといいますか、防

波堤の改良の工事を先に進めるような形で整備して

いくということで、今回波照間漁港のほうに１億

8000万円、安田漁港のほうに１億円ということで予

算配分をしております。

○糸洲朝則委員 波照間は、離島の中のさらに離島

ですから、当然こういう港湾関係の整備は重要で、

ぜひ進めていただきたいと思います。補正をこれぐ

らいやって、既存の事業に２億8000万円の補正です

から、それはそれとしてやはり大事だろうと思って

おります。

関連して、これまで渡嘉敷村の沖防波堤、これ何

度か本会議で質問させていただいておりますが、難

工事であるということと、費用がかかり過ぎるとい

う答弁でいつも終わっているんですが、やはり先ほ

どの説明にもあったように、激甚災、あるいはまた

防災の観点からも、こういう離島の防波堤とか港の

整備は大変重要だと思いますが、渡嘉敷の沖防波堤

の取組について教えていただけますか。

○桃原一郎港湾課長 渡嘉敷港の件でございますが、

沖防波堤につきましては災害がありましてですね、

災害復旧を行って現況復旧されております。渡嘉敷

港は、現在、静穏度が悪いということで、静穏度向

上に向けて検討調査、あと有識者を入れた会議を行っ

ておりまして、その中に、港内の静穏度確保のため

に波除堤の整備というのが一つ今検討されて、結果

として導き出されているところでございます。それ

を現在、地元のほうにも下ろしまして、住民、漁協

関係者との意見交換を行っているところでございま

して、まだまだ一応課題がありますので、それにつ

いて調整を進めていきたいというところでございま

す。

○糸洲朝則委員 課長も御存じのように、確かに静

穏度という非常に、ちょっと特に冬場なんかは船が

入りにくいという状況にあって、沖防を設置すると

いうことがこの課題解決に大きな要素になっている

んですね。今答弁もあったように、調査も前々から

やっているんですが、難工事だと言うんで、費用が

かかり過ぎると。これ答弁ずっと聞いているんです

よ。もっと具体的にどの程度の難工事で、どの程度

の費用がかかるか教えていただければありがたいで

すが。

○桃原一郎港湾課長 沖防というのは、多分、地元

のほうからの声で、港の外のほうに沖防の配置はど

うかという提案がございました。これは、この静穏

度検討会の中ででもその話がありまして、私どもい

ろんなこの港湾の中で、静穏度を確保するために構

造物を配置して、その検討を行った結果、沖防波堤

よりも内側にですね、波除堤を設置することで、う

まくフェリーが着くところの静穏度が確保されると

いうことが分かりまして、委員のおっしゃっている

沖防ではなくてですね、内側に波除堤の設置。これ

は検討委員会の最新の情報でございますけど、その

波除堤で進めるということで、地元とは調整を進め

ているというところでございます。

○糸洲朝則委員 ありがとうございます。

大変、何か目の前が明るくなったような感じがし

ますけど、僕はわざわざその沖防のところまで船に

乗って見てきたんですよ。確かにこれは、結構水深

もあるしね、これはやっぱり厳しい難工事だなとい

う思いでいたんですが、しかし、これがないと、今

言われる静穏度の解決ができないというのが島の皆
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さん方の思いだったもんですから。でも今の課長の

お話だと、波除堤、今の防波堤に関連して何かやる

んですか。だからそこら辺をきちっと説明してもら

いたいのと、村側にきちんと伝えて、できればこれ

だったら幾らで、いついつまでにできますよという

ものができればなおいいんですが、いかがですか。

○桃原一郎港湾課長 この検討委員会の中には、村

長さんも委員さんになっていただいて、地元の意見

を反映させていただいております。

その波除堤というのはですね、実際今ある防波堤、

災害で被災した防波堤よりも内側に波除堤を設置し

てあげることで、フェリー、あと高速艇に対して静

穏度が効くということが分かりまして、それを今現

在、地元に下ろして説明会をして、意見を集約して

いるところでございます。

事業化はですね、やはり今後、いろいろあります

けど、なるべく新規事業化に向けて頑張っていきた

いというところがあるというところでございます。

○糸洲朝則委員 ぜひ頑張って、よろしくお願いし

ます。

３番、４番は、もう何回もほかの委員もたくさん

やっていますので割愛させていただいて、最後の河

川等災害復旧事業費、これがマイナス７億8100万円

余りと。災害復旧関連経費が、当初の見込みを下回

ることに伴う補正というふうになっております。見

方によっては大変喜ばしいことでございますが、次

年度以降のこの災害復旧予算の組み方にも影響あろ

うかなと思いまして、あえて取り上げましたんで、

御説明をいただければと思います。

○新垣義秀海岸防災課長 お答えします。

海岸等災害復旧事業につきましては、公共土木施

設災害復旧事業、国庫負担法の適用を受けて実施す

る、道路や河川等の施設の災害復旧を行う事業となっ

ております。

予算額につきましては、災害復旧という性格上、

必要額を見積もることが困難なことから、過去最大

の平成30年度の予算額を参考に計上しております。

今回の補正の内容としましては、災害発生が当初見

込みより少なかったことによる減額補正となってお

ります。

以上です。

○糸洲朝則委員 災害が少なくなったというのは非

常にいいんですが、先ほど、この予算の国庫のほう

が６億2500万円余りというふうに、結局これはこの

財源そのものが国庫に返さなくちゃならないという

ことになろうかと思いますが、であれば、やはり当

初予算での災害復旧予算の組み方というのが問われ

てくるわけですよ。しかし、やはり災害はいつ何ど

き来るか分からん。したがって、この当初予算の中

できちんと手当てできるような、そういった仕組み

がきちっとされなくちゃいかないというふうに思い

ますが、次年度、いわゆる新年度予算でも現年度同

様の確保が可能かどうか、これだけ聞いて終わりま

す。

○新垣義秀海岸防災課長 お答えします。

令和元年度予算につきましては、先ほど申し上げ

ましたとおり、平成30年度の過去最大の災害が発生

しておりますので、それを参考に当初予算を組んで

おります。実際には、発生は平成30年度が16件に対

して、令和元年度は３件とかなり少なくなっており

まして、減額の補正となっています。

しかしながら、災害というのは、次年度の予算に

つきましても予見することが困難でございますので、

あくまでも過去最大の平成30年度予算を参考にしま

して、当年度―令和元年とほぼ同額の予算を計上さ

せていただいております。

○狩俣信子委員長 大城憲幸委員。

○大城憲幸委員 最後の大城です。

委員長が８時という話をしたら、みんな最後の私

に気を遣って、５時前には私の番が回ってきました。

幾つか通告してあったんですけれども、大分議論が

進みましたので確認含めて３点、ちょっと簡潔にま

たもう少しお付き合いいただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。

まず、最初はサトウキビです。説明資料の26ペー

ジ、通知しますね。

先ほど議論がありました南大東の工場なんですけ

れどもね、10億円かけて前処理施設を造るというこ

とで大きな予算をかけるわけですけれども、これの

期待される効果についてお願いします。

○喜屋武盛人糖業農産課長 お答えいたします。

予算額は、総事業費は17億円でございまして、補

助額は10億円ということになっております。前処理

施設ということで、サトウキビ原料のいわゆるトラッ

シュですね、それを搬入前にしっかり取って、製糖

工程に流していくと。それによりまして、現在のこ

の施設を機能強化いたしますので、労働生産性の向

上をまず目指すということで、これまでかかってい

た時間をですね、約３分の２程度に縮小して、製糖

時間を短縮していくという方向にもっていく計画で

ございます。

○大城憲幸委員 これ、地元からはそういう要望は
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常にあったんですか。向こうは多いときは10万トン

ぐらい搬入がありますけれども、例えばもう工期が

間に合わないとか、こういうものを入れてくれれば

助かるよという議論がこれまであったんですかね。

お願いします。

○喜屋武盛人糖業農産課長 お答えいたします。

この処理施設、現在入ってはおります。ただ、そ

こを機能強化したいということで、平成27年頃から

ですね、製糖工場、大東糖業からは整備をしたいと

いう旨の要望は聞いておりましたが、ただやはり御

承知のとおり、今申し上げたとおり事業費が十何億

円ということで、かなりの額がかかるということで、

その辺ちょっと課題があるねということで、とどまっ

ていたところです。そういった中、こういった国の

事業等を活用して、昨年度、南大東村役場のほうか

ら県に対しましてこういった施設整備に関する相談

というのがございました。それで、南大東村役場が

事業実施主体となって、製糖工場におけるこの前処

理施設を整備したいという意向が確認できました。

それで、県としましては、この整備について国とも

調整を行ったところ、この産地生産基盤パワーアッ

プ事業の活用が可能ということでしたので、今回こ

の事業を活用して事業実施に至ったところでありま

す。

○大城憲幸委員 非常にいいことですので、ただやっ

ぱり気になるのは、今はもう製糖期の真っ最中。こ

れが終わった後しか取り組めないはずですから、17億

円の事業で、先ほど課長お話しした令和２年の操業

に間に合わせてやっていくということですから、しっ

かりスケジュール感もって当たっていただきたいな

と思います。お願いします。この件は終わります。

２点目は、まず、確認からですけれども、41ペー

ジの首里城の積立金の件。先ほども議論ありました

けれども、まず、確認ですけれどもね、総額で30億

円ということですけれども、そのうち内容が例えば

県が14億円とか、那覇市が14億円とか、民間で幾ら

とか。ちょっとまず最初の確認で、この総額30億円

の概算でいいですから、内訳を教えてもらえますか。

○玉城謙都市公園課長 現在のところ、沖縄県への

寄附金が約12億円、那覇市のほうが14億円、あとそ

の他市町村のほうで１億6000万円ほど。あとマスコ

ミ等の寄附金で約３億円、トータル30億円余りであ

ります。

○大城憲幸委員 ちょっと先ほどの説明が私も少し

理解しにくかったんですが、今、県が12億円ぐらい

ですと。ただ、見通しとして14億円ぐらい、県に集

まる14億円ぐらいを今回基金をつくってやるよとい

う理解でいいですか。

○玉城謙都市公園課長 これは、令和２年の２月25日

時点で、県に入っているのが約12億円ですね。それ

から、年度末までに納められる寄附金として、約14億

2576万円ほどを今見込んでおります。14億2576万円

の内訳としては、県民からの寄附金で14億2300万円、

あと県議会等の報酬減額に相当する276万円となって

おります。

○大城憲幸委員 県の分については、今後もまたこ

れに積み立てていくとして、那覇市も県に託すとい

う話があるし、ほかの民間の皆さんもこの基金の中

に統一するという考え、その辺は方向性として決まっ

ているんでしたっけ。その辺をお願いします。

○玉城謙都市公園課長 県としては、県民等に対し

て寄附金を首里城の復興に充当することを早期に示

す必要があるとともに、今後、市町村や民間団体等

に寄せられている寄附金の一元化を図りたいという

ことで、今回受け皿となる基金を設置する必要があ

ると考えております。

あと、これらの寄附金については今後、沖縄県首

里城復興基金に集約した上で、城郭内の施設等の復

元に充当できるよう国と協議を進めていきますので、

その中で各関係団体等のほうの理解を得られてくれ

ば、基金のほうに入れ込んでいくというふうな流れ

であります。

○大城憲幸委員 今の説明からすると、取りあえず

14億円で県のほうでスタートして、那覇市の部分も

これに一緒にしたい。それで、民間が今持っている

部分も一つにしたい。結局この30億円をこの一つの

基金にまとめて、今後さらにそれを積み増していき

ますよという理解でいいわけですよね。

○玉城謙都市公園課長 そういう流れでございます。

○大城憲幸委員 少し使い方についてはいろいろ議

論ありますけれども、今日はその確認にとどめたい

と思います。

最後もう一点、資料４のほうですね。国保につい

てお願いします。資料４の国保の特別会計、今回53億

円の補正がありますけれども、これについては、こ

の国保特別会計は多分２年目だと思うんですけれど

もね、県が財政の責任主体になって、給付金等は責

任を持って払うわけですね。それで、今回給付費等

が伸びたので53億円プラス。全体が、分母が大きい

ですので割合的にはそんなに大きくないにしてもで

すね、今この収支というか、この給付費の伸びにつ

いては、大体想定内と考えていいんですか。よろし
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くお願いします。

○山内昌満国民健康保険課長 お答えします。

給付費の伸びということですけど、令和元年度の

給付費については、市町村の保険給付に要する費用

を全額、県が市町村に対して交付するという内容に

なっておりまして、当初予算で見込んだ額に対して

２％程度、予算額がちょっと不足する見込みという

ことで、今回増額の補正を計上しているところです。

○大城憲幸委員 これ収支不足になった場合には、

基金から取崩しがあるじゃないですか。

今度は、ちなみに取崩しがどれぐらいになりそう、

取り崩す予定なのか。そして、基金の残高がどれぐ

らい残っているのか。その辺、現時点で分かります

か。

○山内昌満国民健康保険課長 委員がおっしゃって

いるとおり、財政安定化基金というのが、財源不足

の場合に活用できる基金として全額国庫で設置され

ておりまして、この基金のうち、財源不足に使える

部分が29億円ございます。現時点では取崩しはない

ところだったんですが、今回の補正予算に際して４億

5900万円余り取崩しをしまして、残り29億円引く４億

5000万円で、約21億円程度が今後の調整財源として

基金に残るという見込みになっております。

○大城憲幸委員 分かりました。以上です。

○狩俣信子委員長 以上で、甲第25号議案から甲第

35号議案までの補正予算議案に対する質疑を終結い

たします。

説明員の皆さん、大変お疲れさまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

以上で、甲第25号議案から甲第35号議案までの補

正予算議案に対する質疑は全て終了いたしました。

次回は、明 ３月４日 水曜日、総務企画委員会

及び土木環境委員会終了後、委員会を開き、補正予

算に係る議案の採決を行います。

委員の皆さん、大変お疲れさまでした。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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沖縄県議会委員会条例第 27 条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 狩 俣 信 子



令 和 ２ 年 ３ 月 ４ 日

令 和 ２ 年 第 １ 回

予算特別委員会記録
沖縄県議会 (定例会 )

（ 第 ３ 号 ）



－59－

令 和 ２ 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 令和２年３月４日（水曜日）

開 会 午後１時35分

散 会 午後１時40分

場 所 第７委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第25号議案 令和元年度沖縄県一般会計補

正予算（第５号）

２ 甲第26号議案 令和元年度沖縄県農業改良資

金特別会計補正予算（第１号）

３ 甲第27号議案 令和元年度沖縄県下地島空港

特別会計補正予算（第２号）

４ 甲第28号議案 令和元年度沖縄県下水道事業

特別会計補正予算（第２号）

５ 甲第29号議案 令和元年度沖縄県沿岸漁業改

善資金特別会計補正予算（第１号）

６ 甲第30号議案 令和元年度沖縄県中城湾港（新

港地区）整備事業特別会計補正予算（第１号）

７ 甲第31号議案 令和元年度沖縄県駐車場事業

特別会計補正予算（第１号）

８ 甲第32号議案 令和元年度沖縄県中城湾港（泡

瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予

算（第１号）

９ 甲第33号議案 令和元年度沖縄県公債管理特

別会計補正予算（第１号）

10 甲第34号議案 令和元年度沖縄県国民健康保

険事業特別会計補正予算（第１号）

11 甲第35号議案 令和元年度沖縄県病院事業会

計補正予算（第１号）

出席委員

委員長 狩 俣 信 子さん

副委員長 西 銘 啓史郎君

委 員 大 浜 一 郎君 又 吉 清 義君

末 松 文 信君 島 袋 大君

照 屋 守 之君 照 屋 大 河君

崎 山 嗣 幸君 比 嘉 京 子さん

大 城 一 馬君 親 川 敬君

玉 城 満君 赤 嶺 昇君

瀬 長 美佐雄君 比 嘉 瑞 己君

上 原 章君 糸 洲 朝 則君

大 城 憲 幸君
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○狩俣信子委員長 ただいまから、予算特別委員会

を開会いたします。

甲第25号議案から甲第35号議案までの補正予算議

案11件についてを一括して議題といたします。

ただいまの議案に対する質疑については全て終結

し、採決を残すのみとなっております。

休憩いたします。

（休憩中に、議案の採決順序及び方法等につ

いて協議）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

これより、議案の採決を行います。

甲第25号議案から甲第35号議案までの補正予算議

案11件を一括して採決いたします。

お諮りいたします。

ただいまの議案11件は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。

よって、甲第25号議案から甲第35号議案までの補

正予算議案11件は、原案のとおり可決されました。

次に、お諮りいたします。

ただいま議決しました議案に対する委員会審査報

告書の作成等につきましては、委員長に御一任願い

たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

休憩いたします。

（休憩中に、今後の審査日程について事務局

説明）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

次回は、３月６日 金曜日 本会議終了後、委員

会を開き、当初予算に係る議案の概要説明の聴取及

び会派代表による大局的な観点からの質疑を行いま

す。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。

予算特別委員会記録（第３号）
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予算特別委員会議案処理一覧表

議 案 番 号 議 案 名 議決の結果

甲 第 2 5 号 令和元年度沖縄県一般会計補正予算（第５号）

甲 第 2 6 号 令和元年度沖縄県農業改良資金特別会計補正予算（第１号） 〃

甲 第 2 7 号 令和元年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算（第２号） 〃

甲 第 2 8 号 令和元年度沖縄県下水道事業特別会計補正予算（第２号） 〃

甲 第 2 9 号 令和元年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号） 〃

甲 第 3 0 号 令和元年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計補正予算（第１号） 〃

甲 第 3 1 号 令和元年度沖縄県駐車場事業特別会計補正予算（第１号） 〃

甲 第 3 2 号
令和元年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算

〃（第１号）

甲 第 3 3 号 令和元年度沖縄県公債管理特別会計補正予算（第１号） 〃

甲 第 3 4 号 令和元年度沖縄県国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 〃

甲 第 3 5 号 令和元年度沖縄県病院事業会計補正予算（第１号） 〃

全 会 一 致

原 案 可 決
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沖縄県議会委員会条例第 27 条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 狩 俣 信 子



令 和 ２ 年 ３ 月 ６ 日

令 和 ２ 年 第 １ 回

予算特別委員会記録
沖縄県議会 (定例会 )

（ 第 ４ 号 ）
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令 和 ２ 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 令和２年３月６日（金曜日）

開 会 午前10時55分

散 会 午後０時55分

場 所 第７委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第１号議案 令和２年度沖縄県一般会計予算

２ 甲第２号議案 令和２年度沖縄県農業改良資

金特別会計予算

３ 甲第３号議案 令和２年度沖縄県小規模企業

者等設備導入資金特別会計予算

４ 甲第４号議案 令和２年度沖縄県中小企業振

興資金特別会計予算

５ 甲第５号議案 令和２年度沖縄県下地島空港

特別会計予算

６ 甲第６号議案 令和２年度沖縄県母子父子寡

婦福祉資金特別会計予算

７ 甲第７号議案 令和２年度沖縄県所有者不明

土地管理特別会計予算

８ 甲第８号議案 令和２年度沖縄県沿岸漁業改

善資金特別会計予算

９ 甲第９号議案 令和２年度沖縄県中央卸売市

場事業特別会計予算

10 甲第10号議案 令和２年度沖縄県林業・木材

産業改善資金特別会計予算

11 甲第11号議案 令和２年度沖縄県中城湾港（新

港地区）臨海部土地造成事業特別会計予算

12 甲第12号議案 令和２年度沖縄県宜野湾港整

備事業特別会計予算

13 甲第13号議案 令和２年度沖縄県国際物流拠

点産業集積地域那覇地区特別会計予算

14 甲第14号議案 令和２年度沖縄県産業振興基

金特別会計予算

15 甲第15号議案 令和２年度沖縄県中城湾港（新

港地区）整備事業特別会計予算

16 甲第16号議案 令和２年度沖縄県中城湾港マ

リン・タウン特別会計予算

17 甲第17号議案 令和２年度沖縄県駐車場事業

特別会計予算

18 甲第18号議案 令和２年度沖縄県中城湾港（泡

瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計予算

19 甲第19号議案 令和２年度沖縄県公債管理特

別会計予算

20 甲第20号議案 令和２年度沖縄県国民健康保

険事業特別会計予算

21 甲第21号議案 令和２年度沖縄県病院事業会

計予算

22 甲第22号議案 令和２年度沖縄県水道事業会

計予算

23 甲第23号議案 令和２年度沖縄県工業用水道

事業会計予算

24 甲第24号議案 令和２年度沖縄県流域下水道

事業会計予算

出席委員

委員長 狩 俣 信 子さん

副委員長 西 銘 啓史郎君

委 員 大 浜 一 郎君 又 吉 清 義君

末 松 文 信君 島 袋 大君

照 屋 守 之君 照 屋 大 河君

崎 山 嗣 幸君 比 嘉 京 子さん

大 城 一 馬君 親 川 敬君

玉 城 満君 赤 嶺 昇君

瀬 長 美佐雄君 比 嘉 瑞 己君

上 原 章君 糸 洲 朝 則君

大 城 憲 幸君

説明のため出席した者の職、氏名

知 事 公 室 長 池 田 竹 州君

総 務 部 長 金 城 弘 昌君

財 政 課 長 武 田 真君

企 画 部 長 宮 城 力君

環 境 部 長 棚 原 憲 実君

子 ど も 生 活 福 祉 部 長 大 城 玲 子さん

青少年・子ども家庭課長 真 鳥 裕 茂君

女性力・平和推進課長 榊 原 千 夏さん

保 健 医 療 部 長 砂 川 靖君

農 林 水 産 部 長 長 嶺 豊君

商 工 労 働 部 長 嘉 数 登君

文化観光スポーツ部長 新 垣 健 一君

土 木 建 築 部 長 上 原 国 定君

予算特別委員会記録（第４号）
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道 路 管 理 課 長 島 袋 一 英君

都市計画・モノレール課長 謝 花 勉君

企 業 局 長 金 城 武君

病 院 事 業 局 長 我那覇 仁君

教 育 長 平 敷 昭 人君
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○狩俣信子委員長 ただいまから、予算特別委員会

を開会いたします。

甲第１号議案から甲第24号議案までの当初予算議

案24件についてを一括して議題といたします。

本日の説明員として、総務部長をはじめ、関係部

局長の出席を求めております。

本日の審査につきましては、先日、決定いたしま

した予算特別委員会運営要領に従って行うことにい

たします。

まず初めに、甲第１号議案から甲第24号議案まで

の当初予算議案について、総務部長から概要説明を

聴取し、その後、質疑を行います。

なお、各部局長の説明は３月９日及び同10日に、

各常任委員会において聴取する予定になっておりま

すので、本日は省略いたします。

ただいまの議案について、総務部長の概要説明を

求めます。

金城弘昌総務部長。

○金城弘昌総務部長 ただいま議題となりました甲

第１号議案から甲第24号議案の予算議案のうち、甲

第１号議案令和２年度沖縄県一般会計予算を中心に

その概要を御説明させていただきます。

なお、甲第２号議案から甲第20号議案までの特別

会計及び甲第21号議案から甲第24号議案までの企業

会計予算につきましては、所管の各常任委員会にお

きまして、担当部局長より概要を御説明いたします。

資料説明に入る前に、予算編成の考え方について

御説明します。

令和２年度は、残り期間が２年となる沖縄21世紀

ビジョン基本計画の集大成に向け、取組を加速しな

ければなりません。このため、令和２年度重点テー

マを踏まえ、沖縄の持つ優位性と潜在力を生かす施

策を戦略的に展開するとともに、持続可能な沖縄の

発展の実現に向け、沖縄県ＰＤＣＡ等の反映及び沖

縄県行政運営プログラムの推進により、一つ一つの

施策・事業の効率性や実行性の向上に向けた取組を

行うことを基本的な考え方として、予算を編成した

ところであります。

予算総額は、２年連続の増となる7514億円を計上

しております。

それでは、令和２年度当初予算説明資料（２月定

例県議会）により、予算の概要を御説明いたします。

１ページをお願いします。

まず、予算の規模でございますが、一般会計の総

額は7514億400万円、前年度に比べ164億5900万円、

2.2％の増となっております。

特別会計につきましては、農業改良資金特別会計

など19会計の合計が2393億7538万8000円、前年度に

比べ155億1938万3000円、6.1％の減となっておりま

す。

公営企業会計につきましては、令和２年４月１日

から公営企業会計に移行する流域下水道事業会計を

含め、４会計の合計が1407億4096万5000円、前年度

に比べ222億8538万6000円、18.8％の増となっており

ます。

全ての会計を合計いたしました令和２年度予算額

は１兆1315億2035万3000円で、前年度に比べ232億

2500万3000円、2.1％の増となっております。

２ページをお願いします。

一般会計の歳入予算を款別に前年度と比較したも

のです。主な内容について、御説明申し上げます。

１の県税は1393億4514万5000円で、堅調な県内景

気や消費税率引上げなどにより81億7814万5000円、

6.2％の増となっております。

２の地方消費税清算金は564億4533万6000円で、消

費税率引上げなどにより67億5825万5000円、13.6％

の増となっております。

３の地方譲与税は212億211万6000円で、国の地方

財政計画の動向等を勘案し28億5429万9000円、11.9％

の減となっております。

10の国庫支出金は1952億4863万5000円で、沖縄振

興一括交付金が減となったものの、全体としては13億

4664万9000円、0.7％の増となっております。

13の繰入金は295億5591万4000円で、基金からの繰

入金の増により13億5420万円、4.8％の増となってお

ります。

16の県債は492億5680万円で、臨時財政対策債の増

などにより33億4490万円、7.3％の増となっておりま

す。

３ページをお願いいたします。

歳入予算を自主財源と依存財源に区分したもので

す。まず、自主財源は2750億354万9000円で、歳入全

体における構成比は36.6％となっており、県税の増

などにより、前年度の構成比と比べ1.2ポイントの増

となっております。

次に、依存財源は4764億45万1000円で、歳入全体
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における構成比は63.4％となっており、地方譲与税

の減などにより前年度の構成比と比べ1.2ポイントの

減となっております。

４ページをお願いします。

歳入予算を特定財源と一般財源に区分したもので

す。後ほど御覧ください。

５ページをお願いします。

一般会計の歳出予算を款別に前年度と比較したも

のです。主な内容について、御説明申し上げます。

２の総務費は726億3024万8000円で、高等学校等就

学支援金事業の増などにより8.0％の増となっており

ます。

３の民生費は1206億8629万6000円で、子どものた

めの教育・保育給付費の増などにより3.4％の増と

なっております。

４の衛生費は364億1414万6000円で、全国育樹祭開

催推進事業の減などにより1.4％の減となっておりま

す。

５の労働費は28億7539万5000円で、具志川職業能

力開発校本館建替事業の減などにより4.0％の減と

なっております。

６の農林水産業費は578億3769万3000円で、配合飼

料製造基盤整備事業の増などにより4.8％の増となっ

ております。

７の商工費は362億5097万5000円で、おきなわ工芸

の杜整備事業の増などにより2.9％の増となっており

ます。

８の土木費は829億8424万2000円で、前年度予算と

ほぼ同規模となっております。

９の警察費は357億347万4000円で、離島警備対策

事業の増などにより1.7％の増となっております。

10の教育費は1747億4828万9000円で、教職員人件

費の増などにより0.6％の増となっております。

12の公債費は654億7011万9000円で、公債管理特別

会計繰出金（元金償還金）の減などにより2.7％の減

となっております。

13の諸支出金は603億2784万1000円で、地方消費税

清算金の増などにより7.9％の増となっております。

６ページをお願いします。

歳出予算を部局別に前年度と比較したものであり

ます。部局別の概要につきましては、各常任委員会

において担当部局長から説明いたしますので、こち

らでの説明は割愛させていただきます。

７ページをお願いします。

歳出予算を性質別に前年度と比較したものです。

まず、義務的経費は3051億516万8000円で0.8％の増

となっております。このうち、人件費は2065億6730万

4000円で、教職員人件費の増などにより、2.2％の増

となっております。

公債費は654億5127万3000円で、公債管理特別会計

繰出金（元金償還金）の減などにより2.7％の減となっ

ております。

次に、投資的経費は1378億9923万2000円で、2.8％

の増となっております。このうち、普通建設事業費

の補助事業費は1148億4724万2000円で、おきなわ工

芸の杜整備事業や、大東地区情報通信基盤整備推進

事業の増などにより、3.7％の増となっております。

また、単独事業費は154億91万9000円で、栽培漁業セ

ンター再構築事業の増などにより3.0％の増となって

おります。

その他の経費は3083億9960万円で、3.4％の増と

なっております。このうち、維持補修費は35億1009万

6000円で、沖縄コンベンションセンター保全修繕事

業費の増などにより6.0％の増となっております。

補助費等は2153億1885万9000円で、社会保障関係

費の増などにより7.7％の増となっております。

貸付金は189億3014万円で、県単融資事業費などが

増となっているものの、県立病院貸付金の減などに

より1.0％の減となっております。

８ページをお願いします。

８ページから60ページにかけては、歳入歳出予算

を科目別に説明したものであります。後ほど御覧く

ださい。

61ページをお願いします。

61ページから63ページにかけては、債務負担行為

を示したものであります。財政管理調査費など38件

について、債務負担行為を設定することとしており

ます。

64ページをお願いします。

64ページから65ページにかけては、地方債につい

て、その目的や限度額等を示したものであります。

地域総合整備資金貸付事業など39事業の財源として

おり、合計492億5680万円となっております。

66ページをお願いします。

66ページから67ページにかけては、平成26年４月

１日及び令和元年10月１日に引き上げられた地方消

費税の増収分が充てられる社会保障施策に要する経

費を示したものであります。令和２年度における社

会福祉、社会保険、保健衛生などの社会保障施策に

要する経費は、67ページの一番下、合計欄にありま

すとおり、総額1372億4800万3000円で、引上げ分の

地方消費税収151億1405万1000円については、その全
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額を社会保障施策の財源として活用することとして

おります。

68ページをお願いします。

68ページは、農業改良資金特別会計など、19の特

別会計の歳入歳出予算額を前年度と比較したもので

あります。なお、下水道事業特別会計は、令和２年

４月１日から流域下水道事業が地方公営企業に基づ

く企業会計に移行するため廃止となり、令和２年度

予算額が皆減となっております。

69ページをお願いします。

69ページから72ページにかけては、病院事業など

４つの公営企業会計の予算となっております。特別

会計及び公営企業会計予算の事業内容等につきまし

ては、各常任委員会において担当部局長から説明い

たしますので、こちらでの説明は割愛させていただ

きます。

当初予算の概要説明は、以上でございます。

○狩俣信子委員長 総務部長の概要説明は終わりま

した。

これより、甲第１号議案から甲第24号議案までの

当初予算議案に対する質疑を行います。

本日の委員会は、当初予算議案の概要説明を聴取

し、大局的な観点から、予算編成の基本的な考え方、

室部局の予算体系などについて審査することにして

おります。

なお、当初予算議案に係る詳細な審査については、

この後、調査を依頼する所管の常任委員会において

行う予定です。

よって、質疑を行う代表委員におかれては、御配

慮方よろしくお願いいたします。

また、答弁を行う各部局長におかれても、可能な

範囲での対応方、よろしくお願いいたします。

本日の資料は、当初予算説明資料（２月定例県議

会）、沖縄県一般会計予算案の概要、当初予算（案）

施策概要及び当初予算案概要（部局別）を使用いた

します。

なお、質疑に際しては、引用する予算資料の名称、

ページ番号等をあらかじめ告げた上で、説明資料の

該当ページを委員自ら通知し、大局的な観点から質

疑を行うよう御協力をお願いいたします。

また、この際、執行部の皆様に申し上げます。

答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、

円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いい

たします。

質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許

可を得てから、自席で起立の上行い、重複すること

がないよう簡潔にお願いいたします。

それでは、これより直ちに各予算に対する質疑を

行います。

照屋守之委員。

○照屋守之委員 おはようございます。よろしくお

願いします。

今日から豚熱の予防ワクチンの接種が始まるよう

です。今日の新聞報道で知りましたけれども、１月

の８日から発生して約２か月が経過をしております。

私は30日、一月遅れの対応だと思っておりましてね。

これは以前にも質問でも取り上げておりますけれど

も、この豚の命のことあるいは沖縄県の養豚業、本

当にこのような対応でいいのかなということをです

ね、疑問に思っております。この予防ワクチンの接

種の遅れはですね、恐らくアグー豚を離島に避難さ

せるという意思決定をしておりますけれども、そう

いうふうなことにもですね、影響が出やしないかな

という懸念もしております。

質疑に入りますけれども、先ほどから申し上げて

おりますが、大局的な観点という指摘です。本来は

大局な観点ですから、せめて副知事ぐらいはですね、

そこにいらっしゃったほうがいいのかなという思い

がありますけれども。先ほど21世紀ビジョンの件と

か残り２年の振興計画、あるいはまた沖縄の優位性

というそのような観点も含めた形で様々な予算編成

について勘案したということですけれども、私はで

すね、今回、法的な観点から質疑を確認をしていき

たいと思っておりますけれども。

この前にですね、ちょっと緊急事態―今日の新聞

報道にありますように、新型コロナウイルスの影響

ですね。観光業も含めて県内大変なことになってお

ります。労働局についても休業相談で相当並んでい

て、もう対応し切れないという状況のような感じが

しますよ。まずこの新型コロナの対策ですね。特に

観光業中心とする企業関係その県の対応ですね、そ

れをまずお願いできませんか。

○嘉数登商工労働部長 お答えいたします。新型コ

ロナウイルス関係ですけども、経済対策ということ

で、去る２月17日に経済対策に係るプロジェクトチー

ムを設置しております。このチームでは、産業振興

ですとか中小企業支援、観光振興等の分野について、

部局横断的に緊密な連携を図りながら一丸となって

課題解決に向けた対策を講じることとしております。

現行での緊急対策としましては、中小企業セーフ

ティネット資金で経営安定に必要な資金繰りを行っ

ております。さらに国による金融支援や雇用対策も
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ございますので、そういった各種活用についての相

談窓口を一元化しまして情報提供等を行っておりま

す。引き続き産業面や事業者の影響等について、経

済団体と意見交換を行いながら、県民生活や経済の

影響を最小限にとどめるため、需要回復に向けた観

光プロモーション、それから県民に対する需要喚起

策等に加え観光客減少による宿泊費をはじめとする

観光関連事業者や飲食業、小売店等を事業者向けの

中小企業対策を早急に講じてまいりたいというふう

に考えております。

○照屋守之委員 とにかく国がやるように、休業補

償１日幾らやりますよぐらいの、県の単独のそうい

うふうな新たな傾向もつくってやらんとですね。92億

円のあの積立金もあるわけでしょう。補正予算にも

入ってないということですから、そこはしっかり独

自の対策をですね、具体的に講じていただかないと、

非常に沖縄の経済厳しくなりますよ。ぜひお願いし

ます。

で、この予算です。この予算編成に当たってです

ね、地方財政法第３条、この内容も含めて説明をし

ていただけませんか。法律。

○金城弘昌総務部長 お答えします。

地方財政法の第３条ということでございますので、

ちょっと条文を読み上げる形で御説明したいと思い

ます。まず第１項としまして地方公共団体は、法令

に定めるところに従いかつ合理的な基準によりその

経費を算定し、これを予算に計上しなければならな

い。第２項としまして、地方公共団体はあらゆる資

料に基づいて、正確にその財政を捕捉し、かつ、経

済の現実に即応してその収入を算定し、これを予算

に計上しなければならないと規定しております。

以上です。

○照屋守之委員 この地方財政法第３条の予算の編

成に基づいて、今回の予算はしっかり対策を練られ

ているという理解でいいですか。

○金城弘昌総務部長 そのとおりでございます。

○照屋守之委員 この財源を捕捉とはどういう意味

ですか。

○武田真財政課長 地方財政法の逐条解説によりま

すと、正確にその財源を捕捉することは言うに易く

行うに難しいと。ことに現行の収入体系の基におい

ては全ての収入を一応公共団体が自主的に決定でき

るものではなく、国庫に依存しなければならない部

分が少なくないという事情が、財源の正確な捕捉を

一層困難にしていると言えると。したがって地方公

共団体としては、あらゆる資料に基づいて、その的

確な把握とりわけ過大見積りの回避に努めなければ

ならないというような趣旨で、財源を捕捉するとい

うふうな形で解説がされております。

○照屋守之委員 この地方財政法からすると、ＭＩ

ＣＥ施設の財源の部分についてはこういうふうな法

の趣旨に備わってますよね。

第４条の予算の執行についてはいかがですか。

○金城弘昌総務部長 地方財政法第４条を読み上げ

させていただきますけど、第１項としまして地方公

共団体の経費は、その目的を達成するための必要か

つ最少の限度を超えてこれを支出してはならない。

２項としまして、地方公共団体の収入は適実かつ厳

正にこれを確保しなければならないと規定しており

ます。

○照屋守之委員 この第３条、第４条、これは県知

事もこの認識は共有しておりますか、法律の。

○金城弘昌総務部長 法令をしっかりですね、適正

に執行しているところでございます。

○照屋守之委員 次に地方自治法ですね。第147条の

知事の権限、お願いできますか。

○金城弘昌総務部長 第147条では長の統括代表権と

いたしまして、地方公共団体の長は、当該地方公共

団体を統轄し、これを代表すると規定しております。

○照屋守之委員 次の第148条の事務の管理、執行権、

お願いできますか。

○金城弘昌総務部長 第148条読み上げさせていただ

きます。普通地方公共団体の長は、当該普通地方公

共団体の事務を管理し及びこれを執行すると規定し

ております。

○照屋守之委員 第149条の担任事務、お願いできま

すか。

○金城弘昌総務部長 お答えします。

ちょっと担任事務はたくさんございますが、普通

地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事項を担任す

るということになっております。まず第１号としま

して、普通地方公共団体の議会の議決を経るべき事

件につきその議案を提出すること。第２号としまし

て、予算を調製し及びこれを執行すること等々が規

定されているところでございます。

以上でございます。

○照屋守之委員 これも確認します。県知事は、こ

の地方自治法の権限―県知事の権限ですね、先ほど

ありました第147条、第148条、第149条。特に、担任

事務の予算を調製し及び執行すること、この認識は

知事も共有してますか。

○金城弘昌総務部長 お答えします。
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先ほど地方自治法の第149条第１項第２号で、長の

担任事務として、予算を調製しこれを執行するとい

うことが規定されています。また県の沖縄県事務決

裁規程では、予算を調製し議会に提出することは知

事の決裁事項というふうにされてますので、そうい

うふうに認識していると考えております。

以上です。

○照屋守之委員 次に第154条、職員の指揮監督お願

いできますか。

○金城弘昌総務部長 お答えします。

第154条では、普通地方公共団体の長は、その補助

機関である職員を指揮監督すると規定しております。

○照屋守之委員 ありがとうございます。

なぜこのような法的な観点で質疑をするかといい

ますと、これまで今の県知事が就任をされて以来、

様々な予算に関わる部分についてもですね、多く疑

問があるところございまして。今、提案をされてお

りますＭＩＣＥ事業の9000万円の賠償金の問題、あ

るいはまた、会食に係る公金の契約の問題等々も含

めてですね、これを改めて我々は議会としてしっか

り法律がどうなっている、今の執行体制どうなって

いる、このような機会にですね、それをやらんとい

かんなという、そういう思いから確認をさせていた

だいております。

次にですね、令和２年度の県予算に伴う審議会や

委員会及び会議等は幾つぐらいあって、予定をして

いるかお願いできますか。

○金城弘昌総務部長 お答えいたします。

令和２年度当初予算に計上しております審議会等

の数は422となっております。審議会等にはですね、

法律または条例に基づき設置されております附属機

関と、それ以外の会合がございまして、附属機関が

88、会合が334となっております。

以上でございます。

○照屋守之委員 これは、だから地方自治法に基づ

いて沖縄県の特別職に属する非常勤職員の報酬及び

費用弁償に関する条例、あるいはまた沖縄県特別職

に属する非常勤、職員の報酬及び費用弁償に関する

規則を根拠に設定されるという委員報酬ですね。こ

れ当然ですよね、いかがですか。

○金城弘昌総務部長 そのとおりでございます。

○照屋守之委員 これまでの県の委員報酬ですね、

この法律やあるいはまたこの条例に反する―例えば

この規定にありますけれども、条例でも言っていて

委員報酬は9300円というそういうふうなものもあり

ますけれども、この条例の中にですね、万国津梁会

議の２万7000円とはないんですよ。参与ということ

で２万7000円ありますけれども、この万国津梁会議

委員の２万7000円ってないんですよ。だからこれは

法律あるいはこの条例に反するような、そういう予

算処理じゃないですか。今回もこういう形でやるん

ですか、その確認です。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 お答えいたしま

す。

万国津梁会議でございますが、万国津梁会議の委

員につきましては、各分野の有識者等に就任いただ

くこととしておりまして、各委員におきましては県

政における重要課題の解決促進に向け、それぞれの

専門分野について調査研究を行い、それらを踏まえ

た効果的な議論を行うことが求められているところ

でございます。よって委員には会議での意見の表明

にとどまらず、調査研究なりの発表とか期待されて

おりまして、以上を踏まえまして、委員の謝礼金に

つきましては、知事が特に命ずる事項について調査

研究し知事に進言することを職務とする沖縄県政策

参与の金額に準じた額を設定しており、私どもは適

正であると考えております。なお、沖縄県振興審議

会の委員等を日額9300円と定めた県の沖縄県特別職

に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規

則でございますが、これは委託における事業には適

用されておりませんで、私どもは先ほど申し上げま

したような理由によりまして、２万7000円と設定し

たところでございます。

以上でございます。

○照屋守之委員 だから条例違反、規則違反、規定

違反ですよ。法律違反ですよ。この２万7000円は入っ

てないのに。

○狩俣信子委員長 質疑の時間終わりました。引き

続き行います。

親川敬委員。

○親川敬委員 おはようございます。

今議会、冒頭に県知事から、令和２年度に向けた

施策の概要説明がありました。その所信表明に沿っ

てですね、幾つか所信の中で今年はこういうことに

取り組んでいくんだという説明がありました。その

中から、具体的にはどういう事業として取り組んで

いくのかということを幾つか質疑をさせてください。

まず所信表明のページから行きましょうね。所信

表明のページでいうと13ページ。そこから２つ取り

上げます。都市モノレールの輸送力強化に向け３両

編成に取り組みますという、まず１つ目があります。

同じページですけども、観光関連のことで地元収益
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の創出拡大による観光関連産業の所得向上を目指し

ますとあります。まずこの２点について具体的にど

う取り組むのか教えてください。

○謝花勉都市計画・モノレール課長 お答えいたし

ます。

沖縄都市モノレールの３両編成化の取組は、輸送

力増強事業としまして、沖縄県、那覇市、浦添市、

沖縄都市モノレール株式会社の４者で実施してまい

ります。令和２年度の事業費は沖縄県が６億8858万

8000円、那覇市が５億9340万円、浦添市が9660万円、

沖縄都市モノレール株式会社が３億1125万円、合計

16億8983万8000円となっております。主な事業の内

容としましては、３両編成車両の設計、車両基地の

設計及びホームドアの改修等を実施する予定であり

ます。

以上でございます。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 お答えをいたし

ます。

まず観光関連産業の所得向上策というところでご

ざいますが、まず県は観光収入の1.1兆円、それから

入域観光客数1200万人を目標に掲げております。そ

のためには、さらなる観光誘客とともに平均滞在日

数の延伸及び１人当たり消費額の向上による、沖縄

観光の質の向上が求められていると考えております。

そのためにですが引き続き、国際的な沖縄観光ブラ

ンド確立による、欧米、あるいはオーストラリア、

ロシアなどのリゾート需要の獲得など、特定地域に

偏らない誘客に取り組むとともに、国内外の富裕層

の誘致を図ってまいりたいと考えています。またリ

ゾートウエディングやＭＩＣＥなどの付加価値の高

い観光商品の造成、あるいはスポーツコンベンショ

ンの推進、離島周遊観光の促進、それから観光人材

の育成確保に加えまして、災害に強い安全・安心な

観光地の形成を図ってまいりたいと考えております。

そのためですね、各種施策、いろんな取組でござい

ますが、それを引き続き強力に進めてまいりたいと

いうふうに考えております。

以上でございます。

○親川敬委員 休憩お願いします。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

（休憩中に親川委員より、答弁に当たっては

当該事業を行うことによって何がどう変わ

るのかという部分を重点的にお願いしたい

との意見があった。）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

親川敬委員。

○親川敬委員 今、３両編成のところもありました。

後部座席の後部ドアの改修、そしてそこはイメージ

が湧きますけども、２点目のですね、観光関連産業

所得向上策について、やることに何がどう変わるの

かはもう少し説明していただけますか。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 お答えいたしま

す。

まず我々の課題である観光１人当たりの消費額を

上げるためにですね、大きく言うと３つあるという

ことだと思います。まずは滞在日数を延ばすこと。

それから魅力的な新商品を開発して消費を促すこと。

それから付加価値を上げることによって、それぞれ

単価を上げるということが重要だというふうに思っ

てます。

まず滞在日数を伸ばすためには、沖縄の持つ離島

の魅力を踏まえましてさらにもう一泊、離島まで足

を延ばしていただくことでもう一泊というような形

で、そういった周遊をやる必要がございますので、

離島観光の推進であるとか、新たな観光コンテンツ

の開発の支援の事業も行い、そういった形で民間事

業者様から提案のあった商品開発等についての支援

などを、引き続き行っていきたいということでござ

います。

また消費の促進につきましては、やっぱり着地型

観光の商品の開発、これもまあ先ほど言ったコンテ

ンツ開発支援などもございますし、また地産地消と

いう意味ではですね、やっぱり土産品の開発などが

非常に重要だというふうに考えております。そうす

ることによって、観光産業が裾野の広い産業と言わ

れてますので、いわゆる他産業への波及効果ですね、

そういったことによって地元により経済的な効果が

落ちるということは、やっぱり積極的に取り組んで

いく必要があるだろうなというふうに思っています。

またもう一点の付加価値を上げるという意味でで

すが、これにつきましてはやっぱり一般観光とは違っ

て、いわゆる週末ではなくて平日の観光という意味

も含めまして、ＭＩＣＥの推進でありますとか、ま

たリゾートウエディングなどの商品開発、それから

やっぱりスポーツですね、キャンプでありますとか

スポーツコンベンションのいろんな支援とかも含め

ましてございますし、あと沖縄の持つ文化芸術を観

光客にも見ていただくということが、それを広げて

いくことにもなりますので、そういった形での付加

価値の向上とかサービスの質の向上をやってですね、

トータルでのやっぱり質の向上を目指していく必要

があるだろうなというふうに考えてます。
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以上でございます。

○親川敬委員 次行きます、14ページです。

14ページにはツーリズムＥＸＰＯジャパンに対す

る取組とあります。これについて、世界に発信する

とか、知名度向上とかに取り組むとか書いてありま

すけども、これについてちょっと説明お願いします。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 お答えいたしま

す。

ツーリズムＥＸＰＯジャパンは世界最大級の旅行

博でございまして、ずっと東京で開催されていたわ

けでございますが、2020東京オリンピックの関係が

ございまして、2019年度は大阪でそれから今年は沖

縄で開催するとなっております。そのＥＸＰＯジャ

パンでございますが日本観光振興協会、それから日

本旅行業協会、それから日本政府観光協会が主催す

る総合観光イベントということで、今年の10月29日

から11月１日にかけて沖縄で開催をされるものでご

ざいます。当イベントですけれども、国内外の旅行

会社との商談会や各種フォーラムのほか、海洋リゾー

トをテーマに約10の国や地域の観光担当大臣が参加

する会議等も予定をされております。参加者の滞在

費や主催者による支出が見込まれるとともに、旅行

商品造成や今後の送客、それから世界各国の観光キー

パーソンが来訪されますので、それによる知名度の

さらなる向上が期待をされているところでございま

す。県としてはこの機会を最大限に活用しまして、

沖縄観光のさらなる発展につなげていきたいという

ことから、これまで主催者や関係機関等と連携しな

がら取り組んできておりまして、今年度はこのイベ

ントに対する補助金も予算計上させていただいてい

るところでございます。また大会の成功への効果を

最大限に発揮すべく開催地連絡協議会というものも

設置しておりまして、そういった運営活動に県も積

極的に参加をしているとともに、経費も計上してい

るところでございます。

以上でございます。

○親川敬委員 次は16ページです。

沖縄県内の産業は、サービス産業が一番大きいん

だということをずっと言われてきました。やっぱり

弱いところと言えばこのものづくりだと思うんです

ね。この所信表明には、県内のものづくり産業の振

興については付加価値の高い製品開発も取り組むと

いうことがあります。そのことによって例えば、見

えていることがあってですね、具体的にものづくり、

どういうふうに取り組もうとしてるのか、その辺

ちょっとお聞かせください。

○嘉数登商工労働部長 お答えいたします。

ものづくり産業振興につきましては幾つかの事業

で構成されておりますので、順次説明したいと思っ

ております。

県では付加価値の高い製品開発や生産性向上の支

援をはじめ、泡盛や伝統工芸産業の振興、それから

先端医療健康バイオ産業の活性化のための研究開発

や事業化の支援など、ものづくり産業の高度化、そ

れから新たな産業の創出に取り組んできております。

次年度で予定している事業の概要ですけれども、ま

ず、ものづくり産業の高度化それから高付加価値化

の取組としまして、本県の地域資源等を活用した付

加価値の高い工業製品の開発を進めるため、産学官

連携による製品開発共同体に対する開発経費の補助

と、専門人材によるハンズオン支援を行う産学官製

品開発支援事業というものを行っております。それ

から県内調達率の向上による、域内の経済循環を高

めるという観点からですね、県内ものづくり企業間

のマッチング支援を行うとともに、県内で製造され

ていない装置等について県内企業が連携して施策を

行う製造業県内発注促進事業というものも行ってお

ります。それから生産性を向上をさせる取組としま

して、ＩＴの活用や、製造工程の自動化など、県内

企業が取り組む生産技術等の開発を支援するものづ

くり生産性向上支援事業というものも実施しており

ます。さらに地場産業、それから工芸産業の振興に

係る取組としましては、泡盛の出荷量拡大や、経営

基盤の安定化のためのマーケティング、それから経

営改善の支援を行う琉球泡盛最高プロジェクト支援

事業というものも実施しておりますし、それから、

次年度の大きな目玉といいますか商工労働部の大き

な事業ですけども、本件工芸産業の振興発展のため

にですね、市場ニーズに対応した製品開発や工芸分

野の起業家育成等の拠点として、おきなわ工芸の杜

というものの整備を次年度予定をしております。そ

れからもう一点、新たな産業の創出に向けた取組と

しまして、本県の再生医療産業の競争力強化に向け、

空港の近接地に細胞培養加工施設の整備を予定して

おります。令和２年度も引き続き、ものづくり産業

の高度化や新たな産業の創出に取り組んでまいりた

いと思っておりまして、委員が先ほど申し上げてい

たような、このものづくり産業振興することによっ

てどういった効果が見えてくるかということですけ

ども、まず県内の調達率を向上させる。さらには域

内の経済循環を高めるということを通じてですね、

県経済での足腰を強くするということと、ひいては
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その企業収益、雇用者の所得増、新たな雇用の創出

というところにつながっていくものというふうに考

えております。

以上です。

○親川敬委員 今お話があったようにですね、やっ

ぱり沖縄県内循環率、課題だと言われてますよね。

その辺はですね、これまでも取り組んできたのかも

しれませんけども、やっぱりずっと取り組んできて

もなかなかこう言われている課題が大きな前進が見

えないということは、地道なことも必要なんですけ

どもやっぱりそこはですね、沖縄の循環経済をよく

していくんだということはですね、やっぱりものづ

くりだと思います。ぜひ強力に取り組んでいただき

たい。

そして次行きますね、21ページです。ここには今

年度創設したちゅらうちなー草の根平和賞、平和貢

献賞表彰事業というものがあります。これは具体的

にどういうことをしようとしたのか教えてください。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 お答えいたしま

す。

令和２年度は戦後75年の節目の年でございますこ

とから、このちゅらうちなー草の根平和貢献賞表彰

事業の中で、沖縄戦の実相や歴史的教訓を語り継ぐ

活動を行ってきた戦争体験者の方々の功績に光を当

て、戦の語り部功労者として表彰することを考えて

ございます。また、その活動内容等をパネル化いた

しまして、移動展を実施してまいりたいと考えてお

ります。この事業を通しまして改めて沖縄戦につい

て考える機会を創出することにより、県民が戦の語

り部育成の機運を醸成することを図ってまいりたい

と考えてございます。

以上でございます。

○親川敬委員 そういう語り部の皆さんもだんだん

高齢化している課題にあるようですから、ぜひこれ

もですね、強力に取り組んでいただきたい。

そして、次25ページに行きます。これ、昨年あた

りからかなり児童虐待のことについては、全国的な

問題になりました。ここのくだりの中には中央児童

相談所及びコザ児童相談所で一時保護等の介入対応

を行うということがあります。具体的な取組を教え

てください。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 お答えいたし

ます。

児童相談所につきましては、機能として介入の機

能と支援の機能ということで２つの機能がございま

す。今現在の相談班という１つの班で子供を保護す

る機能、それから親子支援を行う機能を１つの班で

担っているということになっています。介入のほう

に関しましては、虐待防止グループという形でグルー

プをつくって班の中でやってるところであるんです

けども、その介入するところと支援することが１つ

の班でやっているというところで課題がございます。

新年度ですけども、その虐待防止グループをですね、

初期対応班ということで、班制にして、相談支援班

を支援に特化して、それぞれ分けて運営するという

ことに組織を変えました。さらに、虐待防止グルー

プにつきましては、現職の警察官を配置する予定に

しております。体制ですけども、今現在虐待防止グ

ループ５名体制ですが、次年度は７名体制になると

いうことです。もう一つ、支援機能の部分ですけれ

ども、こちらのほうにも市町村支援ということで、

児童福祉司を１人配置いたしまして支援をすると。

現在介入をする際に、介入が困難な事例に関しまし

ては支援をしている職員も動員といいますか一緒に

出かけてサポートしてる部分がございます。今回、

班をきっちり分けてやりますので、さらに市町村支

援、それからいろんな親子支援、充実した形で実施

できるものというふうに考えてございます。

○親川敬委員 やっぱりですね、この福祉の世界、

私はこの10年来取組方が変わってきたと思うんです

よ。かつては介護保険の世界でも、介護は家庭内の

問題だということでこれが社会問題化して、今介護

制度ができました。今回もですね、こういう児童虐

待のことについてはもう社会問題だと。社会の問題

だというふうに位置づけるための―やっぱり強い権

限を持って必要であれば介入する、していくんだと、

そういう取組がですね。大事な子供たちの命です。

決して他府県のように不幸なことが起こらないよう

に、ぜひとも取り組んでいただきたい。

次行きますね26ページ。ここには災害に強い県土

づくりに向けて、無電柱化の取組があります。無電

柱化の取組―ここは災害と上がってますけどもその

点からでもいいですし、まちづくりからでもいいで

すし、無電柱化について説明ください。

○島袋一英道路管理課長 無電柱化いわゆる電線類

地中化は、安全で快適な通行空間の確保や良好な景

観、住環境の形成のほか、道路の防災性の向上、情

報通信ネットワークの信頼性向上などを目的とする

ものであります。令和２年度予算は、対前年度比1.5倍

の約８億7500万円となっており、名護宜野座線や県

道114号線など、計11路線、12か所で整備を行う予定

としております。



－71－

○親川敬委員 ありがとうございました。

次行きましょうね。28ページ行きます。我が会派

が常々代表質問で取り上げていますけども、離島に

おけるガソリンの件です。ここでは離島におけるガ

ソリン価格や水道料金等の生活コストの低減に取り

組むとありますけども、具体的にどういう取組をし

て、どれぐらいまで目標持っていらっしゃるのかで

すね、教えてください。

○宮城力企画部長 県では石油価格調整税の税収を

財源としてガソリン、軽油、灯油、Ａ重油、これら

の石油製品の離島における価格低減を図るために輸

送費等の補助を行っております。これについては次

年度以降も引き続き行っていくこととしております。

ただし離島においてはやはり本島と価格差がある、

本島より高い価格水準があると。それはなぜかとい

うと、まずスケールメリットが働かない―需要が少

ないというところ。一方で競争が働きにくい環境に

あるということ。そのためですね、今年から、各一

定規模のガソリンスタンドを有していて、一定規模

の需要がある離島、この離島にあっては各市町村の

広報紙に公的な補助制度があるというのを、広く周

知していただくこととしておりまして、２月から実

際に広報誌に掲載させていただいているところでご

ざいます。また加えて次年度はですね、販売事業者

の経営実態調査を実施して、各離島における、経営

状況の把握に努めて価格差の解消に取り組んでいき

たいと考えているところです。具体的な目標という

のは今設定しておりませんが、できる限り本島の価

格に近い水準に持っていきたいというところでござ

います。

○砂川靖保健医療部長 水道料金のほうでございま

すが、離島における水道料金の格差是正というもの

を含めたユニバーサルサービスの向上ということを

目的に、現在県のほうでは沖縄本島周辺離島８村を

対象に水道の広域化というものに取り組んでおりま

す。令和２年度には5185万7000円の予算を計上しま

して、その予算を使ってまず１つは、企業局が本島

周辺離島８村に水道用水供給拡大を実施するわけで

すけれど、そのために必要な水道施設の整備という

のを行います。さらに今後水道広域間の連携とか広

域化を推進するために必要となる検討作業、これを

行っていきます。具体的に料金はどの程度かという

話ですけれど、個々具体的に定めているわけであり

ませんが、ちなみに既に広域化の完了した粟国村、

ここにおいては広域化前と広域化後では水道料金が

約半額になってるという状況でございます。

○親川敬委員 ありがとうございました。

最後になります、29ページですね。まずここは２点

あるのかなと思っていますけれども。まずは文章と

しては、児童生徒との継続的な関わりのくだりがあっ

て、正規職員率の改善に取り組みますとあります。

２点目は、学校におけるこれまでも教員の皆さんの

時間外のことについては、たびたびいろんなところ

で取り上げられましたけども、学校における働き方

改革これも具体的にどう取り組むのかですね、この

２点をお願いします。

○平敷昭人教育長 お答えします。

平成21年度に文部科学省がですね、全国の公立小

中学校の数値を公表しました。それで沖縄県は正規

率が低いということもございまして、22年度までは

新規採用者数が150人程度となっていましたけれど、

23年度以降は350人程度で大幅な採用増をして取り組

んでまいりました。その結果、22年度の正規率では

全国の93.7％に対して沖縄県は83.1％という状況

だったのが、令和元年では、全国の92.9％に対して

本県は85％、まだ低いですが22年度と比較しまして

2.7ポイントの改善になっております。継続的な正規

率を改善することによってですね、提案要旨にも書

いてあるとおり、児童生徒への継続的な関わりとい

うことで生徒指導の充実にもつながるでしょうし、

いろんな生きる力というか先生方の対応がより深ま

るということで、そのような効果を期待していると

ころでございます。

また２点目の御質問で働き方改革のほうございま

した。働き方改革につきましては、働き方改革推進

プランというものを昨年３月に策定しましたけども、

まずは勤務管理システムを導入いたしまして、勤務

実態を把握した上で、現在でも進めておりますけど

も、業務改善推進委員会等でいろんな業務の洗い出

しをして、いろんな提言をやっていく。そういった

中で―目標も定めておりますけれども、やはり会議

の精選をしたりいろんな調査ものも必要かどうかと

いうのを精選した上で、教育委員会から各学校に投

げる部分も、意見を選択していこうという形もやっ

ております。部活動の推進に当たっても、やっぱり

平日は２時間とか休日は３時間程度とかですね、一

定の休憩日も設けようという形でありますとか、あ

と部活動の指導員の導入、スクールサポートスタッ

フの導入―これ予算の関係で市町村でまだなかなか

進まない部分もありますけども、いろんな取組状況

も紹介しながらですね、この辺また引き続き充実し

ていきたいなと。いずれにしても先生方の働き方改
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革、多忙化の解消に努めていかないとですね、児童

生徒に向き合う時間というものがなかなか確保しづ

らいという面もございますので、その辺を引き続き

ですね、取り組んでまいりたいと思っております。

以上です。

○親川敬委員 やっぱり正規率ですね―頑張ってい

らっしゃるっていうのは今御答弁ありましたけども、

まだ全国比の90％には届いてないということで、こ

れ計画的な目標値っていうのがあるんですか。持っ

ていて取組されてるのか。

○平敷昭人教育長 お答えします。

計画ですが現在350人程度でやっておりますけれど

も、現時点では、令和８年度をめどに全国平均に到

達することを目指して進めているところであります。

ただ現在この正規率を新規採用の増に努めておりま

すけども、特別支援学級の増でありますとか少人数

学級の増等、分母がどんどん膨らんできている状況

もあります。例えて新規採用される方はですね、ま

た初任者研修ということで、その２学級以上ある学

校で引き受けて、そこで指導教員の先生方の指導を

受けながら育成していくという過程もございますの

で、新規採用の受皿には一定の制約がございます。

そういった中でいろんな要因、要素あるんですけれ

ども、新規採用を確保しながらですね、正規率の向

上に努めてまいりたいと考えております。

以上です。

○親川敬委員 この教員の皆さんの人件費って、一

般財源じゃないですよね。

○平敷昭人教育長 小中学校はですね、３分の１は

義務教育費の国庫負担がございます。高等学校は一

般財源で授業料という形で取ります。ただ、今授業

料にはですね、無償化のための国庫も入っておりま

す。そういう形で様々な財源が入ってるかと思いま

す。

○親川敬委員 そういう財源的な手当てもですね、

これからも充実されると思いますから、令和８年で

すね、ぜひ取組を進めていただきたいと思います。

以上で終わります。ありがとうございました。

○狩俣信子委員長 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 早速ですが、よろしくお願いいた

します。

今新型コロナウイルスの感染症に全庁挙げて取り

組んでいることだと思います。予算編成時にはこう

いった状況は想像できなかったわけですから、新年

度、予算が入ってないのはある意味当然かもしれま

せん。ただ今後の対応は県民みんなが注目をしてい

ますので、その点をまず確認させてください。最初

にですね、過去にもこういった緊急事態っていうの

はあったと思います。同時多発テロのとき、またＳ

ＡＲＳ、リーマンショック等々で、県経済に打撃が

あったときに緊急対策をやったと思いますが、過去

の県の取組をまずお聞かせください。

○金城弘昌総務部長 今、委員御指摘のようにこれ

までもですね、様々な緊急事態で、国の取組と連携

して対策を実施したところでございます。

ちょっと時間がなかったものですから確認できた

ものだけは御案内いたしますと、例えば同時多発テ

ロでございます。平成13年９月11日に米国で発生し

た同時多発テロの発生に係る経済対策といたしまし

て、９月発生でございましたけれど平成13年第５回

臨時会の開催をお願いいたしまして、10月30日から

31日の２日間でですね、緊急経営安定支援資金の創

設ですとか、緊急観光キャンペーン等に要する経費

を補正予算で計上させていただきました。

またＳＡＲＳは平成14年の11月でございました新

型肺炎いわゆるＳＡＲＳですけど、これについて県

では売上げが５％以上落ち込んだ県内中小企業者に

対して、県単融資制度の中小企業セーフティネット

資金の弾力的な運用で対応させていただいたところ

でございます。

あわせて緊急経済政策ということで平成26年の

４月に消費税率の引上げに伴う駆け込み需要の反動

減というのがございまして、それの経済対策もござ

いました。それは平成26年の４月でしたけれど、26年

の２月議会になりますが、補正予算において消費喚

起策や地方創生の取組などの予算を計上させていた

だいて、補正予算であったりとか既決予算等につい

てですね、この間対応してきたところでございます。

以上でございます。

○比嘉瑞己委員 こういった経験もあるわけですか

ら、この早め早めのですね、対策をお願いしたいと

思います。今、国も一生懸命予算措置を考えている

と思うんですけれども、国に求めると同時にですね、

やはり県としても、財政をしっかり確保して予算を

つくってですね、思い切った対応が必要だと思いま

す。新年度入ってすぐにでも補正予算組む必要が出

てくるかもしれませんが、こういった補正予算の考

え方などをお聞かせください。

○金城弘昌総務部長 今回の新型コロナウイルス感

染症の発生ですね、それでもまず既決の予算で急ぎ

対応させていただいたところが、例えば入院勧告を

実施した場合の医療費の公費負担であったりとか、
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24時間対応のコールセンターの設置、また先ほども

ございましたけど中小企業セーフティネット資金を

活用した金融支援、また雇用政策等に関する事業者

向けの相談・支援など、これは既決予算で対応させ

ていただきました。また令和２年度予算でもですね、

当然その動きが出てきておりましたので、例えば新

型ウイルス感染症の対策として、これまでの感染症

指定医療機関運営費補助に加えて感染症患者入院医

療費を計上させていただきましたし、この新型コロ

ナに関しては県民への情報の発信とかそういったこ

とも必要になりますので、それの取組に必要な対応

経費として、広報活動事業費を活用しまして新型コ

ロナウイルスの感染症の情報発信ですとか、あと観

光危機管理体制構築支援事業を活用いたしまして、

市町村とか地域観光協会、観光企業等に対する観光

危機管理の普及の取組ですとか、県単融資の中小企

業向けの金融支援、あと、外国人観光客向けの医療

通訳の費用等ですね、そういったことも既存の予算

いわゆる今提案している予算でも対応していきたい

というふうには考えておりますが、現在また国のほ

うでも新たな補正等も検討するというふうな情報も

得ておりますので、現在検討している様々な対策を

含めて、補正予算の編成も含めてですね、対策が適

切に行われるように対応していきたいというふうに

考えてます。

以上でございます。

○比嘉瑞己委員 頑張ってください。

最初に当初予算説明資料、資料３の１と書かれて

おりますが、その３ページに予算の概要っていうの

がありますので、大局的な視点で質問したいと思い

ます。新年度の予算の特徴として一括交付金が減額

される中でもですね、２年連続で7500億円の予算確

保できた、ここはすごい県の努力があったと思いま

す。その中でも歳入でやはり好調な経済を背景に県

税が増えたっていう説明がありますが、そこの説明

をもう少し具体的にお聞かせください。

○金城弘昌総務部長 県税のほうでということでご

ざいますので御説明させていただきます。県税の当

初予算は先ほども御説明しましたが、1393億4500万

円余りでございまして、直近の収入見込み額及び税

制改正の影響等によりですね、前年度と比較しまし

て81億円余りの予算増を見込んでおります。見込む

主な中身としましては、法人事業税、地方消費税、

個人県民税等ですね、納税義務者の増加であったり

とか、税制改正の影響、また地方消費税は税率の引

上げがございましたので、そういったことを加味い

たしまして、今回歳入予算を見込んだところでござ

います。

以上でございます。

○比嘉瑞己委員 次にですね、新年度の取組で最初

に子供の貧困についてお聞きしたいと思います。こ

の間もずっと様々な事業をやってきて、新年度も取

り組むと思うんですが、到達をまず聞かせていただ

きたいと思います。指標を皆さんお持ちだと思いま

すが、その指標から見える成果というのを教えてく

ださい。

○大城玲子子ども生活福祉部長 県では子供の貧困

対策を最重要政策と掲げておりまして、計画、子供

の貧困対策計画に全庁的な取組を定めているところ

でございます。これはライフステージごとに41の指

標を設定しておりまして、その指標については、毎

年度進捗状況を点検しているところでございまして、

令和元年度におけるその進捗につきましては、41指

標中30指標が改善しているところでございます。主

なものとしましては、放課後児童クラブ支援事業の

実施によりまして月額平均利用料が低減しているこ

と、それから児童養護施設の子供などの大学等の進

学率について、全国を大きく上回るというところ。

それからまたスクールカウンセラーを配置する小学

校中学校の割合が、100％を達成するなど効果が現れ

ていると考えております。

○比嘉瑞己委員 どの成果もですね、やっぱり実態

に合った取組だったと思います。それで新年度もい

ろいろ取組が行われると思いますが、特徴的な取組

を教えてください。

○大城玲子子ども生活福祉部長 指標は改善したも

のもたくさんございますけれども、まだまだ厳しい

状況が続いていると考えております。具体的には、

新年度の新たな取組としましては、例えば県立高校

内の居場所についてはこれまでも取り組んでおりま

すけれども、さらに新規２校を追加して計10校にな

る予定というところと、それから小規模離島町村に

対しましては居場所がなかなか設置しにくいという

こともございまして、今年度から巡回し派遣などを

行っておりますが、そこに粟国村が新たに加わると

いうこと、それから高校中退者についてキャリア形

成支援モデル事業を実施するということなどが大き

な取組であるかと考えております。

○比嘉瑞己委員 頑張ってください。

要望ですが、特にですね、独り親家庭への支援と

いう点で、本会議で私は保育園の問題も取り上げま

したけれども、そこはぜひですね、実態もつかんで
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いただきたいと思います。

次に雇用分野でお聞きしたいと思います。同じよ

うにですね、指標があって皆さん取り組んできたと

思いますが、雇用分野での指標の成果を聞かせてく

ださい。

○嘉数登商工労働部長 代表的な指標でお答えしま

す。まず完全失業率ですけれども、直近の令和元年

全国が2.4％に対して本県は2.7％というふうに、こ

れは直近のその10年間でもずっと下がってきており

ます。それから若年者につきましても、令和元年全

国が3.8％に対して、本県は4.6％これも改善してき

ております。有効求人倍率でいきますと、これも直

近の令和元年で沖縄県が1.19、それから全国が1.6と

いうふうになっておりますし、正規・非正規という

くくりでいきますと、これも令和元年の沖縄県でお

きますと正規職員の割合が61.2％、非正規が39.8％、

これ全国でいきますと非正規が38.2％、正規が61.8％

と非正規で比較しますと1.6ポイントの差まで縮まっ

てきております。

以上です。

○比嘉瑞己委員 どの指標見ても復帰以降ですね、

大幅な改善が見られていて、好調な経済が背景にあ

ると思います。ただよく言われて指摘されるのが、

やはり雇用の質をこれからどう高めていくかになる

と思います。特に正規雇用の促進っていうのは大事

な事業だと思いますので、そういった新年度の雇用

の質の改善についてお聞かせください。

○嘉数登商工労働部長 お答えいたします。

県としましても県民の雇用を安定する観点から正

規雇用化の促進は大変重要であるというふうに認識

しております。そのため正社員転換を検討している

企業に対して中小企業診断士等の専門家を派遣しま

して、財務面に対するアドバイスなどを行うことで

経営改善を促す正規雇用化サポート事業というもの

を実施しております。それから正社員転換を要件と

して研修費用の一部を助成し、従業員の人材育成を

支援する正規雇用化企業応援事業というものを実施

しております。こういった取組に平成26年度から平

成30年度までで、合計527名の正規雇用化が図られて

きております。

以上です。

○比嘉瑞己委員 ぜひ正規雇用ですね、促進してい

ただいて、県民所得の向上につながるように、また

格差の解消も努めていただきたいと思います。

最後に一括交付金の問題で質問をしたいと思いま

す。ずっと減額が続いております。最初にこの減額

されたこの新年度予算でですね、減額されたその経

緯をまず確認させてください。

○金城弘昌総務部長 お答えします。

今回の一括交付金の積算の考え方については国の

ほうに確認をさせていただきました。内閣府のほう

からはソフト交付金・ハード交付金ともに令和２年

度に継続する事業については、令和元年度の継続事

業費に過去３か年の伸び率の平均を乗じて推計し、

令和２年度の新規事業については、令和元年度の新

規事業費に過去３か年の伸び率の平均を乗じて推計

し計算したということを聞いております。

○比嘉瑞己委員 その結果で減額されたわけですよ

ね。その減額の推移を、推移っていうか、県はどれ

ぐらい要求して結果としてはどうなったのかを聞か

せください。

○金城弘昌総務部長 お答えします。

私どものほうとしましては、令和２年度が残り期

間が２年となる沖縄振興費の集大成という手順とし

て位置づけて、市町村また関係団体からの意見を踏

まえ、振興計画の目標達成に向けた様々な取組にお

ける事業費の総額を積み上げさせていただきました。

またハード交付金につきましても、事業効果を早期

に実現する観点から、近年の予算減額により抑制し

た事業箇所の拡充等を伴う事業費を求めたところで

ございます。昨年ですけど令和元年８月の夏の要請

では、ソフト800億円規模、ハード交付金は1000億円

規模の予定―お願いしたところでございます。

○比嘉瑞己委員 結果としてそれでも減額になって

しまいました。今、市町村のほうがですね、この影

響を大変心配しているわけですけれども、これまで

県はそうした市町村にも配慮を十分してきたと思う

んですが、この間の県の配慮というのはどういった

ものか、新年度はどういった配慮をいたしましたか。

○金城弘昌総務部長 令和２年度一括交付金が令和

元年に比べまして79億円減の1014億円となっており

ますけど、県としましてはやはり市町村への影響も

考慮しながら、令和２年度予算編成をやってきたと

ころでございます。具体的にはソフト交付金の県下

の市町村への調整額を前年度よりも５億円増額をさ

せていただきました。あわせて、市町村と連携しな

がら実施している事業については、優先的にその予

算措置を行ったということでございます。またハー

ド交付金につきましては、離島における水道広域化

整備事業に対して優先的な配分を行ったところであ

り、併せて各部局においては市町村と連携して、事

業効果の早期発現の観点から予算配分を行ったとこ
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ろございます。

以上でございます。

○比嘉瑞己委員 次にですね、その影響についてお

聞きしたいんですが、最初にソフト交付金への影響

です。予算書を見ますと観光産業だったり科学技術

の分野での減額っていうのが目につきました。こう

いった分野は短期的に見ると小さく見えるかもしれ

ないですけど、将来的にはやっぱり沖縄の投資的な

経費だと思うんですよ。そういった影響はどのよう

に考えてますか。

○金城弘昌総務部長 お答えいたします。

ソフト交付金、委員御指摘のように減額が続いて

いるところでございまして、当然ながらそういう中

ですと事業内容とか執行状況を精査しながら予算編

成を行ったところでございます。観光や科学技術の

分野につきましては従来どおりというふうな措置は

できませんけど、当然ながら事業の内容の精査、費

用対効果の高い取組の重点化等ですね、可能な限り

減額の影響が小さくなるよう予算編成したところで

ございます。

以上でございます。

○比嘉瑞己委員 次にハード交付金なんですが、こ

れが大幅に減らされております。全国は国土強靱化

だとか、そういった形で公共工事は増えているのに

沖縄はこうして減額になってます。こういった影響

は、県内ではどのように出てきてますか。

○金城弘昌総務部長 ハード交付金の減額によりま

して、インフラ整備などの一部事業で進捗が遅れ、

事業効果の発現が予定より遅くなるなど、一定の影

響は避けられないというふうに考えております。

県としましては令和２年度予算編成に当たっては、

先ほどもお話しましたけど特に今離島における水道

広域化に関する優先配分、それと部局において市町

村と連携して、事業効果の早期発現の観点から取組

を確認いたしまして予算配分をしたところでござい

ます。

以上でございます。

○比嘉瑞己委員 市町村事業優先するのは当然なん

ですけど、そのあおりでですね、県の事業が遅れて

いるっていうことがあると思いますので、そこはぜ

ひ目配りをしていただきたいと思います。前のこう

いった形でですね、本来であれば、県の自主性が発

揮されるような制度のはずが、やはり国がこの減額

をしていく中で様々な影響が出ています。この問題

を考えるときに議員としてよく分からないのが、こ

の算定方法が本当に正しい算定方法なのかっていう

ところをずっと考えてきました。やっぱり辺野古の

新基地建設問題をめぐって、国策で対立しているこ

の沖縄県に対して政治的な理由で減額されているの

か、そういうふうにしか県民には見えてないんです

よね。先ほど国の算定方法について説明がありまし

た。普通の予算であればその具体的な事業の予算を

積み上げて、この積み上げの必要額に応じて求めて

国が判断すると思うんですけど。一括交付金の場合

は総額をまず決める。前年度の早い時期では市町村

から皆さん聞き取りあっても細かい積み上げってい

うのは難しいと思うんです。だからどうしても総額

確保の要求になってしまって、国はどういった判断

基準か分からないけれども減額が続いている。やは

りこの仕組みの制度設計の問題が私はあると思いま

す。残り残された計画で、次の今沖縄振計を考える

ところですが、そこに向かってですね、この制度設

計についてもやはり沖縄から積極的な提言が必要だ

と思います。これは企画部だと思うんですが、この

一括交付金運用が定着してきましたが、課題として

この問題私考えておりますが、企画部長は制度設計

の在り方について今後国とどういうふうに向き合っ

ていきますか。

○宮城力企画部長 一括交付金をはじめとする沖縄

の特例制度ですけれども、これは沖振法に定められ

ておりまして国のほうで今点検をし評価をしている

ところです。県にあっても、沖縄が抱える特殊事情

に起因するこういう課題があるうちは、これらの制

度についても継続される必要があると考えておりま

して、４月からの新たな沖縄振興の在り方の中でも、

現行の制度を含めていろいろ制度提言をしたいなと

いうふうに考えているところです。提言に当たって

は今団体の皆様、あるいは市町村の皆様に、特に市

町村の皆様には一括交付金の評価、あるいは改善点

についても今アンケート調査しているところでして、

これらを取りまとめた上でどういう取組ができるの

か。国のほうとも連携して対応していきたいという

ふうに考えているところでございます。

○比嘉瑞己委員 今、市町村の意見を取りまとめて

るっていうことなんですが、結果が出るのはもう

ちょっと後と思うんですけれども、特徴的な市町村

の声を聞かせてください。

○宮城力企画部長 今調査中でして、回答はこれか

らになります。

○狩俣信子委員長 上原章委員。

○上原章委員 よろしくお願いします。

資料３の１の当初予算説明資料の中で、２ページ
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に予算編成の基本的考え方とそこにあります。まず、

令和２年度重点テーマを踏まえてとありますが、も

う少し具体的に説明をお願いできますか。

○金城弘昌総務部長 お答えいたします。

沖縄21世紀ビジョン基本計画及び実施計画に掲げ

た取組を推進するため、変化する社会経済情勢や県

民ニーズを的確にとらえ、これらを各年度の施策に

反映する観点から重点テーマというのを設定させて

いただいたところでございます。令和２年度は６項

目の重点テーマを設定させていただいて、新規また

施策の拡充など必要な事業を計上させていただきま

した。

６つのその重点テーマごとに少し御案内いたしま

すと、まず新時代沖縄の挑戦「日本とアジアを結ぶ

国際ビジネス都市へ」という項目では539億円、沖縄

らしい優しい社会へ「全ての人が希望を持ち安心し

て暮らせる社会の実現」で623億円、人口減少の克服

と魅力ある地域社会の形成へ「地方創生の推進と誰

もが活躍できる社会の実現」で897億円、県民一人ひ

とりに豊かな人生を「健康長寿おきなわの復活」で

150億円、県民の生命と暮らし、美ら島の自然と文化

を守る「安全・安心・安らぎの確保」で690億円、ま

た今年度新たに位置づけました、平和の発信・継承

と世界に広がるウチナーネットワークの形成「平和

の発信・継承と世界に開かれた交流」で４億円とい

うふうな形で予算を編成させていただいたところで

ございます。

以上でございます。

○上原章委員 ありがとうございます。

一つ一つ重要な取組だと思います、よろしくお願

いします。それではまずこの基本計画で、社会経済

情勢の変化に対応するということで、先ほど来お話

がありますこの新型コロナウイルス、これ非常に今、

危機管理という部分ではとても私、県はもう少し現

場が今何を必要としてるかを掌握してですね、手を

打っていただきたい。補正予算も今回組んでない。

また、本予算の中でもですね、これまでの事業の一

つ一つで何とかこの今の新型に対しての対応をする

ような、私はもう今の県の姿勢にしか見えなくてで

すね。ぜひコロナウイルスに対する、今本当に現場

が必要としてる声というものにしっかり対応できる

ような体制をつくってほしいんですがいかがですか。

○金城弘昌総務部長 今、現在でやっているものを

先ほども御答弁させていただきましたけど、医療費

ですとか、コールセンターですとか、セーフティー

ネットの金融支援ですとか、そういったことはしっ

かりさせていただいているところでございます。ま

た新年度にも先ほど委員御指摘のように、取組を進

めさせていただいているところでございますけど、

政府のほうも新たな新型コロナウイルス対策のもの

が出るということでございますので、そういったも

のもしっかり捉まえながら―また私ども２月に副知

事をトップにしてプロジェクトチームも発足をして

います。そういったところで今、様々な検討してお

りますので、そういったことも踏まえて補正予算も

しっかり視野に入れながら対策を適切に行っていき

たいと考えます。

以上でございます。

○上原章委員 商工労働部長。この融資についても

ですね、県単融資、医療費、セーフティーネット等

ありますけども、国はもう本当に廃業というか倒産

にならないように、今回の影響でですね、明らかに

観光産業はじめ旅館、飲食業、多くの企業、業界が

ですね、今本当に出勤も待機させてですね、何とか

乗り切ろうとしてるわけですよ。そういう意味では

今、国も例えば保証協会の保証料も行政で持つとか

ですね、金利についても、売上げも本当に激減して

る中でもう無利子でいいんじゃないかという議論も

あるみたいなんですよね。そのぐらい今回、この借

りるにしても返してもらうわけですから、その辺の

配慮は必要じゃないですかね。

○嘉数登商工労働部長 我々も、今回の経済に与え

る影響は非常に大きいものだというふうに認識して

おりまして、議員御指摘の中小企業セーフティネッ

ト資金の金利という面でいきますと、九州各県ちょっ

と調べさせていただきました。結論からいきますと

沖縄県が一番安くてですね、金利が0.9％、他の県で

いきますと大体１％から1.3％ぐらいの金利設定に

なっているということ。それから保証料でいきます

と、沖縄県と今回熊本が改正しましてこの２県が保

証料ゼロ。他の県については保証料が0.75から大き

いところですと、1.1、1.58ということになっており

まして、今回我々も中小企業の資金需要にいかに迅

速に応えるかという意味では、制度を拡充して金利

も下げておりますし、それから保証料も減免という

ところできております。ただ資金需要が非常に大き

いというふうにも聞いておりますし、経済団体等と

もいろいろ意見交換をさせてもらっておりますので、

その辺はいろんな意見を聞きながらですね、先ほど

総務部長が答弁をしましたけれども、必要性を踏ま

えてですね、適切に対応してまいりたいというふう

に考えております。
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○上原章委員 確かに他県と比べると、非常に執行

率もまた拡充も頑張ってるのはもう評価します。た

だ、今この本当に数週間、これを前の沖縄経済に戻

すという意味ではですね、乗り越えるための手当て

をしないといけないかなと思います。

それから教育長、あと子育て支援の部長、今学校

が休校してですね、特に子供の貧困の受皿になって

る子供食堂とかが、報道では県内閉めている報道が

ございました。またこれに対して、飲食店が弁当を

準備をしようという報道もありました。またこのコ

ンビニのいろんなそういう支援も声が出ている。一

方で給食の業界の方々が給食ができない、その搬入

する予定がこれができないということで大変なまた

状況にある、いろんな現場があるわけですね。そう

いう意味では、実は子供食堂これ百数十件県内にあ

ると聞いてますけれども、実はこの問題が起きない

前からですね、その運営がなかなか難しい、非常に

寄附やいろんな方々のボランティアでやってるとこ

ろで、子供を本当に必死にこの方々が支えて食事の

場をつくっているという中で、実はこの公共施設が

なかなか運営が難しくてですね、施設の提供をお願

いするけど、これがなかなか各市町村でも、こういっ

たところに手を差し伸べ切れない、そういう上で今

回こういう問題が起きてですね、閉めるというよう

なことも聞いておりますが、この点いかがでしょう

か。

○大城玲子子ども生活福祉部長 子供食堂を含みま

す子供の居場所につきましては、これまで各方面の

御努力によりましてですね、現在私どもで把握して

いるところで198か所ございます。その中で議員おっ

しゃるように、このコロナウイルスの関連で休止や

一部休止するところもございまして、一部休止まで

含めますと約60％が今そういう対応を取っていると

ころでございます。新聞報道にもございますように、

各地域においてですね、例えば居酒屋さんがお弁当

を提供してくださったり、食材を提供してくださっ

たりいろいろな取組が進んでおりまして、これに対

応すべく、実は午前中に知事が記者会見しておりま

して、知事が筆頭になってやっております子どもの

未来県民会議がございますが、その予備費を活用し

て、休止している子供の居場所に対してですね、居

場所がうちで留守番している子供に対してお弁当を

配っていただけるところに助成しようということで、

対策を立ち上げたところでございます。これだけで

は多分―これだけでっていうことにはなりませんけ

れども、さらに県民の皆様にもいろいろ御協力をお

願いしながら、またさらに何ができるかは考えてま

いりたいと思います。

○上原章委員 非常にありがたい話。ぜひですね、

飲食業界も今立ち上がってですね、県内でもこういっ

たところに手を差し伸べようと、一方そういった方

々でもですね、利益は負わなくてもいいんでぜひこ

の赤字にならない程度の支援があれば非常に励みに

なると聞いてますので、よろしくお願いします。

それから大型ＭＩＣＥのこの和解金の9100万円に

ついてなんですが、今回の新しい新年度のこの予算

にもですね、改めてこの大型ＭＩＣＥ施設について、

マリンタウンＭＩＣＥエリア形成事業4400万円とい

うことで計上されておりますが、この和解金がです

ね、今回こういう形で想定していた国との協議は進

まなくて、結局こういう事態になったと聞きますけ

ども。この和解金が発生したことはやむを得ないと

県は考えてるんでしょうか。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 お答えをいたし

ます。

これまでも答弁しております経緯から申し上げま

すと、県では当時認識しておりました社会情勢等を

踏まえまして、大型ＭＩＣＥ施設の早期開業を目指

し、沖縄振興特別推進交付金の活用を前提とする条

件を付した上で、平成28年度の一般競争入札の公告

を行いまして、平成29年度に落札者を決定をいたし

ましたが、国との協議が調わず制度終期である令和

３年度末までに施設整備を完了することができない

状態となったため、落札決定の効力や落札者が本事

業のために負担した費用の取扱について落札者とも

協議を行ってまいりました。本事業につきましては、

総額約461億円の大型事業でございまして、入札価格、

設計建設業務、工事監理業務、開札準備業務及び運

営維持管理業務に関する能力並びに長期間にわたる

事業運営計画の妥当性等を総合的に評価する総合評

価一般競争入札方式により落札者を決定をしたこと。

それから令和２年度９月１日を標準とし、令和３年

３月31日を最終期限とする供用開始日を定めていた

ことから、応募に向けた提案、書類の作成や、落札

決定後のスケジュール遵守に向けた準備のための業

務量が、通常の一般競争入札に比べ大きく、それに

比べまして費用的な負担も大きくなっていると考え

ております。入札説明書におきましては、契約設計

建設、運営の各段階において発生する可能性がある

リスクを整理しておりますけれども、契約を締結で

きないリスクについては、その状況に至った事業経

営等に鑑みて、リスクの分担方法を検討する必要が
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あることから、事業の継続が困難となった場合にお

ける措置に関する事項を定めておりまして、その取

扱いに沿って県と落札者双方でこれまで協議を重ね

てまいりました。その結果、契約を締結できないこ

とについては、県と落札者双方の責めに期すべき事

由がないこと、発生した費用の負担については釣合

いの取れた状態に是正することが信義則や公平の観

点に基づき適切であると判断をいたしまして、落札

決定の効力、無効の確認によって発生する落札者の

一連の損失のうち、一般競争入札への応募費用に当

たる部分は落札者の負担とし、落札決定後の準備費

用に当たる部分は県が補塡するという内容で今回は

和解しようとするものでございます。交付決定が得

られず落札決定の無効となるリスクは、落札者が防

ぎ得ないリスクでございまして、当該リスクの負担

を全て落札者に求めれば不公平な結果につながると

いうことから、県が落札者の損失の一部を補塡し、

落札者の負担軽減を図ることには一定の合理性があ

ると考えております。本件の和解は、信義則や公平

の観点に照らし、落札者が実際に支出した落札決定

後の準備費用に当たる直接経費に限定して補塡する

ものでございまして、県と落札者の費用分担として

必要かつ妥当なものではあるというふうに考えてお

ります。

○上原章委員 部長、このリスクは想定してたんで

すか。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 先ほど申し上げ

ましたように入札説明書においてですね、それぞれ

リスクの整理をしているところでございます。今回

のこのリスクの整理につきましては、この入札説明

書において事業が継続困難だという場合における措

置に関する事項ということの取扱いに準じてですね、

これまで協議を行ってきたというところでございま

す。

○上原章委員 これだけの大型工事に対してですね、

461億円の工事ですよ。これに対して、万が一、これ

を落札、契約が締結できなかった場合は、お互いこ

ういうリスクを負いましょうねということを想定し

ていたってことですか。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 お答えいたしま

す。

ですので、一般競争入札の公告の際に、いわゆる

沖縄振興特別推進交付金の交付決定が契約の条件で

ありますよという条件を付して、その公告を行った

というところでございます。

○上原章委員 皆さんの説明資料に逸失利益の補塡

も含む違約金は発生しないと。過去こういった例は

あるんですか。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 お答えをいたし

ます。

先ほどの答弁でございますが我々としてはですね、

この議案につきましては、いわゆるソフト交付金、

一括交付金の交付決定が条件であるということを付

して、公告を行ったというのがまず１点でございま

す。こういう形で契約に至らずに和解金が発生した

かにつきましては、恐らく県の事例ではないものと

いうふうに考えております。

○上原章委員 国との協議見通しが結局甘かったっ

ていうのが私は感じるんですけどどうですか。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 ＭＩＣＥの推進

につきましては、国も挙げて施策として取り組んで

いるのが１点。沖縄県につきましてもＭＩＣＥの推

進が沖縄県のアジアのダイナミズムを取り込むこと

にとって非常に重要であるということがありまして、

これまでＭＩＣＥ振興に向けて取り組んできたとこ

ろです。一括交付金につきましては沖縄の振興に資

する事業に充てられるということから、私どもとし

ては一括交付金で活用できる事業ということで考え

ておりました。そのために24年度から、一括交付金

を活用して各種調査事業を進めてきたところでござ

います。そのことから、今回の大型ＭＩＣＥ施設の

整備につきましても、いわゆる一括交付金の活用が

できるものとして進めてきたところでございます。

○上原章委員 今後見通しはありますか。国の支援

をもらわないとなかなか難しいものだと思うんです

が、今後の見通しはどうですかね。

○新垣健一文化観光スポーツ部長 お答えをいたし

ます。

現在の私どもはですね、課題となっております財

源確保を含めまして今年度調査をしておるところで

ございます。民間事業者様とですね、実際にサウン

ディングということで対応させていただいておりま

すけれども、現在の大型ＭＩＣＥ施設を含めまして、

エリアの一体開発につきまして―いわゆる複数区画

を一体的に整備したいという事業者様が複数企業い

らっしゃいます。そういったところも踏まえまして、

今後、そういったいわゆる現在の沖縄における活発

な民間投資等の状況も踏まえまして、今年度の調査

事業の結果も踏まえて、また来年度のいわゆる基本

計画の策定に入れて取り組んでまいりたいというと

ころでございます。

○上原章委員 最後にすみません。一つ一つの施策
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事業の効率性、実効性の向上に取り組むとあります

が、今回令和２年この１つの事業に対する第三者の

検証体制はあるんですか。

○金城弘昌総務部長 それぞれ一つ一つの事業―当

然各部局でやっているところではございますけど、

県のほうとしましては一般的な考え方としまして、

行政運営プログラムで年度ごとの取組推進状況につ

いて、外部有識者で構成する沖縄県行財政改革懇話

会にそのプログラムの進捗状況等報告をさせていた

だいて、助言をいただいて取組を推進しているとこ

ろでございます。あわせて、その取組状況につきま

しては、ホームページ等で県民に分かりやすく公表

するなど、県民の理解と協力が得られるような環境

整備しながら行政のほうを進めているところでござ

います。

以上でございます。

○上原章委員 部長。以前は事業仕分とか棚卸しと

かありまして、結構県民に見えるこういう検証の場

があったんですけど、これはやっぱりやるべきじゃ

ないですか。

○金城弘昌総務部長 委員御指摘のように、平成22年

度から25年度まで県民視点による事業棚卸しという

のをやってきまして、259事業に対して６億円の歳出

削減の効果があって県民への説明責任の確保等、一

定の成果があったと認識してます。ただ一方でその

手法については、事業の改善取組としての有効性で

すとか職員の事務負担の課題もあったところでござ

いました。こういうふうなことを踏まえてですね、

現在は沖縄県ＰＤＣＡであったりとか、一括交付金

の自己評価等の事業検証、改善の取組を展開してき

ているところでございます。

以上でございます。

○上原章委員 頑張ってください。

終わります。

○狩俣信子委員長 大城憲幸委員。

○大城憲幸委員 無所属の会大城です。１時前にな

りましたけれども、私はあまり時間かからないと思

いますのでお付き合いのほどよろしくお願いします。

今の資料予算説明資料３の１の中のまず６ページ

の当初予算の概要からお願いをいたします。県のほ

うでは今後の財政収支の見通しということで2019年

から2022年の収支の見通しを出していますけれども、

この当初予算の概要を今の６ページの部分は昨年と

の比較はありますけれども、県の見通しや４年間の

見通しと比較して財政構造がどうなってるのかまず

説明をお願いいたします。

○金城弘昌総務部長 お答えします。

平成30年６月に今後の財政見通しにおける、統計

値を出しておりまして、令和２年度当初予算の推計

では、歳出が歳入を上回ることで238億円の収支が不

足が生じる見込みを、その財政見通しで立てていた

ところでございます。

以上でございます。

○大城憲幸委員 通告では少し細かくやってくれな

いかって話をしたつもりだったんですけれども、例

えば人件費がこれぐらい増えてますよとか、投資的

経費がこの辺が問題じゃないかとか、このね見通し

と比較してこれがどういうところに甘い見通しだっ

た、あるいは厳しい状況になってる、その辺がある

のかお願いします。

○金城弘昌総務部長 失礼いたしました。

令和２年度の当初予算編成過程における、収支不

足が215億円となっておりまして、そのときの財政収

支見通しと比べますと23億円縮小しております。こ

れは推計では県税の伸びに対して地方交付税を抑制

的に見積もったことが大きいのかなというふうに考

えてます。ただ、一方会計年度任用職員制度の導入

に伴う人件費の伸びであったりとか、教育無償化な

どの推計時点に見通せなかった財政需要も発生して

いるところでございます。ただ全体の傾向といたし

ましては、収支見通しで示しておりました、平成30年

度同程度の収支不足が継続して生じるとの県財政の

基本的なトレンドの変更は生じてないというところ

は一緒なのかなと思っていますので、引き続き堅実

な財政運営に努めたいと考えてございます。

以上でございます。

○大城憲幸委員 この数字は前年と比較して、まず

共通してるのは県税が予想以上伸びてますよという

ところ、収入のほうではそうですね。ただやっぱり

歳出のほうでは、人件費が昨年に比べて40億円の伸

びですけれども、見通しに比べると80億円近く伸び

てるというところを、さらに問題は投資的経費がこ

れでは昨年に比べたら38億円伸びてるという数字に

なってますけれども、県の見通しでは103億円のマイ

ナスになってるわけですね。そういう意味でこの21世

紀ビジョンのもう集大成とうたいながら、この最後

の年に見通しの中で投資的経費が100億円も減るって

いうのはどうなのかなっていうのが考えてるんです

けれども、その辺についてどう見ているんですか。

○武田真財政課長 議員のほうから御指摘いただい

たように、推計と実際の予算のほうでは普通建設事

業費のほうが大きく落ち込んでおります。一つの要
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因としては、国庫支出金のほうが推計に比べますと

60億円近く落ちてるいうのが一つ大きな原因になっ

ております。推計時点では一定の仮定の基に推計を

するというところで国庫補助金―特に沖縄振興予算

については、その当時の額がそのまま10年間推移す

るというふうな形で推計しておりました。そういっ

たいろんな形の中でですね、大きなトレンドとして

示しております。結果として様々な要因が重なって、

ずれは生じておりますけど、財政の大きなトレンド

としては変わってないのかなと考えております。

○大城憲幸委員 資料２ページの予算編成の基本的

な考え方から触れながら言いたいことを言いたいな

と思ってますけれども、この中の４番目にある沖縄

県行政運営プログラムの中でも強調してますけれど

も、やっぱり持続可能な財政マネジメントを強化し

ていかないといけないという意味では、やっぱりずっ

と言われてる、経常収支比率が本県は高いわけです

よね。先ほどの分析でも人件費のほうがやっぱり予

想以上に増えてきてる。そして、税収は伸びている

けれども少し今このコロナウイルスの問題で非常に

心配がある。そういう状況ですが、直近の経常収支

比率ってのは皆さんはどう見ているんですか。

○金城弘昌総務部長 今平成30年度でいいますと、

普通会計決算ですけれど、経常収支比率は95.7％と

なっております。

○大城憲幸委員 なかなか全国と比べても、29年度

よりよくなってますけれども、非常に財政的な―何

ていうのかな、余裕がないというかそういう話にな

ります。一方で、県債残高については直近はどうな

んですか。

○武田真財政課長 お答えします。

直近平成30年度における普通会計になりますが、

それでいいますと、県債残高は6238億円弱の残高と

なっております。

○大城憲幸委員 莫大な借金ではあるんですけれど

も、私ここで言いたいのは、平成22年一括交付金が

始まる前っていうのは県債残高は6800億円ぐらいあ

りました。その後一括交付金ができてから、年々年

々減っていって6200億円まで減ってるわけですね。

これはいいことなんですけれども、ただやっぱりさっ

きあったように今、令和２年度、令和３年、これが

もう本当に21世紀ビジョンの集大成、ここで結果出

さないといけない。こういうときに、国との関係で

投資的経費は減ってるんだけれども、どんどんどん

どん県債残高も減っている。そして、最悪は私、結

局21世紀ビジョンは終わった―一括交付金の10年間

が終わったけれども、県市町村の借金は減りました

けれども、県経済は立ち行かなくなりましたって話

になっちゃいけないわけですよね。そういう意味で、

私今回この場で言いたいのは、先ほど来もあったよ

うに、やっぱりここは令和２年はもともとこの予算

編成も本来は攻めるべき予算だろうと思ってます。

先ほど言った、投資的経費が100億円減るっていう部

分もどうかなと思いますけれどもそれは置いといて、

さっきあったこのコロナウイルスの対策ですよ。こ

れはやっぱり今、県税は過去最高伸びてきた。そし

て予想としてはやっぱり事業税も伸びてくるってい

う予想はしてますけれども、ここでこの新型肺炎の

影響で腰折れしてしまうと、本当にこれまで積み上

げてきたものが、一気に折れてしまわないかなとい

う心配があるもんですから、先ほどからの議論を聞

いていても、部局横断的な部署を立ち上げたのは評

価をします。そして、国と連携していくっていうの

もそのとおりでしょう。ただやはり我々議会も皆さ

んのほうも、やっぱり今本当に県民がどういう状況

なのか、事業者の皆さんがどういう状況なのかって

いうのは、やっぱりもっともっとアンテナ張ってす

ぐにでも動けるような支援策を考えないといけない

と思うんですよ。そういう意味で具体的に、例えば

―令和元年っていうのはもうあと数日ですけれども、

令和元年のうちにやろうとすると予備費みたいなも

のはどれぐらい残ってるんですか。

○武田真財政課長 今現在ですが、約5000万円ほど

です。

○大城憲幸委員 ２億円ぐらいあったけれども豚熱

の関係で支出はしてる、それで5000万円ぐらいとい

う話になるんでしょう。そして令和２年についても

予備費は２億円ぐらいという話は聞いてます。だか

らその範囲内ではできるけれども、やっぱりこれか

ら一般会計の予算の審査にも入ります。そして皆さ

んのところにもいろんな県民からの情報もあると思

います。そういう中でやはり予備費の範囲内に限る

んではなくて、やっぱり臨機応変にももう一回の補

正予算も組むぐらいの考えも必要だし、やはり次の

令和２年の予算についても本当にすぐにでも補正予

算を組まないといけないと思います。その辺の危機

感を持ってぜひとも対応してほしいと思うんですけ

れども、その辺について最後にお願いいたします。

○金城弘昌総務部長 先ほど御説明しましたが、２月

に部局横断的に―特に、観光とかいう経済のほうで

すね、影響の出てくることについての関係団体等の

意見の聴取とかそういったこともさせていただいて
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おります。また先ほども答弁させていただきました

が、近々国のほうでも補正予算ですか、考え方が示

されると聞いておりますので、そこをしっかりにら

みながら、また県民の声もしっかり、また団体のほ

うも聞きながらですね、現在のこのプロジェクトチー

ムでいろいろ検討させていただいていますので、そ

れを踏まえてですね、補正予算の編成も含めて対策

を講じていきたいというふうに考えてます。

以上でございます。

○大城憲幸委員 この基本的な考え方の一番上にあ

る―さっきも言った沖縄21世紀ビジョンの基本計画

の集大成だから全力でやらないといけませんよって

いうのはそのとおりだから、やっぱりここは、皆さ

んに言ってもあれですけれども、政治決断だと思い

ます。この補正をするにしても、このコロナウイル

スの対策の予算のほうがですね、そういう意味で私

も―冒頭照屋委員からあったように、本来は知事な

りが座ってこういう議論をすべきだなと思いますの

で、そういうものも含めて皆さんから伝えていただ

いて、そして県民の声に寄り添っていただいて、緊

急の強力な補正なり支援をしていただけるようお願

いします。

以上です。

○狩俣信子委員長 以上で、甲第１号議案から甲第

24号議案までの当初予算議案の概要説明に対する質

疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

甲第１号議案から甲第24号議案までの当初予算に

係る議案については、予算議案の審査等に関する基

本的事項の記の１及び４、並びに予算特別委員会運

営要領の記の３（１）に基づき、この後、所管の常

任委員会にそれぞれ依頼して調査を行うことにして

おります。

調査終了後、常任委員会からの予算調査報告書の

提出を受けて、所要の審査を行うことにしておりま

すので、委員におかれては対応方よろしくお願いい

たします。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

次回は、３月16日 月曜日 午前10時から委員会

を開きます。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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沖縄県議会委員会条例第 27 条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 狩 俣 信 子
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令 和 ２ 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 令和２年３月９日（月曜日）

開 会 午前10時１分

散 会 午後５時15分

場 所 第４委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第１号議案 令和２年度沖縄県一般会計予

算（知事公室、総務部及び公安委員会所管分）

２ 甲第７号議案 令和２年度沖縄県所有者不明

土地管理特別会計予算

３ 甲第19号議案 令和２年度沖縄県公債管理特

別会計予算

出席委員

委員長 渡久地 修君

副委員長 新 垣 光 栄君

委 員 花 城 大 輔君 又 吉 清 義君

中 川 京 貴君 仲 田 弘 毅君

宮 城 一 郎君 当 山 勝 利君

仲宗根 悟君 玉 城 満君

比 嘉 瑞 己君 上 原 章君

當 間 盛 夫君

説明のため出席した者の職、氏名

知 事 公 室 長 池 田 竹 州君

秘 書 防 災 統 括 監 前 原 正 人君

広 報 課 長 新 城 和 久君

参事兼基地対策課長 溜 政 仁君

辺 野 古 新 基 地 建 設
多良間 一 弘君

問 題 対 策 課 長

防 災 危 機 管 理 課 長 石 川 欣 吾君

総 務 部 長 金 城 弘 昌君

総 務 私 学 課 長 座 安 治君

人 事 課 長 茂 太 強君

行 政 管 理 課 長 森 田 崇 史君

財 政 課 長 武 田 真君

税 務 課 長 小 渡 貞 子さん

管 財 課 長 浦 崎 康 隆君

警 察 本 部 長 宮 沢 忠 孝君

警 務 部 長 岡 本 慎一郎君

会 計 課 長 森 本 直 樹君

生 活 安 全 部 長 小 禄 重 信君

刑 事 部 長 島 袋 令君

交 通 部 長 宮 城 正 明君

警 備 部 長 花 岡 一 央君

3ii4

○渡久地修委員長 ただいまから、総務企画委員会

を開会いたします。

「本委員会の所管事務に係る予算議案の調査につ

いて」に係る甲第１号議案、甲第７号議案及び甲第

19号議案の予算議案３件の調査を一括して議題とい

たします。

本日の説明員として、知事公室長、総務部長及び

警察本部長の出席を求めております。

なお、令和２年度当初予算議案の総括的な説明等

は、去る６日の予算特別委員会において終了してお

りますので、本日は関係室部局予算議案の概要説明

を聴取し、調査いたします。

まず初めに、知事公室長から知事公室関係予算議

案の概要の説明を求めます。

池田竹州知事公室長。

○池田竹州知事公室長 ただいまタブレットに通知

しましたのは、抜粋版令和２年度当初予算説明資料

知事公室でございます。通知をタップして御覧くだ

さい。

表紙と目次をスクロールしていただきまして、

１ページの令和２年度一般会計部局別予算を御覧く

ださい。

表の上から２番目、知事公室における令和２年度

歳出予算額は50億4462万3000円で、一般会計予算総

額に対する構成比は0.7％となっております。

続きまして、一般会計の歳入予算の概要について、

御説明申し上げます。

スクロールして資料の２ページ、歳入予算をお開

きください。表の一番下、合計欄を御覧ください。

知事公室が所管する歳入予算の総額は31億4952万

8000円で、前年度当初予算額34億2899万6000円と比

較しまして２億7946万8000円、率にして8.2％の減と

なっております。

次に、歳入予算の主なものにつきまして、款ごと

に御説明申し上げます。

総務企画委員会記録（第３号）
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（款）８の使用料及び手数料の知事公室所管分は

1723万8000円で、これは主に危険物取扱所等の設置

許可申請等手数料に係る証紙収入であります。

（款）９の国庫支出金の知事公室所管分は31億696万

2000円で、これは主に不発弾等処理促進費に係る国

庫補助金であります。

（款）10の財産収入の知事公室所管分は113万6000円

で、これは主に消防学校の自動販売機設置に伴う建

物貸付料でございます。

（款）14の諸収入の知事公室所管分は569万2000円

で、これは主に県広報誌などの広告料であります。

（款）15の県債の知事公室所管分は1850万円で、

これは特定地域特別振興事業に係るものであります。

続きまして、一般会計の歳出予算の概要につきま

して御説明申し上げます。スクロールして、資料の

３ページ、歳出予算をお開きください。

款で見ますと、知事公室の予算は、２の総務費か

らなっております。

知事公室が所管する歳出予算の総額は50億4462万

3000円で、前年度当初予算額51億7098万2000円と比

較しまして１億2635万9000円、率にして2.4％の減と

なっております。減の主な要因としましては、特定

地域特別振興事業における２億8327万6000円の減に

よるものとなっております。

次に、歳出予算の主な内容について御説明申し上

げます。表の右、説明欄を御覧ください。

知事公室の所管する経費の内訳としましては、主

に、不発弾処理促進費32億2952万2000円、職員費８億

9375万5000円、基地関係業務費２億4436万7000円、

基地対策調査費１億9520万9000円、広報広聴活動費

１億5869万7000円、今回、首里城復興のために新設

した首里城復興推進事業3649万4000円等であります。

以上で、知事公室関係の令和２年度一般会計歳入

歳出予算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 知事公室長の説明は終わりまし

た。

次に、総務部長から総務部関係予算議案の概要の

説明を求めます。

金城弘昌総務部長。

○金城弘昌総務部長 それでは、総務部関係予算の

概要について、お手元のほうに通知いたしました抜

粋版令和２年度当初予算説明資料総務部に基づいて、

御説明をいたします。

恐縮ですが、資料の１ページ目をお願いいたしま

す。部局別予算を御覧ください。

部局別予算で見ますと、総務部の歳出予算額は

1483億3277万7000円で、教育委員会に次いで２番目

に大きく、予算総額の19.7％を占めております。

２ページ目の歳入予算をお願いいたします。

一般会計歳入予算について御説明いたします。表

の一番下、合計欄を御覧ください。

県全体の歳入予算額7514億400万円のうち、総務部

所管の歳入予算額は4819億6955万2000円で、前年度

当初予算と比べ、142億6277万6000円の増となってお

ります。増の主な要因は、県税及び地方消費税清算

金等の増となっております。

総務部の所管の歳入予算の主なものについて、款

別に御説明を申し上げます。表の一番左の欄に県全

体の予算額、その右側に、そのうち総務部の予算額

を示しております。

県税は1393億4514万5000円で、納税義務者数の増

等による個人県民税の増や、直近の収入見込額、税

制改正の影響等を加味しての法人事業税の増等によ

る増収を見込んでおります。

２の地方消費税清算金は564億4533万6000円で、令

和元年10月の消費税率引上げにより、全国の地方消

費税収の増が見込まれることから増収を見込んでお

ります。

３の地方譲与税は212億211万6000円で、地方財政

計画の伸び率や前年度実績等を勘案して減収を見込

んでおります。

４の市町村たばこ税県交付金は４億3448万5000円

で、対象市町村のたばこ税収の減が見込まれるため、

減収を見込んでおります。

５の地方特例交付金は５億3600万円で、地方財政

計画の伸び率や前年度実績等を勘案して増収を見込

んでおります。

６の地方交付税は2098億円で、地方財政計画の伸

び率や前年度実績等を勘案して減収を見込んでおり

ます。

９の使用料及び手数料は2469万9000円で、その主

なものは行政財産使用に係る建物使用料及び証紙収

入等であります。

10の国庫支出金は50億3708万2000円で、その主な

ものは私立学校等教育振興費に係る国庫補助金であ

ります。

11の財産収入は13億5177万円で、特別会計への公

有財産の有償所管がえが完了したことによる土地売

払い代の反動減に伴う減収を見込んでおります。

12の寄附金は3596万6000円で、その主なものは美

ら島ゆいまーる寄附金であります。
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13の繰入金は217億2702万1000円で、減債基金繰入

金の増等を見込んでいるものであります。

15の諸収入は53億6563万1000円で、その主なもの

は宝くじ収入であります。

16の県債は203億740万円で、地方財政計画の伸び

率や前年度の実績等を勘案して増収を見込んでおり

ます。

以上が、一般会計歳入予算の概要であります。

３ページをお願いいたします。

続きまして、一般会計歳出予算の概要について御

説明申し上げます。表の一番下の合計欄を御覧くだ

さい。

県全体の歳出予算額は7514億400万円で、総務部所

管の歳出予算額は1483億3277万7000円で、前年度と

比べ79億8492万2000円の増となっております。増の

主な要因は諸支出金及び総務費の増によるものであ

ります。

歳出予算の主な内容について、御説明申し上げま

す。

歳入予算と同じく、表の一番左の欄に県全体の予

算額、その右側にそのうちの総務部予算額を示して

おります。

２の総務費の総務部所管分は224億215万3000円で、

その主なものは私立学校等教育振興費75億2158万

8000円、賦課徴収費43億1409万円、人事調整費24億

2200万円であります。

12の公債費は654億7011万9000円で、その主なもの

は公債管理特別会計繰出金の元金として617億1573万

1000円、利子として37億2274万2000円であります。

13の諸支出金の総務部所管分は602億6050万5000円

で、その主なものは地方消費税交付金283億6958万

6000円、地方消費税清算金274億817万8000円、法人

事業税交付金14億7422万円であります。

以上が、一般会計歳出予算の概要であります。

続きまして、特別会計について御説明申し上げま

す。

資料の４ページをお願いいたします。

所有者不明土地管理特別会計の令和２年度当初予

算額は１億7243万 9000円で、前年度と比べ338万

2000円、２％の増となっております。

５ページをお願いいたします。

公債管理特別会計の令和２年度当初予算額は756億

4147万3000円で、前年度と比べ26億3789万2000円、3.

4％の減となっております。

以上で、総務部所管の一般会計及び特別会計の歳

入歳出予算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 総務部長の説明は終わりました。

次に、警察本部長から公安委員会関係予算議案の

概要の説明を求めます。

宮沢忠孝警察本部長。

○宮沢忠孝警察本部長 公安委員会所管の令和２年

度一般会計歳入歳出予算の概要について、抜粋版令

和２年度当初予算説明資料に基づいて御説明申し上

げます。

資料１ページ目の総括表をお開きください。表の

下から５段目、公安委員会の欄を御覧ください。

公安委員会の予算額は357億347万4000円で、一般

会計予算総額に対する構成比は4.8％となっておりま

す。

続きまして、一般会計歳入予算の概要について御

説明申し上げます。

資料の２ページ目をお開きください。表の一番下、

合計欄を御覧ください。

公安委員会が所管する歳入予算の総額は49億

2357万4000円で、前年度当初予算額39億2636万3000円

と比べ９億9721万1000円の増、率にして25.4％の増

となっております。

次に、歳入予算の公安委員会所管分について、款

ごとに御説明申し上げます。

９の使用料及び手数料の公安委員会所管分は15億

5214万6000円で、これは主に警察施設使用料、自動

車保管場所関係手数料、運転免許関係手数料等に係

る証紙収入であります。

10の国庫支出金の公安委員会所管分は24億2990万

9000円で、これは警察活動や警察施設、交通安全施

設の整備、離島警備対策等に係る国庫補助金であり

ます。

11の財産収入の公安委員会所管分は2034万円で、

これは主に自動販売機設置に伴う土地、建物の貸付

料であります。

15の諸収入の公安委員会所管分は２億5427万

9000円で、これは主に放置駐車車両に係る放置違反

金の過料等となっております。

16の県債の公安委員会所管分は６億6690万円で、

これは警察施設や交通安全施設の整備に係るもので

あります。

続きまして、一般会計歳出予算の概要について御

説明申し上げます。

資料３ページをお開きください。

表の款の９の警察費が公安委員会が所管する歳出

予算の総額となっており、歳出予算額は357億347万
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4000円で、前年度当初予算額351億756万1000円と比

べ５億9591万3000円の増、率にして1.7％の増となっ

ております。

次に、歳出予算の主な内訳について御説明申し上

げます。

職員費、運営費等の経費であります（目）警察本

部費が303億3066万2000円、交番・駐在所等の警察施

設の建て替えや修繕等、施設の維持管理に必要な経

費であります（目）警察施設費が10億1761万2000円、

交通安全施設の整備及び交通指導取締りに必要な経

費であります（目）交通指導取締費が17億7272万

3000円等となっております。

以上で、公安委員会所管の令和２年度一般会計歳

入歳出予算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○渡久地修委員長 警察本部長の説明は終わりまし

た。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、予算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

て行うことにいたします。

予算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る予算議案でありますので、十分御留意願います。

要調査事項を提起しようとする委員は、質疑の際

にその旨を発言するものとし、明 ３月10日、当委

員会の質疑終了後に改めて、要調査事項とする理由

の説明を求めることにいたします。

その後、予算特別委員会における調査の必要性に

ついての意見交換や要調査事項及び特記事項の整理

を行った上で、予算特別委員会に報告することとい

たします。

なお、委員長の質疑の持ち時間については、予算

特別委員会に準じて、譲渡しないことにいたします。

質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

いよう簡潔にお願いいたします。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する予算

資料の名称、ページ番号及び事業名等を告げた上で、

説明資料の該当ページをタブレットの通知機能によ

り委員自ら通知し、質疑を行うようお願いいたしま

す。

さらに、答弁に当たっては、総括的、政策的な質

疑に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ

担当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思い

ますので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろ

しくお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに各予算に対する質疑を

行います。

花城大輔委員。

○花城大輔委員 資料３の１の令和２年度当初予算

（案）説明資料から引用して、質問をさせていただ

きたいと思います。

まず、総務部のほうから質問をお願いしたいんで

すけども、１ページの本県の財政状況についてのコ

メントですね。県民ニーズを踏まえた施策展開に対

応できている、または、堅実な財政状況が行われて

いるというふうに書かれています。実際私の聞くと

ころによると、市町村の住民サービスがなかなか行

き届いていないとかですね、また、今回大幅に基金

の取崩しがあったわけですけども、このように政策

展開に対応できているとか、堅実な財政状況だと言

える具体的な状況はどのようなところにあるので

しょうか。

○金城弘昌総務部長 お答えします。

まず、令和２年度の当初予算ですけど、先ほど御

説明いたしましたが、県税収入の増、また、地方交

付税等により一般財源の所要額が確保されていると。

あわせて、社会保障関係費が増えておりますけど、

それへの対応であったりとか子供の貧困対策、また、

企業の稼ぐ力、それと首里城の復旧・復興といった

県民ニーズを踏まえた予算も計上できているという

ふうに認識をしています。また、堅実な財政運営と

いうところでございますけど、沖縄県の財政状況は

地方公共団体の財政の健全性の目安―これは全国的

なものですけど、健全化判断比率について全ての指

標が基準を満たしていること、また、財政調整基金

などの主要基金が一定程度確保できているというと

ころから、堅実な財政運営が行えているのかなとい

うふうに考えています。

ただ、御案内のように自主財源比率は依然として

低い水準にございますので、当然のことながら国の

財政制度に大きく依存しているという状況は変わり

ございません。また、あわせて、社会保障関係費に

ついてはさらなる増加が見込まれておりますので、

国の議論などもしっかり見据えながら、引き続き堅

実な財政運営に努める必要があるということは認識

しております。

以上でございます。

○花城大輔委員 細かくはあした企画部のほうに確

認をしたいと思っているんですけども、例えば、昨
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年ちょうどこの時期の一般質問で、41の市町村で止

まっている事業が幾つあるかというふうな質問をし

たところ、確認をしておりませんという答弁があり

ました。

実際、中部のある市の首長さんに聞くとですね、

どうしても公園整備をしたかったんだけど、２件や

らないといけないはずが、県からの予算が少なくて

１件しかできなかったとか、そういった具体的な声

もあるわけですよね。総務部の―予算を監督してい

る側からですね、このような41の市町村の状況とい

うのは確認できているのかどうか、お願いします。

○金城弘昌総務部長 実は、一括交付金を要求する

ときに、市町村ヒアリング、また、団体ヒアリング

等させていただきました。特に、やはり今委員御指

摘のように、ハード交付金の部分ですね、いわゆる

事業進捗が少し遅れて工期の計画を見直したりとか、

少し延ばさないといけないという状況や影響が出て

きているなというふうことを認識しましたので、国

のほうに具体的に箇所を御説明して、どの市町村の

どういったところが―例えばこういうふうに影響が

出てきていますよというふうなことを訴えたところ

でございますけれど、一括交付金については、今回

減額というふうになったところでございます。

引き続き、ハードですと土木とか農林、教育委員

会とかそういったところと連携しながらですね、い

ろいろ工期とかそういうものを見直さないといけな

い部分がございますけれど、しっかりやっていきた

いなというふうに思っています。

以上でございます。

○花城大輔委員 実際、この市町村の状況なんかは、

いわゆる表みたいなもので整理した資料があります

か。

○武田真財政課長 先ほど、部長のほうから御案内

したとおり、ハード交付金については様々な声を聞

いております。ソフト交付金については、ちょっと

企画のほうで所管していると思います。

○花城大輔委員 では、次にですね、同じく３ペー

ジの予算の規模・特徴というところがあります。部

長答弁があったとおり、過去２番目くらいの予算規

模で税収が一番増えているというふうにありますけ

れども、これ実際ですね、当初、沖縄関係予算が3000億

円と言われていたのは、ＯＩＳＴや那覇空港を除く

3000億円だったというふうに聞いた覚えもあります。

実際、今年度3010億円の中で、県の裁量で使える予

算というのはどうなっている状況でしょうか。

○武田真財政課長 今委員がおっしゃるのは、沖縄

振興予算の関係でということでよろしいでしょうか。

これは我々の試算なんですが、沖縄振興予算の中

で国が直接執行する部分、それから県と市町村に流

れてくる地方向け補助金部分がありますけれど、こ

れが令和２年度と令和元年度でほぼ同額の規模で、

国の直轄分が約1300億円、残り1700億円が県と市町

村のほうの地方向け補助金という形になっておりま

す。

○花城大輔委員 次にですね、５ページの収支不足

の対応のところで、基金の質問なんですけれども、

これも何度か質問させていただいて、基金の適正な

金額というのは特にその判断する基準というものは

ないというふうにありましたけど、過去にこれほど

の基金を取り崩したことはありますでしょうか。

○武田真財政課長 過去最も多い額は、平成27年の

244億円の収支差というのがございます。

○花城大輔委員 その平成27年に続いて今年度も大

きく基金を取り崩すわけですけども、この取り崩す

際の取決めとか、基準のようなものはあるんですか。

○武田真財政課長 収支差を埋め合わせるというこ

とで、我々３基金、財政調整基金、減債基金、県有

施設整備基金という３つの基金でもってやっていま

すが、まずは県有施設整備基金、こちらのほうをま

ず施設整備に充てるというところがありますので、

まず対象事業であるかどうかというところから、ま

ず県有基金のほうから充てています。それから、次

に財政調整基金を充てていますが、これは過去の残

高見込みも踏まえまして取り崩していると。残余は、

財政調整基金のほうで取り崩しているというふうな

状況にあります。

○花城大輔委員 このような大幅な基金の取崩しに

対して、やっぱり今年度の予算だけではなくて、来

年どうなるのかというような非常に危惧する声もあ

るわけでありますけども、今後のこの基金に対する

見通しというのは何かありますか。

○武田真財政課長 基金自体、かつて平成20年前後

というのは300億円ぐらいの規模しかなくて、今現在

は、令和２年度末も見込みでいうと400億円という数

字がございます。ただ、令和元年度決算等を通じて

ですね、幾らか戻ってくるとは思っておりますが、

先ほど委員もおっしゃっていたとおり、適正規模と

いうのが教科書的には特にございません。ただ今後、

社会保障関係費の増が当然見込めるとか、あと、老

朽施設の計画的な整備、修繕も行わないといけない

と思っております。それから、昨今のような大規模

な災害がいつ何どき起こるかということもございま
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すので、そういったものが対応できるような一定額

については確保すべきだなというふうに考えており

ます。

○花城大輔委員 では、次の質問に移ります。

11ページになるんですけども、ちょっと知事公室

のところなんですが、広報活動事業費ということで

予算が組まれています。これは知事公室のみのもの

でありますけども、県全体の中でですね、このよう

な新聞やテレビやラジオ、そのような媒体を使った

広告費というのは、総額で幾らぐらいありますでしょ

うか。

○武田真財政課長 金曜日に委員のほうから事前に

そういう御質問をいただきまして、少し総務部のほ

うで集計してみました。予算の中でですね、広告料

になってきますけれど、細節に広告料というのがご

ざいます。それをシステムで確認すると、トータル

で6119万8000円という数字になっております。ただ、

これは細節の広告料に計上されているもので、実際

に業務委託をして委託料の中に含まれている広告と

いうものは、ちょっとここの中には含まれておりま

せん。

○花城大輔委員 ぜひ、今後ですね、いろんな予算

の入れ方があるんだろうとは思いますけども、整理

していただきたいなと思います。

加えてですね、これもちょっと答弁するには時間

が足りないというふうにありましたけど、県からの

ですね―これは新聞に関してですけれども、新聞は

どれぐらいの購入があるのかということも一応聞か

せてください。

○武田真財政課長 新聞の購入についても、実際の

その契約というのは出先機関も含めて各所属のほう

で契約をしておりますので、県全体の額については

すぐにはお答えできませんが、取り急ぎ総務部だけ

確認をさせていただきましたところ、総務部におい

ては、全体として270万円余りの予算が計上されてお

ります。大体、ほぼ前年と同じ額が計上されている

ということになっております。

○花城大輔委員 今、あらゆる県に関連する機関で

新聞を置いてほしいという要望もあるというふうに

は聞いておりますけども、ぜひこれもですね、いろ

んな予算の組み方ありますでしょうけども、数字確

認していただきたいと思います。

では、今度は知事公室の質問に移ります。今お話

ししたですね、11ページの広報宣伝事業費なんです

が、よく犬・猫殺処分ゼロとか就学援助のＣＭにつ

いてはよく目にするんですけれども、実際、知事公

室が出すこのような広報活動費っていうのは、具体

的にどのようなものになりますか。

○新城和久広報課長 今御質問にありました個別の

事業につきましては、各部各課が事業の特性に応じ

て、個別に計上しているところでございます。広報

課で―この広報予算で計上しているものは、基本的

に、沖縄21世紀ビジョン実現に向けた取組を効果的、

効率的に推進していくため、県政情報を適宜、的確

に分かりやすく県民に提供することが重要と考えて

います。そのための伝わる広報を、情報発信をテー

マに夏向けイベントや冬向けイベントなどの掲載時

期を勘案して、計画的に取り組んでおります。

○花城大輔委員 すみません、確認なんですけど、

21世紀ビジョンの進捗の広報を知事公室がやるんで

すか。

○新城和久広報課長 21世紀ビジョンにつきまして

は、新聞広告も年に一、二回県政プラザということ

でやっていますが、昨年におきましては、21世紀ビ

ジョンの成果等を２面にわたって広報しております。

あとは、所管の部で広告を行っていると思います。

○花城大輔委員 １億3400万円組まれているわけで

すから、もう少し細かい説明が欲しいところですけ

ど、後日資料でも出せるんであれば提供していただ

きたいと思います。

○新城和久広報課長 具体的に申し上げますと、新

聞は毎月１回の県民サロンや年１回程度の県政プラ

ザで、県政の主要施策や県の実施する行事やプロジ

ェクト等、県政の動きや県の考え方などを掲載して

おります。それから、テレビのうまんちゅひろばで

は、毎週土日の夕方に放送しておりますが、県の主

要施策や事業、県政の動きについてコンパクトにま

とめて分かりやすい番組にしております。ラジオに

つきましても、ラジオ県民室として県が実施する行

事や試験の募集等を行っております。

それから、広報誌美ら島沖縄では、市町村や公民

館、図書館とか金融機関に配っておりますが、多く

の方のところに配布しておりますので、県政の動き

とか、政策の内容についてお知らせしております。

○花城大輔委員 分かりました。ありがとうござい

ます。

今度、11ページの不発弾等処理事業費についてお

尋ねします。

年々予算が大きくなっていますけども、今どのよ

うな課題がありますでしょうか。

○石川欣吾防災危機管理課長 不発弾等処理事業な

んですけれども、内閣府において毎年所要額の確保
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に努めていただいておりまして、近年では、毎年32億

円程度の予算が措置されているところでございます。

平成24年度に開始された住宅等開発磁気探査支援

事業がありますけれども、申請に基づく事業になっ

ておりまして、執行額に毎年ばらつきがありまして、

これがちょっと課題となっております。年度によっ

てですね、御存じのとおり申請件数が増えたりです

ね、その額が想定を超えて、一時的にちょっとお待

ちいただく、対応できないというような状況もあり

まして、そのときは迅速にほかの事業等から流用等

を行いまして、早急に解消するよう努めているとこ

ろでございます。

ただ、これがですね、また年度末に近づくにつれ

て、交付後の取下げ申請、それから減額申請、こう

いったものがあるなど、結果的にまた不用額が発生

してしまうと、そういうような状況もございます。

市町村支援事業においてもですね、繰越しとか不

用額が多いケースがあるなどの課題もありまして、

引き続き執行額のチェック精度を高めまして、事業

の年度内執行、それから不用額の縮減に努めていき

たいと考えております。

○花城大輔委員 昨年末に申請数が多過ぎて予算が

もう足りないということで、この事業は早い者勝ち

になっているということで、事業が止まっていると

いうふうに聞いております。今、年度末になってあ

れから３か月たっているんですけれど、どのような

対応をされましたか。

○石川欣吾防災危機管理課長 こちらのほうもです

ね、年末―年末に至る前にも一度あったんですけど

も、流用等を行いまして対応させていただいており

ます。結果的にお断りしたものはございません。今

の状況で、また減額申請だとか取下げ等が発生して

いまして、若干また残が出て、積み上がってきてい

るような状況にございます。

○花城大輔委員 お断りした件数がないということ

は相当な努力もされたんだと思いますけども、あわ

せて、今おっしゃったように、申請を取り下げする

ケースも多くなっているわけですよね。実際、申請

をしたけれども取り下げたという件数はどれぐらい

ありますか。

○石川欣吾防災危機管理課長 今年度なんですけれ

ども、１月以降の取下げ件数が４件で504万円、それ

から減額が10件、3400万円ぐらい出ております。

○花城大輔委員 それと、今気になったんですけど

も、答弁の中で不用額という言葉を使われていまし

た。年度末に執行残になったものは、今不用額になっ

ているんですか。

○石川欣吾防災危機管理課長 そうですね、繰り越

せるものは事故繰越等で繰越しするんですけれども、

やはりこの年度末になってきた場合に、工事の期間

というのが年度内執行で取れない状況がございまし

て、どうにも執行がうまくいかないというものが不

用として上がってくるという状況でございます。

○花城大輔委員 これ、今答えられればお願いした

いんですけども、一応聞きます。28年度にですね、

この執行率を改善するためにいろんな質問がこの委

員会でありました。そして、繰越しができるように

なったので、今後そういうことは発生しませんとい

う答弁だったんですよ。池田知事公室長、その場に

いたと思います。これは、どのような流れがあって

ですね、再び不用額が出るような形になっているん

ですか。

○石川欣吾防災危機管理課長 当時なんですけれど

も、国との調整不足等がございまして、繰越しがで

きるという理解が若干あってですね、そういった答

弁をさせていただいたんですけども、結局、国と調

整をした結果、やはり事故繰越がメインになると。

基本的には繰越しというのは、どうしても執行でき

ないものについて限られる、計画変更とかですね、

あとは磁気探査によって異常点が見つかって確認探

査が遅くなるとか、そういったものに関して繰越し

ができますという回答になりましたので、結局今の

ところ、そういうようなものにならないものについ

ては、ちょっと不用として扱わざるを得ないという

ような状況になっております。

○花城大輔委員 実際に、今繰越額も不用額も両方

出ているということですか。

○石川欣吾防災危機管理課長 そうですね。今年度

も住宅探査において、または市町村の支援事業にお

いて、繰越しについてこの間の補正のところで計上

させていただいております。

○花城大輔委員 今聞いてびっくりしたのは、私の

勉強不足かもしれませんけども、28年度にですね、

今後繰越しができるんで、もうそのようなことは起

こりませんという形で、ああそうなんだろうなと思っ

ていたら、今日不用額という言葉が出て、実際に不

用額が出ていると。これですね、私たち、どのよう

に変わったかということをですね、一度確認して理

解したものが変化があった場合に、どのように確認

を取ればいいんですか。

○石川欣吾防災危機管理課長 そうですね、やはり

その時々で情報提供していくほかないかと思ってい
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ます。非常に申し訳ないと思っております。

○花城大輔委員 知らないうちにバスレーンもタク

シーが走れるようになっていたりですね、皆さんに

は関係ないんでしょうけど、一度答弁いただいたも

のが変わったものを知らないというのは、非常に危

険だと思います。

これ、今答えられればですけど、28年度はよかっ

たけども29年度と30年度、繰越しと不用額がどの程

度出たかちょっと教えてください。

○石川欣吾防災危機管理課長 すみません、今手元

にちょっと資料がないですので、28と29の繰越しと

不用について、また資料を提供させていただきたい

と思います。

○花城大輔委員 では、30もお願いします。

○石川欣吾防災危機管理課長 分かりました。

○花城大輔委員 では、次の質問に移りたいと思い

ます。

ワシントン駐在員活動事業費、これ今までもう何

年も続いてきましたけども、これまで支出した予算

の総額は幾らになりますか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 平成27年度から平成

30年度までの実績額及び令和元年度と令和２年度予

算額の合計額は、６年間で約４億1998万円となって

おります。

以上です。

○花城大輔委員 これも毎年質問しているので、今

年度に限ってで構わないんですけども、前年までと

違った成果があれば、報告をお願いしたいと思いま

す。

○溜政仁参事兼基地対策課長 前年まで申し上げま

すと、基本的にはワシントン駐在におきましては、

連邦議員補佐官等との面談あるいは公聴会へ出席す

るほか、米国内の情報を本庁へ報告しているという

ところでございます。特に、駐在の働きかけにより

まして、連邦議会調査局の報告書において、沖縄の

米軍専用施設区域の割合だとか、普天間飛行場をめ

ぐる状況について正確な記載がなされたということ

もございます。さらに、昨年10月の知事訪米におき

ましても、10人の連邦議員等との面談の調整あるい

は講演会のコーディネートなどを行うなど、沖縄の

過重な基地負担の軽減に向けて重要な役割を担って

いるというふうに考えております。

以上になります。

○花城大輔委員 例年どおりですね、答弁としては。

これはちょっと個人的に確認したいんで答えてほ

しいんですけど、旅費も500万円程度、職員の分も含

まれていたと思います。これ旅費についてはですね、

何か沖縄に帰ってこないといけない用事が起こった

場合とかですね、その辺の規定とかはあるんですか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 例年、そうですね、

200万円から300万円程度の旅費を計上させてもらっ

ております。特に規定等はございませんが、沖縄へ

の報告等に関する旅費、あるいは米国内での調査と

連携等の旅費等に使われているというところでござ

います。

○花城大輔委員 すみません、質問がよくなかった

ですね。何が聞きたかったかというとですね、例え

ば親戚に何かがあったから沖縄に帰らなければいけ

ない状況が起こったり、それぞれ職員の方も事情が

あると思うんですけど、それが何度か重なると自費

になる可能性があるのかとかですね、その辺です。

○溜政仁参事兼基地対策課長 旅費につきましては、

基本的には公務、基本的と言いますか公務で使うこ

とが原則になっておりますので、そのようなものは

私的な旅費というか、支出になるかと思われます。

○花城大輔委員 ありがとうございます。

では、次の質問に移ります。

特定地域特別振興事業、これは予算が半減をして

いるわけでありますけども、どのような背景があっ

てこのような予算額になったのか、よろしくお願い

します。

○溜政仁参事兼基地対策課長 御説明いたします。

特定地域特別振興事業は、旧軍飛行場用地問題に

関し、地域の振興活性化に資する事業を実施するこ

とにより、旧地主の方々への慰謝につなげることを

目的としております。令和２年度におきましては、

那覇市において実施する大嶺コミュニティセンター

―これ仮称でございます、整備に係る解体工事や建

築工事などに対する費用への補助、それと、嘉手納

町において実施する嘉手納旧軍飛行場コミュニティ

センター、これも仮称でございます、整備に係る基

本設計や実施設計などに対する費用への補助を行う

予定となっております。

予算が半減している背景といたしましては、令和

元年度予算において計上しておりました、那覇市の

実施するともかぜ振興会館に係る費用が今回計上さ

れていないことによるものでございます。

以上でございます。

○花城大輔委員 それでは、最後の質問に移ります

けども、41ページの離島警備対策事業です。

これは特殊な任務に就く151名の方たちがいるとい

うことですけど、通常の業務に就く職員とですね、
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この離島警備対策に従事する職員の給与的な違いが

あれば教えてください。

○岡本慎一郎警務部長 国境離島警備隊の手当等に

つきましてでございますが、給料月額のほかに、他

の職員と同様に時間外勤務や休日勤務を行った場合

は時間外勤務手当、あるいは休日勤務手当が実績に

応じて支給されることとなります。また、国境離島

警備に伴って船に乗船し業務を行ったような場合に

つきましては、特殊勤務手当として海上業務手当が

支給されることとなります。その他の特殊勤務とし

て、航空機を使用した訓練の場合は航空手当など、

実績に応じて支給することとなります。

以上です。

○花城大輔委員 装備についてはですね、いろんな

今までになかったものも増えてくるのかなというこ

とが想像できるんですけども、これは予算としては

どこに含まれていくんですか。

○岡本慎一郎警務部長 お答えします。

予算としましては、（目）警察本部費、（事項）警

務管理費の離島警備対策事業に含まれております。

以上です。

○花城大輔委員 すみません、ちゃんと確認してお

きます。

委員長、終わります。

○渡久地修委員長 又吉清義委員。

○又吉清義委員 担当の方とは一応こういうことを

質問しますということで、一応お願いしてあるんで

すが、すみません、ちょっと二、三点ほどですね。

今、沖縄県、新型コロナウイルスでかなり経済的

損失からいろいろ受けておるんですが、もし皆さん

で可能でしたらということでちょっとお尋ねいたし

ますけど、資料３の１の４ページ、貸付金がござい

ますよね。この貸付金は、今回県の予算でこの新型

コロナウイルスに関する貸付金にも該当する項目も

あるのかないのか、それからお伺いいたします。

○武田真財政課長 商工労働部のほうで所管してい

る県単融資という融資事業がございます。160か170億

ぐらいの規模だったと思いますが、その貸付金は十

分に事業者に対する貸付けとして活用できるものと

考えております。

○又吉清義委員 ぜひですね、その辺は課長、明確

にしていただいたほうがいいかなと思います。私も

見てみたんですが、可能かなと、ちょっと非常に危

惧しているもんですから。そして、また利息であり、

そして国のほうはやはりこういった緊急事態だとい

うことで、かなり貸付けに関しまして緩和もする中

で、いろんな周知徹底をしております。そうすると、

課長、今例えばこれが可能とした場合、この周知徹

底云々は今どのように行っているのか、まだ行って

いないのか、どのように進んでおりますか。

○武田真財政課長 実際の作業のほうは商工労働部

のほうでやっていると思いますが、各商工会とかを

通じて相談窓口も設けているというように伺ってお

りますし、実際にそういう貸付金があるという御相

談も、実際に事業者のほうから耳に届いているとい

うお話は聞いております。

○又吉清義委員 確かに、窓口は皆さんじゃないか

ら十分把握していないかと思うんですが、やはりこ

ういった緊急事態、ぜひ全庁体制でですね、取り組

んでいただきたいなということと、また、情報を一

元化していただきたいなと。例えば、この情報で、

今商工会議所並びにそこに今どういった問題が生じ

てくるかというと、やはり今非常に確定申告の時期

でかなり対応が厳しいと。ですから、そういうふう

に相談窓口にはいっぱい来ているんですが、対応が

大変だということで、県のほうもそれを何とか一緒

に歩調を合わせて、どのようにこれを一日も早く解

決するかというのが大きな鍵だという情報を得てい

るもんですから、県のほうでもその辺の対応等です

ね、やはりしっかり取り組んでいただきたいんです

が、どのような取組体制をしているのか、また、県

としてどういった相談窓口があったのか、その現状

把握をしておられるか、この２点をお伺いします。

○池田竹州知事公室長 新型コロナウイルス対策に

つきましては、危機管理本部会議を随時開催して、

全庁で情報の共有あるいは対策に努めているところ

でございます。本日午後になろうかと思いますが、

新型コロナウイルス感染症に対する緊急対策として、

県の取組を発表させていただく予定にしております。

それは商工の今の金融の面だけではなくて、例えば

給食の食材が余った場合どうするかとか、各部から

いろいろな課題を出していただいて、それを総合的

に取り組むことを具体的に発表することにしており

ます。それ以前にこれまでも商工会、商工会議所等

を通しての金融相談の支援などは当然やってきてい

るところですが、より一体的に県民の皆様に安心し

ていただけるように、ちゃんとした取組をやってい

きたいと思っております。

○又吉清義委員 午後じゃあ発表するということは

あえて聞きませんけども、今、特に放課後学童クラ

ブですね、給食費。知事のほうで５万円を上限に支

援するということなんですが、この中身のほうがう
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まく見えてこなくてですね、もしその辺、公室長御

存じですか。５万円というのはどういった基準、ど

のようにしていくのか。やはり問合せが多いもんで

すから。

○金城弘昌総務部長 学童というか、子供の居場所

などの弁当の配達というのは、今、子どもの未来県

民会議でやろうということで、この具体は子ども福

祉部でやっているもんですから、我々はそれを実施

するというのを確認していますけれど、しっかり、

県民からの声とか学童であったりとか子供の居場所

がお困りの状況があるということですので、そこも

しっかり対応していこうと。

あわせて、また日々いろんな状況が変わっている

ところがございますので、そこはしっかり捉まえて

対策を打っていきたいということで考えているとこ

です。

○又吉清義委員 ぜひ、長引いた場合、人数によっ

て本当に５万円で足りるのかなというのをちょっと

懸念しているもんですから、その辺また皆さんでで

すね、ぜひ臨機応変に対応していただきたいなとい

うのをあえて要望させていただきます。

そして、あと一点ですね、財政の考え方でなんで

すが、３ページの臨時財政対策債というのがあるの

ですが、これも我が沖縄県の臨時財政対策債、一昨

年、去年とどのぐらいの臨時対策債になっているの

か、これからちょっと説明していただけませんか。

○武田真財政課長 いわゆる臨財債になりますが、

令和２年度の当初予算における計上額としましては、

198億5000万円を予定しております。昨年が185億円

でしたので、それに比べますと13億円の増となって

おります。

○又吉清義委員 この臨時財政対策債がちょっと懸

念されるのは、確かに皆さん方は地方交付税ですか、

補塡されるというのは今聞いてはおるんですが、こ

れが本当に今、地方交付税で返還できる範囲なのか。

毎年毎年増えていっているもんですから、非常にこ

れが積み重なって伸びていくこと自体、後で県の財

政に圧迫感を与えていかないかという懸念がされる

のと、やはり実際これを発行するのは県のほうです

ので、県のほうに最終的な責任が来ませんかと。そ

ういうものも勘案して予算を組んでおられるのか、

丸ごとどうせ国が返すから心配ないよと、そういっ

た安易な気持ちでやっているのか、その辺の考え方

等はやはり財政を預かる皆さんとしてどのような心

がけか、御説明していただけませんか。

○武田真財政課長 委員がおっしゃるとおり、臨財

債の元金償還金については交付税措置されるという

形でされてはおりますが、そもそも交付税自体が国

税５税の一定割合が配分されるということから考え

ると、一定の限度があるというように考えておりま

す。それからまた、臨時と言いながら平成13年あた

りからずっと発行されているということについても、

少し懸念を持っております。

全国知事会等と連携しながらなんですけれど、基

本的には臨財債に頼らない形での地財措置、要する

に交付税の法定率の引上げというのは知事会を通じ

てずっと国に要望しておりますが、そういった形で、

持続性のある地方財政の運営というのが重要なのか

なと考えております。

○又吉清義委員 ぜひ、やはり日本全国でこの財源

の在り方について見直しをし始めた都道府県が結構

出始めているもんですから、本当にこういった状態

でいいのかなと。将来的に不安を残すというところ

もありますので、ぜひ沖縄県としてもですね、例え

ば、未来にこの責任を負わさない、そういったやっ

ぱり考え方等ですね、どうあるべきか、これでいい

のか、いま一度ですね、私はどうあるべきか考え直

していただきたいなというのをあえて提言しておき

ます。

次ですね、同じく資料の11ページですね、知事公

室の辺野古基地建設問題対策事業についてなんです

が、負担軽減対策等に要する経費とあるんですが、

やはりかなりの予算をこれまでかけてきましたが、

これまでトータルでどのぐらい予算をかけたか、ま

ずトータルからお願いいたします。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 お答

えいたします。

辺野古新基地建設問題対策課は平成27年６月に設

置されましたけども、それから平成31年と令和元年

―今年度までの約５年間における事業費の予算総額

としましては、当初予算で２億6451万3000円という

ような状況になっております。

○又吉清義委員 今、２億円余りの予算をかけてき

たんですが、その費用対効果はどのようなものがあ

りますか。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 お答

えいたします。

まず、普天間飛行場の負担軽減につきましては、

普天間飛行場負担軽減推進会議、それから同作業部

会というものにおきまして政府と協議を行いまして、

オスプレイ12機程度の県外拠点配備といったような

具体的な取組を求めてきたところです。その結果、
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政府におきましては、ＫＣ130空中給油機の岩国飛行

場への移転でありますとか、県内における一時的な

訓練の実施、それから普天間飛行場所属の全機種を

対象とした離着陸回数に対する調査、こういったも

のが実施されているというような状況になっており

ます。それでも、まだちょっと十分とは言えない状

況であるというふうに考えておりまして、長期ロー

テーション配備等による速やかな運用停止というも

のを求めているというような状況でございます。

○又吉清義委員 今の説明によりますと、平成27年

度からの予算によって、オスプレイの配備も訓練移

転も決まったということで理解していいのかな。こ

れは皆さんが予算を組む前に、国は既に方針を打ち

出していたかと思うんですが、違いますか。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 お答

えいたします。

ＫＣ130の岩国飛行場への移転につきましては、こ

の平成27年以前の平成26年の８月にですね、移駐は

終わっております。その後、一時的な訓練は平成27年

以降も実施されておりまして、それから普天間飛行

場所属の全機種を対象とした離着陸回数調査、これ

も平成29年度から実施されておりますので、そこあ

たりはこの平成27年以降の実績に当たるというふう

に考えております。

○又吉清義委員 これには裁判費用、また、訴訟費

用等も含まれていますか。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 訴訟

費用等につきましては、当初予算で必ずしも確保で

きない場合は補正を組んだりとか、あるいは流用を

組んだりしておりますので、全てがこの額に含まれ

ているというようなものではありません。

○又吉清義委員 ですから、全てじゃなくて、場合

によってはこの中から拠出をされていくという形で

理解してよろしいですよね。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 既決

予算からですね、いろいろ使った部分もありますの

で、この中に一部含まれているというような形でよ

ろしいと思います。

○又吉清義委員 本員からすると、負担軽減対策で

あればやはり目に見える形でそれが見えてもらいた

いなと。目に見える形をいまだに本員は質問すると

きに見たことがないもんですから、本当にこの予算

の執行の在り方これでいいのかなと、相変わらず私

は疑問に思うもんだから聞いている次第でございま

す。

ちょっとまたあと１つ、不発弾処理等事業につい

て、先ほど花城委員からもありましたが、４件が取

下げになったということなんですが、この取下げに

なった理由は何ですか。

○石川欣吾防災危機管理課長 上がってきたものに

ついては、申請時期と工期の関係ですね。住宅工事

の着工までに磁気探査を終えることができないとい

うことが判明して、取下げになったというふうに聞

いています。

○又吉清義委員 この住宅着工ができないというの

は、これは原因はどちらにあるんですか。申請の時

期が遅かったのか、皆さんで許可を下ろすのが遅い

のか、どちらに原因がありますか。

○石川欣吾防災危機管理課長 そうですね、どちら

というものは―何ですかね、確たることは言えない

んですけれども、期間がやっぱりありますので、そ

れについて、住宅着工そのものがもう遅くなるとい

うこともあってですね、取下げると。そういうもの

はあるかと思います―私たちの申請というわけでは

なくて、着工時期そのものですね。

○又吉清義委員 ですから、着工時期そのものとい

うのは、多分私は皆さん、これの申請を受け付ける

からには、受付をしていつまでにこれの許可が下り

る、そして先方も許可が下りていつから着工できる、

そういう基にやっているかと思うんですよ。その辺

がうまく皆さん連携が取れていないもんですから、

許可が下りる時期、着工する時期のタイミングがず

れてしまったためじゃないかなと、非常に残念に思

うんですよ。その辺を皆さんどういうふうに対策す

るのか。やはりしっかりやっていただきたいなとい

うのは、私は厳しくお願いしたいですね。だって、

これをやらなかったおかげで、じゃあ万が一事故が

あったとしましょう、取り返しつかないですよ。せっ

かく前向きにやっている県民に対して、皆さんもい

かに速くスピーディーにできるか、その点等やはり

皆さんも再度事務手続であり、また受付であり、ど

ういうふうにして改善できるか。私は反省というか

改善するべきだと思いますが、そういった点もやは

り若干ありませんか。

○石川欣吾防災危機管理課長 そういうものがなる

べく発生しないように、速やかな利用等に取り組ん

でいるところでございます。今後ともですね、そう

いったところに気をつけながら、申請なるべく―何

ていうんですかね、保留期間というものが短くなる

ように努めていきたいと思います。

○又吉清義委員 最後にですけど、ちなみにこの

４件。受付を行った時期というのは時期的に何月ぐ
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らいだったんですか、４件とも。

○石川欣吾防災危機管理課長 すみません、今、全

ての時期というのは資料が手元にないものですから、

またお調べしてお伝えしたいと思います。

○又吉清義委員 ぜひですね、やはり受付したから

にはいかにしてスピーディーにするか。やはり住宅

を造る側から県のほうの対応が遅いと、たまにそう

いうお話を聞くもんですから、ぜひですね、いかに

スピーディーにできるか努力をしていただきたいと

いうことを、あえて述べておきます。

ちょっと厳しいかと思います。皆さん知事公室の

基地対策課のほうで、今年の予算でも万国津梁会議

を行うかと思うんですが、この万国津梁会議につい

ての予算と事業計画について、御説明をお願いした

いんですが。

○溜政仁参事兼基地対策課長 まず、万国津梁会議

につきましては、全て基本的には文化観光スポーツ

部のほうで予算は計上されております。なので、予

算的にはうちのほうでは計上はないということです。

その上で、その万国津梁会議で、米軍基地問題に関

する万国津梁会議は、そのうち464万7000円が計上さ

れているということでございます。

○又吉清義委員 こういうふうに理解していいです

か。部署が別ですので、じゃあ基地対策課のほうは

それに全く関わらないと理解してよろしいですか。

よく会場の設営であり資料作りであり、ほとんど基

地対策課の皆さんが関わっていたかと思いますが、

これ、関わる課はどちらですか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 説明不足で申し訳ご

ざいません。予算自体は、文化観光スポーツ部で取っ

ているんですけれども、それは先ほど言いました

464万7000円を分任を受けましてですね、その米軍基

地問題に関する万国津梁会議については、基地対策

課のほうで行うということになっております。

○又吉清義委員 そうですよね。私これが非常にい

びつだなと思うんですよ。予算を出す側と執行する

側が全く違うと。予算を出す側のほうで執行するの

が当然かなと思うんですが、去年もそういった現状

だったんですが。

ちなみにこの事業計画云々は新年度予算に計上し

てありますので、出ているというふうにして理解し

てよろしいですよね。

○溜政仁参事兼基地対策課長 事業計画につきまし

ては、令和元年度に４回程度会議を開催いたしまし

た。令和２年度におきましても、元年度と同様に４回

程度の会議を開催するということで検討しておりま

す。

○又吉清義委員 令和元年度は４会議でしたか。仕

様書は何回になっていましたか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 米軍基地問題に関す

る万国津梁会議においては、４回会議をするという

ことになっておりました。

○渡久地修委員長 休憩いたします。

（休憩中に、又吉委員から当初の仕様書のこ

とを聞いていると指摘があった。）

○渡久地修委員長 再開いたします。

溜政仁参事兼基地対策課長。

○溜政仁参事兼基地対策課長 すみません、文化観

光部のほうで作っております仕様書の―想定になる

のかと思うんですけれども、それは会議５名で５会

議をやるという―違いますね、すみません。会議は

年２回程度掛けるの５会議を行うということで想定

されているようです。

○又吉清義委員 資料を要求いたします。皆さんが

今年予定している会議、内容、人件費等、その中身

を資料として提出いただきたいんですが、よろしい

ですか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 後ほど整理して提出

したいと思います。

○又吉清義委員 すみません、じゃああと１点だけ。

公安委員会のほうにちょっと進捗状況をお願いした

いんですが、41ページに宜野湾警察署新庁舎建設事

業がありますが、これについて、進捗状況等につい

て御説明をお願いしたいんですが。

○岡本慎一郎警務部長 宜野湾警察署の新庁舎の建

設に関しましては、証拠品を一括管理するための保

管庫を備えた宜野湾警察署新庁舎建設事業で、令和

３年度に仮庁舎へ移転し、令和４年度から令和６年

度にかけて建設工事をする予定で検討を進めている

ところでございます。

○又吉清義委員 すみません、あと少し御質問をお

願いしたい。規模、大きさ、建物等どのような感じ

になるのかですね、よろしかったらもう少しそこま

で丁寧に御説明いただけませんか。

○森本直樹会計課長 今現在ですね、令和２年度の

予算としまして実施設計の委託料を１億6000万円ほ

ど計上させていただいております。ですので、具体

的な規模等々についてはこれから実施設計を行うと

いうことでございますので、まだ具体的に建物が何

平米というようなお答えはできないということでご

ざいます。

○又吉清義委員 ありがとうございます。
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現在ある敷地の中で、狭い中で構造的な考えだと

聞いたもんですから、本当に大変だと思いますが、

ぜひ頑張っていただきたいなと。一日も早い完成を

待っておりますので。

以上です。ありがとうございます。

○渡久地修委員長 中川京貴委員。

○中川京貴委員 資料３の１、令和２年度当初予算

（案）説明資料の中から質疑を行いたいと思います。

５ページのですね―私の質問は総務と知事公室にま

たがるかもしれませんが、首里城の件で質問してお

りますので、答弁もよろしくお願いしたいと思って

います。

先ほど委員から質疑がありました、令和２年度収

支不足215億円と説明がありましたけども、現在基金

が603億円あってですね、この215億円を取り崩して

主に充てた要因ですか、説明をお願いします。

○武田真財政課長 予算規模が昨年より大きく増え

ているというのが収支差の拡大要因になっています

が、主なものでいいますとやっぱり社会保障関係費、

それから人件費のほうの伸びも大きゅうございまし

た。そういったものを踏まえますと、昨年より６億

円拡大した―215億円の収支差が発生したというとこ

ろになっております。

○中川京貴委員 本年度の予算がですね、7514億円

と、過去にない最大規模の一般会計予算を計上され

ているとありましたし、また、その中でですね、今

説明もありましたけども、人件費から社会保障と。

御承知のとおり、去年の10月に消費税を10％に引き

上げた関係で、全国的に国から入る国庫、また、地

方交付税とかが増額になった経緯もあったと思って

います。そういった意味で、予算を去年の恐らく12月

にきちっと決めてですね、本定例会に出されている

と思っていますが、ただ、基金の取崩しが過去に―

平成27年度に244億円が一番最大であると。その前に

はあるんでしょうか、基金の取崩しが。

○武田真財政課長 収支差の推移でいいますと、先

ほど御案内したとおり27年度が244億円でした。前の

年は123億円、その前の年は144億円という形で、直

近は少し拡大傾向にあるかなと思っております。

○中川京貴委員 なぜこの質問をしたかといいます

とですね、この244億円を崩したとき―最大崩したと

きは翁長県政の時代なんです。そしてまた、玉城県

政になってですね、215億円の基金の分、右肩上がり

できているという説明がありましたけど、やはりで

すね、限られた財源、予算を最大限に効果を出すた

めにはやっぱり総務の知恵だと思っています。その

最高責任者が総務部長だと思っていますので。

我々がいつも指摘している―これも知事公室の部

分になるんですが、ワシントン事務所とかでも今回

100万円の増額になっています。効果があるのかない

のかと、一般質問、代表質問で問うても、効果があ

ると。玉城県政が終えた後に、本当にこのワシント

ン事務所の効果があるかないか、検証しないといけ

ないと思っています。先ほどもちょっと質疑に出ま

したが、これまでワシントン事務所の金額ですね、

再度、幾らかかっていますか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 平成27年度から30年

度までの実績額、それと、令和元年度、２年度の予

算額の合計で、６年間で約４億1998万円となってお

ります。

○中川京貴委員 このようにですね、やはり本当に

県民のためになるもの、そうでないもの、効果が出

たもの、出ないものを検証して予算措置をしていた

だきたいのと、もう一つは、今回和解条項議案で出

されているＭＩＣＥの関係ですね。たしか文化観光

から。総務として、この和解金の9000万円は総務は

妥当ということの判断で議案を提出しているんで

しょうか。損害賠償金です。総務が認めないと執行

できない。

○武田真財政課長 本会議を通じまして、ＭＩＣＥ

のその和解金につきましてはいろいろ御審議してい

ただきました。その際、文化観光部長からも答弁ご

ざいましたとおり、国との協議が調わなくてソフト

交付金の終期にできないということで、その後、落

札決定の効力とか、落札後の本事業に関する負担費

用の扱いについて協議を重ねたと聞いております。

それを踏まえた上で、結果、県と落札者双方に責め

に帰すべき事由がないということと、発生した経費

の負担については、釣合いの取れた状況に是正する

ということが信義則、公平の観点から適切であると

いうふうに確認をしたということで、総務部におい

ても予算を措置したというところでございます。

○中川京貴委員 これは、過去にこういった事例は

ありますか。

○武田真財政課長 私が財政課に関わっている範囲

では、ちょっと記憶にないです。

○中川京貴委員 先ほども質疑しましたとおりです

ね、総務部長、やはり限られた財源ですから、わざ

わざ9100万円を損害賠償に充てるのではなくてです

ね、これを継続しながら、損害金を払わない仕組み

が取れなかったもんですか。

○金城弘昌総務部長 先ほど、財政課長からもござ
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いました。この間、やはり停止条件つきのＭＩＣＥ

の建設だったということと、これまでもＭＩＣＥに

ついては一括交付金が活用できていたというふうな

こともあったということですね。この間文化観光ス

ポーツ部、また、三役も含めてしっかり御説明に行っ

たりとか意見交換をしているんですけど、結果とし

て交付決定を受けられなかったため、この状況が今

回出たということでございます。

当然ながら、今新たなまたＭＩＣＥの建設につい

ては別途、令和２年度予算で計上させていただいて

いるところでございますけど、今委員御指摘の部分

もですね、しっかり文化観光スポーツ部でも考えて

いると思います。そこをしっかりさせていただきな

がら、総務部としても適正な予算措置はやっていき

たいというように思います。

以上です。

○中川京貴委員 総務部長に税収について少しお伺

いしたいんですが、御承知のとおり、もう本年度東

京オリンピックも終わって、全国的に公共工事、大

型工事とかが恐らく厳しくなるだろうなと思ってい

ます。沖縄県においても、石垣空港の開港、そして

伊良部架橋、各離島振興における大型事業、また、

那覇空港の滑走路も今年の３月いっぱいでは完成し

ます。

しかしながら、この四、五年間ですね、沖縄にお

ける大型工事事業のめどがついていないと思ってい

ます。そういった意味では、総務部長として税収で

すね―今回新型コロナウイルスの発生で観光客が止

まった時点で相当影響していると思いますが、総務

部長としてこの件について。

○金城弘昌総務部長 まず、予算提案時期は令和２年

の１月頃でしたので、まだ新型コロナのその影響と

いうものは考慮ができないところで予算編成はさせ

ていただいたところでございます。ですから、今回

の新型コロナでいわゆる観光減であったりとか、様

々なところで影響が出てきているところでございま

すけど、まだ法人の業績の落ち込みとかそういった

ところが、現時点でどの程度になるかというのが

ちょっとなかなか把握ができないところなのかなと

思っています。

実は、先日、日銀の那覇支店が―３月の６日でし

たかね、県内金融経済概況というのを出しています

けれど、やはりまだ日銀のほうとして把握している

状況が、県内の景気は基調としては全体として拡大

しているということを言いつつ、ただ一方で、足下

では新型コロナの影響が徐々にというんですかね、

広範化してきているよというふうなところがありま

すので、そこをやっぱりしっかり経済状況を見定め

ていかないといけないのかなというふうなところで

はございます。

なかなかその県税の影響というと、大分後になっ

てからじゃないとはっきり分からないところござい

ますので、そこはしっかり状況把握に努めていきた

いというふうに思います。

○中川京貴委員 総務部長、少し認識の違いがあり

ますので指摘しますが、もう出ているんですよ。皆

さんも国道58号、県道沿い歩いて分かるようにです

ね、もう間違いなく観光に影響は出ております。そ

ういった意味では、我々次の６月の議会まで待てな

いと思っていますよ。ですから、早めに知事を初め

その対策をつくって、３月の時点でできること、４月

になってできることの受皿をつくっていただきたい。

それともう一つは、豚熱の関係で、我々自民党会

派は農林水産省、また、基地問題では防衛へ行って

きましたけど、国はこの殺処分については100％国庫

で見ると。しかし、３キロから離れた地域について

はですね、国は２分の１しか見ないんですよ。残り

２分の１は県の負担だということで説明を受けてお

りますが、県としてはこの２分の１をどうやって負

担するつもりですか。

○武田真財政課長 豚熱という感染症関連の予算と

いうのは、農林水産部で予算計上されておりますが、

昨年の１億円に対して３億円―２億円増という形で

予算計上させていただいておりますので、その中で

適正に対応するというふうに考えております。

○中川京貴委員 今この質問をしたのはですね、例

えば、豚の関係でも出荷が遅れた差額、それとまた

この豚舎で死んだ豚も含めて補償対象になるような

説明を受けております。ということはですね、今回

の新型コロナウイルスの関係でも、これは農林・畜

産だけじゃなくて、商工業全てに影響していると思っ

ています。それらの対策をですね、緊急に県が示さ

ないと、窓口が見つからないということでの要望と

かが我々会派のほうに来ております。ぜひですね、

全庁的な対策を―待ったなしの対策をしてほしいん

ですが、６月までは待てないと思っていますが、総

務部長いかがでしょうか。

○金城弘昌総務部長 先ほど、知事公室長からも言

われましたけど、今日の午後ですね、そのいわゆる

新型コロナウイルス感染症のための対策を発表する

ことにしております。また、せんだっての予算委員

会のほうでも、その新型コロナについては時期をしっ
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かり見定めてですね、出てきたら、補正予算も含め

てしっかり対応させていただきたいと思っています

ので、ちょっと今、国がまた明日には新たな施策を

打つというふうなことも聞いていますので、そこも

しっかり見定めながら必要なことを講じていきたい

と思っています。

○中川京貴委員 やはりですね、これはもうお願い

したいのは、臨時会を開いてもいいからですね、こ

の予備費だけの対応では間に合わないと思っていま

す。臨時会を開いてでも予算措置をしてですね、県

民が安心できるような仕組みをつくっていただきた

い、これを要望をしておきます。

次、11ページ、知事公室の部分のですね８番、消

防防災ヘリ導入推進事業について伺います。今の状

況の説明お願いします。

○石川欣吾防災危機管理課長 今の状況でございま

すけれども、平成元年度におきましては、平成30年

度末に行った意思確認において全市町村の賛同を得

られなかったということがございまして、市町村と

の意見交換だとかそれに対する意見照会、それから

個別調整、こういったところを行ってきたところで

す。改めて確認を行ったところ、賛同する団体は２団

体増えたんですけれども、まだ全市町村の賛同には

至っていない状況でございます。

○中川京貴委員 ただ、その消防防災ヘリについて

も、今、案としてはどういう型のヘリを購入しよう

と考えていますか。

○石川欣吾防災危機管理課長 平成29年度に作成し

ました検討報告書がございますけれども、そこの中

では全国の消防防災ヘリを調査いたしまして、いわ

ゆる中型機というのが今後の方向性として示された

ところではございます。御質問のそのヘリの仕様等、

こういったところについては令和元年度、今年度市

町村の合意形成を図って、その後の推進協議会等を

立ち上げてですね、専門家も含めて仕様等を検討し

ていく予定でしたけれども、現時点においてまだ協

議会設置に向けた合意形成に至っておりませんので、

そこまでの検討に至っていないというのが今の状況

です。

○中川京貴委員 知事公室長、これは要望を申し上

げますけどね、前に我々が説明聞いたときは、中型

化だったんです。ヘリのですね。我々は大型化を要

望しております。理由はですね、いざ緊急事態の場

合に１人、２人しか救助できないということがない

ように、５名も10名もですね、そのヘリに乗せられ

るような緊急措置が取れるような仕組みを取らない

と。前回の説明では小さいヘリだったと思っていま

すよ。それを聞いたらですね、石垣を往復できない

と。石垣まで行ったら宮古かどこかで給油しなけれ

ば本島に帰ってこれないとか、こんな説明だったん

ですよ。じゃあ石垣、宮古で緊急事態が発生した場

合はどこで燃料を入れるんですか。それを踏まえて

ですね、やっぱり大型化にすべきだと思いますが、

知事公室長の見解を聞かせてください。

○池田竹州知事公室長 中型ヘリ―大きさ的には海

上保安庁さんが使っているヘリとほぼ同じものが想

定されております。定員でいきますと10人以上乗れ

るタイプで、ドクターヘリと比べるとかなり大きな

ものです。いわゆる大型ヘリというのは、都道府県

では東京消防庁だけが持っていまして、いわゆる市

街地の通常の活動―実は消防防災ヘリで一番出動件

数が多いのは、ドクターヘリの補完というのが多く

なっています。大型ヘリだと多分そういった形での

対応が極めて難しいということで―東京消防庁は複

数保有している極めて特殊なところでございますけ

ども、それ以外の都道府県では２機保有しているよ

うなところでも、中型のヘリを相互に運用している

ような状況がございます。中型のヘリが標準仕様で

700キロ以上の航続距離ということで、無給油で行く

のは厳しいのというがカタログ上はありますけども、

いわゆる燃料タンクを増槽すれば、1000キロ以上の

航続距離も確保できるというふうにメーカーさんか

らは聞いておりまして、無給油で往復できるような

形での対応もですね、今後大型のヘリも当然含めま

して、合意形成後の専門家を交えた導入の検討協議

の場で、そこはきちんと検討していきたいと思って

います。

○中川京貴委員 この質問をしたのはですね、やっ

ぱりドクターヘリ、海上保安庁のヘリ以上に大型が

必要ですよという質問なんです。今おっしゃったよ

うに、今の現状では、どっかで給油しなければ、燃

料タンクを改造しなければ本島からは往復できない

という答弁ですから、ぜひ大型化にしていただきた

い。

○池田竹州知事公室長 それぞれの活動目的、いわ

ゆるつり下げ救助とかも実際大きな活動目的になっ

ております。そうした場合に、大型では難しいとい

うような話も全国の消防ヘリの協議会などからも聞

いておりますので、その辺も踏まえてですね、実際

の活動として最も沖縄県の活動にふさわしいような

形で、大型のヘリの導入も含めまして検討していき

たいと思っております。
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○中川京貴委員 これは要望にしておきます。

次にですね、41ページ、公安委員会の中で警察業

務に当たってですね、これまでの検視担当者数、ま

たは死体取扱い数について伺います。

○島袋令刑事部長 まずは、県警の検視体制ですけ

れども、復帰前の昭和45年、捜査一課内に検視係２名

から始まりまして、平成に入りまして平成６年に

３名、平成14年４名、21年に７名、23年に10名、27年

に捜査一課内に検視官室と―係から室という形で格

上げをしまして11名体制、その後平成30年に10名体

制になりまして、現時点で10名体制で移行している

ところであります。変死体の取扱いの数ですけれど

も、年によって当然変化はあるんですが、例年大体

1700体から1800体の御遺体を取り扱っている状況に

あります。

○中川京貴委員 本部長、ぜひ聞いていただきたい

ものがありましてですね、これ今説明があったとお

り、私はこの県議会に当選して以来12年、この問題

に取り組んでまいりました。やっとですよ、糸満警

察署の死体安置所のそばに家族が入れる、クーラー

つきの部屋ができたのが初めてです。この間新聞に

出ていたとおりですが、12年間ですね―家族が病院

以外で亡くなったら、やっぱり検視体制に入るんで

すよね。それは全部警察署の外なんです。冬も夏も

この家族は外で待機する―署の判断で中で待つ場合

もありますけども。ぜひその家族が入れる部屋を造っ

ていただきたいと言って、実現したのが糸満署なん

です。これからの警察署全てにおいてですね、そう

いった配慮があるべきだと思いますが、いかがでしょ

うか。

○宮沢忠孝警察本部長 委員御指摘のとおり、御遺

体の尊厳をしっかりと守るということは重要な課題

だと思っております。今後の警察署の整備について

は―先ほども宜野湾警察署について御質問ございま

したけれども、今後しっかりと、御指摘の点も踏ま

えながら検討してまいりたいというふうに考えてお

ります。

以上です。

○中川京貴委員 今ある警察署の中にですね、そう

いった建物を造ってできないかと何度もこれまで質

問しましたが、やはり新築においてしか対応はでき

ないという説明でありましたので、今後ですね、ぜ

ひ総務とも、県とも調整しながらしっかりやってい

ただきたいと、要望を申し上げます。

そしてもう一つはですね、この離島においての検

視体制というか、たしか離島には検視官がいないと

思っていますが、離島の検視体制についてお伺いい

たします。

○島袋令刑事部長 離島における検視体制ですけれ

ども、人事異動という中で、本部において検視の係

を経験した警部を所轄署の刑事課長に異動させると

いうような形での人事上の配置をしております。あ

わせて、検視支援装置というのがありまして、いわ

ゆるリアルタイムで本部のほうにその映像を送ると。

本部のほうから指示をして、御遺体の状況を確認す

るというような形のいわゆるハード面での―支援人

事と機材の両方で支援をしているという状況であり

ます。

○中川京貴委員 確認したいんですが、例えば警察

官を退職されたＯＢですね、その検視体制の関係者

を再雇用することは可能でしょうか。

○島袋令刑事部長 再雇用の関係に関しましては予

算等々と様々な問題があるので、私のほうから現時

点ですぐどうこうというお答えは差し控えますけれ

ども、考えとしてですね、やはりそういう専門的な

知識というもの―誤認検視を出さない、犯罪死を見

逃がさないという観点からですね、そういうエキス

パートをそういうところに置くというのも一つの考

え方かなとは思います。

以上です。

○中川京貴委員 予算的なものが出ましたので総務

部長にお伺いしますが、やはり石垣、宮古ね、ここ

にやっぱりこの検視ＯＢを再雇用して置くというの

が大切だと思いますが、部長いかがでしょうか。

○金城弘昌総務部長 今初めて聞いたものですから

即答はしかねますけど、再雇用という話ですと、

ちょっと制度的なものがまずどうなっているのかな

というのもございますので、そういったものを県警

のほうでしっかり確認されたり、今、県警の御答弁

がありましたけど、その辺のこともいろいろあると

いうふうなことがございましたので、まず内部でしっ

かり議論されて、予算措置が必要ということであれ

ば、その辺の熟度であったりとか緊急性であったり

とか、当然ながら予算のところでやるところはしっ

かりやっていきます。再雇用ということで、ちょっ

と人事面の話も出てくるもんですから、そういうの

は可能性があるのかどうかも含めてですね、当然検

証されることかなと思っています。

以上です。

○渡久地修委員長 休憩いたします。

午前11時44分休憩

午後１時17分再開
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○渡久地修委員長 再開いたします。

午前に引き続き、質疑を行います。

仲田弘毅委員。

○仲田弘毅委員 こんにちは。

部長、資料は３の１、令和２年度当初予算（案）

説明資料について。そこの１ページなんですが、国

の予算編成の背景の中にですね、こういったことが

書かれています。防災・減災・国土強靱化をさらに

強力に進める云々という項目がありますね。私は従

来、南海トラフ等を含めて沖縄県に与える影響を大

変危惧しておりますと。特に低地にあります学校関

係の高台への設置、それと今日話が出ました宜野湾

警察署等を含めて名護警察署、糸満警察署、ほとん

どこの海抜―宜野湾はそうでもないんですが、海抜

ゼロメーター地域にあるこの警察署は早めに高台に

設置をしていただきたい。この理由はやはり、いざ

災害、有事の際に陣頭指揮を執るのは県警察の施設

であり、行政施設なんですね。そういった面からも、

南海トラフ等含めて、あと30年以内に70％あるいは

80％の高い確率で本県に大きな影響を与える可能性

があると、これは琉球大学の各先生方の意見も含め

て新聞報道等で言われているとおりなんです。その

ことに含めて、国は各地方行政と考え方を一つにし

て推し進めてまいりますということなんですが、ま

ずは部長の御意見を聞かせていただきたいと思うん

ですが、いかがでしょうか。

○金城弘昌総務部長 委員御指摘のようにですね、

いわゆる国土強靱化というか、防災・減災をしっか

りやっていくと。特に、ハードの公共建築物であっ

たりとかインフラ含めてですね、県のほうでは公共

施設等の総合管理計画に基づいて、老朽建築物であっ

たりとか長寿命化といったこともやっていますので、

当然のことながら国の予算もしっかり活用させてい

ただきながらそれは取り組んでいくと。

また、御指摘の件については、それぞれ所管して

いる部局でしっかり、いわゆるそのインフラ、それ

と公共建築物について事業計画を立てて取組を進め

ていくと思いますので、そこは総務部としても、しっ

かり状況を見つめながら予算化していくということ

になろうかなと思います。

以上でございます。

○仲田弘毅委員 その中でですね、名護、糸満はほ

とんど海抜ゼロメーター地域だったわけですね。結

果的には―もちろん施設も探すと思うんですけれど、

中身はどういうふうな状況になっておりますでしょ

うか。

○宮沢忠孝警察本部長 まず、糸満警察署でござい

ますけれども、先日新しい庁舎が建設されまして、

御指摘の点については解消されているというふうに

承知をしております。

続いて、名護警察署でございますけれども、これ

は午前の質疑でも宜野湾警察署の整備について御質

問が出ましたが、その次に古い警察署となっており

まして、県警察といたしましても、現在改築計画を

策定すべく鋭意検討を進めているところでございま

して、御指摘のその問題についても―要は津波対策

という点についても十分考慮しながら、整備計画を

策定してまいりたいというふうに考えております。

以上でございます。

○仲田弘毅委員 11ページの、先ほど防災ヘリの話

が出ましたけれども、残念ながら予算が半額になっ

たということはですね、その防災ヘリ、防災に対し

て減災をし、そして防止策をしっかりやっていくと

いう中においては大変厳しいものがあるんじゃない

かなという思いで、大変危惧しております。

これは、私たちが前もって備えをしっかりやる必

要があるんだということもですね、一言付け加えて

おきたいと思います。

12ページ、私学通学費負担軽減事業でありますが、

その事業内容について御説明お願いできますか。

○座安治総務私学課長 お答えいたします。

私立学校等教育振興費といたしまして、この中身

はいろんな事業がぶら下がっておりまして、総額で

は75億2000万円があるんですが、その内訳として私

立学校等教育振興費が24億8267万5000円計上されて

います。これについては、ほとんどが私立の小中高

に対する運営費の補助となっておりまして、経常的

経費に対する支援が主なものとなっています。その

ほかに私立学校等教育振興費といたしましては、特

別な取組に対する補助とか、あと教員の共済費、あ

るいは退職金に対する支援とかを計上しております。

○仲田弘毅委員 専修学校も含まれていると思うん

ですが、これは大体、私立学校と専修学校との区分

けみたいなものはありますか。

○座安治総務私学課長 お答えいたします。

大まかな私立学校教育振興費の中は、先ほど言っ

た私立学校教育振興費、これは小中高の各学校でご

ざいますけれども、ほかに高等学校の就学支援、授

業料に関する支援、私立の専修学校の授業料の減免

事業、それから、専門学校に対する県単の補助とか

ですね、それはまた別立てになっています。大きな

くくりとしてですね、私立学校の教育振興費という
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くくりでございます。

○仲田弘毅委員 その中の私立学校通学費負担軽減

事業、これもいずれも新規事業になっているわけで

すが、これは知事の公約にもある事業ですよね。そ

の説明もお願いできますか。

○座安治総務私学課長 お答えいたします。

本事業につきましてですね、家庭の経済状況にか

かわらず社会で自立して活躍する人材を育成する大

学―これは専門学校も含めます、就学できるようそ

の経済的負担を軽減することを目的としておりまし

て、国と県で半分ずつ負担してやっている事業でご

ざいます。これにつきましては、今回県に計上しま

したのが専門学校の分でございまして、支援対象に

ついては住民税非課税世帯及びそれに準じる世帯の

学生につきまして支援をすることとなっております。

支援内容については、それぞれ上限がございますけ

れども、入学料及び授業料の支援をしていくという

ことになっています。

○仲田弘毅委員 これも新規事業ですよね、上乗せ。

私立学校の通学費の負担軽減事業も合わせて。通学

費、バスの―だから先ほどちょっと話がかみ合わな

くて、バスですね、バス。これ、知事の大きな目玉、

公約の目玉でもあったわけですよ。

○座安治総務私学課長 失礼いたしました。

私立学校通学費の負担軽減事業でございます。こ

の事業は、私立の高等学校に在籍する低所得世帯の

生徒についてバス通学費用を支援するということで、

安心して学業に取り組めるようにということで整備

を図るために実施するものであります。財源は一般

財源となっております。支援対象につきましては、

先ほど申しました住民税の所得割、非課税世帯及び

児童扶養手当受給世帯に属する生徒に対して支援す

ることとしております。

○仲田弘毅委員 これは実証実験みたいな形で、教

育委員会の教育長の話で本会議で答弁があったわけ

ですが、私学としてはどういうふうな受け止め方で、

この中身の調査みたいなものは独自でなされたんで

すか。

○座安治総務私学課長 教育委員会のほうと連携い

たしまして、いろんな方策を探っているところでご

ざいますが、現在私立学校につきましては、学校の

生徒に対してアンケートを取ってですね、公立と違

うような景況もやっぱりありますので、それを調査

するということ。あと、私立学校に関しましては、

スクールバスを運行している学校が結構ありまして、

その生徒をどうするかとか、そういうところも調整

が必要でして、今それについて調整をして、教育委

員会とも連携を取ってやっているところでございま

す。

○仲田弘毅委員 このバス通学の援助、サポートと

いうのはですね、私学は先ほど課長おっしゃったよ

うにスクールバスで送迎している学校もあるんです

が、公立に関してはですね、校区制がなくなったと

いう事例があるわけです。従来はその校区で歩いて

通学できていたものが、もう全県１校という形です

から、遠いところからも学校に通うと。そうなって

くるとですね、親御さんの負担が極端に大きくなっ

てくる。そのための事業だということで我々は捉え

たわけですが、当初の予定は、バス通学していて希

望者を全部募るという話合いなわけですが、今現在

対象者にはどういった方々が対象になっていらっ

しゃるんですか。

○座安治総務私学課長 先ほど申しましたけども、

住民税の所得割の非課税世帯及び児童扶養手当の受

給世帯ということで、その人を対象にですね、その

うち今路線バスで通学している生徒が対象となりま

す。先ほど申しましたように、私立の場合スクール

バスを運行しておりますので、スクールバスに係る

ものはもともと無料で乗れるというのもありまして、

一応路線バスを利用してバス運賃を負担してやって

いる生徒というふうなところでございます。

○仲田弘毅委員 この路線バスを利用している子供

たちには、具体的にはどういった形で補助をしてい

らっしゃるんですか。

○座安治総務私学課長 今は補助をしていないんで

すけれども、来年やる予定ということで取り組んで

いるところです。支給のほうについては、現在教育

委員会と連携して詰めているところでございまして、

学校に対して直接支給するとかですね、そういうと

ころがどういうふうにしたら一番うまくいくか、あ

るいは生徒の負担が少なくなるかを検討中でござい

まして、まだ詳細が詰められていないところでござ

います。

○仲田弘毅委員 ということは、まだこの利用方法

も決まっていないということでしょうか。

○座安治総務私学課長 具体的な手法がまだ煮詰

まっていないところでございまして、現在御存じの

ように、バスについてはＯＫＩＣＡというＩＣカー

ドが普及しておりますので、それをいろいろ活用で

きないかというところも含めて検討しているところ

でございます。

○仲田弘毅委員 なぜこの質問をやるかといいます
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と、ＯＫＩＣＡのチャージができませんと。現金の

半額補償もできませんと。定期券だけだというふう

な話合いが出てきて、しかも、この申請する者が沖

縄県母子寡婦福祉連合会ですかね、そこを通じて許

可をもらわないとその適用がなされないというふう

な保護者からの意見もあるわけですよ。そういった

ことは、担当部局には情報として入っていませんか。

○座安治総務私学課長 そこの話は、私はちょっと

聞いておりません。ただ、これに関しましてはです

ね、今具体的に先ほどどういったカードの活用で、

どういうふうな仕方ができるかというところでござ

いまして、今を含めた定期カードで大丈夫かどうか

とか、それを含めてですね、今現在、調整中でござ

います。すみませんが、今、教育委員会と連携して

やっているところでございまして、そこら辺も詳し

く申し上げる段階にないというところでございます。

○仲田弘毅委員 いずれにしても、前進したという

ことは大きな評価ですから。ただ、こういうふうに

一部限定した状態ではなくてですね、校区制がこれ

だけ拡大された、特に私学においてはこれだけの手

厚い施策もなされているということを考えた場合か

ら、沖縄県の大半の子供たちが通う公立小学、中学

校は、ぜひしっかりとした対応策をお願いしたいと

要請、要望をして質問を終わります。

以上です。

○渡久地修委員長 宮城一郎委員。

○宮城一郎委員 よろしくお願いします。

まず最初に、総務部のほうからお願いしたいんで

すけども、資料は今通知いたしました当初予算説明

書のほうですね。７ページと８ページのほうなんで

すけども、好調な県経済に支えられて県税も増加し

てというところが、この間様々な場面での答弁とか

であったというふうに思います。そこで、この県税

のほうなんですけども、県税は県民税とそれから事

業税、それぞれ個人と法人とあるようなんですけど

も、法人の県民税のほうで前年比で少し―少しとい

いますか、結構大きな額の減があったりとか、この

辺の県税全体の解説をお願いできたらと思っていま

す。全体ではなくてもいいですよ。

○小渡貞子税務課長 お答えいたします。

令和２年度の県税歳入当初予算額は1393億4514万

5000円で、前年度の当初予算額1311億6700万円と比

較しまして、81億7814万5000円、率で6.2％の増となっ

ております。増収となった主な税目としましては、

個人県民税、法人事業税、地方消費税があります。

減収となった主な税目としましては、法人の県民税

と自動車取得税となっております。

○宮城一郎委員 経済が好調であれば、個人、法人

を問わず大体税収というのは上がっていくものなの

かなと思っているんですが、法人の県民税が減って

いるというところでですね、また一方で、法人の事

業税というのは強含みになっているというところで、

何か改正点とかあったのかどうかというところです

ね。

○小渡貞子税務課長 法人の県民税につきましては、

今回の税制改正におきまして地方法人特別税につい

て改正がありまして、県民税については税率が下がっ

ております。事業税につきましては、税制改正で税

率が上がっていると。その分につきましては、ほか

の国税に税源移譲した部分とかがありまして、それ

を再度地方に再分配するという形の税制改正が行わ

れた結果になっております。

○宮城一郎委員 では、法人県民税で減っている分

に対して、法人の事業税で増えている分とかを相対

的に勘案すると、もう全体として県税は底上げして

きているということでよろしいでしょうか。

○小渡貞子税務課長 全体として底上げという部分

と、あと国税のほうから再分配という形で入ってく

るものがあるという形になります。

○宮城一郎委員 今回の当初予算なんですけども、

特に歳入策定に当たってですね、先ほど午前中も

ちょっと委員のほうからありましたけれども、今、

コロナの問題で先行きの経済状況が非常に不安視さ

れている部分があると思います。先般は、豚熱です

か。去年は政治的な状況で、韓国等々のインバウン

ドが減便とかですね、多分に何ていうんでしょう、

もろ手を挙げて将来的にも明るいぞというふうな感

じではないんじゃないかなというふうに個人的には

思っているんですけども、今回の歳入策定は、これ

らの様々な、あまりよろしくないと思われる要因と

いうのは加味された上で、歳入計画を立てられてい

るのかどうかというところを教えてください。

○小渡貞子税務課長 県税の歳入につきましては、

まず、今一番大きな個人県民税でありますとか法人

事業税につきましては、前年度の決算に応じて今年

度の予算が決まるという形になりますので、今般の

韓国の問題であるとかにつきましては次の決算に影

響が出てくるのかなということもありまして、今回

の令和２年度につきましては、あまり影響が出てこ

ないのかなというところでございます。

コロナにつきましては、先ほどもありましたけれ

ども、１月下旬頃の発生ですので、これについては
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申し訳ないんですけれども、今回の当初予算では加

味されていないということになっております。

○宮城一郎委員 ということは―言葉が適切かどう

か分からないんですけど、比較的悪い要素というの

は含まれない、やや楽観的につくっているというか、

そういう意味ではこの後進んでいくにつれて悪影響

が顕著に出てくる場合には、この歳入計画というの

は若干見通しと違ってくる可能性もあるというふう

に考えてよろしいんでしょうか。

○小渡貞子税務課長 県税の歳入予算をつくるとき

に、まず調定額ということで税収がどれくらいの規

模になるかということを見込みます。これについて

は先ほども説明しましたけれども、前年度の決算が

今年度の税収の規模になりますので、それに合わせ

ていきます。それに、調定額にこれまでの収入率と

いうんですか、どれだけ徴収できるかというものの

率を掛けて、それを予算額にしています。今回、税

収の落ち込みをちょっと見込めませんでしたので、

そのまま前年度と同率ということで調定額に掛けて

計算しておりますので、もし今後経済状況が悪くな

るのであれば、この調定の規模は変わらないんです

けども、２か月程度影響が出てくるかと思うんです

けれども、それ以外の部分には影響しませんので、

その次に影響が出てくるのが、この収入率が下がる

ことによって県税の決算が落ちてくる、そうなれば

やはり見直しをしなければいけないかなというよう

なところであります。

○宮城一郎委員 今回の新型コロナなんですけども、

様々な方面に影響が出ていると思うんですが、直撃

といっていいのが観光の部分なのかなというふうに

思っています。私自身は観光のほうの出身で、県が

リーディング産業として位置づけてくださっている

ことについては大変うれしく、誇りにも思っている

んですけれども、やはり経験の中でＳＡＲＳですと

か９・11ですとか、そういったときにはやはり―観

光は確かに伸びしろは大きいかもしれないんですけ

ど、外部環境にすごくもろいというふうなことを感

じているのも事実であります。特に、沖縄県のこの

法人の収入―税収ですね、他県と比べるとやっぱり

サービス業に依存している部分が多分にあってです

ね、その構造改革というんですか、今まで観光、そ

れからＩＴのほうにすごく―県は何か機会があれば

この２つを主軸におっしゃっていたんですけども、

例えば今回、工芸の杜ですとかそういったもの、も

のづくりにピボットというわけではないんですけど、

決して観光を少し下げなさいとかいうのではなくて、

観光もＩＴもそのまま力を入れていく中で、もっと

ほかの産業のほうにも、県として構造改革に着手し

ていくべきではないかなという考えがあるんですけ

ども、その辺お考えあればちょっと聞かせていただ

けたらと思うんですけど。

○金城弘昌総務部長 総務部のほうから言うような

中身ではないのかもしれないんですけど、21世紀ビ

ジョンという計画があって、そこの中で様々な、今

言っているような製造業の話であったりとかＩＴと

か観光なども言っています。一番やはり我々として

大きいのは、その21世紀ビジョンとアジアのダイナ

ミズムを取り込むという中でですね、どういうこと

ができるかというのを絶えず部局のほうはいろいろ

考えていましてですね、そこの中でいろんな議論を

されているのかなというところがあります。

ただ、総務部的に申し上げますと、今回のやはり

新型コロナ感染症についての影響度合いというのは、

非常にやっぱり危機感を持って対応しないといけな

いなというふうなところはございますので、そこは

今まで以上に財政状況を把握しながら、施策を打っ

ていくことになるのかなというふうなところでござ

います。

以上でございます。ちょっと何か申し訳ないんで

すけど、ここまでしか答えられない。

○宮城一郎委員 おっしゃるとおり、ちょっと細か

い話をすれば企画さんですか、商工さんと思うんで

すけど、その税収の構造改革という意味では総務さ

んのほうでもですね、意識を持って取り組んでいっ

ていただきたいなということをお願いして、これに

ついては終わりたいと思います。

では、続いて公安委員会のほうをお願いしたいと

いうふうに思っております。資料を通知いたしまし

たのは、公安委員会さんの歳出予算事項別積算内訳

書なんですけれども、今回、離島警備対策事業とい

うのが、警務管理費というところなのかなと思って

います。見たところ、前年の実績がなくて増えてい

る部分ということで新規事業ということだと思って

いるんですけど、この警務管理費以外にも離島警備

対策事業に関わる―まぶされている部分というのが

あるのかどうかというところを教えてください。

○岡本慎一郎警務部長 国境離島警備隊に係る経費

につきましては、委員御指摘の警務管理費の離島警

備対策事業に全て含まれてございます。

○宮城一郎委員 となると、見る限り16億400万円ぐ

らいかなというふうに思うんですけども、議案説明

で県議会等のほうにお見えになった際に、今回71億



－103－

円ぐらいという数字をちょっと覚えてはいるんです

が、この16億円以外のこの残額というのはどういう

ふうな形で反映されるのかというところを教えてく

ださい。

○岡本慎一郎警務部長 委員御指摘の71億円といい

ますのは、警察庁におきまして国境離島警備隊に要

する経費として計上された額でございまして、この

うち沖縄県警察に関係する分が約46億円、このうち

国庫補助金の部分が約16億円でございますので、そ

の分が沖縄県の予算に計上されていると、こういう

ことでございます。

○宮城一郎委員 では、46億円引く16の30億円とい

うのは今のタイミングではない、別のものというこ

とでしょうかね。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。

御指摘の約30億円の部分につきましては、国庫支

弁金という形になりますので、沖縄県を経由しない

形で予算措置がなされるものでございます。

○宮城一郎委員 内容はどんなものがあるんでしょ

うか、その使途ですね。支弁金。

○岡本慎一郎警務部長 国庫支弁金のほうをお尋ね

ですか。

○宮城一郎委員 そうです、支弁金30億円ですか。

これはどんなものに使われるのかと。

○岡本慎一郎警務部長 例えば、大型ヘリの格納庫

ですとか、あるいは大型ヘリの予算などが国庫支弁

金の中に含まれてございます。

○宮城一郎委員 今回の離島国境警備対策事業なん

ですけども、ここに至った検討の経緯というところ

を教えてもらっていいですか。どういう外部環境が

あったりとか、こういう考え方に基づいて今こうなっ

ているというところを教えていただけたらと。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。

警察では、かねてから国境離島における事態対処

のための体制の在り方について検討を行ってきたと

ころでございまして、過去には外国人活動家による

国境離島への不法上陸事案が発生しておりますほか、

外国公船による我が国領海接続水域への侵入が常態

化していることなどから、武装集団による離島への

不法上陸事案、あるいは占拠事案などの発生が懸念

されているところでございます。こうした状況など

を総合的に考慮いたしまして、当県にはいわゆる国

境離島が多数存在しておりますことも踏まえて、国

境離島における武装集団による不法上陸事案等に対

処する能力を強化するため、地方警察官の定員を

150人増員し、国境離島警備隊を設置したいというも

のでございまして、これによって県民の安全を確保

するとともに、沖縄県の県土の保全にも資すること

になるものと考えているという、こういうことでご

ざいます。

○宮城一郎委員 今御答弁あった上陸事案なんです

けども、実例があれば御紹介ください。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。

直近ですと、例えば平成24年の８月に香港の活動

家７名が魚釣島に上陸した事案、あるいはその前に

は、平成16年３月に中国の活動家７名が魚釣島に不

法上陸した事案がございます。

○宮城一郎委員 この７名の２件は武装が見られた

かどうか、確認をお願いします。

○花岡一央警備部長 お答えいたします。

御指摘の事案については、外国人の不法上陸事案

でございまして、特に武装をしていたというような

ものではございません。

○宮城一郎委員 上陸事案が２件、それぞれ７名、

武装のない案件、事例ではあるんですけども、今回

の配備については、議案説明ですと自動小銃など武

装を兼ねた部隊であるというふうに聞いております。

これは武装部隊というふうに考えてよろしいでしょ

うか。国境離島警備隊です。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。

今、委員御指摘のとおりで、国境離島警備隊には

自動小銃などの装備が配備される予定となってござ

います。

○宮城一郎委員 すなわち武装部隊ですね。

○岡本慎一郎警務部長 自動小銃が配備されるとい

う意味においては、その御指摘のとおりかと思いま

す。

○宮城一郎委員 では、今回150名という答えが数値

的にあるんですけれども、この上陸事案等々から、

何名ぐらいのこの武装上陸が予見されるということ

で150名という答えに至ったのか、その辺の算出式と

いうのを教えてもらえますか。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。

基本的には、あらゆる事態に迅速かつ適切に対処

できるようにということで構想されておりまして、

そういった観点から警察庁において沖縄県警察と調

整の上必要人数を算出したものでございます。今委

員御指摘のあったような積算の考え方についてお答

えさせていただきますと―詳細につきましては、部

隊の体制、対処能力が明らかになりますと支障が生

じますのでお答えは控えさせていただきますけれど

も、可能な範囲内でお答えいたします。例えば現場
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で部隊活動を実施する際の所要の人数ですとか、あ

るいは任務に当たる場合にローテーションを組む必

要がありますのでそういったもの、さらには国境離

島警備隊員につきましては、能力を向上させるため

に専門的な訓練を行う必要もありますので、こういっ

た業務に従事する必要性、こういったものも踏まえ

まして、さらに装備品などの管理などといったいわ

ゆるデスク部門に必要となる人員も必要となります。

こういったものを総合的に考慮して、150人という人

数が算出されたものでございます。

○宮城一郎委員 では、御答弁によると150名は何ら

か、どのぐらいの規模の上陸を予見してというもの

でつくられたものではないということでよろしいで

しょうか。

○岡本慎一郎警務部長 基本的には、あらゆる事態

に適切に対処できるようにということで人員を算出

してございます。

○宮城一郎委員 離島国境警備隊については以上で

す。ありがとうございました。

続いて、組織犯罪対策についてなんですけども、

先日報道で宮古と石垣ですかね、この組織犯罪対策

に対する課の増強といいますか、予算措置があった

というふうに聞いているんですけれども、ただこの

積算書で見る限り、組織犯罪対策課へどのぐらいこ

の力を注いでいるのかというのが少し見ることがで

きないものですから、この辺を少し解説いただけた

らなというふうに思っています。

○島袋令刑事部長 その前にまず、沖縄県における

暴力団等の組織犯罪の情勢ですけれども、平成元年

前後にして、全国的に広域暴力団山口組というのが

跡目相続の関係で各地で抗争を起こして、多数の死

傷者を出したという状況がございました。そういう

中で、平成２年に３代目旭琉会が２つに分裂して、

抗争してということで、第６次抗争というものが発

生していますけども、その際にバイト中の高校生、

それから警察官２人を含む７名の死者を出したとい

うようなものがございます。そういう当時の背景を

受けて暴対法というのができて、暴力団というもの

を法律的に規制するという状況ができたということ

です。そういうことで官民挙げた暴排運動とか取締

りとかですね、そういう取組をしたという流れがご

ざいます。

当時約1200名程度いた沖縄県における暴力団とい

うものも、現在においては約350名程度まで減少はし

ているという状況の中でですね、いわゆる指定暴力

団というような形の確たる組織性はないんですけれ

ども、いわゆる暴走族とかあるいは中学の先輩・後

輩というようなグループ、昔でいうと愚連隊みたい

なものがですね、最近いわゆる既存の暴力団の威力

を背景に、様々な合法、非合法な活動をしていると

いうのが実態としてあるような状況がございます。

そのような状況が特に宮古、八重山、先島において

県内のそういう愚連隊に含めて、本土から流れてき

た者がそういう反社会的な活動をしていて、様々な

県民生活、島民生活に影響を及ぼしている実態があ

るという流れの中でですね、刑事課というだけでは、

あるいは署取班だけではということの中でそれぞれ

宮古、八重山に組織犯罪対策課というものを新たに

設置してですね、それに特化した取組をしていこう

ということで今回の組織改編が行われたわけです。

これは総体として、犯罪総量が毎年減少している中

で、警察内の組織をいわゆる組織犯罪対策にシフト

したというところで人的な増員を図ったというとこ

ろでございます。そういうことで、それに伴っての

予算というのが―特段何か必要かということではな

くて、ただ今後、そういう取締りを行っていく上で

様々な情勢変化の中で必要性があれば、改めてとい

うかそういう予算措置を講じるということも必要だ

というふうに認識しております。

○宮城一郎委員 今、御説明の中にあった愚連隊と

かいう部分なんですけど、通称しか知らないんで、

いわゆる半グレと呼ばれている人たちのことかなと

いうふうには思っているんですが、非常に県内にで

すね、じっくりと、特に離島のほうに浸透というか、

侵食している感を我々もちょっと情報として受けて

いますので、この組織犯罪対策については、この部

分もケアしていくということでよろしいんでしょう

か。

○島袋令刑事部長 既存のですね、いわゆる指定暴

力団旭琉会というものだけではなく、それの威力を

背景にですね、様々な活動を行っている、いわゆる

通称的に言われている半グレというものですけれど

も、警察的には準暴力団という定義をしております

けれども、それらに対する組織犯罪に対する対策を

強化していくということでございます。

○宮城一郎委員 知事公室のほうお願いいたします。

今お送りしたのは知事公室の主たる事業のところ

で、私もワシントン駐在員活動事業について御質問

させていただきます。大きく金額が動いてはいない

と思うんですが、このワシントン事務所における活

動の内容で、新年度、何か変更点といいますか、ど

ういう部分はちょっと枝葉として取り払って、どう
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いう部分に力を注いでいこうとか、そういったとこ

ろがあればお聞かせ願えませんでしょうか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 ワシントン駐在につ

きましては、令和２年度は旅費が302万6000円、委託

料が7070万6000円、合計7373万2000円を計上してお

ります。基本的には午前中御説明しましたように、

ワシントンでの情報の収集、あるいは沖縄県の状況

を伝えるという活動を中心としておりますけれども、

今回ちょっと細かいんですけれども、158万4000円の

増額をしております。その理由につきましては、今

年度まで基地対策調査費で計上しておりました有識

者連携等推進事業につきまして、事業内容の整理を

行った上で、駐在と有識者との意見交換に係る経費

をワシントン駐在員の活動費に計上したというもの

でございます。令和２年度はこれまでの取組に加え、

ワシントンＤＣ以外での活動にも重点を置き、国連

との連携、有識者と連携した会議の開催、あるいは

辺野古新基地建設に係る軟弱地盤の問題や工期、費

用に関する情報提供を行うとともに、連邦議員等の

沖縄への招聘に向けた働きかけ、知事面談―10名の

連邦議員の方々と面談を行ったんですけれども、そ

の方々に対する継続したフォローアップに取り組ん

でまいりたいというふうに考えております。

以上になります。

○宮城一郎委員 今最後のほうにおっしゃられてい

たフォローアップですね、これを私ども11月に与党

県議団でも訪米させていただいて、現地のシンクタ

ンクの方からですね、沖縄県のこのワシントン事務

所はこの部分が一番ちょっと足りないんではないか

というところの、ちょっと耳に痛い言葉をいただき

ました。これは県が行く際、それから我々議員が行

く際においても、一度行った議員さん、それから補

佐官のですね、継続的な情報の取り合い、そういっ

たものが弱いということで、これは現地のワシント

ン事務所職員の方にもお伝えしていたところです。

そういったところが反映されての、フォローアップ

の強化というところで解釈してよろしいでしょうか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 我々としてもですね、

これまでかなりの人数の補佐官等とも面談もしてい

ることもありますし、それを継続してやるというの

は重要であるというふうには認識しております。例

えば、直接面談できなくてもメールを定期的に行う

とか、当然補佐官のほうにアポ取りをして現状を説

明するとかというところでですね、今後ももっと対

策の強化をしていきたいというふうに考えておりま

す。

○宮城一郎委員 こうやって現地にお邪魔して、直

接伝えた声が反映されてですね、事務所がギアチェ

ンジされたことは高く評価したいと思いますので、

新年度もぜひまた力を合わせて頑張っていきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。

以上です。

○渡久地修委員長 当山勝利委員。

○当山勝利委員 先ほど宮城委員からもあったので、

こちらから先にさせていただきます。

公安さんの警務管理費の中の離島警備対策事業と

いうことで16億円、この中を見させていただきまし

たけども、全て国庫のほうで充てられるというふう

には聞いてはおるんですけれども、例えばその中に

あって、教育訓練等に係る経費とかですね、結構増

額になっているので、そこら辺のものがこの国境警

備対策事業に充てられているんだろうな―給与も含

めてですね。今年度は国庫なんですけれども、これ

次年度も全て100％国庫で充てられるんでしょうか。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。

国境離島警備隊に要する経費につきましては、来

年度につきましても10分の10の国庫補助の対象とな

ります。

○当山勝利委員 ごめんなさい、言い方が悪かった

んですけど、2021年度、2022年度、継続的にこの金

額がずっと国庫で賄われるのか。例えば、訓練とか

備品とかって、今入っているじゃないですか。そう

いうものが全部そうですか。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。

そういった経費につきましても、来年度以降につ

きましても、同じように10分の10国庫補助の対象に

なります。

○当山勝利委員 分かりました。

先ほど国庫支弁金というのがあるということで、

沖縄県のほうには30億円、全体では国が70億5600万

円ということは聞いておりますが、大型ヘリが１台、

あと格納庫も支弁されるということなんですが、こ

の大型ヘリの格納庫というのはどちらのほうに造ら

れる予定でしょうか。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。

大型ヘリの格納庫は、那覇空港内に設置する予定

でございます。

○当山勝利委員 分かりました。那覇空港内に造ら

れるということなんですが、それでですね、ちょっ

と見当たらなかったのでお伺いしたいんですが、こ

の大型ヘリ、まず大型ヘリとか今国の予算で審議さ

れているので、これを通らないとできないとは思う
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んですが、予定としてですね、この大型ヘリであっ

たりヘリ格納庫であったり装備資機材ですか、多分

先ほど出た自動小銃も含めてですね、支弁されるの

はいつ頃の時期を見込まれていますでしょうか。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。

現時点では大型ヘリにつきましては令和２年度中、

格納庫につきましても同じく令和２年度中、少なく

ともヘリが配備される前には建設する予定で作業を

進めてございます。

○当山勝利委員 そうすると、令和２年度中という

ことになるとですね、例えばヘリの維持費とか整備

費とかは、ここに計上されていないような気がする

んですけども、そこら辺も国が手当てするんでしょ

うか。それとも、県の予算として手当てするんでしょ

うか。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。

ヘリの維持費につきましては、国庫補助の形で。

ですから、県のほうで措置した上で10分の10の国庫

補助の対象になるという、こういう予算の措置の仕

方になります。

○当山勝利委員 そうすると、令和２年度の予算に

はもう既に組み込まれているということでよろしい

ですか。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。

そのとおりです。維持費についても、令和２年度

予算内に組み込まれてございます。

○当山勝利委員 分かりました。

じゃあ次、移ります。総務部さんのほうにお伺い

します。

まず、本会議でもお伺いしましたが、会計年度任

用職員制度、総額として62億8124万円余になります

ということだったんですが、具体的にこの増分です

ね、この制度によってどれだけ増えてくるのかとい

うのを伺います。

○茂太強人事課長 お答えします。

まず、知事部局におけるこの会計年度任用職員の

見込数でございますけれども、まず、任期が短期間

の方を含めて延べで2055人となっております。その

中でもいろいろな職種がございますけれども、人数

が最も多い事務補助に従事する会計年度任用職員の

場合でございますけれども、１人当たりですね、月

額で4500円ぐらいの増が見込まれています。また、

会計年度任用職員については、新たに期末手当を支

給することになりますので、約23万8000円の増と、

年額で29万円の増となる見込みで、総額として先ほ

ど委員がおっしゃった金額になるという形になりま

す。

以上です。

○当山勝利委員 分かりました。

ちなみにその62億円なんですけれども、今はトー

タルで62億円ということなんですが、今年度と比べ

て次年度はどれだけ増分になりますか。負担になっ

ていますか。

○茂太強人事課長 合計で申しますと、７億8800万

円の増になります。

○当山勝利委員 ７億円増えるということで、これ

はもうほぼ期末手当分と考えてよろしいんでしょう

か。

○茂太強人事課長 級はもともと経年とか考えて決

定しますので、その増額分と期末手当の分という形

になります。

○当山勝利委員 分かりました。

次、移ります。まず、一括交付金、ソフト交付金

の件についてちょっとお伺いします。

まず、ソフト交付金なんですが、平成30年度、31年

度、令和２年度の予算額の推移についてお答えくだ

さい。

○武田真財政課長 ソフト交付金の予算額の推移に

なりますが、平成30年度が608億円、令和元年度が

561億円、令和２年度が522億円となっております。

○当山勝利委員 ３年で80億円ぐらいですかね、減っ

ているわけなんですけれども、次年度も本年度と比

べて減らされてですね、相当苦労されたと思うんで

すが、このソフト交付金の減になった影響、るる影

響があったと思います。

それと、それに対する総務としての編成方針も御

苦労されたと思うんですが、そこら辺、御答弁いた

だけますか。

○武田真財政課長 御指摘のとおり、予算が減らさ

れるわけですから、編成に当たっては様々なことに

留意しながら予算編成させていただきました。

まず、予算計上に当たってですね、県分から市町

村分への配分に当たっては、市町村のほうの影響を

考慮しまして、いわゆる５対３の後の再配分額とい

うものを昨年よりも５億円増して、34億円市町村に

寄せるような形でまず予算を編成させていただきま

した。

それから、県事業に配分するに当たっては、やっ

ぱり継続事業であるとか―一番分かりやすいのは離

島の交通コストみたいな義務的要素の色彩が強いよ

うな事業については重点的に配分をし、その上で様

々な事業の執行状況であるとか、あと費用対効果の
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高い取組であるとか、そういったものを踏まえまし

て、なるべく県民生活に影響が出ない、さらには事

業効果が発現しやすいようなものに着目をして予算

措置をしたというようなところです。

○当山勝利委員 大変な御苦労もあったと思います

けれども、お疲れさまです。

それとですね、国のほうがやっています沖縄振興

特定事業というのが、次年度55億円というふうになっ

ているわけですよね。説明を見ると、この一括交付

金のソフト交付金を補完することを目的とするとい

う名目で、国が直接市町村に配分する予算だと理解

しているわけなんですけども、これに関して、総務

としてこのソフト交付金を補完するという名目で出

されているわけですよね。私からすると、このソフ

ト交付金って、国から県、県から市町村に行ってい

るものの補完というのがちょっと理解しにくいもん

ですから、どういうことでそういうふうに国はされ

ているのか、じゃあ一括交付金が使いにくいのかと

いうようなことにもなっちゃうんですよね。そこら

辺、どのように捉えていらっしゃるんでしょうか。

○武田真財政課長 推進費のほうがソフト交付金を

補完するという形になってはおりますが、事実上、

国から市町村に直接補助という形になっております。

県としては、これまでもソフト交付金のほうが県と

市町村の事業がお互いに連携しやすいということで、

ソフト交付金の増額を望んできたわけなんですが、

結果として推進費が伸び、ソフト交付金が減らされ

ているという中においても、沖縄の振興という観点

においてはお金が流れるところは一緒ですので、県

と市町村、また国の動きも含めましてですね、お互

いに連携を取りながらやっていきたいというふうに

考えています。

○当山勝利委員 これ、また企画さんとも関係する

らしいので、それはまた企画さんのところでやりま

す。

すみません、行政管理費について伺います。積算

内訳書だと21ページなんですけど、ちょっと今飛ば

せなくてすみません。まず、行政管理費の事業の内

容についてお伺いします。

○森田崇史行政管理課長 行政管理費の概要につい

てお答えいたします。行政管理費については、まず、

細かい内訳としましては、非常勤の報酬、旅費それ

から需用費、役務費、使用料、賃借料、備品購入費、

負担金というふうなことになっております。主な経

費については、会計年度任用職員のもの、それから

議事録支援システムの使用料、それから課の運営費

に係る経費についてでございます。

○当山勝利委員 先ほど言われた議事録支援システ

ムとおっしゃっていたものなんですけども、今出て

います使用料、賃借料の中にあるんですが、これは

ライセンスという―この説明お願いしていいですか。

○森田崇史行政管理課長 議事録作成支援システム

につきましては、今年度１月から全庁的に導入して

いるもので、自動で会議等の録音を文字化するシス

テムということになります。

ライセンス料につきましては月額８万5000円掛け

る消費税掛ける12か月というふうな計算でございま

す。

○当山勝利委員 じゃあ本会議のときの質疑の中で、

ＡＩで議事録を作成すると言っていた内容のものは

これということでしょうか。

○森田崇史行政管理課長 そのとおりでございます。

○当山勝利委員 分かりました。

ちなみに、全庁的にということで、機械化するこ

とで例えば今まで出していた予算がありますよね、

外注とかで何とかで。それに比べて、これがこれだ

け安くなったとか、そういうものはありますか。

○森田崇史行政管理課長 本システムにつきまして

は今年１月から、先ほども申し上げましたとおり約

２か月実施されておりますけれども、これまででそ

ういった会議の関係で630時間ほど、そのシステムが

使われているということになります。その効果とい

うものを具体的に数字化するということはまだ現時

点でなかなかできないんですけれども、ただ、実際

に利用した職員からは、実際に議事録を起こすとい

う作業時間が半分以下になったというふうなことを

聞いているところでございます。

○当山勝利委員 ぜひですね、ここら辺は統計を取っ

ていただいて、どれだけ効果があったかということ

はやっていただきたいと思います。

次、移ります。琉球政府文書デジタル・アーカイ

ブズ事業があると思います。これも毎年聞いている

んですけども、まず進捗状況と、それから次年度の

取組について伺います。

○座安治総務私学課長 お答えいたします。

琉球政府文書デジタル・アーカイブズ推進事業に

つきましては、一括交付金を活用した事業でありま

して、琉球政府文書のデジタル・アーカイブズ推進

事業と、在米沖縄関係資料収集公開事業の２つの事

業からなっております。

１つ目の琉球政府文書デジタル・アーカイブズ推

進事業につきましては、当初から保管する16万簿冊
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の琉球政府文書のうち、主要な13万簿冊についてデ

ジタル化を行いましてインターネットで公開してい

くというものでございます。令和２年度の実績でご

ざいますけども、１万1000簿冊のデジタル化を行い

まして、１万5000簿冊を新たにインターネットで公

開するということにしております。

それから、在米沖縄関係資料収集公開事業につき

ましては、米国の国立公文書館に貯蔵されている沖

縄関係の写真と動画、４万4700点を収集してインター

ネットで公開するものでございます。

令和２年度は、写真と動画8495点を収集いたしま

して、3800点の資料について今翻訳いたしまして、

目録等の作成を行っているところでございます。

○当山勝利委員 琉球政府文書デジタル・アーカイ

ブのほうなんですけども、全体これだけやるという

見込みがあって、今令和元年度まででどれだけ完成

しているというふうになるんでしょうか。パーセン

トでいいですよ。

○座安治総務私学課長 お答えいたします。

平成33年度までに事業を行っていくわけですけれ

ども、全体経過といたしましてですね、13万簿冊デ

ジタル化する予定でございます。令和２年度１月末

現在でですね、デジタル化簿数は約10万5000簿冊、

80.9％となっております。そのうち、インターネッ

トで公開しているのが３万2400簿冊余り、約25％と

なっております。

○当山勝利委員 そのデジタル化に関してはそれな

りに、あと令和３年までには届くのかなという感じ

はするんですけども、この公開という面で見ると

ちょっと追いつかないのかなと思ったりもするんで

すが、そこら辺はどういう―要するに令和３年まで

を目標としてどういうふうに捉えていらっしゃいま

すでしょうか。

○座安治総務私学課長 この事業につきましては、

令和３年度までで終了する予定となっております。

現在ですね、先ほど申した実績まで上がっていると

ころでございますが、一括交付金を活用できるとい

うことで令和３年までに全数を完成させたいと思っ

ています。今現在ですね、琉球政府デジタル・アー

カイブズ文書は順調に進捗はしておりまして、現在

達成はできる見込みとなっております。

○当山勝利委員 分かりました。ぜひ頑張ってくだ

さい。よろしくお願いします。

知事公室のほうに行きますね。基地対策調査費で

したか、調査対策費でしたか、ちょっと僕忘れまし

たけれども、その中の積算内訳書の18ページなんで

すけども、旅費について有識者の面談と書かれてい

るものがあります。まずこの事業の説明をお願いし

ます。

○溜政仁参事兼基地対策課長 御説明いたします。

基地対策調査費の普通旅費につきましては、有識

者との面談や全国知事会への出席、次年度実施を予

定している地位協定国際シンポジウムの実施に係る

旅費等として、436万3000円を計上しております。そ

のうち有識者との面談に係る旅費につきましては、

地位協定に関する調査に関連して、大学教授等の有

識者から意見聴取を行うため60万7000円を計上して

いるというものでございます。

以上になります。

○当山勝利委員 国際会議とかおっしゃっていまし

たけども、そこら辺の事業内容とかはもう決まって

いますか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 同じく基地対策調査

費の中の日米地位協定の改定実現に向けた取組とい

たしまして、これまで各国の地位協定の調査を行っ

ていたんですけれども、それを踏まえてですね、海

外からの有識者を招いた地位協定の国際シンポジウ

ムが開催できないかと考えております。予算的には、

2187万5000円を計上しているところでございます。

以上になります。

○当山勝利委員 ぜひ頑張っていただきたいと思い

ます。

それと、委託料の中に他国地位協定の改定の実現

についてというのがありますけども、こちらのほう

の御説明もお願いします。

○溜政仁参事兼基地対策課長 日米地位協定改定実

現に向けた取組といたしまして、先ほど御説明しま

した国際シンポジウムに加えまして、地位協定のポー

タルサイトの充実だとかですね、調査として他国地

位協定調査を引き続き行う、あるいは合意議事録等

の合意関係の調査等を行ってまいりたいと考えてお

ります。

以上になります。

○当山勝利委員 ぜひそこら辺は頑張っていただき

たいと思いますが、新聞にもありました韓国の調査

がコロナウイルスのせいで次年度になって、その分

調査のまとめが遅れると思うんですけども、そうい

う今の事業の計画の中にあって、その影響というの

はどうなりますでしょうか。

例えば、国際会議とかも含めてですね。

○溜政仁参事兼基地対策課長 韓国の調査につきま

しては３月を予定していたところなんですけれども、
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昨今の新型コロナウイルスの関係でちょっと延期を

したところです。ただ、この関係が落ち着きました

ら、先方とのアポ等も結構取れていたもんですから、

できるだけ速やかに調査は実施したいと考えており

ます。次年度の全体的な計画にも影響がないように

やりたいと考えております。

○当山勝利委員 ぜひ頑張ってください。

じゃあもう一つ、首里城復興推進事業について伺

います。

こちらのほうですね、まず、知事公室としてのこ

の事業について、どういうことをされるのか伺いま

す。

○前原正人秘書防災統括監 お答えいたします。

首里城復興に向けては、県では現在有識者懇談会

を設置しておりまして、首里城復興基本方針の策定

に向けて文化財等の復元、収集、伝統技術の活用及

び継承するための取組、首里城周辺地域の段階的な

整備などについて議論をしていただいているところ

でございます。

来年度は、基本方針を実現するための具体的施策

や工程表などを盛り込んだ基本計画を策定するとと

もに、首里城復興に向けて県民の皆様に参加してい

ただくためのシンポジウムや、ワークショップなど

を開催する予定となっております。

○当山勝利委員 ということは、この復興推進事業

の全体的な計画とか、そういう取組という―音頭を

取るのは、こちらのほうでやっていかれるというこ

となんでしょうか。

○前原正人秘書防災統括監 基本方針、基本計画を

知事公室のほうで策定していくということになりま

す。

○当山勝利委員 そうすると、国との話合いも皆さ

んのほうで鋭意取り組んでいかれるということで

しょうか。

○前原正人秘書防災統括監 国との調整につきまし

ては、例えば城郭内の正殿を含む焼失した建物の復

元につきましては、現在、国のほうで美術検討委員

会をつくって検討しています。その中に、県のほう

からも土木建築部長、文化観光スポーツ部長、教育

長が参加しておりまして、県と国の役割分担等も含

めてですね、検討しております。こちらのほうは、

どちらかというと土建部のほうでワーキングチーム

をつくって取りまとめておりまして、私どものとこ

ろは、そのほかの部分といいますかね、文化のこの

基本方針の中には先ほど申し上げた文化財等の復元

収集であるとか、伝統技術の活用及び継承とか、そ

の城郭の外側の首里城周辺地域の段階的な整備とい

うところも、基本方針の中で検討することになって

おりまして、そこの有識者会議には我々のほうが事

務局になって、土木建築部、文化観光スポーツ部と

か、そういう県庁内の部局を入れてやっているとこ

ろでございます。

○当山勝利委員 分かりました。

いずれにせよ、役割分担でいろいろあると思いま

す。大切な事業だと思いますので、ぜひ頑張ってい

ただきたいと思います。

以上で終わります。

○渡久地修委員長 仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員 よろしくお願いします。

知事公室のほうからお願いしたいと思います。積

算内訳書の31ページ、不発弾処理促進費からお願い

をします。この中で、工事請負費の饒波川の河川敷

の不発弾処理工事というのが計上されているんです

が、この工事の内容をお願いします。

○石川欣吾防災危機管理課長 饒波川の状況なんで

すけれども、このＡ地区からＥ地区まで計画はされ

ているんですけれども、現在遅れがありまして、今

年度そして来年度とも、Ｂ地区についての委託料だっ

たり工事請負費だったりを計上させていただいてい

るところです。

○仲宗根悟委員 工事の内容なんですが、不発弾を

処理するために、前年度は5000万円計上されていて、

今回不発弾を処理するために9000万円のお金が必要

なのかなと。どういった内容で、この額の内容の説

明ですね。

○石川欣吾防災危機管理課長 大変申し訳ありませ

ん。

基本的にはこの河川敷ですので、今やろうとして

いるのは土留めだったり掘削だったりの作業になる

というふうに聞いております。

○仲宗根悟委員 今、土留めだったり、ここに不発

弾というのがあるかもしれないということか。これ

は18節の細節の１、補助金、その中で探査の補助金

というのもありますよね、探査するために使うお金

と。それから、今聞いている9060万円を予算計上し

ている中に探査も含まれているのかどうかですね。

それをひっくるめてこの予算を計上してありますと

いうことなのか、その辺の内容をちょっと聞かせて

くれませんか、簡単に。先ほどから聞いているよう

に、処理するためにこれだけのお金が必要なのかと

思っているもんですから。素朴な疑問。

○石川欣吾防災危機管理課長 工事請負費の分はあ
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くまで工事ですので、探査のほうは別の事業ですね。

補助金のところに書いてあるものですよね。

○仲宗根悟委員 今おっしゃったＡ地区からＥ地区

の間に実際に出た場合の処理費用を前もって予算計

上しましたということでいいのかな。

○石川欣吾防災危機管理課長 確認探査というのが

別にございまして、確認探査のほうは委託料に含ま

れる、13節ですね。

○仲宗根悟委員 それでその13節、おっしゃったよ

うに不発弾の保管借地料というのがありますよね。

300万円近く計上されているんですが、299万5000円。

不発弾の処理の仕方、現地で出た場合に現地で信管

を抜いたり―何ていうのかな、起爆しないような方

法の処理の仕方、あるいは集めて爆破処理という方

法が２種類あると思うんですけど―それ以外にある

んでしたら教えていただきたいんですが、この保管

庫に保管してもらう不発弾というのは、恐らく現場

で信管を抜いたり、起爆できないような状態という

のかな、もう爆発するおそれがあるような分を保管

すると思うんですが、そういった内容なのかな、こ

の保管庫というやつは。どうなんでしょう。

○石川欣吾防災危機管理課長 おっしゃるとおり、

発見されたときには信管が抜けるものは回転させて

抜くだったり、ディアマ処理といって信管だけを破

壊して起爆しないようにするという安全化処理がご

ざいますので、そういう安全化処理をされたものを

保管庫に運んであって、信管が処理できないもの、

これについてはもう仕方がないので―たまにあるん

ですけど、現地爆破処理をする。この場合はもう弾

自体はなくなりますので、これは保管庫に運ばない

ということになります。保管庫に運ばれているもの

というのは、爆発の危険のないものという形になる

かと思っています。

○仲宗根悟委員 読谷村には以前、その不発弾の処

理場というところがあったんですが―爆破処理なん

ですがね。現地でその信管が抜けない状態、また、

爆発するおそれがある、起爆するおそれがある不発

弾が出た場合に、以前のその爆破処理みたいな施設

で県内で行われているのかどうかですね、いかがで

すか。

○石川欣吾防災危機管理課長 県内、私たちが管理

しているというか、県内の場所というわけではない

んですけど、米軍施設内で破壊する場合もあるとい

うふうには聞いております。

○仲宗根悟委員 海上で見つかった場合には、海上

で爆破処理する事例もありますよね。陸上で見つかっ

て、今申し上げたように海上にまず持っていって、

海上でやる、爆破処理するということはあり得ませ

んか。

○石川欣吾防災危機管理課長 陸上で見つかったも

のというのは陸上で処理しますので、水中爆破とい

うものはございません。

○仲宗根悟委員 ちなみに、この保管場所というの

はどちらにあるんですか。米軍施設内とおっしゃっ

ていましたが。

○石川欣吾防災危機管理課長 保管場所そのものは

ですね、県が借用しております。場所は、読谷、石

垣、宮古の３か所にございます。

○仲宗根悟委員 こちらは米軍施設内というわけで

はないんですか。

○石川欣吾防災危機管理課長 嘉手納弾薬庫内の防

衛局の管理のところをお借りしているところです。

○仲宗根悟委員 午前中にもありました、旧軍飛行

場の関連でお願いしたいんですが、次。特定地域特

別振興事業。午前中の花城委員の質疑の中で、令和

２年度の事業は嘉手納も含めての事業だというよう

な内容であったんですが、もう一度確認お願いでき

ませんか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 お答えいたします。

令和２年度におきましては、まず、那覇市におき

まして実施する大嶺コミュニティーセンター（仮称）

の整備に係る解体工事、あるいは建築工事などに対

する費用への補助、嘉手納町において実施する嘉手

納旧軍飛行場コミュニティセンターの―仮称ですね、

整備に係る基本設計や実施設計などに対する費用へ

の補助を行いたいというふうに考えております。

以上になります。

○仲宗根悟委員 これまで旧軍関係で、９地区でし

たかね、９地主会ですか、解決に至った、それから

今申し上げられたように解決に向かう方向の地主会

が含まれているということで、９地主会のうち、解

決ないし解決に向かっているところが何か所で、残

りの未解決地域は何か所残っているか、去年も聞い

たと思うんですけど忘れたな、ごめんなさい。

○溜政仁参事兼基地対策課長 旧軍飛行場用地問題

関係の地主会は９団体ございます。そのうち４団体

においては、もう既に事業が完了しております。先

ほど御説明しましたけれども、２団体については今

現在実施中ということで、残り３団体。団体的には

旧海軍兵舎跡地地主会―これは宮古島市でございま

す。石垣市の旧日本陸軍白保飛行場旧地主会と旧日

本海軍平得飛行場地主会については、事業実施に至っ
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ていないという状況でございます。

○仲宗根悟委員 この事業実施に当たって、期限を

決めて事業を進めてきたと思うんですが、延長もし

ながらいろいろ未解決なところについては解決に向

かって交渉していくという内容だったと思うんです

けれども、この残った３団体についての残った期限

というんでしょうか、見通しとして、今県の感触と

いいましょうかね、どのような交渉の当たり方です

とか解決に向けての見通しというんでしょうかね、

どうなんでしょうか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 平成30年２月の県市

町村連絡調整会議というのがございまして、その中

で令和元年度中の事業着手、令和３年度までの事業

完了が確認されているところです。県としましては、

これまで宮古島市と石垣市を通して残された３つの

地主会とのヒアリング、状況等を確認しているんで

すけれども、まず宮古島市につきましては、市が地

主会に接触したところ、個人補償を求める状況は変

わらないと。また、地主会メンバーの居住地が離れ

離れになっているので、団体方式にメリットを感じ

ないという反応があったと聞いております。現在に

おいても、地主会そのものとしての活動が見られず、

構成員に所在不明の者がいるなど、事業実施が難し

い状況になっております。石垣市における白保、平

得両地主会についても、現在会としての活動が見ら

れず、市が構成員に接触したところ、個人補償の考

えが変わっていないということであり、こちらのほ

うもちょっと事業実施が難しいという状況でござい

ます。

以上です。

○仲宗根悟委員 この事業がスタート―2008年でし

たっけね、そのときの当時の石垣市長のコメントは、

解決方法としては一番手っ取り早いのは市に払い下

げてくれでしたかな、あれが一番手っ取り早いのか

なというふうな内容が載っていたと思うんですが、

それも含めての解決方法というのは、皆さんお考え

はないんですか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 特定地域特別振興事

業、原則としましては、何というんですか、団体方

式といいますかそれですので、払下げとか個人補償

というのは対象にはならないということでこれまで

も進んでおりますので、ちょっとそこは難しいのか

なと。

○仲宗根悟委員 協議会の中で確認した団体方式で

もって、今後も粘り強く交渉していくというような

方法でしかないのかな。

○溜政仁参事兼基地対策課長 先ほど来説明させて

いただいているとおり、県市町村連絡調整会議にお

きましては、令和元年度中の事業着手で、令和３年

度までの事業完了ということが確認されております

ので、今後例えば、両市から何かしらありましたら、

そこら辺も踏まえまして検討するということになる

かと思います。

○仲宗根悟委員 分かりました。

じゃあ最後に、公安のほうお願いしたいんですけ

れども。先ほど来、国境警備隊の件が出ていますけ

れども、非常に気になるのは、国内で初めて組織さ

れる部隊だということを伺いました。それで、議案

説明の中でもありましたけども、いろいろな急峻な

地形ですとか、それに合わせたような特殊な任務を

持った部隊の形成だというふうに伺いました。それ

で、実際に沖縄県警に配備されるこの部隊が、日頃

の訓練場というんでしょうかね、訓練されるこの場

所というのは県内のどこかでやらんといけないだろ

うと思うんですが、この場所についての確保は、も

うめどはついているんでしょうか。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。

国境離島警備隊につきましては、県内の警察の訓

練施設、あるいは必要に応じて他県警察の訓練施設

などを利用して訓練を行っていく、他県の訓練施設

なども利用しつつ訓練を行っていく予定でございま

す。

○仲宗根悟委員 例えば、自衛隊が今訓練している

場所ですとか、あるいは米軍が使用している米軍施

設内の訓練所ですとかですね、そういった訓練場も

お願いすれば使えるのかなというふうな気もしない

でもないんですが、そういった形は取るおつもりは

ないですか。

○岡本慎一郎警務部長 先ほどお答えしましたとお

り、基本的には県警察の訓練施設、あるいは必要に

応じて他県警察の訓練施設などを利用することにな

るかと思います。

○仲宗根悟委員 現在県内にある米軍施設訓練場内

での訓練というのは、考えていないということでよ

ろしいでしょうか。

○岡本慎一郎警務部長 米軍施設で訓練するような

ことは想定しておりません。

○仲宗根悟委員 了解しました。

あともう一つは、もう一度警務のほうに。来年

2021年で警察署協議会というのが各署に設置されて

からもう20年を迎えるのかな、2001年から発足され

たというふうに思っているんです。その設置された
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背景は、警察改革が一番大きな理由だったのかなと

記憶しているのですが、この風通しのいい警察署の

在り方、警察の在り方、それから地域住民の声を広

く聞くっていうんでしょうかね、組織改革だと思う

んですよ。これまで交通安全協会ですとか防犯協会

等、地域との関わりをこの２団体が主な役割をして

いたと思うんですが、加えて2001年からこの警察署

協議会という協会が発足してですね、この協議会そ

のものの皆さんとの当初の目的がずっとかなってい

るのかですね、この成果ですとか、いろいろ20年近

くなった状況、どういうことが成果として挙げられ

るのかですね、ちょっとお聞きしたいんですが。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。

今、委員御指摘のありました警察署協議会は、平

成12年の警察法の一部改正によって設置されたもの

でありまして、警察の業務運営に地域住民の方々の

意向を反映させるため、警察署長が管轄区域内にお

ける安全に関する問題について地域住民の代表とな

る方々に諮問し、あるいは意見要望などをお聞きす

るための機関であります。これまで、警察署区域か

らの意見ですとか提言に基づいて、警察署の活動に

反映した取組としましては、例えば適正維持に関す

る取組ですとか、あるいは子供たちの通学路の安全

に対する取組ですとか、交通事故防止への取組、暴

力団排除運動への取組がございまして、様々な取組

がなされてきたところでございます。また、警察署

協議会自らが、犯罪予防の観点から繁華街における

防犯カメラの設置を自治体の首長に要請してこれを

実現した事例もあるなど、大きな効果を上げている

というふうに考えているところでございます。

○仲宗根悟委員 今の効果、いろいろ反映された事

例いただきましたけれども、私自身もですね、先ほ

ど申し上げた２団体とは別に新しく組織された協議

会の中から、実は読谷村残波岬一帯に車上荒らしが

非常に多く発生していて、レンタカーの被害が相当

あるんだというふうなお話で、そこから警察署協議

会を通じて行政のほうに看板の設置、あるいは防災

無線を通じての注意喚起を促すような放送をしてく

れと要望しましたら、相当激減してきたというよう

なお話を伺いました。そこでですね、地域安全部長

のほうに聞きたいんですが、警察署協議会からの反

映もあるとは思うんですが、その辺の評価というん

でしょうかね、犯罪が減ってきた評価、警察署協議

会との関連というんでしょうかね、どういったもの

が挙げられるでしょうかね。

○小禄重信生活安全部長 お答えいたします。

平成14年、刑法犯の認知件数が２万5647件と復帰

後最多を記録したことから、沖縄県においては、平

成16年４月にちゅらうちなー安全なまちづくり条例

を施行するなど、犯罪のない安全・安心な沖縄県を

実現するため、県、市町村、事業者及び県民と協力

して、ちゅらさん運動などの犯罪抑止活動に取り組

んでおります。また、犯罪抑止対策として、県警察

の総力を挙げて防犯対策、検挙対策に取り組む安全

なまちづくり総合対策を強力に推進した結果、令和

元年の刑法犯認知件数は平成14年と比較して約74.

6％減少、6514件となり、平成15年以降17年連続で減

少しています。

署協議会等からいろんな御意見等がありますけれ

ど、そういった意見については真摯に受け止めて、

引き続き各署とか防犯ボランティア、様々な団体と

も連携しながら、犯罪の抑止、減少にしっかりと取

り組んでまいりたいと考えております。

以上でございます。

○仲宗根悟委員 分かりました。

以上です。

○渡久地修委員長 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 よろしくお願いします。

私のほうはですね、令和２年度当初予算（案）説

明書のほうから質疑をさせていただきます。まず、

11ページのほうですね、知事公室の４番ですね、ワ

シントン駐在員の活動費に関してからですけれども、

今回ですね、158万円等の増額によって連邦議員の招

聘等も考えているということで、これは前回から提

案させていただいて、沖縄の問題を解決するために

は私たちが行くだけではなくて、どうしても沖縄県

に来ていただいて、沖縄県の現状を見ていただいた

方々が今一生懸命頑張っていると。ＰＦＯＳの問題

もジュゴン、自然環境の問題も、女性の問題も頑張っ

ているということで、ぜひ招聘していただきたいと

いうことで提案をさせていただきましたけども、そ

の今回の予算でこの招聘がかなうのかどうかお伺い

します。

○溜政仁参事兼基地対策課長 お答えいたします。

連邦議会関係の正式な国外出張は、米国政府が認

める米国議会公式派遣団というのが、いわゆるＣＯ

ＤＥＬと呼ばれているものがございます。そして、

連邦政府の財源が充てられるものが通例とされてお

り、その一環として実施される訪日出張の行程に、

沖縄を盛り込んでいただく必要があると考えており

ます。県としましては、沖縄への招聘の実現に向け、

ワシントン駐在と連邦議会関係者との面談、あるい
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は知事訪米の際の連邦議会議員との面談を通じた働

きかけを行ってまいりたいと考えております。

以上になります。

○新垣光栄委員 ぜひですね、この連邦議会の承認

を得ないとできないということではなくて、日本政

府もしっかり日本政府の予算で招聘を行って日本を

見てもらう、理解していただくという事業をやって

いるわけです。そして、その中で、連邦議員に限ら

ずですね、等ということで様々な運動をなさってい

る団体を招聘することによって、沖縄を理解して向

こうでロビー活動の強力な後押し、バックアップに

もなるということで、先ほど宮城一郎委員からもあ

りましたように、問題点はフォローアップができて

いない、意見交換の継続ができていないところに、

この事業の大きなですね、最大限の効果が出ないの

はその辺だということを、皆行った方々は認識する

と思うんですよ。それが何か提案してもですね、連

邦議員のそういう招聘はやっていきたいと言うんで

すけど、実際進んでいないような気がしますので、

連邦議員に限らず様々な沖縄県のバックアップをし

ている方々って本当にたくさんいて、この方々の後

押しで私たちもいろんな方々にお会いできました。

そういうのをぜひ進めていただきたいんですけれど

も、もう一度その辺をしっかりやっていくという意

気込みを示してほしいです。

○溜政仁参事兼基地対策課長 連邦議員が自治体を

含む外国政府から旅費負担を受けようとする場合は、

ちょっと米国のほうの法律で、外国贈答品及び装飾

法というのがありまして、それの承認が必要という

ことのようでございます。しかしながら、連邦議会

の倫理委員会というのがございまして、その規定に

よると、同法では議員や職員は米国から外国への往

路及び外国から米国への帰路の費用の負担を受けて

はならないと定めており、米連邦議会議員の米国か

ら沖縄への招聘旅行をこちらが負担して実施という

のは、ちょっと難しいのかなと考えております。で

すので、今回はその費用の計上というよりは、先ほ

ど申しましたように、米国議会の公式派遣団等が沖

縄に行くよう訪日日程の行程に盛り込んでいただく

ことなどをですね、ワシントン事務所あるいは県知

事自らが要請していくということを今以上に働きか

けていくということになるかなと思っております。

○新垣光栄委員 私たちは議員には固執していない

ですよ、それで等になるんですよ。様々な団体も含

めて考えてくださいというんです。部長、この辺ど

うですか。

○池田竹州知事公室長 日米地位協定の問題あるい

は辺野古の問題などについて、当事者である米国に

しっかり理解してもらうことは非常に重要だと思っ

ています。例えば、新年度予算で審議をお願いして

いるものには、次年度、地位協定のシンポジウムな

どもあって、それは海外からの有識者を呼ぶような

取組もしています。そういったものを含めてですね、

なるべくこの沖縄の状況を知ってもらうような形で

取り組んでいきたいと思います。

○新垣光栄委員 やはり、沖縄の現状を知ってもら

うことで理解して後押しになってくれると思います

ので、ぜひですね、その辺は進めていただきたいと、

よろしくお願いいたします。

次に、９番ですね。首里城の復興の推進事業に関

してですけれども、先ほども土木部と公室との役割

分担の件に関して説明を受けましたけれども、私と

してはですね、所有権は沖縄県のものだと。沖縄県

が再建して、しっかり所有権も主張すべきだという

考えであります。その中で、もう国が進めていくと

いう感じの方針が出ているんですけども、まだまだ

私は諦めていなくてですね、しっかり沖縄県が、こ

の思いがあるわけですから、沖縄県が首里城を復元

して、再建して、所有権も堂々と主張する。国が復

元して、所有権を沖縄県にくれというのは言えない

と思うんですね。それでですね、所有権の今までの

変遷というのを、簡単にでいいんですけども説明で

きませんか。

○前原正人秘書防災統括監 内閣府沖縄総合事務局

の事業概要によりますと、昭和52年から琉球大学の

移転開始に伴い跡地利用が計画される中で、第２次

沖縄振興開発計画において、首里城一帯の整備が提

言され、昭和61年には首里城公園区域内のうち、城

郭内を沖縄復帰を記念する国の都市公園整備事業で

復元整備することが閣議決定されたと記載されてお

ります。以上の経緯で、国営公園となったと理解し

ております。

○新垣光栄委員 これは所有権のですね―これは沖

縄県は国に無償で提供しているのか。そのフィーは

あったのかです。その辺までお願いします。

○前原正人秘書防災統括監 そのあたりについてで

すね、ちょっと私どものほうで細かいこの経緯とい

うのは今ないんですけれども、首里城については、

例えば手元にある資料としては、首里城復元期成会

というところが編集しました「甦る首里城：歴史と

復元」という本がございまして、その中では、例え

ば1879年に廃藩置県により首里城が明治政府の手で
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強制的に接収されたでありますとか、その後、廃藩

置県後首里城内に熊本鎮台沖縄分遣隊が駐留し、地

域は陸軍省の管轄になったでありますとか、その後、

1903年に首里区長が、首里城の建物一切を無償で払

い下げるように陸軍省に願い出たとかですね。その

後、いろいろあったようですけれども、1909年、首

里区長が首里城を学校、図書館、物産陳列場等の公

共施設の敷地として区民の偕楽の公園として永遠に

保存したい意図から払下げを請願し、その請願が許

されて有償で払い下げられるようになったと。その

後、太平洋戦争で廃墟と化した首里城跡に琉球大学

が創設され、首里市は首里城域の私有地を琉球大学

に無償譲渡したと。その後、日本復帰の時点で琉大

が国立大学となり、それに伴い首里城域の大半を占

める旧首里私有地、円覚寺跡、ハンタン山などは自

動的に国有地になったと。そういう経緯が書かれて

います。ただ、これについては県が正式にですね、

ちょっと調べた経緯がないものですから、このあた

りについては、来年度の基本計画の中で、また再度、

整理させていただければと思っております。

○新垣光栄委員 そういう背景からしてもですね、

首里城の所有権を沖縄県は堂々と主張できると思っ

ていますので、ぜひですね、沖縄県の心のよりどこ

ろと、シンボルというんであれば、しっかりその辺

まで含めて所有権まで含めてやっていただきたいと

思います。

それでですね、今首里城と熊本城の再建ですね。

熊本は熊本市のですよね。その辺の違い、交付金の

措置等の違い等もあると思うんですけども、復元の

仕方もあると思うんですけども、その辺の説明、違

いの説明をお願いいたします。

○前原正人秘書防災統括監 首里城正殿等につきま

しては、国営公園事業で国が責任を持って取り組む

ということになっております。それに対しまして、

熊本城は今御指摘ありましたように、熊本市の公園

区域の施設でございまして、熊本城を所有する熊本

市が公園事業として復旧に当たっております。補助

金の裏負担に寄附金を充当していると聞いておりま

す。

以上です。

○新垣光栄委員 ぜひ、裏負担すれば補助金等でで

すね、私は沖縄県でも再建できると思っています。

これだけの基金が集まる中、そして保険金が70億円

近くある中、100億円の裏負担があるわけですよ。そ

うすると、500億円ぐらいの予算規模でですね、一気

に首里城を復元できると思いますので、その辺も公

室のほうでしっかり考えていただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。答弁はよろしい

です。

次、移ります。総務部のほうですね。12ページの11で

すね。

私立学校の通学費の負担軽減に関して、先ほどの

説明を聞いている中で、今、私立のほうは総務の私

学課、そして公立のほうは教育委員会というふうに、

本当にもう１つの事業に対して―これだけ人が少な

いという中でですね、統括してやればもっとスムー

ズに効率よく進むのに、調整をしないといけないと

いう、本当に不合理なことをやっているなと思いま

す。そこでですね、どのような課とどのように調整

をしているのか、お伺いいたします。

○座安治総務私学課長 お答えいたします。

私立学校通学負担軽減事業、私立高等学校に在籍

する生徒のバス通学費を支援するというものでござ

いますけれども、支援の実施に当たって検討を進め

ることについては、公立学校に比べまして生徒の居

住地が広範囲にわたっていることとか、あと、学校

でおのおのスクールバスを運行していること、それ

で生徒の送迎を行っているという、各学校によって

かなり公立学校とは実情が違っているというところ

がございます。それで、私立学校を所管している総

務部のほうで事業を実施することが望ましいという

ことで、私たちのほうでやっているところでござい

ます。当然ながら、支援の実施に当たりましてはで

すね、これまでも教育委員会とそれぞれ綿密に打合

わせをしながら進めているところでありまして、今

後とも、関係部局と連携を密にして取り組んでまい

りたいと考えております。

○新垣光栄委員 このようにですね、やっぱり答弁

も何か分からない答弁になってしまうんですよ。そ

れよりはですね、私もこの高校生の通学費の無料化

というのは、もう必要だということで推し進めてき

た件もありましてですね、本当はフリーパスにした

いんですよ。それを何で総務課がやる、教育委員会

が難儀しないといけないのと。企画部でバス事業を

やっているんですから、一括して任せてしまえば効

率よく―本当の意味での貧困対策、それとプラス交

通渋滞対策も踏まえてできるんではないかなと。１つ

の事業を３つの部署に分けたり、そういうのは効率

が悪いと思いますので、改めて10月実施と言ってい

るんですけれども、もう一度練り直してもいいので

はないかなと思っていますけども、どうでしょうか。

○座安治総務私学課長 先ほどもお答えいたしまし
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たが、学校の実情に応じてきめ細やかな支援策―細

かいところは先ほど申したように、実施の方法など

によっては検討中のところはまだ多々ございますけ

れども、やっぱり公立、私立の違いとかがありまし

て、それぞれ違うところがあるんですけれど、ほと

んど一緒に教育委員会と、実質的に事業者さんとか

あるいはＩＣカードの会社さんとはもう打合わせを

しているところでございまして、連携が取れていな

いとかそういうところではございませんので、密に

連携を取って、当然中身がかなり近いものですから、

それぞれでやっぱり責任を持って自分の担当のとこ

ろはやった上でですね、業務の効率化は当然ながら

一緒になってやっていきたいというふうに考えてい

ます。

○新垣光栄委員 ぜひですね、こういう打合せをや

らなくてもいいようにですね、１つの部署でできる

わけですよ。それを企画部のほうでやってもらうと

いう提案、話合いをやっていただきたいと思います。

続きまして、12ページの16番、公共施設のマネジ

メント推進事業についてお伺いいたします。現状の

進捗状況を聞かせてください。

○浦崎康隆管財課長 県では、令和２年度中をめど

に全ての公共施設の個別施設計画の策定を進めてお

ります。各部局において所管する施設の累計ごとに

現在策定を進めておりますが、インフラについては

おおむね順調にいっております。ただ、県立学校と

か病院、警察関係の施設規模、建物が多い公共施設

建築物については、策定に時間を要している状況で

す。総務部では、各部局からの相談や技術支援など

必要なフォローアップを実施しており、引き続き計

画の進捗管理を所管部局と連携しながら推進してい

きたいと考えております。

○新垣光栄委員 令和２年度、今年でしっかり方針

とか状況を把握して、来年度からはもう進めていく

という考えでよろしいんですか。

○浦崎康隆管財課長 個別施設計画の策定につきま

しては、もう既に今年度も着手しておりますけれど

も、令和２年というのが一つの目標になっておりま

すので、今申し上げましたとおり、進捗もなかなか

今進んでいない状況でありますけれども、引き続き

各部局と連携しながら推進していきたいと考えてい

ます。

○新垣光栄委員 今個別的にやっていただいている

のはいいんです。これを統括して、基本的な方向性

とか技術的な指導要綱というのはもうまとまってき

ているんでしょうか。

○浦崎康隆管財課長 平成28年度に、沖縄県の公共

施設等総合管理計画というのを策定しております。

それに基づいて、今各部局で各施設ごとに個別施設

計画の策定を進めているところですけども、令和２年

度を目途に個別施設計画の策定が進んだ後は、これ

をまた現在の総合管理計画にフィードバックしなが

ら、今後ＰＤＣＡを用いて継続的な見直し、改定等

を進めていきたいと考えています。

○新垣光栄委員 ぜひですね、今、総合的な見直し

の方針が重要になると思います。私たち沖縄県議会

が見ても、エレベータの補修、そして電光掲示板の

表示灯ですね、今空調をやっているのか分からない

んですけども、本当にこれが実際、効率的、能率的

にやられているのかというのが、もう本当に疑問で

しかないんですよ。そういうことがですね、全庁的

に行われると、幾らお金があっても足りないし、予

算規模が膨らむばかりだと思っていますので、しっ

かりその辺を、今後の公共施設をマネジメントして

いく上では重要だと思っていますので、しっかりそ

の辺はやっていただきたいんですけど、どうでしょ

うか。

○浦崎康隆管財課長 繰り返しになりますけれど、

現在、個別施設計画の策定に鋭意取り組んでいると

ころです。令和２年度、次年度につきましては、策

定に係る予算についても各部局で予算計上していた

だいていると聞いておりますので、先ほど申し上げ

た大規模な県立学校とか病院等の大きな計画、それ

以外にも策定作業中の計画がそれぞれありますので、

我々としましては、引き続き進捗管理しながら部局

と連携してフォローアップしながら進めてまいりた

いと考えています。

○新垣光栄委員 それでは別の角度からですが、技

術者というのは土木の技術者だったり建築の技術者

だったり、そういう技術者というのは足りているの

か。私は個人的に今、減らされている状況にあるの

ではないかと思っているんですけど、どうでしょう

か。

○渡久地修委員長 休憩いたします。

（休憩中に、新垣委員から土木建築部の中で

も技術者が足りない状況があるのではない

かとの指摘があった。）

○渡久地修委員長 再開いたします。

茂太強人事課長。

○茂太強人事課長 今人事の採用とか含めましてで

すね、例えば、県職員の採用で技術職―土木建築部

あるいは農林水産部含めてなんですけども、技術職
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はなかなか採用募集をしても来ないという状況がご

ざいます。民間に流れていったりとか、あるいは市

町村に流れていったり、そういった状況もあります。

さらにまた含めて言えば、現在県職員として採用さ

れている方でも、辞めて移ってしまうという状況も

あります。そういった意味で言えば、全体的に少な

くなっているという現状があります。

○新垣光栄委員 やはりですね、専門的な知識を持っ

た方々が減るとですね―医療現場でもそうだと思う

んですけども、やはり専門職を育てるという気概が

ないとそういうマネジメントもできないと思ってい

ますし、全庁的に専門家、専門職の部分を今後しっ

かりと確保していかないと、全ての項目で活用でき

るというのではなくて、特化した専門性を持った技

術者の皆さんの育成と採用が、今後そういうマネジ

メントしていく上で重要だと思っていますので、そ

の辺の採用計画、そしてそういう育成計画というの

はどのように考えておりますか、総務部長。

○茂太強人事課長 今、現状を先ほど申しましたけ

ども、我々もただ待っているだけではなくてですね、

例えば、大学等に出向いていきまして、そこでリク

ルートというか我々のほうからも事業説明してあげ

たり、いわゆる県庁職員としての魅力を、どういっ

たものがあるんだよということでお知らせする機会

も設けていまして、さらに１次試験に受かった方に

も、例えば各職場を回っていただいて、先輩方から

いろいろ教えてもらうという魅力をですね、今後も

発信していきたいというふうに考えております。

○新垣光栄委員 提案なんですけども、会計であれ

ば税理士取ったとか、技術であれば建築士取ったと

か、またいろんな専門職が自分で頑張って取ってい

ただいたら給料体制を変えていただくとかですね、

やっぱりアップしないと誰も働かないですし、意識

も向上しないと思いますので。民間の企業であれば

ですね、１級建築士を取ったら10万円給料を上げよ

うねという人、あるわけですよね。これが公務員に

はないわけですよ。そういう、やってもらうような

気概もほしいと思っていますので、よろしくお願い

します。

○金城弘昌総務部長 給料どうという話でありまし

たが、給料のほうは人事委員会の給与勧告という制

度がありますので、そこでしっかりやるということ

ですけれど、ただ、先ほど人事課長からございまし

たように、人材確保のためには、やはり県の魅力を

いかに県を受ける受験生に知ってもらうかというこ

とだと思いますので、そこはしっかり今後ともやっ

ていきたいと思います。

以上です。

○渡久地修委員長 休憩いたします。

午後３時21分休憩

午後３時43分再開

○渡久地修委員長 再開いたします。

休憩前に引き続き質疑を行います。

玉城満委員。

○玉城満委員 今日、新型コロナウイルス感染症等

に対する緊急対策というのが出たので、少しばかり

ですね、意見をお伺いしたいんですけど、総務部長

に。

これ、いろんな対象企業とかもう克明に書かれて

いるんだけれど、今回に限りですね、これはもう対

象企業を限定しないで、その影響を受けた企業全部

に対する―やっぱり誰一人残さないという知事の精

神を生かすように、影響を受けたというところを本

当に助成していただきたいという思いがあるわけで

すね。その辺、この中に入っていないから皆さんの

ところは駄目ですよというふうに、ないようにして

いただきたい。だから徹底的に調査していただきた

いと思うんですよ。その辺どうですか。

○金城弘昌総務部長 企業向けというか、それにつ

いては商工労働部が中心になってやっているところ

でございますけど、当然のことながら商工会などと

も連携を取りながら、いろんな相談ですとか、いわ

ゆるお話が来た場合には聞くということでですね、

それの一つとして、今県単融資のセーフティーネッ

トのものもやっております。それも、いろんな声を

聞きながら取組を進めていくこととしていますので、

この企業はいいとか、この企業は駄目とかというこ

とではなくてですね、もう県内の企業にはこういっ

た制度もありますよということと、お困りのところ

があったらどういうところがありますかというもの

もきちんとキャッチしていこうということで考えて

いますので、そこはいろんな県の窓口もございます

けど、商工会だったりとか、そういうところの窓口

も活用してですね、取組を進めていきたいというふ

うに思っています。

○玉城満委員 要は、やっぱり今回のコロナウイル

スショックでですね、かなり県経済が秒読みに入っ

ているわけですね。だから、それを徹底的に調査し

て、やっぱりこれを一つの見本にしたほうがいいと

思います。観光危機対策というのが平成27年に組ま

れているけれども、観光だけの話になってしまって

いて、ほかが関わっていないという感じがするんで
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すね。もうこれだけインバウンド相手にね、インバ

ウンド型の経済になってしまったという、これはも

う本当に象徴になってしまっているようなショック

なので、やはりこの辺もう少し内需型の経済をです

ね、県が主導してやっぱりやっていく、それを見直

すいいチャンスではないかなという気もしておりま

すんでね、ぜひそれを取り組んでいただきたいなと

思います。

それとですね、総務部長、これは私学の担当だと

思いますけど、かつて私学は、例えば県が耐震であ

るとか改築であるとか、そういうものでたしか補助

していたはずなんですよね。これちょっと見たら、

どこに属しているのかちょっと分からないんですね。

これは、もう今事業はなくなってしまっているんで

すか、このハード。

○座安治総務私学課長 お答えいたします。

私立学校施設改築促進事業といたしまして、今で

も継続しております。県では、私立学校の安心・安

全な教育環境の整備を図るために、老朽化した施設

の改築に係る経費について補助をやっているところ

でございます。平成24年度から30年度までに、６つ

の学校法人のうち４法人に対して３億9000万円ほど

補助したところでございます。

○玉城満委員 現在も進行中というふうに考えてい

いわけですね。

○座安治総務私学課長 そうでございます。

令和３年度まで継続という制度でございます。

○玉城満委員 分かりました。

私学をですね、やっぱり多分この総務委員会で私

学を支援するということでかなりいろんな助成を提

案してきているかと思いますので、それはもう継続

していただきたいなと思っております。

それからですね、次は知事公室なんですけど、不

発弾に関してはもうほとんど質問が出たので不発弾

の件はいいんですが、情報発信等に関する経費とい

うことで、基地対策調査費ってあるじゃないですか、

３番ですね。これ、どういう情報発信をしているん

ですか。具体的に教えていただきたい。

○溜政仁参事兼基地対策課長 お答えいたします。

県におきましては、これまで沖縄の米軍基地問題

に対する理解を全国に広げるために、全国知事会に

おける情報発信、あるいは沖縄の米軍基地負担の実

情を分かりやすくまとめたＱ＆Ａパンフレットの作

成、他国地位協定の調査、トークキャラバンの実施

等に取り組んでいるところでございます。次年度に

おきましても、県が実施している他国調査の結果や

日米地位協定の問題点を、日本国民全体で共有する

ための海外有識者等を招いたシンポジウムの開催や、

全国知事会等との連携強化等により沖縄の米軍基地

問題に関する情報発信を強化してまいりたいという

ふうに考えております。

以上になります。

○玉城満委員 これですね、毎年やっぱりそういう

発信事業をやられているかと思うんですが、効果と

していかがなものかと僕は感じているんですね。何

かというと、いまだにやっぱり本土にいる皆さんが

共有できているのかと。こういう沖縄の状況を。や

はり、もう少し一歩踏み込んだ情報発信っていうの

をやっていかんといけないんじゃないかなと思うん

ですよ。例えば、放送局に自分たちのプロモーショ

ンをしっかり送って、資料も提供して、事あるごと

にそのことに関してのですね、朝まで生テレビとか

ああいう類いのいろんな討論番組があるじゃないで

すか。最近はネットでもこういう討論番組がたくさ

んあるんですね。そういうところにどんどんアプロー

チしていって、やはり今本土の皆さんが体感できる

ような、そういう情報発信に変えたほうが僕はいい

と思っているんですよ。これをつくったから情報発

信になっていますではなくて、もう少しやっぱり突っ

込んでいかないといけないと思うんですね。公室長、

どうですか。

○池田竹州知事公室長 基地問題の情報発信につき

ましては、やはり本土側の受け止めと沖縄県民の

ギャップは、私もあると感じています。特にトーク

キャラバンについて、知事と一緒に行ったときに、

終わった後のアンケートとかを見ていると、Ｑ＆Ａ

も配っているんですけども、そういった基本的なと

ころがやはり県外の人は分からないというのが非常

に多いなというのは感じています。知事がトークキャ

ラバン、今年度は４都市回ったんですが、そのうち

半分以上で地元の放送局での生放送に出演したりと

かですね、あと、県の広報課として、インターネッ

ト放送局あたりからの取材申込みもございます。可

能な限りそういったところも応えるような形で、い

ろんなチャンネルを通して情報発信をしていきたい

と思っております。

○玉城満委員 これ、どういうふうにしてやるかと

いうとですね、そういう番組の専門家がいるんです

よ。ああいう情報番組があってね、そこに持ってい

きましょうかというそういうアドバイザーの皆さん、

そういう人というのは知事公室の中におられるんで

すか。
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○渡久地修委員長 休憩いたします。

（休憩中に、玉城委員から情報発信の仕方に

関するコーディネーターのような人がいる

のかとの確認があった。）

○渡久地修委員長 再開いたします。

池田竹州知事公室長。

○池田竹州知事公室長 そういう専門職、例えばマ

スコミや広告会社に勤務されていたというような方

が、一時期、政策参与でいらっしゃったこともある

んですけども、現在は職員としてはいない状況です。

現在、県の広報戦略―主に広報課と参与を中心にで

すね、いろいろな情報を集めながらやっているとこ

ろでございます。

○玉城満委員 もう少しね、積極的にやはりこの沖

縄の状況を本土の皆さんに見ていただくという、そ

ういう戦術をですね、もう少し詰めていただきたい

なと思っております。これはもう要望ですから、ぜ

ひ頑張っていただきたいなと思います。

最後にですね、公安委員会なんですが、先ほどの

質疑にもあったように、宮城委員からの話もござい

ましたけども、例の準暴力団、半グレについてなん

ですけど、例えば、今観光地に結構やっぱり移住さ

れている方、ヤマトのほうから移住されてそこで商

売をしていると。その準暴力団系のですね、やはり

サービス産業であるとか、そういうものが結構離島

のほうに行っているというのも耳に入っているんで

すね。その辺は、県警当局のほうではちゃんと認識

しておられますか。

○島袋令刑事部長 お答えいたします。

委員御指摘の件に関しては、県警としても十分認

識しているところでありまして、昨年も八重山警察

署のほうにおいてはですね、地域住民、それから自

衛隊とも取り組んでですね、排除のためのそういう

取組をしております。県警本部としてもそれを把握

しており、その一連の流れの中で、今回の先島、宮

古、八重山地区においての組織を立ち上げたという

ところでございます。

○玉城満委員 例えばですね、観光客がやはり離島

の魅力で行くわけですよ。そして繁華街へ行くとで

すね、そこで過剰請求というか結局ぼられたりする

という。それも半端なぼられ方じゃなくて、例えば

ヤマトのもう本当にね、新宿あたりの暴力バーみた

いな、そういうふうなもう恐ろしいぼられ方を我が

沖縄県の観光地である八重山でやられているという、

これ現実だと思うんですよね。そんなときに、やは

りもうリピーターにはならんぞと、もう向こうは大

変だぞと、こういう口コミが進む前にね、この辺徹

底的にやはりやっていただきたいなと思っておりま

す。今後ですね、今、暴対法という国のそういう法

律があるんですけども、この準暴力団に対する、い

わゆる半グレに対するそういう法整備みたいなもの

は、国の流れの中でできそうなんですかね、どうで

すか。

○島袋令刑事部長 法の制定に関しては、現在私の

ほうでコメントをする立場にございませんけども、

そもそも暴対法が成立するに当たっても、これはい

わゆる山口組の跡目相続の中で、全国各地で一般人

を巻き込んでの抗争、死亡事故、殺人事件も多発し

たという状況の中で、国会のほうでもその議論がさ

れておりました。ただ、それが憲法上は問題がある

んじゃないかということで成立が滞っている中で、

沖縄県においても旭琉会の分裂抗争が発生して、高

校生、それから警察官２人が亡くなるというような

事態を受けてですね、そういう状況があってどうに

か暴対法ができたというような経緯もございます。

そういう状況からするとですね、警察のほうで準暴

力団と言っていますけれども、これはあくまでも警

察が取締りをする上でそういう暴力団ではない、明

確な組織性はない、構成員もときによって変わって

くるというようなつかみどころがないようなグルー

プをですね、準暴力団という形でいわゆる取締り対

象として一応は定義づけをして、今まさに様々な法

律を適用して検挙しながら、実態把握をしようとい

うような現状であります。そういうところなので、

法整備に関しては、我々一県警察としてどうこうと

いう話ではありませんけれども、委員が話されたよ

うに、地域のほうではこのような状況があるという

事情を踏まえてですね、県警としてはしっかり組織

的に対応していきたいというふうに考えております。

○玉城満委員 ぜひこれはもう頑張っていただきた

いなと思っております。

以上です。

○渡久地修委員長 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 よろしくお願いします。

私のほうからも、コロナウイルスに対する対策か

らお聞かせください。先週、会派としても知事に申

入れを行いましたが、今日の午後の緊急対策でもそ

こが盛り込まれていると思います。やはりこの予算

措置、財源が伴うと思いますので、この予算措置の

考え方ですね、もうこれは臨時議会開いてでもしっ

かりと対応すべきだというのは、会派の違いを超え

た議会の思いになると思いますので、ちょっとそこ
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をまず確認させてください。

○金城弘昌総務部長 緊急対策の関係で今お手元に

ありますけれど、予算措置の方針というのが打ち出

されていまして、ちょっと読み上げる形で御案内し

ますけど、本緊急対策に基づき感染症対策を徹底し、

補正も含めた予算措置による万全な対策を講じると

いうことで、今回県民向けから企業・生産者向け、

また県内経済・観光等需要回復に向けた長・中期対

策等々ございます。この対策を講じるために必要な

ものはですね、既決の予算もしっかり活用しつつ、

当然のことながら補正予算もということで取組は進

めていきたいというふうに考えています。

以上です。

○比嘉瑞己委員 しっかり対応していただきたいと

思います。

それとですね、たくさんメニューが発表されまし

たけれども、政府のほうからは、今現時点でこういっ

たメニューがあるんだよということは、県に届いて

いるんですか。もし届いているんであればですね、

しっかりと県民に情報を出していくべきだと思うん

です。この情報の公開の在り方を含めて、どういっ

た立場ですか。

○池田竹州知事公室長 各省庁としてですね、それ

ぞれの部局―例えば経済対策であれば商工労働部と

かに届いて、そこを通して、例えば商工会とか商工

会議所を通して情報の提供は基本的にされていると

思います。今回この緊急対策で、いわば今まである

程度部局単位といいますか、そういったところでやっ

ていたものを総括して、県としても今後きちんと情

報発信も含めて、改めて全庁的な対応強化をしてい

きたいという形でやっているところです。その点に

ついては、引き続き県民の方々にも分かりやすい形

で、特に経済への影響とかがだんだん深刻になって

くる可能性もありますので、きちっと部局間連携し

て対応していきたいと思います。

○比嘉瑞己委員 この間いろいろばたばたしていて

大変だったと思うんですけれども、県が24時間のコー

ルセンターを開いたり、いろんな声が分かっている

と思うので、そこを県のホームページ―ここへ行け

ばすぐこういった対策があるんだというのが分かる

ような、分かりやすい提供をお願いしたいと思いま

す。

今、いろんなメニューがあるんですけれども、こ

の中で県がさらに上乗せをしたりとか、あるいは県

独自の制度として発表したものというのはどれぐら

いあるか、特徴的なものでいいので教えてください。

○金城弘昌総務部長 この緊急対策の中身もござい

ますけど、その前にちょっと前文のほうの３段目に

なりますけど、このような状況に鑑みというところ

で、実は２月17日から、これは富川副知事をトップ

にしてですね、新型コロナウイルス感染症―豚熱も

含めてですけど、緊急経済対策プロジェクトチーム

というのを立ち上げて、そこで、これまで何度かに

わたって関係部局が集まって、すぐやらないといけ

ない事項とか、検討しないといけない事項とかとい

うものを取りまとめています。ここに書いてあるの

は、もう実際に実施している事項とか、また、これ

から検討するという事項もございますので、今特徴

的にどれかというとすぐには今お答えできませんけ

れど、取りあえずまず感染症の予防対策はしっかり

ということで、一番最後の県民の皆様へというのは、

もう必ずひっきりなしにですね、知事からのメッセー

ジを発信させていただいているところでございます。

また、県民向けというとなかなかマスクの確保とい

うのは難しいところですけど、今日の午前の委員会

のほうでもありました、例えば子どもの未来県民会

議からの寄附金を使った弁当配達の助成ですとかで

すね、あと、今国のほうも連動してやっているのが、

確定申告の関係で期間を延ばしているのがあるんで

すけれど、県のほうもそういうふうな時期をずらし

たりとか、今告示の準備をしています。

あと、いわゆるこの感染症対策が一定程度めどが

見えてきたら、今度は需要喚起のための方策とかと

いうものも今後考えていかないといけないなという

ことは想定しながら、準備はしておこうということ

で取組は進めているところでございます。総合的に

各部局で今準備しておくこと、やらないといけない

ことというのを整理して、取組を進めていくことに

なるのかなと思っています。

以上でございます。

○比嘉瑞己委員 頑張ってください。

米軍基地のこともですね、県民不安があると思う

んです。地位協定の関係で検疫法が適用されない。

基地経由で、このコロナウイルスが広がってしまっ

ては本当に大変なことになると思います。現状で分

かっていることについて報告を求めます。

○溜政仁参事兼基地対策課長 お答えいたします。

まず、県では沖縄防衛局のほうから、韓国で訓練

していた在沖米軍人約300名が２月末頃に、また約

200名が３月４日に帰還したという情報の提供を受け

ております。

沖縄に帰還した米軍人につきましては、韓国出国
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前に数日間基地内にとどめ置かれ、新型コロナウイ

ルスに関連する症状が発生していないか、繰り返し

メディカルチェックが行われており、帰国後も医療

関係者によって再度スクリーニングが行われている

ということのようでございます。また、一連のメデ

ィカルチェックにおいては全員、熱等の症状は認め

られなかったということでございます。

以上でございます。

○比嘉瑞己委員 公室長、今日から、一般の方たち

は、韓国や中国から来る方たちはもう２週間待機さ

せられるわけですよね。米軍がそういった特別扱い

されるというのは、やっぱりおかしいんじゃないか

と思うんです。この機会を通じて、改めてこの地位

協定もそうですが、特にこのコロナウイルスの対策

をしっかりと政府に求めるべきだと思いますが、お

聞かせください。

○池田竹州知事公室長 ３月２日、事故の抗議の際

に謝花副知事のほうから米軍の取扱い状況について

確認したところです。それは、今先ほど基地対策課

長が述べたとおりでございます。その際、謝花副知

事からは地位協定の改定も含めて―改めて、平成29年

に要請した地位協定の改定で同等の検疫の措置を取

るようにということで要請しております。この辺に

つきましては、Ｇ７を通して米側の取組を私ども統

括監のほうから確認したところです。一応、それを

保健医療部の専門の方にも見ていただいているとこ

ろですが、基本的に米軍の対応というのは、日本の

取っている対応とほぼ同程度のものであるというふ

うなことはいただいていますので、まずはその措置

をきちっと継続してただきたいと思います。将来的

には当然、地位協定の改定を知事会、渉外知事会と

も連携しながら求めていきたいと考えております。

○比嘉瑞己委員 ぜひ、よしとせずにですね、引き

続き頑張っていただきたいと思います。

それでは、辺野古の新基地建設問題の対策事業で

すが、この間、この軟弱地盤の存在を政府も認めて、

設計変更の申請が出されようとしている。だけど、

当初、今年度中と言っていたのも延びそうだという

報道もありました。やはり、それぐらい大問題だと

思うんです。こうした中、新潟大学の名誉教授の立

石先生と県で意見交換があったと聞きましたが、そ

ういったその意見交換の中身はどういったものなの

か。また、それを受けて県はどういった対応を取る

かお聞かせください。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 お答

えいたします。

新潟大学名誉教授の立石先生のほうですけれども、

いろいろ大浦湾の地質学の専門家でして、大浦湾の

活断層についても調査されておりますが、先週調査

のために来県されまして、それを機に３月３日に県

庁を訪問されまして、知事、副知事との面談も行っ

ております。その面談の前に我々、辺野古新基地建

設問題対策課の職員とも意見交換を行ったところな

んですけども、その際立石先生のほうからはですね、

大浦湾における活断層―これは２本、辺野古断層、

楚久断層というのがありますけれども、この楚久断

層の部分の活断層について、海底の音波探査の実施

について要望があったところでございます。具体的

にこの要望のあった音波探査の中身なんですけども、

大浦湾内の地質構造を詳細に把握して、この楚久断

層の海底下の活断層の活動度、それからあるいは形

態といったものを把握することを目的としていると

いうようなものでありました。

県としてはですね、こういった活断層について、

その必要性も含めて今後いろいろ検討させていただ

きたいという旨を答えております。

○比嘉瑞己委員 先生が指摘する以外にもですね、

いろんな自然保護団体からも様々な指摘があると思

います。この設計変更に絡んで、本当に環境への影

響というのがないのかというところが一つポイント

だと思うんです。今、政府の立場としては、設計変

更が環境に及ぼす影響については、当初計画と同程

度もしくはそれ以下に収まるというこういった見解

なんですね。全く、この専門家の皆さんとの意見と

180度違うわけです。県としては、この今回の設計変

更による環境への影響はどう考えていますか。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 お答

えいたします。

国における環境監視等委員会の中でですね、委員

もおっしゃられたような評価がされているというこ

とは我々も承知しておりまして、そういった情報収

集については把握しているところでございます。

ただ、設計概要変更承認申請というのはまだ出さ

れていない段階でありますので、これについてはで

すね、具体的に出されてから所管の土木建築部ある

いは環境部において、厳正に審査がなされるものだ

ろうというふうに考えております。

○比嘉瑞己委員 申請が出される前からもですね、

こうした声が届いているわけですから、やはり県が

主体的に動いていくのが大切だと思います。その公

有水面法でも環境保全に十分配慮することというの

が法の目的ですから、それに沿えばですね、やはり
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政府に、大丈夫だと言うんだったら、じゃあもう一

回アセスちゃんとやってくださいよ、こういったこ

とは今の段階でも、私求めることできると思うんで

す。この環境アセスを求めることについては、公室

長どのようにお考えですか。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 環境

影響評価の所管は環境部になりますけども、環境影

響評価制度の趣旨は、事業の実施前に環境影響評価

の手続を行うというものであったと理解しておりま

す。一方、公有水面埋立法に基づく変更承認申請に

は、この調査予測評価を行った環境影響評価の図書

が―環境保全に関し講じる措置を記載した図書とい

うものが添付図書としてつけられることになります

ので、その中でこの環境影響の結果が示されてくる

ことになるというふうに考えております。

以上です。

○比嘉瑞己委員 じゃあ、ちょっと次に移ります。

ワシントン駐在費についてお聞きします。連邦議

会の関係者と面談を続けてきたと思いますが、これ

までのこの面談者の数の推移をまず教えてください。

○溜政仁参事兼基地対策課長 ワシントン駐在にお

きまして、平成27年の４月から令和２年の１月末ま

での実績を申し上げます。まず、面談者等につきま

しては延べ1335名の方々と面談しております。中身

は米国連邦議会議員とか、国務省関係者、あるいは

ＮＳＡ、ＮＳＣといいまして、国家安全保障会議等

の関係者との面談ということになっております。

以上です。

○比嘉瑞己委員 こうして沖縄の状況を伝えていく

中でですね、米国議会関係者でどういった認識の変

化が出てきたのか。やっぱりそこが一つ、成果にも

なると思うんですね。この間、なかなか沖縄の声が

届かない中で、このワシントン事務所を置くことに

よって、少しずつ沖縄の現状とか、これまで誤って

いた認識を変えることができたのかなと思うんです

が、その点何かありますか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 ワシントン駐在にお

いては、そういう訪問活動といいますか、面談等に

おいて、在沖米軍に関係する事件・事故、普天間基

地の現状と辺野古移設の問題点、あるいは米軍基地

周辺の地下水汚染など、最新の沖縄の状況について

情報提供や意見交換を行っているところです。例え

ば、2019年６月13日の日米同盟に関する連邦議会調

査報告書におきましては、沖縄に関する記述につい

て、沖縄は日本の総面積の１％にも満たないにもか

かわらず、日本に駐留する５万4000人を抱える米軍

人の半数以上及び全ての在日米軍専用施設区域の

70％を抱えているという記載がなされております。

これまでの連邦調査局の報告書におきましては、自

衛隊と共用施設を含めた米軍施設数の全国に占める

沖縄県の比率が、在日米軍全施設の約25％と記載さ

れておりましたが、こういうものをですね、沖縄県

のワシントン駐在の働きかけによって正しい表記に

なったのではないかというふうに理解しております。

○比嘉瑞己委員 私たち沖縄県民にとっては、ずっ

となじみのある数字ですけれども、やっぱ全国に対

しても温度差があるし、ましてやアメリカにはなか

なかこの情報というのは伝わっていないわけですよ

ね。だから、先ほどのこの軟弱地盤の問題とか、あ

るいは県民投票の結果とか、やはりしっかりと沖縄

の情報を発信していくことが大切だと思います。本

会議でも、知事が書簡を出すべきだということを訴

えましたが、やはりこのワシントン事務所がそこで

大きな役割を果たすと思います。公室長、この書簡

について、改めて私は沖縄の現状を伝えるためには

有効だと思いますが、この考え方について見解をお

聞かせください。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 お答

えいたします。

県のほうにおきましては、辺野古問題に関して２回

ほど書簡を送ってきたところなんですけども、平成

30年４月にはジュゴン訴訟に関連しまして、県との

協議を求める書簡を送付したところでございます。

そういった協議が行われない中で埋立工事が強行さ

れまして、そうした状況の中において、ジュゴンの

死亡個体が確認されるなど、あるいはＩＵＣＮがジュ

ゴンの評価を引き上げるというような状況があった

り、あるいは御指摘のように軟弱地盤に係る問題、

不同沈下の問題やら、それから先ほどの立石先生の

専門化チームによる護岸崩壊の懸念の可能性、こう

いった様々な問題点が指摘されているところでござ

います。また、辺野古大浦湾がですね、アメリカの

ＮＧＯにおきましてホープスポットとして登録され

るというような状況があります。そうしたことも踏

まえまして、県のほうとしましては、２月にまたこ

のジュゴン訴訟の弁論が行われたこともありました

ので、改めて書簡を米国防長官、それから太平洋軍

司令官等を宛先として送付することにしております。

その際は同報、ＣＣとしましてですね、連邦議会上

下両院軍事委員会議長、それから米国会計検査院院

長などにも送付するということで、今現在その書簡

を送付する準備をしているというようなところでご
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ざいます。

○比嘉瑞己委員 その取組、大切だと思います。公

室長、これね、対アメリカに対してはもちろんなん

ですけれども、さっき情報発信の仕方について玉城

委員からもありましたけれども、やっぱりこれ広く

全国、そして国際社会にも見える形で発信すれば、

相当大きな世論になっていくと思うんですね。

そういった考え方、改めて公室長からお聞かせく

ださい。

○池田竹州知事公室長 米国を中心に、海外への情

報発信をするのは非常に大事だと思っております。

このため、玉城知事は最初の訪米で国連本部も訪れ

て、中満次長との面談も行ったところでございます。

今後は、ワシントンへの要請も当然ですけれども、

米国でのシンポジウム、次年度は米国でのトークキャ

ラバンについても計画しているところです。そういっ

た形で沖縄のこの実態というのを、少しでもですね

米国の方々に、米軍基地があって米国民がいらっしゃ

るわけですので、自分事として捉えていただけるよ

うにですね、情報発信については強化していきたい

と考えております。

○比嘉瑞己委員 ぜひ、米国だけじゃなくて国際社

会に向けても意識していただきたいと思います。

続いて、公安委員会のほうに移りたいと思います。

説明資料の12ページになると思います。資料３－

１か。

ここでですね、一般警察活動費という事業があっ

て、前年度比９億円ぐらい減になっています。そこ

はもう指摘で終わりますが、必要な予算をしっかり

と確保していただきたいと思いますが、この中でそ

の地域の警察の皆さんのパトロールとかも含まれて

いる事業活動費なんですけれども、報道もあってで

すね、私も個人的にこの方から相談を受けておりま

す。昨年の10月に視覚障害者の方が那覇署の警察の

方から職務質問を受けて、写真撮影を強要されたと

いうことで新聞記事にもなっていました。まず、こ

の件についてはどういった経緯だったか教えてくだ

さい。

○小禄重信生活安全部長 お答えいたします。

御質問の新聞報道につきましては承知していると

ころでございます。警察官が一般男性を職務質問し

た際、その容姿を撮影した状況等につきましては、

昨年10月15日午後、那覇市安里の歩道上において、

警察官２名が暴行事案の発生に伴い現場付近を検索

中、手配に係る人相、特徴が類似した男性を発見し、

被害者への確認のために同人に対し写真撮影の協力

を依頼したところ、当初、同人は拒否しておりまし

たが、その後、協力に応じたことから写真撮影を行っ

たものでございます。

以上であります。

○比嘉瑞己委員 令状もないのに写真撮影をするこ

とは適切ですか。

○小禄重信生活安全部長 本件は、取扱い警察官２名

が暴行事案の発生に伴って、現場付近を検索中、手

配に係る人相、特徴が類似した同男性を発見し、被

害者への確認のために同人に対し写真撮影の協力を

依頼したところ、当初、同人は拒否しておりました

が、その後、協力に応じたことから写真撮影を行っ

たものであります。以上の状況等を踏まえますと、

当該警察官２名が同人の写真撮影をした職務行為に

つきましては、適正かつ妥当なものと認められます。

以上でございます。

○比嘉瑞己委員 協力に応じたと言っていますけれ

ども、ではそのときですね、氏名と住所とかは教え

てくれましたか。

○小禄重信生活安全部長 職務質問の際、相手への

氏名等を確認する場合は相手の任意の協力の下、口

頭または運転免許証等の提示を受けて確認させても

らうことはあります。

以上でございます。

○比嘉瑞己委員 答えていないですよ、そのとき確

認できたのかって聞いている。

○小禄重信生活安全部長 男性が職務質問を受けた

際に、障害者手帳を見せると申し出たが、警察官が

手帳はいいから等々のやり取りがあったとのことで

ありました。本件について事実調査を行った結果、

職務質問相手からはそのような発言はなく、また取

扱い警察官２名もそのような発言はしていないもの

と認識しております。

以上でございます。

○比嘉瑞己委員 もう一度聞きますけれども、皆さ

ん先ほど協力を承諾してくれたから写真を撮ったと

言ったんですよ。そのときに、ではその方は協力し

て、名前とか住所をちゃんと皆さんに教えてくれま

したか。

○小禄重信生活安全部長 お答えいたします。

住所、氏名につきましては伺いましたが、答えて

はくれなかったと承知しております。

○比嘉瑞己委員 この方は、本当は写真だって撮ら

れたくなかったんですよ。ですが、もう何度も何度

もお願いされて、断ってもどうせ帰るときにほかの

警察の方に同じことされますよ、こんなふうに言わ
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れてですね、もうしようがなくて応じたわけです。

私この問題、この方個人の問題だけじゃないと思う

んですよね。やはり、県民から信頼されている皆さ

んがこういった捜査をやっているとなると、県警全

体の信頼に関わるから、この予算委員会で取り上げ

ています。この方いわくですね、この人通りの多い

ところで、カメラを近づけられてみんなの前で撮ら

れている、自分が犯人扱いされたということでとて

も傷ついているわけですよ。やはりですね、こういっ

た―本人は身体障害者手帳、最初に見せるって言っ

たけど断られたと言っています。皆さんと真っ向か

ら意見が食い違っていますけれども、私ね、これだっ

たら本当に皆さんの信頼を傷つけるんじゃないかと

思って、今心配しております。やはり、この本人は

犯人でもなかったわけですし、似ているからという

理由でカメラで写真撮られたら、本当に県民たまっ

たもんじゃないですよ。やっぱり今回の捜査の手法

はですね、私は皆さん何らかの反省すべき点はあっ

たと思います。御本人はこの写真を削除してほしい、

そして警察に謝ってほしい、こういったことを私に

相談に来ています。本部長、就任前ではありました

けれども、この件知っていると思いますが、今回の

件、本当に警察に一つも瑕疵はなかったのか。私は

謝るべきところは謝ったほうがいいと思いますが、

いかがですか。

○宮沢忠孝警察本部長 委員のおっしゃること、あ

るいは写真撮影をされた男性のおっしゃることにつ

いてはよく理解をしてございます。その上でなおか

つ、私ども謝罪をしたりとか、反省の意をこの場で

表明することは必ずしも適当ではないというふうに

判断をしております。その趣旨でございますけれど

も、御案内のとおり、街頭で警察官は職務質問をし

たり交通検問をしたりということで、任意で県民の

方々に御協力をいただいて、そういう活動によって

治安が維持をされております。これらの活動という

のは、県民の方々に一定の負担を求めるものでござ

いますので、必ずしもみんな喜んで協力してくれる

というケースばかりではございません。警察官はそ

ういう中、いろいろと説得をしたり説明をしたりと

いうことで協力をいただいているという、そういう

状況がございます。したがいまして、この場でそう

いう中で実施した警察官の活動について、私どもが

謝罪をしたり、反省の意を表したりということであ

れば、まさに現場における警察官の活動に一種の萎

縮の効果が生じて、結果として治安の確保ができな

いのではないかと。そういうことで、この場で謝罪

をしたり、反省をしたりということはすべきではな

いというふうに思っています。一方で、今回男性に

はいろいろと御負担をおかけして、御協力をいただ

いたということですので、そのことについては私ど

も心から感謝の意を表したいというふうに思ってお

ります。

以上でございます。

○比嘉瑞己委員 令状もないのに写真撮影をしたと

いうのは、事実としてあるわけですよ。皆さんの信

頼も、法にのっとって皆さんが活動しているから、

県民は皆さんを信頼すると思います。ですがね、今

の答弁だと私は不十分だと思いますよ。しかるべき

―この場ではできなくてもですね、その当事者の皆

さんからは、弁護士を通じて皆さん連絡も取れるわ

けですから、何らかの対応をするべきだと思います。

部長、もう一度お願いします。

○宮沢忠孝警察本部長 今おっしゃったことは、あ

たかも違法に写真撮影をしたのではないかというふ

うに―誤解かもしれませんが、私は聞こえたんです

けれども、先ほど生活安全部長から申し上げたとお

り、当該警察官らの活動につきましては、いろいろ

と当初拒否された経緯はございますが、最終的には

説得に応じていただいて、協力をいただいてござい

ますので、そういう意味では同意をいただいたとい

うことでございますので、合法であり、かつ妥当な

ものだったというふうに考えております。いずれに

しても、当該申し出ておられる方のお気持ちについ

ては、十分私ども理解をしていますので、その申し

出た方には心から感謝を申し上げたいというふうに

考えております。

以上でございます。

○比嘉瑞己委員 もうこれ擦れ違いになってしまい

ますけれども、先ほどから言っているように、この

方は最後まで名前と住所は述べなかったんですよ。

とても協力したと言える状況じゃないと思いますよ。

ここはですね、ぜひ関係者の皆さん、いま一度皆さ

ん襟を正してですね、日々の業務に当たっていただ

きたいと思います。

終わります。

○渡久地修委員長 上原章委員。

○上原章委員 よろしくお願いします。

まず、私もちょっと新型コロナウイルスの感染に

ついて、今日知事が緊急対策を発表しております。

そこで、特に子どもの未来県民会議の寄附というこ

とで、弁当配達等への支援を行うとあるんですが、

上限５万円というところで聞いておるんですけど、
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この上限をつけた意味、もしくはそういった５万円

は何に使えるのかちょっとお聞かせ願えますか。

○金城弘昌総務部長 お答えします。

沖縄子ども未来県民会議事務局のほうが子ども生

活福祉部がやっているもんですから、ちょっと背景

も含めてですね―支援をするというのは我々も報告

を受けているんですけれど、具体の中身、今委員が

おっしゃるところまでは把握していないもんですか

ら、すみません。この場では答弁はできません。

○上原章委員 またじゃあ改めて確認したいと思い

ます。

もう一点、マスク、消毒液等あらゆる手段を通じ

て確保するとありますが、特に公室長のほうで、備

蓄とかいろいろ災害におけるそういった緊急の確保

というのは必要だと思うんですが、現時点で、県の

備蓄等でこういったマスクやまた消毒液等の確保は

できているんでしたっけ。

○池田竹州知事公室長 知事公室の災害備蓄として

はないんですけども、保健医療部のほうで、もとも

と新型インフルエンザ用に12万枚備蓄をしていたそ

うです。今回このコロナウイルスの発生に伴いまし

て、感染症指定医療機関、そして協力医療機関にそ

の12万枚全てを無償で提供したというふうに聞いて

おります。

今マスクがない状態ですので、まず、Ｎ95マスク、

医療現場で使われるマスクについては厚労省と今調

整していて、厚労省のほうから配布を受ける予定だ

というふうに聞いています。あとサージカルマスク、

いわゆる一般のマスクについては４万枚を近々に購

入する予定であるというふうに聞いています。あと、

先週、河野防衛大臣が自衛隊が保有する152万枚のマ

スクを提供するという報道がありました。それを受

けて、私も15旅団長にすぐ電話をしてその状況を確

認しました。そうすると、そのマスクっていうのは

例えば15旅団にあるマスクを提供するのではなくて、

各方面隊にそういう備蓄があるそうです。九州、沖

縄地区では西部方面隊のほうに備蓄があると。

それについて―先週の時点ですので、これからど

ういった形で配布するかについて検討するというこ

とで、その具体の話が出る際には、例えば沖縄県で

は、医療現場には保健医療部のほうからマスクはも

う既に提供しているけども、一方で、高齢者施設と

かでマスクが不足というのも私ども聞いております

ので、そういった面で沖縄県も足りない状況がある

というのは旅団長のほうに直接申し上げて、ぜひ意

見など求められたときにはその辺を伝えていただき

たいというふうに要望したところです。具体的にど

ういった形でというのは、今日時点でまだ明らかに

なっていないかと思います。

○上原章委員 ぜひですね、この優先順位もあると

は思うんですけど、本当に必要なところに早めに

ちょっと手当てしていただきたいと思います。先ほ

ど話したように、備蓄もですね、これ今後、万が一

こういう事態に陥ったときは、やっぱり県は県でしっ

かり県民のそういう命を守る意味では必要性を検討

する、私は今回のことを教訓にするべきじゃないか

なと思うんですが、いかがですか。

○池田竹州知事公室長 新型インフルに備えている

12万枚というのは、ある程度最悪の事態も想定して

ということだというふうには聞いています。ただ、

日本そのものにマスクの多くが中国から来るという

ので、それが全く途絶えてしまうという、今回想定

していなかった部分もありますので、関係部局と連

携して、今後供給がきちっと整ってきた段階では、

どのような備蓄の在り方がいいのかについては検討

していきたいと思います。

○上原章委員 首里城の復興推進事業についてなん

ですが、基本計画を策定するということで3600万円

余り特命推進課で計上されておりますけど、具体的

にこの基本計画の今後のスケジュールと中身を

ちょっと教えていただけますか。

○前原正人秘書防災統括監 今、県では有識者懇談

会を設置して基本方針をつくっています。この基本

方針の中身というのが、文化財等の復元とか収集、

それから伝統技術の活用及びそれを継承するための

取組とかですね、あとは首里城周辺の地域の段階的

な整備、その中には文化財的なものも含まれてこよ

うかと思います。そういうのを議論していただいて、

今年度中に基本方針を策定することとしております。

次年度は、その基本方針の方向に沿った形でです

ね、具体的にどういう施策を盛り込むのかとか、そ

れをどういう工程でやるのかとか、そういったとこ

ろを盛り込んだ基本計画を策定するということにし

ております。

おおむね６回程度、委員会を予定していまして、

今回のその有識者懇談会にも８名の委員の方々に

入っていただいていますけど、同じような形で有識

者に入っていただいてですね、より具体的な形の基

本計画にしていきたいと、そのように考えておりま

す。

○上原章委員 この基本計画は、いつまでに策定さ

れるんですか。
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○前原正人秘書防災統括監 来年度いっぱいでござ

います。

○上原章委員 今回、首里城の復興、復旧に取り組

むということで約４億円余り、都市公園課、文化振

興課、観光振興課、それぞれ関わる課で予算化され

ているというんですけれども、横断的にこの首里城

の復興については関わっていくと思うんですが、こ

の基本計画の内容に全部関わっている課の、いろん

なそういう取組が全部網羅されるということでいい

んでしょうか。

○前原正人秘書防災統括監 今御覧になっておりま

す令和２年当初の首里城復旧・復興の取組４億円と

いうのは、今１から７まで項目がありますけど、こ

れは昨年12月に県のほうで発表しました首里城復興

の基本的な考え方に沿った形で、各部局の取組をは

めています。今、この基本的な考え方に基づいて基

本計画を整理していますので、それに沿った形でで

すね、事業が進んでいくと。将来的にその基本計画

から事業の芽出しができるような形で策定できてい

ければと考えております。

○上原章委員 公室長、先週末に火災原因が特定で

きないということで、結局は、那覇市の消防局の発

表がありました。一月ぐらい前には県警も特定でき

ないと。今回、あれだけの火災があってですね、原

因が最終的に究明できないということになったわけ

ですけれど、これについてちょっと特命推進課とい

うこともありますので、公室長の御意見はありませ

んか。

○池田竹州知事公室長 那覇消防局のほうからの火

災原因の発表の概要は私どもも聞いております。今

後―今月中ですかね、きちんとした報告書をまとめ

ると聞いております。

県警の科捜研さんでの検証、そして、那覇消防局

のですね、東京のほうにある消防防災科学センター

という全国で１か所ある専門の研究組織に、いわゆ

る証拠物件を持ち込んで鑑定を依頼したようなんで

すが、やはり焼損度合いがひどくて特定には至らな

かったものというふうに聞いております。

県警、そして消防の専門機関、双方としてもいわ

ゆる県警のほうで事件性はないというお話もござい

ますし、今後はそれを踏まえて第三者委員会等でき

ちっと再発防止に向けて取り組んでいくことになろ

うかと思います。

○上原章委員 多くの県民が胸を痛めて、本当に今

回の火災はですね、どういった原因があってああい

うことが起きたのか、また、その責任はどこにある

のかと。本当にそういう意味ではもう、私はしっか

りと知事はその最高責任者として、県民のそういっ

た思いにどう応えていくかというのが、私は大事か

なと思うんですが。

さっきその首里城の復興でですね、火災保険が70億

円余りというお話があったんですが、これは財団が

火災保険をかけてですね、財団の首里城だけじゃな

くて水族館とか全てのそういったものに対しての保

険のその数字だとも聞いているんですが、今回この

原因究明ができない中でこういった火災保険という

のはどのぐらい下りるかという、そういった数字は

あるんですか。これは総務で答えるんですか、どこ

で答えますか。

○前原正人秘書防災統括監 ただいまの御質問につ

いては、土木建築部の所管になっております。

○上原章委員 じゃあまた、ちょっと別の機会で確

認したいと思います。

先ほどの歳入予算の説明の中で、財産収入で知事

公室が管理する自販機の運用で収入があったという

お話を聞いたと思うんですが、具体的に知事公室で

運用している自販機の台数と、今回こういった公募

に出している台数の数字って答えられるんであれば

ちょっと教えてほしいんですが。

○石川欣吾防災危機管理課長 お答えします。

場所はですね、消防学校に設置されております。

消防学校に計４台自販機が設置されていて、２台ず

つ入札をかけて、２社応募があって、そういう状況

にございます。

○上原章委員 収入は幾らなんですか、年間。

○石川欣吾防災危機管理課長 昨年度の収入―30年

度ですかね、貸付料として２社合計で94万2624円と

なっております。

○上原章委員 ちょっと休憩します。

○渡久地修委員長 休憩いたします。

（休憩中に、上原委員から、４台合計の金額

ということでよいかとの確認があり、執行

部からそのとおりであるとの回答があっ

た。）

○渡久地修委員長 再開いたします。

上原章委員。

○上原章委員 知事公室で今管理運営しているのは、

この４台以外にはないということでよろしいですか。

○石川欣吾防災危機管理課長 消防学校には４台。

○上原章委員 分かりました。以前は、公募方式が

ない時代は非常に自主財源の確保で大変だったと覚

えていますけど、了解しました。
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あと、総務の歳入予算の財産収入が、前年度実績

を勘案して減収を見込むとありますけども、約20億

円減となっております。このちょっと具体的な説明

をお願いできますか。

○浦崎康隆管財課長 先ほど部長の説明のときにも

ありましたけれども、令和元年度に旧運転免許試験

所跡地、これを水道特会のほうに有償所管がえしま

した。これが約22億円ぐらいございますので、その

減ということになります。そして、今年度の土地の

売払いはそうした特殊な要因を除いて、過去５年間

の平均に基づいて計上しております。

○上原章委員 分かりました。ありがとうございま

す。

これは旧運転免許試験所跡地、今建設が何か始まっ

ていますけど、こちらは何が建つ予定なんですか。

○浦崎康隆管財課長 将来、流入汚水量が増加する

ということで、施設の増設であったりとかですね、

建て替え用地、そういったことに利用されるという

ふうに聞いています。

○上原章委員 那覇市のものですか。

○浦崎康隆管財課長 違います。土木建築部です。

○上原章委員 県のね、分かりました。ありがとう

ございます。

次に、私立高校、専修学校の授業料負担の軽減に

ついてですけど、いよいよこの４月から私立高校の

実質無償化がスタートするということと、あと、新

規で専修学校も今回授業料が無料化になるというこ

とを聞いております。

この対象校、対象数、ちょっと教えていただけま

すか。

○座安治総務私学課長 お答えいたします。

私立高校の授業料負担の軽減についてでございま

すけれども、令和２年度の私立高等学校就学支援金

につきましては、対象校は15校で対象者数は２万

2000人を見込んでおります。予算額については40億

6662万4000円となっております。

○上原章委員 これは私立高校か、専修学校か。そ

れぞれ分けてほしいんです。

○座安治総務私学課長 今言ったのは、私立学校で

ございます。私立学校の対象校が15校、対象者数が

２万2000人、予算額が40億6662万4000円となってい

ます。それから、専修学校のほうでございますが、

県の所管している専修学校については、対象校は

44校、支援対象見込み者数は1700名、それから予算

額は７億3583万1000円となっています。

○上原章委員 この予算は、全部国の予算というこ

とでよろしいんですか。

○座安治総務私学課長 私立高等学校の授業料の負

担については全額国費でございます。それから、専

修学校の授業料軽減につきましては、国と県でそれ

ぞれ２分の１ずつ負担ということでございます。

○上原章委員 この私立高校の２万2000名と専修学

校の1700名、これ全体総数から見た割合とかは分か

りますか。何割かとか。

○座安治総務私学課長 生徒数に対してですか。

○上原章委員 その対象となる。全員なら全員でも

いい。これ、所得制限があるはずなんですよ。

○座安治総務私学課長 私立高等学校の授業料の負

担軽減につきましては、今回制度が変わりまして、

年収590万円未満まで引き上げられたことになりま

す。実質的に授業料無償化となるのが１万6000人で、

全体の生徒の約60％となっています。

○上原章委員 分かりました。

総務部長として今回こういう国が国費で所得制限

を設けてですね、６割のそういう対象が無償化とい

うことです。実は、全国の私立高校の平均の授業料

というのは年間約40万円と言われています。やっぱ

り、本当に私立学校に通うお子さんもですね、公立

に行けなかったいろんな事情があったお子さんとか、

また、離島も含めてスポーツや文化、いろんなそう

いうのにチャレンジしたいお子さん等も、結構私立

に通っているわけです。今回、国はそういうふうに

して所得制限を設けて、こういった夢、もう自分の

可能性を諦めない、また、いろんな家庭の御負担を

かけないようにということでそういう取組がスター

トしているんですけども、これに対する部長として

の評価がもしありましたら、お聞かせ願えますか。

○金城弘昌総務部長 この取組というのは、全ての

意志ある高校生が安心して教育を受けられるという

ことで、授業料相当額を支給して経済的負担軽減を

図ると。当然のことながら、いわゆるその世帯の経

済状況に関係なくですね、いわゆる意欲のある学生

が、安心して教育を受けるというふうな観点で実施

をされていますので、そこはしっかり取組を進めて

いきたいなと思っているところでございます。

以上でございます。

○上原章委員 よろしくお願いします。

あと、最後に公安委員会、先ほどちょっとお話が

出ました一般警察活動費、この中身をちょっと教え

てもらえますか。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。

（目）一般警察活動費といいますのは、交番駐在
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所などの機能維持のほか、地域の安全ですとか災害

対策、通信指令体制に要する経費でありまして、こ

れの経費として５億5062万1000円を計上しています。

この主な内訳としましては、警察電話ですとか加入

電話回線料などの警務活動費、それから駐在所の防

犯カメラの整備費などの地域警察活動費、そして大

型テント、バルーン投光器などの災害対策費、そし

て警察活動に要する旅費などの一般活動費、そして

通信指令システムの機器使用料などの通信指令活動

費などがございます。昨年度に比べて、マイナス１億

930万2000円と大きく減額になっておりますけれど

も、こちらがですね、昨年の12月に開催されました

第43回全国育樹祭の警備対策事業が終了したことが

主な要因となってございます。

○上原章委員 分かりました。

１億円余りがなぜ減ったか聞きたかったので、ちょ

うど答えてもらえました。了解です。

この活動費、私はもっともっと充実させる必要が

あるんじゃないかなと思うんですが、この５億5000万

円で十分ということで受け止めていいんですか。

○岡本慎一郎警務部長 県警察としましては、所要

の経費を計上していただいているというふうに考え

ております。

○上原章委員 分かりました。

あと最後に、これも毎回、議会でも議論されるん

ですけど、交通環境の整備事業、まず、新年度予算、

それから課題、お聞かせ願えますか。

○宮城正明交通部長 お答えします。

交通環境の整備といいますと、交通信号機あるい

は道路標識表示といった形で、交通事故防止あるい

は交通の円滑を図るためにとどめている経費であり

ますけども、令和２年度の経費は13億9796万9000円

となっております。

以上です。

○上原章委員 沖縄県内のこういった交通環境、様

々な地域から信号機、また、いろんな要望があると

思うんですが、その中で皆さんは、優先順位を決め

て予算繰りすると思うんですよね。ここ数年、この

３年間―令和２年は13億9000という話でしたけど、

過去３年間の数字はありますか。

○宮城正明交通部長 平成30年度が12億 2898万

7000円。令和元年度、今年度ですけども、15億990万

1000円となっております。

○上原章委員 多くの各所から、離島も含めて要望

がある中でですね、令和２年13億9000、この金額で

ある程度の地域の要望はクリアできるという認識で

すか。

○宮城正明交通部長 大体地域からの要望で一番多

いのが、信号機という形になります。新年度での信

号機の予算というのは、現在３基設置する予定となっ

ておりますけれども、実は信号機というのは県内に

2120基ありますけれども、そのうちの約18％に当た

るおよそ380基、これがですね、もう更新をしていか

ないといけないという時期を迎えています。全国が

20％ですので、全国よりは数字的に少しいいんです

けれども、これだけたくさんの信号更新をしていか

ないといけない。

それから、新しい信号も当然必要なところに要望

を受けながら設置していきますけれども、既存の信

号機も補修をかけて新しく制御機を換えていかない

といけませんので、そこのほうにも予算をしっかり

とあてがっていかないと、ある信号機が駄目になっ

てしまうということになりますので、この辺にも今

重点を置いて、今年度は60か所の更新をする予定と

しております。

○上原章委員 信号機に―例えば台風等で停電した

場合にですね、発電機が当用されて機能するという

のが結構全国でも配置されていると聞くんで、その

辺は県内どうですか。

○宮城正明交通部長 県内はですね、現段階で222基

の信号機が―これ正式な名称でいきますと信号機電

源付加装置というものになりますけれども、２種類

ございまして、１つはバッテリーを内蔵している信

号機です。だから停電しても発電する。もう一つは

ですね、発動発電機を設置している信号機。それぞ

れメリット・デメリットありまして、小型化できる

のがバッテリーなんですけども、ただ、時間が３時

間とか長くて６時間程度。発動発電機の場合は、燃

料を補充さえすればずっと使えるということでです

ね、新年度でもですね、25基整備することとしてお

ります。

○上原章委員 頑張ってください。終わります。

○渡久地修委員長 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 じゃあ最後ですので、よろしくお

願いいたします。

私もまず、この新型コロナウイルスの緊急対策に

ついてからになりますが、国のほうが２週間程度と

いうことで、いろんな自粛等々の呼びかけを―呼び

かけというか要請をですね、やりました。もう今週、

大体木曜日、金曜あたりがこのめどの２週間という

のがあるのかなというふうにも思いますけど、率直

に今、公室長、総務部長どちらでもいいですので、
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県の状況をどういうふうに捉えられているかね、こ

の新型コロナウイルスに関して。ちょっとその辺か

らお尋ねします。

○池田竹州知事公室長 お答えします。

県のほうでは、２月１日に来ましたダイヤモンド

・プリンセス号の関係で、まずタクシーの運転手の

方が２人感染者が出て、その後３人目の方が出て、

その後今感染者が確認されていない状況です。昨日

時点で150以上の検体は検査して、３例以外は全て陰

性だということで。いわゆる防疫体制は、かなりき

ちっとやられているというふうに考えております。

その後発生がないことについては防疫体制がうまく

いっているのか―もちろん軽々に言えるわけではな

いんですが、感染が他県のように広がりがないとい

う点については、今私は個人的にはほっとしている

状況です。引き続き予防対策ですね、せきエチケッ

トでありますとか、手洗い等を徹底して、この状況

を維持していければというふうに考えております。

○當間盛夫委員 学校関係で、離島はそのまま休校

することなくというところもあったんですけど、本

島のほうでも浦添やら豊見城、南風原町もそういう

検討をしているということがあるんですけど、この

学校関係が再開するというような形は、皆さんどう

捉えられていますか。

○池田竹州知事公室長 いわゆる政府からの春休み

までの休校要請について、総理もそれぞれの判断も

あろうかというふうに、たしか国会で述べられてい

たかと思います。各、浦添市あるいは豊見城の判断

も今そういう県内で感染が広がっていないという状

況も踏まえて、そもそも石垣市さんは市のほうで発

生がないということで休校措置を取らないという、

それぞれの市長さんの判断だろうというふうに考え

ております。

○當間盛夫委員 これは、各市町村を尊重したほう

がいいかなというふうにも思っております。

経済の面なんですよね。もう沖縄はこの観光がリー

ディング産業ということで、先ほども１次産業なり、

２次産業が並行して伸びていければいいんですけれ

ど、我々この沖縄の経済というのは観光を頼りにし

ているというところもありましたので、1000万人が

いらしてもらってよかったねと思った矢先に、こう

いう現象があるというところもありますので。この

経済面、今、はい何かイベントをしましょうとか、

全部自粛ムードになっているということになると、

維持をさせるっていうことがね、もう中小の沖縄の

観光業はほとんど零細中小ですので、ホテル関係も

稼働率がもう軒並み20％でしかないとか、運送、バ

ス関係になるとインバウンドのバスをやっている事

業者も、ほとんどバスが動いていないというような

状況があるというふうに考えると、私は金融策でしっ

かりと支援をすべきだと。以前にも中小企業金融円

滑化法ということで支払いの猶予をやるんだとか、

今はお金を借りても返す当てがないわけですから、

そういった分での金融の支援というのをしっかりと

円滑にやりながら、その支払いの猶予というのを、

しっかりと沖縄県が明確に示していくということは

大事だと思うんですけど、その辺は今回のその緊急

対策でどのように打とうとされていますか。

○金城弘昌総務部長 中小への融資ですとか支援の

話で商工労働部を中心にやっていますけど、一応こ

の対策の中でも、まだ検討中だと思うんですけど、

例えば金融機関に対していわゆる企業債務に係る返

済猶予等の断続的な運用を行政もしたほうがいいん

じゃないかというふうな検討とかですね、あと、セー

フティネットの指定等ですね、国に要請して効果も

認められたところですけれど、国のほうも明日以降

ですかね、新たな支援策が出てくるというふうなと

ころを聞いていますので、そこが出てきたらしっか

り県としてやるべきところは取り組んでいきたいと

思います。

○當間盛夫委員 県としてやるべきことは、保証協

会、やはりね、県がその分での保証協会に対しても、

しっかりと今回の場合のものはちゃんと支援をして

あげる。いかに継続をさせるかというのが大事だと

思うんですよ。これで、今回の件でもう廃業とか倒

産とか店じまいとかっていうのが頻繁に出ているわ

けですから、やっぱりその分では今継続をさせると

いうことが大事ですので、皆さん、保証協会にも柔

軟な姿勢を持つようにということをぜひ伝えてもら

いたいなと思うんですけど、この辺はどうでしょう

か。

○金城弘昌総務部長 商工労働部に、その旨しっか

り伝えたいと思います。

○當間盛夫委員 よろしくお願いします。

それで総務部長、先ほど上原委員からもありまし

たが、今度、４月１日から私立高校の就学支援制度

ができるということで―以前からあるんですよね、

私立高校の分は。これが、590万円の所得の皆さんの

支給上限が39万円まで引き上がるというような制度

なんですね。ですから、去年の予算は20億円、今度40億

円というような形になっている。先ほどのものは、

この私立学校、高等学校、高等専門学校の私立学校
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が沖縄県に何校で、専修学校の高等課程があるじゃ

ないですか、高等課程もこれなんですよ。さっきの

話は高等教育の話なんですよ、44校、千何名ってい

うのは。だから言うこの専修学校は44校じゃないは

ずなんですよ、専修学校の高等課程っていうのは。

これ専修学校の高等課程が44校ですか。

○座安治総務私学課長 高等学校の就学支援金事業

の対象となる専修学校につきましては、６校となっ

ています。それから、各種学校が１校となっていま

す。

○當間盛夫委員 対象人数は。

○座安治総務私学課長 218名となっています。

○當間盛夫委員 これ私もちょっとまだあれなんで

すけど、以前はこの高等課程の皆さんに対しては―

非課税の皆さんに対してのものは県が助成していた

と思うんですよ、私学とは違ってね。それはどうで

しょう。

○渡久地修委員長 休憩いたします。

（休憩中に、當間委員から専修学校の高等課

程は以前から入っていたのかとの確認があ

り、執行部からそのとおりであるとの回答

があった。）

○渡久地修委員長 再開いたします。

當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 高等課程に対する分は、学校に１人

当たり７万円という補助もやっていますよね、学校

に対して。これは、このことをやることで減額か何

かされているんですか。

○座安治総務私学課長 お答えいたします。

委員おっしゃるのは、私立の専修学校に対する経

費の関係の補助金だと思います。これにつきまして

は、私立の高等課程を有する専修学校に対して経常

的経費―学校の主に教育研究費でございますけど、

それを支援するというところで支給しているもので

ございます。県単であって、今回の授業料の額が増

えるというものと直接関係はいたしません。直接関

係はしないでですね、高等学校就学支援事業はあく

までも学生の授業料に対する支援でございますから、

あれとはまた別の制度でございます。

○當間盛夫委員 なぜこれを聞くかといったら、次

質問する分での高等教育のその就学支援の部分なん

ですが、先ほどの専門学校は44校で1000名余りとい

う部分であるんですけど―今日の論壇だったかな、

新聞に―私立の大学、公立は10分の10なわけですよ。

この専門学校に関しては国が半分、県が半分という

事業なんですよね。その中で何を言われていたかと

いうと、これが出たことで今、学校単位、大学単位

でやっている授業料の免除、それは廃止されるのか

どうかというのがあったんですよ。その辺はどうで

すか。現行で今やっている―いろいろと試験を受け

ていろんな形でやって、授業料を免除されている学

生がいる。ところが、今回のこの分でのものが出た

部分で、その免除がなくなるというふうになってく

ると、この高等課程のものは段階のものがあるわけ

ですね、270万円だとか。その免除がなくなってくる

と、結果的に社会人、働いて大学に出るという皆さ

んの部分が、これになると年齢制限もいろいろと出

てくるというもので、これはいかがなものかと。デ

メリットもあるよねというのがあるんですけど、そ

の辺はどう認識されていますか。

○座安治総務私学課長 すみません、私どもちょっ

と大学についてちょっと詳しいことが分からないも

んですからあれなんですけども、一応専修学校のほ

うでですね、現在でも授業料の減免に取り組んでい

る専門学校がございます。これについてはですね、

授業料自体がもう無償化になってしまうというとこ

ろがあった場合は、授業料そのものが一応支給され

るということになりますので、支援対象にはならな

いということでございますけれども、今委員のおっ

しゃった大学等についてのですね、ちょっとあれは

私どもは承知しておりませんので、その適用がどう

なっているかについて、また後日調べて回答させて

いただきたいと思います。

○當間盛夫委員 いや、これは年齢制限があるから

という部分での話だったんですよ。だからもう、じゃ

あ25歳で社会人やったけど、結局、大学に学び直す

という部分で該当しないというようなところがある

よねというような分もありましたので、この辺はま

た私も調べていろいろとやっていきたいと思ってい

ます。

総務のほうで、県有財産の公共施設マネジメント

推進事業があるんですが、これ国もいろいろと公共

施設のその維持改修にはお金がかかると。県の試算

でも４兆円という試算があるわけですね。年間700億

円から800億円というのがあるんですけど、それを踏

まえると、なかなか予算的には厳しいよねというこ

とでＰＰＰ・ＰＦＩを推進していくというのがある

んですけど、県としてこのＰＰＰ・ＰＦＩの部分は

どう進めていかれる予定ですか。

○浦崎康隆管財課長 ＰＰＰ・ＰＦＩの促進の考え

方ですけれども、公共施設等総合管理計画において

は、その基本方針の一つとしてコスト縮減や財政負
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担の平準化というのがございます。ＰＰＰ・ＰＦＩ

の活用により、施設の維持管理や更新費用の縮減が

図られるということは、推進していく上でも重要で

あるかなと考えています。総合管理計画では、公共

施設等の維持管理及び更新費用等において、ＰＰＰ

・ＰＦＩの導入について各施設管理者が検討を行い、

業務のさらなる効率化や質の向上を図ることとして

おります。個別施設計画策定においても、将来的な

導入の検討について盛り込んでいくことも必要かな

と考えております。

○當間盛夫委員 今、県もＭＩＣＥの事業でＰＦＩ

を、サッカースタジアムでＰＦＩをというのがある

んですけど、他府県になるとコンベンションのＰＦ

Ｉももう進んでいるんですよ。愛知に行くと、高速

道路自体をそういう民間で造らすというような在り

方があるわけですから、我々県全体も―もう私から

したら、あしたまたやるんですけど、国依存度が増

してしまっていると。結局、我々は一括交付金を享

受したがために、国に対する予算というのは、ます

ますその分では増加してしまっているというような

ことを考えると、一括交付金がなければ何もやらな

いという県の体質、市町村の体質になってしまって

いるんじゃないかなという懸念があるわけですよ。

だから我々は、自立する経済ということで50年近く

このことをやってきたのに、全くそれが、果たして

50年たって自立っていうのが何だったのかと言われ

ないようにですね、やらないといけないというふう

にも思っていますので、頑張ってやってください。

よろしくお願いします。

知事公室の部分で、ちょっと不発弾の処理事業の

部分で、これはもう70年かかるというような部分の

お話、ずっとそういうお話ではあるんですが、地元

業者を皆さんどういうような形で活用されているの

か、発注しているのかお教えください。100％地元業

者ですと言えば、それでいいんですけど。

○石川欣吾防災危機管理課長 お答えします。

今回私どもが発注した事業ですけれども、全ての

業務が各地区の地元企業への発注となっております。

○當間盛夫委員 これね、もう要望にしますので、

宮古でやる分はやっぱり宮古で事業されている皆さ

ん、八重山でやる分は八重山で事業されている皆さ

んということをしっかりとやるべきだというふうに

思いますけど、それはどうでしょうか。

○石川欣吾防災危機管理課長 一応、来年度の発注

に向けて入札のやり方等を検討しているところです

けれども、県内に本店が存在する業者であることと

いう設定にはしようとしております。ただですね、

そういった中でも、宮古島、石垣、離島に関すると

ころをですね、どういうふうに配慮していくかとい

うことを検討しながら、実施していこうと考えてお

ります。

○當間盛夫委員 最後になりますけど、公安委員会

の皆さんに。

離島警備対策事業で今回16億円というのがあるん

ですけど、実際に今この尖閣が主だと思うんですね。

この尖閣の状況というのは、今、どういうふうになっ

ているんでしょうか。

○岡本慎一郎警務部長 今、委員御指摘のあった尖

閣諸島周辺海域における領海侵入などの状況につき

ましては、県警察としてはお答えする立場にありま

せんが、海上保安庁のホームページに掲載されてい

る資料―中国公船などによる尖閣諸島周辺の接続水

域内の入域及び領海侵入隻数という資料によります

と、領海侵入は平成30年70隻だったのが、昨年は126隻

となり、56隻増加。そして、接続水域入域につきま

しては、平成30年が615隻だったのが、昨年は1097隻

となり、482隻増加と承知しております。

○當間盛夫委員 これは、令和元年になって伸びて

いるわけですよね。皆さんが答えることができない

海上保安庁のものなんですけど、皆さん今回150名増

員して、この海上保安庁とはどういう連携を取られ

るんですか。

○岡本慎一郎警務部長 これまでも海上保安庁とは

必要に応じて適宜連携をしてきたところですけども、

国境離島警備隊ができましても、各種、国境離島に

おける武装集団による不法上陸事案等に適切に対処

していくために、さらに連携を強めてまいりたいと

いうふうに考えております。

○當間盛夫委員 これはお答えできるかどうかあれ

ですけど、皆さん今回装備で小銃を持たれるわけで

すよね。海上保安庁の船に乗るときに、そういうの

も携帯をして乗られるというような認識でいいんで

すか。

○岡本慎一郎警務部長 どういう状況のときにどう

いう装備であるかについては、ちょっとお答えを控

えさせていただきます。

恐縮です。

○當間盛夫委員 残念です。終わります。

○渡久地修委員長 以上で、知事公室、総務部及び

公安委員会関係予算議案に対する質疑を終結いたし

ます。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
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休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席）

○渡久地修委員長 再開いたします。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

次回は明 ３月10日 火曜日 午前10時から委員

会を開きます。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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沖縄県議会委員会条例第 27 条第１項の規定によりここに署名する。
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令 和 ２ 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 令和２年３月９日（月曜日）

開 会 午前10時１分

散 会 午後５時８分

場 所 第１委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第１号議案 令和２年度沖縄県一般会計予算

（農林水産部及び商工労働部所管分）

２ 甲第２号議案 令和２年度沖縄県農業改良資

金特別会計予算

３ 甲第３号議案 令和２年度沖縄県小規模企業

者等設備導入資金特別会計予算

４ 甲第４号議案 令和２年度沖縄県中小企業振

興資金特別会計予算

５ 甲第８号議案 令和２年度沖縄県沿岸漁業改

善資金特別会計予算

６ 甲第９号議案 令和２年度沖縄県中央卸売市

場事業特別会計予算

７ 甲第10号議案 令和２年度沖縄県林業・木材

産業改善資金特別会計予算

８ 甲第11号議案 令和２年度沖縄県中城湾港（新

港地区）臨海部土地造成事業特別会計予算

９ 甲第13号議案 令和２年度沖縄県国際物流拠

点産業集積地域那覇地区特別会計予算

10 甲第14号議案 令和２年度沖縄県産業振興基

金特別会計予算

出席委員

委員長 瑞慶覧 功君

副委員長 瀬 長 美佐雄君

委 員 大 浜 一 郎君 西 銘 啓史郎君

山 川 典 二君 島 袋 大君

大 城 一 馬君 新 里 米 吉君

親 川 敬君 嘉 陽 宗 儀君

金 城 勉君 大 城 憲 幸君

説明のため出席した者の職、氏名

農 林 水 産 部 長 長 嶺 豊君

農 林 水 産 総 務 課 長 幸 地 稔君

農林水産総務課研究企画監 比 嘉 淳君

流通・加工推進課長 下 地 誠君

農 政 経 済 課 長 島 川 泰 英君

営 農 支 援 課 長 前 門 尚 美さん

糖 業 農 産 課 長 喜屋武 盛 人君

畜 産 課 長 仲 村 敏君

森 林 管 理 課 長 平 田 功君

水 産 課 長 能 登 拓君

商 工 労 働 部 長 嘉 数 登君

産 業 政 策 課 長 平 田 正 志君

アジア経済戦略課長 仲榮眞 均君

ものづくり振興課長 古波蔵 寿 勝君

中 小 企 業 支 援 課 長 友 利 公 子さん

企 業 立 地 推 進 課 長 久保田 圭君

情 報 産 業 振 興 課 長 谷 合 誠君

雇 用 政 策 課 長 島 尻 和 美さん

労 働 政 策 課 長 下 地 康 斗君

3ii4

○瑞慶覧功委員長 ただいまから、経済労働委員会

を開会いたします。

「本委員会の所管事務に係る予算議案の調査につ

いて」に係る甲第１号議案から甲第４号議案まで、

甲第８号議案から甲第11号議案まで、甲第13号議案

及び甲第14号議案の予算議案10件の調査を一括して

議題といたします。

本日の説明員として、農林水産部長及び商工労働

部長の出席を求めております。

なお、令和２年度当初予算議案の総括的な説明等

は、去る６日の予算特別委員会において終了してお

りますので、本日は関係室部局予算議案の概要説明

を聴取し、調査いたします。

まず初めに、農林水産部長から農林水産部関係予

算議案の概要の説明を求めます。

長嶺豊農林水産部長。

○長嶺豊農林水産部長 おはようございます。よろ

しくお願いいたします。

それでは、ただいま青いメッセージで通知をいた

しました農林水産部令和２年度施策体系をタップし

ていただきまして、資料を御覧ください。

農林水産部の令和２年度予算編成に当たりまして

は、沖縄県農林水産業の全体的な課題であります農

業従事者の減、高齢化、担い手の不足、台風など気

経済労働委員会記録（第２号）
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象災害への対応、農林水産物の出荷や飼料移入に係

る割高な輸送費、豚熱やアフリカ豚熱、口蹄疫など

の家畜伝染病やミバエ類の特殊病害虫の防疫対策な

どに対応するため、21世紀ビジョンにおける農林水

産部門の基本施策であります亜熱帯性気候等を生か

した農林水産業の振興を図るため、平成24年度から

沖縄振興一括交付金などを活用した施策・事業を展

開しているところであります。農林水産業における

課題の解決に当たっては、おきなわブランドの確立

と生産供給体制の強化、流通・販売・加工対策の強

化、農林水産物の安全・安心の確立など７つの柱を

基本施策として、生産拡大や高付加価値化などによ

る農林水産業の振興に取り組んでまいります。

それでは、令和２年度農林水産部関係予算の概要

につきまして、サイドブックスに掲載されておりま

す抜粋版令和２年度当初予算説明資料農林水産部に

基づき、説明させていただきます。

ただいま青いメッセージの通知ををタップしてい

ただき、資料を御覧ください。

１ページを御覧ください。

県全体の令和２年度の一般会計歳出予算額におけ

る部局別の歳出予算額であります。

表の最下段の合計の金額になりますが、沖縄県全

体の令和２年度一般会計歳出予算の額は7514億400万

円のうち、農林水産部所管分は、８行目になります

けれども、596億8386万8000円となっております。前

年度の農林水産部の予算額570億5190万8000円と比較

しますと､26億3196万円､率にしまして4.6％の増と

なっております。

また、一般会計歳出予算の部局別構成比でありま

すが、県全体の令和２年度一般会計歳出予算額に占

める農林水産部の割合は7.9％となっております。

右から左に画面をスクロールしていただきまして、

資料の２ページを御覧ください。

次に、一般会計歳入予算の概要について御説明い

たします。

令和２年度一般会計における農林水産部関係の歳

入予算額は、表の最下段の合計になりますが、443億

2320万円となっております。前年度当初予算額421億

2944万1000円と比較しますと､21億9375万9000円､率

で5.2％の増となっております。その内容について款

ごとに説明をいたします。

まず、８の分担金及び負担金７億5129万7000円は､

土地改良法に基づく水利施設整備事業等に係る受益

者の分担金及び負担金等であります。

その下の使用料及び手数料１億5052万7000円は､農

業大学校授業料及び家畜衛生関係手数料等でありま

す。

その下の10の国庫支出金361億3035万1000円は､災

害復旧に要する国庫負担金、沖縄振興公共投資交付

金等の国庫補助金及び委託試験研究費に係る委託金

等であります。

その下の11の財産収入３億9574万6000円は､県営林

野の土地賃貸料及び試験研究機関等で生産された農

林生産物の売払い代等であります。

次に、２行下の13の繰入金１億5612万7000円は､農

業改良資金の貸付原資に係る国への元金返済に伴う

一般会計への繰入金及び農業構造改革支援基金に係

る基金繰入金等であります。

次に、２行下の15の諸収入16億9205万2000円は､中

央卸売市場販売促進貸付金に係る元利収入、試験研

究機関の受託試験研究費及び雑入等であります。

その下の16の県債50億4710万円は､公共事業等及び

災害復旧に充当する県債であります。

以上が、農林水産部関係の一般会計歳入予算の概

要であります。

次に、スクロールしていただきまして、資料の

３ページを御覧ください。

一般会計歳出予算の内容について款ごとに御説明

いたします。

６の農林水産業費は578億3769万3000円となってお

ります。前年度予算額552億573万3000円と比較しま

すと、26億3196万円､率で4.8％の増となっておりま

す。主な事業といたしまして、県産農林水産物を県

外へ出荷する場合の輸送費に対して補助を行う農林

水産物流通条件不利性解消事業、離島の製糖施設の

整備などを支援する含蜜糖振興対策事業、畜産振興

の基盤強化を図るため、飼料穀物保管庫等の整備を

行う配合飼料製造基盤整備事業、糸満漁港に高度衛

生管理型荷さばき施設の整備を進める水産新市場整

備事業等であります。

次に、11の災害復旧費は18億4617万5000円となっ

ており､前年度予算額と同額となっております。主な

事業としては、農地農業用施設災害復旧費、漁港漁

場災害復旧事業費及び団体営林道施設災害復旧事業

費等であります。

以上が、一般会計歳入歳出予算の概要であります。

スクロールをしていただき、４ページを御覧くだ

さい。

次に、令和２年度、農林水産部所管の特別会計歳

入歳出予算について御説明いたします。

農業改良資金特別会計の歳入歳出予算額は5135万
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9000円となっており､前年度予算額5839万円と比較し

ますと703万1000円、率で12％の減となっております。

次に、５ページを御覧ください。

沿岸漁業改善資金特別会計の歳入歳出予算額は

3619万 7000円となっており､前年度予算額4238万

3000円と比較しますと618万6000円、率で14.6％の減

となっております。

スクロールをしていただき、６ページを御覧くだ

さい。

中央卸売市場事業特別会計の歳入歳出予算額は

３億9476万9000円となっております。前年度予算額

３億7624万4000円と比較しますと1852万5000円、率

で4.9％の増となっております。

次に、スクロールをしていただき、７ページを御

覧ください。

林業・木材産業改善資金特別会計の歳入歳出予算

額は1550万円となっており､前年度予算額とほぼ同額

となっております。

以上、農林水産部関係の一般会計及び特別会計の

予算の概要を御説明いたしました。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 農林水産部長の説明は終わりま

した。

次に、商工労働部長から商工労働部関係予算議案

の概要の説明を求めます。

嘉数登商工労働部長。

○嘉数登商工労働部長 おはようございます。

それでは、令和２年度の商工労働部当初予算（案）

について御説明いたします。

現在、本県経済は観光需要や設備投資の増加等に

より堅調に推移しておりますが、労働生産性の向上

や雇用の質の改善が求められるなど重要性の増した

課題があるほか、首里城火災、豚熱や新型コロナウ

イルス感染症拡大による中小企業・小規模事業者等

の経営環境に与える影響など、新たな課題が顕在化

してきております。これらの課題や社会経済情勢の

変化に適切に対応し、県経済を持続的に発展させる

ためには、産業振興等の取組を戦略的かつ迅速に進

める必要がございます。そのため商工労働部では、

沖縄21世紀ビジョンや沖縄県アジア経済戦略構想を

踏まえ、新時代沖縄の到来に向けた積極的な産業施

策を推進してまいります。

具体的には、次年度で設置することとしているマー

ケティング戦略推進課（仮称）では、農林水産・商

工・観光分野がより緊密に連携し、市場・商品・販

売戦略の構築と一貫支援を通じて、企業の稼ぐ力の

強化を図り経済の好循環につなげてまいります。

また、去る２月に開催し盛況を博したリゾテック

おきなわ国際ＩＴ見本市は本年10月に継続開催する

ほか、先進的なＩＴを活用した産業活性化施策の実

施等により、県内情報産業の高度化を図るとともに、

さらなる企業集積のためアジアＩＴビジネスセン

ター（仮称）を整備するなど、アジア有数の国際情

報通信拠点の形成を目指してまいります。

さらに、国際物流拠点・航空関連産業クラスター

の形成、先端医療・健康・バイオ関連産業の振興に

より、新たな産業の柱を構築するとともに、県内既

存産業の着実な成長を図るため、伝統工芸の継承・

発展に向けたおきなわ工芸の杜の整備、国内外への

販路拡大やブランド力の強化等、企業の競争力強化

や高度化等を推進してまいります。

中小企業・小規模事業者の支援については、沖縄

県中小企業の振興に関する条例の一部を改正し、情

報通信技術の活用による生産性の向上、経営基盤の

強化、事業承継や資金調達の円滑化などを総合的に

推進してまいります。

加えてＳＤＧｓの理念に基づき、効率的かつ環境

負荷の低いクリーンエネルギーを推進するため、沖

縄の地域特性を生かした再生可能エネルギーの普及

拡大等を図ってまいります。

また、引き続き若年者等の就業意識の向上や求人

と求職のミスマッチの解消を図るなど雇用の安定に

取り組むとともに、ワーク・ライフ・バランスの推

進、正規雇用の拡大などに取り組む企業に対し、各

種支援施策を展開し、雇用の質の改善を図ってまい

ります。

新型コロナウイルス感染症などに係る緊急対策と

しては、沖縄県による中小企業セーフティネット資

金による経営安定に必要な措置を引き続き講じてい

くほか、国による金融支援や雇用対策の各種活用に

ついて相談対応や情報提供等を行う体制を整えてま

いります。

それでは、商工労働部に係る令和２年度の一般会

計及び特別会計歳入歳出予算についての概要を御説

明いたします。

お手元にお配りしてございます令和２年度当初予

算説明資料商工労働部（抜粋版）に基づき、御説明

させていただきます。

ただいまタブレットに通知いたしました、１ペー

ジをお開きください。

こちらは、県全体の令和２年度一般会計部局別歳

出予算となっております。
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２ページをお開きください。

一般会計歳入予算の概要について款別に御説明い

たします。

９の使用料及び手数料14億4025万7000円は、ＩＴ

津梁パーク企業集積施設使用料及び電気工事士法関

係手数料等によるものです。

10の国庫支出金69億6971万2000円は、沖縄振興特

別推進交付金及び職業訓練等委託金等によるもので

す。

11の財産収入２億255万2000円は、財産貸付収入、

利子及び配当金によるものです。

３ページをお開きください。

13の繰入金１億5122万9000円は、小規模企業者等

設備導入資金特別会計からの繰入金によるものです。

15の諸収入174億6553万1000円は、中小企業振興資

金貸付金元金収入等によるものです。

16の県債９億6060万円は、沖縄県立駐留軍従業員

健康福祉センター解体撤去事業、沖縄振興特別推進

交付金事業等によるものです。

以上、令和２年度一般会計における商工労働部の

歳入予算額は、総額が271億8988万1000円、前年度の

260億 4935万 6000円と比較しますと、11億 4052万

5000円、率にすると4.4％の増となっております。予

算増の主な理由としましては、おきなわ工芸の杜整

備事業や先端医療産業開発拠点実用化事業の国庫支

出金及び県債の増等によるものとなっております。

以上が、商工労働部の一般会計歳入予算の概要で

ございます。

次に、一般会計歳出予算の概要について、これも

款別に御説明いたします。

４ページをお開きください。

５の労働費27億4249万8000円は、前年度の28億

6065万円と比較しますと１億1815万2000円、率にす

ると4.1％の減となっております。予算減の主な理由

としましては、具志川職業能力開発校本館建替事業

が終了したこと、新規学卒者等総合就職支援事業が

減になったこと等によります。

次に、７の商工費312億7702万9000円は、前年度の

292億 4732万 8000円 と 比 較 し ま す と 20億 2970万

1000円、率にすると6.9％の増となっております。予

算増の主な理由としましては、おきなわ工芸の杜整

備事業や、先端医療産業開発拠点実用化事業による

増等によるものでございます。

次に、13の諸支出金6733万6000円は、前年度の

6576万2000円と比較すると157万4000円、率にすると

2.4％の増となっております。

合計欄を御覧ください。

商工労働部の一般会計歳出予算は、総額が340億

8686万3000円で、前年度の321億7374万円と比較しま

すと19億1312万3000円、率にすると5.9％の増となっ

ております。

以上が、一般会計歳入歳出予算の概要でございま

す。

続きまして、令和２年度商工労働部所管の特別会

計歳入歳出予算について御説明いたします。特別会

計は５つございます。

まず、小規模企業者等設備導入資金特別会計は、

中小企業高度化資金貸付事業と小規模企業者等設備

導入資金貸付制度に係る経理を処理するための特別

会計となっております。令和２年度の歳入歳出予算

額は10億8216万5000円となっており、前年度の11億

6808万9000円と比較しますと8592万4000円、率にす

ると7.4％の減となっております。減となった理由に

つきましては、特別会計から一般会計に繰り出す繰

出金が減になったことによるものです。

６ページをお開きください。

次に、中小企業振興資金特別会計ですけれども、

これは公益財団法人沖縄県産業振興公社が、中小企

業者へ機械類設備を貸与するために必要な資金の同

公社への貸付等に要する経費でございます。令和２年

度の歳入歳出予算額は４億13万3000円となっており、

前年度の４億16万5000円と比較すると３万2000円の

減となっております。減の理由としましては、貸付

業務運営費の需用費減に伴うものです。

７ページをお開きください。

中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会

計は、中城湾港（新港地区）の土地の管理及び分譲

に要する経費や、事業実施に伴い借り入れた県債の

償還等に要する経費でございます。令和２年度の歳

入歳出予算額は８億7929万1000円となっており、前

年度の５億1529万6000円と比較しますと３億6399万

5000円、率にして70.6％の増となります。増の理由

としましては、償還計画に基づき償還する元金が増

加したことによるものです。

８ページをお開きください。

国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計は、

同地区の運営に要する経費や、同地域施設建設資金

借入金の償還等に要する経費でございます。令和２年

度の歳入歳出予算額は４億8377万6000円となってお

り、前年度の４億3912万8000円と比較しますと4464万

8000円、率にして10.2％の増となっております。増

の理由としましては、繰上償還分を加えた繰出金が
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増加したことによるものでございます。

９ページをお開きください。

産業振興基金特別会計は、沖縄県産業の技術革新、

高度情報化、国際化等への適切かつ円滑な対応を促

進し、もって、産業振興を図るための事業を行うこ

とを目的としております。令和２年度の歳入歳出予

算額は１億2457万7000円となっており、前年度の１億

8705万円と比較しますと6247万3000円、率にして

33.4％の減となっております。減となった理由です

けれども、基金運用収入の減に伴うものでございま

す。

以上、商工労働部の令和２年度一般会計及び特別

会計予算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 商工労働部長の説明は終わりま

した。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、予算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

て行うことにいたします。

予算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る予算議案でありますので、十分御留意願います。

要調査事項を提起しようとする委員は、質疑の際

にその旨を発言するものとし、明 ３月10日、当委

員会の質疑終了後に改めて、要調査事項とする理由

の説明を求めることにいたします。

その後、予算特別委員会における調査の必要性に

ついての意見交換や要調査事項及び特記事項の整理

を行った上で、予算特別委員会に報告することにい

たします。

なお、委員長の質疑の持ち時間については、予算

特別委員会に準じて、譲渡しないことにします。

質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

いよう簡潔にお願いいたします。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する予算

資料の名称、ページ番号及び事業名等を告げた上で、

説明資料の該当ページをタブレットの通知機能によ

り委員自ら通知し、質疑を行うようお願いいたしま

す。

さらに、答弁に当たっては、総括的、政策的な質

疑に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ

担当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思い

ますので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろ

しくお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに各予算に対する質疑を

行います。

大浜一郎委員。

○大浜一郎委員 よろしくお願いいたします。

農林水産部からお願いいたします。総じての話を

お聞きしながら、個別の案件についてはお聞きした

いと思いますので、よろしくお願いします。

農業部門の歳出額の統計によれば、平成30年度は

前年比17億円減の988億円ということで、都道府県別

では32位ということですが、それは間違いありませ

んか。

○幸地稔農林水産総務課長 委員御指摘のとおり、

農業産出額は988億円、全国32位でございます。

○大浜一郎委員 上位の品目ですが、肉用牛、サト

ウキビ、それと豚、そして菊、これは大体上位４つ

は歴然で変わっていないというふうに思いますけど、

当面、その辺の変化はないと思いますか。どうです

か。

○幸地稔農林水産総務課長 当面、その順位でいっ

ております。

○大浜一郎委員 となりますと、これは相当、離島

地域が貢献しているというふうに思います。産出額

は少ないですけど、米の生産も八重山地域は貢献度

が非常に高いというふうに私は認識しております。

今後は、離島振興においても、第１次産業の農業政

策は非常に重要であると私は思っています。

沖縄県において、耕作面積が令和元年７月段階で

500ヘクタール減少していると―３万7500ヘクタール

になっているということですが、これの原因をちょっ

と教えてください。

○島川泰英農政経済課長 耕作面積については、復

帰後からかなり宅地化等、転用の面積と、あと、耕

作放棄地のほうの面積との２つの主な理由がござい

ます。

○大浜一郎委員 総じて沖縄本島のほうでなくなっ

ていっている、土地が減少しているということでい

いですか。

○島川泰英農政経済課長 沖縄本島地域については、

中南部が顕著に宅地化が進んでおります。転用面積

等、多くなっております。

○大浜一郎委員 次、漁業部門ですけれども、これ

は平成29年度のデータを少し頂いたのですが、平成

30年度のデータはありますか。

○能登拓水産課長 今、漁業産出額につきましては、

直近のデータが平成29年までとなっておりまして、
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平成29年が209億円というところでございます。３月

の末頃に国のほうからは最新のデータが公表される

ものと了解しております。

○大浜一郎委員 了解しました。

209億3500万円で前年比で7.4％増、海面漁業で

1.7％増の123億7100万円、海面養殖業で85億6300円

で16.8％となっているというふうに思います。今後、

一括交付金等々の見通しがまだ、今の段階では不透

明なんですが、きめ細かな施策展開を通して、令和

３年度1540億円を目標としておりますが、今後どれ

ぐらいの産出額を目標値にしていくというふうな目

標設定値はありますか。

○幸地稔農林水産総務課長 今現在、持っておる目

標、令和３年度でございますが、農林水産業産出額

が1540億円でございます。内訳は、農業産出額が

1220億円、林業産出額が20億円、漁業産出額が300億

円となっております。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

（休憩中に、大浜一郎委員から令和３年度の

目標値に対する見通しについての質疑であ

るとの指摘があった。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

長嶺豊農林水産部長。

○長嶺豊農林水産部長 今後の見通しといいますか、

現在、令和３年度までに1540億円の農林水産業の産

出額を目標にしております。あと残すところ２年度

ですけれども、そういう２年間の取組を踏まえて、

また今回、総点検の中で様々な離島振興を含めた農

業振興だとか、そういう、委員の皆さんから様々な

提言がありました。そういうのも踏まえて、さらに

施策を組み立てて、さらなる目標設定をしていきた

いと思います。

現時点で具体的な数字としてお話はできませんけ

れども、そういった総点検を通じて、様々、いわゆ

る農業振興を通じた離島振興であったり、また新た

な課題も出てきておりますので、そういったものに

対応しながら施策を進めていきたいと考えておりま

す。

○大浜一郎委員 まさしくこれ、ＥＢＰＭが必要だ

と思うんですよ。ですので、これ最終的には、農水

従事者が所得向上につながるかどうかということが

最終的な目標なので、ＥＢＰＭでしっかり具体的な

数字を出していくというのが非常に大事だと思いま

す。ということで、農産物の―これは外に出すとい

うことももちろん大事なんですけど、例えば交流人

口が、これだけの人口がいるという中において、自

給率を上げるということだけでも大分変わってくる

わけですよね。そういう意味で、農産物の県内の自

給率の把握というのはできておりますでしょうか。

大体何パーセントぐらい、アバウトでいいです。

○幸地稔農林水産総務課長 本県の直近の食糧自給

率につきましては、平成28年度確定値で、カロリー

ベースで36％となっております。

○大浜一郎委員 カロリーベースではなくて、どれ

だけの量が自給率として挙げられるかというのは、

概念としてありますかね。

○幸地稔農林水産総務課長 ちなみにですが、生産

額ベースでの自給率は56％となっております。

○大浜一郎委員 そんなにあるんですか。56％。こ

れ、品目は大体分かりますか。

○幸地稔農林水産総務課長 主に、キビだと聞いて

おります。

○大浜一郎委員 農産物を移出するというのも大事

なんですけど、自給率を上げるということは移出と

同じことになるんですよね。移出と同じような考え

方になる。だから、サトウキビというのではなくて、

もう少し交流人口に対してどういうふうなアプロー

チができるかというところの自給率に関しての、検

討はされたほうがいいのかなというように思います

けど、その辺どうですか。

○長嶺豊農林水産部長 先ほど、カロリーベースで

36％、それから生産額ベースで50を少し超えるんで

すけれども、カロリーベースでは、実際の生産の状

況が表せない部分もありまして。先ほど、サトウキ

ビということもありましたけれども、やはり本県、

米を作っていない、米が主体でないということで、

花であったり、それから野菜であったり、いわゆる、

そういった少し付加価値が高いものも作られている

わけですね。そういう意味で、それを補完する意味

で、生産額ベースでは高いという一つの指標もあり

ますので、サトウキビに限らず、そういう付加価値

の高いものを作っていくことによって、生産額ベー

スの自給率も高まっていくということで、いわゆる、

収益性の高い品目も作っていく。あるいは、県内、

県外バランスよく出荷していくという方向性も考え

ないといけないんじゃないかなと考えております。

○大浜一郎委員 例えばレストランとか、居酒屋さ

んとか、学校給食とか、いろいろな面でいろいろな

産物があると思うんですね。そこにどれだけ自給率

を上げていくかということだけでも大分変わってく

ると思うんですよ。移出するにはお金がかかります

から、できるだけ県内で自給率を上げていくという
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取組も、品目的にも少し考えていくべきかなという

ふうに思ったりもします。

次に移りますけれども、漁業に関してですけれど

も、海面漁業に関しましては、全国平均でいくと

ちょっと右肩下がりなんですけど、海面養殖のほう

が安定しているんですね。そういうことに関して考

えてみると、県の施策において、つくる漁業への取

組はどうなのかというところをちょっとお聞きした

いと思います。

○能登拓水産課長 県では亜熱帯性気候や地理的特

性を生かした農林水産業の振興を図るため、沖縄21世

紀ビジョン基本計画に基づきまして、沖縄型のつく

り育てる漁業の振興など、各施策に今、取り組んで

いるという状況でございます。その結果といたしま

して、平成30年の漁業生産量が３万9000トンござい

ますが、このうち海面養殖業が60％を占める２万

3000トンという状況になっておりまして、本県水産

業の重要な柱となっている状況でございます。

令和２年度につきましては、ソフト交付金等を活

用しまして、環境制御型循環式生物生産技術開発事

業や、オキナワモズクの生産底上げ技術開発事業な

どによりまして、健康な種苗の安定生産の技術開発、

モズクの安定生産技術の開発などに取り組む計画と

なってございます。

○大浜一郎委員 29年度、16.8％増加になっており

ますが、この主な要因は何ですか。海面養殖業。

○能登拓水産課長 海面養殖業で大幅に増加してい

るのが、29年についてはモズクが専ら増加となって

ございます。

○大浜一郎委員 ちょっと個別の案件ですけど、当

初予算案の説明資料の26ページの132番、離島型畜産

活性化事業の予算減の理由をちょっと教えてくださ

い。

○仲村敏畜産課長 離島型畜産活性化事業の概要に

ついてでございますけれども、離島地域においては

肉用牛経営の高齢化等、離農や担い手不足で戸数、

頭数が減ってきているという課題があります。その

ため県では、離島における新たな担い手が、畜舎な

どの設備投資が大きいものですから、そういう負担

をできるだけ少なくして、肉用牛経営に参画して、

規模拡大を次の事業で図っていくような支援をして

いくというのがこの事業になっております。この予

算が減った理由につきましては、今年度につきまし

ては、宮古島市においてこの50頭規模の畜舎整備と、

多良間村においての50頭規模の実施設計、２つの予

算を措置しております。

令和２年度につきましては、多良間村の畜舎整備

ということで予定しておりまして、この畜舎整備に

係る予算の積算につきましては、今年度、実施設計

しておりますので、それに基づいた実績値で積算し

て予算を計上しているところでございまして、予算

額としては１億4111万1000円ということで措置した

次第でございます。

○大浜一郎委員 分かりました。

これはとても大事なことだと思いますので、随時、

ちょっと私、注目していきたいと思います。

それと26ページの139番、パラオＥＥＺの件ですけ

ど、この辺の予算の妥当性と重点ポイントをちょっ

と教えてください。

○能登拓水産課長 パラオ共和国のＥＥＺにつきま

しては、本県マグロはえ縄漁船の重要な漁場となっ

ているところでございます。このパラオＥＥＺの操

業継続に向けまして、漁業協議に関する情報収集や、

パラオ共和国との友好関係構築といったことを目的

に沖縄県とパラオ共和国との間で、包括的連携協定

ＭＯＵの締結を結んでいきたいというふうに考えて

いるところでございます。具体的な事業内容といた

しまして、パラオとの漁業協議に関する情報収集で

すとか、それに当たる漁業者に向けての支援ですと

か、先ほど申しましたパラオ共和国とのＭＯＵの締

結、それから、調印式の開催。このＭＯＵに基づい

た、水産業を中心とした技術的、人的な交流の推進

といったことを進めたいというふうに考えておりま

す。

○大浜一郎委員 商工労働部のほうに移ります。

物流を沖縄の第３のリーディング産業にするとい

うことは承知しておりますが、21年度までに国際物

流取扱量を年間で40万トンというのは、これはそう

いうことの理解でよろしいですか。

○仲榮眞均アジア経済戦略課長 おっしゃるように

令和３年度の目標値として、40万トンの目標を設定

しております。

○大浜一郎委員 那覇空港の国際貨物取扱量は直近

の統計で何トンで、国内順位は何位くらいですか。

○仲榮眞均アジア経済戦略課長 まず、那覇空港に

おける国際貨物取扱量については、直近、平成30年

度で約12万トンとなってございます。これは国内空

港では第５位となってございます。

○大浜一郎委員 33.8％減になっていますよね。そ

の理由をちょっと教えてください。

○仲榮眞均アジア経済戦略課長 この要因としては、

現在の航空貨物市場の悪化、これを背景とする貨物
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キャリアの路線再編、それから一番大きなのは日米

貿易摩擦による影響が、主にということになってお

ります。

○大浜一郎委員 あと、那覇港のコンテナ貨物量は

全国何位で、国際コンテナ取扱量は直近で何トンで

すか。

○仲榮眞均アジア経済戦略課長 那覇港のコンテナ

貨物量については直近で平成30年度、453.8万トン、

これは全国７位となってございます。一方、貨物量、

これ自体は平成24年頃までは1000万トン程度で推移

していましたが、その後は着実に増加して平成30年

度1307万トンとなってございます。

○大浜一郎委員 国際物流に対する国際物流のコン

テナの取扱量は分かりますか。

○仲榮眞均アジア経済戦略課長 このコンテナのう

ち、外貿コンテナは８万3126個となってございます。

○大浜一郎委員 これは直近ですか。

○仲榮眞均アジア経済戦略課長 平成30年度の速報

値でございます、直近の。

○大浜一郎委員 ページ28の150番、ページ28の151番

と関連することなんですが、アジアの成長力を取り

込むための沖縄で付加価値をつける物流の具体策と

いうのは何でしょうか。

○仲榮眞均アジア経済戦略課長 このアジアの活力

を取り込むための政策と……。

○大浜一郎委員 沖縄で付加価値をつける物流とい

うものを重要視しているわけですよ。その中でこれ

は、プラットフォーム事業とか、物流ハブの中にも、

これは総じて底辺としてあるはずなんですよね。そ

れは、具体的な策は何ですかということです。

○嘉数登商工労働部長 付加価値をどうつけるかと

いう話だと理解しております。県では、アジアの中

心に位置する沖縄の地理的優位性や、24時間対応可

能な那覇空港の機能性等を生かして、すぐれたスピー

ド性と、日本の輸出品質などによる国際競争力のあ

る物流拠点の形成を目指しております。沖縄で付加

価値をつけることのできる物流とは何かということ

ですけれども、具体的には、こうした沖縄の地理的

な優位性、それから半導体関連の高付加価値な製造

業、それから独自の技術を持った企業、物流関連企

業などを誘致することで、県内企業の高度化を図り

ながら、高付加価値なメイドイン沖縄の製品を増加

させて、国内外に輸出しながら物流の高度化も図っ

ていきたいというふうに考えております。

○大浜一郎委員 これは、例えば物流で沖縄を利用

する必然性の施策の具体策とも関連してきますけど

ね、そこから何を我々は得て、例えば次の予算に反

映するかというのが、実は最終目標なんです。県税

にどうやって反映していくかというのが大事なんで

すが、そこら辺はどうなんですか。

○仲榮眞均アジア経済戦略課長 今の沖縄を経由す

る必然性をどう確保するかというお話でございます

けど、これは那覇空港の沖縄貨物ハブの活用とか、

これを使ったアジア主要都市に鮮度の、そして品質

の高い生鮮品等を提供する、これはスピード輸出モ

デルでございますけど、そのほかには修理部品、こ

れを保管、配送拠点を沖縄に集約して、在庫、そし

て保管管理コストを削減するストックモデル、こう

いうビジネスの付加価値を高めることが可能となっ

て、このようなビジネスモデルの拡大を図るととも

に、物流ネットワークの拡充、そしてさらなる物流

関連企業、先ほどの誘致、これに取り組むことで沖

縄を経由する必然性を備えた物流モデルの創出、こ

れに取り組んでいきたいと考えております。

○大浜一郎委員 ありがとうございます。

だから、ここからどれだけの収入を県が得られる

のかというような具体的な目標値がなければならな

いと思うわけ。どうなんですか、その辺は。この事

業の肝だと思うんですよ。

○仲榮眞均アジア経済戦略課長 例えば、新たな取

組として、プラットフォーム事業というのをやって

ございますけど、これは国際物流関連事業者の事業

拡大とか、新規参入を促すこと、つまり、物流関連

の誘致、それから物を運ぶ貨物便のキャリア、これ

を誘致すると。そういうことでリンク型産業を集積

して、競争力のある物流拠点の形成に向けた新たな

ステージを目指すと、このようなものも一つの事業

と、取組としてやってございます。

○大浜一郎委員 それでは、沖縄の特徴を持ったも

のづくりの具体的方向性というのはどうでしょうか。

これはものづくり生産性向上支援事業のポイントと

なると思いますけど、どうでしょうか。

○古波蔵寿勝ものづくり振興課長 ものづくり生産

性向上支援事業についてなんですけれども、目的と

しては県内のものづくりの生産性向上を図るため、

ＩＴの活用や製造工程の自動化など、県内企業が取

り組む生産技術の開発を支援する。その結果得られ

た技術を県内製造業へ普及促進を図るというのが大

きな目的、内容になってきます。

○大浜一郎委員 予算の妥当性としては、これぐら

いの予算でいいんですか。

○古波蔵寿勝ものづくり振興課長 予算については、
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令和２年度は3540万円ということでございます。そ

の妥当性ということでございますけれども、年間ま

ず３件程度、上限1000万円の補助事業を行い、ハン

ズオン支援などもやっていく予定になっております。

また、加えて、支援企業に対して、工業技術センター

も同時に協力といいますか、共同開発をしていきま

す。そのノウハウを工業技術センターに蓄積するこ

とで、同センターが実施する県内企業への技術支援、

それからイベント等で普及啓発を図るということで、

今回、この事業の目的を果たしていくということで

考えております。

○大浜一郎委員 29ページの153番の先端医療の件で

すけど、これ予算が大幅増になっています。その内

容について具体的に教えていただけますか。

○古波蔵寿勝ものづくり振興課長 当事業の具体的

な内容は本県の再生医療産業の競争力の強化のため、

従来の機器より小型で大量に細胞を培養できる機器

の開発、それから、細胞の塊を積み重ねて立体組織

を形成できる臨床用のバイオ３Ｄプリンターという

機械を開発しておりまして、それを用いまして、県

内医療機関と共に臨床試験に向けた動物による安全

性試験、それから、評価試験等を行ってまいります。

それによって、実用化に向けてやっていくというこ

とが１つです。

もう一つは、県の再生医療産業の発展、それから、

再生医療関連企業の集積に向けて、空港近くに細胞

培養加工施設の整備に取り組むこととしております。

その建設予定地の土地購入費、また、設計費等が予

算増の主な内容となります。

○大浜一郎委員 これ、どれぐらい沖縄県のために

重要な役割を果たすと思いますか。

○古波蔵寿勝ものづくり振興課長 細胞培養再生医

療といいますか、そのサービスという、または細胞

再生医療、そういったものは高付加価値な産業と言

われております。また、これは市場予測なんですけ

れども、これは世界規模にはなってしまいますけれ

ども、2015年時点で国内再生医療は140億円程度と言

われておりますけれども、2020年には716億円、それ

から、2030年には約１兆8200億円と予想されており

ます。こうやって、非常に大きく伸びると予測され

ておりますので、県内にそういった拠点が形成され

ることは大変有意義なことだと考えております。

○大浜一郎委員 ありがとうございます。

ＩＴの件ですけど、観光に次ぐ産業としてＩＴ産

業を位置づけておりますけれども、これまでＩＴに

対する客観的な評価は、これは国も言っていました

けど、コールセンター事業での雇用者がＩＴ関連企

業の全体の64％ぐらいいるということで、かなり労

働集約的な側面が強かったなというのは、指摘はさ

れているわけです。これらを今後、これから進めて

いこうという中で、例えばこれらの業務スキルが沖

縄のＩＴを飛躍させる土台となり得るかというのに

は、かなりきつい指摘もありますが、その状況につ

いては、例えば人材育成はどういうふうな状況になっ

ているか、その辺のところをちょっとお聞かせくだ

さい。

○谷合誠情報産業振興課長 県内のＩＴ関連産業は

委員おっしゃるとおり、これまで雇用創出効果の高

いコールセンターなど、情報サービス業や、あとは、

開発業としては県外企業からの発注によるシステム

開発を行う受託開発業を中核として、雇用創出や売

上高の拡大などにつながり、その結果、雇用者数は

４万5000人、売上高は約4400億円という形で、ＩＴ

産業は本県のリーディング産業の一つになっており

ます。

ただし、これまでは雇用創出効果を考えてまいり

まして、そういった観点からの人材育成に注力をし

ておりましたが、御承知のとおり、現在、高付加価

値な産業転換が求められておりまして、現在、世界

規模でデジタルトランスフォーメーションやデータ

駆動型社会であったり、そういったことが世界規模

で進んでおりますので、今後の見通しとしては、こ

ういったＡＩ、ＩｏＴなど最新テクノロジーを活用

した課題解決型のサービスでの需要が拡大してまい

りますので、そういったことに対応する人材育成に

シフトしていく必要があると考えております。

○大浜一郎委員 多分そういうふうになるんだろう

と思います。そういう意味からも、ＩＳＣＯには大

変期待はしているんですが、実は苦い経験がありま

すよね、ＯＤＣの件。ＯＤＣの件を二度と繰り返し

てはいけないと思うんですよ。ＩＳＣＯとＯＤＣの

明確な方向の違い、運用の違い、施策内容の違い、

それについてお聞かせください。

○谷合誠情報産業振興課長 ＯＤＣ、株式会社沖縄

データセンターは、県内のＩＴ関連企業等の出資で

設立されたデータセンター運営事業者でございます。

このＯＤＣは、県が整備しました沖縄情報通信セン

ターに入居しておりましたが、価格競争の激化など

から計画どおり顧客を獲得できず、最終的に民事再

生を行うこととなりました。ただ、現在は県の建設

した沖縄情報通信センターについては別の事業者、

民間事業者、Ｃ＆Ｃ沖縄という会社が適切に運営し
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ているところでございます。

ＩＳＣＯについては最先端のイノベーションを活

用する場や機会を提供することにより、県内産業の

課題解決と新たな価値創造を実現することを目的と

した、これは産業支援機関でございます。ＩＳＣＯ

は、実証事業のハンズオン支援やスタートアップ企

業支援など、県や市町村などからの受託事業を中心

に現在、取り組んでいるほか、官民が資金を拠出し、

先日開催されたＲｅｓｏｒＴｅｃｈ Ｏｋｉｎａｗ

ａおきなわ国際ＩＴ見本市では、事務局としてプレ

開催を成功させております。ＩＳＣＯでは、今後、

公募で選ばれた新理事長が３月５日に正式に承認さ

れたところであり、県としては新体制の下、産業支

援機関としての役割をですね、着実に果たしていく

ことを期待しているところでございます。

○大浜一郎委員 ＩＳＣＯの取組は、自走していく

環境というものはどのようなイメージを持っていま

すか。プロダクトアウトとされたものが。

○谷合誠情報産業振興課長 今、委員の御指摘は恐

らく、県からの受託が多いんではないかという御懸

念だと思われるんですけれども、今年は一部市町村

からであったり、あるいは、国からの受託事業も取

り組んで実施しているところでございます。こうし

た事業を拡大していくことをまず主眼としまして、

もう一点としましては、産業に役立つプラットフォー

ム事業といいますか、民業を圧迫することなく、産

業の皆さんで活用いただけるような、プラットフォー

ムの新規事業を模索していくという方向性にあると

考えております。

○大浜一郎委員 少し読んだ資料で５年後に自走す

るようなものをつくっていこうみたいなのがあった

んですが、それは何ですか、具体的に。

○谷合誠情報産業振興課長 自走というところが全

くの県の委託事業とかないというわけではなくて、

県の委託事業費率を下げていって、ほかの事業の比

率を上げていくというところが一つの自走の目安に

なっております。そのほか、ＩＳＣＯで新たに行う、

産業支援としての役割を行う、民間等と協力した自

主事業を行う形で、全体の中の収支バランスを整え

ていくというところを目指しているところでござい

ます。

○大浜一郎委員 29ページの158番ですが、小規模事

業者のＩＴ導入支援事業、これについて少し内容を

教えてください。

○友利公子中小企業支援課長 小規模事業者等ＩＴ

導入支援事業について事業内容をお答えいたします。

本県の全国最低水準の労働生産性の現状や沖縄県の

中小企業振興会議がございますが、この構成機関の

ほうからも要望がございました。そういう事情を踏

まえまして、小規模事業者を中心に財務会計や売上

げ予測システムなど、業務効率化や付加価値の向上

につながるソフトウエア等の導入に係る経費を補助

する事業となっております。また、ＩＴ専門家をこ

の小規模事業者に直接派遣することによりまして、

ソフトウエア等の導入支援や活用支援も実施するこ

ととしております。

○大浜一郎委員 この予算の中でやろうとすると、

商工会などとの連携も大分必要になってくるのでは

ないかなというふうに思いますけど、どうですか、

その辺の取組は。

○友利公子中小企業支援課長 本事業の実施体制に

つきましては、商工会や商工会議所等の支援機関と

も連携をいたしまして、経営指導員とプッシュ型で

小規模事業者のＩＴ成熟度に応じた支援を実施する

こととなっております。

○大浜一郎委員 ページ30の169番の未来ＩＴ人材創

造事業なんですけど、これは予算減になっているん

ですよ。ぜひこれは重要な、僕は事業だったんじゃ

ないかなと思うんですね。大学生からは遅いです。

小学生からやるべきだと思っているんですよ。そう

いった意味で、少しブラッシュアップしてやるべき

だったのに、どうしてこれは予算減になっているの

かなというふうにちょっと残念なんですね。どうで

すか、その辺は。

○谷合誠情報産業振興課長 今、御指摘のある未来

のＩＴ人材創造事業は将来の本県産業を支える、Ｉ

Ｔで支える多様な人材を育成する取組でございます。

ロボットコンテストであったり、大学生も含めたＩ

Ｔ産業広報イベント等を支援するものでございます。

この事業は、これまで数年続けておりましたけれど

も、当該取組を経済的なものとしていくためには行

政のみならず、民間の力を引き出していく必要があ

ると考えることから、今年度、令和元年度より委託

事業から補助事業に切り替えて実施しているところ

でございまして、自走化を重視した事業者の選定を

行っております。その中で、厳しい財政状況にあり

ますけれども、継続して将来の県経済を支えるＩＴ

人材に取り組むために引き続き―今年度は８件とい

う補助を行いましたけども、来年度につきましても、

７件以上確保できるように準備をしてまいりたいと

考えております。

○大浜一郎委員 これはとても大事な事業なんです
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よ。目に見えないようですけど、必ずこれは実を結

んでくると思うんですね。やはり僕は、予算減した

らもったいないと思いますよ。今後、これは事業の

ブラッシュアップをして、予算増につなげるように

少し頑張ってもらいたいと思います。

それと、やっぱり一括交付金が不透明な中で、や

はりＩＴを産業にしていこうとなってくると、本当

にいろんな具体的な取組が必要だと思います。ぜひ

その辺の取組を、具体的な数値目標を持ってやって

いただくようにお願い申し上げて、終わりとします。

ありがとうございました。

○瑞慶覧功委員長 西銘啓史郎委員。

○西銘啓史郎委員 よろしくお願いします。

次年度予算に行く前に、ちょっと事実関係の確認

だけさせてください。

豚熱―ＣＳＦに関してですけれど、ワクチンの接

種開始と終了予定についてまず、答弁をお願いしま

す。

○仲村敏畜産課長 ワクチンの接種に関しましては、

３月６日より開始しております。終了につきまして

は、現在、５月上旬を予定しております。こちらに

ついては、長く見通しているということで、随時、

今、県外等獣医師の要請、それからＯＢ獣医師を要

請している段階ですので、これよりは早く終わると

いうことで、今、随時、体制を増強しながら取り組

んでいるところでございます。

○西銘啓史郎委員 あと、アグーの保存のための隔

離はいつからいつまで、どこに。50頭でしたっけ、

もともと。その詳細なスケジュールを教えてくださ

い。

○仲村敏畜産課長 アグーの純粋種の保全につきま

しては、現在、選定が終わりまして、今月の中旬に

数回に分けて久米島の既存施設のほうに移動を行う

こととしております。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

（休憩中に、西銘啓史郎委員から50頭全て移

動するのかとの確認があった。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

仲村敏畜産課長。

○仲村敏畜産課長 今現在、このアグーブランド推

進協議会と連携して、血縁、血統などを調査しまし

て、農家さんの同意が得られたもの約30頭をまず、

移動するということに決定しております。この畜舎

において、種を、血統を保全していかないといけま

せんので、そこで繁殖させて、そこの収容規模いっ

ぱいまで増頭するということにしております。

○西銘啓史郎委員 もともとのスケジュールで、隔

離はいつから開始する予定でしたか。

○仲村敏畜産課長 アグーの保全の移動に関しまし

ては、沖縄本島がワクチンを接種しますので、関係

者会議の意見を踏まえて、そのワクチンの接種前に

移動を行うということで確認をしております。

○西銘啓史郎委員 このワクチンの接種というのは、

今、始まっている３月６日のワクチンのことではな

いんでしょうか。その辺がちょっとよく、もう一度、

説明をお願いできますか。

○仲村敏畜産課長 現在、今、北部地域、南部地域

からワクチン接種が始まっております。沖縄北部地

域の７農場、南部地域の１農場につきましては、そ

れぞれワクチン接種の農場ごとの曜日が決まってお

ります。その前に、必要な検査を受けて、数回に分

けて移動するという計画になっておりまして、ワク

チンの接種前に移動することになっております。

○西銘啓史郎委員 ということは、別にスケジュー

ルは遅れているわけではないという理解でよろしい

でしょうか。

○仲村敏畜産課長 今回、選定した７農場の中には、

今、計画に入っている、今月中旬までにワクチン接

種には含まれていない農場ですので、移動が遅れて

いるということではございません。

○西銘啓史郎委員 この経労委員会での説明会、ま

た、我が会派に来て説明会、あと、一般質問での答

弁もそうですけど、ワクチンの接種開始から、当初

は３月末めどにということで御説明がありました。

いろんな委員からも遅いんじゃないかと、決断して

から、たしか接種表明したのは１月22日ですよ、知

事が。それから接種プログラムがあって、確認があっ

て、県知事によって告示があって始めていると思う

んですけど。私は素人なのであれなんですけど、や

はり農家の方々はとても、農家というか養豚の方々

が心配していることをどうしてもやっぱり、見え方

としては県のスピードが遅いと、私は一般質問でも

申し上げましたけど、そのように見えると思うんで

すね。ですから、先ほどは、５月中旬から遅れるこ

とはないと言いますけど、これ本当に農水部として

しっかりやっていただきたいと思うんです。

それと、ちょっと別の質問をしますけれども、い

ろんな殺処分、第６例まで出ましたけれども、この

殺処分対応についての、県の職員がいろいろ応援に

出たと聞いていますけど、農水部自体の対応人員、

延べ人数が何名というのと、他部署の応援人員の実

績を教えてもらえますか。



－144－

○仲村敏畜産課長 県職員の動員者数でございます

けれども、１月８日から２月６日まで、まず、県職

員の動員者数でございますけれども、8087名、殺処

分作業者に関しましては3472名となっております。

そのうち、農林水産部でございますけれども、まだ

現在、今日も検査作業等、消毒作業等ずっと行って

いて、５例目までしか今、集計できていないんです

けれども、農林水産部５例目までの、まだ集計中で

ございますけれども、881名ということになっており

ます。

○西銘啓史郎委員 一般質問でもあったと思うんで

すけど、一般職員の人選ですね、どんなふうに―こ

れは総務が決めるのかちょっとよく分かりませんけ

ど、どんなふうに人選をされたんでしたか。

○長嶺豊農林水産部長 まず、動員の人選といいま

すか。まず、疑わしい事例が発生しますと、農林水

産部でどのぐらいの陣容が必要かというのをまず計

画を立てます。それを農林水産部の獣医師、いわゆ

る仕事によって獣医師が対応しなければいけないも

のもありますので、そういったものについては農林

水産部で、それから他部局にお願いしたいというの

は総務部に要請をして、総務部が全庁的にリストアッ

プをしていくということで、おおむね１週間分をリ

ストアップしていって、もし何かあった場合にはそ

れに対応していくというふうな、そういう流れで、

何もなければ解除していくという流れで一応準備は

しておくという対応を取っております。

○西銘啓史郎委員 あと、自衛隊の要請をしたのは、

何月何日から何日まででしたか。ちょっとそれも確

認の意味で教えてください。

○仲村敏畜産課長 自衛隊の派遣要請に関しまして

は、第１回目の災害派遣要請が１月８日から20日ま

での13日間でございます。２回目の派遣要請に関し

ましては、２月２日から２月４日の３日間でござい

ます。

○西銘啓史郎委員 ということは、６例目の対応は

県職員のみで行ったという理解でよろしいでしょう

か。自衛隊には要請していないと。

○仲村敏畜産課長 そうでございます。

○西銘啓史郎委員 この要請の基準って何かあるん

ですか。何頭以上とか、ちょっとよく分かりません

けど、要請する基準があれば教えてください。

○仲村敏畜産課長 要請の基準ということでござい

ますと、全国的な派遣要請、これに照らし合わせて、

大体飼養規模が1500から2000頭ということでござい

ます。もう一点は、畜舎の構造でございます。何名

の人員で防疫作業が行えるのか。狭ければ人数が制

限されてきますし、広ければ大量投入が可能という

ことで、頭数、それから畜舎要件、活動の機動性の

要件等、様々を勘案して要請することとしておりま

す。

○西銘啓史郎委員 一般質問でも我が会派の又吉議

員が質問していましたけれども、やはりＰＴＳＤと

いうんですかね、これ自衛隊の中にも、隊員の中に

もいらっしゃる。日頃からこういった訓練をされて

いるとはいえ、出ているというのも聞こえてきます。

県でどのぐらいの方々がどういう症状というか分か

りませんけれども、一応、災害エスノグラフィーと

いう言葉を聞いたことありますか。実は先週末テレ

ビを見ていたら、どういったあれかというと、要は、

いろんな災害、特に東日本だったり、いろんな災害

が起きたときに、そういった方々のヒアリングを行

うんですけど、私もちょっと調べてみたらですね、

どういった目的でやるかというと、思いも寄らぬ災

害に直面したときに体験者が問題の何に悩み苦労し、

どのように解決していったか等、一連の思いや行動

の変遷を明確にするということで、要は、消防隊と

か消防団の人を中心にいろんなヒアリングをしてい

るんですけど、これは県にも当てはまると思ってい

まして、実際に作業された県の職員の方々、それか

らトラック協会、自衛隊も含めてですけど、いろん

な調査の方法があるようなんですよ。これぜひ調べ

ていただいて、実践してもらいたい。要は、インタ

ビューをして、質問項目を設けないで、いろんなこ

とをしゃべってもらって、その課題を明確にして、

次に同じようなことが起きないというか、多様な視

点でこれをやっていくということらしいので、私も

全部調べ切れていませんけど、ある教授はいろんな

防災力の強化のためにも出ているようですから、部

長、ぜひ総務部も一緒になって災害エスノグラフィー

ということも参考にして対応していただければと思

いますが、部長の意見を。

○長嶺豊農林水産部長 このたびは、今回の防疫施

設については、通常行わない種類の作業でありまし

て、体力的、精神的にもやはりかなり厳しい現場状

況だと認識しております。県庁内では総務部のほう

にこれはお願いをいたしまして、いわゆる動員され

た方の―動員行く前のチェック、そこは当日、調子

が悪ければそこでキャンセルしてもらうとかですね。

あと、帰ってきて、作業終わった後のチェックとい

うことで、これは病院事業局、それから保健医療部、

あと看護協会にもお願いして、そういう防疫中の対



－145－

応をしていただきました。それから、それが終わっ

た後は、いわゆる県の職員厚生課といいますか、健

康管理センター、産業医がいらっしゃいますけれど

も、健康管理センターのほうからアンケートなり、

その辺を取って県のほうでは対応しているところで

あります。先ほど委員から御指摘がありましたよう

に、やはりそういったフォローはとても重要だと考

えておりますので、また総務部とも相談しながら対

応していきたいと思います。それから多くの関係機

関、建設業協会ですね、自衛隊含めて作業に協力し

ていただきました。現在、それぞれの組織の産業医

を通じてそういう対応をしていただいているところ

でありますけれども、やはり協力をいただいた機関

とも情報共有をしながら対応していきたいなと考え

ております。

○西銘啓史郎委員 ぜひこれは大変重要だと思いま

すので、今後、何が起こるか分からない世の中です

から、ぜひそれについては総務部が中心でも構いま

せんけど、農水部としてもフォローしていただけれ

ばと思います。

では、予算についていきたいと思います。

この資料、農水部の16ページ、当初予算概要です

けど、７本の柱がありますね。これは21世紀ビジョ

ンに掲げているものなんですけれども、おのおのの

予算額、17ページで説明いただきたいのですが、１番

から７番までありますが、これ同じ資料で商工労働

部のページでいくと19ページには、１番から10番ま

でその総額が書かれています。以前も私お願いした

と思うのですが、商工部はしっかり出してもらって

いるんで、農水部のこの額をちょっと教えてもらえ

ますか。１番から７番。

○幸地稔農林水産総務課長 額の記載がなくて失礼

しました。

まず、おきなわブランドの確立と生産供給体制の

強化でございますが約53億9000万円、流通・販売・

加工対策の強化が約73億3000万円、農林水産物の安

全・安心の確立が約30億7000万円、農林水産業の担

い手の育成・確保及び経営安定対策等の強化が約

26億5000万円、農林水産技術の開発・普及が約12億

8000万円、亜熱帯・島しょ性に適合した農林水産業

の基盤整備が約290億5000万円、フロンティア型農林

水産業の振興が30億円となっております。

○西銘啓史郎委員 ぜひ入れていただいて―なぜこ

れを言うかというと、どんなふうなバランスになっ

ているのかというのを見たいんですよね。どの事業

に、額イコール重要とは限らないとは思うんですけ

れども、農水部としてはどの辺にバランスをしてい

るのかが見えないものですから、ちょっとお願いし

ます。

それから、21世紀ビジョンでも令和３年度目標値

に対してですけれども、今の農水部全体としての進

捗状況と課題、それから対策について、これは予算

というか、全体的なことで結構です。部長、もしよ

ければお答え願います。

○長嶺豊農林水産部長 まず、21世紀ビジョン基本

計画に基づいてこの７つの柱の施策を取り組んでお

りますが、まず、１番目のおきなわブランドの確立

と生産供給体制の強化の一つの指標として、拠点産

地の数を例に取りますと、目標としては150地区の拠

点産地を形成していく計画であります。実績として

は、今現在、農林水産各分野120地区の拠点産地の認

定が行われております。それから、いわゆる流通対

策といいますか、その結果として全国シェアが３位

以内に入る県産農林水産物の品目数についても、20品

目を育てていこうという目標を掲げております。現

在、19品目が全国シェア３位以内の農林水産物とい

うことでの実績であります。それから、農林水産物

の安全・安心の確保につきましては、環境保全型農

業に取り組む農家数として1300軒を目標に掲げてお

ります。現在、1084軒ということでの状況です。そ

れから、新規就農者、これはその計画期間で3000人

を目標にしておりまして、現時点で2331名の新規就

農者の確保という状況になっております。

引き続きこういった達成間近なもの、それからも

う少し強化に取り組まないといけないという部分も

ありますが、引き続き生産対策、それから流通コス

トの低減対策等の施策を取り組んでいって、目標達

成に近づけていきたいと考えております。

○西銘啓史郎委員 部長、ぜひ今の７つの柱で、今、

数字ももらいましたけれども、要は、最終年度に対

して二重丸で見込みができているのと、できていな

いのと、三角、丸、バツがあると思うんですよね。

それを明確にして、今年度何する、次年度何すると

いうのが、僕は予算としてあるべきだと思っている

んですけど、そうなっているというふうに理解した

いのですが、ちょっと視点を変えて、新規就農者

3000人とありましたけれども、離農者の数ってどれ

ぐらいいますか。もし分かれば、把握していれば。

○前門尚美営農支援課長 離農者の数の累計は特に

把握してはございませんが、農林水産業センサスに

よりますと、平成22年の農業就業人口２万2575名で

す。平成27年、これが直近の値でございますが、１万
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9916名となっていることから、農業就業人口は５年

間で2659人が減少しているものと思われます。

○西銘啓史郎委員 ですから、何が言いたいかとい

うと、新規就農を育てることも大事ですけれども、

片方で離農をする方々には原因があるわけですね。

高齢だったり、よく分かりません。事情は把握して

いませんけど、その対策も同時にしないといけない

のかなと。ですから、新規就農の数字は3000人来ま

したと言うけど、片方で3000人以上減っていたら農

業人口減るわけですから、そこら辺も含めていろい

ろまた、何かありましたらどうぞ。

○前門尚美営農支援課長 農業就業人口は減少して

おりますが、新規就農者は着実にこの７年間で増加

しておりまして、2331名ということで就農しており

ます。一括交付金ですとか、あと農業次世代人材投

資事業など、各種施策の効果が農業就業人口の減少

幅の縮小といいますか、鈍化させるということを寄

与しているものと考えておりますので、引き続き新

規就農者ということで農業次世代人材投資事業です

とか、新規就農一貫支援事業、また、新たな人材確

保ということで、いろいろ市町村ですとか、新規就

農アドバイザーと連携しながら取り組んでまいりた

いと思います。

○西銘啓史郎委員 農水部にはまだほかにもいっぱ

いあったのですが、最後に農水関係で説明資料の

26ページの139番、パラオＥＥＺ操業継続支援事業に

ついて簡単に説明お願いします。

○能登拓水産課長 パラオ共和国のＥＥＺにつきま

しては、本県マグロはえ縄漁船の重要な漁場という

ことで、パラオＥＥＺでの操業継続が非常に危惧を

されてきたところですが、議員の皆様のいろいろな

働きかけもあって、何とか今年も操業を継続できる

という状況になってございます。ただ、この中で、

今後もパラオ側とは協議を継続していかないといけ

ないという中で、パラオ共和国との友好関係をさら

に強化をしていくという趣旨での事業となってござ

いまして、事業の中身としましては、漁業協議に関

する情報収集と支援、それから、沖縄県とパラオ共

和国との包括的な連携協定ＭＯＵを締結して、これ

の調印式を現地で開催すると。このＭＯＵに基づい

て、水産業を中心とした技術的、人的な交流を進め

ていくといったことを計画している事業でございま

す。

○西銘啓史郎委員 ぜひ、マグロ漁業の件について

も、また、富川副知事が現地に赴くとか、いろんな

こともお話があったとうわさは聞いていますけれど

も、ぜひいろんな技術支援も含めて、農水部に限ら

ず、これは県とパラオ共和国との関係を強化するた

めに、我々も一生懸命汗をかきたいと思いますので、

ぜひお願いします。

商工労働部についても同じ質問をちょっとしたい

と思います。この概要の中で10本のあれがあります

ね、この中の進捗状況、要は、令和３年度、最終年

度に向けて、先ほどの進捗で丸、二重丸というよう

なことを含めて、簡単に御説明をお願いできますか。

○嘉数登商工労働部長 21世紀ビジョン基本計画に

基づいて、沖縄県はＰＤＣＡをやっておりまして、

その進捗について御報告したいというふうに思って

おります。直近の平成30年度でいきますと、実施事

業と取組といたしまして、269本のうち、順調78.8％、

おおむね順調が7.1％というふうになっております。

○西銘啓史郎委員 これも農水部と一緒ですけども、

進捗状況やどこに重きを置くかによって予算の配分

というのは、僕は変わるべきだと思っているんです

ね。ですから、もちろん費用対効果であったり、い

ろいろなこの数年間の事業の継続を見る中で、しっ

かりと予算の配分をしていただきたいと思います。

アジア経済戦略構想なんですけども、平成31年３月

に改定されて、目標とする姿が分散というんですか、

分化していますね、企業立地の数とかですね。それ

について今、最終的な見込みを教えてもらえれば、

お願いします。立地企業数、当初のときは730社とし

かなかったんですが、31年３月の改定のときに、臨

空・臨港型とか情報通信とか、経済特区で細分化し

ていると思うんですけど、改定版でですね。その数

字に対して、見込みが分かれば教えてください。

○仲榮眞均アジア経済戦略課長 今おっしゃった、

臨空・臨港型産業における新規立地企業数、これは

計画策定時は69社、これは平成26年度の基準値です

けど、現状としては平成30年度で208社になっていま

す。展望値と目標値としては、これに少しプラスし

て260社、これが展望値になっています。続いて、情

報関連企業の立地数としては同様に基準年、平成26年

度は346社、これが現状、今、470社。これは平成30年

度でございますけど、展望値としては560社等々と

なってございます。

○西銘啓史郎委員 立地して撤退した数は聞いてい

ますか。それはどうでしょう。例えば500社来ました、

何年かで100社撤退しましたというような、どうなっ

ていますか。

○仲榮眞均アジア経済戦略課長 基本的に差し引き

で、立地している現時点でカウントしてございます。



－147－

○西銘啓史郎委員 最後に１点ですけれども、資料

でいうと23ページですかね。「稼ぐ力」のための生産

性の向上と収益力の強化、これは一般質問でもしま

した。横断的にやるということで、縦割りから横の

つながりは非常にいいことだと思うんですけど、こ

の生産性の向上、施策の方向性１と施策の方向性２に

ついて、ちょっと簡単に予算総額がもし分かれば教

えてください。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

（休憩中に、執行部から質疑の趣旨を確認し

たところ、西銘啓史郎委員から予算の内訳

を確認したいとの説明があった。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

平田正志産業政策課長。

○平田正志産業政策課長 御指摘の金額の誤差につ

いては、本資料の企業の稼ぐ力を強化する施策の方

向性として、生産性の向上及び収益力の強化の２つ

に区分しております。生産性の向上の場合は、さら

に経営革新から施設整備促進までの取組ごとに４項

目に区分されていますが、個別事業においては、そ

の区分ごとにそれぞれの取組が合致する場合、それ

ぞれ２つの項目に合致する場合は、重複して計上し

た形になっておりまして、例えば経営革新と技術力

の強化に取り組む事業内容の場合は２つにそれぞれ

計上するという形になっておりまして、１つの項目

に対して、これを割り振りができないものですから、

金額の振り分けできないため、そのような取扱いを

しています。生産性の向上を事業単位で積み上げた

場合の金額は約30億3000万円。それから、収益力の

強化を事業単位で積み上げた場合は16億3100万円と

いうことで、合計で、一番上のほうに記載されてい

ます46億6100万円というような形になっております。

○西銘啓史郎委員 稼ぐ力を強化するために、商工

労働部や観光、企画、農林が一緒になってやること

は、僕は大賛成なんですけれども、一つ気をつけな

いといけないと思っているのは、横断的にやるにし

ても、やはり窓口が、相手からすると４つも取得し

なきゃならないとか、そういうことがないように、

基本的には僕は行政ができるのも限界があると思う

んですよ。やはり民間は民間の努力をしながら、特

に今回でいえば新型コロナウイルスの影響で、国と

してはいろんな補正予算も対策も組んでいますけど、

私もいろんな業界の方と話をしてみました。ホテル

から、旅館ですね。やはり半端じゃない予測がされ

るわけですね、経済の低迷というんですかね。です

から、今は新年度の予算をしていますけども、本当

に４月、５月、スピーディーに対応できるような対

策を取らないと、これは９・11のテロとは全然違う、

全県、全国的な、全世界的な話ですから、ぜひ部長、

その辺については、融資が滞るとか、１か月かかる

とかというのもスピーディーにできるように私はお

願いしたいんですけど、それについてどのように考

えますか。

○嘉数登商工労働部長 委員御指摘のとおり、新型

コロナウイルスに関しましては、まず、感染拡大防

止ということで、我々、保健医療体制の整備という

ところで取り組んできましたけれども、ここにきま

しては、航空便ですとか、海路、そういったものも

ありますし、それから小中学校の休校、イベントの

中止要請、延期といったことがありまして、社会全

般に影響が及んでいると。それから、経済の面でい

くと、観光が非常に大きなダメージを受けておりま

すので、特に県内の中小企業等、これは昨今もテレ

ビでいろいろ報道されておりますけども、ホテルで

すとか、小売ですとか、かなりの影響を受けてきて

いるという状況もあります。

沖縄県としましては、当面は、我々その資金をど

う供給するかという部分と、雇用はどうかという観

点から検討してきておりますけれども、国は、あし

た第２弾というんでしょうか、また緊急対策という

ことも言っておりまして、実は我々は２月17日に緊

急経済対策プロジェクトチームを立ち上げましてで

すね、農林、商工、それから観光を中心にいろいろ

議論しておりまして―何をやっているかというと、

短期的な対策としてどういうことが取れるか、それ

から、中長期的な対策としてどういったことが取れ

るかということで、いろいろ玉出しを検討しており

ます。もちろん、県民生活、それから経済に及ぼす

影響を最小限にとどめられるように、切れ目のない

支援策というものを検討しまして、せんだって、予

算特別委員会の概要説明の質疑でも総務部長からも

ありましたように、必要があれば補正予算というこ

とも念頭に入れながら検討してまいりたいというふ

うに思っております。

○西銘啓史郎委員 最後に、これは要望になるんで

すけれども、県の番組、昨日、雇用政策課の番組、

何かありましたね。別に雇用政策課でやるので、経

済対策の話じゃないにしても、できれば、緊急性が

あるので、ああいう場で、急遽番組を変えてでもい

いから、こんなふうにします、県はこういうふうに

しますということをアピールしてほしいのと、ホー

ムページを見ても、なかなかこの辺が書いていない、



－148－

なかなかそこにたどり着けない。１番目にこういう

のを書かないと借りる側、本当に困っている方々に

手を差し伸べられるような体制をぜひつくっていた

だければと思います。

以上です。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

午前11時45分休憩

午後１時16分再開

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

午前の西銘委員の質疑に対する答弁で、農林水産

総務課長から答弁を訂正したいとの申出があります

ので、発言を許します。

幸地稔農林水産総務課長。

○幸地稔農林水産総務課長 午前中の西銘委員の

７本柱の予算の質問の中で、流通・販売・加工対策

の強化につきまして、約23億3000万円と発言したと

ころですが、正しくは約73億3000万円であります。

訂正いたします。どうも失礼しました。

○瑞慶覧功委員長 伊集統括監は退席するとのこと

であります。

引き続き質疑を行います。

山川典二委員。

○山川典二委員 よろしくお願いします。

初めに、午前中の我が会派のお二人の議論を聞い

ていまして、やはりここでもう一度再確認しなけれ

ばいけない必要性があると感じたものですから質問

いたしますが、まず、豚熱（ＣＳＦ）の件につきま

してでございます。ワクチンの接種が３月６日から

始まりました。５月上旬ということなんですが、こ

のワクチンの接種の体制、何人体制で、今、北と南

からということでありますけれども、現状含めて御

説明をお願いします。

○仲村敏畜産課長 県では、家畜伝染病予防法に基

づくワクチン接種の告示を行って、３月６日に接種

プログラム計画に基づき、北部地域では３月６日か

ら開始しております。南部地域につきましては、３月

８日にワクチン接種を開始したところでございます。

体制につきましては、基本ですけれども、家畜防疫

員１名、それから補助者１名、１班２名体制の最大

10班編制を１チームとして、チーム数については北

部家畜保健衛生所が管轄する管内と、中央家畜保健

衛生所が管轄する管内と、それぞれ２チーム設置し

て実施しております。ただし、このチームにつきま

しては、１日、交差汚染を防ぐために１農場という

ことが原則決まっておりますので、例えば１万頭規

模の農場でしたら、チーム数を増やして行うと。頭

数の少ないところに対しては最小チーム数で当たる

ということで、農家戸数、農家規模に合わせて都度

編成し直して対応しているところでございます。

○山川典二委員 これ例えば１日当たり何頭接種す

るという、そういう基準みたいなのはないんですか。

○仲村敏畜産課長 １戸当たりの個数が多ければ多

くなるんですけれども、今現在の３月９日では１万

1000頭を予定しております。それから、今週金曜日

までにつきましては７万1300頭、接種率にして約30％

接種する予定となっております。

○山川典二委員 私が聞いているのは、例えばある

限られた時間数で―今、２チームという話がありま

したよね、１班、２班とか。ですから、１日当たり

何頭を目標にするかというのが、何かそういう計画

があると思うんですけど、それを聞いています。

○仲村敏畜産課長 ワクチンプログラムの中では、

１チーム当たり平均500頭。ただ、例えば小規模農家

100頭未満でしたら、１チーム100頭しか打てません

ですし、１万頭規模であれば１チーム当たり2000頭

近くは可能だということで、あくまで平均で500頭と

いうことで計画しております。

○山川典二委員 確認ですが、じゃあ例えば200頭し

かないところでも200頭やればもう終わりという話で

すか。全体の平均で500頭という、そういう考え方で

いいんですか。

○仲村敏畜産課長 １班の平均、獣医師１名、補助

者１名で初回接種の全体の１チーム当たりの平均を

500頭と試算しております。

○山川典二委員 それでは、例えば200頭やったら、

近くでまた300頭やるとか、そういう考え方でいいん

ですか、その時間内の。

○仲村敏畜産課長 獣医師、補助者、１チームとし

まして、巡回できる農場は１か所ということで原則

決まっております。

○山川典二委員 それは何か根拠法があるんですか、

法律があるんですか。

○仲村敏畜産課長 農場内の病気を抑えるというこ

とが一つの目的です。もう一点は、豚熱ワクチンは

生ワクチンでございますので、この生ワクチンから

の交差汚染を防ぐということで、後に検査すること

になりますので、その検査の支障を来さないという

ことが目的で１農場１チームと、１日１チームとい

うことで、プログラム中では国との確認の中で決まっ

ております。こちらは全国一律でございます。

○山川典二委員 ですから、その根拠法、法律があ

るんですか。それを教えてください。
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○仲村敏畜産課長 国の確認の中で、そういうこと

で申し合わせているところでございます。１日１班

ではなくて、１チーム１日１農場ということで、10班

体制でいきますと10農場できるということになりま

す。

○山川典二委員 時間が過ぎるのもったいないです

からね。１月30日にＣＳＦの件で経済労働委員会が

ありましたけれども、そのときには１班４名という

ふうに説明を受けたんですが、今、２名という話な

んですが、それはどういうふうな状況の変化があっ

たんでしょうか。

○仲村敏畜産課長 接種チームということで、今、

家畜防疫員、補助者というのは接種に直接関わる体

制です。そのほかに市町村の立会いが必要になって

きます。手数料の関係、確認のためにですね。あと、

農場に保定人がいない場合は、豚を保定する方が必

要になってくるということで、こちらについては農

場に保定人がいなければ４人ということになります。

○山川典二委員 あまり時間取りたくないんで。ワ

クチンの接種の１回分は、160円は公費負担というこ

となんですけど、これ原資は何ですか。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

（休憩中に、執行部から質疑の確認があり、

山川典二委員からどの予算なのかとの補足

説明があった。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

仲村敏畜産課長。

○仲村敏畜産課長 これは手数料条例のほうで決

まっておりまして、この160円は農家から徴収する手

数料条例に基づいて徴収しますけれども、その内訳

はワクチンの購入費であったり、そのワクチンに伴

う消毒薬とかいう消耗品になります。

○山川典二委員 ちょっと休憩いいですか。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

（休憩中に、山川典二委員からワクチン以外

の費用が160円かかるのかと確認したとこ

ろ、執行部からワクチンとその他の費用を

含めて１回当たり160円農家が県に支払うこ

とになるが、初回の費用は県が負担するた

め、農家の支払いは免除されるとの説明が

あった。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

山川典二委員。

○山川典二委員 １回目は160円で、これ約23万頭打

つわけですから、金額幾らですか、368万円ですか。

もっとあるんですか、ごめんなさい。23万頭だから、

3680万円。１回分は県のほうで費用をやると。これ

何回打つものなんですか。あるいは、何回打てばい

いんですか。

○仲村敏畜産課長 この肉に回る豚につきましては、

１回接種でございます。そのほか種豚―繁殖に使う

ものにつきましては、初回接種は年に２回。翌年か

ら年に１回ということになります。

○山川典二委員 これは精肉に回るのは全体の23万

頭のうちの何割ぐらいですか。大ざっぱでいいです

よ。

○仲村敏畜産課長 屠畜頭数でいきますと、年間屠

畜頭数が約33万頭になりますので、年間肉豚として

接種すべき頭数は33万頭ということになります。

○山川典二委員 いや、ちょっと分かりづらいんで

ですね、仮にですね、23万頭を今、沖縄本島でそう

いったワクチンを打ちますよね。そのうち、肉に回

すのが全体の何割ぐらいになるんですかということ

を聞きたいんですよ。残りはまだワクチンを打たな

ければいけないわけですよね、種豚含めて。その割

合がどのくらいか。

○仲村敏畜産課長 ちょっと頭数でよろしいですか。

繁殖用で飼われている豚というのが、約２万5000頭

になります。こちらは初回と、また６か月後にもう

１回ということで２回になります。それが過ぎます

と、年１回ということになります。それから肉豚で

すけれども、肉豚は毎回、生まれてきますので、生

まれて30日以降から大体40日、50日までに接種しま

すので、その年間出荷頭数が33万頭になりますので、

年間必要接種数というのが、35万頭から36万頭とい

うことになります。

○山川典二委員 じゃあ今後その35万頭から36万頭

の豚にはワクチンを打たなければいけないというこ

とですね、理解としてはね。そして、繁殖用の種豚

２万5000頭については、半年後にやってまた毎年１回

やると。この費用なんですが、繁殖用のものですね。

それから、これからまた毎年生産される豚について

のワクチンの接種費用は―これはあれですか、もう

純粋に畜産業者の負担になるんですか。

○仲村敏畜産課長 １回目につきましては、現在補

正予算で措置されておりまして、１回目の手数料に

つきましては免除になっております。２回目以降に

つきましては、この接種のための手数料条例に基づ

いて、手数料が発生するということと、このワクチ

ンの購入、それからそれに関わる消毒薬、資材等に

関しましては全て県が購入して、農家が負担するの

は１頭当たり160円ということになっております。
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○山川典二委員 160円以外の全体の費用としては幾

らになりますか、１頭当たり。

○仲村敏畜産課長 入札によりますけれども、現在

の参考値としまして、20頭当たり2200円で１瓶です

ので、単純にいきますと税込みで１頭当たり110円と

いうことになります。

○山川典二委員 110円プラス160円で、270円が基本

的な１頭当たりのコストという考え方でいいんです

か。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

（休憩中に、執行部からワクチンが110円でそ

れ以外の費用を含めると手数料160円以内と

なるとの説明があった。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

山川典二委員。

○山川典二委員 これは三十五、六万頭が毎回ワク

チンを打たなければいけないということなんですけ

れども、この費用は結構な額ですよね。１農場当た

り、例えば2000頭、あるいは3000頭ぐらい生産して

いるところもあるわけでありますから、大変な負担

になると思うんですよ。これについては支援策含め

ていろんな議論があるようですが、具体的に、今、

御説明できる範囲でいいですけれども、どんなふう

に考えていらっしゃるのか。

○長嶺豊農林水産部長 ワクチン接種に伴う費用に

ついて、まず、ワクチン接種を決定する際に関係者

が集まって話をしておりますが、その中には生産者、

あるいは豚の生産協議会の経営者の方々もいらっ

しゃいまして、まず、ワクチン接種に伴っては、や

はりそういう経費、各農家での今後２回目以降は一

つの経営者の防疫対策費としてコストが上がるとい

うことも説明した上で、今回、ワクチン接種という

ことになっております。企業系の経営者もいらっしゃ

いますし、あと、沖縄240余りの農家がいらっしゃっ

て、経営的にも脆弱な農家もいらっしゃるというこ

ともありますので、この辺も踏まえて、我々として

も今後考えていかないといけないとは思っています

が、現時点で２回目以降からは取るという方針で今、

進めているところです。

○山川典二委員 ですから、取る方針なんだけど、

それはある程度の試算といいますか、皆さんの中で

シミュレーションをして、畜産農家の経営を圧迫し

ないような形でのやり方をしないと駄目なんですが、

今の話だと、あくまでも取るというだけの話で、こ

れ何かあるんですか、支援策とか。

○長嶺豊農林水産部長 例えば160円という数字も、

やはり他府県と比べても半額という沖縄水準にして

いるんですね、ずっと。いわゆるワクチン打つ手数

料の水準として他府県では320円とか、そういう水準

でやっておりまして、我が県は160円ということで、

これまでほかのワクチン含めてそういう対応をして

きております。そういうことも含めまして、あとは

経営者の経営状況も今後意見も出てくると思います

ので、そういうことを踏まえた上で考えていかない

といけないなと思っておりますが、現時点ではいわ

ゆる取る、取らないと言われれば、やっぱり取って

いく方向で今、検討していますという状況です。

○山川典二委員 もう時間がないので、ほかのこと

もできないので、終わりますがアグーに行きたいん

ですけど、アグーにつきましても、先ほど西銘委員

からもありましたけれども、本島内のワクチンを接

種する前にアグーを移動させるという話があったん

ですが、先ほど課長の説明で問題なくできるような

話がありましたけれども、アグーは、今どこのアグー

を久米島に持っていこうというふうに考えているん

ですか。県内各地から集めるんですか、１か所から

集めるんですか。その辺の説明をお願いします。

○仲村敏畜産課長 アグーにつきましては、アグー

純粋種豚の選定をアグーブランド豚推進協議会で

行っております。その中で血統、血縁等を調査して、

今現在、アグー純粋種豚のそのときの候補に上がっ

たのが、東村１農場、それから名護市が４農場、今

帰仁村が２農場、糸満市が１農場という選定がなさ

れております。

○山川典二委員 今、８か所の農場、アグーの生産

場から運ぶということなんですが、運んだ後の隔離

施設での運用であるとか、あるいは移動費用である

とか、オペレーションに係るいろんな費用がありま

すが、これはどこが持つんですか。

○仲村敏畜産課長 予算につきましては、国の補助

事業を活用しまして、輸送費、それから第１段階の

施設の修繕、バイオセキュリティー強化に係る費用

を国の事業を活用してするということで考えており

ます。第２段階の移動の新設畜舎につきましても、

国の事業を活用するということで調整をしておりま

す。

○山川典二委員 国の事業名、そして予算はどれぐ

らい拠出できるんですか。そして、県負担もあるん

でしょうけど、何割ぐらいでしょうか。

○仲村敏畜産課長 単年度事業でございますので、

活用する今年度保全に関する、移動に関する事業で

すけれども、こちらはアグー純粋種豚の輸送費、そ
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れから避難豚舎の改築等のメニューを使って、事業

名としては種豚等流通円滑化推進緊急対策事業とい

うことで調整しております。幾つかメニューがあり

まして、総額として国の予算額が５億8000万円程度

というふうに聞いております。助成事業であります

ので、それぞれ要件はございますけれども、この要

件に合致した大まかな部分については国が10分の

10の支援をいただけるということであります。

○山川典二委員 今、まだ調整中という話がありま

したけれども、今年度中はこれを進めるわけですよ

ね。ですから、予算が確定していないとおかしい話

でしょう、中旬でやるわけですから。つかみでやる

わけですね、じゃあ。そして、久米島でどれぐらい

の期間隔離をして、次の新しいところにいつ移動し

ていくのか、あるいはその新しい施設もいつから工

事が始まるのか、新年度予算でも、これ、今である

程度、詰めておかないといけないわけですよね。そ

の辺の今、現状どうですか、５億8000万円の。

○仲村敏畜産課長 この種豚等流通円滑化推進緊急

対策事業のメニュー内容につきましては、当初そう

いうメニューはございませんでした。その中で国と

調整しまして、遡って利用できるように要綱、要領

の整理等々を今、急ピッチで進めているところで、

この要綱の決定が今月受けたばかりでございまして、

それに合わせて、今どの予算が該当するのかという

のを調整して詰めているところでございます。久米

島への移動、修繕と輸送費につきましては、今年度、

見られるということで調整は済んでおります。

次年度につきましては、これは単年度事業でござ

いますので、次年度につきましては新しい畜舎が次

年度中には完成する計画で今、国と調整していると

ころです。本事業を継続して使うということでです

ね、次年度、畜舎が完成しましたら、移動するとい

うこととしております。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

（休憩中に、山川典二委員から新しい畜舎が

完成するスケジュールは決まっていないか

との確認があった。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

仲村敏畜産課長。

○仲村敏畜産課長 いろいろ候補がございます。第

２段階の移動する条件としましては、人と物の移動

が少ないところ、それから、豚ができるだけ少ない

ところと、あと、運営なり、アグーは特殊な管理と

か、繁殖もさせなければいけませんので、そういう

人的な配置ができるかということで、幾つかの候補

の中から、また自治体の理解等も同時に今、行って

いるところでございまして、基本的には、目標とし

ましては、こういう全ての条件を整えた上でしか畜

舎等を設置できませんので、地域の理解も必要になっ

てきますので、それを進めながら、次年度中に新た

な畜舎を造るということで考えております。

○山川典二委員 皆さんの話を聞いていますと、こ

のアグーの本当の価値というのを本当にどこまで認

識されているか分かりませんが、これ大変な原種で

すよ、大変な宝物ですよ。これをいつまで分からな

いって、次のときには大体もう想定しているでしょ

う、ある程度。何で早くその辺は調整しないんです

か。そして、早く着工して造って、久米島にはほか

に畜産農家もあるわけですよ。決して安全とは言え

ませんからね、向こうは。一時的な隔離場所ですよ。

そこでいっとき移して、早めに次のところに進める

べきでしょう、部長。

○長嶺豊農林水産部長 まず、久米島については、

これまで別の病気で隔離施設で使っていたものを

使っています。これも先ほどお話しいたしましたよ

うに、まず、ワクチンを打たないアグーを避難する

という基本方針としてやっているものですから、緊

急に現在運べる、移設できる地域として久米島を考

えているところです。あとは、ほかの、やはり当然、

今、いろんなリスクはありますけども、ここも現地

に家畜防疫員も派遣して、防疫の状況、あるいは周

辺の農家の状況も調査をしてまいりました。

次の第２段階の、どこに移しますかということで

あると思うんですけども、やはり様々な―離島とい

うのは基本ありますけども、豚がいない、あるいは、

人、物の行き来が少ないという地域、あるんですけ

ど、実際、選択する際には、いわゆる遠隔にあるも

のですから、台風時に資材、あるいは獣医師が常に

臨機応変に訪れる島、できる島とか、いろんな条件

を総合的に勘案しないといけないと思っています。

当然、地元、仮に豚のいない島であれば、養豚の経

営の際は、どうしても環境問題とか、いろんなこと

もありますので、そういうもろもろも調整していか

なければいけないということで、我々も今、一生懸

命、取り組んでいるつもりではありますけれども、

やはりまずは久米島に移してワクチンを終わらせて、

それから、特にアフリカ豚コレラというもっと大き

いリスクもあるものですから、ワクチンを打てない

というリスクもあるものですから、早めにまずは久

米島に移すものを、まず、優先的に取り組んでいる

ところです。同時並行して今、次の第２段階のとこ
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ろもやっております。

あと、国の補助事業関係では、やはり単年度とい

うことで、次年度の分については次年度の予算の中

で対応していくということで、今、調整をしている

ところで、今、いつどこでというのは申し上げられ

ませんが、我々も総合的に今、検討しているという

ところでございます。御理解のほどを。

○山川典二委員 本当に、いろいろ今、課題はお話

があったのはよく理解できますけれども、これ、コ

ロナウイルスじゃないんですけれども、今、緊急事

態ですよ、本当に。まだこれＣＳＦはいいんですけ

ど、おっしゃったようにアフリカ豚熱、これが入っ

てきたらもう全滅ですからね。アグーまで全滅です

よ。この辺のやっぱり危機意識というものをしっか

り持っていただいて、いろんなクリアすべき課題は

あるかもしれませんが、これは本当に総力を挙げて

ですね、農林水産部、あるいは全庁を挙げて、これ

は対策をしていただきたいというふうに思います。

それで、ＣＳＦに戻りますけれども、午前中も

ちょっと議論がありましたけれども、殺処分で県の

職員がいっとき出て、次、６例目は全て県職員でやっ

たというんですが。今、皆さんであれですか、全体

的に殺処分の―約１万2000頭ありますが、何パーセ

ントぐらいは自衛隊でやって、あとは県とか、その

関係者でやったかというのは、そういうのは何か統

計出していますか。

○仲村敏畜産課長 今回の豚熱発生につきましては、

短期間の間にほぼ同時に防疫処置をやる必要がござ

いましたので、１例目から５例目につきましては、

自衛隊の隊員の方の応援をいただいております。県

独自でやりましたのは、６例目のみでございます。

○山川典二委員 自衛隊のこの派遣の報告会に参加

しまして、隊員の皆さんといろんな意見交換をする

場がありました。女性隊員もおりました。もう非常

に大変だったと。午前中もちょっと議論がありまし

たけれども、ＰＴＳＤといいますか、精神的なこの

ショック、ダメージの部分があって、何人かは―自

衛隊員ですよ、ケアをやられたと。訓練している人

たちでもそうなんですよ。先日の２月26日、27日に

は延べで360名出ておりまして、夜中の２時とか、あ

るいは翌朝の10時、12時までぶっ通しやられたわけ

でありますが、殺処分の先ほど数字が午前中ありま

したね、3472人、延べで、殺処分を実際やったと。

その中に女性職員は何人ぐらいいらっしゃったんで

すかね。

○仲村敏畜産課長 すみません、まだこの数字はこ

ちらにございませんので、調査をかけたいと思いま

す。

○山川典二委員 具体的にこれ、ガスで、あるいは

薬物で殺処分するんですが、そういうものは、訓練

はどなたから受けたんですか、皆さんは。

○仲村敏畜産課長 殺処分に関しましては、主に電

殺器と呼ばれる電気で気絶させまして、薬物で心臓

注射でやっていくんですけれども、全てこの殺処分

に関しては、家畜防疫員、県の獣医師ということに

なっておりますので、県の獣医師がそこを対応して

おります。その後の追い込みとか、運び出しに関し

ては自衛隊の方、県職員であれば主に農林水産部を

中心にするようにして、この動員配置をしたところ

でございます。

○山川典二委員 殺処分3472名が―延べですが、実

際は、実質的には何人がその作業をやられたんでしょ

うか。大体でいいですよ、約何百名とか。

○仲村敏畜産課長 こちらもすみません、延べで、

一人一人、名簿を充てている、ちょっとまだ集計は

できておりませんので、延べでしか今、数字はござ

いません。

○山川典二委員 私は伊是名生まれの那覇育ちです

が、小さい頃、何かお祝いがあると豚を殺すんです

よね。あの断末魔といいますかね、あの悲鳴をよく

覚えているんですよ。大変なんですよ、これ。何か

人間の声に似たような感じがありましてね。だから

これ、本当に精神的にも、私はぜひこの職員の皆さ

んのアンケート調査という話がありましたけども、

これ早急にやったほうがいいんじゃないですか。い

かがですか。

○長嶺豊農林水産部長 先ほどもお話ししましたけ

ども、事前、事後、特に今、事後のケアが重要とい

うことで我々も関係部局、総務部も含めまして、少

し検討を進めていきたいと考えております。

○山川典二委員 いや、もうすぐにやってください

よ、すぐに。やっぱりケアをしっかりやる体制をつ

くってほしいと思いますね。商工労働部まで行きた

かったんですが、もう時間になりましたので終わり

ます。ありがとうございました。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

（休憩中に、商工労働部長から新型コロナウ

イルス感染症等に対する緊急対策について、

現在、知事が記者会見を行っていることを

報告した上で、緊急対策の内容を説明した。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

島袋大委員。
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○島袋大委員 先ほどから、豚熱含めてありますけ

れども、部長中心に県庁の各部署の職員の皆さん、

本当に御苦労さまでした。お疲れさまです。大変だ

と思った、たくさんいろいろ御意見あると思います

けれども、ひとつこれがきちんと収まって、もうな

いような形にできれば幸いだと思っていますので、

ひとつよろしくお願いします。

農水は、今日は聞かないでおこうかなと思ったん

ですけど、関連で１点だけ。１万数千頭を殺処分し

たわけでありますけれども、ここからその分の養豚

業者の皆さん方に助成含めて支援金ですね、屠殺し

た分のですね、いろんな形で手続等を踏むと思いま

すけれども、この殺処分した豚の頭数含めて、各養

豚業者が抱えた殺処分の頭数がありますよね。この

助成金をもらうのに対して、いろいろ給付があると

思いますけれども、その辺の申請の手続含めて、養

豚業者、所管のうるま市、あるいは指導監督する県

含めて、その辺の意見交換、どんなふうになってい

ますか。これ、今から手続上、相当な時間がかかっ

たら大変だと思いますから、その辺の今、現状を報

告できれば、どんな感じになっていますか。

○仲村敏畜産課長 こちらにつきましては、殺処分

発生農場の９農場。それから、移動制限区域と搬出

制限区域の農場が70農場以上あります。こちらにつ

きましては、殺処分をされたその発生農場につきま

しては、全ての経営者と個別に訪問して面談を行っ

て、制度の仕組み等の説明、それから、必要書類等

の準備を今、行っているところです。具体的に言い

ますと、家畜伝染病予防法等で定められた評価基準

というのがございます。そのために必要な豚の日齢

分けとか、それから用途の振り分け、売買売上げ等

の伝票、経営に係る経費、餌代の取引等を今、準備

して、そちらのほうから、この手当金等の評価額を

農場主と調整して、早めの申請をということで考え

ております。この移動搬出制限区域内の農場に関し

ましては、農家数が多いということで、まだ制限が

解除されていないということもありまして、畜産課

の窓口に豚熱に係る農家支援相談窓口というのを設

置してございまして、つなぎ資金であるとか、それ

から、既存借入金の償還については、こちらも猶予

依頼をしておりますので、そちらの相談とか、それ

から、この制度の説明とかというのをやっておりま

して、今、具体的に交付金、補償金が下りたという、

まだ事例はございませんけれども、その準備を進め

ているということでございます。

○島袋大委員 ここをちょっと僕も確認したいのは、

今、そういった養豚業者の皆さん方、これは多分膨

大な書類になると思うんですよね。この書類の指導

とか、書き方を含めて、これはうるま市がするんで

すか、農協がするんですか、この手続。

○仲村敏畜産課長 基本的にはこの評価員を選定し

ております。３名の評価員がやるんですけれども、

それがまず、家畜防疫員、県の農業関連業務に従事

した方、外部の農業関係に従事した方という、この

３名が基本になっていて、今現在、７名の評価委員

を選定しまして、その作業に当たらせているところ

です。こちらにつきましては、また移動制限、搬出

制限等も出てきますので、こちらも増やしていける

ように、専門の知識がないとなかなか難しいもので

すから、増やしていけるような形で行って、迅速な

対応をしていきたいというふうに考えております。

○島袋大委員 まさしくそうだと思うんですよね。

だから、職員含めて専門分野の方々が少ないという

話になると思いますから、ここは県外にも力を借り

るのか、そういったのも含めて、これはもうあとは

知事の判断だと思いますけれども、担当部署がそう

いうような御意見があるということは、やっぱりそ

の辺は簡素化、スピーディーにするためには、その

分の数を増やさないといけないと思っていますから、

ここはもう部長のそういう認識の下でいろいろ調整

に動くはずですから、ここはここで、我々は委員会

ですから、委員会でも意見書を出すなり、考えても

いいことになると思いますので。ここは県民の、ス

ムーズにいくような体制が取れるんであれば、議会

としてもしっかりとした策を打たないといけないと

思っていますので、まさしく今、言っているとおり、

職員の数、そういう専門職が少ないということの理

解でいいですか、部長。

○長嶺豊農林水産部長 まず、先ほどの評価委員の

話がありましたが、これはこの経営で損失を受けた

手当金のルールとして、評価する人を７名で構成す

るということで、この方々が農家等、直接ヒアリン

グをしながら、あと、伝票とか、そういうのも確認

しながらやっていく制度になっています。ですので、

これは待ちの姿勢ではなくて、こちらから面談をし

て、悩みも含めて、聴取するという体制でやってお

りますので。これを今は、まずは殺処分を受けた農

家の方々を全てお会いして、ここが足りないという

ところは支援しながらやっているということで今、

進めているところです。

○島袋大委員 まさしく、そういった形で養豚業者

の皆さん方も非常に今、厳しい、苦しい思いがある
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中のはずですから、その辺のお話を聞くというのも

大事ですから、そういったもろもろ含めて人数、職

員を含めて増員しないといけないということであれ

ば、早めに我々議会にもいろいろ、話していってい

ただいて、我々は我々でバックアップできるような

体制になると思いますので、その辺は皆さんだけで

抱えないで、そのために我々がいろんな形で援護射

撃ってあるはずですから、ひとつまたお願いしたい

というふうに思っています。

では、次、商工労働に移りたいと思っています。

先ほど部長から、質問せいということで言われてい

ますので、質問したいと思っております。

新型コロナに関してですけれども、これ県として

の単独での考えのメニューを含めて、どんなふうに

やっているんですか。

○嘉数登商工労働部長 実は、国も既に緊急経済対

策を打っておりまして、明日にも追加の緊急対策を

打つということで報道がございます。緊急対策を打

つに当たって非常に大事だなと思っているのが国と

県、あるいは市町村もそうですけども、施策がかぶ

らないような形で、ちゃんと必要とされる人まで届

くような施策をつくらなければいけないと思ってお

ります。例えば国のメニューとしてつくったんだけ

れども、そこから漏れ落ちているところをどこで拾

うのかとか、それから、そもそも手続についてどう

しようかと。といいますのは、国もつくる、県もつ

くる、市町村もつくって、おのおの申請行為を求め

ますと、こんな緊急事態ですので、それは受給とい

うんですかね、サービスを受ける人にとっては非常

に負担になってしまうということもございましたの

で、我々は、この経済対策の基本としては、まず、

資金需要に対してどう対応するかという部分と、雇

用をどう守っていくかという部分を中心に考えてお

りました。残る経済対策については、これは中長期

の対応になるであろうと。第１弾は中小企業セーフ

ティネット資金、これは県の単独事業として打ちま

した。これは２月３日に打ちましたので。その後、

国が対象範囲を広げるということが決まりまして、

これは３月２日に決まりました。それで融資枠とか、

これが広がっております。今、検討しているのは、

雇用情勢がかなり厳しくなってくると思われますの

で、雇用調整についてどういう助成ができるかと。

これは一つには、雇用保険料を原資とした雇用調整

助成金というのを持っていまして、国はこれを発動

させまして、休業に至った人の補償をやっていると

いうところがございますけれども、これは満額を補

償しているわけではなくてですね、雇用保険上は六

十何％、大体３分の２ぐらいが上限になっておりま

す。金額でいうと8330円というところがございます

ので、そこは県としてどういったことができるかと

いうことを今、考えているというところでございま

す。それと、中長期的な対応というところではいろ

いろなメニューを出しておりますけども、その中に

は、国の補助メニューに乗っかってやっていく部分

と、県単独で受けなければいけないというような部

分が出てくるというふうに考えております。

○島袋大委員 そこで商工会議所、商工会、いろい

ろ御意見、意見交換させてもらいました。日に日に

右肩上がりで相談や、あるいは融資含めてのお願い

ということで、かなりの件数が増えているそうであ

ります。一番ネックとなっているのは、非常に悩ま

しいところは何ですかというふうに聞いたら、相談

窓口業務で職員が足りないと。今、商工会議所や商

工会でも確定申告の時期とかぶっていて、その辺が

非常に重ね重ねて、非常に大変だということがあり

ました。だから、その辺は、こういう、もう天災に

近いような形でコロナウイルスですから、ここは要

するに、落ち着くまでの間、約３か月ないし４か月、

緊急でそういう指導員、あるいは支援員を増にして、

その辺の対応をするというのはどうですかと、ぜひ

ともそれのお力添えを賜りたいと、そういうふうに

やってほしいという御意見もありました。だから、

そういったことを考えれば、県としてですね、その

辺の短期、本当だったら常駐で増やすのはいいかも

しれないけれども、ここを早めに簡素化するために

は、緊急的にでも増員してですね、その辺の対応を

できるような、これは県の施策としてやるべきじゃ

ないかなというような意見があるのですが、どうで

すか。

○嘉数登商工労働部長 確かに、我々やっている事

業で、実際にその事業を受ける方という視点も大事

なんですけども、そこを実際にどこかの機関を介し

てサービスを提供するわけですから、そこの状況も

十分考えなければいけないというふうに思っており

ます。島袋委員がおっしゃるように、今、相談がか

なり逼迫しているという状況もございますので、ぜ

ひ参考にしながら、これはもしかすると国に対して

要請してもいいのかなという内容がございますので、

全国的に同じような状況あるかと思いますので、ぜ

ひ検討したいというふうに思っております。

○島袋大委員 そういったのを踏まえて、ぜひとも

お願いしたいと思っています。各地元で聞きますと、
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うちは豊見城ですから、商工会なんですよね。一県

民の皆さん方、中小零細企業を見ても、商工会議所

や商工会の会員じゃないと、その辺の相談も行っちゃ

いけないのかなとか、融資も受けられないのかなと

いうのが、ほぼ、皆さんの考えなんですよ。そうい

うことを考えれば、広報活動も含めて、先ほどうち

の西銘委員が言っていたように、ここはもう知事と

して、パネルにしてでも、知事自ら、商工会議所、

商工会は、会員は別でいいんですよと、一県民の中

小企業の皆さん方が相談に行ってくださいとか、そ

ういう広報の使い方も、僕は大事じゃないかなと思っ

ているんですよ。ここをいろいろ意見を聞いたら、

まさしく商工会、商工会議所、自分たちは行けない

んだと思っている人が結構いたもんだから、そこを

考えれば、一県民として、みんなそれはひとしく受

けられる制度なんですよというのは、やっぱりトッ

プとして知事がやることだと僕は思っているんです

よね。そこはどうですか。

○嘉数登商工労働部長 貴重な御意見、本当にあり

がとうございました。やはり新型コロナウイルスに

関しましては、非常に県民に対して、安心安全だと

いうメッセージを送ることが非常に大事かなという

ふうに思っておりまして、今言った、会員でない方

の相談についてどうかということですけれども、こ

の件に関しましては、通常の常設窓口における相談

支援や巡回相談を行う事業主向け雇用支援事業とい

うものをやっておりますけれども、それから、社会

保険労務士の資格を有する専門相談員を配置し、労

働問題全般の相談に対応する、沖縄県女性就業・労

働相談センターというところでは労働相談等も実施

しておりますので、そこにおいても相談を受け付け

られるというふうに考えております。

○島袋大委員 若い人は若い人でそういう窓口に行

くかもしれないけれども、やっぱりひとしく分かっ

てもらうためには、全然、先ほど言ったような、う

まんちゅひろばとか、この間見たら、国保のＣＭと

かいろいろやっているけど、ああいうのを使って、

金がかかると、こういうのは金をかけても全然問題

ないと思いますから、こういうのをやるべきだと思っ

ていますから、ひとつ引き取って、まさしく記者会

見、知事が―時間が分かっていたら僕、横にいて耳

元で、ちゃんと広報やると言いなさいと言おうかな

と思うぐらいですから。だから、そういった対応も

大事だと思っていますから、ひとつお願いしたいな

と思っています。

次です。アジアの成長を取り込む自立型経済の構

築という部門の中で６事業ぐらいあるんですけれど

も、この内容をちょっと説明してほしいと思います。

○仲榮眞均アジア経済戦略課長 まず、沖縄国際物

流ハブ活用推進事業を御説明します。この事業、沖

縄国際物流ハブ機能を活用した産業振興を目的に県

内事業者が行う商流面、そして物流面における海外

展開を支援して、県産品等の輸出拡大を図る事業と

いうことになっております。令和２年度の具体的な

取組内容としては、海外の商談会とか物産フェアへ

の参加による県産品の認知度向上、そして、現地小

売店での定番商品化の促進、そして、バイヤーの渡

航費、それから招聘する経費等を支援する、そして

県内事業者の海外見本市への出展支援、そして、よ

く言われるコンテナスペースを借り上げて、県産品

の輸出事業者に提供する、このような事業になって

います。

続けて、国際物流関連ビジネスモデル創出事業を

御説明します。この事業は、やはり国際物流拠点の

機能を活用した海外ビジネスの展開可能性を調査し

て、新たなビジネスモデルを構築する、このための

事業でございます。具体的には、次年度２つの取組

を行います。まず１つ目、海上物流。これは輸出ビ

ジネス拡大事業として、沖縄発の外航貨物の増加に

向けて、県内の中古車、そして建設機械、工業製品

等を資源として捉えて、輸出促進を図る。そして市

場調査、そして輸出実証事業等を行うという事業。

２つ目の取組としては、ＯＫＩＮＡＷＡ型インバウ

ンド活用新ビジネス創出事業でございます。これは

急増するインバウンドに対する県産品とか、全国特

産品の、沖縄をテストマーケティング場として、マー

ケティングを実施して、売れ筋商品の創出、そして

沖縄の持つ国際物流拠点機能と県内商社、海外販路

等を活用した新たなビジネスモデル、これを創出す

るということになってございます。

３つ目です。全国特産品流通拠点化推進事業。こ

の事業は沖縄の地理的優位性、那覇空港の国際貨物

ハブ機能等を生かして、県産品だけじゃなくて、全

国の農水産物、食品等の流通拠点化を沖縄で図ると

いうための事業でございます。令和２年度には、取

組として４つほどございます。まず、先ほどのコン

テナ事業は県産品を中心にしたものでしたが、この

全国特産品事業の中でもコンテナスペース、これを

県が確保して輸出事業者等に無料で提供する事業が

あります。これは県産品以外の部分が多いというこ

とです。２つ目に国内外での輸出商談会の開催。そ

して３つ目に県内の輸出商社、この商社様が県外で
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商談を行う際の渡航費等の支援。そして、４つ目に

御存じの沖縄大交易会の開催支援。この４つを行う

事業となってございます。

そして、沖縄戦略的国際物流プラットホーム強化

事業を御説明します。この事業は那覇空港の国際貨

物路線を拡充する、そして国際物流機能を活用する

企業を誘致、そして国際物流拠点化に向けた実証事

業、誘致業務を行う事業でございます。令和２年度

の取組としては２つございます。新たな航空会社の

貨物路線の誘致を推進する。そして２つ目に那覇空

港の国際貨物ターミナルございますが、この施設の

一部を活用してですね、物流事業者、そして高付加

価値の製造業者等の新規参入、規模拡大を目的とし

た実証事業を実施する、この２つでございます。

○島袋大委員 下の、この国際物流拠点産業地域の

賃貸工場整備事業とありますけど、これはどこです

か。

○久保田圭企業立地推進課長 国際物流拠点産業集

積地域賃貸工場整備事業の令和２年度の取組内容に

ついて御説明いたします。うるま地区に賃貸工場を

整備し、立地企業の初期投資の負担軽減や早期創業

の支援をしてきた結果、当地区における製造業の立

地企業数が順調に増加してきております。引き続き、

臨空・臨港型産業の集積に向け、令和２年度は賃貸

工場１棟の新築工事を予定しております。今回、整

備予定の賃貸工場は、最も需要がある規模の1500平

米タイプを予定しており、令和３年１月の供用開始

を目指しております。

○島袋大委員 ＭＲＯの―要するに航空整備事業な

んですけど、実際、次年度４月１日以降、県内の出

身の雇用を含めてどんなになりますか。

○久保田圭企業立地推進課長 現在は県が整備しま

した航空機整備施設に入居しているＭＲＯ Ｊａｐ

ａｎ株式会社、こちらのほうが令和２年度、採用予

定者として聞いておりますのは29名となっておりま

す。今春の内定予定者を含めて、県内、これまでＭ

ＲＯ Ｊａｐａｎで採用された従業員は120名となっ

ておりまして、そのうち沖縄出身者は108名というふ

うに聞いております。

○島袋大委員 次、ものづくり産業の持続的発展と

産業基盤の安定確保の中で、物産振興対策事業と製

造業振興対策事業で、オリパラ関連となっているん

ですけれども、ちょっと説明をお願いしたいなと思

います。

○仲榮眞均アジア経済戦略課長 これはオリンピッ

ク・パラリンピックで２つ事業ありますけど、２つ

の事業をまとめてお答えさせていただきたいと思い

ます。まず、事業概要としては物産振興対策事業、

県産品の本土市場への販路を図るため、県外主要都

市の百貨店―デパートにおいて、県主体の沖縄の物

産観光展、これを主催して県内事業者の商取引を促

進する。そして、製造業振興対策事業については優

良県産品を推奨することによって、品質や信頼性を

高めて、その販路拡大を図るものでございます。具

体的な事業内容としては、令和２年度、これまでの

取組、百貨店におけるイベントでございますけど、

これに加えて、今回、今年、実施される東京オリン

ピック・パラリンピックの開催時期に東京都が主催

する全国自治体参加のイベントへの出展とか、本土

にあるアンテナショップ等の活用によって、県産品

ＰＲイベントを開催すると。２つ目に沖縄を訪れる

国内外の観光客を対象に那覇空港、そして国際通り

等々で特設ブースを設置して、優良県産品など、沖

縄県産品の魅力をＰＲするイベントを開催する、こ

のような内容になってございます。

○島袋大委員 オリパラ関連と書いているから、オ

リンピック・パラリンピックに関してグッズか何か

作るのかなと思ったんだけれども。今言うように、

要するに、この時期に東京都でやる物産展に出品を

したいということの理解でいいんですか。

○仲榮眞均アジア経済戦略課長 おっしゃるように、

どちらかというとこのオリンピック・パラリンピッ

クの時期に合わせて、東京都が主催するのもオリン

ピック・パラリンピックの時期に合わせてやってい

るんですが、これに参加するのと、東京に地方の県

産品のアンテナショップが幾つかございますけど、

これに併催イベントをするという。これは県外での

オリンピックの時期に合わせたイベント、そして、

県内でも先ほど申し上げたように、空港とか国際通

りとか、国内外の観光客、この方々に対して、時期

を合わせてということなんですけれども、県産品を

ＰＲして、販路拡大を図るという内容になっていま

す。

○島袋大委員 もう締めますけど、部長、今言うこ

とであれば、逆に、イメージマスコットとかもろも

ろ含めてですよ、シーサーならシーサーで、オリン

ピックのはっぴを着けさせてやるとかですよ。だか

ら、何かの戦略ですよね、これに乗っかるんであれ

ば、こじつけじゃないけれども、そういうことによっ

て我々は応援しているから、イコール、オリンピッ

ク・パラリンピックを見に来たから沖縄のものを買

うかという、ちょっと思考回路を変えるような形で
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も含めて、やっぱりそういうビジネスチャンスがあ

るんだったら、そういうことの発信も僕は大事だな

と思っていますので、そこは思い切って、部長の裁

量でできるはずですから、その辺は担当課長と組ん

でですね、一つこういうビッグチャンスがあるんで

あれば、その辺も展開してやっていただきたいなと

いうふうに思って、私はもう締めたいと思っていま

す。

以上です。

○瑞慶覧功委員長 大城一馬委員。

○大城一馬委員 まず最初に、主な事業の概要から

25ページの130、家畜伝染病予防事業なんですけれど

も、先ほどから、また、代表、一般質問でも、豚熱

の問題は取り上げています。私はＡＳＦ、いわゆる

アフリカ豚熱の件ですけれども、アフリカＡＳＦは

ワクチンもない、治療法もない、そして、一旦入っ

てくると致死率100％という状況らしいんですけれど

も、この対策についてはどういうお考えですか。

○仲村敏畜産課長 現在、中国、ベトナム、韓国な

どのアジア地域においては、これまでにアフリカ豚

熱、それから口蹄疫などの発生が確認されておりま

す。この特定家畜伝染病と呼ばれる侵入リスクが高

まった状態が続いているというふうに認識しており

ます。そのため、これまで県におきましては、離島

の空港、それから港の早期指定港化の要請を国に行

いまして、現在、国際便の発着がある石垣港、それ

から新石垣空港、平良港、下地島空港が指定港とし

て位置づけられまして―検疫ですね、家畜防疫官が

対応する水際対策が強化されたところであります。

また、那覇空港につきましても、いち早く２頭の動

物検疫探知犬が配置されておりまして、検疫機能の

強化につながっているところでございます。また、

県では動物検疫所沖縄支所と連携して、空港、港で

の侵入防止キャンペーン、それから、外国人技能実

習生向け講習会の開催など、水際対策の強化にも連

携して取り組んでいるところです。県としましても、

この動物検疫所と連携して水際対策、空港、港にお

ける水際対策の強化を図るとともに、また、生産者、

それから市町村、関係団体と一体となって、今回の

豚熱の発生も踏まえた上で、飼養衛生管理基準の遵

守を徹底するという体制の強化を図ってまいりたい

ということで、この特定家畜伝染病の侵入防止対策

につきましては、しっかり取り組んでまいりたいと

いうふうに考えております。

○大城一馬委員 豚熱もこれだけ拡散したのも初期

対応、そして水際対策、それが非常に大きな要因と

なって大変な状況になったというふうに認識してお

ります。これはＡＳＦについて、やはり、しっかり

防疫も含めて、水際も含めて、今からしっかり対策

を練っておかないと、それこそ、一旦入るととんで

もないこと、沖縄の家畜全滅ということになりかね

ないと思いますので、ひとつぜひしっかりと対応を

してもらいたいと思います。

そして次に、先ほど、知事の緊急対策ということ

で、私どもの手元にありますけれども、この対策、

とりわけ、今、新型コロナウイルスで県内の中小企

業、経済、大変な状況なんですね。休業や、あるい

はまた、雇用の問題も含めて、そういったことで、

特に県内の中小企業への支援、これは今、商工労働

部の予算を見ると、まず、中小企業基盤強化プロジ

ェクト推進事業も融資制度がありますね。そして、

県単融資事業もあります。これもいわゆる予算編成

の時期が、そのときにはまだコロナ発生していませ

んから、それとの関連もあるでしょうけども、今後

こういった融資制度も拡張するということで、とり

わけ中小企業のプロジェクト事業は返還が伴わない

と。しかし、県単融資というのは返還が伴うわけで

すよね。それも含めて、今後、こういう融資制度の

拡大、規制緩和もやるということでよろしいですか。

○友利公子中小企業支援課長 中小企業者向けの金

融支援として、中小企業セーフティネット資金を今

回、２月３日付で知事認定災害として迅速に対応で

きるようにしたところです。利子が0.9％、保証料も

県のほうが全額負担するということで、実質０％と

いうことになっております。今後、融資枠が令和２年

度、不足するようなことがあれば、そこはすぐ補正

で対応して、貸付けに支障が出ないように、中小企

業者の皆様が経営を安定して続けられるように支援

をしてまいりたいというふうに考えております。

○大城一馬委員 この対策はスピード感を持ってや

らないと、一旦閉店とか倒産したら、なかなかこれ

は追い付けないんですよ。ですから、非常にスピー

ド感を持って緊急対策をやらないと、とんでもない

なというのが、今の沖縄の経済の現状なんですね。

ぜひ早めのスピード感を持った対応をお願いしたい

と思っております。皆さん方も知事のこの緊急対策

の表明を受けて、これからまた、それぞれ部署に帰っ

てそれの対策やらないといけないでしょう。私は時

間を大幅に還元しますから、しっかりやってくださ

い。

終わります。

○瑞慶覧功委員長 親川敬委員。
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○親川敬委員 通告はして、準備していただいてい

るので、その範囲内ではみ出さないように、できる

だけさっさっさと行きましょうね。

まず、１点目に監査から指摘を受けているようで

すけれども、30年度定期監査から指摘事項から、農

業改良資金貸付金元利収入と沿岸漁業改善資金貸付

金元利収入の指摘を受けているようですけど、収入

未済が多いんだということでですね。収入未済の状

況と新年度でどういう対策を取ったのか、お聞かせ

ください。

○島川泰英農政経済課長 農業改良資金貸付金元利

収入についてですけれども、収入未済の現状、そし

て、新年度の対応策ということで、制度の目的です

けれども、まずは農業の担い手が農業経営の改善を

行うことを支援するため、必要な資金を無利子で融

資するということの制度、資金でございます。平成

22年に農業改良資金の制度の改正に伴って、貸付け

主体が国庫のほうへ移管しております。その制度の

変遷の中において今現在は、県のほうでは改修業務

の認定審査の業務をしているということになってお

ります。収入未済の状況ですけれども、令和２年２月

末現在の収入未済額は２億9618万4000円となってお

ります。平成30年度末時点の３億1702万7000円に比

べ、2084万3000円減少しております。新年度の対応

策ですけれども、引き続き、民間の債権回収業者、

サービサーのほうと連携して回収を図るとともに、

さらに長期にわたり返済の滞っている案件について、

債務者の現況や返済能力等の確認調査を行って、適

切に債権管理に努めてまいりたいと考えております。

○能登拓水産課長 引き続きまして、沿岸漁業改善

資金について御説明をしたいと思います。本資金は

沿岸漁業従事者が漁業経営の健全な発展や漁業技術

の向上を図るために必要な機器の設置等に対して、

県が無利子で融資をする資金でございます。まだ今

年度は年度途中ですので最終的な集計には至ってお

りませんが、令和２年３月６日現在、収入未済の状

況としましては、過年度分で3520万1000円となって

おりまして、平成30年度末時点の3681万4000円から

161万3000円圧縮をしたところでございます。対策と

しましては、借受者及び連帯保証人に対し、文書や

電話による督促、それから、漁協や水産業普及指導

員と協力しました個別の面談、それから延滞者の生

活や財産状況に応じた返済計画の策定ですとか、償

還指導などを行っているところです。また、農業改

良資金と同様に民間の債権回収会社、サービサーへ

の委託を行って回収に努めているところでございま

す。

○親川敬委員 次に行きます。新型コロナウイルス

による―先ほども部長から説明がありましたけれど

も、農産物、消費への影響は一番どの分野が打撃を

受けそうなのか、教えてください。

○幸地稔農林水産総務課長 県内では、新型コロナ

ウイルスの感染確認に伴い、イベントの自粛や学校

の休校措置、インバウンド等の観光客の減少等の影

響となっております。これにより、花卉類、畜産、

青果等の流通、生産面への影響が懸念されていると

ころであります。県としましては、関係農業団体か

ら聞き取りを行うなど、情報収集に努めてまいりた

いと考えております。

○親川敬委員 早めに進めていただきたい。

それと豚熱の件なんですけども、先ほど、各委員

からの質疑もありましたけど、240農家というお話が

ありました。私のところにも、私の同僚のところに

も、なかなか制度自体がよく、どこに聞いたらいい

のか分からんとかいうことが来ていて、今、いろん

な方法があるだろうというお話もありましたけど、

この辺のあたり、240農家に対してどういうアプロー

チをかけているのか教えてください。

○仲村敏畜産課長 これまで、ワクチンのお話であっ

たり、それから農家支援策のお話であったりという

ことで、まず、この発生中、やはり農家さんを集め

ることがなかなか防疫措置上、難しかったので、こ

の団体への説明会等を３回、これまでに、ワクチン

を合わせると４回、開いております。毎回、農家さ

んに移動制限区域、搬出制限区域というのは検査に

行きます。それから毎日の報告徴求ということで連

絡を取って、異常の確認をしますので、そのときを

通じて―畜産課内に今、相談窓口を持っていますの

で、そこに誘導していただいたりという方法で周知

を図っているところでございます。また、ワクチン

につきましては、非常に細かい対応が―接種します

と農家さんのいろんな対応が必要になってきますの

で、交差汚染の防止であったり、記録であったり、

屠畜場への搬入日であったりという、いろんな調整

が必要になってきますので、そちらについては、ワ

クチンを行う地区、地区ごとで、農家さんの人数が

大きくならないように説明会を開いて周知を図って

いるところでございます。

○親川敬委員 搬出制限、移動制限以外の農家さん

もどうしたらいいのかなということで、いろいろ悩

んでいらっしゃる方がいるようですが、その辺もで

すね、早急に対応できるように体制を組んでいただ
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きたいと思います。

この概要から行きます。まず、課題のところでこ

こは高齢者だとか、新規就農の話が出ていますけど

も、農業従事者の現状ですね。まず、高齢者の、分

かれば地区別、農産物別の推移ですね、あと、新規

就農者についても地区別、分野別の就農状況の推移、

これを教えてください。

○幸地稔農林水産総務課長 ちょっと農業分野別の

把握をしておりませんので、地区別で御説明します。

本県の農業従事者における65歳以上の従事者数の地

区別の割合は、平成７年度は北部26.1％、中部

22.8％、南部20.6％でありました。平成27年は北部

36.5％、中部40.1％、南部37.9％と全地域で高齢化

が進行している状況になります。

○前門尚美営農支援課長 平成30年の新規就農者数

の実数は、県全体で282名となっておりまして、うち

北部地区は73名、中部地区は30名、南部地区は56名

となっております。北部地区の新規就農者73名の経

営累計でございますが、野菜が17名で最も多く、サ

トウキビ10名、果樹９名の順になっております。中

部地区の新規就農者30名の経営類型につきましては、

野菜が８名で最も多く、花卉が４名、果樹と肉用牛

が３名ずつの順になっております。南部地区の新規

就農者56名の経営類型は、野菜が33名で最も多く、

花卉８名、果樹と肉用牛が４名ずつの順になってお

ります。平成24年から30年までの７年間で推移を見

てみますと、北部地区では野菜が多くて、次、果樹、

花卉というふうに、大体30年の推移と同じような形

になっております。

○親川敬委員 ここで皆さんのこういう対策、現状、

課題があって、目標としては持続的農林水産業の振

興ということになっています。私はやはり、高齢者

は息子に伝える、あるいは家族に継承していく、あ

るいは若者が魅力を持って農業に進出してくるから

には農業従事者の所得が一番問題だと思います。そ

の辺、所得状況について教えてください。

○幸地稔農林水産総務課長 平成28年度の販売農家

１戸当たりの農家所得は、平成24年度が150万5000円、

平成28年度は242万9000円と増加傾向にありますが、

全国と比較すると74.5％と依然低い状況にあるとこ

ろであります。

○親川敬委員 次、行きましょうね。その目標を達

成するために事業が幾つかあるわけですけれども、

今回、農林水産についての全体なものはいいですか

ら、予算が増えている主な要因は何ですか。

○幸地稔農林水産総務課長 農林水産部の令和２年

度一般会計当初予算額は約596億8000万円となってお

ります。前年度当初予算に比べて26億3196万円の増

となっております。率にして4.6％であります。予算

増額の主な原因は、水利施設整備事業、補助事業で

ありますが、国の防災・減災対策で予算配分が増え

たことによる13億7000万円の増、また、水産新市場

整備事業で糸満漁港の高度衛生管理型荷さばき施設

が令和２年度から建築工事を実施することによる約

11億4000万円の増などであります。

○親川敬委員 その施策の中で、１つだけフロンテ

ィア型農林水産業の振興というのがありますけれど

も、これについて２点お伺いします。１点目は、沖

縄からの農林水産物、あるいは食品の主要産物、沖

縄から出していくものですね、どこに持っていって

いるのか、国別輸出額の推移をまず、お聞かせくだ

さい。

○下地誠流通・加工推進課長 沖縄から輸出される

主な農林水産物は、令和元年、財務省貿易統計によ

ると、実績で多いものが牛肉で約６億円、豚肉が約

１億3000万円、黒糖が約8000万円となっております。

主な輸出先ですが、香港が10億2400万円、台湾が５億

5500万円、シンガポールが４億4800万円となってお

り、総額で33億2600万円とここ数年は増加傾向で推

移しております。

○親川敬委員 その中で、食品のところにも関わっ

ていると思いますけれども、６次産業化の関連事業

者数と年間販売額の推移について教えてください。

○下地誠流通・加工推進課長 本県における６次産

業化関連事業従事者は、平成27年度、28年度がとも

に5100人、平成29年度が4800人で、ここ数年は微減

で推移しております。一方、年間販売額につきまし

ては、平成27年度が233億900万円、28年度が244億

4300万円、29年度が261億3000万円でここ数年は増加

傾向で推移しております。

○親川敬委員 最後、行きましょうね。事業の中の

一つなんですけど、沖縄型森林環境保全事業という

のがありましたけれども、この内容について教えて

ください。

○平田功森林管理課長 本事業は、森林性の病害虫

から沖縄の重要な森林を守るため、森林の地理的条

件、気象条件、周辺環境などの状況に対応した防除

を、市町村と関係機関と協同で実施するための事業

となっております。本事業では松くい虫の防除等、

防風林や街路樹、公園等の様々な樹木を加害する南

根腐病の対策を行う事業となっております。

○親川敬委員 ありがとうございました。
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次、商工労働部に行きます。商工労働部について

も監査から指摘があったようですけれども、その指

摘後、どういう取組がなされたのか、幾つかありま

すのでまとめていきましょうね。小規模企業者等設

備導入資金についての指摘もありました。賃貸工場

の施設使用料についても指摘がありました。沖縄国

際物流拠点産業集積の件についても指摘がありまし

た。そして、沖縄情報通信センターの使用料につい

ても指摘がありました。その内容と対策についてお

聞かせください。

○友利公子中小企業支援課長 まず、小規模企業者

等設備導入資金貸付金元利収入についてでございま

す。当該の収入は、中小企業高度化資金貸付事業と

小規模企業者等設備導入資金貸付制度に係る貸付金

の元利収入となっております。まず、中小企業高度

化資金は協同組合等が協業化等を行い、経営体質の

改善、環境変化への対応を図るために工場団地、卸

団地、ショッピングセンターなどを建設する事業等

に対して、都道府県と独立行政法人中小企業基盤整

備機構が協調して融資を行うものとなっております。

また、小規模企業者等設備導入資金貸付制度は、

小規模企業者等の創業、経営基盤の強化に必要な設

備導入の促進を図ることを目的に設備貸与資金貸付

事業などを行っておりましたが、根拠法の廃止に伴

いまして、平成26年度をもって事業は終了しており、

現在は債権管理のみを行っております。当該特別会

計の今年度末における未収金見込額は約28億3403万

7000円で、令和30年度末の未収金残高29億4969万

7000円と比較して、約１億1000万円の減少となる見

込みでございます。

令和２年度におきましては、平成29年２月に改定

した債権管理マニュアルを踏まえて、債権の保全や

滞納発生の抑制等に努めていく所存でございますが、

具体的な対応としましては、引き続き、未収先へ戸

別訪問を実施するとともに、連帯保証人とも面談し、

回収に努めたいと思います。

また、経営不振に陥っている組合等に対しては、

診断、指導等を通して、企業の立ち直りを図りなが

ら債権回収に努めます。

なお、設備近代化資金については平成20年度、高

度化資金については平成24年度からサービサーへ一

部の債権の回収委託をしているところでございます。

○久保田圭企業立地推進課長 賃貸工場施設使用料

に係る未収金についてお答えいたします。賃貸工場

は国際物流拠点産業集積地域うるま・沖縄地区にお

ける立地企業の初期投資の軽減、早期創業を支援す

るとともに、同地区への製造業の立地集積を促進し、

加工貿易型産業の振興を図ることを目的として設置

しております。賃貸工場の施設使用料の未収金は平

成30年度末時点において６社で合計3381万円となっ

ており、いずれも企業の経営不振による撤退が要因

となっております。賃貸工場施設使用料の未収金に

ついては、国際物流拠点産業集積地域内施設使用料

等債権回収マニュアルに基づき、債務者の情報を収

集し督促を行うなど、債権回収に向けた取組を行っ

ております。

続きまして、沖縄国際物流拠点産業集積地域那覇

地区使用料及び同損害金と諸収入についてまとめて

御説明いたします。

沖縄国際物流拠点産業集積地域那覇地区は、関税

法上の保税地域制度と立地企業に対する税制及び金

融上の優遇措置を組み合わせ、沖縄における企業の

立地を促進するとともに、貿易の振興を図ることを

目的に設置された地域です。現在、４棟の物流施設

を整備し、企業の集積を図っております。平成30年

度末時点における同地区の未収金は、施設使用料が

約511万円、光熱水費や遅延金等の損害金等諸収入が

約5124万円となっており、14社の合計で約5635万円

となっております。滞納企業は全て撤退企業であり、

その多くは営業不振により撤退した企業であります。

そのため、ほとんどが倒産状態、もしくは営業実態

がないため徴収は厳しい状況です。同地区の未収金

については、国際物流拠点産業集積地域内施設使用

料等債権回収マニュアルに基づき、債務者の情報を

収集し督促などを行い、債権回収に向けた取組を行っ

ております。

○谷合誠情報産業振興課長 沖縄情報通信センター

の使用料及び雑入の収入未済についてお答えいたし

ます。この収入未済は、県が整備した沖縄情報通信

センターに入居していた株式会社沖縄データセン

ターによる使用料及び光熱水費の滞納が平成29年

10月から平成30年６月まで続いたことによる未収金

でございます。未収金の状況としましては、平成31年

３月20日付で、株式会社沖縄データセンターの民事

再生法に基づく再生手続が終結したことから、弁済

額を除いた残りの債権は同法に基づき免責となるた

め、県財務規則に基づき、不納欠損金として整理す

ることにより、一連の手続は令和元年９月12日に完

了しております。今後は、管理施設において使用料

等の滞納が発生しないよう、使用者の経営状況を定

期的に把握するなど、指定管理者と共に連携し、適

正な施設管理に努めてまいります。
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○親川敬委員 このデータセンターですけど、金額

は幾らぐらいで、いつぐらいから滞納しているとい

うのは分かっていたんですか。

○谷合誠情報産業振興課長 先ほど申しましたよう

に、平成29年10月から平成30年６月までの未収でご

ざいます。金額につきましては、県の債権といたし

まして、収入未済額全てで5786万8693円でございま

す。

○親川敬委員 次に行きます。新型コロナウイルス

のことについてですけれども、特に雇用関係につい

て、現在、情報収集されているということですから、

途中でもいいですから、もし分かっているのであれ

ば、雇用の減少ですね、どういう分野にどういう雇

用の減少が起きているのかですね、まず、お知らせ

ください。

そして、まとめて行きましょうね。２点目には、

今回、国が雇用調整の条件緩和ということがありま

したけれども、どの分野の条件緩和なのか、県とし

て見ていて、これだったら従来より使いやすくなっ

ているのか、いやいや、まだ県として何か手当てが

必要だなという感触を持っていらっしゃるのかを含

めてお願いします。

○島尻和美雇用政策課長 新型コロナウイルス感染

症の影響に伴い、全国で事業活動を縮小する事業所

が生じており、県内でも旅行業者が観光客の減少に

より、一部社員の休業を決めたことが報道されるな

ど、雇用への影響が出始めております。また、沖縄

労働局では、従業員の休業手当等に対して補助を行

う雇用調整助成金に関する相談が増加しております。

先ほど委員のほうからありました、業種ごとに雇用

についての何か数値が分かるかというお話でしたが、

今のところ統計的な数字のほうはまだ出ておりませ

ん。

○親川敬委員 確かに状況はですね、まだ、統計的

な状況というのは、まだタイミング的にはそろわな

いんでしょうけれども、やっぱり、早めに手を打つ

からには、状況を早く分からないと、どこに一番適

切な対処をすればいいのかと分かるためには、積極

的に情報収集が必要だと思うんです。例えば、私の

周囲にも、たしか旅行関係の業者の従業員なんです

けれども、こっちの非常勤の職員だったもんですか

ら、週５日から週３日に、要するに出勤日を減らさ

れてきていると。そうすると、５日出勤しても生活

厳しいのに、３日で出勤しなさいと言われたらもう、

職種変える以外ないと。スキルの高い人たちもいる

もんですから、例えば中国語が堪能だとか、旅行業

についての計画が堪能だとかという、そういう子た

ちもいますので、そういう若い人たちもいますので、

そこはですね、何か、回復したときに戻ってこられ

ないという状況じゃなくて、やっぱり人材を大切に

するためには一定の、県がそういうところに、今、

例えばこういう人たちのスキルを上げるために、もっ

とスキルを上げるために一時期、国の緊急雇用対策

でやったじゃないですか。研修受けるのにも助成金

が出るとか、そういう、せっかくそこでスキルを持っ

ている若い皆さんが、こういう今の状況が収まった

ときに戻ってくるような状況をつくっておかないと、

一旦そこから、せっかくいい人材なのに、もう戻っ

てこないと。そうすると、また復活した側が四苦八

苦するということになると思いますから、そこはで

すね、ぜひ強力に考えてほしいなと思います。

あと、予算概要。これは答弁いいです。ありがと

うございます。要望だけにしておきます。予算の概

要に行きます。

まず、課題からです。皆さんのところにも課題と

して挙げられているのが、県内労働生産性の水準の

話が出てきます。そこで、都道府県別の労働生産性、

沖縄はどういう位置にあるのか。そして、県内の中

でも、労働生産性はどの分野がどういう位置にある

のかですね。そして、この対策のために今、県とし

てどういう分析をしているのか、なぜ低いのか、そ

の辺３点まとめてお願いします。

○平田正志産業政策課長 都道府県別の労働生産性

についてですけれども、これについては、内閣府沖

縄総合事務局が総務省の経済センサス活動調査、事

業所等に関する集計、これは2016年のものになりま

すが、これに基づいて作成した資料によりますと、

労働生産性を従業員１人当たりの付加価値額ベース

で集計したところ、379万8000円と全国最下位の位置

づけになっております。県内の労働生産性は、全国

平均を100とした場合の比較でいいますと、約７割の

水準となっているところです。県の産業別労働生産

性については産業別では宿泊業、飲食サービス業と

医療福祉以外の全ての産業が全国平均を下回る状況

にあるという状況でございます。

○親川敬委員 その低さの主な要因というのは。

○平田正志産業政策課長 労働生産性の低さの主な

要因としては、まず、製造業のほうでは本土からの

遠隔性に起因する物流費等の高コスト構造にあるこ

と、それから、狭隘な市場のため経営基盤強化によ

る売上高や利益の確保、経費節減等が図りにくい経

済構造にあることが挙げられています。情報通信産
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業分野ではソフトウエア産業を中心に下請構造と

なっておりまして、単価が上がりにくい中で、付加

価値の高い上流工程への移行が進んでいないこと、

それからＡＩ、ＩｏＴなど、先端テクノロジーを活

用した新サービスの創出が進んでいないこと等が挙

げられております。その対策としてですね、全体的

に取り組むべき対策としては、付加価値の向上と効

率の向上に向けた取組が必要と考えておりまして、

付加価値の向上ということであれば、地域資源等の

有効活用を通した高付加価値製品の開発であるとか、

県内企業の域外展開支援などの移出の増加を支援す

るような取組が必要になってくるだろうということ

です。効率の向上については、ＩＴ化等の経営効率

化のための設備投資などの取組が上げられると考え

ております。

○親川敬委員 今のことも含めて、皆さんのこのポ

ンチ絵の中に、企業の稼ぐ力の強化という話もあり

ました。今、これは日本銀行那覇支店が出している

うちなー金融経済レビューというレポートがあるん

ですけれども、やっぱりそこも企業の稼ぐ力をつけ

ないといかんというレポートを出しているんですね。

そのためには、まず、収益を上げないといかん。そ

して、今お話もありましたけども、コスト、経費の

削減もせんといかんと。やっぱりその点についても、

このレポート見てみると、なるほどなというのが幾

つかありまして、１つだけ紹介しますと、まず、収

益を上げるためには、県内の農家のコシヒカリです

かね、これで日本酒を鋳造して高級レストランに販

売をかけているんだと、これは高付加価値のいい例

だというふうに評価がされています。これは収益を

増やす一方で、経費削減のことについてはですね、

小規模事業者持続化補助金というのを利用して廃棄

ロスを減らしていると。これが要するに経費の削減

につながって、企業の稼ぐ力が増してきているんじゃ

ないのと、こういう分析は具体的なものが幾つかあ

るんですね。やっぱりそこも今回、令和２年度につ

いてはそういう分析に基づいて、どこに一番予算を

投入すれば企業の稼ぐ力が高まるのか、ぜひ研究し

て施策を執行していただきたいと思います。

すみません、いっぱい使いました。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

午後３時９分休憩

午後３時32分再開

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

休憩前に引き続き、質疑を行います。

瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 お願いします。

まず１つは、県の新型コロナウイルス感染症に対

する緊急対策に関わる分野で、県の融資制度のセー

フティーネットの資金の融資枠の拡大手続の簡素化

ということに、国会では安倍総理は、いわゆる保証

人がいなくても、あるいは利子も無利子にという、

それくらいの対応が必要だということに、その方向

の検討を答弁されたようです。それについて、県も

そういう立場で、やっぱり保証人立てなくても、あ

るいは利子はつけないというふうな対応型を検討し

ているのか確認です。

○友利公子中小企業支援課長 このセーフティネッ

ト資金ですけれども、今、0.9％ですが、委員おっしゃ

るとおり、先日、報道によりますと、国においては

無利子、無担保の融資制度の創設についての考えを

示しているところでございます。県としましても、

引き続きより一層の対策ができないかどうか、国と

のすみ分けですとか、公庫もございますから、その

あたりで、すみ分けも考えながら、中小企業者、小

規模事業者にとって、よりよい制度で活用しやすく

なるということで、広く支援をできるようにしてい

きたいというふうに今、考えているところでござい

ます。

○瀬長美佐雄委員 実は昨日、豊見城の道の駅、そ

こは観光協会があって、話を聞きましたら、ある店

舗によっては３割、あるいは４割、月でいったら売

上げ減だというふうな状況が聞かれるという話の中

で、道の駅で偶然同級生に会ったら、自分の弟が解

雇されたと。ホテルでコックをしていて、派遣で、

コック派遣みたいですが、契約期間残っているのに

解雇されたという事態はあってはならないことです

が、現実的には起こっている。先ほど、制度的にこ

ういうことで企業を支援するということを、早く企

業にも周知しないと、弱いものが切られるという状

況があるので、ここら辺に周知の努力というか徹底、

そこら辺についても強化すべきと思いますが、どう

でしょうか。

○下地康斗労働政策課長 労働相談関係のそういっ

たトラブル等については、県のほうでも女性就業・

労働相談センターというところで幅広く相談を受け

付けて、さらに、事業主向けの雇用支援事業という

ことで、グッジョブ相談ステーションと呼んでいま

すけども、そういった相談体制を取ってですね、法

令違反等が疑われる場合には労働局のほうにつない

でですね、適正な対応をしてもらうというふうな体

制を取っております。



－163－

○瀬長美佐雄委員 国の制度で具体的に、もうこう

いう事例にはこうするという対応型まできちんと皆

さんの下に、労働分野は特にそうですが、届いてい

てなのか、全くそういう手だては、具体的には今か

らですというか、どんな状況ですか。

○下地康斗労働政策課長 国のほうで沖縄労働局の

雇用環境・均等室のほうで、全ての特別労働相談窓

口という形で、新型コロナウイルス感染症に関する

様々な相談の総合相談窓口を設けております。また、

雇用調整助成金につきましては、職業対策課及び沖

縄助成金センターというところで、細かい要件であっ

たり、あるいは申請に対しての注意事項とかについ

ては、助成金センターのほうでいろいろ対応すると

いうふうなことになっておりますので、県のほうの、

先ほど申しました労働相談センターやグッジョブ相

談ステーションのほうでいろいろ相談があった場合

は、国の窓口に、うまくスムーズにつなぐようなア

ドバイスをしながら、国の助成金等の活用を説明し

て、使ってもらうような形の案内をしております。

○瀬長美佐雄委員 この県の対策で、給食の中止に

よる牛乳等の食材活用に関する対策とうたわれてい

ますが、これについては、ちゃんと補塡をするとい

うことなのか、この意味する中身を確認します。

○嘉数登商工労働部長 今、検討すべきというよう

な項目がいろいろありますけども、実際にやってい

るものですとか、これから検討するという事項も入っ

ておりまして、今、瀬長委員の御指摘の点は、これ

から検討するということになっております。

○瀬長美佐雄委員 ぜひ実態を調査して、それに伴

う今回の事態にきちんと対応するということを要望

として伝えます。

ちょっとあと、予算に関係しますと、今回、一括

交付金、ハード、ソフトそれぞれ商工、あるいは農

林の部分で、前年度に比べてどういう到達で予算編

成したのか確認します。

○平田正志産業政策課長 商工労働部の沖縄振興特

別推進交付金、いわゆるソフト交付金の当初予算額

は約79億円で、令和元年度の約69億円と比較して約

10億円の増となっております。予算増となった主な

事業としましては、おきなわ工芸の杜整備事業で約

19億円、国際物流拠点産業集積地域賃貸工場整備事

業で４億円、先端医療産業開発拠点実用化事業で約

３億円の増となっております。

○幸地稔農林水産総務課長 農林水産部の令和２年

度の一般会計予算額は約596億円でございますが、う

ち一括交付金は231億5953万3000円であります。その

うちソフト交付金は111億6554万9000円、また、ハー

ド交付金は119億9398万4000円となっております。前

年度と比較しますと、一括交付金全体で24億1411万

6000円の減となっております。内訳としましては、

ソフト交付金で８億7410万2000円の減、ハード交付

金で15億4001万4000円の減となっております。

○瀬長美佐雄委員 ありがとうございます。

あと、課題である正規雇用促進と県民所得を向上

させるという目標に向かって、事業としても取り組

んできたかと思います。正社員雇用拡大の助成金や

サポート事業、これに特化したものでは３つの事業

があるとお聞きしていますが、それぞれの効果、ど

のぐらい正規雇用化してきたんだということを確認

します。

○島尻和美雇用政策課長 県としては、県民の雇用

を安定させる観点から、正規雇用の拡大は重要であ

ると認識をしております。そのため県では、正社員

転換を検討している企業に対して、中小企業診断士

等の専門家を派遣し、財務面に対するアドバイスな

どを行うことで経営改善を促す正規雇用化サポート

事業、正社員転換を要件として、研修費用の一部を

助成し、従業員の人材育成を支援する正規雇用化企

業応援事業、若年者を正社員として雇用し、定着に

つなげるための取組を行う企業に対し助成金を支給

する正社員雇用拡大助成金事業を実施しております。

これらの取組により、平成26年度から平成30年度ま

でで計533人の正規雇用の拡大が図られたところでご

ざいます。

次年度は正規雇用化サポート事業において、専門

家派遣の支援対象を従来の非正規から正社員に転換

を検討している企業に加え、新たに正社員雇用を検

討している企業にまで拡充することとし、３事業の

合計で170人の正規雇用の拡大を目標としておりま

す。引き続き、国等、関係機関と連携し、さらなる

正規雇用の拡大に向けて取り組んでまいります。

○瀬長美佐雄委員 この間、ＩＴビジネスを推進す

ると、あるいは国際物流を、アジアのダイナミズム

を取り入れるという関わりのこの分野という形でい

うと、どれぐらいの雇用を生み出してきたという、

数年前、５年くらいになるのか、どういう到達になっ

ているかお願いします。

○谷合誠情報産業振興課長 ＩＴ関連分野といいま

すか、情報通信関連産業の雇用者数の現在の進捗で

ございます。21世紀ビジョンでは、基準年となる平

成23年から平成33年までの目標値でありますと、５万

5000人という目標値に対して、平成31年１月１日時
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点で４万5525人、達成率は82.7％となっております。

各年度ごとの目標値はないんですけども、令和３年

度の目標達成に向けて、施策に取り組んでいるとこ

ろでございます。

○仲榮眞均アジア経済戦略課長 国際物流関連分野

における経済指標についてお答えしますと、国際物

流分野については沖縄21世紀ビジョン実施計画、そ

れに主な指標として、令和３年度までに、那覇空港

の国際貨物取扱量を40万トン、そして同じく那覇空

港の海外路線数を10路線、そして那覇港、海のほう

ですけど、外貿取扱貨物量を342万トン、そういう設

定がされてございます。この指標の現時点の達成状

況としましては、まず、那覇空港の国際貨物取扱量

が約12万トン、同じく那覇空港の海外路線数が６路

線、そして那覇港、外貿取扱貨物量が約120万トンと

なってございます。

今後の展開として、県では目標の達成に向けて新

たな航空会社の誘致、それから旅客便を活用した貨

物輸送の強化等によってネットワークの拡充を図る、

そして、高付加価値製品を取り扱う事業者の新規参

入、事業拡大の促進などの取組を推進していきたい

と。そして、貨物量の増加を図るだけでなくて、物

流拠点としての機能を活用して県内産業の振興、こ

れを図ることが重要であると認識してございまして、

現在、着実に増加している食料品等の県産品の輸出

拡大、高付加価値製造業などの誘致についても引き

続き推進していきたいと考えています。

○瀬長美佐雄委員 資料の３の４で部局ごとの概要

の中でいうと、稼ぐ力を強化すると、あえてそういっ

た表現で、幾つかの部がまたがるのかと思いますが、

そういうふうな名称を取り入れるという、基本的な

考え方、目的、目標などについて確認します。

○平田正志産業政策課長 稼ぐ力の強化に向けた基

本的な考え方としまして、まず、本県の全事業所の

99％を占める中小企業、小規模事業者において、経

営革新や技術力の向上により収益性を向上させてい

る企業がある一方、経営基盤が脆弱であることや、

多くの産業で労働生産性が全国と比べて低いことな

どが、１人当たり県民所得を低くする要因の一つと

して挙げられております。この取組の目的としまし

ては、先行きの県内経済は、新型コロナウウイルス

感染症の拡大による影響が懸念されますが、県では

これまでの経済効果を離島・過疎地域、中小企業等

へ浸透させることを念頭に、生産性の向上や産業の

収益力を高めるための企業の稼ぐ力の強化を図って

いくこととしております。主な取組として―具体的

な取組としては、生産性の向上を図るため、経営革

新の強化や技術力の強化に加え、県内企業のＩＴ専

門家派遣を通して、ソフトウエア等の導入や定着支

援業務等を実施する小規模事業者等ＩＴ導入支援事

業等により、ＩＴ化の促進を図ります。さらに、農

林水産、商工、観光分野がより緊密に連携し、市場、

商品、販売戦略の構築と、その一貫支援を通して、

企業の収益力の強化を推進するマーケティング戦略

推進課（仮称）を次年度設置することとしておりま

す。これによって対応していきたいと考えておりま

す。

○瀬長美佐雄委員 自立経済の確立に関わって、今

言ういろんな分野が連携すると、それはいいことだ

と思います。同時に、やっぱり弱点ではないのかと

言われてきた加工・製造分野、この部分を強化する

と、振興すると。それについてはどういうふうな課

題と、今後の計画、新年度予算にどう位置づけてい

るのか確認します。

○古波蔵寿勝ものづくり振興課長 ものづくり産業

は農林水産業や観光産業など、他産業への経済波及

効果が高く、県内自給率の向上などにより、地域の

経済循環を高めるなど、地域経済を牽引することの

できる重要な産業であると考えております。課題と

しましては、県内ものづくり企業は中小零細企業が

大部分を占め、経営資源に乏しく、製品開発が十分

に行えていない状況などがあり、生産性の向上や、

製品の高付加価値化への対応が求められております。

そのため、県では、ものづくり産業の振興を図るた

め、付加価値の高い製品開発や生産性向上に向けた

支援をはじめ、重要な地場産業である泡盛や伝統工

芸産業の振興、それから先端医療、健康バイオ産業

の活性化など、ものづくり産業の高度化や、新たな

産業の創出に努めていくこととしております。

○瀬長美佐雄委員 ものづくり生産性向上支援事業

ということで、新年度、新たな事業だということで、

それの内容、事業、何の効果を狙っているかという

点でお願いします。

○古波蔵寿勝ものづくり振興課長 本事業の目的は、

県内ものづくり産業の生産性向上を図るため、ＩＴ

の活用や製造工程の自動化など、県内企業が取り組

む生産技術の開発を支援するとともに、それで得た

技術等を県内製造業へ普及促進を図るという内容の

事業になっております。期待される効果としまして

は、開発された生産技術を普及することで、県内製

造業の生産性の改善が期待できると考えております。

○瀬長美佐雄委員 おきなわ工芸の杜整備事業が金
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額的にも大きくついたということで、これの事業計

画で、そこに至る、要するに内容面の施設に対する

いろんな関係者からの意見があったかと思いますが、

それもしっかりと取り入れた施設というふうになる

のかどうか確認します。

○古波蔵寿勝ものづくり振興課長 施設内容等の意

見集約についてということだと思います。このおき

なわ工芸の杜ですけれども、この整備に当たっては、

産地組合、流通事業者や学識経験者などの意見を集

約して、平成26年度に有識者で構成する沖縄工芸産

業振興拠点施設（仮称）基本計画策定委員会により、

施設内容や規模等を含めた基本計画を策定しました。

その後、同計画を踏まえまして、平成28年度に基本

設計を実施し、産地組合へ概要説明を行うとともに、

工芸事業者が利用しやすい施設とするため、関係者

からの要望等を聴取した上で、平成29年度に実施計

画を行ってまいりました。

○瀬長美佐雄委員 事業としては工芸産業のパワー

アップ事業と育成に係る事業だと思いますが、それ

とこの工芸の杜、そこが今後どういう役割を担って

いくのかという、そこの関係で、今後の施設の活用

についても、もし構想があれば。

○古波蔵寿勝ものづくり振興課長 工芸産業パワー

アップ事業の内容としましては、工芸産地組合が収

益力向上を目的に行う商品開発や販路開拓といった

取組に対して、専門家の指導とかいうハンズオン支

援、それから、商品開発や販路拡大に向けた補助を

行っております。それによって、消費者ニーズに対

応した競争力のある製品開発のスキルを持った工芸

事業者、または産地組合の基礎体力の強化というこ

とを行っております。工芸の杜については、こういっ

たパワーアップ事業、それから現在、工芸に関する

ブランド戦略の策定というものを行っております。

そういったものを通じて、いろんな施策をしまして、

工芸の杜につなげていきたいということで考えてお

ります。

○瀬長美佐雄委員 先端医療の産業開発拠点実用化

事業について議論もありましたが、それはどこの場

所に、どの規模でというふうなことになりますか。

○古波蔵寿勝ものづくり振興課長 細胞培養加工施

設の建設場所は豊見城市の与根の西部地区、区画整

理地内の豊見城市の市有地に決定し、土地面積は約

3000平米でございます。

○瀬長美佐雄委員 あと、農業分野に移りますが、

実は今年度事業に気候変動に適応した果樹農業技術

開発事業というのがありますが、新年度あるのかな

いのかがちょっと事業が見えなくて。気候変動を認

識した事業化ということでは、これのできた事業の

背景というか、地球温暖化に対応するということな

のか、伺います。

○比嘉淳農林水産総務課研究企画監 気候変動に適

応した果樹農業技術開発事業については、まず最初

に、事業の創設された背景から説明します。農業研

究センターでは、沖縄気象台が刊行している沖縄気

候変動監視レポートを基に、気温や降水量などの将

来の予測情報などを参考に、気候の変化がパイナッ

プルやマンゴーなどの作物にどのように影響を及ぼ

すのかを検討しております。そういう中で近年、温

暖化に伴い極端な気温の変化や巨大台風が増加して

いることから、気候変動に強い果樹品種の開発及び

安定生産技術の開発を行うため、平成25年度から気

候変動対応型果樹農業技術開発事業を実施しており

ました。それで、令和元年度からは新たに気候変動

に適応した果樹農業技術開発事業を後継事業として

立ち上げ、新品種、新規品目の安定生産技術、気候

変動に適応した新たな栽培技術、気候変動に適応し

た果樹優良品種を育成するための、加速化するため

のＤＮＡマーカーの開発などに取り組んでおります。

令和２年度も引き続き、気候変動に適応した技術開

発に取り組み、生産振興に努めてまいります。

○瀬長美佐雄委員 県を挙げてＳＤＧｓの視点をそ

れぞれの事業に位置づけるという点では、農林水産

業にそういった視点、観点をという意味ではどうい

うふうな位置づけ、あるいはどんな事業なのか伺い

ます。

○幸地稔農林水産総務課長 県では、沖縄21世紀ビ

ジョンの将来像の実現に向けて、ＳＤＧｓを推進し、

新たな時代に対応した持続可能な沖縄の発展を目指

すこととしております。農林水産業分野につきまし

ては、ＳＤＧｓで掲げる17のゴールのうち、12のゴー

ルに関連しております。具体的には、ゴール２の飢

餓をゼロに関連する政策としまして、おきなわブラ

ンドの確立と生産供給の体制の強化や、亜熱帯・島

嶼性に適合した農林水産業の基盤整備など。ゴール

８の働きがいも経済成長もに関連する施策としまし

ては、流通・販売・加工対策の強化や農林水産業の

担い手の育成・確保及び経営安定対策の強化。ゴー

ル９の産業と技術革新の基盤をつくろうに関連する

施策としましては、農林水産技術の開発・普及。ゴー

ル15の陸の豊かさも守ろうに関連する施策としまし

ては、農林水産物の安全・安心の確立などとなって

おります。
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○瀬長美佐雄委員 新規就農一貫事業、これは毎年

目標を消化してきたのかなと思いますが、それの事

業について内容と成果、新年度の計画ということで

伺います。

○前門尚美営農支援課長 県では、平成24年度より

一括交付金を活用した沖縄県新規就農一貫支援事業

を実施し、経営感覚にすぐれた担い手の育成確保を

図ることを目的に、就農希望者に対し、就農相談か

ら就農定着までの一貫した支援を行っております。

令和元年度の主な取組として、農業機械や施設整備

を行うスタートアップ支援ということで37名、新規

就農コーディネーターの配置８名、沖縄型レンタル

農場の設置１か所などを行っております。令和２年

度は、従来のスタートアップ支援や新規就農コーデ

ィネーターの配置などに加え、箇所新規事業として、

市町村が研修主体となり、指導農業士などへの研修

受入体制を構築するための新規就農トレーニング体

制の強化を行うこととなっております。令和２年度

予算が前年度から減少している主な要因でございま

すが、スタートアップ支援の推進において、令和元

年度に実施した助成対象者37名に対し、令和２年度

の要望が22名となっていることによる事業量の減と

なっております。

○瀬長美佐雄委員 300名を超える新規就農者という

ことでいうと、農業次世代人材投資事業に関わるの

かもしれませんが、この事業内容と、実際、予算も

また減額という、その説明をお願いします。

○前門尚美営農支援課長 農業次世代人材投資事業

は、50歳未満の新規就農者に対し、就農前の研修期

間の２年間及び就農開始後の５年間、資金の交付を

行う事業となっております。令和元年度の実績見込

みは、県が交付する準備型は23名、市町村が交付す

る経営開始型は347名となっております。令和２年度

予算額が前年度から減少している主な要因は経営開

始型で、令和元年度の市町村からの要望413名に対し

まして、令和２年度の市町村からの要望345名になっ

たことによる事業量の減となっております。

○瀬長美佐雄委員 令和３年を目標に3000人確保と

いう目標と照らして、この間トータルでは何名、あ

るいは新年度にこの目標を達成したら何名になると

いうことになるのか伺います。

○前門尚美営農支援課長 平成24年から令和３年ま

での10年間で3000名を育成確保することとなってお

りまして、平成24年から平成30年の７年間の新規就

農者は合計で2331名となっておりまして、年間平均

333名の実績となっております。

○瀬長美佐雄委員 あと、県産きのこ生産強化事業

ということで、今後も発展を期待しますが、どんな

状況でしょうか。

○平田功森林管理課長 本事業は、菌床シイタケの

安定的な生産を図るための調査と沖縄在来種である

アラゲキクラゲの品種選抜を行い、県産キノコの生

産体制の強化とおきなわブランドの確立を目的とし

た事業となっております。この事業は今年度より実

施しています。今年度の実施状況ですが、菌床シイ

タケ、一部の生産種におきまして発生量にばらつき

がございました。その調査としまして、菌床に不適

な樹種の調査と、菌床製造から発生までの各生産工

程のトレーサビリティ調査を行ったところであり、

令和２年度についてはですね、その発生量と、今現

在の調査と発生量との関係について、継続して調査

を行っていきたいと考えております。沖縄在来のア

ラゲキクラゲの品種選抜については、現在、野生株

から約150系統を採取し、試験管での培養による菌糸

体生長試験により８系統まで選抜したところであり

ます。令和２年度、来年度は実際の栽培試験を行い、

さらに絞り込む予定としております。

○瀬長美佐雄委員 家畜伝染病予防事業、３億円余

り、これについてはワクチン接種とかも含まれるか

と思いますが、防除する、要するに、養豚場周辺の

そういった大がかりな対応も期待されるということ

で、この内容、内訳等々あれば伺います。

○仲村敏畜産課長 現在、近年、中国、ベトナム、

韓国などのアジア地域においては、アフリカ豚熱、

口蹄疫など、発生が続いている状況にありまして、

国と連携した空港、港における水際対策、農場消毒、

異常家畜の早期通報など、飼養衛生管理基準の遵守

の徹底が非常に重要というふうになっているところ

でございます。そのため、本家畜伝染病予防事業に

つきましては、このような豚熱、アフリカ豚熱、そ

れから口蹄疫、鳥インフルエンザ、ＢＳＥなどの特

定家畜伝染病の予防対策や監視体制を構築、強化す

る上で必要な経費を計上しているところです。

令和２年度におきましては、主に今回の豚熱発生

に伴いまして、ワクチン接種に係る経費、それから

飼養衛生管理基準遵守のための農場立入りの指導強

化に係る経費、それから異常家畜の検査件数に対応

した経費、それから監視のための定期のモニタリン

グ検査に係る経費、それから発生時に備えた防疫備

蓄資材に係る経費を特に強化しておりまして、今年

度予算と比較しまして２億1372万6000円を上乗せ計

上しているところです。この予算内訳につきまして
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は、薬品費等、検査に係る経費につきましては国が

全額負担するということで、防疫資材などにつきま

しては、国が２分の１を負担することとなっている

ところでございます。

○瀬長美佐雄委員 あと、森林環境譲与税の基金事

業と、新規に出されています。その事業の内容につ

いて伺います。

○平田功森林管理課長 本事業は、森林環境税及び

森林環境譲与税に関する法律が平成31年４月に施行

され、令和元年９月より市町村と県に譲与税が交付

されました。森林環境譲与税基金事業は、市町村が

森林環境譲与税を活用して実施する森林制度及びそ

の促進に関する施策について、県が支援等を行う事

業となっております。

令和２年度の主な事業内容ですが、主に３つござ

いまして、まず１番目が森林・林業アドバイザー委

託事業としまして、市町村職員や林業従事者等に対

して、森林・林業に関する専門の知識、技術に関す

る研修を実施する事業。２番目に市町村新規事業、

モデル事業としまして、市町村が実施する森林の整

備について、適正な実施を促進することを目的に、

県が一部の市町村においてモデル的に森林整備を実

施する事業。３番目に森林クラウドシステムの運営

に要する経費としまして、現在、県が保有している

民有林、国有林以外は民有林になりますが、おける、

森林に関する資源量などの情報が整理された地域森

林計画地理情報システム―森林ＧＩＳといいますが、

について、市町村担当者がパソコン上で共有して活

用できる森林クラウドシステムの運営管理に要する

経費への支出を予定しているところであります。

○瀬長美佐雄委員 県立農業大学校の移転の整備費

が事業として出されていますが、その予算の意味す

るものと、併せてですので、農業大学校の卒業後の

進路の見込み、あるいは今年度に関してまとめてお

願いします。

○前門尚美営農支援課長 県立農業大学校の移転整

備において、令和元年度は新たな農業大学校の整備

を行うために、施設整備基本計画を行ってまいりま

した。施設整備基本計画では、県立農業大学校の移

転に係る課題について検討し、移転整備の方針を定

めることとなっており、施設規模をはじめ、ゾーニ

ングの検討、施設配置計画、概算費用、管理運営な

どの検討を行ったところであります。令和２年度の

農業大学校移転整備費では、施設整備基本計画の内

容を踏まえまして、令和６年度の開校に向け、新た

な農業大学校の整備を行うための基本設計及び土地

取得に向けた不動産鑑定を行うこととしております。

続きまして、県立農業大学校の新卒者の就業状況

でございますが、令和元年度における農業大学校の

卒業式が３月５日ございましたが、就業状況では卒

業生30名に対し農業などが21名、農協への就職が

３名、公務員ということで農林高校の助手などが

２名、農業関係の会社への就職などが４名となって

おりまして、就農率は70％となっております。

○瀬長美佐雄委員 最後に研究機関、こういった養

成機関、あるいは営農指導、この分野はやっぱり今

後、気候変動にも対応する上で重要な分野と思いま

すので、その職員の体制状況、この分野を確保する

必要があると思いますが、どういう位置づけか伺い

ます。

○幸地稔農林水産総務課長 職員の定数につきまし

ては、沖縄県職員定数管理基本方針及び沖縄県定員

管理基本方針などに基づき、定めているところであ

ります。研究員は平成25年度の128名から令和２年度

115名へ13名減少、普及指導員は25年度の109名から

令和２年度の98名へ11名の減少となっております。

なお、研究員や普及指導員の配置については、事務

事業の必要性や各職場の勤務環境等を適切に考慮し、

効率的に実施する必要があると考えております。

今後とも新たなニーズへの対応等、選択と集中を

基本に必要な職員配置に努めていきたいと考えてお

ります。

○瑞慶覧功委員長 嘉陽宗儀委員。

○嘉陽宗儀委員 的を絞って質問します。

まず１つは、長年の課題でありました松くい虫、

イリムサー。これ、私が最初に議員になってから、

もう30年ぐらいなりますけど、ずっと課題で解決し

ない。私は、なぜこうなるんだろうかと私なりに考

えてみたら、県の職員というのは非常に優秀な人が

多いんですよ。その前に、ウリミバエの駆除、あれ

も皆さん方が関わって駆除してもらったというのが

たくさんありますからね。そういう優秀な県の職員、

研究者もいるのに、なぜだろうと。なかなか答えが

出てこない。どうですか、これ。

○長嶺豊農林水産部長 松くい虫の防除もまだ、根

絶防除という事業ですので、根絶というのは害虫を

なくすということですので、かなりの時間はかかっ

ていると思います。今、先ほど委員からですね、ウ

リミバエの根絶防除を経験した方々という話もあり

ましたけれども、今、森林関係とですね、農林、い

わゆる農業の病害虫の専門家がいますけれども、そ

こも研究センターと人員交流しまして、そういう技



－168－

術的な交流、あるいは経験を広げていくという交流

もしておりますので、そういったこともやりながら、

やっぱり技術的にはかなり難しい部分もありますけ

ども、そういった農業関係の虫に精通した研究者も

ですね、人員交流しながら現在進めておりますので、

そういうこともやりながら根絶事業を進めていきた

いと思います。

○嘉陽宗儀委員 もう一回聞きますけど、ウリミバ

エの駆除の実績のあれはみんな持っていますか、記

録して。経験は。

○長嶺豊農林水産部長 我々はその世代ですので、

十分承知しております。

○嘉陽宗儀委員 なかなか頼りないと思うんだけど、

もうこれ以上言ってもしようがないから。ただ、皆

さん方だから、ああいう世界的に見てもウリミバエ

の駆除なんていうのは画期的な成果ですよ。そうい

うものを収めている、ノウハウがあるにもかかわら

ず、なぜこの松くい虫ごときに解決できないで振り

回されるかと、僕から言えば。どうですか。

○長嶺豊農林水産部長 引き続き、根絶防除は様々

課題もありますので、そういったのも一つ一つ解決

しながらやっていきたいと考えております。

○嘉陽宗儀委員 様々な課題があったらなかなか解

決しないよね。いつまでやるか分からんさ。ただ向

こうはみんな、ここにいる委員の皆さん方も関心が

あって、農業試験場だったところにイモゾウムシを

ふ化させて、それを久米島、いろんなところでポイ

ントをやって、やっていますよね。だから、県議の

皆さん方もそういう問題についてはよく勉強してい

るのに、一番駆除しなければならない皆さん方が駆

除しようとしないというのは、僕は非常に重大問題

だと思います。だから向こうにも僕は時々顔を出す

けど、みんな一生懸命ですよ。だからぜひ現場の声

をしっかり受け止めて頑張ってください。

もうこれ以上言ったら泣きそうな顔しているから

やめます。終わります。

○瑞慶覧功委員長 金城勉委員。

○金城勉委員 どうも御苦労さんです。まず、コロ

ナウイルスの件からお尋ねをいたします。

先ほど、商工労働部長から知事の緊急対策の説明

がありましたけれども、県内で３名の方が感染した

という情報が報道されましたけれども、この３名の

方の現状は分かりますか。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

（休憩中に、商工労働部長から１人は退院し

たようだが、正確な情報ではないとの説明

があった。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

金城勉委員。

○金城勉委員 幸いに３名に抑え込んで、その後発

生していないので、その辺の防疫体制、あるいはま

た検査体制等々整えてきたその成果も出ているのか

なという思いをしております。そういう中で、やは

り全国的には大変なそういう影響が及んでおりまし

て、政府も矢継ぎ早にいろんな対策を打ち出してき

ております。それで、特にそういうことが影響した

分野については、経済的な分野、先ほど部長が説明

したように、様々な企業活動、経済活動への影響が

大きいんですね。その中で、本島・離島への県内旅

行、宿泊商品に対する支援メニューの実施というふ

うに書いてあるんですけど、この支援メニューとい

うのは具体的にどういうことか分かりますか、２ペー

ジの。

○嘉数登商工労働部長 実はこの緊急対策というも

のは、商工労働部が事務局となって取りまとめてお

りますけども、各部から集まってきているものでし

て、実際にやっている事業、それから、これから検

討している事業とありまして、今、委員おっしゃっ

ている本島や離島での県内旅行、宿泊商品に対する

支援のメニューというものについては所管しており

ませんので、今、この場では詳しく説明できません

ので、また後ほど説明したいと、報告したいと思っ

ております。

○金城勉委員 様々なメニューがずらっと並べられ

ておりまして、企業・生産者向け、あるいはまた沖

縄経済・観光等への需要回復に向けた対応等、企業

活動への様々な支援メニューというのがあるんです

けれども、これについては県だけで対応するわけに

いかないでしょうから、具体的にはどういう形で、

手順で進めていく予定ですか。

○嘉数登商工労働部長 金城委員がおっしゃるとお

り、県だけで取り組めるものではありませんので、

これは国も第１弾、第２弾ということで緊急経済対

策を取っております。明日も第２弾になるんですか

ね、緊急経済対策を公表するということになってお

りまして、先ほどの答弁でもお話ししたとおり、国

と県がばらばらな政策を取ってはどうなのかという

観点もございますので、国が打ち出すメニュー、そ

れから我々が検討しているメニューですね、突き合

わせまして、その隙間がないような形で事業立てし

ていかないといけないかなと。要は、その隙間をな

るべく少なくするという観点から事業を検討してい
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こうかなというふうに思っておりまして、実際のメ

ニューとしましては、場合によっては国庫補助事業

という形もございましょうし、それにないものであ

れば、それは県単というところも頭に置いて考えな

いといけないというふうに考えております。

○金城勉委員 それで、それを具体的に各企業へ周

知しながら、そして具体的に受け付けて、そして実

施していく、そういう手順、手続があるわけですよ

ね。それを全県的にやっていくということですから、

そういう意味での取組の仕方、周知の仕方等につい

てはどうですか。

○嘉数登商工労働部長 新型コロナウイルスに関し

ましては、まずは安心・安全ということで、医療体

制というところをこれまで我々はアナウンスしてき

たところですけれども、経済対策につきましても、

広く利用が想定される企業向け、案内していこうと

いうふうに考えております。先ほど、島袋委員から

もありましたように、場合によっては知事から利活

用についてもＰＲしてはどうかということがござい

ましたので、そういった点を頭に入れながら進めて

いきたいという点と、それから、いろんなメニュー

がある中で、手続が煩雑になるというのが一番まず

いのかなというふうに思っておりますので、可能な

限り手続の簡素化という点も頭に入れながら進めて

いきたいというふうに考えております。

○金城勉委員 そういう意味では、各地域の商工会

とか、各種経済団体とか、そういうところとの連携

を密にしながら、具体的なそういう周知の仕方とか、

あるいはまた、手続の仕方とか、そして、それを具

体的に執行するときのやり方とか、それはもう急を

要するメニューでしょうから、その辺の取組につい

てはどうですか。

○嘉数登商工労働部長 委員おっしゃるとおり、今、

相談業務が一番殺到しているところが商工会ですと

か、商工会議所、そういったところに相談といいま

すか、それが殺到しているかというふうに思ってお

ります。ですので、先ほどのマンパワーの話もあり

ましたけども、そういう、一時的であるにしろ、そ

の体制が強化できるような、メニューが作れないか

どうかということについても、国のほうに要望して

いきたいというふうに考えております。

○金城勉委員 これだけのメニューを発表すれば、

当然、またさらに殺到して、うちも困っているんだ

という声はどんどん関係者から出てくるでしょうか

ら、そういうときにやっぱり対応できる体制を、そ

れを地域ごとにつくっていかないと、メニューは発

表したわ、受付はできないわという、そういうこと

になりかねないと思いますので、そういう体制、ま

た、それに対する支援の在り方、マンパワーの確保

の仕方等々についても、ぜひしっかりした体制をつ

くって、スピーディーな対応ができるようお願いし

たいと思います。

それと、これも皆さんの対応じゃないかもしれま

せんけれども、県民へのお願いということがあって

ですね、このせきエチケットの問題であるとか、あ

るいはまた、日常の生活の中での注意事項であると

かあるんですけれども、先ほど触れたように、県内

では３名で抑え込むことができていると。今、マス

コミがもう朝テレビをつけたら、夜寝るまでずっと

コロナ、コロナで騒ぎ立てているということもあっ

て、本当に何かもう未知の怪物が地球を襲ってきた

かのような大騒ぎになっているんですけども。冷静

な情報を見ると、インフルエンザとこの新型コロナ

とを比べたときにどうなのかというふうにデータを

見ると、決してこの新型はインフルエンザ以上のも

のではないんですよね。毒性においても、この死亡

者数においても。そういうことが情報として本当に

正確に国民に伝えられる、こういうことが今、最も

大事な時期だと思いますよ。だから、そういうこと

を県としてもしっかりした正確な情報と正確な対応

の仕方と、そういうものをちゃんと伝えて、冷静な

対応を呼びかけると、こういうことが県として最も

大事じゃないかなというように思うんですけど、い

かがですか。

○嘉数登商工労働部長 私は経済分野を担当してい

ますけれども、直接の担当ではないかもしれません

が、対策本部会議等々でも常に言っているのが、や

はり科学的根拠に基づく広報、情報提供というとこ

ろを知事はじめ、我々は常に意識してやっておりま

すので、県民向けに対しても、そういった根拠に基

づく正しい情報というものの提供というところにつ

いて努めてまいりたいというふうに考えております。

○金城勉委員 ぜひそういうところを気をつけなが

らですね、逆に行政があおるようなことがあっては

いけませんので、そこは本当に冷静に、そして現実

に、実態に即した、そしてデータに基づいた広報の

在り方というものを気をつけていただきたいなと思

います。

○嘉数登商工労働部長 実際に、基本方針の中でも

これをうたっておりますので、ちょっと御紹介をし

たいというふうに思っております。国民・企業・地

域等に対する情報提供という項目を設けておりまし



－170－

て、国のほうは、国民に対する正確で分かりやすい

情報提供及び呼びかけを行い、冷静な対応を促すと。

これに対しまして、県としましては、県のホームペー

ジで各部局の対策を示し、24時間コールセンターを

設置し県民からの各種相談に対応するほか、報道機

関に対して定時ブリーフィングを行い、県民への正

確な情報提供を行うというところが１点。

もう一点は、県立病院の感染症専門医師等が報道

機関に新型コロナウイルスについて解説し、感染症

に対する正しい知識を情報提供するということで、

先ほどの定時ブリーフィングということですけども、

これはもう毎日、保健医療部の統括監がですね、マ

スコミに対してブリーフィングしておりますので、

先ほど私が申し上げた科学的根拠に基づく正確な広

報、情報提供というところに努めております。

○金城勉委員 よろしくお願いをいたします。

次に、農林水産部にお願いをしたいと思うんです

けど、豚熱の対応についてですけれども、このワク

チン接種が６日から始まったという説明でしたけれ

ども、素人感覚なんですが、豚熱の発生はうるま市

と沖縄市なんですね。ですから、南北からするとちょ

うど中央、中部のほうにその発生源があるわけで、

だから、６例の発生が確認がされている状況の中で、

ワクチン接種を南北両方から攻めてくるという説明

ですけれども、素人考えでは、発生した中部からやっ

て、そこを抑え込んで、安全な南北にということが

順序ではないのかなという気がするんですけれども、

そこはどうですか。

○仲村敏畜産課長 まず、今回、豚熱のワクチンの

特徴ですけれども、これは生のワクチンを使ってい

るということでございます。このワクチンの特徴と

しましては、接種した場合、発症しないという特徴

はあるんですけれども、一方でこれ、全ての豚が発

症しないわけではなくて、抗体を持たない豚も数割

出てしまうという特徴がございます。これは防疫指

針に基づく科学的なものなんですけれども、今現在、

沖縄にウイルスが存在すると考えられるのが中部地

域でございます。こちらで今ワクチンを中部地域か

ら打ってしまいますと、生ワクチンのウイルスの遺

伝子と、それから野外のウイルス遺伝子の区別がつ

かなくなって、検査した場合に、どこのほうに生き

たウイルスが出て行っているのかが分からなくなっ

て、非常に拡大。それから今、清浄化をやっている

中で支障があって、逆に野外に分からないまま広がっ

ていく可能性があるというのが１点です。そのため、

防疫指針においては、ワクチンベルトを外側から―

発生地域ではなくて外側から徐々に詰めていって、

農場の清浄を確認した上で接種をするということで、

これまでの岐阜県、愛知県も農場での発生の清浄化

を確認して打っているということでございます。こ

の岐阜県、愛知県で、また、その他の県で打ってい

るのは、イノシシのほうで陽性は確認されているん

ですけれども、農場での陰性確認が終わった後で、

ワクチンを農場に打っているということで、１事例

ですけれども、たしか、愛知県ではワクチンを打っ

た発生農場での発生もございまして、全頭が殺処分

になったという事例もございますので、今、沖縄県、

野外ウイルスも含めて、ウイルスというのは豚の体

内に入らないと増殖して生きられませんので、今、

我々がずっと続けている検査の中では、野外にしか

ウイルスは、もし存在するとしたら、いないと考え

ております。ですので、この検査を３月６日までずっ

と続けて、発症がなければ全ての制限が解除されま

すので、それまでには自信を持って、中部地域も含

めて、迅速、速やかにこのワクチン接種を一日も早

く全島、まずは進めていくという方向で体制を組ん

で行っているところでございます。

○金城勉委員 専門的なことはよく理解できないん

ですけど、そこはもうお任せをして、速やかな対応

をお願いしたいと思います。

それで、もう一点聞きたいのは、殺処分された農

家については、手当金の手続が今、進められている

と、個別に相談も受けながら進められているという

説明でした。それで、もう一つは、移動制限区域内

にある、70軒以上の農家があると説明ありましたけ

れども、この方々はもう戦々恐々なんですね、今。

いつ自分のところに飛び火してくるのかということ

があって。出荷制限されていますから販売もできな

いと。しかし、豚は次々生まれる、あるいはまた育

つ、餌代がかかる。こうしたことがあって、私も相

談を聞いたんですけれども、その件についてはやっ

ぱり、殺処分した農家が優先されているものですか

ら、後回しになっているんですね。しかも70軒の農

家があるということで、ちょっと、人手もどうかな

という気もするんですけど、その辺の対応について

はいかがですか。

○仲村敏畜産課長 まず、搬出制限、移動制限区域

の農場につきましては、今、71軒だったと、ちょっ

と調べますけれども、71軒だったと思います。それ

で、搬出制限のほうですけれども、３キロ、10キロ

につきましては、こちら２回の清浄性確認検査を行

いまして、消毒等も行いまして、３キロ、10キロに
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はウイルスがいる可能性は非常に低いというのが

１点ありまして、早くから国と協議をいたしまして、

安全性を、臨床検査等を含めまして、消毒等含めて、

農家さんの毎日の健康報告と体温測定とか、豚の健

康、安全を担保しまして屠畜場に出せるということ

で協議して、曜日を決めて出していただいている状

況でございます。また、移動制限区域につきまして

は、３キロ以内でございますけれども、確かにまだ

リスクが高いということで、こちらについても非常

に緊迫した農家さんの声もたくさん相談ございます。

そういった中で、まず、３キロ以内の中に、空き豚

房というのを見つけてもらいまして、そこに一時的

に移動して、密飼いになっているような状態を少し

でも解消できるようにというのが１点でございます。

また、空き豚舎のほうも修繕して使えるものがあれ

ば、そういう方向で調整したいということでやって

おりまして、今現在のところ、特に大型農場につき

ましては衛生管理、それから飼養衛生管理基準、現

在の豚の状況等を勘案して、非常に状態がいいとい

うことと、報告徴求ということで、毎日の報告徴求、

体温測定、それから全ての出荷豚の事前の病気の検

査をやりまして、今、国と協議しておりまして、個

別協議ではあるんですけれども、この移動制限内に

ついても、安全が確実に担保される状況ということ

で判断されれば出荷するということで、今現在、出

荷できるような協議で。全てではないですけれども、

そういう農場の条件でオーケーとなった農場につい

ては、安全性を担保して出荷をしていくという調整

を進めているところです。補償関係につきましては、

出荷遅延等、餌代等につきましては、この損害した

額、全額、国と県で補償するということになってお

りますけれども、制限解除の前ですので、どうして

も評価が後々になってしまう現状がありますので、

こちらについても、畜産課内で支援窓口を設置して、

つなぎ資金の紹介、それからセーフティネット資金

の利子補給等々を紹介しながら、何とか農家さんが

次の経営再建に向けて、支障はあるでしょうけれど

も、速やかな経営再建に向けた対応ができるように

我々も速やかに迅速に、いろんな支援、相談に乗っ

ていきたいというふうに考えております。

○金城勉委員 大変でしょうけど、ぜひ頑張って、

また再建に向けて各農家が歩み始められるようにで

すね、サポートをお願いします。

最後に、最近報道された芋の―これは基腐病とい

うんですか、これの現状と対策について教えてくれ

ますか。

○前門尚美営農支援課長 カンショで発生している

基腐病でございますが、平成30年度に沖縄県、鹿児

島県、宮崎県で新たに確認された病気であります。

病気の特徴としましては、地際部で、地面と接する

ところの茎ですとか、あと、芋の部分が黒くなって

腐敗するため、収量に影響を及ぼします。県内では

沖縄本島全域、宮古・八重山、久米島で発生が確認

されており、令和元年度においては久米島町や八重

瀬町、読谷村で発生が多いことが確認されておりま

す。そのため、県では生産者に対し、発生圃場から

種芋やつる苗を採取しないこと、苗や苗床の消毒を

徹底すること、植付け前の排水対策を十分行うこと、

収穫後は残渣を除去することなどの防除対策を指導

しているところであります。

今後は、現在実施している健全苗の供給に加え、

基腐病に対する抵抗性品種の解明、農薬の登録、適

用拡大などに努め、蔓延防止対策に取り組んでまい

ります。

○金城勉委員 簡潔にお願いしたいんですけど、こ

の病気の影響が今、市場に出す出荷額のどのくらい

の影響が出ているんですか。

○喜屋武盛人糖業農産課長 カンショの生産量の減

少なんですけれども、今年度分がまだ調査中という

ことで、聞き取りの情報で申し訳ないんですけど、

例えば久米島町ですと、昨年の生産量から半減する

んじゃないかという声も聞こえております。また、

読谷村のほうにも聞き取りしたんですけれども、読

谷村のところは一部畑で出てはいるんですけれども、

昨年と比べるとそこまで大きな収量のあれはないと

いうことで、ただ、今、生産量の調査を、毎年のこ

の、やっているところでございますので、その結果

をまた確認しながら御報告したいと思っております。

○金城勉委員 以上です。

○瑞慶覧功委員長 大城憲幸委員。

○大城憲幸委員 おかげさまで５時過ぎには終わり

そうですから、最後ですのでよろしくお願いします。

幾つか通告はしていたんですけれども、先ほど来

ある知事の緊急対策が発表されましたので、予算に

も大きく影響する内容ですから、この辺から入って、

少し通告の部分、できないものは御理解をお願いし

たいなというふうに思います。

まずは農林水産部長にお伺いしますけれども、こ

の知事の緊急対策事業が出てきました。それで、私

これ見たときに、非常にすばらしいなと思うし、こ

れは高く評価を、内容については評価をします。た

だ、先ほど商工部長からもあったように、やはりこ
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れから詰めるところのほうが多いのかなという感じ

はするんですけれども、現実的に県産農林水産物の

ＰＲとか、あるいは価格の補給金とかというのがあ

るんですけれども、農林水産部として、大体どれぐ

らいの規模の事業になるとか、具体的にこの辺は既

存の事業でやって、この辺は新規でやるとか、どれ

くらいまでこの内容については詰められているんで

すか。

今、通告もありませんから、答えられる範囲でお

願いします。

○長嶺豊農林水産部長 先ほど説明がありました中

に、給食中止による牛乳の影響がまず、大きくあり

ます。事業者に聞き取りした段階でも、やはり520ト

ン、最大見積もってですね、それぐらいの、当初学

校給食を予定していたものが出せないという状況で、

かなり厳しいのではないかなという認識です。それ

から、青果物、花卉についても本来、卒業式、それ

からいろんなイベントで花は、本来だととても需要

期であるんですけども、今後、日が追うにつれてで

すね、全国的にも人が外に出ないという状況の中で

はかなり影響を受けてくるのかなという我々の考え

方です。それから、インバウンドを含めますと、い

わゆる土産品としてですね、これまでの原料として

使われていた、先ほどのカンショも含めまして、あ

と、黒糖等もあるので、その辺の原料として供給し

ていた部分が滞るのではないのかなという、１つの

想定の下にですね、今回のこのメニューを一応、提

案させていただきました。

先ほど、金額とかという話がありましたけれども、

やはりその影響を我々がきめ細かく、常に調査、聞

き取りしているんですけども、そういったものも踏

まえて、特に直接的な支援については、そこも見極

めて対策したいと思っております。

あと、やはり消費喚起という意味では、現在使っ

ているプロモーション事業もありますので、それも

早急に執行しながらですね、対応していきたいと考

えております。

○大城憲幸委員 言いたいのは、やっぱり今、部長

のリーダーシップが必要だと思っているんですよ。

というのは、正直言って、畜産家も今、豚コレラ、

アグーの避難、そういうところでも頭も手もいっぱ

いだと思うんですよね。そういう中で、牛乳に対し

ての補塡についても、国も当然、動くでしょう。だ

けれども、国は価格差が３万4000円だとかと、トン

当たり言っていますけれども、沖縄の場合、やっぱ

り特殊事情があって、いろんなものが違う。それを

やっぱり、さっき見せないといけないという話が商

工部長からありましたけれども、沖縄の特殊事情も

加味しながら、国のものも使いながら、沖縄独自の

取組も必要、そういうのもある。あるいは、先ほど

の基腐病の話みたいに、やっぱり病気による減収も

あれば、観光の落ち込みによる減収もある、その辺

のチェックをどうするのかという部分もある。だか

らやっぱり、これは理想的ですし、ぜひやらないと

いけないけれども、やっぱり我々は農家の声を、生

の農家の声を聞いて、最小の経費で最高の効果が出

るようなものをこの短期間で作り上げないといけな

いわけです。これは本当に大変な作業になると思い

ますから、細かいことは言いませんけれども、ぜひ

とも、やっぱり畜産だけじゃない、ほかのところも

大変でしょうけれども、やはりリーダーがこういう

ときこそしっかりして、職員にお願いもしながら、

ハッパもかけながら頑張ってほしいと思うんですけ

れども、短めに決意のほどをお願いします。

○長嶺豊農林水産部長 豚コレラも今、対策取って

おりますが、今回、新型コロナウイルスの関係もと

ても深刻な状況だと認識しておりますので、そこは

農林水産部の中でも、全体体制で取り組んでいきた

いと考えております。

○下地誠流通・加工推進課長 大城委員からもあり

ますとおり、直近ですぐＰＲすることが非常に大切

だというふうに考えております。例えば、花卉につ

いては、ちょうど今月14日、今週の土曜日ですけれ

どもホワイトデーに当たるものですから、フラワー

ホワイトデーとかそういうふうに銘打ってちょっと

ＰＲさせていただいて、ぜひお花を買って、チョコ

レートの代わりに女性の方にあげていただきたいと

いうことで、庁内でも知事のほうが先頭になってＰ

Ｒしていただきましたし、ぜひ委員の方におかれて

も、支援者の皆さんにぜひお花を買って奥様にプレ

ゼントしていただくようにお話をしていただければ、

すごい大きな力になると思いますので、よろしくお

願いいたします。

○大城憲幸委員 そのとおりだと思います。我々政

治家が自ら、やはりやらないといけませんので、ぜ

ひＰＲもやっていきたいと思います。この流れの中

で、ちょっと部長、耳の痛い話になると思うんです

けれども、人の体制、今度、予算は26億円、農林水

産部は増えましたけれども、また人員が減ったとい

う話もありますけれども、何名減ったのか。そして

この10年間でこれだけずっと減らされているのは農

林水産部だけだと思いますけれども、簡潔にその辺、
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10年間でどれくらい減った、今年度、新年度の体制

はどれだけ減ったというのを説明お願いします。

○幸地稔農林水産総務課長 ここ近年の定数の状況

ですが、農林水産部の平成30年度は873名、平成31年

度は862名、令和２年度は854名となっております。

具体的には、平成30年度が12名減少、平成31年度は

11名減少、令和２年度は８名減少と減少幅は少しで

ありますが、減ってきている状況であります。

○大城憲幸委員 前にも少し本会議でも議論しまし

たけれども、1000名以上いた職員がもう800名の前半

まで減っているわけですから、そこはしっかり部長

なんかが、やっぱりもっと私は強く言うべきだと思

います。これは今回の部分にも、私、関連してくる

と思うんですよ。知事が、もうとにかく予算措置も

補正も含めた予算措置に万全な体制を講じてまいり

ますと知事が言い切っているわけですから、そこは

現場の部長はやはり農家に寄り添って、あるいは現

場の職員の声を聞いて、予算規模にしても、マンパ

ワーにしても、やっぱりしっかりリーダーシップとっ

て知事に物申す。知事も、さっき言ったＰＲなんか

にもどんどん使っていく、そういうものが必要だと

思いますので、ぜひ頑張っていただきたいというふ

うに思います。

時間ありませんから、１点だけ、サトウキビの議

論をしたいと思っています。

予算概要説明の25ページ。今回、この含蜜糖振興

対策事業の13億円、これで各離島の黒糖工場の整備

は最後だと思いますけれども、簡潔に、これまで何

工場を幾らくらいかけて整備して、今回、最終にな

るのかお願いします。

○喜屋武盛人糖業農産課長 含蜜糖工場、沖縄本島、

離島含めまして全部で８工場ございます。８工場で

整備して今、伊平屋をやっておりますが、伊平屋で

一応、全部が終了となります。総事業費が８工場で

242億円。うち、国と県の補助対象経費ということで

207億円程度となっております。

○大城憲幸委員 もう200億円以上かけて、もう離島

の８工場は全部新しくしたわけですね。それでやっ

ぱり離島の元気につながる、沖縄の宝である黒糖を、

品質、そして農家の所得、共に上げて売り出してい

こうという中での今の黒糖の余り状態が数年続いて

いると。これは本来、豊作で喜ばしいところを黒糖

工場の能率も上がったというところもあるけれども、

やっぱりこの数年の豊作で、今、売り切れないとい

う状況があるわけですね。そういう意味で、123番の

販売拡大プロモーション推進事業、これは国の理解

も得て予算がついているわけですけれども、これに

ついて、ちょっと簡潔にどうやっていくのか、この

余り状態をどう解消していくのかというのを、まず、

お願いします。

○喜屋武盛人糖業農産課長 沖縄黒糖販路拡大プロ

モーション推進事業でございますけれども、令和２年

度新規事業ということで3462万4000円計上させてい

ただいております。この事業で取り組みますのは、

基本的に、安定生産ができるようになったと。委員、

余っている、豊作という話もありますけれども、安

定的に供給できる、9000トン台というのができてき

ております。もう一つ、じゃあ、がたっと下がった

ときにということで、ストック機能も1000トンの倉

庫も準備してそういったのも取り組んでいる。その

次の展開として、やはり売っていくというのが必要

ということで、今回、この事業を活用して、商談会

を実施して、今までなかった分野も例えばお声がけ

して参入していただくとか、さらにそういったとこ

ろで出てきた商品等について、商品開発支援という

ことで支援を行って、商品開発の加速化を進めてい

くという事業となっております。

○大城憲幸委員 前も部長にお話ししたから私が言

いたいことは分かっていると思うんですけど、この

事業は上等。だけれども、前から言っている、８工

場それぞれの販売を持っています。それが８割、自

分の工場で作ったものを８割自分たちで売って、２割

は県の黒糖組合が売っている。そういう部分を、物

が足りないときはそういうことでいいんだけれども、

やっぱり余ってくると、やっぱり売れ行きがいいと

ころと、なかなか売り切れないところとのいろいろ

な差がある。ただ、今回みたいに、物があるときに

ほかのところに、これまで買ってくれないところに

お願いしても、物が余っているときだけ自分にお願

いするのかみたいな話になっても困るものですから、

今言う８対２を、やっぱりそれは５対５にするとか、

何々島の黒糖だけではなくて、やはりもっと沖縄県

の黒糖として売っていく、それを安定供給していく、

安定供給するから新たな商品開発をお願いしていく、

そういうようなものが必要だと思うんですよ。その

辺はもう、これまでの経過で様々課題はあるけれど

も、この機会にこれだけ3000万円の公費を使わせて

もらうわけですから、やはり黒糖組合の皆さん、そ

れぞれの工場の皆さんにも理解を得て、この８、２の

割合を変えていくべきだと思うんですけれども。こ

の辺の取組について、部長、一言お願いします。

○長嶺豊農林水産部長 委員から以前からも指摘あ
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りますが、まず、今、黒糖工場、８つの工場がそれ

ぞれの、自らの70％くらいはほとんど県外のユーザー

さんに渡しているという状況があります。今回の事

業は、さらに今、安定的に黒糖が作れる状況に来て

おりますので、そこをこれまで利用していなかった

方々にもぜひ広げていきたい。それから、県内の量

販店も含めて、さらに使いたいという方々がたくさ

んいらっしゃいますので、そういった方々にもシェ

アを広げていきたいという考えもあって、今回、県

のほうではこの新しい取組もしておりますので、引

き続きやはり、安定的に9000トンぐらいですね、消

費できるような形をですね、作るためにも、こういっ

た事業を活用してですね、裾野を広げていきたいと

考えております。

○大城憲幸委員 物が余っているという一方で、い

や、我々なかなか黒糖が手に入らないという声も実

際あるわけです。だから、その辺は長い仕組みの中

で、いいも悪いも積み重ねてきたものがありますか

ら、ここはやっぱり民間任せではなくて、県がリー

ダーシップを取って仕組みをつくっていくというの

は、こういう事業があるときにやっぱりものを言わ

ないといけませんので、よろしくお願いします。

商工部長お願いします。

29ページの、先ほど来あります中小企業セーフテ

ィネット資金の件です。

今回の対策で出てきたセーフティネット保証の

４号に認められたということで、ちょっとこれ教え

てほしいんですけれども、要は、自然災害等があっ

たときに、県知事が申請してやるということですけ

れども、この事業が認められたのは、いつ以来です

か。そして、ほかの都道府県というのは、全てそれ

は知事が申請して認められているんですか。状況を

お願いします。

○友利公子中小企業支援課長 セーフティネット保

証の４と、またセーフティネット保証４号というこ

とでやる、２つありますので、説明いたしますと、

今回、国に要請をして認められたセーフティネット

保証４号というものが、前年同期比と比較して20％

以上売上げが減少しているということが要件となり

ます。なので、県で今、知事認定災害として、今回、

セーフティネット資金としてやっているものはそこ

まで要求していませんので、売上げの減については。

ですので、この国のセーフティネット保証４号より

は割と利用しやすい形にはなっております。

ちょっと、休憩お願いします。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

（休憩中に、執行部から前回の申請及び認定

の実績については確認して後ほど説明した

いとの申出があり、大城憲幸委員が了承し

た。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

○友利公子中小企業支援課長 このセーフティネッ

ト保証４号については今回、全都道府県が対象地域

として指定されております。

○大城憲幸委員 先週からこの週末も大分いろんな

皆さんの意見聞いたんですけれども、本当に予想以

上に厳しい意見が多いです。それで、このセーフテ

ィネット保証もあるんだけれども、やっぱり窓口に

行ってみると、例えば単独、ハイヤー事業だけやっ

ているというよりは、ハイヤー事業もやっていれば

飲食もやっている、ほかの事業もやっているという

場合に、やっぱりほかの部分が邪魔をして、対象に

ならないとか、ほかの部分が業績が悪くて対象にな

らないとか、そういうような声を聞くんですね。だ

から、この緊急対策にあるように、やはり手続の簡

素化とか、あるいは保証条件の緩和とかという部分

は抽象的に書いていますけれども、これは本当に、

きちんとした企業なんかは分かりやすいんですけれ

ども、前年２割減とか、今後２か月で２割減が見込

めるとかというのが出てくるんですけれども、やっ

ぱり様々な業種の人、あるいは個人事業者なんかと

いうのは、こういう証明するのが非常に難しいと思

うんですよ。だから、そこは先ほどの農業の部分も

一緒ですけれども、我々は税金を使ってこういう対

策をするから、何でもかんでもというわけにはいか

ない。だけれども、やっぱり本当に必要としている

人、あるいは少し手助けしてあげれば回復したとき

に、またさっと沖縄経済に貢献してくれる人、その

辺の見分けというのは、やっぱり最終的にはマンパ

ワーになりますので、その辺の議論は先ほど来あっ

たような話につながっていくのかなと思うんですけ

れども、ここはしっかり、さっきから議論あります

から、頑張っていただきたいと、これは要望に変え

ます。

１点だけ予算の中からお願いします。28ページで

す。これも具体的な話じゃなくて、私はちゅら島ビ

ジネスマーケティング推進事業というのを非常に期

待しています。マーケティング戦略推進課というの

を設置をして、私は、農林水産業は作るのは非常に

頑張っているんだけど、これを売るというのがやっ

ぱり、なかなか得意じゃなかった部分があるもので

すから、ここを期待しているんですけれども。これ
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はすみません、勉強不足で、何名体制でスタートを

して、今後、例えばマーケターとかビッグデータの

専門家とか、そういう皆さんも民間から入れるとか、

何かそういう新しい発想も面白いなと思うんですけ

れども、どういう体制の予定をしていますか。お願

いします。

○嘉数登商工労働部長 令和２年４月１日に立ち上

がりますマーケティング戦略推進課ですけども、職

員７名、内訳でいいますと、課長以下スタッフ副参

事も含めて７人の体制ということと、あと、やっぱ

りこれは行政だけの取組だけではなかなか厳しいと

思われますので、例えば民間のほうからですね、職

員を招聘して、一緒になって、先ほど委員は物作り

の話をされておりましたけれども、仕組みづくりを

合わせてやらないといけないのかなというふうに

思っておりまして、そういった民間の皆さんの知見

というものも拝借しながら、取り組んで行きたいと

いうふうに思っております。

○大城憲幸委員 時間がなくなりましたので、終わ

りますけれども、さっき言った農林水産部の部分も

そう、観光はまさにそれが必要だと思います。観光

が、雰囲気が回復したときに、どうＶ字回復させる

かというのは、どうやっぱりマーケティングしてい

くか、どうＰＲしていくかというのはまたそこに直

結してくると思いますので、この部分には期待をし

ていますので、ぜひとも頑張っていただきたいと思

います。

以上です。

○瑞慶覧功委員長 以上で、農林水産部及び商工労

働部関係予算議案に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

次回は明 ３月10日 火曜日 午前10時から委員

会を開きます。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。



－176－

沖縄県議会委員会条例第 27 条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 瑞慶覧 功
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令 和 ２ 年 第 １ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 令和２年３月９日（月曜日）

開 会 午前10時３分

散 会 午後５時26分

場 所 第７委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 甲第１号議案 令和２年度沖縄県一般会計予算

（子ども生活福祉部及び教育委員会所管分）

２ 甲第６号議案 令和２年度沖縄県母子父子寡婦

福祉資金特別会計予算

出席委員

委員長 狩 俣 信 子さん

副委員長 西 銘 純 恵さん

委 員 新 垣 新君 末 松 文 信君

照 屋 守 之君 次呂久 成 崇君

亀 濱 玲 子さん 比 嘉 京 子さん

平 良 昭 一君 金 城 泰 邦君

説明のため出席した者の職、氏名

子 ど も 生 活 福 祉 部 長 大 城 玲 子さん

保 護 ・ 援 護 課 長 宮 城 和一郎君

高齢者福祉介護課長 伊野波 和 子さん

青少年・子ども家庭課長 真 鳥 裕 茂君

子ども未来政策課長 下 地 常 夫君

子 育 て 支 援 課 長 久 貝 仁君

消費・くらし安全課長 金 城 真喜子さん

女性力・平和推進課長 榊 原 千 夏さん

教 育 長 平 敷 昭 人君

総 務 課 長 佐次田 薫君

教 育 支 援 課 長 横 田 昭 彦君

学 校 人 事 課 長 屋 宜 宣 秀君

学校人事課小中学校人事管理監 大 嶺 悟君

県 立 学 校 教 育 課 長 玉 城 学君

義 務 教 育 課 長 宇江城 詮君

保 健 体 育 課 長 太 田 守 克君

文 化 財 課 長 濱 口 寿 夫君

3ii4

○狩俣信子委員長 ただいまから、文教厚生委員会

を開会いたします。

「本委員会の所管事務に係る予算議案の調査につ

いて」に係る甲第１号議案及び甲第６号議案の予算

議案２件の調査を一括して議題といたします。

本日の説明員として、子ども生活福祉部長及び教

育長の出席を求めております。

なお、令和２年度当初予算議案の総括的な説明等

は、去る６日の予算特別委員会において終了してお

りますので、本日は関係部局予算議案の概要説明を

聴取し、調査いたします。

まず初めに、子ども生活福祉部長から子ども生活

福祉部関係予算議案の概要の説明を求めます。

大城玲子子ども生活福祉部長。

○大城玲子子ども生活福祉部長 子ども生活福祉部

所管の令和２年度一般会計及び特別会計歳入歳出予

算の概要について御説明いたします。

ただいまお手元のタブレットへ通知いたしました、

令和２年度当初予算説明資料子ども生活福祉部を

タップし、御覧ください。

それでは、画面に表示されております表紙、目次

をスクロールしていただき、１ページを表示くださ

い。

令和２年度一般会計部局別歳出予算でありますが、

太枠で囲った部分が子ども生活福祉部所管に係る歳

出予算となっております。

子ども生活福祉部所管の一般会計歳出予算は、

890億4691万4000円で、県全体の11.9％を占めており

ます。また、前年度と比較しますと、34億9237万

1000円、4.1％の増となっております。増となった主

な要因は、子どものための教育・保育給付費、介護

給付費等負担事業費及び障害者介護給付費等事業費

などの増によるものであります。

２ページをお願いします。

一般会計歳入予算について御説明いたします。

令和２年度予算額、表の一番下の左から３列目、

合計になりますが、子ども生活福祉部所管の歳入合

計は191億1524万4000円で、県全体に占める割合は、

6.3％となっております。前年度と比較しますと、４億

5377万9000円、2.3％の減となっております。

次に、歳入予算の主な内容について款ごとに御説

明いたします。

７の（款）分担金及び負担金は4145万1000円であ

文教厚生委員会記録（第２号）
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ります。前年度と比較し905万4000円、27.9％の増と

なっているのは、生活困窮者就労準備支援事業等負

担金の増などによるものであります。

８の（款）使用料及び手数料は１億461万7000円で

あります。前年度と比較し145万5000円、1.4％の増

となっているのは、平和祈念資料館に係る観覧料の

増などによるものであります。

９の（款）国庫支出金は144億3170万9000円であり

ます。前年度と比較し５億581万9000円、3.4％の減

となっているのは、子ども・子育て支援事業費補助

金の減などによるものであります。

10の（款）財産収入は4325万4000円であります。

前年度と比較し287万3000円、6.2％の減となってい

るのは、地域福祉基金に係る利子収入の減などによ

るものであります。

12の（款）繰入金は38億847万円であります。前年

度と比較し５億4476万9000円、16.7％の増となって

いるのは、地域医療介護総合確保基金繰入金の増な

どによるものであります。

14の（款）諸収入は６億1704万3000円であります。

前年度と比較し1913万5000円、3.2％の増となって

いるのは、子どものための教育・保育給付費の精算

に伴う市町村からの返還金の増などによるものであ

ります。

15の（款）県債は6870万円であります。前年度と

比較し５億1950万円、88.3％の減となっているのは、

老人福祉施設整備の終了に伴う皆減などによるもの

であります。

以上で、歳入予算についての概要説明を終わりま

す。

続きまして、一般会計歳出予算の概要について御

説明いたします。

３ページをお願いいたします。

子ども生活福祉部所管の歳出予算は、14の款のう

ち、２の総務費、３の民生費、７の商工費の３つの

款からなっております。

２の（款）総務費は８億232万7000円で、前年度と

比較しますと１億7921万4000円、18.3％の減となっ

ております。減となった主な要因は、男女共同参画

センター維持修繕事業の減に伴うものであります。

また、表の右端になりますが、総務費のうち主な

事項は、平和祈念資料館の運営等に要する経費であ

る平和推進事業費が３億43万8000円、男女共同参画

の推進に要する経費である男女共同参画行政推進費

が２億8804万4000円となっております。

３の（款）民生費は881億7339万5000円で、前年度

と比較しますと36億6377万9000円、4.3％の増となっ

ております。増となった主な要因は、子どものため

の教育・保育給付費や介護給付費等負担事業費など

の義務的経費のほか、介護基盤整備等基金事業など

の施設整備や、保育対策総合支援事業に係る補助金

などによるものであります。

また、民生費のうち主な事項は、介護保険事業の

費用の一部を介護保険法に基づき負担する介護保険

福祉諸費が170億7301万9000円、市町村が保育所等へ

支弁する施設型給付費等に要する経費である子ども

のための教育・保育給付費が165億3581万9000円、市

町村が支弁する障害者の介護給付費、訓練給付費等

の一部を関係法令に基づき負担する障害者自立支援

給付費が133億589万円、生活保護の実施に要する経

費である生活保護援護費が91億106万2000円となって

おります。

７の（款）商工費は7119万2000円で、前年度と比

較しますと780万6000円、12.3％の増となっておりま

す。増となった主な要因は、計量検定所職員の職員

費の増によるものであります。

以上で、歳出予算についての概要説明を終わりま

す。

４ページをお願いいたします。

次に、子ども生活福祉部所管の特別会計、母子父

子寡婦福祉資金特別会計の歳入予算について御説明

いたします。

令和２年度の歳入予算総額は２億2886万6000円で

あり、前年度と比較しますと2138万8000円、8.5％の

減となっております。主な要因は、母子及び父子並

びに寡婦福祉法に基づく国の予算等貸付金債に伴う

県債の減によるものであります。

続きまして、同特別会計の歳出予算について御説

明いたします。

歳出予算額２億2886万6000円は、母子福祉資金と

父子福祉資金及び寡婦福祉資金の３種類の貸付等に

要する経費であります。前年度と比較しますと2138万

8000円、8.5％の減となっております。これは主に父

子福祉資金に係る貸付金の減によるものであります。

以上で、子ども生活福祉部所管の一般会計及び特

別会計歳入歳出予算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○狩俣信子委員長 子ども生活福祉部長の説明は終

わりました。

次に、教育長から教育委員会関係予算議案の概要

の説明を求めます。

平敷昭人教育長。
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○平敷昭人教育長 教育委員会所管の令和２年度一

般会計歳入歳出予算の概要について御説明いたしま

す。

ただいまお手元のタブレットへ通知いたしました

令和２年度当初予算説明資料（抜粋版）をタップし、

御覧ください。

画面をスクロールしていただき、１ページを御覧

ください。

令和２年度の一般会計部局別予算でありますが、

太枠で囲った部分が教育委員会所管に係る歳出予算

となっております。

教育委員会が所管する一般会計歳出予算は1700億

213万5000円で、県全体の22.6％を占めております。

また、前年度と比較して８億7187万7000円、率にし

て0.5％の増となっております。

２ページをお開きください。

令和２年度一般会計当初歳入予算（教育委員会）

について、御説明いたします。

一番下の合計欄を御覧ください。県全体の歳入予

算合計は7514億400万円となっております。そのうち、

教育委員会の合計は474億793万7000円で、県全体に

占める割合は6.3％となっております。

右側の欄を御覧ください。右から２列目の数字で

すが、前年度と比較して２億9344万8000円、率にし

て0.6％の減となっております。

歳入予算の主な内容について御説明いたします。

中段にある９の使用料及び手数料を御覧ください。

９、使用料及び手数料は49億5438万6000円でありま

す。前年度と比較して１億363万2000円の減となって

いるのは、高等学校の生徒数の減に伴う授業料収入

の減が主な要因であります。

次に、10の国庫支出金は369億5278万7000円であり

ます。前年度と比較して5337万円の増となっている

のは、那覇みらい支援学校の校舎等の新増築工事に

伴う国庫負担金の増が主な要因であります。

次に、11の財産収入は２億301万6000円となってお

ります。前年度と比較して340万9000円の増となって

いるのは、県立学校における建物や土地の貸付料の

増が主な要因であります。

次に、15の諸収入は５億84万8000円となっており

ます。前年度と比較して5069万5000円の減となって

いるのは、災害共済給付金の減が主な要因となって

おります。

次に、16の県債は47億9690万円であります。前年

度と比較して１億9590万円の減となっているのは、

県立学校の施設整備面積の減が主な要因となってお

ります。

以上が、教育委員会所管に係る一般会計歳入予算

の概要であります。

３ページをお開きください。

続きまして、歳出予算の概要について御説明いた

します。

教育委員会が所管する歳出予算は、10の教育費及

び、11の災害復旧費の２つの款から成り立っており

ます。

それでは、款ごとに御説明いたします。

10の（款）教育費は1699億3633万3000円でありま

す。前年度と比較して８億7242万円、率にして0.5％

の増となっております。増となった主な要因は、人

事委員勧告による給料表の改定及び教職員の人員増

に伴う教職員給与費や、県立水産高校における実習

船建造工事などの増であります。

教育費の内容については、右の説明欄を御覧くだ

さい。

（項）教育総務費174億4378万6000円は、人材育成

を推進するための経費や、公立学校等における必要

な施設の整備に要する経費などであります。主な事

業として、高等学校等奨学のための給付金事業や市

町村立学校に係る公立学校施設整備事業（公共投資

交付金）がございます。

次に、（項）小学校費538億4308万5000円は、公立

小学校教職員の給与費や旅費などに要する経費であ

ります。

次に、（項）中学校費327億8218万8000円は、公立

中学校教職員の給与費や、県立中学校施設の管理運

営及び施設整備などに要する経費であります。

次に、（項）高等学校費435億1517万5000円は、高

等学校教職員の給与費や高等学校施設の管理運営及

び施設整備などに要する経費であります。

次に、（項）特別支援学校費201億5687万1000円は、

特別支援学校教職員の給与費や、特別支援学校施設

の管理運営及び施設整備などに要する経費でありま

す。

次に、（項）社会教育費17億1226万9000円は、沖縄

県立図書館の管理運営に要する経費や文化財の保存

・継承に要する経費などであります。

次に、（項）保健体育費４億8295万9000円は、児童

生徒の体力向上と学校体育指導者の資質向上などに

要する経費であります。主な事業として、スポーツ

振興事業費や学校保健事業費がございます。

以上が（款）教育費の概要であります。

続きまして、11の（款）災害復旧費6580万2000円
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は学校施設の災害復旧に要する経費であります。

以上で、教育委員会所管の令和２年度一般会計予

算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○狩俣信子委員長 教育長の説明は終わりました。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、予算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

て行うことにいたします。

予算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る予算議案でありますので、十分御留意願います。

要調査事項を提起しようとする委員は、質疑の際

にその旨を発言するものとし、明 ３月10日、当委

員会の質疑終了後に改めて、要調査事項とする理由

の説明を求めることにいたします。

その後、予算特別委員会における調査の必要性に

ついての意見交換や要調査事項及び特記事項の整理

を行った上で、予算特別委員会に報告することにい

たします。

なお、委員長の質疑の持ち時間については、予算

特別委員会に準じて、譲渡しないことにいたします。

質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

いよう簡潔にお願いいたします。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する予算

資料の名称、ページ番号及び事業名等を告げた上で、

説明資料の該当するページをタブレットの通知機能

により委員自ら通知し、質疑を行うよう御協力をお

願いいたします。

さらに、答弁に当たっては、総括的、政策的な質

疑に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ

担当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思い

ますので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろ

しくお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに各予算に対する質疑を

行います。

新垣新委員。

○新垣新委員 おはようございます。

まずもって教育長、今年度で退職なされるという

話を聞いて、非常に寂しいなという思いで、続投願

いという僕の個人的な思いを申し上げまして質疑を

行います。

さて、まず１点目に、今回の主な当初予算の案に

おいて、いじめの問題、教育委員会において入って

いないという問題が非常に寂しくなったなというの

があって、やはりいじめというのは、教育委員会に

おいて一丁目一番地に置くべきじゃないかという形

で、予算の対前年度比と、今年度、新年度における

意気込みというのはどういう形を持っているか伺い

ます。

○平敷昭人教育長 お答えいたします。

いじめが事業名、主な事業というので入っていな

いんじゃないかということですけれども、主な事業

は予算事業として事業立てしている部分が載ってい

まして、いじめの対応というのは、通常学校でいろ

んな教員の方々、先生方がですね、直接生徒と接し

たり、児童生徒と接したり、また、実際いじめが起

こった場合はですね、スクールカウンセラーとかス

クールソーシャルワーカーという、その設置事業は

載っかっていると思いますけど、そういうもので対

応するということで、いろんな事業が関わっており

ますので、そういうもので総体的に対応していきた

いと考えております。今年度はそういうことで、次

年度も引き続きいじめに関しては、ささいないじめ

も見逃さないで認定をして、早期対応に努めていき

たいというふうに考えております。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、新垣委員からＳＮＳでの誹謗中

傷を改善してほしいとの意見があった。）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

宇江城詮義務教育課長。

○宇江城詮義務教育課長 お答えいたします。

ネット被害防止ガイドラインを活用してですね、

児童生徒がネットトラブルに巻き込まれないために、

学校教育活動全体を通して情報モラルやマナー等の

向上に取り組んでいるところであります。さらに各

学校においては、県警察等の関係機関と連携して、

非行防止教室等を実施するなど、携帯電話を含むサ

イバー犯罪の未然防止等について学ぶ事業に取り組

んでおります。

以上でございます。

○新垣新委員 取り組んではいますが、学校等に親

や生徒から、そういったやめてほしいということが

結構上がってると思いますけど、その件に対してケ

アはどうなってますか。

○宇江城詮義務教育課長 ケアにつきましては、ス

クールカウンセラーと相談に応じてですね、ネット

被害防止ガイドラインを活用して、被害の防止に学

校のほうで努めているところでございます。

○新垣新委員 被害は―確かに防止というのはいい
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こと、やるべきだと思ってます。しかしですね、犯

罪なんですよ。犯罪を見逃していいのかという問題

を、警察機関の抑止力というのも、子供たちに教え

てあげるというのも大人の責任だと思うんですね。

優し過ぎても駄目と思うんですよ。いじめられた子

の気持ちというのはですね、とんでもないんですよ。

学校も行きたくない。人生で大体二、三年、立ち直

るのに、このぐらいの心の重大なダメージを負うん

ですね。その辺に関して、警察機関の抑止力の問題

もメスを入れるべきだと思うんですね。優し過ぎる

のは駄目です。もう今の世の中、物騒な世の中です

から、厳しさも必要なんですよ。これも一つの教育

と愛情ですよ。そこら辺はどう考えていますか。

○宇江城詮義務教育課長 委員のおっしゃるとおり

です。県の警察等とですね、しっかり連携をして、

今後また取り組んでいきたいと思っております。

以上でございます。

○新垣新委員 ぜひですね、この悪質的なものは調

べれば絶対証拠が出ます。誰がやったって出ます。

ぜひそこまで踏み込んでいただけませんか。答弁を

求めます。これ大事なことですよ。お願いします。

○平敷昭人教育長 いじめというのは、確かにいじ

められた子供がどう受け取るかが一番大事なところ

でありますので、教育委員会では警察と連絡する協

議会―学校警察連絡協議会というのがありますので、

定期的に情報交換も共有もやっていますけれども、

それも含めますし、あとは学校で定期的にいじめに

ついてはアンケート調査をやった上で、これがどこ

まで特定できるかというのがあるんですけれども、

やっぱりいじめをやった子に関してはしっかり指導

をするのも大事だと思いますので、そういった意味

で早期に発見して、いじめられた子のケアもそうな

んですけど、いじめている子についてもですね、そ

れがやっぱりいけないことなんだということでしっ

かり指導することが大事だと思いますので、それは

しっかり取り組んでまいりたいと考えております。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、新垣委員からネット上で犯人を

捜すことができるので、犯人特定について

どう考えるのか答弁を求めたいとの意見が

あった。）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

宇江城詮義務教育課長。

○宇江城詮義務教育課長 しっかり警察と連携して

ですね、やっぱり被害防止教室等をしっかり実施し

て、今後とも取り組んでいきたいと考えております

ので、よろしくお願いします。

○新垣新委員 ちゃんと特定するということを言っ

てほしいんですよ。もうこんなの一般論、ルール文

ですよ。分かってるんですよ、誰だって県民は。誰

がやったかという主犯格まで見つけるのだってでき

るんですよ、今の時代。

○宇江城詮義務教育課長 ネット上のＳＮＳも含め

て、そういったいじめについての案件につきまして

は、警察と連携を強化して、法に触れる事案につい

ては、しっかり子供たちの指導を特定してやってい

きたいと考えております。

○新垣新委員 ぜひ、悪質ないじめですね。もう本

当に被害者に寄り添った形でやらないといじめは直

りません。だから、こうやっていじめる形もしっか

りこうやって指導していかないと、犯罪なんだって

教えていかないと、いじめは直っていきません。傷

ついてる方たくさんいます。ぜひ、警察機関と連携

でＳＮＳ、ネット上も調べれば誰がやったって特定

できますので、ぜひ、これはもう強く、今後、今年

から、新年度から頑張っていただきたいということ

を強く申し入れます。大変なことを申します。最悪

の事態、学校は何もしてくれなかったと、最悪の事

態を想定した場合、犯人を捜し切れるのに捜し切れ

なかったというものが、責任問題というものが来る

から、私は強く指摘してるんですよ。だから言って

るんです。だから、ぜひここまで強くやらないと改

善ができないんだと。全て教育委員会に責任とか、

メディアが騒ぐというものもですね、今後こういう

のも可能性があるということも強く指摘をして、次

に移らせていただきます。

続いてですね、一般会計の当初予算の３ページ。

先ほど教育長からあった、特別支援学校費200億円余

りの予算の内訳を説明していただけますか。人件費

でどのくらいとか、箱物でどのくらい使っていると

か、200億円の内訳ですね。もっと分かりやすくお願

いいたします。これは、もしかして教育委員会の一

番のウエートを占める予算になっているのか。教え

ていただきたいと思います。

○佐次田薫総務課長 特別支援学校費の中の主な内

訳について御説明いたします。

まず、教職員給与費がですね、200億円余りの予算

のうちの143億円余り占めております。それから、教

職員旅費、これが１億円余りです。一般管理運営費、

これは特別支援学校の管理運営に係る経費ですが、

これが13億円程度。教育財産管理費として４億8000万

円、５億円弱ですね。施設整備費が39億3500万円余
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りということで、今回の201億5687万1000円の主な概

要でございます。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、新垣委員から教育委員会でウエー

トを占めているのはどこなのか説明するよ

う指摘があった。）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

佐次田薫総務課長。

○佐次田薫総務課長 教育委員会の予算については、

項立てで申しますと、一番大きいのはやはり小学校

費ということで、次に占める割合として大きいのは

高等学校費。それから中学校費ということで、特別

支援学校についてはその次の部分に当たり、一番大

きいのは小学校費でございます。

○新垣新委員 分かりました。

続きまして、バス通学支援事業、４億1600万円余

りですが、この形をですね、どういう形で新年度やっ

ていくのかが１点と、もう一点、知事の公約である

小中学校、学生のバス無料化はどうなっていますか。

伺います。

○横田昭彦教育支援課長 お答えいたします。

今回、低所得世帯に係る通学費の負担軽減を図る

ために、バス通学費支援事業の予算案を提案してお

ります。内容につきましては、これまでのひとり親

家庭高校生等通学サポート実証事業の対象者に加え

まして、住民税所得割非課税世帯の高校生へも支援

を拡充することとしております。対象者は約5400人

を見込んでおります。支援割合につきましては、通

学に必要な経費の全額を支援することとしておりま

す。開始時期につきましては、次年度の10月を予定

しております。なお、予算の内容につきましては、

先ほど委員がおっしゃっていたように４億1634万

5000円を計上しているところでございます。また、

高校生以外の支援にも、どうなっているかという御

質問だったと思うんですけど、高校生を除きました

中学生とか、その他の拡充につきましては、現在の

高校生等の事業をしっかりやっていって、それから

事業の状況等も踏まえて順次検討をしてまいりたい

というふうに考えております。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、新垣委員から知事公約であるバ

ス無償化についてどうなっているか説明す

るようにとの指摘があった。）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

横田昭彦教育支援課長。

○横田昭彦教育支援課長 知事の公約である中高生

のバス通学無料化ということで、まず次年度に高校

生のほうをしっかりやって、それから中学生等への

拡充を順次やっていきたいというふうに考えており

ます。

○新垣新委員 ぜひ実現に向かって取り組んで頑

張っていただきたいと思います。

続きましてですね、国際性に富む人材育成留学事

業費１億7568万2000円という予算になっています。

ニーズは非常に大きいという形で、なぜ予算が増え

ないのかという懸念を教えてください。

○玉城学県立学校教育課長 お答えいたします。

派遣数は、平成24年度は65名でしたけども、年々

増やして平成31年度87名になっております。本事業

１年間の留学ということで、資質・能力を備えた生

徒を選考すること。さらには、現地受入先の、ホー

ムステイ先の状況もあることから、すぐに人数を増

やしていくことはなかなかできず、今現状でまた派

遣したいというふうに考えております。

○新垣新委員 簡単に言うと、ホームステイの受入

れが厳しいと理解してよろしいですか。

○玉城学県立学校教育課長 そういうこともありま

すが、１年間の留学で、しっかり語学力をある程度

身につけた生徒を派遣するということもありまして、

そういうことも踏まえながら検討しているところで

す。

○新垣新委員 分かりました。理解いたしました。

続きまして、慰霊塔事業費の内訳3500万円余りは

子ども生活福祉部、御説明お願いします。18ページ

ですね。

○宮城和一郎保護・援護課長 お答えします。

慰霊塔事業、大きく２つに分かれておりまして、

戦没者遺骨収集事業と慰霊塔の事業ということで分

かれております。

まず、１つ目の戦没者遺骨収集事業ですけども、

今年度2207万5000円に対して、次年度2325万3000円

となっていて、内訳の主なものは、この事業は国か

ら委託を県が受けまして、糸満市にあります平和祈

念財団の情報収集センターへ委託するという内容で

すけれども、遺骨収集ボランティア等への補助金と、

あと、次年度同センターでシステムの改修がござい

ますので、そのシステム改修費などに充てる予定で

す。

一方、慰霊塔事業費なんですけども、これは今年

度2225万5000円に対して来年度は3555万1000円と増

やす予定であります。これは主には６月23日に行わ

れます慰霊祭に係る経費なんですけれども、次年度
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は、県内の慰霊塔で月日がたつとともに管理が困難

になっている塔がございまして、それを今後どのよ

うにこの課題に対応していくかという事業を実施す

る予定であります。それに充てるために、このよう

に次年度は増額して行うという予定でございます。

○新垣新委員 理解いたしました。

続きましてですね、虐待の問題でございます。被

虐待児等地域療育支援・連携体制構築事業4623万

9000円、その内訳と、虐待防止条例についての取組、

市町村との連携、そういったもろもろはどうなって

いるか伺います。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 お答えいたし

ます。

被虐待児等地域療育支援・連携体制構築事業でご

ざいますけれども、この事業に関しましては、まず

対象者が被虐待児、それから発達障害児などの特別

なケアを必要とする要保護児童や、あと里親、それ

からファミリーホーム等に通う、そういった児童の

相談援助を行う事業ということになっております。

支援拠点といたしまして、児童養護施設の４か所と、

それから里親会のほうにですね、心理士、それから

療育支援コーディネーターを配置しまして、相談支

援を行っているという内容になっております。これ

は一括交付金を活用した事業でございまして、平成

25年度から開始して、県内全域をカバーしていると

いう事業になってございます。あとは、市町村との

連携がどうなっているかという御趣旨―今回、新年

度におきまして、児童相談所の相談班のほうに、改

めて市町村支援という形で児童福祉士も配置してご

ざいます。そういったのも活用しながら、市町村の

窓口を強化していく。児相も今回６名増員させてい

ただきました。ただ、児相の強化だけではどうして

も虐待防止というのはできませんので、市町村のい

ろいろ支援をしながら、対応を強化してまいりたい

というふうに考えてございます。

○新垣新委員 一番大事なことですね、教育委員会

もちょっとお願いしたいんですが、聞いてほしいん

ですが、虐待にあるという子供たちは、体育の授業

で体を見ます。そのとき先生に言って、情報が入り

ます。そのときに、ぜひちゃんとした形で子供のケ

アですね。分かりますから。もう野田市のような事

例になってはいかんという形でですね、ぜひこうい

う連携ですね、警察機関との連携もぜひお願いした

いんですけど、今回、条例ができます。しっかり学

校、保育園、そういった関係機関等の連携ですね、

体を見ると。情報入ります、分かりますので、ぜひ

こういった問題等に対する取組をもう一回、お聞か

せ願えませんか。伺います。守ってほしいんですよ。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 お答えします。

委員おっしゃるとおりで、学校が子供の生活の場

となっています。１日、ほとんどが学校で生活する

場になっています。学校との連携というのは非常に

重要でございまして、身体的虐待については、確か

に目で見る形でできるんですけど、最近心理的虐待

がなかなか発見が難しいと言われています。そこで、

学校におきましても、保健の先生、いわゆる養護教

諭のほうもいろいろ研修させていただいておりまし

て、その辺でですね、子供との相談窓口となってご

ざいます。今後も学校と―今までも学校のほうに児

童相談所が依頼を受けて、いろいろ子供たち向けの

研修みたいなものもやっていますけども、次年度、

条例をつくった後は、子供の権利を保障しています

ので、子供の権利とは何ぞやというところから分か

りやすい啓発活動も考えてますので、連携をして今

後とも取り組んでまいりたいと考えております。

○新垣新委員 ぜひ頑張っていただきたいと思いま

す。

ちょっと教育委員会にお願いしたいんですけど、

やはり小学生の問題、野田市の問題もあってですね、

体育の時間とか、そういった形で分かると。そういっ

た形ですぐ警察との、児相との連携というものもで

すね、一番要になってくると思うんです。保育園と

か、そういったものとかですね。そういった問題に

どう取り組んでいきますか、条例が可決した後。こ

れは必ずやるべきだと思ってるんですね。警察との

連携も含めて、どう思いますか。

○平敷昭人教育長 委員御指摘のようにですね、児

童生徒の虐待、特に身体的虐待もそうですし、心理

的な虐待というものは、子供の様子から見て一番気

づく可能性が高いのは、学校の先生。日頃、子供を

見ている先生が気づきやすいだろうというふうに思

われます。要するに、発見しやすい立場にあるとい

うことを自覚してですね、虐待の早期発見に努める

ということもそうですし、仮にそういうものが疑わ

れる場合等についてはですね、児童相談所等に通報

するとかですね、そういうことはしっかり連携をし

てまいりたいと考えております。

○新垣新委員 野田市の事例でですね、体育の時間

に体にあざがあったと、子供たちの証言もあってで

すね、そのときに児相や警察との連携―特に虐待す

る親は狂っています、正直言って。そのときに警察

を一番怖がるんです、心理学的に。何度も子ども生



－184－

活福祉部の専門の先生も、全国を代表する先生も紹

介していますが、そういった問題まで取り組んでい

くという。子供たちが分かるんですよ。体育の時間

とか、例えば歯とかですね、そういったもの。虫歯

が多いとか、そこをもう一度点検していくという、

市町村との強い連携の強化というものはできません

か。伺います。子供たちが分かるんですよ、一番。

体育の時間に着替えると。野田市の事例、教訓があ

るんですよ。子供たちが先生に言って、先生から児

相とか、そういった警察機関に連絡したら止め切れ

るんですよ。すぐ親元から離すとか。

○宇江城詮義務教育課長 お答えします。

委員おっしゃるとおり、学校においての一番早期

発見については努めやすいので、教職員がしっかり

児童虐待の発見、早期発見に努めて、健康診断と、

それから、身体測定、内科検診、歯科検診も含めて

養護教諭がしっかり児童生徒の心身の異変の発見を

しますので、それを踏まえて、全校体制で児童虐待

についての早期発見に努めて、関係機関のほうにつ

ないでいきたいと考えております。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 お答えいたし

ます。

警察と学校と福祉関係の連絡会議につきましては、

連携連絡会議というものを年に２回開催してござい

まして、教育委員会の関係課長さんはじめ関係者、

それから、福祉部は青少年・子ども家庭課―私が出

るんですけども、県警は関係課長さんが出席して、

年に２回、今年も連絡会議という形で連携を深める

ために会議をさせていただいてございます。また、

今回福祉関係とは協定を結びまして、児相にも警察

官を配置していきます。また、児相と教育機関の連

携につきましては、さらに進化させていこうという

ふうに考えていますので、連携をしながらですね、

虐待防止に努めていきたいというふうに考えてござ

います。

○新垣新委員 次に移らせていただきます。期待を

しております。

次に、子どもの貧困対策推進事業。今回の取組、

新年度に対する取組はどうですか。今年度はどうだっ

たのか、反省と、これから頑張るという意気込みを

伺いたいと。

○下地常夫子ども未来政策課長 子供の貧困対策に

つきましては、平成28年度に内閣府が創設した沖縄

子供の貧困緊急対策事業を十分に活用し、国、県、

市町村が連携して地域の実情に即した対策を推進し

ているところです。市町村におきましては、居場所

の設置、そして、貧困対策支援員の配置等に努めて

おりまして、昨年の10月１日時点では、子供の居場

所が140か所、子供の貧困対策支援員が115人配置さ

れるなど、困難を抱える家庭につながり、支援を行

える体制が整ってきております。また、県におきま

しても広域的な視点で、市町村の支援、そして貧困

対策を推進するということで、不登校やひきこもり

などの個別支援を要する子供に対応した拠点型居場

所の設置であるとか、県立高校の中に居場所を設置

して修学継続を支援する。また、小規模離島町村へ

の支援員の派遣、あと、子供の居場所ネットワーク

づくりなどに取り組んでいるところです。

次年度ですけれども、貧困緊急対策事業につきま

しては、県の予算としまして２億5200万円余り、前

年より2500万円ほど増になっております。こちらの

ほうにつきましては、県立高校内の居場所を新たに

２校設置して、トータル10校にする予定であります。

また、小規模離島町村への支援員の派遣、今年度は

２町村に派遣しておりますが、１か所増加して３町

村に支援員の派遣を行う予定としております。

以上です。

○新垣新委員 今後もですね、ぜひ頑張っていただ

きたいというのと、あと、子供食堂においてきちん

と行き渡ってるかなというものも、ちょっと現実、

子供食堂、県内の。そういった問題等はどうですか。

ちょっとデリケートなところもあると思うんですけ

ど。

○下地常夫子ども未来政策課長 子供の居場所につ

きましては、先ほど140か所と御説明しましたが、昨

年の10月１日時点で自主運営で取り組んでいる、い

わゆる子供食堂は50か所となっております。前年度

の10月より20か所増えておりまして、50か所と。市

町村を通じて子供の居場所、また、自主運営の子供

食堂等、連絡等を行っているところですけれども、

市町村におきましては、困難を抱える子供等を居場

所につなぐため貧困対策支援員等が活躍しておりま

す。また、居場所の場所につきましても、市町村に

おきましては地図に落としたりして、場所を分かり

やすく子供たちに周知できるような形を取っており

ます。ただ、居場所におきましては、その運営の形

態によってキャパシティーといいますか、受入体制

等の問題もありまして、やはり特化して困難を抱え

る子供たちの支援をしたいというところもあります

ので、全部が全部十分に周知という形ではありませ

んが、周知してできるだけ受け入れたいというとこ

ろにつきましては、できるだけ子供に支援が届くよ
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うに周知等を行っておりますので、今後とも引き続

き子供たちに支援が届くように頑張っていきたいと

思います。

○新垣新委員 ぜひ今年度も精力的に頑張っていた

だきたいと期待をしております。

続きまして、待機児童解消支援基金事業、次年度

５億8470万6000円となっております。なぜ予算がこ

れだけ減ったのかということ。また、対前年度の比

較とですね、取組。どういう戦略を描いているか伺

います。

○久貝仁子育て支援課長 待機児童解消支援基金事

業は、市町村が実施する保育所等の施設整備に係る

市町村負担分の４分の３相当額を支援しています。

県では、保育所等の整備や保育士確保等の施策を実

施してきましたけども、近年、全県的に保育士不足

が重要な課題となっています。そのため、今議会２月

補正において保育士確保に向けて業務内容を拡充す

るということで、今回、基金の積み増しを行ったと

ころであり、新年度予算で実施していきたいと考え

ております。

具体的には、３つあります。１つ目は、国庫補助

金を活用した事業です。国のメニューには、保育体

制強化事業であるとか保育所等におけるＩＣＴ化促

進事業、保育士宿舎借り上げ支援事業などございま

す。こういった事業にこの基金を活用したい。

２つ目は、市町村が独自で予算を確保して実施し

ている事業です。市町村では、就職応援支援である

とか潜在保育士就職支援、処遇改善などを行ってい

ます。こういったきめ細かな保育士確保事業に向け

ても県の支援を充てたいと。

３つ目が、保育園入所申込書の受付業務の効率化

を図るため、入所希望園と案内のマッチングの効率

化を図るＡＩ活用事業。これによって、１次入所募

集に漏れた子供を第２、第３希望に速やかに振り分

けて待機児童をなくしていきたい。そういったこと

も次年度から新たに取り組んでいきたいというふう

に考えています。

○新垣新委員 本当にまた今年も頑張っていただき

たいと思うんですが、もう一点、潜在保育士等との、

例えば小学校、中学校の退職した教員も含めて、臨

時的な形で保育ができるみたいな形で条例が―確か

僕が県議に当選して１年目にできたような記憶だけ

ど、そういった問題の活用等はどういう戦略を描い

ていますか。

○久貝仁子育て支援課長 こういった教職員のＯＢ

の方も、現場でこういった保育士の負担を軽減する

ために活用するということです。一応、保育士資格

を持った方と一緒にということで、確か年齢もゼロ

歳児とかではなくて３歳児以上ということでやって

います。今、具体的にどういった実績があるかとい

うのはちょっと手元にはないんですけども、制度と

してありますし、必要であれば、現場からそういっ

た声があれば、そういったことも取り組んでいきた

いなというふうに思います。

○新垣新委員 今ですね、通常もう分かっているこ

とだと思うんですけど、子供を預けないと、奥さん、

女性が働き切れないという問題等ですね。その問題

において、今、何らかの形で取り組まないといけな

いという問題で、特に受入れの、０歳から６か月以

上じゃないと保育園に預け切れないっていう今問題

がありますよね。そういった問題等のクリアという

のはどういうふうに―一番大事なここも、今正直多

い。意見が多くてですね、県民から。その問題の取

組ってどう考えていますか。

○久貝仁子育て支援課長 待機児童の年齢別で一番

多いのは、やはり０歳から２歳児になっています。

これについては、小規模保育等、19人以下の事業の

取組を実施しておりまして、市町村もそのあたりを

精力的に今取り組んでいるところです。

○新垣新委員 もう一点ですね、保育士を元に戻す

には処遇改善という問題があります。さらなる処遇

改善と、毎回毎回言っておりますが、議会のたび、

委員会のたびにですね。導入検討、部長。課長は言

い切れないと思うから、知事との交渉をぜひ名渡山

統括監、どういう形でやっていくか、新しくですね。

どう考えていますか。伺います。やらないと直って

いかないというのが目に見えてるんですね。

○久貝仁子育て支援課長 保育士処遇の改善は、保

育士が働きやすい業務改善の在り方もあります。こ

れについては年休取得、休憩取得等でやっています。

処遇の直接的な向上ということで、県は独自の施策

として正規雇用化事業なども行っております。ただ、

これについても現場ではまだまだ足りないという声

も承知していますので、そういった処遇改善に向け

て国に対しても要望しているところです。

○新垣新委員 国に対して要望って、どういった具

体的な要望をやっていますか。例えば、消費税をこ

こに充ててくれとか、どういった具体的な中身です

か。伺います。

○久貝仁子育て支援課長 具体的な金額を、これぐ

らいというふうなことではないんですけども、例え

ば、現行の配置基準よりも多く保育士を配置した場
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合に新たな加算をやってはどうかとか、また、保育

士が事務職員の役割も担っているところもあるので、

保育所における事務職員の加算の拡充。あと、職員

が平均勤続11年を超えた場合の加算率のアップとい

うふうな形でですね、処遇の向上が図られるような

内容について国には要望しているところです。

○新垣新委員 ありがとうございます。頑張ってい

ただきたいと思います。

最後にですね、国際家庭相談ネットワーク構築モ

デル事業、新しく新規であります。米軍関係者家庭

国際トラブル。この説明をお願いします。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 お答えいたし

ます。

当該事業につきましては、細事業として２つござ

います。１つ目は米軍関係家庭交際相談支援モデル

事業という形で、モデル事業ではございますけども、

米軍関係者との家庭問題や交際トラブルに関しまし

て、相談窓口を新たに設置するものでございます。

相談者として専門家、それから支援コーディネーター

を配置いたしまして、相談に対する助言、それから

同行支援、通訳、当事者間の書類作成の代行業務と

か、そういった支援を行う事業になってございます。

もう一つは、調査事業になってございます。これ

に関しましては、こういった家庭に対する問題です

ね、養育費の問題だとか、そういった問題に関しま

しては、日本と米国の制度がどうしても混在してま

すので、対応がとても複雑になっているということ

でございます。また、米軍のミリタリー、陸軍、海

軍、空軍でも制度がかなり違うというような複雑な

内容になってございます。こういった支援制度がど

ういったものなのかというものを調査して、明らか

にしていこうというような内容の事業でございます。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、新垣委員から予算の内訳につい

てどうなっているか、単費なのか一括交付

金なのか説明するよう指摘があった。）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 これは次年度

からの一括交付金事業を活用した２か年事業でござ

いまして、内訳は相談支援事業が965万5000円、それ

から調査事業が1961万1000円となってございます。

○狩俣信子委員長 末松文信委員。

○末松文信委員 まず、子ども生活福祉部関係です

けれども、資料は当初予算の概要部局別という資料

がありますけれども、この８ページに新規事業が２つ

ありますけれども、まず１点目です。

子供の貧困施策のところで、高校中退者等キャリ

ア形成支援モデル事業とありますけれども、これに

ついて、内容を御説明願いたいと思います。

○下地常夫子ども未来政策課長 新規事業の高校中

退者等キャリア形成支援モデル事業ということで、

令和２年度2819万4000円を計上しております。これ

につきましては、これまでの子供の貧困対策により

居場所の設置が急速に拡大してきましたが、一方で

子供の居場所の運営者の中には、やはり様々な困難

を抱えた子供を自立につなげることに課題を抱えて

いるという状況も見えてきたところです。こうした

課題に対応するための新規事業として、このモデル

事業の実施を今予定しているところです。本モデル

事業では、居場所等でつながっている困難を抱える

子供に対し、居場所や企業等と連携しながら、個々

の子供に応じたきめ細かなキャリア形成支援を行う

とともに、社会で自立できる人材を育成するための

効果的な支援手法を取りまとめることとしていると

ころです。

以上です。

○末松文信委員 具体的にはどういう事業になりま

すか。

○下地常夫子ども未来政策課長 子供の自立に向け

て課題を抱えている居場所がありますが、一方で、

困っている子供を支援したいがどのような支援をす

べきか分からないという企業も実際ございます。そ

れをつなぐことで、子供の状況に応じたきめ細かな

支援を行うという形を想定しております。そのため、

子供支援とキャリア支援の両方に知見を有する団体

等に委託を行い、受託者のほうではこの居場所とま

ず連携して、子供の状況に応じた支援内容を検討す

ると。そしてまた企業と連携して、職業講話である

とか企業における職業体験など、そういったのを重

ねることできめ細かな支援を実施してもらおうと考

えています。

それと併せて、支援手法の検討会も設けまして、

その有効な自立に向けた支援手法を取りまとめても

らうというスキームを考えているところです。

○末松文信委員 そこでちょっとお尋ねしたいんで

すけれども、今東村にですね、青年開発隊というの

があって、そこは例えば今建設業界でも人材不足と

いうようなことがあって、そういう若い人たちを隊

員として迎えて、そこでいろいろ技術的なものを教

えて現場に送ると。こういう制度、仕組みもありま

すけれども、こういったものは活用できるんでしょ
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うか。

○下地常夫子ども未来政策課長 今御指摘のところ

は多分産業開発青年というところで、建設業のノウ

ハウというか、技術と資格とかを取ったりして、社

会的な自立といいますか、就業等につなげていくと

ころだと理解しておりますけども、実際にそういう

ところもやっぱり適した企業といいますか、そういっ

た場所だとは思いますので、今後、検討の中でどう

いう企業等が活用できるのか、調整しながら対応し

ていきたいと思います。

○末松文信委員 具体的に申し上げますと、半年ぐ

らいでいろんな免許が取得できる状態になるそうで

す。そういった子供たちを育てて現場に送るという

制度のようですけど、今民間から手を挙げて、いわ

ゆる青年開発隊の授業料を納めてやるという制度が

あるようですけれども、これは国の直轄事業もある

ようですけれども、それは別の話のようですから、

今おっしゃるようなことで、その支援事業としてこ

の事業が手当てできるのであれば、それも非常にい

いことだなと思って今聞くわけですけれども、それ

は今後検討して、適用できるのかどうか後で教えて

ください。

次に、養育者世帯子育て相談支援体制強化といい

ますけれども、たまたま私も孫を預かっているもの

ですから、どんな御相談ができるのかなと思ってお

尋ねするんですが、ちょっと中身について教えてい

ただけますか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 お答えいたし

ます。

当該事業でございますけども、これは５年に１度、

県のほうで実施をしておりますひとり親世帯等実態

調査におきまして、昨年度、30年度の調査結果で、

養育者の平均世帯年間総収入が235万円ということ

で、母子世帯、父子世帯、寡婦世帯よりもかなり低

い状態で養育を見ていると、さらに様々な悩みを抱

えているということが明らかになりました。この辺

の政策課題を踏まえてですね、実態調査をさらに深

掘りするために調査をいたしまして、支援ニーズの

把握であったり、あと、関係機関の現在受けている

支援の状況ですね。それから、どういった課題があ

るのかというのを来年、調査することにしておりま

す。この事業、一括交付金を使いましての２か年事

業になってまして、令和３年度におきましては、こ

の実態調査を踏まえて相談支援マニュアルを整備し

たり、あとは関係機関の相談窓口の人材の研修等に

力を入れていきたいというふうに考えております。

○末松文信委員 そうすると、具体的なスキーム等

についてはこれから検討するということで、今ここ

に家庭訪問等を通じた相談支援体制というから、ど

ういう人たちが相談に訪れるのかなというふうに期

待していたんですけど、まだその辺は具体的になっ

てないと、こういうことですか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 具体的な内容

はこれからではございますけれども、調査に関しま

しては、実際にですね、養育者世帯を訪問して―県

の職員も同行いたしますけども、聞き取り調査をし

てどういった支援を受けているのか、場合によって

受けられるけど受けてない場合もございますので、

その辺も実態を把握してですね、支援につなげると

いうふうに考えております。

○末松文信委員 先ほど、所得が幾らでしたっけ。

235万円。それ以上の方はこれに該当しないという理

解でよろしいですか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 235万円を基準

ということではなくてですね、今、こちらの方で推

計をしています養育者世帯につきましては、465世帯

いるということで推計をしてございます。その中か

ら無作為に抽出をいたしまして、民生委員とか市町

村の福祉行政の方とか、その辺の力を借りまして訪

問聞き取りを行うということでございます。

○末松文信委員 今の説明からすると、既に調査は

終わっているんじゃないですか。具体的にどういう

内容を調査するんですか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 昨年、実施し

ました実態調査では、養育者世帯が困っている困り

事とか収入の金額とかいう大まかな内容でしか抽出

できてませんので、掘り下げてですね、実際にどう

いった支援を受けてるのか、どういったサービスが

提供できているのかというのを掘り下げて調査する

予定にしてございます。

○末松文信委員 ありがとうございました。

次に９ページですけれども、新しい事業で外国人

介護人材受入支援事業、現在どのくらいの人材が沖

縄にいるのかですね、その実績についてちょっとお

知らせいただけますか。

○伊野波和子高齢者福祉介護課長 お答えいたしま

す。

外国人介護人材につきましては、その受入れにつ

いて制度が現在４つございます。まず、経済連携協

定ＥＰＡに基づき入国し、介護施設等で就労しなが

ら介護福祉士資格の取得を目指すものとしての受入

れ。あと、在留資格介護による受入れ、外国人技能
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実習制度による受入れ、在留資格特定技能による受

入れ、４つの制度がございまして、その合計で今年

度計45人の介護人材の受入れがされているところで

ございます。

○末松文信委員 この事業は今後も続けていくとい

うことになってますけれども、今後どういったこと

を期待してやりますか。規模についても、どのぐら

いの規模にしたいのか。

○伊野波和子高齢者福祉介護課長 こちらの事業に

つきましては、次年度、新規事業として要求してい

るものでございます。介護人材外国人向けの介護の

研修、初めての取組でございますので、既に受入れ

を進めている事業所の方から、いろいろ意見や要望

を聞いたり、他県の研修を参考に効果的な内容実施

等も今後検討しながらですね、１年目、トライして

みようと思っております。外国人人材活用のみでは

なくて、人材確保に関する事業を県ではいろいろ取

り組んでおりますので、それも含めまして、総合的

に今後も取り組んでいきたいと考えております。

○末松文信委員 ありがとうございます。

それでは、次に10ページお願いしましょうか。

10ページの左側に指標が示されていますけれども、

このページだけにこの指標があるわけですけれども、

41の指標があると言われておりますけれど、これは

事業ほとんどに指標はちゃんと設定されているんで

すか。

○下地常夫子ども未来政策課長 委員の御質問につ

きましては、子供の貧困対策に係る当初予算の概要

の中で指標を幾つか載せておりますが、子供の貧困

対策計画において、子供のライフステージごとに指

標を設定しておりまして、今41の指標を設定してい

るところです。その指標については計画の終期であ

る令和３年度の目標値を定めておりまして、毎年度、

施策の点検評価を実施しながら達成状況を確認し、

また次の事業等につなげるというような対応をして

いるところですので、これはあくまでも子供の貧困

対策計画に掲げている指標という形になります。

○末松文信委員 これはいわゆるＰＤＣＡ、このサ

イクルにちゃんと指標として出てくる数字ですね。

○下地常夫子ども未来政策課長 子供の貧困対策計

画につきましては、毎年度、点検評価を行い、県に

おきましては全部局が参加している推進会議におい

て、その進捗状況をチェックしております。その中

で、この指標の改善状況等をチェックしているとこ

ろであります。

○末松文信委員 ありがとうございます。

それでは次にですね、経済的支援ということで、

これは私が何度も取り上げてきた話なんですが、バ

ス通学費の支援事業についてですけれども、今実績

がどのくらいあるのか、ちょっと教えていただきた

いんですが。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 お答えいたし

ます。

バス通学費支援事業でございますけども、平成30年

10月から実施している事業になります。これに関し

た実績でございますが、平成30年は655名、31年度が

898名ですね。これは令和２年の１月までの10か月間

の実績でございますが、そういった実数になってご

ざいます。

○末松文信委員 この対象範囲といいますか、この

基準というのはどうなっていますか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 お答えいたし

ます。

対象者につきましては、独り親で児童扶養手当等

を受給している世帯の高校生ということになってお

ります。

○末松文信委員 分かりました。

今後どのくらいに推移するか、今、計画あります

か。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 お答えいたし

ます。

令和２年度の利用者数に関しましては、これまで

の実績を踏まえて800名程度で一応見込んでいるとこ

ろではございます。次年度ですね、教育庁のほうで

高校生を対象とした通学費軽減事業を実施する予定

になっておりますので、スムーズな移行ができるよ

うに、ただいま連携を図りながら取り組んでいると

ころでございます。

○末松文信委員 今のお話からすると、この案件に

ついては教育庁が所管してやるという意味ですか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 そのとおりで

ございます。

○末松文信委員 では教育長、その件についてどう

されるのか、そうなのかどうか、答えてください。

○平敷昭人教育長 バス通学費の支援事業につきま

しては、現在実証事業を福祉部のほうでやっている

んですけれども、こちらの教育委員会の制度はです

ね、10月からの開始を目指して、今バス事業者等と

いろいろ細かい詰めをやってますので、これまでの

対象者に加えて、住民税所得割非課税世帯の生徒に

も対象を広げて、一緒にこちらのほうで取り組んで

支援をしていく形になります。その辺の移行につい
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ては、連携してスムーズに移管できるようにやって

いきたいと思っております。

○末松文信委員 教育庁の事業と合わせてやるとい

うことですけれども、これは教育長のほうが考えて

るところからすると、さっきの800名じゃなくて、そ

れにプラスアルファがあるという理解でよろしいで

すか。

○横田昭彦教育支援課長 お答えいたします。

これまでの事業の人数に加えまして、国公立の高

等学校等の生徒を対象にしますので、約5400人を見

込んでおります。

○末松文信委員 ありがとうございます。よろしく

お願いします。

次にですね、11ページ。ここは下のほうにですね、

出生率の安定、右下にバランスの取れた社会の実現

とありますけれども、これはここで言う話かどうか

よく分かりませんが、去年ですね、病院事業局で保

険が適用されない分娩費の増加やその他の病院との

バランスを取りたいということで、国から分娩一時

金42万円もありますけど、それに鑑みてですね、３万

4000円、２年度にまたがって値上げするということ

が決定されました。私どもは反対したんですけど、

議案が通ってしまったのでやむを得ないんですけれ

ども。ここでちょっとお尋ねしたいのは、病院事業

局は保険の利かない分娩費用ということで、やむを

得ないということもあるかもしれませんけれども、

今の時代ですね、子育て支援という立場から、福祉

のほうで、子ども生活福祉部のほうでこの分は補塡

できないのかどうか。そのことについて、お尋ねし

たいと思います。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 お答えいたし

ます。

委員おっしゃるとおり、病院事業局において分娩

料の改定がございましたが、県におきましては、現

在経済的に困窮のある生活保護世帯、それから非課

税世帯につきましては、出産費用を支弁いたします

助産制度というのがございます。そういった制度を

実施していますことから、非課税世帯と、それから

生活保護もそうですけども、実質負担増のない状況

になっているということがございます。少子化対策

といたしましては、今、子育てしやすい環境を整備

するために黄金っ子プランにおきまして待機児童の

解消を行っていくこととしておりまして、保育所の

整備だとか、保育士の確保等に取り組んでございま

す。今後ともですね、出産、子育てがしやすい社会

の実現に向けて、引き続き努力してまいりたいとい

うふうに考えております。

○末松文信委員 病院事業局の説明を聞くと、年間

2200件ぐらい、これは県立のほうだと思うんですけ

れども、これの６万3500円ということで、トータル

で１億5000万円ぐらいの費用が捻出できるというこ

とを言っているものですから、実態どのくらいある

か分かりませんけれども、子供を産み育てるという

観点からすると、そこは病院事業局じゃなくて、向

こうはやるほうだからいいんだけど、支援する側と

して手当てできないのかということなんですけれど

も、部長、どうですか。

○大城玲子子ども生活福祉部長 委員おっしゃいま

すように県立病院の改定はございましたけれども、

分娩は県立だけじゃなくてですね、民間の病院でも

あるということもございますので、なかなかその改

定分を補助ということは難しいかと思いますけれど

も、先ほどの低所得世帯であるとか、そういうとこ

ろへの助産制度の活用をですね、もう少し周知をき

ちんとやって、福祉としてはそういうところで力を

入れていければなというふうに思っております。

○末松文信委員 全額でなくても、一部でもいいと

思うんですが、やっぱり産み育てる世代に対する心

遣いだと思うんですけれども、いかがですか。

○大城玲子子ども生活福祉部長 給付という面では

非常に厳しいと思いますけれども、先ほど課長から

もありましたように、待機児童解消施策であるとか、

子育ての環境の部分で福祉としては力を入れていけ

ればというふうに考えております。

○末松文信委員 ありがとうございます。ひとつ御

検討していただいて、やっぱりそういう環境をつくっ

ていただきたいというふうに思います。

それでは次に、教育委員会のほう。あまり時間も

ありませんけれども、まず12ページですね。沖縄県

高校生海外雄飛プロジェクトですけれども、これも

これまでもたびたびお尋ねしていますが、次年度ど

ういう計画なのか教えてください。

○玉城学県立学校教育課長 雄飛プロジェクトに関

してはグローバルリーダー育成海外短期研修事業の

一つの事業でありまして、ハワイとの高校生交流事

業に位置づけられておりまして、高校生を25名派遣

しております。今年度については30回ということで、

記念事業も計画して実施しております。

以上でございます。

○末松文信委員 それについては、いろんな事業を

されてるようですけれども、やっぱり前からお話さ

せていただいているように、全県的にそういった事
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業、目配りしていただきたいというのが。やっぱり

今まで伺うと、北部地域からの子供たちが少ないと

いうようなことがあって、非常に気にしてるわけで

すけれども、そういった意味で、どのくらいのどう

いう周知をされているのかを含めてお願いしたいと

思います。

○玉城学県立学校教育課長 お答えいたします。

委員おっしゃるとおりですね、我々としても、広

く子供たちに機会を与えたいなということで実施し

ておりますが、ただ、それぞれ事業ごとに研修目的

もございまして、そういったところに興味関心、あ

るいは力のある生徒の選抜もあるものですから、地

域バランス、学科バランスも考慮している事業もご

ざいます。特にハワイもそうですが、専門高校生海

外研修事業等についてですね、そういったバランス

も考慮しながら実施しております。

前回、委員御指摘のグレードアップ事業に関して

はですね、北部地区の校長先生方と面談する機会も

ございましたので、そのときにぜひ北部地区の生徒

の皆さんにも事業の周知と、そしてチャレンジする

ようにですね、お願いしたところでございます。

○末松文信委員 その実績は上がっていますか。

○玉城学県立学校教育課長 次年度の事業について

ですね、ぜひ校長先生方にチャレンジするようにお

願いしたいということでございます。

○末松文信委員 以上です。終わります。

○狩俣信子委員長 照屋守之委員。

○照屋守之委員 お願いします。

まず、教育委員会、子ども生活福祉部両方ですね。

新型コロナウイルスの今の現状というか、それぞれ

の所管の部分ですね。どういう影響があって、どう

いう対策を講じて―予算も含めてですね、そこをま

ずお願いできませんか。両方。

○平敷昭人教育長 それでは、まず教育委員会です

けども、新型コロナウイルスの感染症対策のために

ということで、国から要請もありましたし、文部科

学省のほうからも通知がございました。それを受け

て、３月の４日から15日までの期間、一斉の臨時休

業を行うように、２月28日付で県立学校長宛てに通

知を行いました。ただし、３月４日からと言ってい

ますけど、開始日については各学校、地域の実情に

応じて弾力的に設定してよろしいですよということ

を通知しております。

また、市町村教育委員会に対しても、県立学校の

内容を踏まえて適切に対応お願いしますということ

で通知をしたところです。市町村においては、それ

ぞれ独自の判断によりまして休業開始日や期間等を

設定しているところでございます。

また、臨時休業に当たっては、学習の遅れとか、

そういう課題が生じることもありますので、各学校

でですね、休業前に教科の宿題などを適切に与える

などの対応を行っているところでございます。

それから、休業した場合、家庭での受入れが難し

い児童生徒がございますので、各市町村教育委員会

に対してもそうですし、各学校にも弾力的な対応を

お願いしているというところで、特に県立の場合は、

特別支援学校のほうで居場所の確保が厳しい場合に

は、保護者からの相談で個別に受入れ等の対応を行っ

ているところでございます。これは４月４日時点で

の数字ですけども、特別支援学校21校ございますけ

れども、保護者やデイサービスからの相談が５校８件

ございまして、この８件については基本的に受入れ

るということで、対応しているところでございます。

以上です。

○大城玲子子ども生活福祉部長 新型コロナウイル

ス関連で、子ども生活福祉部としましてもこれまで

例えば福祉施設、いろいろございます。高齢者、障

害者、それから子供関係、いろいろございまして、

感染予防の手洗いとか、そういうものの徹底はもち

ろんでございますけれども、小中高の臨時休業に伴

いまして、例えば学童、放課後児童クラブはできる

だけ開所してほしいということと、保育所も開所し

てほしいというところで、市町村に対しましてお願

いしているところでございます。

特に放課後児童クラブ、いわゆる学童の部分です

けれども、そちらに関しましては、学校がお休みと

いうこともあって午前中から預らないといけないと

いうようなところも出てきておりますので、国のほ

うからも、それに対する手当てをしますよと。全額

国庫で見ますよというお話もございました。土日の

間に、さらにそれに助成分をプラスするという通知

も来ているところでございます。

県としましては、もう一つ、子供の居場所という

ものもございますので、そこが198か所、今把握して

いるんですが、そこの約６割が休止または一部休止

というような状況になっておりますので、先日も

ちょっとお話し申し上げましたけれども、休止して

子供が家にいて、なかなか食事ができないというと

ころに対してお弁当が配食できないかということで、

子どもの未来県民会議の予算を活用してですね、今

その事業に取り組んでいるところでございます。

様々、いろいろ市町村や福祉施設等からの御意見
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とか御質問もございますけれども、丁寧に課題を拾っ

て対応してまいりたいというふうに考えております。

○照屋守之委員 教育長、例えば卒業式だの、高校

入試だの、そういういろんなものに影響が出ていま

すよね。それと、教育に関する今起こっている影響

とですね、そこを何らかの形で教育委員会として予

算を措置しないといけないとかという、そういうの

はないのかどうか。

子ども生活福祉部は、市町村にお願いということ

ですけど、逆に市町村も困っていませんか。県のほ

うからお願いされて、コロナウイルス対策なんてで

きないでしょう。そういう姿勢が何かよく分かりま

せんけど、この子供食堂とかというふうな部分で先

ほど説明がありましたけど、その辺の状況に対して、

今現状どうなって、それをどういう形でフォローし

ていくのかという、この辺をですね、もう少し具体

的に今起こってることと、県がどういうふうな形で

対応しているのか。あるいは、今年度予算でどうい

うふうにしたいのか、その説明ですね、お願いしま

す。

○玉城学県立学校教育課長 お答えいたします。

県立高校の卒業式については３月１日でありまし

たけれども、参加人数の規模を縮小するなど、あと

プログラムを縮減するなど、対策を講じた上で実施

しております。特に問題があったというような報告

は受けておりません。

もう一点、高校入試についても、もし感染者が出

た場合については、３月の25、26日で追試験を行う

という予定でありましたけれども、先日行われた３月

４日、５日の学力検査においてはですね、特にそう

いったコロナによる事件は出ていないという報告で、

追試験については実施しないという方向であります。

以上でございます。

○大城玲子子ども生活福祉部長 先ほども少し申し

上げましたけれども、子供の居場所については、先

ほどのお弁当の配食などについて今取り組んでいる

ところでございますが、放課後児童クラブについて

は、国の予算が10分の10でつくという情報もござい

ます。いろいろこれに関連して、国からも多数の通

知が出ておりますので、それも踏まえながらですね、

あと、国のほうからも緊急の対策についての発表が

あるというふうな情報ももらっていますので、それ

も見ながらですね、県としてどういったことができ

るかというところを早急に詰めていきたいと思いま

す。

○照屋守之委員 ありがとうございます。

今、国のほうで小中高、全部休みを要請して、大

体そういうふうに対応していますけど、保育園は休

んでないんですよね。私、非常に不思議なのは、先

ほどもありますように保育士の待遇改善、非常に今

課題になっていますよね。こういう時期に保育所、

保育士だけは、そのまま通常どおり子供たちを預け

る。で、休業する人には8000円ぐらい保障すると。

こんなして、自分の子供も含めて対応できない保育

士の方々は一生懸命、みんな休んでいるのに自分た

ちだけ責任を負うという。おかしくないですか、部

長。そうだったら、保育士が休みなければ、この人

たちに対して特別手当―休業したら八千幾らでしょ

う。この人たちは一生懸命頑張ってそういうものを

さ、非常におかしいなと思うんですよ。そこはやっ

ぱり県が、その保育士に対して特別手当。沖縄もそ

うだけど、全国の保育士に特別手当をつけていいん

じゃないですかと。国民の危機を救っていませんか、

保育士の方々。これでやったほうがいいんじゃない

ですか。どうですか。思いませんか。

○久貝仁子育て支援課長 今回の小学校等の休業に

伴って、保育現場にですね、様々な負担がかかって

るというのは承知しています。例えば、小学校低学

年の子供を持つ保育士もいます。実際休まなければ

ならないということもあります。学校現場では、例

えば医療従事者であるとか、障害者、独り親、本当

に支援の必要な方々をまず中心にですね、保育を見

て、その他の家庭については、家庭保育についても

お願いしたいというふうなことで―これは県民の協

力が必要ですけども、そういったことを市町村にも

県のほうからですね、指導をしているところです。

あと、現場からは子連れ勤務ができないかという

ことで、様々な形で現場で工夫をしてもらっていま

す。市町村で、現場でできる範囲は、県としてもで

きるだけ応援したいというふうに考えております。

その他にもマスクが足りないだとかいろいろござ

いますけれども、今国のほうでもマスク自体がない

んですけども、いろいろ国のほうでも検討している

というふうに聞いてますので、県も市町村、現場の

声も聞きながらですね、対応してまいりたいという

ふうに思います。

○照屋守之委員 これはやっぱり県として、この保

育士に対する―休業しても最低8000円出すと言って

いるんだから、国は。こういう厳しいときに自分た

ちは休めないで、その子供たちだけ全部預かって、

そういう一生懸命やっている人たちには何の手当て

もない。こんな理不尽なことありますか。これはやっ
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ぱりきちっと今一生懸命頑張っている、苦しい中で

頑張っている保育士に対して―日頃から恵まれてる

んだったらいいです。日頃から待遇改善しなきゃい

けないというのは、みんな共通のテーマですよ、こ

れ。そういう方々に責任だけずっと、こういう非常

事態の中でもですね、責任を持たせる。で、何の手

当てもしない。絶対おかしいですよ、これは。

委員長、これですね、新型コロナウイルス関連の

対応については、今教育委員会も子ども生活福祉部

もありますけど、ぜひ予算委員会で知事を招いてで

すね、その現状も含めて対応策ですね。これは相当

の問題ですよ。経済的にも、観光経済も含めてです

ね、もう沖縄はかなり厳しい状況になりますよ。で

すから、ぜひ委員会に知事の招聘ですね、お願いし

ておきます。

○狩俣信子委員長 ただいま御提起のありました、

要調査事項の取扱いについては、明 ３月10日の委

員会において協議いたします。

休憩いたします。

午前11時52分休憩

午後１時18分再開

○狩俣信子委員長 再開いたします。

午前に引き続き、質疑を行います。

照屋守之委員。

○照屋守之委員 教育委員会、重度知的障害のある

生徒の高校進学ですね。教育長、先進地の視察をさ

れたようですけれども、県教育庁はこれまでの方針

を変更して、受入れを検討するということに今なっ

ていると私は思っていますけど、その考え方の違い

というのはどういうことですか。

○平敷昭人教育長 これは11月議会でしたか、重度

知的障害を持つ生徒については特別の教育課程が提

供できないことから、学びの保障が厳しいという趣

旨の発言をしたと思っております。それについて、

議会でもいろいろやり取りがあったんですけども、

先進地、他県でそういう事例があるということも踏

まえてですね、まずは見てきますということで答弁

をさせていただいたんですけども、それを踏まえて、

２県ほど行かせていただいたんですが、その状況を

踏まえて、沖縄県でどのような取組ができるかとい

うのを、受入れに当たってその仕組みを構築しない

ことにはということで、仕組みづくりに今取り組ん

でいきたいという趣旨の話を申し上げたところです。

○照屋守之委員 これ令和２年度というのは、間に

合いませんよね。令和２年度からやるということじゃ

ないんでしょう。どういうことですか。

○平敷昭人教育長 今、論点が２つあると思うんで

すけども、実際入試が進んでいるという、入試が行

われたということと、仕組みづくりというのは別の

話だと考えております。仕組みづくりというのは、

障害を持つ生徒がですね、普通高校で一緒に学ぶ仕

組みというのが、ほかの県のようなものが沖縄県で

どのようにつくれるかということを検討するという

ものであります。それは、４月からというのは当然

今すぐできるわけでありませんので、今も続けて新

年度にかけても学校等と協議をやったりですね、い

ろんな形で一緒に学ぶ仕組みがどういうふうにでき

るかというのは、議論してつくり上げていくものだ

と考えております。

○照屋守之委員 これはたしか知事が、やっぱり全

ての子供たちの学びを保障したいというふうな、私

は知事の意向のほうが大きいんじゃないかなと思い

ますけれども、担当の教育委員会としたら、１年を

かけて先進地も行ってきましたという形で、この受

入れをどういうふうなことができるのか、あるいは、

どういうふうな課題があるのかというふうなことも

含めて、時間は１年間、令和２年度はそういうふう

な時期にしていくという捉え方でいいですか。

○平敷昭人教育長 仕組みづくりという意味では、

そういうふうに考えております。今も全くやってな

いというわけじゃないんですけども、新年度を含め

ても、そういう新たに共に学ぶ仕組みづくりという

意味では研究を進めていくという、なるべく早くで

すね、やっていきたいと考えております。

○照屋守之委員 そうだと思っているんですけど、

我々県議会議員として与党の県議が１人同行しまし

たよね。だから、ああいうものに非常に本会議でも

これは問題指摘があって、教育長の見解もありまし

たけれども、これから検討してやっていく。でも、

一部の議員が行く。知事はそういうふうな方向だと

いうことになっていくと、こういう方向性がね、知

事の意向、あるいは議員の意向で方向性がつくられ

ていくような感じがするのかなという思いがあって、

そこに対して非常に―どうせ行くんだったら我々文

厚だったら文厚委員会なりで視察するとか、非常に

大事な時期ですからね。だから、その辺に非常に違

和感があってですね。前、教育長からコメントがあ

りました。同行した議員からは何か教育長にありま

したか、議会で問題になって。

○平敷昭人教育長 議員からはいろいろと、御迷惑

をおかけしましたという趣旨のお話がございました。

○照屋守之委員 そこは整理をしとかんとですね、
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やっぱりこういうふうなことがあると政治的な介入

で、知事の意向とそういうふうな議員の意向がマッ

チして、方向性として行政がそういうふうになって

いくのかというあらぬ誤解を与えますから、そこを

我々は今危惧しているわけですね。

この先進地を見ていて、そういう障害を持った方

々はやっぱりそれ相当の高校に入学できるような、

その能力を備わってそういう対応がされているんで

すか。どうですか。

○平敷昭人教育長 大阪府の例で申し上げますと、

普通の高校の中に共生推進というのと自立支援とい

う２つのコースがあります。そこはですね、障害を

持っていても一緒に学ぶ。共生推進というのは、特

別支援学校の本籍なんですけども、高校で一緒に学

ぶと。週に一定日数だけは特別支援学校でそういう

教育も受けるというふうな話で、ほかは授業は同じ

ものを受けるという仕組みです。あと、自立支援と

いうのは、普通高校の本籍で一緒に学ぶということ

なんですけれども、ただ実際はですね、そちらのほ

うは入試がありまして、実態としては重度の方は入っ

ていないようです。入試で結構点数が取れる方が入っ

ているように聞きました。

あとは、普通高校の中でですね、たまたま空き定

員があった場合に、重度の障害を持っている生徒が

入ることがあると。そういう生徒の場合は、普通の

教室の中で支援員がついてですね、授業を受けてい

るというのが実態でありました。ですから、重度の

生徒さんが入った場合は支援が入っていて、授業、

同じ関連づけてはやっているんですが、少し違うこ

ともやっているというふうなのが実態だったと記憶

しています。

○照屋守之委員 これはですね、非常にいろんな課

題がありますよね。課題は、もちろん受け入れる教

育委員会の責任と受け入れる学校の責任、先生方の

責任、様々なそういうふうなこれまでやったことの

ないことをやろうとすると、非常に大きなプレッ

シャー、責任がありますよね。だから、そこをどう

していくのかというふうなことと、１回そういうふ

うな道をつくったときに、これから沖縄県はずっと

これに対応しないといけないじゃないですか。だか

ら、そこに対する責任も含めて、私は非常に難しい

課題だなと思ってるんですよ。知事としたら、そう

いう方向的には受入れしてほしいという方向を持っ

ているんですか。どうですか。

○平敷昭人教育長 議会でも答弁したんですけども、

そういう他県の取組事例を参考にして、沖縄らしい

共に学ぶ仕組みづくりを構築してほしいというのが

知事の意向であります。私どもとしても、実際そう

いう仕組みづくりをやるに当たっては、現場のいろ

んな課題もありますので、その辺の意見交換もしな

がら、どのようにすればそういうことができるのか。

これまで学校ではですね、障害を持たない生徒は普

通の高校で、障害を持っている生徒は特別支援学級。

高校の場合は学級がないので、特別支援学校という

形で分かれていたということがあります。ただ、平

成何年ぐらいですか、国連で障害者の条約が提唱さ

れて、日本も平成26年でしたかね、批准したという

こともありますけども、その18、19年ぐらいから国

のほうもインクルーシブ教育というのを提唱するよ

うになっております。

そういう形で、今まではですね、特別支援学校の

生徒と高校の生徒が交流するというのはあるんです

けれども、それが日常的ではなくて一定の定期にと

いう感じで、それを頻繁にしていくかどうかという

のもあるんですけど、それをさらに進めるのが一緒

に日常的にいるというものだと思うんですね。それ

を実際やられているのは、大阪府さんであったり、

一部の県なんですね。全国的にはまだそれが進んで

ないという。それは国の制度上、高校では高校の教

育課程しかできない、特別支援の課程はできないと

いうことなわけです。ただ、今いろんな一緒に学ぶ

ことを求めていらっしゃる皆さんは、特別の教育課

程じゃなくて、普通教育をそのまま一緒にさせてく

れという考えをお持ちの方なわけです。そういう方

に対して、授業をどういうふうに進めていくか、評

価はどうするかという課題もいろいろありますので、

その辺も整理しながら、どうやって取り組んで、学

校現場で受け入れられるようなやり方をどうやって

構築していくかというのが課題かなと思っておりま

す。

○照屋守之委員 非常に難しい課題でしょうね。高

校まで義務教育化ができれば、それはもう全国的に

やらないといけませんけれども、課題は大きいかも

しれませんね。

次に、子ども生活福祉部ですね。万国津梁会議で

児童虐待の―これは定員があったんですかね。ああ

いうふうな万国津梁会議の対応を含めて、令和２年

度はどういう対応ができますか。

○大城玲子子ども生活福祉部長 今年度は虐待に関

する条例をまずつくるということがありましたので、

万国津梁会議でいろいろ御意見をいただきました。

それから、いろんなところからも御意見を頂戴しな
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がら、今回、議会に上程しております子どもの権利

を尊重し虐待から守る条例というものをつくったと

ころでございますが、令和２年度はその条例の中に

書いてありますとおり、児童虐待に対する体制強化

でありますとか、関係機関との連携であるとか、そ

ういうところにまずは力を入れていきたいというふ

うに考えております。

○照屋守之委員 この万国津梁会議、本会議でも様

々問題があってですね、今監査のほうからも指摘を

されております。著しく透明性に欠けた支出は県民

の理解を得られるものではなく、今後行われる同事

業の精算については透明性のある手続で県民に対す

る説明責任を果たしていただきたい。これは今、担

当部署ではありませんけれども、やっぱりこの万国

津梁会議、児童虐待も含めて、基地問題もそうです

けれども、委員長、この万国津梁会議に関わる部分、

監査でも、説明責任を果たしていただきたい。より

一層の事業の管理及び適正な事務処理に努めていた

だきたいという監査委員の指摘もありますから、ぜ

ひこの委員会でですね、知事を招聘してですね、こ

の説明を求めるということをお願いしたいんですけ

ど、取り計らいお願いできませんか。

○狩俣信子委員長 ただいま提起のありました要調

査事項の取扱いについては、明 ３月10日の委員会

において協議いたします。

○狩俣信子委員長 次呂久成崇委員。

○次呂久成崇委員 それでは、よろしくお願いいた

します。

私のほうでもですね、高校中退者等キャリア形成

支援モデル事業についてお聞きしたいと思います。

こちらの事業なんですけれども当初予算案説明資料

のほうで、事業概要ですね。居場所とつながる高校

中退者等困難を有するものを、関係機関と連携し自

立につなげるモデル事業の実施に要する経費という

ことなんですけれども、現在ですね、例えば全国、

また、沖縄県内の高校中退者の数と率というのはお

分かりでしょうか。

○玉城学県立学校教育課長 お答えいたします。

高校における中途退学者数については、平成30年

度の調査によると、全国は４万8594人でその割合は

1.4％となっております。本県の県立高校においては

787人でその割合は1.8％となっております。

以上でございます。

○次呂久成崇委員 ありがとうございます。

この事業なんですけれども、この事業というかで

すね、貧困の中間報告がありました。その中でです

ね、今、中途退学者というのは県内のほうで減少は

してきているということで報告があったんですけど

も、あれは30年度の報告でしたので、今現在という

のはどのようになっていますか。そのままこの数、

どれぐらい減ったのかというのを。

○玉城学県立学校教育課長 31年度についてはまだ

結果が出ておりませんので、30年度が最新というふ

うな御理解でお願いいたします。

○次呂久成崇委員 それとですね、もしお分かりで

したら、この高校生、そしてできれば中学生も含め

てですね、今現在の不登校者の人数と率というのは

お分かりですか。これは全国と、できれば県もです

ね。

○宇江城詮義務教育課長 お答えいたします。

これは30年度の文科省の児童生徒の問題行動不登

校等生徒指導上の課題に関する調査結果になります。

全国の国公私立中学校の不登校生徒数は11万9687人

で割合は3.6％となっております。本県中学校の不登

校の生徒数は2018人で割合は4.2％となっておりま

す。

次に、全国の国公私立高校の不登校生徒数は５万

2723人で割合は1.6％となっており、本県高校の不登

校生徒数は1324人で割合は2.9％となっております。

以上です。

○次呂久成崇委員 中学生もそうなんですけども、

高校のやはり不登校というのがですね、そのままこ

の中途退学にやはりつながっていくのではないかな

ということで、私実はこの新規事業なんですけども、

ぜひ力を入れてやっていただきたいなというふうに

思っています。というのはですね、これはちょっと

イメージなんですけども、この実施事業の主体のほ

うが企業とも連携して行っていく事業ですよね。ど

んなでしょうか。

○下地常夫子ども未来政策課長 委員のおっしゃる

とおり、居場所のみではなく、企業とも連携しなが

らモデル事業として実施していく予定としておりま

す。

○次呂久成崇委員 この高校中途退学をした方の、

実は正規雇用率が物すごく低いと。非正規雇用のほ

うがですね。実はこの中途退学をやった方の85％が

非正規雇用だという調査結果も一応あるんですね。

ですので、これはやはり県内の貧困問題に大きく関

わってくる課題だというふうに思うんです。なので、

この事業の概要とイメージというのをですね、もう

少し分かりやすく説明いただけたらなというふうに

思うんですけど。
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○下地常夫子ども未来政策課長 まず高校中退等

キャリア形成支援モデル事業について、事業の内容

としましては、先ほども一部答弁しましたが、居場

所等でつながっている困難を抱える子供に対して、

居場所と企業等と連携しながら、個々の子供に応じ

たきめ細かなキャリア形成支援を行うことで、また

社会で自立できる人材を育成すると。そして、その

ための効果的な支援手法として取りまとめていくと

いうモデル事業となっております。

その目的と背景等につきましてですが、先ほど委

員から御指摘もありますように、沖縄県の高校中退

率、また離職率等は全国ワーストという状況でもあ

りますし、若年無業者率も高いという状況です。高

校中退者等は、その多くがですね、自己肯定感が低

い状況にあり、また、将来に希望を抱くことがなか

なか難しい状況にあると考えております。さらに、

家庭の経済状況や生活環境など多岐にわたる課題を

抱えていることが多いと考えております。そのため、

こういった困難を抱える者に対して個々の条件に応

じたきめ細かなキャリア形成等を行うことで自立に

つなげ、ひいては貧困の連鎖を断つことにつなげる

ということで実施するものであります。

これにつきましては、沖縄子どもの未来県民会議

という115の構成団体で構成している会議があります

が、その中で事業として不登校やひきこもり等の居

場所等、経済団体等が連携してその子供たちに対し

て職業講話であったり、企業体験などのキャリア支

援を行う実証事業をやっております。この県民会議

の取組によっても、子供たちの職業感の醸成に寄与

するということがおおむね確認されておりますので、

今回の新規事業ではそうした取組も踏まえて、支援

対象や支援内容を拡充して、その効果を実証するモ

デル事業として行うこととしているところです。

以上です。

○次呂久成崇委員 ありがとうございます。高校を

中途退学をやった方に関しては、恐らく高校とかも

連携してですね、追うことができると思うんですけ

ども、これはこの高校中退者等ということですね。

私はもう一つ、中卒の方の支援、また、アプロー

チというのはどのように考えているかというのを

ちょっとお聞きしたいと思います。

○下地常夫子ども未来政策課長 今回の事業につき

ましては、基本的には居場所でつながっている自立

に困難を抱える子供を対象としております。居場所

につきましては、一般の小中等の子供を対象にした

居場所というのもありますが、それ以外にも不登校

とかひきこもりとか、専門的な支援が必要な子供を

対象にした拠点型居場所であったり、また、18歳以

下の若年妊産婦を対象にした居場所などもあります。

こういった自立に向けた子供たち等を抱えた居場所

の多くの運営者の方々が、やはりその自立につなげ

ることに課題を抱えているということがはっきり分

かってきているところです。そのため、居場所でつ

ながり、この自立に向けた困難を抱えている子を広

く対象とすることとしておりますので、必ずしも高

校中退者という形に限るわけではなく、やはり中学

卒業後の進路未決定者であるとか、そういった若年

妊産婦、また若年無業者など、幅広い対象者を一応

想定しているところであります。

○次呂久成崇委員 居場所のほうからこの中卒の無

業者とかですね、そういうところへの支援はつなげ

ていくというイメージでよろしいんですよね。

○下地常夫子ども未来政策課長 居場所のほうでも

困難を抱えている子供を把握しておりますので、そ

の子供を自立につなげるための事業のスキームを考

えているところです。

○次呂久成崇委員 先ほど答弁のほうもありました

が、例えば10代の婚姻と、また、妊産婦数とかです

ね、率というのは、今把握しているものはあります

か。できれば、全国と県とで比較できればいいんで

すけれど。

○下地常夫子ども未来政策課長 詳細な数字につい

てはちょっと今手元にないんですけれども、実際若

年妊産婦であれば県内に３か所の居場所がありまし

て、それぞれ約五、六人前後を抱えているという形

であります。また、拠点型居場所につきましては県

のほうで１か所設けておりますし、また、市町村の

ほうで11か所設置しているところです。その中にや

はりこういった高校中退、または中卒で職業に就い

てない等の子供たち等を抱えておりますので、こう

いった子供たちの居場所で自立に向けた取組をした

いと考えております。

○次呂久成崇委員 分かりました。この15歳、16歳、

17歳ですね、若年妊娠、出産なんですけど、実は私

の周りにもいてですね、17歳でもう子供が２人いて

ですね、といった場合に、とても就労支援というと

ころでなかなかつながっていかない。ましてや、相

手も同じような年代であって、例えば18歳未満です

ので、入籍もできない状況でですね、また家庭がば

らばらになっていくというような状況もあってです

ね、そこの支援というものを、この貧困対策のもの

ではどういった施策があるのかなというのをちょっ
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とお聞きしたいんですけれども。

○大城玲子子ども生活福祉部長 先ほどちょっと

10代の出産割合の件もございましたので、手元にご

ざいますので率をお答えしたいんですけれども、平

成29年度の数字で、10代の出産割合が沖縄県内2.4％、

全国が1.0％で全国１位となっております。２倍以上

の開きがございます。委員おっしゃるように、10代

の出産自体が悪いことではもちろんないんですけれ

ども、10代の出産ということでなかなか経済的に立

ち行かないとか、就学がうまくいかなくなるとか、

いろいろ課題を抱えます。ですので、県のほうでは、

若年妊産婦の居場所の設置であるとか、そういう対

策について国の緊急対策事業も使いながら進めてい

るところでございます。今回の中退等の新しい事業

につきましても、そういう専門的に支援をしている

居場所の中で、いろいろ生活支援はするんだけれど

も、なかなか就職に結びつけられないと。就職のマ

インドを持ち切れないというところもございますの

で、そこら辺からどうにか、まずは糸口を持ってで

すね、就労支援をやっているところはいろんな場所

でありますので、そういうところにつなげる方法を

どうにか考えられないかというところからつくられ

た事業でございます。

○次呂久成崇委員 ありがとうございます。ぜひで

すね、この新事業、しっかりと取り組んでいただき

たいなというふうに思います。

次にですね、高齢者施策の認知症疾患医療センター

運営事業について伺いたいと思います。この事業の

概要と事業目的について、お願いいたします。

○伊野波和子高齢者福祉介護課長 お答えいたしま

す。

認知症疾患医療センター運営事業でございますが、

こちらのほうは認知症の様態に応じて最もふさわし

い医療介護のサービスが提供されるための取組の

一つとしまして、県内の６か所の医療機関を認知症

疾患医療センターとして指定しております。本事業

につきましては、その運営費となっております。こ

ちらの認知症疾患医療センターは、認知症疾患に関

する鑑別診断と、その初期対応を行っております。

また、退院する患者が必要とする介護サービス等の

提供に適切につながるよう、市町村、地域包括支援

センターや地域のかかりつけ医などへの連絡調整も

含めて、地域の関係機関と連携した支援を行ってい

るものです。

○次呂久成崇委員 現在、この類型が基幹型、地域

型、連携型とあります。そして、先ほど圏域ごとに

ということだったんですけれども、こちらの説明を

お願いできますか。あと、それぞれの圏域のほうで

の年間の鑑別診断とかの件数、そして相談件数まで

お願いできますか。

○伊野波和子高齢者福祉介護課長 お答えいたしま

す。

現在、県の６センターで基幹型、地域型、連携型

の類型がございまして、基幹型は琉大附属病院のほ

うに担っていただいてます。圏域としましては、都

道府県全域となっておりまして、こちらのほうは基

幹型ですので、このセンター全てを総括して、研修

をしたりとかですね、そこの総括的な業務も担って

いただいています。

また、基幹型、地域型、連携型につきましては、

人員配置もそれぞれ異なっておりまして、例えば基

幹型ですと、専門医または鑑別診断等の専門医療を

主たる業務として５年以上の臨床経験を有する医師

が１名以上ですとか、専任の臨床心理技術者が１名

ですとか、精神保健福祉士または保健師などの専任

の方が２名以上いないといけないとかというような

基準がございます。検査体制にしましても、ＣＴと

ＭＲＩを必ず設置しなければいけないということと、

もう一つ、スペクトという機械のほうはほかの医療

機関との連携確保対応で可能というような、そういっ

た基準に基づいて、基幹型として設置しております。

地域型としましては、南部地域を所管、担当しま

すサマリヤ人病院と、オリブ山病院、あと、中部圏

域を担当します北中城若松病院、北部圏域を担当し

ます宮里病院を指定しております。こちらのほうは、

例えばＣＴは置かなければいけないけれども、ＭＲ

Ｉはほかの連携病院のほうで連携して使わせてもら

うとか、少し基準が緩やかになっています。

あと、連携型というのが宮古圏域のうむやすみゃ

あす・ん診療所のほうが指定されておりまして、そ

こは診療所ですので人員配置のほうも少し緩やかに

なっておりまして、機械もＣＴ、ＭＲＩ等もですね、

大きな総合病院等から借りて鑑別診断等に使わせて

いただく協定を結んでいるというようなことをして

いて、その６か所を指定して今やっているところで

す。

相談件数につきまして、６か所ごとでよろしいで

しょうか。

まず、基幹型の琉大のほうが相談件数が996件、外

来件数が1401件です。これは平成30年度の１年間に

なります。外来件数1401件のうち鑑別診断を行った

件数が87件になります。
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北部圏域の宮里病院は、相談件数が730件、外来件

数が1921件、鑑別診断が158件となっております。

中部圏域を所管します北中城若松病院の相談件数

が2309件、外来件数が3329件、鑑別診断が415件となっ

ております。

先ほど南部圏域と申し上げましたが、正しくは南

部圏域と八重山圏域を両方担当しています病院が

２圏域ございます。南部圏域のある病院ではござい

ますが、八重山圏域も担当しております。サマリヤ

人病院が相談件数2344件、外来件数が6335件、鑑別

診断が448件でございます。

オリブ山病院が相談件数2329件、外来件数2841件、

鑑別診断235件。

最後に、宮古圏域を担当しています、うむやすみゃ

あす・ん診療所が相談件数912件、外来件数1642件、

鑑別診断75件となっております。

６センターの県合計は、相談件数が9620件、外来

件数１万7469件、鑑別診断1418件となっております。

以上でございます。

○次呂久成崇委員 ありがとうございます。

南部・八重山圏域ですよね。八重山の方は、相談

であったりとか、鑑別診断というのは、八重山のほ

うから行かなければならないということで、八重山

から来ているという人数は分かりますか。

○伊野波和子高齢者福祉介護課長 お答えいたしま

す。

相談件数のほうだけ手元にあるんですが、平成30年

度はサマリヤ人病院が５件でございました。オリブ

山病院は17件。平成30年度の合計が22件です。

令和元年度４月から直近１月までですが、サマリ

ヤ人病院が10件、オリブ山病院が22件、合計32件と

なっております。

○次呂久成崇委員 ありがとうございます。

これはやはり専門知識がないとできないというこ

とで、八重山ではそれを今できるところがないとい

うことで、やはり八重山から来るんですけども、た

だどうしても、やはり相談件数、または診断をして

もらうために来る費用とかというのも全部自己負担

なんですよね。ここがやはり私は地域格差というか、

経済格差、離島に強いられている格差じゃないかな

というふうに思っています。ぜひですね、引き続き

八重山でもこのセンターの開所ができるように、関

係機関とですね、引き続き取組をお願いしたいなと

思います。

今、この認知症のものでですね、沖縄県でもかな

り人数の方が―今、若年認知症もありますので、か

なり増えていると。全国ではこの認知症で行方不明

になって、500人余りの方が、その中で例えば交通事

故に遭って亡くなっているというような現状もある

んですけども、これからやはり沖縄県もどんどん高

齢化が進んでいくと思うんですよね。この認知症の

早期診断とか、連絡体制づくりというのは、とても

今から重要じゃないかなと思うんですけど、この取

組についてちょっと伺いたいと思います。

○伊野波和子高齢者福祉介護課長 お答えいたしま

す。

やはり認知症の方が住み慣れた地域で穏やかに生

活をしていくためには、また、地域の方たちや家族

はもちろん、いろいろな方たちの見守りの中で住ま

われることも非常に重要だと思っております。県で

は、認知症高齢者等見守り活動事業を実施して、市

町村の見守りネットワークの構築に取り組んでおり、

現在29市町村で、各関係団体が構成員になった見守

りのネットワークが構築されているところです。た

だ、それ以外にもですね、地域のほうで老人クラブ

や自治会などが主体となって見守り活動が各地域で

取り組まれております。その見守りネットワーク以

外においても、行方不明者の早期発見のためのＳＯ

Ｓネットワークというのがございまして、その構築

も、現在23市町村で構築されている状況ですので、

今後とも県としてはそういった活動が展開されるよ

うに取り組んでまいりたいと思っております。

○次呂久成崇委員 家族はもちろんですけど、地域

との取組というのも本当に大事かなと思います。地

域のほうはですね、やはりこの方が認知症なのかど

うかという情報ももちろんないわけですから、ただ

行動を見てこうじゃないかなということで、家族と

連絡を取って保護するとかというパターンもですね、

私たちの地域のほうでも起こっていますので、ぜひ

市町村とも連携して、今後この取組をしっかりやっ

ていただきたいなというふうに思います。

最後に、教育委員会のほうにちょっとお聞きした

いと思います。

教育委員会の―今回ですね、教員の多忙化の解消

で各３事業、今挙げてあります。スクールサポート

スタッフ配置事業、部活動指導員の配置、そして舎

監事務補助員の配置とあるんですが、それぞれ概要

等についてですね、お聞きしたいと思います。

○屋宜宣秀学校人事課長 お答えいたします。

まず、スクールサポートスタッフ事業でございま

すけれども、これは市町村立小中学校を対象として

実施しております。令和元年度はスクールサポート
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スタッフ56人を７市町村の52校に配置しました。令

和２年度につきましては74人に増員する予定でござ

います。

スクールサポートスタッフ事業は、主な業務とし

まして授業で使用する教材等の印刷や物品の準備で

すとか、教材資料の整理・保管、それから小テスト

等の採点ですとか、そういう教員の事務作業負担軽

減となるお手伝いをするために配置している事業で

ございます。今後とも市町村の要望に沿うような形

で実施してまいりたいと思います。

続いて、今回新しく出ている舎監の事務補助員の

配置についてでございます。県立高校の寄宿舎に関

する業務としましては、舎監、それから兼任舎監と

か副舎監と呼ばれる寮、それから今回、舎監事務補

助員というものが今ございまして、この事務補助員

のほうにつきまして今回計画をしているところでご

ざいます。舎監につきましては、学校によって業務

を変えている場合もありますが、基本的に日曜日か

ら木曜日の宿直ですね、夜。そちらのほうを担当し

ている方で、基本教員が行っております。学校の職

員とも連携して、寮生の生活指導、学習指導及び安

全健康管理を行うのがその業務内容となっておりま

す。それから、副舎監のほうにつきましては、週２日、

金曜日と土曜日の宿直業務を行っている。このほか

に週３日の教員としての授業等を受け持つ。それで

兼任舎監というふうな呼び方もしております。

舎監事務補助員のほうにつきましては、さきの２つ

は教諭なんですが、舎監事務補助員につきましては

非常勤職員ということで、週36時間45分、週５日分

の昼間の舎監事務業務ということで、舎監の補助的、

または定型的な業務ということで、寮生が体調を崩

して戻ってきたとか、そういったときに寮が閉じて

いないようにという形で、寮の管理とかそういう業

務を行いながら対応するという形を取っております。

これらを、いわゆる配置することによりまして、学

校の教諭が先ほどの副舎監ですとか、そういう部分

を交代してやっていたりとかという部分がございま

したけれども、そういう負担が軽減されるというふ

うな形になります。

以上でございます。

○太田守克保健体育課長 部活動指導員配置事業と

いうことなんですけど、まず部活動指導員とはどう

いうものかというようなことなんですけれども、学

校の教育計画に基づいて、生徒の自主的・自発的な

参加により行われるスポーツ、文化、科学等に関す

る教育活動である部活動において、校長の監督を受

けて、技術的指導等に従事することができます。校

長は、部活動指導員に部活動の顧問を命じることが

できることとなってございます。今年度から事業化

しておりまして、県立高校25校に36名、県立中学校

１校に３名。市町村中学校においては４市村19校に

41名配置されております。

今後どのようなことが期待できるかということな

んですけども、従来、外部指導者というような形で

学校の部活動を支援しているボランティアの方々も

おりますが、この部活動指導員は、部活動の指導に

加えて大会等への単独引率が可能であるというよう

なことで、部活動指導員、指導体制の充実に資する

とともに、教員の業務負担の軽減につながることが

期待されます。

以上でございます。

○次呂久成崇委員 まず、舎監についてお聞きした

いんですけれども、私たちはずっと舎監はやはり２人

体制が望ましいんだということを議会のほうで訴え

てきたんですけども、今回この補助員の配置なんで

すけれども、何名、何校の寄宿舎のほうに配置予定

でいるんですか。

○屋宜宣秀学校人事課長 舎監事務補助につきまし

ては、６校について令和元年度から配置しておりま

す。６校６名です。

○次呂久成崇委員 ありがとうございます。

あと、部活動指導員の配置なんですけれども、今

19校41名。これは市町村のほうなんですけれども、

財源がたしか前回お聞きしたときに、国、県、市の

ほうが３分の１ずつということで、やはり市町村で

はですね、財源がとても厳しいということで、この

部活動の指導員の配置というのがですね、もうでき

ないんだということで諦めるところもいるんですけ

れども、そうすると、やはりどうしてもできない。

これでかなり地域差が出てくるかなと思うんですけ

ども、これについてちょっと県の見解をお聞きした

いなと思います。

○太田守克保健体育課長 確かに国、県、市町村、

それぞれ３分の１というようなことで、市町村は３分

の１の財源を絞り出していかなければならないとい

うようなことで、今年度は４市村ということで、な

かなか準備が間に合わなかったような状況はあった

かと思いますけれども、来年度についてはですね、

今年度、希望調査では11市町村、120名の希望が出て

おります。具体的には、国頭村、大宜味村、伊江村、

金武町、沖縄市、那覇市、糸満市、南城市、石垣市、

伊是名村、宜野湾市、11市町村から希望が出てござ
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います。今後とも、市町村教育委員会、関係機関等

と連携を図りながら取り組んでまいりたいと思いま

す。

以上です。

○次呂久成崇委員 ぜひですね、市町村としっかり

連携して取り組んでいただきたいなと思います。こ

れは非常勤という扱いになると思うんですよね。顧

問もできるということで、離島にとっては、やはり

県内、こちらに出てくるときの大会のベンチスタッ

フもできるということで、とても重要だと思ってい

ますので、連携をしっかりお願いしたいと思います。

以上です。

○狩俣信子委員長 亀濱玲子委員。

○亀濱玲子委員 まず、子ども生活福祉部関係から

お願いしたいと思いますけれど、予算事項別積算内

訳書の46ページ、婦人保護事業費からお願いをいた

します。

この事業は、例えば女性相談所の施設の運営費で

あったりとか、あるいは女性相談所の運営費であっ

たりとか、婦人保護施設の措置費であったりなんで

すが、これについての取組状況を教えていただけま

すか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 お答えいたし

ます。

委員おっしゃるとおり、同事業につきましては４つ

の事業からなっていまして、まず女性相談所の職員

費ですね。それから、運営費、措置費、ステップハ

ウスの運営事業の４つから構成されてございます。

まず、ＤＶの相談件数になるんですけども、ＤＶ

相談件数といたしましては、各福祉事務所に配置さ

れいてます配暴センターでのＤＶ相談件数について

は近年減少傾向にございますが、てぃるるとか県警

のほうに設置されていますＤＶ相談件数については

増加傾向にございまして、トータルで対前年度、29年

度と比較いたしまして367件の増で、平成30年度

3571件の相談件数になってございます。

課題といたしましては、これまでも体制の強化と

か連携の話が課題になってたんですけども、実際平

成30年度は100名の方が一時保護所に保護されており

ます。同伴した児童が107名ということで、その中で

ＤＶとして保護されていた子供が89名ですので、約

90％近くの子供がそういった面前ＤＶの心の傷を

負って保護されているというような状況でございま

した。そういった中、次年度から児童相談所に児童

コーディネーターということで、児童相談所と関係

機関の連携をするコーディネーターを新規に配置い

たしまして、今後も支援体制強化のために対応を行っ

ていくという予定にしてございます。

○亀濱玲子委員 マンパワーをやっぱり充実させて

いくというのは大きな課題だと思うんですけど、具

体的にはどれぐらい強化されていくんですか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 児童コーディ

ネーターとしては１人の配置になってございます。

○亀濱玲子委員 やっぱり支援する人を育てる、あ

るいはコーディネーターが育っていくというのはと

ても大事なことなので、これにはぜひ力を入れてい

ただきたいと思います。

あと、県下の、あるいは圏域のセンターが持って

るシェルターの課題はどのように御覧になっていま

すか。シェルターが足りないというようなことが私

の耳には届くんですが、それはどうやって把握され

てるんでしょうか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 お答えいたし

ます。

今、沖縄県では、配偶者からの暴力により緊急の

保護が必要な場合の措置として、各圏域に15か所の

一時保護のシェルターを設置しております。一時保

護の受入先の課題といたしましては、女性相談所に

設置する際にですね、中学生以上の男の子の場合だ

と、お母さん、親と一緒に入居がなかなか難しいと

ころがございます。ですので、そういったシェルター

との調整、民間施設との調整をしながらですね、分

離することなく、母子共に一緒に保護するような対

応をしているところでございます。

○亀濱玲子委員 宮古のことで、ちょっと指してい

ますけれど、相談室の環境というのが、プライバシー

を守るというようなことにはなかなかなってないよ

うに私は見受けられるんですが、それについての課

題はどう捉えていますか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 宮古福祉事務

所の相談室につきましては、基本的に外部の人に触

れないような、あと、相談室についても声が漏れな

いような措置になっていると聞いてはいますけども、

もしそういった声があるということであれば、調査

をしてですね、検討していきたいというふうに思っ

ています。

○亀濱玲子委員 十分になってないということを指

摘して、対応をよろしくお願いいたします。

２点目に消費者行政の推進費から予算書内訳の中

で、117ページです。この事業の取組状況と課題を教

えてください。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 お答えします。
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121ページのほうになるかと思うんですが、消費者

啓発事業費における主な事業、取組は３本あります。

まず１つ目ですが、相談業務。こちらは県の消費

生活センターにおける相談件数となりまして、その

実績は今年度２月末現在なんですが、4534件と前年

度並みとなっております。

また、２本目は消費者教育講座。これは県が実施

する講座の実績となるんですが、今年度２月末現在

144回の開催、受講者が8459人と、前年度と比べ増加

しております。

３つ目になりますが、市町村への助成事業。市町

村への補助金については、今年度、支給見込みとな

りますが、2681万581円となっており、主に消費生活

相談員の人件費等に充てられているところです。

○亀濱玲子委員 消費生活のセンターの予算ですけ

ど、これには独自の啓発もできるような予算は組ま

れていますか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 お答えします。

宮古・八重山分室の相談業務につきましては、県

内の消費生活相談員で組織されているＮＰＯ法人に

対する相談業務委託を行っております。当該委託費

は人件費を主としておりまして、啓発に要する経費

は含まれていないところではございますが、宮古・

八重山分室における啓発につきましては、この啓発

に要する経費というのはメインセンター―県庁の

１階にありますが、このメインセンターのほうで一

括して管理しております。分室のほうからパンフレッ

トやパネルなど、そういった要望がありましたら、

それに応じてメインセンターのほうで調達して、分

室に提供しているところでございます。

○亀濱玲子委員 では、ぜひ申し入れたいと思いま

すが、各分室が独自で啓発にすごく力を入れている

んですよ。この予算をぜひ確保するように、よろし

くお願いいたします。

それと、学校への啓発事業が増加しているのはと

ても評価いたします。しかしながら、まだまだ高校

生の巣立ち教育、あるいは中学生の消費者教育とい

うのは必要だと思いますが、144回はまだまだ足りな

いと私は思いますけど、新年度はどういうふうに取

り組まれますか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 今、亀濱委員

からお話がありました離島の子供たちの件ですが、

離島の子供たちに対しては、高校、大学の進学や就

職のため、親元を早くに離れ生活することも少なく

ありません。また、基本的な知識や金銭の管理能力

をしっかり身につける必要があると考えているとこ

ろです。それを踏まえまして、県といたしまして令

和２年度、新たに３本の事業等を検討しているとこ

ろです。

まず１つ目は、学校との連携の強化ということで、

令和２年度から学校における消費者教育の強化を目

的に、消費生活センターに教員を配置していただき、

教育委員会との連携を密にしていきたいということ

で、今教育庁のほうと調整を行っているところです。

２つ目になりますが、教職員の研修ということで、

令和２年度において独立行政法人国民生活センター

との共催により、全国の教職員を対象にした消費者

教育の講座を県内で実施していくということで、現

在調整を行っているところでございます。

３つ目になりますが、宮古島における高校生を対

象とした講座の実施ということで、令和２年６月に

宮古地区県立学校校長会と共催で、宮古島の全高校

生約1600名を対象とした金融教育講座を実施すると

いうことで、現在調整を行っておりまして、次年度

は宮古島というところですが、またこういったお話

は八重山の校長会のほうにも県から提案を差し上げ

て、調整をしていきたいと考えているところでござ

います。

以上です。

○亀濱玲子委員 ありがとうございます。

離島の生徒たちの巣立ち教育は、ぜひ力入れてい

ただきたいと思いますけれど、教育長、私は県下の

高校生の学校の全クラス、全生徒が受けるというの

が基本だというふうに思ってますが、毎回お願いし

ているところですけど、教育委員会としてどうでしょ

うか。

○平敷昭人教育長 学校での消費者教育という御質

疑ですけれども、民法の改正で成年年齢が引き下げ

られましたので、消費者教育はこれまで以上に重要

になってきているということになります。中学校の

ほうでは、技術家庭科の授業で消費者の権利と責任

等についての内容を扱っておりますけども、また、

高等学校では主に家庭科、あと公民科の授業を通し

まして、契約の仕組みでありますとか、消費者契約

法、さらにローン、クレジットをめぐる問題とその

対処法などを学んでいるところであります。昨年度

からは、国の消費者庁のほうがですね、高校生向け

に作りました社会への扉という―これを副教材とし

て活用して、授業も行っているところであります。

ほかにもですね、今の県の消費生活センターが主催

する―先ほども紹介ありましたけども、講座を活用

していろいろ教育させていただいているところであ
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ります。引き続き連携をしてですね、消費者教育を

推進していきたいと考えております。

○亀濱玲子委員 ぜひ充実に向けて取り組んでいた

だきたいと思います。

続いて、予算書の内訳書の139ページ、児童福祉の

中の中央児童相談所に職員を増の話がありましたけ

れど、初期対応チームが設置されるということです

から、これと合わせて職員の増員について、あるい

は初期対応チームの取組について教えてください。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 お答えいたし

ます。

児童相談所には、次年度から６名の増員を予定し

てます。それぞれの福祉事務所に３名ずつというこ

とですけども、内訳としましては、市町村支援の児

童福祉士１名、それから里親養育支援の児童福祉士

１名、ケースワーカーを行う児童福祉士を１名とい

う形で配置を予定してございます。あとですね、こ

れは一時保護所にですけれども、非常勤職員として

保育士の資格を有する生活指導保育専門員というも

のを配置する予定にもしてございます。

あと、初期対応チームについてでございますが、

現在、相談班に介入機能と支援の機能という２つの

機能がございまして、相談班で１つの班で担ってい

るというような状況にございました。現在の体制に

よりますと、介入と支援の機能が分離していないた

めに、対応が難しい親の場合には支援を行う職員が

応援に行かざるを得ない状況があったということで

す。特に職権による保護などにつきましては、子供

の安全確保にはとても有効ではあるんですけども、

保護者の反発が大きいということから、親との関係

構築について課題があったということがございます。

今回ですね、介入と支援の機能を分離しまして、介

入の機能を持っている人たちを初期対応班という形

で班を設置して、そこで介入をしてもらって、現職

警察官もそちらのほうに配置するという予定にして

ございます。

○亀濱玲子委員 児相の人的な強化のみを私たちは

よく話しますけれど、日本の子供を虐待から守る、

あるいは女性を暴力から守るというときに、法的な

部分がなかなか充実していかないという課題がある

んですが、その弁護士だとか法律だとかの対応とい

うのは、対応の関係は十分なんでしょうか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 今現在につき

ましても、顧問弁護士をつけまして、月数回、相談

に応じていただいております。先ほど機能の分離と

いうお話をしましたけども、そうすることで支援班

のほうが強化されます。支援班のほうにも先ほどお

話ししました市町村の支援を担当する児童福祉士を

配置いたしますので、児相の体制強化だけではなく

て、市町村の体制の支援、バックアップもしていく

ということで考えて、親の支援も含めて、支援班の

ほうで対応していきたいということで考えておりま

す。

○亀濱玲子委員 私、分室の課題というふうにして

聞きたいと思っていたんですけど、先ほど市町村担

当の方も１人、新しく配置されると話していたんで

すが、分室の課題と職員の数について少し、どうい

うふうに皆さんが捉えているか教えていただけます

か。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 分室におきま

しては、八重山分室が平成19年４月に、それから宮

古分室が平成29年４月に設置されております。宮古

分室、八重山分室ともに、体制としては６人体制で

運用をしてまして、次年度からですね、先ほどの繰

り返しになりますけども、市町村支援の児童福祉士

を配置いたしますので、そういったものを活用しな

がらですね、分室のほうの体制強化も考えていきた

いというふうに考えております。

○亀濱玲子委員 ありがとうございます。

宮古分室で人を増やしていただいたので、宮古が

とても大変な状況だったのが改善されてきたかなと

思いますので、これからも引き続きよろしくお願い

をいたします。

続いて、子供未来支援事業の中の高校生キャリア

アップは今皆さんが質疑されたので、私は沖縄子供

の貧困緊急対策事業で、高校生の居場所づくりに力

を入れてきたのはとても評価しているんですよね。

真和志高校から始まって、今８校、そして10校まで

いくんですかね。それについて、取組を教えていた

だいてよろしいでしょうか。

○下地常夫子ども未来政策課長 28年度に内閣府が

創設した沖縄子供の貧困緊急対策事業を活用して、

国・県・市町村連携して地域の実情に即した対策を

推進しているところです。特に市町村では、子供の

居場所の設置、そして、貧困対策支援員等の配置を

行い、困難を抱える家庭につながる支援を行える体

制が整ってきているというところです。

また、県のほうにおきましても、居場所として今

年度から不登校、ひきこもりなどの拠点型の居場所

の設置、また、委員から御指摘のある、県立高校の

中に悩みを相談したり安心して過ごせる居場所を設

けて就学の継続を図るということで、28年度に１校
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の設置を開始し今年度８校まで拡充してきたところ

です。

やはり県内、こういった形で各種居場所の設置が

進んできているところですが、やはりさらなる量や

質の拡充、そして支援に携わる人材の確保などの課

題も多く、また、居場所運営者の多くは居場所でつ

ながった子供たちの自立につなげることに課題を抱

えているという声も聞こえてきているところです。

県立高校におきましても、この８つの居場所におき

ましては、利用者実績でいいますと平成30年度であ

れば５校あったわけですが、年間延べ１万6000人余

りの生徒等が居場所を活用し、そこで対話交流等に

より要支援生徒の発見等、また、学校教員等と連携

して生徒の支援等に力を入れているところでありま

す。

以上です。

○亀濱玲子委員 そこから見えてくる課題―この人

数はすごいと思って評価いたします。例えば居場所

的な機能をここは持っている、あるいは個別支援の

機能を持っている。このあたりから見えてくる今現

在、皆さんが捉えている課題って何でしょうか。

○下地常夫子ども未来政策課長 高校居場所の場合、

機能として大きく３つを捉えているところですが、

居場所の機能として、やはり全校生徒といいますか、

在籍生徒を対象に安心して集まれる居場所、対話や

交流等で支援を実施する。それによって、やっぱり

要支援生徒の発見等につながるという形で機能して

いると思っております。また、個別支援機能。そう

いった発見された子供について、学校と連携し、就

学継続のための支援を個別に指導、実施すると。学

校側としましても、教員向けに研修等、また、アウ

トリーチでの協働、保護者向け支援等を行い、学校

運営にも寄与しているという形で支援体制のサポー

トにもなっていると。こういった形で大きく効果等

が機能してるとは考えているんですが、やはり直接

的に―就学の継続という形で機能はしてるんですけ

ども、なかなか次の自立といいますか、将来に向け

た展望という形で生徒の心に寄り添いながら支援は

しておりますけれども、なかなか次の先にどうつな

げていくかというのが大きい課題かなというふうに

考えているところです。

○亀濱玲子委員 新年度に新たに定時制にチャレン

ジされるというか、定時制もそこの活動に入れてい

くような計画があると伺っていますけど、これは何

を目標にというか、特段定時制を入れたことについ

て教えていただけますか。

○下地常夫子ども未来政策課長 今年度、高校居場

所は８校に設置しておりますが、次年度２校増やし

まして、１校は通常の全日の高校ですが、１校は定

時制の高校に設置するということ、学校側等とも調

整を進め、その予定をしております。やはり子供の

貧困といいますか、家庭の厳しい、経済的に厳しい

高校生という形でいろいろ困難を抱えている、また

は中退等を考慮した場合、定時というのは、やはり

定時に進学せざるを得ないという高校生につきまし

ては、やはりそれぞれに課題等を抱えているという

のも考えられますので、これまで行ってきた全日制

だけに限らず、やはり定時制につきましては、自立

にどうつなげていくか、高校を卒業した後どのよう

な形で自立ができるかというのを大きくターゲット

にしながら、その支援活動についても考えていくと

いう形で、高校に居場所を設置することとしている

ところです。

○亀濱玲子委員 ありがとうございます。

後で教育長にも聞きたいなと思っているんですが、

この取組をぜひ充実させていただきたいと私は思う

んですよ。これに重ねて聞きますが、重度の知的障

害児の受入れが、この間、課題として上がってきて

まして、さきの議会で知事が答弁した内容は、やっ

ぱり知事が目指す沖縄というんですかね、誰一人取

り残さないという意味では、知事はこういうふうに

答えたんですよね。先ほども照屋委員の質疑にもあ

りましたけど、沖縄らしいインクルーシブ教育の扉

を開くことは十分に可能であるというふうに答えた

んですよね。これについて、こうして教育長は―私

はこれをとても評価しているんです。受験に合理的

配慮をしたということに関しては、すごく評価でき

ると思うんです。だけど、この合理的配慮で受験し

たということは、迎える環境を整えるという、そう

いう約束でもあるわけです、これに関して言うと。

なので、この答えている個々の状況に応じて人的配

置を含めて必要な配慮をし学びを保障するというの

が知事の答えとぴたっと合うわけなんですよね。そ

れについては、人も、つまり教員もスタッフも環境

も整えるという状況じゃなければ、今の現状で職員

にだけ押しつけるということはできないわけなんで

すよね。それぞれ個性があるし、それぞれ状況が違

うので。なので、この答えはすばらしいと思ってい

るんですが、実際それを責任を持って受皿をつくる

という約束なんです、これは。合理的配慮しますよ

という約束なんです。受験にも、学ぶ環境にも。こ

れについて、どういうふうに取り組んでいこうとさ
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れているのか。もちろん、予算も保証しなきゃいけ

ませんよね、人的にも環境的にも。ですから、十分

に受皿をつくるというふうにお返事してるんですか

ら、これについての一つの風通しをよくしていく、

障害を持ってる子も受け入れるという覚悟を決めて

この言葉をおっしゃったというのであれば、環境を

整えなきゃいけません。それについては、どう取り

組んでいくかという教育長のお考えを伺いたいと思

います。

○平敷昭人教育長 幾つか御質疑があったんですが、

まず、合理的配慮の件なんですけども、合理的配慮

というのは、県立高校の入学者選抜において障害を

持つ生徒が受験する場合に、いろいろハンディがあ

るわけですね。それに対する配慮ということで、こ

れまでもやってきたものであるわけです。特定の生

徒の話をするわけではないので、例えば視力の問題

だったり、聴力の問題だったり、あるんですけども、

身体もありますけど、それで代読とか代筆とかとい

うのもありますし、時間の延長というのもございま

す。そういうもので合理的配慮というものをやって

いるわけです。それは、ほかの受験生との公平性も

確保しつつというのがあるわけですね。この合理的

配慮は、結局今の入学者選抜要綱に沿った選抜を行

うに当たって、障害を持つことによって配慮を要す

る部分について、先方からの申出に応じて、出身中

学のほうともいろいろ協議しながらですね、どんな

配慮をするかというのも調整していくわけなんです

が、今御質疑の件は、身体の話ではないということ

なんでしょうけども、一定の協議をしながら合理的

配慮についても調整した上で受験していただいたと

考えております。その結果について、僕らは今どう

なのかというのは分かりませんけども、その合理的

配慮というのはこれまでも行われてきていたという

ことは御理解いただきたいと思います。

それと、スタッフを配置する件ですけれども、こ

れについてはですね、県立高校に障害のある生徒が

入学した場合に平成23年度から行っているわけなん

ですけども、特別支援教育支援員配置事業というの

がございまして、令和元年度が支援員が64名、トー

タルで。県立高等学校35校に配置しております。こ

の64名の支援員でですね、支援対象となる生徒は

184名いました。この支援員の数が、これは他県との

比較なんですけども、比較できるのは平成30年度、

ちょっと１年古くなりますけども沖縄が42名なんで

すが、１位の大阪が195名、２位が東京。東京と沖縄

が同じ42名ずつという形で配置しています。全国の

中でも支援員としては多いかなと思っておりますけ

れども、沖縄県は23年度から配置していると。県立

高校にもですね、障害を持っている生徒は約500名ほ

ど入学しておりますけれども、その中で知的障害の

方は40名程度という形になっております。

ただ、今の入学者選抜要綱では、合理的配慮も行っ

ていますけれども、その配慮を行った上で合否判定

というのは、やっぱり高校の教科科目を履修修得で

きる可能性があるかどうかという観点でやっている

ということでありまして、そういった中で受験がど

うなのかということではあると思います。さらに進

めてですね、共に学ぶ仕組みづくりという意味では、

この受験の仕組み、入学者選抜じゃない形の一緒に

学ぶ仕組みづくりというのができるかどうかという

のは、もう一つの、別の話かなと。それは新年度も

含めてですね、検討していく話もあると。で、合格、

不合格、合否の話はまた別。合理的配慮をしたとい

うのは、それはその中で結果どうなのかという話は

また別のものかなと考えております。

○亀濱玲子委員 それぞれの障害を持っている―個

性といえば、それぞれの障害持っている。それが知

的かもしれないし、違う障害かもしれない。ただし、

この子は合格したとしたら、入学したとしたら、環

境は整える。これはしなきゃいけないわけですよね。

環境、それぞれに合わせたスタッフをつける。そう

いうことに対する予算と人というのは十分にあると

いうふうに考えてよろしいですか。

○平敷昭人教育長 支援員の配置の事業があります。

この事業は、支援を要する生徒の入学が決まった時

点で、どのような支援が必要かというのを踏まえて

配置を決めますので、具体的な、仮の話なんですけ

ど、その事業の中での対応になるかと思います。

○亀濱玲子委員 ぜひですね、本当にいい考える機

会でもあると思うんですけど、沖縄らしいインクルー

シブ教育って何だろうという、やっぱり問題提起が

今あるかなというふうに思うので、ぜひこれを皆で

考えられたらいいかなと思います。

もう一点、この中で定員割れの状態の不合格を出

さないように通知をしますということに関しては、

今現在どうなってるんでしょうか。

○玉城学県立学校教育課長 今回、２月にですね、

校長会において定員確保に関する通知を行ったとこ

ろでありますが、その趣旨については平成22年度の

通知と同様でございまして、趣旨については、現制

度の入学選抜においては、各高校学科の教育を受け

るに足る能力と適性を備えたものを選抜することと
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した入学者選抜実施要綱に基づいて実施すること。

また、入学意思のある子供たちへ学ぶ機会を提供す

ることは重要であることを再認識して、定員確保に

努めていただきたい旨をですね、通知をしたところ

であります。

○亀濱玲子委員 教育長に伺います。年間100名を超

える卒業生がこの学校を希望するけども落とされて、

行き場がないまま100名ぐらいの子が浮いていると。

この大事な沖縄の未来の宝を、このままほっとくの

はもったいないと私は思っているんですね。これを

希望する高校に受け入れて、先ほど聞きたいと思っ

た―本当に学習についていけない子もいるかもしれ

ません。ですけど、ここで居場所をつくって広げて

いったら、必ずこの子たちが育っていく環境は見つ

けられていく可能性がある。これについてはぜひ、

この居場所づくりを含めてその受皿をつくっていく

ということについて、教育長にお話を伺いたいと思

います。

○平敷昭人教育長 定員内不合格の件については、

履修修得できる生徒は可能な限り、可能性がある生

徒は受入れに努めていただきたいと。そのために、

合否判断基準をいろいろ検討してほしいというのは

各学校に通知しているところです。基本的に今の仕

組みは、入学者選抜要綱の中にあるのは、学校、教

育学科の履修修得という視点がやっぱり残っている

わけでございます。高校教育であるということで、

実際そういうこともやっているわけですが、全国の

中で15県ほどですね、定員内不合格を出さないと言っ

ている県は、実は定員割れが基本的には起こりにく

い県でそういうふうに取り組んでいるという実情が

ございます、15県ほどですね。32県は、定員内不合

格を出す、または出す可能性があると言っているけ

どやっぱり１倍を下回っている県かなと思っていま

す。議員おっしゃるように、この時期にですね、可

能な限り高校で受け入れるというのは確かに大事な

ことだと思います。それと、高校の履修修得という

兼ね合いを、どういうふうに持っていくかというの

に非常に苦慮しているところではございます。ただ、

居場所づくりの取組もありますけれども、居場所の

中途退学とか、その辺はいろんな要因があってです

ね、不登校になったり中途退学ということをが出て

くると思うんですね。経済状況もありますし、学力

の問題もあるかもしれませんし、いろんな課題やい

ろんな悩みがある中で、不登校になりがちな生徒の

就学を継続するという意味で、その居場所づくりと

いうことはとても大事なことだと思いますし、そう

いう仕組みと連携しながらですね、高等学校の教育

というのをですね、いかに子供たちの学ぶ場の確保

に努めていくかというのはとても大事だと思います

ので、新年度もその辺も念頭に置きながら、いろん

な仕組みづくりを研究していきたいと考えています。

○亀濱玲子委員 研究だけを進めるのも何かと思う

んですよ。国の適格者主義という、高校に入る物差

しをつくられているわけですから、それをどう乗り

越えるかという各県の教育委員会の課題ってあるん

です。ですけど、沖縄の沖縄らしい若者を取りこぼ

さない学びの場を提供するという意味では、これは

もう本当にいい場所に迎え入れるという、取りこぼ

さないというこのことを、沖縄だからこそなんです

けどね、やっていただきたいという意見です。あり

がとうございます。終わります。

○狩俣信子委員長 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 お疲れさまです。よろしくお願い

いたします。

教育委員会からお聞きをいたします。

１番目のバスについては、午前中にありましたの

で割愛をしたいと思います。２番目に連絡してあり

ます市町村幼児教育支援事業について、新規ですけ

れども、それについての質問をいたしたいと思いま

す。

まず、去年からずっと幼児教育センターの設置に

ついて議論をさせていただいておりますけれども、

今期、それが実現をするということで、その一環と

してこの事業があるというふうに認識をしています。

まず最初にですけれども、今、幼児教育を行ってい

る施設といいますか、それがどういう対象施設とし

てあるのか、そして、それぞれのところにどれだけ

の数の施設があるのかについてお伺いをしたいと思

います。

○宇江城詮義務教育課長 お答えします。

幼稚園については177園、公立が154園で、私立が

23園となっております。認定こども園については

131園になっております。保育所については743園と

いうことで、認可外保育施設も含めて1051園になっ

ております。

○比嘉京子委員 これだけの施設を対象にして、幼

児教育のある意味での質の向上を図るという、そう

いう機関になるであろうと思っております。この事

業の内容について―必要性と言ってもいいんですが、

この内容について基本的な質疑をしたいと思います。

○宇江城詮義務教育課長 令和２年度より新規で実

施する文部科学省事業の幼児教育推進体制の充実活
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用強化事業になります。２分の１の補助を受けて、

市町村の幼児教育に係る支援事業を実施することと

なっております。市町村の幼児教育の実施体制につ

いて課題が３つほどありまして、国や県の所管の違

いにより保育者に対する研修の機会や内容が均一で

はないということが１つ。それから、幼児教育は小

中高等学校と比較して専任の幼児教育担当者の未配

置が多く、園に対する指導助言や支援が不十分であ

るということ。それから、市町村教育委員会と福祉

部の連携体制が未構築な場合は、幼児教育施設と小

学校の円滑な接続が難しいということで、県としま

しては、市町村の幼児教育に係る研修支援、それか

ら、市町村支援―助言と相談になりますが、幼小接

続の推進を実施するために本事業を実施することと

しております。

○比嘉京子委員 先ほど入り口で施設が３パターン

ある話があったんですけれども、省庁がそれぞれ違

うということをこれまで議論してきたわけです。そ

の中においてですね、今県が教育委員会の義務教育

課のほうに一元化する、そういう対応するようなセ

ンターをつくるということなんですが、そこから発

してですね、市町村ではそれぞれが今どういうふう

な状況になっているのかと言いますと、例えばまだ

まだ二元的な状況にあったりするわけですけれども、

どこに幼児教育の拠点があるのか、話をしたらいい

のかというところさえも、全市町村の中では一本化

されてない状況があると思うんですね。そういう中

において、幼小の接続という点でどういうことが懸

念材料として課題としてあるんでしょうか。

○宇江城詮義務教育課長 お答えします。

全ての幼児教育施設から小学校に入学することか

らですね、教育委員会は保育所や認定こども園を所

管する保育主管部局と連携が不可欠であると考えて

おります。幼稚園教育要領等にも、小学校の教師と

の意見交換や合同の研究の機会を設けるなど、連携

を図るよう努めることが示されております。県教育

委員会としましては、県子ども生活福祉部との連携

の下、市町村に対し、教育委員会と保育主管部局と

の保幼小連絡協議会等の共同開催を積極的に促して、

円滑な幼小接続が実現するように支援してまいりた

いと考えております。

○比嘉京子委員 ２番目に、この事業においてどの

ようなことが期待されているのか、効果的にはどう

いう状況になるのか、お話をお願いします。

○宇江城詮義務教育課長 本事業では、市町村が連

携体制を構築するために、県に幼児教育の専門的な

知見や豊富な実践経験を有する幼児教育アドバイ

ザーを配置して、３つの取組を行うこととしており

ます。１つ目は、園内の幼児教育施設等への訪問支

援等を通じて助言等を行うことです。２つ目に、保

育者に対する幼児教育保育の質の高い研修の実施。

３つ目に、１つの教育委員会と保育士、主管部局と

の連携体制を構築させ、円滑な幼小接続を実現する

ことです。これらの取組を行うことで、県内の幼児

教育の質の向上に期待ができると考えております。

○比嘉京子委員 もうスタートラインなので困難の

話をするあれではないんですけれど、いわゆる幼稚

園とこども園と、それから保育ですよね。幼稚園と

こども園というのは、特に幼稚園は午前中でという

ことがありましたけれども、保育所というところは、

もちろんそれぞれの指針が違う所管も違うわけなん

ですけど、私は一番ここの中で研修等の違いという

のは大きくあると思うんですよ。というのは、幼稚

園においては研修権というのは確立、法的に位置づ

けられているんですが、保育所ではないんですよね。

それで１日なんですよね。そうすると、研修に出し

たくても保育現場から出せない。そのような困難性

がある中で、どのようにそれをクリアしていくのか

ということが大きく問題になるのではないかと思っ

ているんですが、いかがでしょうか。

○宇江城詮義務教育課長 先ほどお答えしましたと

おり、幼児教育アドバイザーというのを配置してお

りますので、その方たちの役割としてですね、市町

村への巡回支援訪問とか、幼児教育施設に巡回指導

しに伺うことになっております。その方を介してで

すね、研修の支援等を行っていきたいと考えており

ます。

○比嘉京子委員 非常にそういう研修的なシステム

を構築するということには根気がいるし、丁寧に、

そしてこれまでと違うんだということも含めて下ろ

していかないといけないと思うので、しっかりとそ

こら辺はやっていただければと思っております。

では３番目に、幼児教育アドバイザーというのを

先ほどから専門的な経験、キャリアのある人をとい

うことで、一応人数的には３名というふうに伺って

るわけなんですけれど、その方たちの役割は先ほど

保育園等にも行ってというお話がありましたね。そ

の方たちの役割についてお伺いしたいと思います。

○宇江城詮義務教育課長 先ほどお答えしましたの

も含めてですね、４点挙げられると思います。幼児

教育アドバイザーによる園内研修の助言、それから

幼児教育アドバイザーによる市町村への巡回支援員
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訪問、県主催の保育者を対象とした研修会での講師、

県の幼児教育施策に関する内容についての指導助言

を行うということになっております。

以上です。

○比嘉京子委員 アドバイザーが巡回して相手のほ

うに寄っていくということは非常にありがたいこと

ではないかなと。これはすごく大きな前進になるの

ではないかと評価します。それと同時にですね、市

町村にはかなりばらつきといいますか、凹凸という

のがあると思うんですよ。例えば指導主事が市町村

にいないところもあるやに聞いております。そうい

うようなところに対して積極的にですね、特に離島

等においてはですね、体制といいますか、そのアド

バイザーの役割といいますかね、それというのは非

常に大きいものがあると思うんですが、去年ですか

ね、市町村での幼児教育の担当者の配置状況という

のは、今どうなっていますか。例えば専任であった

り、兼務であったり、これにもばらつきがあったよ

うに思うんですね。どうなんでしょうか。

○宇江城詮義務教育課長 幼児教育担当の配置状況

でございますが、専門を専任で配置している教育委

員会が５市町村で、福祉部局のほうに６市町村で配

置をしております。

以上でございます。

○比嘉京子委員 すみません、もう一度お願いしま

す。

○宇江城詮義務教育課長 専門を専任で配置してい

る市町村が教育委員会に５市町村、福祉部局のほう

に６市町村ございます。11市町村になります。

以上でございます。

○比嘉京子委員 あとは専門外ということですか。

○宇江城詮義務教育課長 専門外の配置は、例えば

小学校の指導主事が兼任で配置されているとか、そ

ういった形になっております。

○比嘉京子委員 市町村のうち、11は専任を置いて

いると。それ以外は兼務でしているという実態だと

理解していいですね。

○宇江城詮義務教育課長 そのとおりでございます。

○比嘉京子委員 ４番目に行きたいと思いますが、

幼小の接続をするための今後の課題について伺いた

いと思います。

○宇江城詮義務教育課長 先ほども少しお話ししま

したが、全ての幼児教育施設から小学校に入学する

ことでございます。教育委員会は、保育所や認定こ

ども園を所管する保育主管部局との連携が不可欠だ

と考えております。先ほどもお話ししましたが、幼

稚園教育要領等にも小学校の教師との意見交換や合

同の研究の機会を設けるなど、連携を図るよう努め

ることが示されております。県教育委員会としまし

ても、県子ども生活福祉部との連携の下、市町村に

対し、教育委員会と保育主管部局との保幼小連絡協

議会等の共同開催を積極的に促して、円滑な幼小接

続が実現できるように支援してまいりたいと考えて

おります。

○比嘉京子委員 先ほど冒頭にお聞きしたときに、

幼稚園と認定こども園と保育所という数があって、

保育所の場合743件というのがあったと思うんです

ね。その中において、認可外というのがかなりの割

合を占めてると思うんです。その認可外の存在を決

して忘れてもおろそかにしてもいけないと思うんで

すね。どこに行っても３、５歳の幼児教育の保障を

していくということが大きな第一歩だと思われます。

それと同時に、私立の幼稚園についても、なかなか

所管的にですね、ここの中で議論することが少ない

んですけれども、そこも含めてですね、ぜひ３、５歳

児がどこにいてもということを大事にしてやって

いっていただきたいなというふうに思います。幼小

連携も含めてですけれども、市町村との連携、施設

との連携、どうぞ第一歩ですからよろしくお願いし

たいと思います。

次に、子ども生活福祉部の保育の問題についてお

聞きしたいと思います。待機児童解消対策の関連の

予算についてお伺いしたいと思います。まず最初に、

きめ細やかな保育士確保等への支援についてという

ことでですね、定員割れ施設への保育士等の確保の

支援についてのこれまでの実績がどれぐらいになっ

たのかということについてお聞きします。

○久貝仁子育て支援課長 定員割れについては、地

域別、年齢別ミスマッチのほかにですね、保育士不

足が大きな課題であると認識しています。これまで、

保育士確保については、修学資金の貸付けや、市町

村が行う保育士試験対策講座の実施費用の補助、潜

在保育士への就職準備金の貸付け等を行っておりま

して、平成27年度から平成30年度までに延べ2561人

を確保しました。また、保育士の処遇改善について

も、正規雇用化や年休取得、休憩取得等の支援事業

を行っております。これも平成27年度から平成30年

度までに延べ1099施設、1821人に支援をしたところ

です。

○比嘉京子委員 保育現場に何名の保育士が戻った

といいますか、潜在を含めてどれぐらい保育現場に

確保できたかという数字はどうなんでしょうか。
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○久貝仁子育て支援課長 様々な事業を実施してお

りまして、いろいろ複合しているところもあるんで

すけれども、例えば潜在保育士復職支援ということ

をセンターのほうでやっています。ハローワークと

連携した復職支援セミナー、保育所見学ツアー、合

同就職説明会を実施しておりますけども、平成28年

度から30年度までに潜在保育士485人の復職を支援し

たところです。

○比嘉京子委員 私、去年の10月に質疑をしたとき

にですね、ちょっと拾ってみますと、1184名の待機

児童が保育士不足のためにいるという答弁がありま

した。その1184名を対応するために保育士は何名必

要ですかとお聞きしたら、314名だという答弁があっ

たんですね。これは28年から30年までの話なんです

けど、その後の話なんでね、そこら辺がもっと加速

をする必要があるかということが１つ。もう一つは

ですね、正規雇用化して、定着率―次の認定こども

園にも関わることなんですけど、認定こども園を申

請するときにですね、正規を何名ですと出していて、

それが一、二年後になったときに非正規化している

という現象も起こってるようなんです。ですから、

当初出した書類どおりではなく、実態はどんどん人

数が減ったり、それから正規が非正規になる。です

から、皆さんのところは非常に課題が多くて、言っ

てみれば一旦出した資料がそのまま行くわけではな

くて、どんどん変質をしていくということも含めて

調査をしなければいけないので、非常に大変だなと。

実態になかなか追いつけないなという感想を持って

います。ぜひそこら辺も一応頭に入れておいてです

ね、変化してるんだということも含めて、ぜひやっ

ていただきたい。

それから私、今日のために資料を出していただい

たんですけれど、やっぱりですね、公立の保育所に

ですね、どれだけ定数割れがありますかというと、

去年の10月に聞いたのと同じ1134名ですよ。ですか

ら、これだけ定数割れが起こっているのに、保育園

設立のためにですね、幾らでしたっけ、今年の予算。

まあ前年より減ってはいるんですが、五十何億かな、

七十何億かな。ちょっと聞いていいですか。

○久貝仁子育て支援課長 待機児童対策関連予算は

77億円、令和２年度は計上しています。待機児童の

解消ということで保育士確保もあるんですけども、

施設整備についてはですね、61億9000万円を今計上

しているところです。

○比嘉京子委員 時間がないのですけれど、私はハー

ドを考える前にぜひともそれ以外にですね、去年聞

いたときの数字からすると4000人余りの空きがある

わけなんですよ。そのことがありながら、六十何億

もかけてハードハードへと行くのかと。そこら辺を

ぜひ精査をして、ニーズ調査もしてですね、精度を

上げていただきたい。

以上です。

○狩俣信子委員長 平良昭一委員。

○平良昭一委員 教育委員会のほうからお願いしま

す。

バス通学費支援事業で、午前中からありました、

低所得者、非課税世帯が対象であります。将来的に

は知事公約でもありますから全員の対象ということ

でよろしいんですよね。

○横田昭彦教育支援課長 お答えいたします。

まず貧困対策の観点からですね、次年度は高校生

のほうをですね、先に支援を始めていきたいという

ふうに考えております。

○平良昭一委員 今回で４億円余りの予算が必要だ

ということになりますけど、全員対象となるとどれ

ぐらいの予算が必要ですか。

○横田昭彦教育支援課長 現時点で仮に試算いたし

ますと、約30億円というふうに考えております。

○平良昭一委員 これは公約ということであります

ので、将来的にはそうしていきたいというのが知事

の思いだと思います。

そこでですね、私ずっと前から聞いてるんですけ

ど、これは中高ということでありますけど、小中で

スクールバスを有償でやっているところがあるとい

うことで、過去にも聞いたことがありますけど、現

在でもまだそういう状況が続いておりますか。

○横田昭彦教育支援課長 お答えいたします。

小中のスクールバスにつきましては、大半が無料

というふうになっておりますが、一部の市町村で現

在でも有料となっております。

○平良昭一委員 この一部の市町村、教えていただ

けますか。どれぐらいあるの。

○横田昭彦教育支援課長 30年度の調査になります

が、有料の団体につきましては４団体になります。

○平良昭一委員 教えてください。

○横田昭彦教育支援課長 市町村の状況によります

けど、この４団体がですね、各市町村の状況によっ

て有料化されていますが、団体は北中城村、中城村、

八重瀬町、南城市の４町村になります。

○平良昭一委員 皆さんのほうで高校をぜひ無償に

したいというんであれば、私はもう義務教育たるも

のの中でスクールバスをお金を払ってやるというの
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がですね、小学校、中学校の教育委員会も皆さんの

ところで集約するわけですから、県のしっかりした

方針の中に相反するところが出ているというのがで

すね、僕はおかしいと思いますよ。前から議論もし

ますけど、交付税の対象になっていて、各市町村長

のいわゆる裁量の中でやられるという状況であれば

ですね、さらに私は強く、予算のほうで指導的立場

になるべきじゃないかなと思いますけど、教育長ど

う思いますか。

○平敷昭人教育長 指導すべきではないかという御

意見かと思います。基本的に教育委員会は独立して

いますので、こちらとしては―それと、有料にする

場合はですね、現在使用料というのは使用料条例と

いう形でですね、条例でもって取らなきゃいけない

ということになります。そういうことは、市町村の

中で議論もされて、有料で徴収するという形の議論

がなされて議会も通っていると思いますので、現在

無料になっている団体、先ほど数字はありませんで

したけど、22団体は無料になっているわけです。そ

ういったものを踏まえてですね、しかも交付税措置

というのはバス１台当たり幾らという基準財政需要

額という形で算定されてまして、一つの標準的な行

政経費というふうな形で算定して、この需要額と収

入額を計算して足りない分を交付税という形でやっ

ていますので、そういったのも踏まえて有償化して

ることについてどうなのかというのは、この状況―

いろんな場でですね、こちらとしては情報提供もし

ながら、市町村で少しその状況も踏まえながら、議

論、判断していただくのが大事だと思います。そう

いう状況になっていますよというのは、僕らとして

はおあげすることは差し支えないと思いますので。

ただ、これを改定しなさいという命令はちょっとで

きないと思いますので、その辺の情報提供等はした

いと思っております。

○平良昭一委員 知事の公約なんですよ。高校を無

償化にすると。要するにバス料金をですよ。義務教

育たるものがお金を取っていること自体が、政策に

相反するんですよ。そう思いませんか。そうであれ

ば、もうちょっと皆さんの中で主導的な立場、強気

になって交渉することも必要だと私は思いますよ。

その辺、そう感じないですか。

○平敷昭人教育長 今の御意見も踏まえながらです

ね、市町村ともまたいろいろ意見交換をやってみた

いと思っております。

○平良昭一委員 今後はこれをもっと議論していか

んといけないと思いますのでね。

先に進めますけど、就職活動のキックオフ推進事

業。これですね、いろんな高校から聞いてみると、

就職内定のパーセンテージが県立高校によってかな

り違うような状況が耳に入るんですよ。その辺どう

でしょうか。

○玉城学県立学校教育課長 お答えいたします。

就職活動キックオフ推進事業についてはですね、

高校生の就職内定率の向上のために、就職支援員の

配置や就職希望生徒対象の資格研修、内定者対象の

研修、職員対象の研修等を実施しております。委員

御指摘の―高校によって就職率の高い低いがあるよ

うですというような御指摘についてですが、確かに

就職率が低い学校の中にはですね、就業意識の低い

生徒、就職に必要な基礎学力やコミュニケーション

能力等が不足しているなど、課題を抱えている生徒

が多く在籍している状況も見受けられますが、各学

校では、就職希望者に対して応募前企業見学の実施

や履歴書指導、模擬面接など、個々の生徒に応じた

きめ細かな指導を行っているというふうに認識して

おります。県教育委員会としましても、引き続き就

職活動キックオフ推進事業を通して、学校の要望や

就職希望者に対し、また就職支援の配信を行って支

援していきたいなというふうに考えております。

○平良昭一委員 各学校によって違っているのは生

徒たちの問題じゃないし、支援員配置は全学校やら

れてないということですか。

○玉城学県立学校教育課長 令和元年度ですね、43校

に50名の支援員を配置しており、その配置の方法に

ついても学校の希望、あるいは就職希望者数の数と

か、あるいは就職内定率に若干苦慮しているところ

に、しっかり希望を聞いて配置しているところであ

ります。

○平良昭一委員 私ですね、非常に思うんですけど、

進学校があるのに、就職が非常に高いレベルの中で

パーセンテージが上がっているという学校があって

もいいと思うんですよ。進学校ばかり支援するんじゃ

なくてですね、この学校に行けば高校ですぐ就職で

きる、100％就職ができるという学校をつくってもい

いと思うんですよ。その辺に、皆さんのこの活動の

ですね、キックオフ事業の着眼点を持っていかない

といけないと思いますけど、いかがですか。

○玉城学県立学校教育課長 内定率についてはです

ね、それぞれ普通高校、専門高校で就職率も異なっ

ておりまして、やはり普通高校については進学希望

者が多い中で内定率72.8％、専門高校については86％

と、専門高校については就職率が高い状況になって
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おります。いずれにしましても、御指摘があるよう

にしっかり学校の希望等を聞いて支援員配置に努め

ていきたいなというふうに考えております。

○平良昭一委員 普通高校で72.8％、専門学校で80。

専門的なもので80。この80というのが、皆さん―86％

というのは、高いと思いますか。

○玉城学県立学校教育課長 全国的に比較してもま

だまだな状況でありますので、しっかりですね、専

門高校についても支援していきたいと。特に専門高

校の希望者が多いところがありますので、しっかり

支援員の配置もですね、希望を聞きながら配置して

いきたいというふうに考えております。

○平良昭一委員 これは100％近くにならないと意味

がないんですよ。その辺、努力していただきたいな

と思っています。

続いてですね、歴代宝案編集についてですけど、

これは私、昨年の決算委員会の中で学校の授業に使

えないかという提言したようなことがありましたけ

ど、非常にいいものでありますので、中城村はそれ

をやっているようなこともございます。非常にいい

話だと思いますけど、どうでしょうかね。

○濱口寿夫文化財課長 お答えします。

歴代宝案の栞ですね、授業に使っていただきたい

と思っております。ただ、これを29年に刊行したと

きには、各学校に４部しか配っていなかったんです

ね。これではちょっと授業には使いにくいだろうと

いうことで、今年２万部増刷しました。来年度です

ね、県内全ての中学校と高校に50部ずつ、それから

特別支援学校にもクラス単位での授業に必要な部数

を配布する予定です。これに加えてですね、今年やっ

ております歴代宝案のしおりを使った授業づくりの

研修、教員向けですね、これを教育センターなどで

やりたいと思っております。それから、来年度から

新たに文化財課の専門員による学校への出前講座、

これも予定しているところです。こういう形で、い

ろんな形で授業で使っていただきたいというふうに

思っております。

○平良昭一委員 すばらしいらしいですよ。これは

ぜひ使ってください。広げていって、子供たちがで

すね、沖縄に生まれてよかったなと自信持ってくる

んですよ。これだけ長い歴史を私たちは踏んでるん

だということがですね、分かりやすい文献ですので、

大いに利用していただきたいと思います。

図書館司書の採用について、これは本会議の中で

もいろいろ議論しておりましたけど、非常に関心が

ありまして、今の県立学校は全ての学校に司書は置

かれておりますよね。

○屋宜宣秀学校人事課長 お答えいたします。

今委員おっしゃいましたように、沖縄県では、司

書資格を有する学校事務職員を全ての県立学校に配

置しております。

○平良昭一委員 これは兼務をしているような状況

はないですよね。例えば教務と一緒になって。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、平良委員から専門職か、掛け持

ちではないかとの確認があった。）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

屋宜宣秀学校人事課長。

○屋宜宣秀学校人事課長 学校の図書館司書につき

ましては、沖縄県職員の中級試験の試験区分、県立

学校事務Ⅱという試験区分で人事委員会に競争試験

を実施していただいて、合格者を採用しております。

その方々の業務としましては、試験案内では、県立

学校において学校図書館事務や学校事務に従事する

という形で募集をしております。ただ、今現在、実

際は図書館で事務を行っている人がほとんどだとい

うふうに聞いております。

○平良昭一委員 現在、全学校にいますけど、正規

職員の割合を教えてください。

○屋宜宣秀学校人事課長 県立高校におきます図書

館司書なんですが、正規率が51.7％でございます。

○平良昭一委員 51.7％、半分ですね。それと年齢

構成を教えていただきたい。

○屋宜宣秀学校人事課長 本務プラス臨任という形

になりますと、20歳から29歳の20代が16名、21％。30歳

から39歳の30代が29名、38％。40から49歳が22名、

29％。50歳以上が９名で12％。合計76名という形に

なります。これは本務と臨任、合計の数になります。

○平良昭一委員 じゃあ本職を教えて。

○屋宜宣秀学校人事課長 お答えいたします。

本務はですね、20代が15名、46％。30から39歳の30代

が10名、30％。40歳から49歳はゼロでございます。

それから、50代が８人で24％、合計33名でございま

す。

○平良昭一委員 この40代とか30代がこんなに低い

というのは、要するに人事委員会が採用試験をしな

かったということですよね。

○屋宜宣秀学校人事課長 図書館司書につきまして

は、復帰前の昭和43年頃に当時の琉球政府で、本務

で、今でいう県立学校に配置していたというふうに

聞いております。その後、平成11年に財政難で、行

財政改革の際に退職不補充という形になりまして、
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その後は臨任職員を充てておりました。それが、平

成23年に改めて県単で配置しようということで試験

を開始して、24年から先ほど申し上げました中級の

学校事務Ⅱの形で採用するようになっております。

ですから、その試験の間の期間、それから退職不補

充―退職された方の部分の試験を行っていなかった

期間がございますので、その部分については空白に

なります。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、平良委員から何年間採用試験し

なかったのか確認したいという質疑に対し、

屋宜人事課長から平成11年以降は不補充が

決定されたが、それ以前については資料が

手元にないので定かではないとの答弁が

あった。）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

平良昭一委員。

○平良昭一委員 皆さんのところの資料がですね、

徹底してないような状況があるから質問しづらいん

だけど、とにかく23年間ぐらいは補充していない、

正規の職員が入っていないわけですよ。年齢的にも、

正職が非常にバランスが悪い。いわゆるいびつな年

齢層になっていることは確かなんですよ。そうなる

と、後輩育成に関してとても心配である。これから

沖縄県が読書に関して、図書館に通ってどういうよ

うな施策を打っていくかに関しては非常に問題があ

ると私は思いますけど、どんなですか。

○平敷昭人教育長 お答えいたします。

学校人事課長から退職不補充という話がありまし

たけど、これはその時点、その時代にですね、一つ

の行財政改革の流れの中で、その職はもう採用しな

いで、ほかの職員で兼ねてやろうというふうな流れ

があったかと思います。要するに、司書資格を持っ

ている職員等でですね、あと、臨任的な形でですね、

やろうという流れがあったと。それを、今後また採

用していこうということで、今後採用していくわけ

なんですけども、この採用については今後計画的に

ですね、段階的に当てはめて採用していくという形

で、計画的に任用していくということになろうかと

考えております。

○平良昭一委員 27歳という年齢で打たれています

よね。であれば、段階的、計画的にやるとするので

あれば、この埋め合わせというのは採用しなかった

―この年齢制限を撤廃しないことには私は成り立た

ないと思いますよ。どうですか。一時的には。

○屋宜宣秀学校人事課長 中級試験で今実施してい

るところでございますけれども、年齢の上限の見直

しを行うに当たりましては、受験者数の推移ですと

か、ほかの職員試験、上級・中級・初級と県職員採

用試験を行っておりまして、それぞれに年齢制限ご

ざいますけれども、これらとの均衡等も考慮して検

討を行って、県人事委員会に要望する形になるかと

思います。

○平良昭一委員 教育委員会と人事委員会、採用の

基準は違うかもしれませんけど、教師は45歳ですよ

ね、今。であればですね、今非常勤でやっている方

々、これはもうプロですよ。その方々に門扉を開く

こと、これが即効的にも一番いいことじゃないかな

と思うんですよ。とにかく皆さんは、年齢的なバラ

ンスも非常に悪い、いびつな関係である、これはも

う認めているわけですから、一時的にそういうよう

な年齢を採用するような状況、門扉を開くことも、

私は即効的な解決を目指すんであれば、後輩育成す

るためであれば、これは必要な時期に来ていると思

いますよ。どうですか。

○屋宜宣秀学校人事課長 先ほどから申し上げてお

ります県立学校の図書館司書につきましては、図書

館におきまして本の貸出し管理ですとか、そういう

ものを中心に業務を行っています。また、この図書

館司書につきましては、設置につきましては、一応

努力規定という形で学校図書館法に規定されており

ます。一方、県立学校のほうには、図書館に関する

教育活動を行う司書教諭の資格を持つ教員を配置し

ているところがあります。そちらのほうとの連携の

部分で、十分図られていくのではないかというふう

に考えております。

○平良昭一委員 受験する方々が多い、若い方が多

いというのは、これだけ魅力あるいい仕事なんです

よ。やりがいのある仕事なんですよ。ただ、皆さん

の中でいう、今のバランスが悪い。年齢的なバラン

スが悪い。やっぱり若い方々だけでは、専門職にあ

るわけですから、指導する立場になる人がいないと

駄目ですよ。横の連携も縦の連携も取らんといけな

い。その辺の中で、いびつな関係の年齢構成がある

中で、この時期を埋め合わせするまでは年齢制限を

撤廃したほうがいいんじゃないかというのが僕の意

見です。それに対してどう思いますかだけ答えてく

ださい。最後に。

○屋宜宣秀学校人事課長 上級の受験者拡大、それ

から中級者につきましても受験者の確保及び辞退者

対策のために、受験年齢の引き上げについては人事

委員会と調整、検討はしているところでございます。
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ただ、これにつきましては未決定の状態ですので、

確定的なことではございません。

以上でございます。

○平良昭一委員 私も一生懸命推移を見ておきます

ので、またいずれやりましょう。

子ども生活福祉部の件ですけど、戦後75年に関す

る事業についていろいろありますけど、海外戦没者

の慰霊事業。これは昨年、フィリピン南洋諸島の件

でですね、募集型の慰霊団は終了するということを

言われてたんですけど、今年はどうなるのかな。

○宮城和一郎保護・援護課長 次年度、今年になり

ますけども、フィリピン及び南洋群島における慰霊

については、現在主催者団体から随時考え方などを

伺っているところでありますけれども、現在は主催

者団体において実施方法が検討されているところと

承知しております。ただ、委員おっしゃいましたと

おり、フィリピンとサイパンは沖縄戦より１年早く

米軍に占領された。つまり、昨年が75周年だったこ

ととか、当事者、遺族の皆さんが高齢化してるとい

うことで、昨年、大規模にやったということであり

ます。いろんなやり方は今申し上げましたとおり、

主催者団体において検討されているところでありま

すけど、昨年のような規模での開催はないのではな

いかというふうに現時点では考えております。

以上です。

○平良昭一委員 昨年は副知事、知事も行きました

よね。県は今年、どういう考え方を持ってるんです

か。

○宮城和一郎保護・援護課長 どのようなポストの

人間が参列するかは現時点では未定でございますけ

ども、県といたしましては、このような慰霊祭等へ

の参列とか、遺族会等からの要望に応じまして参加

者募集の広報の協力ですとか、あるいは沖縄の外務

省事務所を通じての何か連絡調整等あれば、県とし

てそのあたり、協力させていただきたいと考えてお

ります。

以上です。

○平良昭一委員 私、ダバオ、そしてサイパン、テ

ニアン、昨年行ってきたんですけど、現地にやっぱ

り慰霊碑があるわけですから、それを守っていくの

は県の仕事ではないかなと思いますけど、どうです

か。

○宮城和一郎保護・援護課長 フィリピンにありま

す沖縄の塔及びサイパンにございます沖縄の塔は沖

縄県の財産ですので、当然沖縄県で責任を持ってで

すね、現地の日系人会とか、北マリアナ政府観光局

へ謝礼金を支払いまして管理を行っているところで

あります。ただ、沖縄県の所有物でない塔も委員おっ

しゃったようにあるわけでございます。このような

塔につきましては、これまで関係者の皆さんの御努

力で維持管理が行われてきたところでありますけど

も、県ではですね、今後、県内の慰霊塔もそうなん

ですけども、海外の慰霊塔の管理が困難になるよう

な場合も想定しまして、来年度に管理困難慰霊塔検

討事業というのを予定しております。この事業の中

でですね、海外に建立された慰霊塔についても当該

事業の対象としてですね、調査結果を踏まえ、この

ようなこれまで当事者で管理されてきた慰霊塔の課

題を整理していきたいというふうに考えております。

○平良昭一委員 これは非常に検討する問題だと思

いますので、それを行っていただきたいという要望

です。

それと今、県内の慰霊塔というものがありました

けど、県内に慰霊塔は幾つありますか。

○宮城和一郎保護・援護課長 平成30年度に県にお

いて、県内の慰霊塔が幾つあるかというような調査

を行っております。440基余り、現時点で県内、特に

糸満市を―激戦地を中心にいたしまして存在してい

ると考えております。

○平良昭一委員 この管理はそれぞれの団体がやっ

てるの。

○宮城和一郎保護・援護課長 慰霊塔はそれぞれの

建立者がいらっしゃいまして、その建立者を中心に

管理しておりまして、それぞれの慰霊塔はそれぞれ

管理者において管理されているところであります。

○平良昭一委員 最近、新聞等で管理が行き届かな

いのがたくさん出てきているような状況があります

けど、その辺は今後どうなるのか。

○宮城和一郎保護・援護課長 ほとんどのですね―

大分年月が経過しまして、高齢化等によってかなり

御苦労されている慰霊塔もあるんですけども、ほと

んどの慰霊等は皆さん責任を持って適切に管理され

ているところです。ただですね、無縁化している慰

霊塔も一部あって、雑草が茂ったりしているところ

もあります。そのような慰霊塔につきまして、先ほ

ど申し上げました次年度ですね、管理困難慰霊塔な

どの検討事業を実施しまして、地域のですね―例え

ば管理者はいなくても、管理者から話が聞けない場

合ですけども、地域の方々からヒアリング等を行い

ましてですね、地域の意向を踏まえながらですね、

どういった管理の在り方が今後必要なのか等ですね、

検討して整理していくということにしております。
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以上です。

○平良昭一委員 今後、関係者がやっぱりもういな

くなるわけですから、これを今後検討して対応して

いくということでありますけど、これを集約して対

応するような団体をつくらないといけなくなるかも

しれません。その点について、現在指定管理者にお

いて平和公園はやっていますよね。あそこには幾つ

ぐらい管理しているものがあるの。

○宮城和一郎保護・援護課長 摩文仁のですね、平

和祈念公園の公の財産としての所管は土木建築部と

いうことになりますけども、あそこの霊域ですね―

丘のちょっと高くなったところに都道府県の慰霊塔

などを中心にですね、数十基の―実は沖縄における

ダバオの会の慰霊塔もありますし、その他厚生労働

省の墓苑なども含めると数十基程度、向こうに慰霊

塔がございます。

○平良昭一委員 県が指定管理しているところあり

ますよね。平和祈念財団かな。そこが持っているの

は幾つぐらいあるの。管理しているのは。

○宮城和一郎保護・援護課長 先ほど申し上げまし

たように、ほとんどの県内にある慰霊塔は建立者に

おいて管理しているんですけども、いろんな経緯が

ありまして平和祈念財団にですね、管理、そのもの

の所有権を譲渡といいますか、委託したものも含め

て、100程度というふうに認識しております。

○平良昭一委員 あの公園で、よく平和祈願祭とか

ありますよね。こいのぼり祭りとか。これは県が主

催してるの。

○宮城和一郎保護・援護課長 摩文仁の指定管理、

地域変則的になっておりまして、公園全体も平和祈

念財団が指定管理者となっていて、我が部の所管で

ありますと、平和の礎の指定管理も平和祈念財団に

なっております。ただ、また丘の上のほうに行きま

すと、例えば国立戦没者墓苑とか都道府県の慰霊塔

などは、指定管理という形ではなくて、それぞれの

所有団体から委託を受けてということになっており

まして、平和こいのぼり祭りですとか、その他もろ

もろのものは平和祈念財団の自主事業として実施し

てございます。

○平良昭一委員 となると、皆さんが戦後75年に関

する事業としていろいろ挙げてますけど、それに対

するものは全く別物だというふうに理解していいの。

この公益財団法人平和祈念財団とは全く別に考えて

いるということで理解してよろしいんでしょうか。

これから75周年に向けてやるのは。

○宮城和一郎保護・援護課長 75周年事業は、県独

自の様々な、我が部、保護・援護課及び女性力・平

和推進課において所管するものが予算説明書等に掲

げてございますけど、それ以外にも平和祈念財団の

実施事業としてやるこいのぼり祭り等とかですね、

民間団体がやるものもございます。

○平良昭一委員 分かりました。

終わります。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

午後３時46分休憩

午後４時６分再開

○狩俣信子委員長 再開いたします。

休憩前に引き続き質疑を行います。

西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 最初に、コロナウイルス感染対策

のための質疑を行いますけれども、今、緊急対策と

いうことでデニー知事のペーパーが回ってきました

けれども、子ども生活福祉部と教育庁に係る県政の

緊急取組、先にお尋ねしたいと思います。

○大城玲子子ども生活福祉部長 まず大きなものと

しまして、子供の居場所、198か所ございまして、そ

の６割が休止または一部休止ということもございま

すので、子供たちに食事が行き渡らないような状況

を懸念しまして、沖縄子どもの未来県民会議の寄附

金から弁当を配食するサービスを先週の土曜日から

開始しております。それ以外につきましては、先ほ

どの知事の緊急対策の中では、例えば一番最後の県

民の皆様へのお願いというところで、県内企業にお

かれましてはということで、在宅勤務や子連れ出勤

を積極的に取り入れていただきたいと。休みやすい

環境整備に向けた運用をお願いしますというような

内容にしているところでございます。

○平敷昭人教育長 教育委員会ですが、今日出た緊

急対策という意味ではですね、県民向けのお話であ

りましたり、企業、生産者向け、あとは需要回復に

向けた取組ということで、あと、県民の皆様へのお

願いということなんですけれども、そういった意味

では、直接教育委員会の部分というのはここには入っ

ておりません。ただ、先ほどもお答えしたんですけ

れども、学校の休業、また、市町村教育委員会はそ

の実情に応じてそれぞれの判断で休業をすると。近

々再開する動きも出ておりますけども、各判断によっ

て休業、休校をやっていただいたということが、主

な取組になっております。

○西銘純恵委員 最初に厚労省からの２日付の通知

と、最近も６日ですかね、教育も出たんでしょうか。

政府の対応そのものがですね、最初に多分２月27日
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の休みの前日に、安倍首相が全国の学校休業をする

と、休校にするということをやって、月曜日の３月

２日からというところで大混乱が起こったと思うん

ですよね。それで、通知そのものは２日にしか出て

いないということで、私これがもう本当にこの１週

間ですね、いろんなところでこういうやり方してい

いのかと。今、教育長が学校の判断で、市町村教育

委員会の判断で休校にするしないというのは、それ

が当然だと思うんですよ。安倍首相が言ったのは、

専門家の意見も聞かなかったというところもですね、

やっぱり批判が出ているということを指摘して―こ

の厚労省からの通知で、県が行った子ども生活部の

居場所の関係で先にお尋ねします。198か所のうち休

止58％ということで、ペーパーを先に頂いたと思う

んですけれども、この数字と、９日から申請を受け

る、でも、土曜日からやっているとおっしゃったの

で、今日申請に上がった、そういう居場所がどれだ

けあるのか、取りあえずお尋ねします。

○下地常夫子ども未来政策課長 小中学校の臨時休

業に伴い、子供の居場所等の状況について緊急的に

市町村等に聞き取りを行い、状況を把握しました。

３月３日時点で休止した居場所が99か所、一部休止

が16か所ということで、トータル115か所と。市町村

の聞き取りで緊急的に調査したものですから、居場

所等の集計に一部ばらつきがあるということで、全

体の数字についてはちょっと正確とは言い難いんで

すが、全体で198か所ありますので、約６割の居場所

が休止または一部休止という形になっております。

緊急的に支援が必要ということで、居場所について

はこれまで貧困対策として取り組んできたこともあ

り、やはり経済的に厳しい世帯の子供たちが比較的

多く通っているケースが多く、多くの子供たちの食

事の提供も、学校も給食等が今、休業でないという

形ですので、影響が及んでいることが懸念されたた

め、子どもの未来県民会議の基金を活用して緊急的

に対応することとしました。内容としましては、小

中学校等の臨時休業に伴い休止とした子供の居場所

等が、それでも食事支援を必要とする子供のため、

弁当を購入して配達する場合の費用を助成しようと

いうことで、対象としては、３月７日の土曜日から

基本的に春休み前までの学校の休業期間について、

１場所当たり５万円を上限に助成金を交付するとい

うことでやっております。受付については本日月曜

日から、居場所から直接県に申請書を出してもらう

形にしておりますが、市町村等を通じて、金曜日の

夕方に市町村に通知文を送りまして、金曜日に居場

所のほうに連絡が届くような対応をして、７日から

対応いただけるように緊急的に対応したところであ

ります。

以上です。

○西銘純恵委員 今日までに何か所に支給できたか。

対応できたか。

○下地常夫子ども未来政策課長 市町村を通じて居

場所のほうに直接連絡はしているところですが、ま

だ具体的にたくさん上がってきてるわけではなくて、

まだ数件程度の連絡という形で申請は来ている形で

あります。

○西銘純恵委員 やっぱり115か所、休止したという

ことは、きちんと学校休校の間はやってもらうとい

うことで周知していただきたいと思います。

それともう一つ、学童の問題で、私一般質問でも

やりましたけど、開所と受入状況をお尋ねします。

○久貝仁子育て支援課長 放課後児童クラブの開所

状況について市町村に確認したところ、小学校の臨

時休校を実施していない石垣市を除く県内26市町村、

486クラブのうち、令和２年３月６日現在、460クラ

ブで午前中から運営しているとのことでございます。

○西銘純恵委員 公費負担ですが、最初の通知の金

額と、６日に変更されたその内容と、なぜそうなっ

ているのか、それと見解も伺います。

○久貝仁子育て支援課長 国においてはですね、保

護者に負担をかけないということで、午前中から開

所してるクラブに対してはですね、当初、１日当た

り１万200円ということで加算をしておりましたけど

も、週末にですね、開所に当たっての人材確保等に

要する費用が厳しいということで、１日当たり２万

円を追加してですね、合計３万200円の加算となって

おります。

○西銘純恵委員 460学童のほうで、それを活用して

できる方向はあるんでしょうか。

○久貝仁子育て支援課長 もちろん午前中にですね、

開所をして児童を受け入れているので、この加算を

活用していくというふうに考えております。

○西銘純恵委員 認可外や地域保育園、事業所内保

育園、認可保育所はどうなっているんでしょうか。

○久貝仁子育て支援課長 これも３月６日、金曜日

現在ですけども、認可保育所、地域型保育事業所、

事業所内認可外保育施設等の休園のですね、報告は

ございません。

○西銘純恵委員 通常どおりやっているということ、

それは政府もそういうふうに言っているので、そう

いう形でなされていると思うんですが。
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次、今マスクや消毒薬がなかなか一般も手に入ら

ないんですけど、この学童なんか受入れをしている

ところは、とりわけ消毒薬とか石鹸とか、通常の備

品よりはもっと必要となると思うんですが、これも

公費負担すべきと思うんですが、いかがでしょうか。

○久貝仁子育て支援課長 先ほど追加財政措置の話

をしましたけども、これについてはですね、人件費

に限らず、運営費への加算にもなっているようです。

そのため、クラブでマスク、消毒液等を購入する場

合にも、この経費を活用していくことになります。

○西銘純恵委員 休校になった小中学校や特別支援

学級、特別支援学校の子供たちの状況はどうでしょ

うか。教育、お尋ねします。

○宇江城詮義務教育課長 お答えします。

３月５日時点でですね、学校で預かるとしている

市町村が14市町村ございます。学校数は、小学校

127校、中学校が２校となっております。ただし南城

市のほうはですね、３月２日から４日間の期間とい

うことになっておりますので、南城市を除く学校数

は小学校118校、中学校２校となっております。受け

入れている児童数については日によって流動的です

ので、把握はしておりません。

以上です。

○玉城学県立学校教育課長 県立特別支援学校にお

きましては、教育長から先ほど答弁ありましたけれ

ども、５校８件の保護者やデイサービスから相談が

ありまして、現在、４件は既に対応済みで、残り５件

についても今後対応するという状況となっておりま

す。

○西銘純恵委員 残りって、今日月曜日なんですけ

ども、これは緊急性があると思うんですが、ぜひ急

いでやっていただきたいと思います。

あと、休校中の学校で受入れをしている市町村、

先ほど14市町村ということで答えたのでよろしいで

しょうか。教師の体制とか、給食はどうなっていま

すか。

○太田守克保健体育課長 学校給食といいますか、

実際は軽食の形でされているということなんですけ

れども、浦添市においてはですね、小学校（児童ク

ラブ）を利用する児童生徒に対して、御飯とおかず

一品の軽食を無償提供していると伺っております。

休業中の児童への軽食の対応については、弁当持参

や午前中での受入れの対応を行うなど、各市町村が

それぞれの実態に応じて対応していると理解してお

ります。今後とも、児童への軽食の提供等に関する

情報の収集に努めてまいりたいと考えております。

以上です。

○西銘純恵委員 学校の再開について、状況をつか

んでいましたでしょうか。

○宇江城詮義務教育課長 ３月の今日の時点ですが、

豊見城市が今日の９時半にですね、明日、10日から

出校予定ということに決定したそうです。市のウェ

ブページとか学校のウェブページ、防災無線等で周

知するということを伺っております。浦添市のほう

が11日から給食も含めてありということで伺ってお

ります。南風原町のほうは、３月16日からの学校の

再開をまだ検討しているということで伺っておりま

す。

以上でございます。

○西銘純恵委員 高校入試の発表というのは、どう

いうふうにやるんでしょうか。

○玉城学県立学校教育課長 お答えいたします。

各県立高校ですね、３月11日、水曜日が合格発表

となっており、当初では学校のほうに掲示予定とい

うことでありましたが、それはせずに、各学校のホー

ムページで受験番号等の合否、合格発表に置き換え

るということで対応しているところであります。

○西銘純恵委員 小中学校が開校、明日、明後日と

いうことがある中で、やっぱりホームページという

ことにもう決めたからということになるんでしょう

か。県立はみんな一斉にそういう考えなんでしょう

か。

○玉城学県立学校教育課長 現在３月15日までの休

業ということで通知しておりますが、その後につい

ては状況の変化に応じてですね、学校のほうによっ

て通知するということになっておりますが、その開

校をどうするかについては、今後の状況を踏まえて

検討することになろうかと考えております。

○西銘純恵委員 次、生活保護についてお尋ねしま

す。５年前と比べて、保護の状況をお尋ねします。

○宮城和一郎保護・援護課長 沖縄県で生活保護を

受ける世帯数、人員数及び保護率について、令和元

年11月末時点と５年前の平成26年度の年度平均を比

べますと、世帯数につきましては２万5475世帯から

２万9672世帯と4197世帯、16.5％の増。人員数につ

きましては３万4840人から３万7928人と3088人、

8.9％の増。保護率につきましてはパーセンテージで

申し上げますと、2.40％から2.56％と0.16ポイント

の増となっております。世帯類型別の保護世帯数に

ついては、先ほど申し上げました同期間につきまし

て、高齢者世帯は１万1772世帯から１万6290世帯と

4518世帯、38.4％の増。母子世帯は1367世帯から
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1291世帯と76世帯、5.6％の減。障害者世帯は4746世

帯から5225世帯と479世帯、10.1％の増。傷病者世帯

は3976世帯から3658世帯と318世帯、8.0％の減。そ

の他世帯は3489世帯から3101世帯と388世帯、11.1％

の減となっており、高齢者世帯と障害者世帯が増加

し、母子世帯、傷病者世帯、その他世帯が減少して

おります。

以上です。

○西銘純恵委員 就労している母子世帯、そこの車

保有について緩和すべきだと思うんですが、実態と

見解を伺います。

○宮城和一郎保護・援護課長 まず、生活保護法の

基本的な―委員御存じなのは承知しておりますが、

申し上げます。生活保護を受給するに当たり原則と

して自動車の保有が認められないのは、自動車が資

産であり資産は売却等を行い生活に活用すべきとす

る、生活保護法第４条に基づく保護の補足性の原理

によるところであります。ただし、これは原則でご

ざいますので、生活保護受給者には事業を営んでい

る方もいて事業用にどうしても必要な場合とか、公

共交通機関が利用困難な場合等の通勤用ですとか、

障害者の方が通院にどうしても必要という場合、あ

るいは公共交通機関が利用困難な場合の通院等の場

合は、各福祉事務所長の判断で自動車を保有するこ

とが認められております。また、先ほど申し上げま

した公共交通機関が利用困難な場合等の中におきま

して、委員おっしゃいました独り親世帯に係るもの

については、生活保護の実施要領においてですね、

子を保育所に預けながら就労する方については、自

宅から勤務先まではバス等で通勤が可能であるが、

子を保育所へ送迎して勤務するためには自動車によ

る以外に通勤する方法が全くないか、または通勤す

ることが困難である場合には、通勤用自動車の保有

が認められる場合があるとされております。恐縮で

すけども、独り親世帯がどの件数、自動車を保有し

ているか、県では把握しておりませんが、その他世

帯を含めますと、令和元年の９月１日現在で、県内

福祉事務所において106件の保有が認められていると

ころでございます。

○西銘純恵委員 母子世帯の生活保護の被世帯数が

減ってきているわけですよね。だから、それを見て

もやっぱり受けづらいというのがあるんじゃないか。

ぜひ、実態調査していただきたいと思います。

次、関連するんですが、生活困窮者の自立支援事

業、この説明をお願いいたします。事業としてあり

ます。

○宮城和一郎保護・援護課長 お答えします。

生活困窮者に対する自立支援策として、本県にお

いては、一番最初の入り口になりますと自立相談支

援事業をはじめ、就労準備支援事業、家計改善支援

事業、一時生活支援事業、それと住居確保給付金の

支給等、困窮者一人一人の状況に応じた支援を実施

しております。生活について困り事や不安を抱えて

いる場合は、まず自立相談支援事業において相談を

受けて、どのような支援が必要かを一緒に考え、具

体的な支援プランを作成し、支援対象者の状況に応

じた事業等を通じて、寄り添いながら自立に向けた

支援を行っているところでございます。その中で、

社会との関わりに不安がある、他人とのコミュニケー

ションがうまく取れないなど、直ちに就労困難な方

に対しましては、就労準備支援事業を通して日常生

活や社会生活に必要な基礎能力を養いながら、就労

自立に向けた支援や就労機会の提供を行っていると

ころでございます。

○西銘純恵委員 自立支援事業は相談事業が主と言

うんですが、何か所の相談で、これまでの相談件数

は。

○宮城和一郎保護・援護課長 委員御案内のように、

この事業は、町村部については県が実施しておりま

して、市については市独自で実施しているところで

ございます。県におきましては、北、中、南、３か

所に主に置いてあります。ただ、衛星的にですね、

サテライト的にも小規模な窓口は置いております。

県が所管している町村部において、この制度は平成

27年度からスタートしておりますけども、４年間で

3291件の相談を受け付け、1517名に対して支援プラ

ンの作成による継続的な支援を行いました。その結

果、485名が就労し、95名が増収につながっておりま

す。また、継続的な支援を行った方のうち、住まい

の安定、自立に向けた意欲の向上や精神の安定、社

会参加の増加が図られたなどの変化があった方は半

数以上おり、生活困窮の深刻化を予防する効果が現

れてきていると考えております。今般、複合的な課

題を抱える方を広く対象として、就労支援のみなら

ず、家計改善支援や住まいの確保など、個々の生活

困窮者の状況に応じた包括的な支援を実施する本事

業の重要性は増してきていると考えることから、県

としましては今後も本事業の推進に努めてまいりた

いと考えております。

以上であります。

○西銘純恵委員 ３か所でやっているというのも、

少ないんじゃないかと思うんですよ。やっぱり町村
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の窓口、そこら辺でもやらないと、相談件数が3200件

というのはやっぱり少ないんじゃないかと思いまし

て、もっと身近にあるんじゃないか、やるようにし

なければいけないんじゃないかと考えています。

それと、生活困窮者の就労準備支援事業、絡めて

やっているかと思うんですけども、就労支援事業で

就労に行き着いた相談、それと就労したというのは、

実績としてどれだけあるんでしょうか。

○宮城和一郎保護・援護課長 恐縮ですが、ただい

ま手元にございませんので、後ほどお届けするとい

うことでよろしいでしょうか。

○西銘純恵委員 質問したいということで渡してい

たつもりですが、よろしいです。

あと新規事業、美らうちなー草の根平和事業、説

明お願いします。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 お答えいたしま

す。

令和２年は戦後75年の節目の年でございますので、

75年事業の一環といたしまして、本事業美らうちなー

草の根平和貢献賞表彰事業の中におきまして、沖縄

戦の実相や歴史的教訓を語り継ぐ活動を行ってきた

戦争体験者の功績に光を当てまして、戦の語り部功

労者として表彰することを考えてございます。また、

その活動内容等もパネル化して、パネル展、移動展

を実施してまいりたいと考えております。

○西銘純恵委員 語り部の皆さん、本当に重要な長

い間のね、つらい経験をやりながらやったと思うん

ですが、対象になる方と、この選定の基準といいま

すか、どれだけいらして、その皆さんをまとめて表

彰する予定なのかどうなのかもお尋ねします。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 今、対象の方々

として考えてございますのが、沖縄戦を語り継ぐ社

会貢献活動を行っていらっしゃいました戦争体験者

の方、また、ほかにですね、例えば平和祈念資料館

ですとかで語り部活動を行ってきた戦争体験者の方

が、この語り部活動を通しまして沖縄戦の実相や教

訓を次世代へ継承することに貢献された方々が所属

する団体等も考えているところでございます。対象

人数といたしましては、50名程度を想定しておりま

す。

以上です。

○西銘純恵委員 同じ75年事業で、全戦没者追悼式

の―３か月ちょっとしかないんですが、広島、長崎、

国連代表、既に相手のほうに打診をされているのか

どうか。

○宮城和一郎保護・援護課長 戦後75周年事業とし

まして、ただいま国連、そして広島市、長崎市、打

診しまして調整しているところでございます。

○西銘純恵委員 打診をされたかとお尋ねしました

ので、調整という話になっているんですけども、予

算を組んだということは、ほぼ確定ということで見

てよろしいんでしょうか。

○宮城和一郎保護・援護課長 今、正式に案内書は

送付してございます。予算も確保してございます。

ただ、広島、長崎市については、御覧のとおり本県

と同じく議会中でありましたり、そういった事情が

ありまして、まだ確定ということは、現時点では申

し上げられない状況でございます。

○西銘純恵委員 国連は事務次長が来たいと言って

いましたが、どんなですか。

○宮城和一郎保護・援護課長 案内文自体は事務総

長宛てに送付させていただきました。ただ、代表の

方、どなたがお見えになっていただくかは、現在、

委員おっしゃった事務次長も含めて国連において検

討いただいてるところでございます。

○西銘純恵委員 実現していただきたいと思います。

子供の貧困対策予算額の推移を伺います。

○下地常夫子ども未来政策課長 予算額の推移の御

説明の前に、事前に西銘委員に御説明して提供した

資料の数値の一部に誤りがありましたので、大変で

すが、おわびして訂正させていただきます。今から

述べる数字が正しい数字になりますので、よろしく

お願いします。

県では、平成28年度に沖縄県子どもの貧困対策計

画を策定して、総合的な支援を実施しております。

子供の貧困対策に係る予算については、各部局等が

所管する事業の予算を全庁的に取りまとめており、

今回の資料におきましても、令和２年度257.8億円と

いう形でお示ししたところです。計画を策定した28年

度から令和２年度の当初予算までの状況を御説明し

ますと、平成28年度に約205億円。29年度に約226.2億

円。平成30年度に約218.4億円。令和元年度に約

234.1億円。令和２年度が約257.8億円ということで、

過去５年間で52.8億円の増となっているところです。

以上です。

○西銘純恵委員 予算額も相当増やしていただいて

内容も充実していますので、さらに進めていただき

たいと思います。

次、教育にお尋ねします。11の小学校で少人数に

なっていない学級がどれだけあるんでしょうか。25人

下限の条件があるために、そういう状況ではないで

しょうか。撤廃すべきではないでしょうか。
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○狩俣信子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、屋宜学校人事課長から11市でよ

いか確認があり、西銘委員がそれを了承し

た。）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

屋宜宣秀学校人事課長。

○屋宜宣秀学校人事課長 11市の小学校におきまし

て、まず、教室不足によりまして少人数学級を編成

していないのが８学級ございます。それから、今おっ

しゃいました小学１年生及び２年生の下限の設定に

より30人学級を編成していないのが36校、44学級と

なります。

以上です。

○西銘純恵委員 １年生、２年生、下限ということ

ですが、３年生以降は35人学級でやっているんでしょ

うか。

○屋宜宣秀学校人事課長 おっしゃるとおりでござ

います。

○西銘純恵委員 下限がない５年生を見たらですね、

結構39人とか、教室いっぱいだったんですよ。何で

そうなってるのかなというのは分かりますか。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、屋宜学校人事課長から他学年に

は下限がないとの答弁だが、35人学級で間

違いないかとの確認があった。）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

屋宜宣秀学校人事課長。

○屋宜宣秀学校人事課長 失礼いたしました。教室

不足により少人数学級が編成できていない学校がご

ざいます。

○西銘純恵委員 市町村、学校名お願いします。

○屋宜宣秀学校人事課長 小学校で８校11学級、う

ち市は７校と８学級ありますが、全部読み上げる形

にいたしますか。沖縄市が中の町小学校、美里小学

校、宮里小学校。宜野湾市が長田小学校、はごろも

小学校。中城村が中城南小学校―失礼。村は違いま

すね。那覇市が泊小学校、それから宮古島市が平良

第一小学校、以上でございます。

○西銘純恵委員 障害児の学級がありますよね、普

通学校の中に。その中で、支援員をつけて普通学級

に入って授業を受けるということもあるのかどうか。

○大嶺悟学校人事課小中学校人事管理監 ただいま

の質疑の中でですね、各小中学校におきましては、

特別支援学級のお子さんが協力学級という形で親学

級といいますか、普通学級に行って授業を受けるこ

とはあります。この際には、市町村教育委員会で任

用されています学習支援員であったりとか、ヘルパー

さんであったりということを、協力を活用しながら

ですね、教科の特性に応じてですね、親学級、協力

学級のほうに入って授業を受けるということはあり

ます。

○西銘純恵委員 下限問題で、１、２年生下限があ

りますということで、それで30人を超えているとこ

ろは何学級ありますか。

○屋宜宣秀学校人事課長 先ほど申し上げましたよ

うに、１、２年生で下限の設定により30人学級を編

成していないのは、36校44学級になっておりますが、

いずれも35人以下の学級で編成されているところで

ございます。

○西銘純恵委員 少人数学級、本当に学力も子供た

ちの豊かな成長が図られると思うし、教師の多忙化

の問題でも効果があると。解消の問題でも効果があ

ると思いますので、中学校２年、３年、早急にやっ

ていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○屋宜宣秀学校人事課長 中２、中３までの少人数

学級の拡大につきましては様々な課題、経費面とか

含めてございまして、それに対しまして、配置基準

の見直しでありますとか、教職員定数の配置に当たっ

ての柔軟な運用方法等、これらを整備することにし

ておりまして、現在検討しているところでございま

す。引き続き、市町村教育委員会や中学校長会とも

連携しまして、中学校３年生までの少人数学級の拡

大実現に向けて取り組んでまいります。

○西銘純恵委員 頑張ってください。

就学援助の入学前支給、状況をお尋ねします。

○横田昭彦教育支援課長 お答えいたします。

就学援助における児童生徒への学用品等の入学前

支給につきましては、平成29年度の入学生までは実

施市町村はありませんでした。平成30年度の入学生

から、小学校において７市町村、中学校において16市

町村が実施です。令和元年度の入学生については、

小学校で22市町村、中学校で25市町村が実施をして

おります。次年度になりますけど、令和２年度入学

生に関しましては、小中学校とも27市町村が実施予

定というふうになっております。

○西銘純恵委員 準備金が結構５万円以上かかると

か、大きな金額、実際10万円ぐらい一般的にはかか

るのかな。やっぱり前もって支給するというのは重

要なので、27市町村まで拡大されたということです

けれども、41ありますので、次年度に向けてぜひ取

組を強化していただきたいと思います。県教育委員

会のこの努力については、本当に市町村との引上げ



－218－

をするとかも含めて頑張っていると思います。

それと、子供の貧困対策、基金を使っての就学援

助の援助率、それも上がっているわけですよね。こ

れを最後にお尋ねして、どれだけからどれだけの就

学援助率になったのか、お答えいただいて終わりま

す。

○横田昭彦教育支援課長 お答えいたします。

援助率の推移ですが、平成28年度が21.57％でした。

29年度、これは速報値になりますが、23.59％。30年

度につきましては24.79％と、増加傾向にあります。

○宮城和一郎保護・援護課長 先ほど委員から、就

労準備支援事業の実績等調査の取組について、お答

えに戸惑ってしまいまして、今お答えしたいと思い

ますがよろしいでしょうか。

就労自立までは長期的な支援が必要ですが、平成

30年度、県所管事業においては、支援対象者87人中

16人が就職決定し、31人が訓練を含む就労につながっ

ております。それと、町村の取組ですけれども、現

在、町村に対しても窓口の設置を促しており、令和

元年度は北谷町において設置しております。令和２年

度はこれに加えて、恩納村、読谷村に設置予定でご

ざいます。

以上です。

○西銘純恵委員 今の生活困窮の関連はですね、やっ

ぱりひきこもりの未然防止ということも重なってく

ると思うんですよね。ですから、やっぱり就労させ

ていくという努力というのは、本人のやっぱり生き

がいとか生きる意欲に関わることだと思いますので、

ぜひこの事業は強化していただきたいと申し上げて

終わります。

○狩俣信子委員長 金城泰邦委員。

○金城泰邦委員 初めに、先ほど皆さんからいただ

いた緊急対策の件でですね、ちょっと伺いたいと思

います。福祉部所管、教育委員会所管ということも

あると思うんですが、子供の居場所の弁当配達支援

ということで、先週から私もちょっと二、三か所、

現場のほうに行ってきまして、皆さんのほうで給食

というか、食事の支援がいただけると。非常にいい

ことだなと思っております。この支援の基準という

のが、大体上限５万円というのが決まっていると思

いますが、この説明をお願いしていいですか。

○下地常夫子ども未来政策課長 子供の居場所が休

止した際に、食事支援を必要とする子供のため弁当

を購入して配達する等に要する経費の支援として、

今回実施することとしております。支援期間は３月

７日の土曜日から春休み前までの学校の臨時休業期

間中ということで、支援内容につきましては、１場

所等当たり５万円を今上限としております。これに

つきましては、あくまでも想定ですけれども、１人

当たり弁当が１日大体400円として、７人で18日を使

うと大体５万400円という形になりますので、１場所

大体１日当たり14人、平均利用しているという統計

的な数字もあります。その中でもやっぱり家庭にい

ろいろ困難を抱えて、特に支援が必要ということに

なると、全体というよりも、やっぱり一部というふ

うにも考えた部分もありますので、今はこういう積

算で取りあえず実施しているというところでありま

す。

○金城泰邦委員 私も行ったところは15名の利用者

がいたり、もう１か所は20名を超えてたりして、そ

うなると15名平均の算定を超えるケースもあるん

じゃないかと思っていまして、そういった５万円で

はちょっと賄えない場合は、そこら辺は皆さん臨機

応変に対応できるんでしょうか。

○下地常夫子ども未来政策課長 まず、緊急に休止

した居場所が、やっぱり必要な子供たちに支援をし

たいという形で動いていただく後押しとして今実施

したわけですが、それ以外にも既に新聞報道等もあ

りますけども、企業や有志の皆様においてこういっ

た子供たちを支援するため様々な取組がなされると

いう形での報道も出ております。また、私どもとし

ましては、県民会議の構成団体、115の団体がありま

すが、各団体におきまして独自で支援等を実施いた

だくよう呼びかけもしております。また、構成団体

の一部である琉球新報さんにおきましては、りゅう

ちゃんランチサポートという形で、県内の十数社の

協賛企業から物資を集めて子供食堂の運営先に無償

で配布するという取組が本日から始まっております。

こういった取組と重ねて、弁当配達だけではなく、

県民全体で支援ができるような形を期待していると

ころであります。

○金城泰邦委員 あと、この取組で学童は大体ワン

フロアで展開されていると思うんですが、学校を利

用できれば、もっと広いところで子供たちの居場所

を提供できるという意見もありましたが、学校の利

用についてはどうでしょうか。

○宇江城詮義務教育課長 お答えします。

文科省から２日付の通知の内容で、新型コロナウ

イルス感染予防のための小学校等の臨時休業に関連

した放課後児童クラブ等の活用による子供の居場所

の確保についての依頼がございました。この内容が、

子供の居場所確保に向けた人的体制の確保、それか
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ら学校の教室等の活用ということでございました。

留意事項として衛生管理、学校給食の提供等も示さ

れておりまして、県教育委員会としましては、この

依頼を受けて各市町村教育委員会のほうにお願いを

したところでございます。このことについては、ま

た子ども生活福祉部とも連携を行って対応しており

ます。

以上でございます。

○金城泰邦委員 あと、学童で預かったお子さんは、

先ほどの給食というか、軽食の提供を受けることが

できるんですが、親が自宅で子供を待機してやって

いる場合、同じ学童に登録している子でも差が出て

きますけれども、そういった部分は今後検討する必

要があるのではないかと思いますが、いかがでしょ

うか。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、金城委員から休校中に同じ学童

に登録しているが一方で学童に通わせ、も

う一方は自宅で待機している場合の違いに

ついて対応できるようにすべきとの指摘が

あった。）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

大城玲子子ども生活福祉部長。

○大城玲子子ども生活福祉部長 先ほど子ども未来

課長が説明しました400円のお話は、学童ではなくて

ですね、子供の居場所、子供食堂と言われるような

ところを想定しています。ですので、今のお話は学

童ではございませんので、学童に登録した人はもち

ろんその学童の運営の中で食が出される場合もあり

ますし、家庭からお弁当を持っていくという場合も

ありますので、それとは話が別の事業になっており

ます。

○金城泰邦委員 今回の件は学童も含めているん

じゃないんですか。居場所等となっていますよね。

○大城玲子子ども生活福祉部長 居場所等というの

はですね、居場所と呼んだり、子供食堂と呼んだり

しますので、そういうことで居場所等というふうに

表現しているところです。

○金城泰邦委員 改めて確認ですが、今回の食事の

支援というのは子供食堂だけ、限定ということです

か。

○下地常夫子ども未来政策課長 今回の対象として

いるのは、市町村を通じて把握した緊急対策事業で

やっている子供の居場所、それと加えて自主運営で

やっている子供食堂というのを対象にしております。

その居場所、そして子供食堂が休止しているんです

が、やっぱり食事支援が必要だということで、弁当

配達に要する経費を助成するという形であります。

○金城泰邦委員 子供の居場所というのはどういう

ところですか。具体的に。子供食堂以外に子供の居

場所というのはどこを言っているのか。

○下地常夫子ども未来政策課長 子供の居場所とい

う場合には、国の緊急対策事業を使って設置等を進

めてきた子供の居場所を対象に今お話をしておりま

す。市町村通じて交付金等を頂いておりますが、そ

の中で事業を実施している―子供食堂という場合に

は、そういった助成金等もなしで地域の有志の方が

独自に行っているという形になっております。

○金城泰邦委員 休校になった際の居場所となって

いる学童はそれの対象にならないんですか。

○下地常夫子ども未来政策課長 今回の沖縄子ども

の未来県民会議で実施する事業につきましては、学

童等は対象には入っていないところです。

○金城泰邦委員 偏っていませんか。対象にしてあ

げるべきじゃないですか。何でこんな偏るんですか。

○大城玲子子ども生活福祉部長 学童というのは放

課後児童クラブのことなんですけれども、通常であ

れば、小学校が終了してから放課後を預かるという

形になっています。ただ今回、小中高の休校によっ

て、午前中から開所して、できるだけやってくださ

いという内容になっていますので、その部分につい

ては国が経費を10分の10見ますよという通知もござ

いまして、長期間、長時間見ていただくというのが、

いわゆる学童の部分なんですね。ただ、先ほどから

申し上げている子供の居場所というのは、必ずしも

学童の場合は、親御さんが働いていて子供を預かる

ところがないというのが学童なんですけれども、居

場所は、一般的には経済的困窮でなかなか生活に支

援が必要であるとか、食事の支援が必要であるとい

うような子たちが通っているというところが居場所、

いわゆる子供食堂というような状況になっていまし

て、それは様々設置者がいまして、いろんな形態で

やっているんですけれども、そこが閉まってしまう

と、食事を取れない子供が、親御さんも厳しい状況

で食事を取れないという状況が想定されるもんです

から、緊急的に弁当を配食するという事業を組んだ

というところでございます。

○金城泰邦委員 実際には学童に行っている子のほ

うが多いのかなと、私は思っています。そういった

意味では、学童も県として対応していくべきだとい

うことを改めて求めたいんですが、どうなんですか。

○大城玲子子ども生活福祉部長 先ほどからちょっ
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と申し上げているところではありますが、放課後児

童クラブについては、運営費とか、利用料でありま

すとか、そういうものがきちんと条例なり国の基準

なりで定められておりまして、それなりの費用が補

塡されているところでございます、もともとですね、

そこで開所時間を長くしてほしいというところで、

国もしっかり措置をしているところでございますの

で、それと子供の居場所とは少し切り分けて考える

必要があるかなというふうに思っております。

○久貝仁子育て支援課長 補足いたします。学童は

ですね、夏休み、春休み、長期の休みがございます。

基本的にそういった場合はですね、午前中からクラ

ブを開けるわけです。その際はですね、多くの家庭

では弁当持参であるとか、そういった形で対応をし

ています。県として学童にどういうふうな支援があ

るかということで、今、学童ではですね、国が定め

る基準がありまして、１か所につき２人以上の放課

後児童支援員等が必要になっています。そのうち１人

は支援員を配置することになっておりますけども、

今回の措置でですね、民立民営のクラブが多いとい

うことで、支援員を確保できないという園が出てき

ているというふうな声もございました。そのためで

すね、県では５日に厚生労働省の担当課へ本県の実

情を伝えて、こういったコロナウイルス感染対策期

間に限りですね、支援員配置の要件の緩和を検討で

きないかというふうなお願いもしているところでご

ざいます。

○金城泰邦委員 その辺は今後ちょっと現場の声を

いろいろ聞いていただきたいと思いますね。よろし

くお願いしたいと思います。

あと、待機児童対策に関してですが、保育士確保

の支援ということで、先ほども御説明あったと思い

ますが、もう一回ちょっと確保のための県の独自の

支援策を説明いただけますか。

○久貝仁子育て支援課長 令和２年度に拡充したと

いう内容で説明をしたいと思います。令和２年度で

すね、新たな施策として待機児童解消支援基金を拡

充しました。これはこれまで施設整備を中心に、こ

の基金を活用して市町村の裏負担への支援をしてき

ましたけども、待機児童の解消にはですね、どうし

ても保育士確保が一番の課題であるというふうに認

識しております。そのために市町村が国庫補助で活

用して実施する保育士の確保事業、様々な事業ござ

いますが、こういった事業に対する市町村への裏負

担への支援。あと、市町村独自で保育士確保に向け

た事業を行っています。こういったきめ細かい市町

村の事業に対する支援も行っていきたい。あと、利

用調整の実測を測るＡＩ等の導入に対しても、市町

村への支援を行いたいと思います。そのほかにも、

令和２年度には保育士の修学資金の貸付けについて

も、前年度に５億円の上乗せをして今回計上してい

ます。こういった形で、保育士確保に向けた取組を

強化しているところでございます。

○金城泰邦委員 保育士に対する直接のインセンテ

ィブはありますか。

○久貝仁子育て支援課長 処遇が上がるとか、そう

いうことではなくて、市町村がこれまで保育士確保

に、市町村の財政的な事情もあって取り組めなかっ

たところにですね、県がこの基金を活用して市町村

をバックアップしていこうというのがございます。

先ほど市町村独自のきめ細かな保育士確保事業、こ

れも保育士確保に向けて積極的に取り組んでいる市

町村を後押ししていこうと。こういった県が基金を

活用していくことによってですね、ほかの市町村も

保育士確保に向けた独自の施策を展開しやすいよう

に、そういったことも含めて今回基金を拡充してい

るところです。

○金城泰邦委員 提案といいますか、保育士が沖縄

県でしっかりと就労できるように、住居の手当など、

そういった部分も県として支援するようなものも

あってもいいかなと思っているんですが。自治体に

よってはやっているところもあると聞いてるんです

が。

○久貝仁子育て支援課長 先ほど国の事業も活用で

きるということで、宿舎借り上げの補助についても、

この基金を活用することができます。市町村独自で

も、特に離島の石垣市、宮古島市などもこういった

独自の借り上げ事業をしていますので、こういった

市町村独自の支援にも、この基金が活用できるとい

うふうに考えています。

○金城泰邦委員 ありがとうございます。

教育委員会の所管の部分なんですが、子供の貧困

対策の推進の中の高等学校等奨学のための給付金事

業、この御説明をお願いします。

○横田昭彦教育支援課長 奨学のための給付金事業

について御説明いたします。同事業は、全ての意志

ある高校生が安心して教育を受けられるよう、授業

料以外の教育費の負担を軽減するために、低所得世

帯の生徒に対して就学のための給付金を支給する国

庫補助による事業でございます。

○金城泰邦委員 同じく教育委員会で、県外の進学、

大学生支援事業ということで9100万円の計上があり
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ますが、これはいつまで事業が続くのか教えてもら

えますか。

○横田昭彦教育支援課長 お答えいたします。

同事業につきましては、終わる時期を限定してお

りません。

○金城泰邦委員 ずっと続けていけるという意味で

いいんですか。

○横田昭彦教育支援課長 今のところですね、終期

は決めておりません。

○金城泰邦委員 毎年25名の枠の100名までやってい

くようなあれは、またこれとは別ですか。ちょっと

御説明お願いしていいですか。

○横田昭彦教育支援課長 毎年ですね、25名枠を増

やしていくような形で予算を計上しておりまして、

次年度、ちょうど100名規模になりますので、その規

模で続けていきたいというふうに考えております。

○金城泰邦委員 100名に達したら終わりじゃなく

て、今後も継続してやっていくという認識でよろし

いでしょうか。御答弁お願いします。

○横田昭彦教育支援課長 そのとおりでございます。

○金城泰邦委員 ありがとうございます。

このように今、子供たちのしっかりとした就学を

支援していくという取組があるのは非常にいいこと

だと思っております。また、この支援にあずかって

いない世代の若い人も、結構実は大変な思いで奨学

金の返済とかをですね、今頑張っているところであ

りまして、先日我が公明党としてもですね、ユース

トークミーティングというのを開いてですね、若者

の方の声を聞くという場を持ちますと、やっぱり奨

学金の返還の支援で大分苦労されているという声も

多かったんですね。今、国のほうでも、後は都道府

県のほうでも取り組んでいる、奨学金を活用して大

学生の地方への定着の促進ということで、地方創生

であったり、地方の人材確保であったり、そういっ

たことを目的にしてですね―例えば沖縄県なら沖縄

県の企業と沖縄県が、お互いに奨学金の返済の肩代

わりといいますか、そういったものをやることによっ

て、地元で沖縄県で仕事をしてくださいと。その分、

奨学金の返済を一部こっちが負担していきます、あ

るいは全額負担していきますと。そういった取組を

やっている話を聞いて、こんなものもありますよと。

沖縄県もやっているんですかと言って、沖縄県はやっ

てないんですと言ったら、非常に残念だというふう

に言われておりまして、全国でいえば32府県がこれ

をやっているそうなんですね。こういったことも―

既卒生も対象にですね、地域によって35歳まで対象

にしているところもあったりするそうなんですが、

そういったことも県として今後、ちょっと奨学金を

借りている若者への支援ということも検討できない

かどうか聞きたいんですが。

○横田昭彦教育支援課長 委員の御指摘の奨学金の

返済制度の件ですが、これにつきましては国が創設

をしております。委員が申し上げたように、地方公

共団体と、それから産業界が連携して、出資をし合っ

てですね、基金等を設立いたしまして、支援対象と

なる学生がその地域に定着してくれるような形で就

職した場合、奨学金の返済の全部とかですね、それ

から一部を、その基金のほうで肩代わりしましょう

という制度でございます。また、同制度につきまし

ては、学生等就学先の企業や業種など、その要件に

ついて地元の産業界と協議によって決めることに

なっております。現在、沖縄県におきましては、知

事部の所管部局がございまして、そこのほうで他都

道府県の事例を参考にしたり、調査をしたり、また、

地元の企業定着につながる施策等について、その事

業が効果的に行えるかどうかも含めてですね、検討

していると聞いております。

県教育委員会といたしましても、そのような動向

を注視しながら、関係機関も含めて情報を入手でき

るような形で、情報交換も含めて取り組んでいきた

いというふうに考えております。

○金城泰邦委員 この企業と県がですね、一緒にやっ

ていくということで、企業に対しては、これが損金

扱いとして対応できたりとかですね、県においては

総務省がこの基金への出損金額に対して特別交付税

措置もあるというふうな話も伺っておりますので、

そういったことを活用していってですね、県内に人

材確保、地方創生という流れまでですね、長いスパ

ンでやっていただけるといいなと思ってるんですけ

ども、そこをちょっと御答弁いただけますか。

○横田昭彦教育支援課長 同事業につきましては、

企業にとっても、それから融資を受けている子供た

ちについても、有意義な事業だというふうに考えて

おります。知事部局のほうでまさにそれを取り組ん

でおりますので、県教育委員会としても、他人事と

思わないで情報交換を進めていきたいというふうに

考えております。

○金城泰邦委員 ありがとうございます。ぜひ知事

部局とも連携して、これを推進していってほしいと

思います。

最後にですね、先ほど来ありました教育委員会の

課題だと思うんですが、重度知的障害を抱える子の
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普通学校の入学についてです。知事の答弁から本会

議であったということで、沖縄らしいインクルーシ

ブ教育ということを言ってました。沖縄らしいイン

クルーシブというのはどういうことなんでしょうか。

○平敷昭人教育長 今具体的にこういう形だという

ふうに示しているわけではないんですが、知事はた

しか大阪のほうに行かれて、大阪の取組を紹介され

たわけなんですね。それも参考にしながら、沖縄県

の実情もありますので、それを踏まえて沖縄版のそ

ういうインクルーシブ教育をつくっていただけない

かということを議会で答弁されたと思います。私ど

もも大阪、実際に見てきました。今、即そのままで

きるのかというと、学校にもいろいろ受入体制もあ

りますし、その事業のやり方、評価の仕方というの

もありますので、その仕組みづくりをまさに今、手

がけようと、進めていこうというところでございま

す。

○金城泰邦委員 今の答弁であれば、ちょっと知事

の描いているイメージが僕もよく分からないんです

けれども、ちょっとアバウトだなというふうに感じ

ておりまして、これについては知事にもぜひ説明を

していただきたいと思っておりますので、これは説

明として求めたいと思っております。

また、このことにつきまして、本人の保護者の思

いとしては、普通学校に入れて、そのお子さんに経

験をさせたいという思いが強いと思うんですね。皆

さんの答弁からは、やっぱり卒業ということが一つ

のネックであったり、ちゃんと科目を取得できるか

というのが課題だというふうにあるんですが、本人

の入学させて体験させたいという思いと、教育委員

会の卒業まで責任持ってという部分で、私の中で

ちょっとギャップがあるような感じがしてましてで

すね、ある意味、実際普通高校に通う中で、そのハー

ドルのどういった部分というのがあるのかというの

も、通ってみなければ分からない部分も実際あるの

かなというふうに思っておりまして、そういった意

味では、まずは通うことを目的としているその当事

者の意見、そういった思いというのを、卒業させな

いと駄目なんだというこの壁で遮ってしまうってい

う部分が、何かかみ合ってない感じがしておりまし

て、教育長はその辺をどう思っていますか。

○狩俣信子委員長 金城委員からただいま提起があ

りました、要調査事項の取扱いについては明 ３月

10日の委員会において協議いたします。

平敷昭人教育長、どうぞ。

○平敷昭人教育長 乖離があるんじゃないかという

御指摘なんですが、大阪を視察させていただいた際

に、細かいところはちょっと大阪府さんのほうから

紹介しないでほしいというのがあったんですが、高

校の授業を受ける際に、高校だと、例えば国語だっ

たり、英語だったり、数学だったり、理科だと物理、

化学とかいろいろあるわけです。学校によっては物

理とか分かれてないところもあるわけなんですけど

も、その教科で習うものについて、どういうことが

できるようになる、どういうのを理解してほしいと。

それを一定の点数で評価していくわけなんですけれ

ども、そういうことをやった場合に、なかなか重度

の障害を持っている生徒さんだとそこの部分に到達

が厳しいだろうというのもあって、特別の評価尺度

みたいなものを設定したりすると。そうすると、そ

の場合、指導要領に沿った内容とかなり違うものを

目標に設定をしてですね、そこの部分を一定程度の

到達目標にするというようなこともなさっていたか

と思います。具体的な個々の生徒さんによって違う

ものですから、そうすると、高校の教育とはかなり

違う内容の評価のやり方。場合によったら特別支援

学校の評価みたいな形でですね、個人内評価という

言葉も使いますけど、そういうこともなさっている

のかなと思いまして、その部分を具体的に―そうい

う形をやらないと、なかなか履修というか、進級と

いうのは難しいだろうなと思います。そういうもの

をどういうふうに普通の高校の教育課程の中で入れ

込んでいけるのか。今すぐ大阪を見てですね、はい、

やりましょうというふうに学校現場が簡単に受け入

れるのはなかなか厳しいところもありますので、そ

の辺は体制とか、あとは人員の話もありますけども、

体制づくり、評価の方法、授業の方法もですね、少

し仕組みづくりを構築しないことには厳しいのかな

というふうに考えているわけです。ただ、こういう

人を入れるというのは、今、試験制度がありますの

で、その試験制度で特定の生徒を特別扱いするとい

うわけにはいかないというのもありますので、仮に

合格したら合格した中で、この合否については私は

申し上げられないんですけども、それを踏まえた上

で、入った場合は何らかの支援が必要だろうけども、

逆に言うと、課程評価授業について仕組みづくりを

やっていく必要があるなというところであります。

ちょっと答弁が分かりにくいんですけど。

○金城泰邦委員 教育長も大分苦しいだろうなと

思っているんですけども。もう今やですね、知事も

ああいう答弁出ていますし、議会もですね、与党、

野党隔てなく、そういったのを推進する声に私は変
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わってきていると思いますので、最後は知事の英断

ですね。沖縄らしい、その中身が分かりませんけど、

ナンクルナイサーなのか分かりませんけども、沖縄

らしいこの仕組みを新しくつくってくれると、そう

いうことなんだろうなということを期待してですね、

この要調査事項にですね、要望しまして、質問を終

わります。

ありがとうございました。

○狩俣信子委員長 以上で、子ども生活福祉部及び

教育委員会関係予算議案に対する質疑を終結いたし

ます。

説明の皆さん、大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退席）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

次回は、明 ３月10日 火曜日 午前10時から委

員会を開きます。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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